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田
久
保
忠
衛
名
誉
顧
問
追
悼
号
に
寄
せ
て

真
の
日
本
国
を

　
　
取
り
戻
す
た
め
に

櫻

井

よ

し

こ

（
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所 

理
事
長
）

二
〇
〇
七
年
十
二
月
か
ら
十
七
年
間
、
副
理
事
長
と
し
て
国
家
基
本
問
題
研
究
所
を
担
っ
て
こ
ら
れ
た
田
久
保
忠
衛
氏
を
偲
ん
で
こ
の
度
、

紀
要
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

田
久
保
副
理
事
長
で
な
く
田
久
保
さ
ん
と
呼
ぶ
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
が
、
田
久
保
さ
ん
は
実
に
掛
替
え
の
な
い
方
だ
っ
た
。
私
に

と
っ
て
、
最
高
の
師
で
あ
り
志
を
同
じ
く
す
る
一
回
り
年
長
の
友
で
も
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
毎
週
金
曜
日
に
、
役
員
会
及
び
企
画
委
員
会
で
午

前
八
時
半
か
ら
お
昼
過
ぎ
ま
で
一
堂
に
会
し
、
喧
々
諤
々
の
議
論
を
交
わ
し
た
。
週
毎
に
共
有
し
た
四
時
間
強
、
そ
れ
は
日
本
国
を
真
の
日
本

国
た
ら
し
め
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
そ
の
行
く
道
を
照
ら
す
力
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
が
凝
縮
さ
れ
た
時
間
だ
っ
た
。

私
た
ち
は
度
々
数
人
で
食
事
を
共
に
し
た
。
気
に
入
っ
た
和
食
の
店
で
田
久
保
さ
ん
は
い
つ
も
端
正
に
酒
を
飲
ん
だ
。
日
本
社
会
の
お
よ
そ

全
て
の
分
野
で
日
本
ら
し
さ
が
薄
れ
て
い
く
中
で
、
田
久
保
さ
ん
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
侍
で
あ
り
続
け
た
。
そ
ん
な
田
久
保
さ
ん
は
如
何
に
し

て
創
ら
れ
た
の
か
。
そ
う
尋
ね
た
私
に
、
田
久
保
さ
ん
は
照
れ
笑
い
を
う
か
べ
、　

叔
父
上
、
田
久
保
龍
男
氏
に
つ
い
て
語
っ
て
下
さ
っ
た
。

龍
男
氏
は
自
伝
に
こ
う
綴
っ
て
い
る
。

「
私
は
十
五
歳
の
と
き
に
失
明
の
宣
告
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
不
治
の
病
に
悩
む
人
た
ち
に
対
す
る
切
実
な
同
情
の
念
が
わ
き
起

こ
り
ま
し
て
、
は
り
を
も
っ
て
不
治
の
病
を
一
つ
で
も
よ
い
か
ら
治
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
慰
め
に
も
な
り
、
御
友
だ
ち
に
も
な
り
た
い
と
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考
え
て
、
爾
来
数
十
年
、
は
り
の
臨
床
研
究
に
没
頭
し
て
参
り
ま
し
た
」

田
久
保
さ
ん
の
人
生
を
振
り
か
え
っ
た
『
激
流
世
界
を
生
き
て　

わ
が
師
わ
が
友
わ
が
後
輩
』（
並
木
書
房
）
で
田
久
保
さ
ん
は
、
叔
父
上

は
そ
の
と
お
り
の
人
生
を
送
っ
た
と
し
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
富
も
名
誉
も
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
病
人
と
盲
人
の
た
め
に
一
生
を
さ
さ
げ
た
人
物
を
私
は
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
」「
食
事
は
一
汁
一

菜
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
質
素
、
多
数
の
盲
人
の
弟
子
が
住
み
込
み
、
一
人
前
に
な
る
資
格
あ
り
と
判
断
す
る
や
自
立
さ
せ
た
」

さ
ら
に
叔
父
上
は
「
五
十
四
歳
の
と
き
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
語
の
勉
強
を
始
め
、
七
十
歳
に
な
っ
て
点
字
に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
聖
書
全
十
一
巻
と

ギ
リ
シ
ャ
語
・
日
本
語
対
訳
点
字
辞
典
全
十
巻
を
完
成
し
て
出
版
し
た
」

民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
、
政
治
家
の
鶴
見
祐
輔
、
ソ
ニ
ー
の
井
深
大
ら
、
多
く
の
人
材
が
叔
父
上
を
慕
っ
て
集
っ
た
。
我
欲
の
な
さ
、
後
輩

を
含
め
て
人
間
に
対
す
る
公
平
な
物
の
見
方
、
幅
広
い
人
脈
、
亡
く
な
る
直
前
ま
で
学
び
、
研
究
し
た
叔
父
上
。
私
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
全
て

が
田
久
保
さ
ん
と
重
な
る
。

こ
の
優
れ
た
師
、
田
久
保
さ
ん
と
限
り
な
く
多
く
の
こ
と
を
語
り
合
っ
た
。
振
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
私
た
ち
の
想
い
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
真

の
日
本
国
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
一
点
に
帰
す
る
。

国
基
研
に
関
し
て
私
た
ち
の
共
通
認
識
は
日
本
の
命
運
を
左
右
す
る
米
中
両
国
の
研
究
に
ど
う
取
り
組
む
か
、
だ
っ
た
。
国
基
研
に
欠
け
て

い
る
ひ
と
つ
が
中
国
問
題
の
専
門
家
だ
と
、
私
た
ち
は
感
じ
て
い
た
。
私
た
ち
は
わ
が
国
の
名
だ
た
る
中
国
研
究
者
の
幾
人
か
と
対
話
し
、
企

画
委
員
会
で
の
講
義
に
招
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
方
々
が
企
画
委
員
も
し
く
は
研
究
員
と
し
て
国
基
研
に
参
加
す
る
こ
と
は
実
現
し
な
か

っ
た
。
中
国
事
情
に
詳
し
く
と
も
、日
本
と
し
て
の
対
処
策
に
関
し
て
最
終
的
結
論
が
私
た
ち
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
理
由
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

し
か
し
研
究
所
と
し
て
中
国
専
門
家
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
う
考
え
て
目
配
り
を
重
ね
る
内
に
、
道
が
開
け
て
き
た
。『
資
治
通
鑑
』
二
九
四
巻
を
翻
訳
し
た
中
国
研
究
者
の
徳
田
直
史
氏
は
、
実
は

大
学
院
生
と
し
て
田
久
保
さ
ん
に
学
ん
だ
。
徳
田
氏
は
『
資
治
通
鑑
』
の
日
本
語
訳
を
完
了
し
た
が
、
国
基
研
は
そ
の
英
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

関
わ
っ
て
い
る
。『
資
治
通
鑑
』
は
客
観
的
に
中
国
人
の
冷
酷
な
本
質
を
伝
え
て
く
れ
る
貴
重
な
資
料
だ
。
同
資
料
は
慰
安
婦
問
題
で
日
本
を
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貶
め
た
国
連
の
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
そ
の
原
因
及
び
結
果
に
関
す
る
特
別
報
告
官
」、
ク
マ
ラ
ス
ワ
ミ
氏
の
報
告
書
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
材
料
と
も
な
っ
た
。

習
近
平
国
家
主
席
の
下
で
中
国
軍
が
熱
心
に
学
ん
で
い
る
「
孫
氏
」
を
含
め
て
中
国
古
典
の
専
門
家
、
加
地
伸
行
大
阪
大
学
名
誉
教
授
も
、

さ
ら
に
元
防
衛
庁
情
報
本
部
長
の
太
田
文
雄
氏
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

現
在
進
行
形
の
貿
易
戦
略
に
焦
点
を
絞
っ
て
習
近
平
政
権
を
分
析
す
る
細
川
昌
彦
明
星
大
学
教
授
、
経
済
金
融
面
か
ら
徹
底
分
析
す
る
田
村

秀
男
産
経
新
聞
特
別
記
者
の
存
在
も
心
強
い
。
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
の
北
村
稔
氏
、
静
岡
大
学
教
授
の
大
野
旭
氏
も
国
基
研
の
中
国
研
究
に

深
み
を
与
え
る
。
そ
れ
で
も
尚
、
田
久
保
さ
ん
と
私
は
習
氏
の
考
え
と
戦
略
戦
術
に
今
一
歩
迫
り
た
い
想
い
で
人
材
を
探
し
続
け
た
。

習
氏
が
最
重
視
す
る
の
が
「
国
家
の
安
全
」
で
あ
り
、
軍
事
力
の
優
位
性
で
あ
る
。
力
こ
そ
が
国
家
の
基
本
だ
と
考
え
て
い
る
習
氏
の
中
国

共
産
党
政
権
に
軍
事
動
向
の
分
析
で
迫
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
38
ノ
ー
ス
」
が
北
朝
鮮
の
動
き
を
衛
星
画
像
で
捉
え
、
次
の
動
き
を
予

測
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
も
中
国
動
向
を
衛
星
画
像
で
と
ら
え
、
公
に
さ
れ
て
い
る
資
料
と
つ
き
合
わ
せ
、
深
い
分
析
に
つ
な
げ
れ
ば
よ
い
。

タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
台
湾
海
峡
で
あ
り
東
シ
ナ
海
だ
。

そ
う
考
え
、
私
は
早
速
、
田
久
保
さ
ん
に
伝
え
た
。
こ
れ
が
二
〇
二
二
年
、
約
二
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
田
久
保
さ
ん
は
強
い
関
心
を
示
し

つ
つ
、
二
つ
の
懸
念
に
言
及
し
た
。
第
一
は
コ
ス
ト
で
あ
る
。
衛
星
画
像
は
当
時
、
非
常
に
高
価
だ
っ
た
。
国
基
研
が
そ
の
コ
ス
ト
に
耐
え
ら

れ
る
か
と
考
え
る
の
は
、
国
基
研
の
運
用
全
体
に
責
任
を
負
う
副
理
事
長
と
し
て
当
然
だ
っ
た
。
国
基
研
は
民
間
の
会
員
の
皆
さ
ん
の
浄
財
で

成
り
立
っ
て
い
る
。
無
駄
遣
い
を
し
な
い
よ
う
に
私
た
ち
は
倹
約
を
重
ね
て
今
日
に
至
る
。
あ
ら
ゆ
る
支
出
を
注
意
深
く
律
し
て
き
た
国
基
研

の
基
本
姿
勢
に
照
ら
し
て
田
久
保
さ
ん
の
指
摘
は
重
要
だ
っ
た
。

も
う
一
点
は
衛
星
画
像
に
よ
る
中
国
分
析
は
当
然
わ
が
国
政
府
も
行
っ
て
い
る
こ
と
で
、
国
基
研
の
研
究
は
政
府
の
そ
れ
と
ぶ
つ
か
る
の
で

は
な
い
か
、
国
益
に
資
す
る
こ
と
を
目
指
す
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し
て
、
好
ま
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
だ
っ
た
。

政
府
に
は
膨
大
な
予
算
と
豊
富
な
人
材
が
あ
る
。卑
下
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、わ
が
研
究
所
は
小
さ
な
組
織
だ
。予
算
面
で
も
人
材
面
で
も
、

政
府
と
の
競
合
は
考
え
に
く
い
。
私
た
ち
が
入
手
し
得
る
衛
星
画
像
は
政
府
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
見
劣
り
す
る
は
ず
だ
。
そ
れ
で
も
、
そ
こ
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か
ら
多
く
の
情
報
が
読
み
と
れ
る
。
継
続
し
て
監
視
す
れ
ば
軍
事
の
現
場
で
の
変
化
を
察
知
し
、
そ
れ
を
通
し
て
戦
略
を
よ
り
深
く
把
握
で
き

る
。
彼
ら
が
ど
こ
ま
で
準
備
で
き
て
い
る
の
か
も
突
き
と
め
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
抉
り
出
し
た
成
果
を
公
表
し
、
政
治
家
及
び
一
般
国
民
の
啓
発
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
公
益
財
団
法
人
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ

と
で
あ
り
、
国
益
に
も
資
す
る
。
政
府
を
助
け
こ
そ
す
れ
、
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。

国
基
研
の
研
究
課
題
も
含
め
て
運
営
全
般
に
関
し
て
私
は
田
久
保
さ
ん
が
留
保
し
た
案
件
に
つ
い
て
は
慎
ん
で
き
た
。
時
事
通
信
で
大
勢
の

部
下
の
信
頼
を
集
め
、
杏
林
大
学
で
学
部
長
と
し
て
多
く
の
学
生
を
育
て
た
田
久
保
さ
ん
に
は
、
時
事
通
信
社
長
の
長
谷
川
才
次
氏
や
杏
林
大

学
理
事
長
松
田
博
青
氏
ら
が
絶
大
な
信
頼
を
寄
せ
た
。

社
会
で
立
派
な
実
績
を
重
ね
た
田
久
保
さ
ん
に
較
べ
、
私
は
基
本
的
に
フ
リ
ー
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
一
人
で
仕
事
を
し
て
き
た
。
日

本
を
想
う
気
持
か
ら
、
田
久
保
さ
ん
ら
と
国
基
研
を
立
ち
上
げ
た
。
そ
の
五
年
後
に
は
国
基
研
の
裾
野
を
広
げ
る
つ
も
り
で
言
論
テ
レ
ビ
も
立

ち
上
げ
た
。
自
分
の
考
え
を
軸
に
、
自
ら
の
想
い
を
大
切
に
し
て
走
っ
て
き
た
だ
け
の
人
間
で
あ
る
。
国
基
研
の
運
営
に
お
い
て
私
が
、
田
久

保
さ
ん
の
考
え
方
や
判
断
を
重
視
し
て
自
ら
を
律
す
る
の
は
当
然
だ
っ
た
。

衛
星
画
像
の
分
析
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
時
間
は
か
か
っ
た
が
私
た
ち
は
合
意
に
辿
り
つ
い
た
。
背
景
に
は
、
衛
星
画
像
の
値
段
が
か

な
り
速
い
ペ
ー
ス
で
廉
価
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
中
国
の
軍
事
的
脅
威
を
衛
星
画
像
で
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
、

む
し
ろ
政
府
当
局
を
側
面
か
ら
扶
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
岩
田
清
文
元
陸
上
幕
僚
長
の
骨
折
り
で
自
衛
隊
を
定
年
退
職
す
る
中
川
真
紀
さ
ん
を
研
究
員
と
し
て
招
い
た
。
中
川
さ
ん
は
中
国

及
び
衛
星
画
像
の
専
門
家
で
あ
る
。
中
川
さ
ん
は
本
紀
要
に
お
い
て
も
、
中
国
人
民
解
放
軍
の
動
き
を
詳
細
に
分
析
し
た
。
中
川
さ
ん
の
軍
事

情
勢
分
析
は
有
元
隆
志
産
経
新
聞
特
別
記
者
と
岩
田
氏
の
下
で
進
め
ら
れ
て
い
る
総
合
安
全
保
障
研
究
の
ひ
と
つ
の
軸
と
な
っ
た
。

中
国
研
究
は
充
実
度
を
増
し
て
き
た
が
、
こ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
が
国
際
社
会
に
も

た
ら
し
て
い
る
脅
威
の
本
質
は
、
秩
序
対
秩
序
の
闘
い
で
あ
り
、
習
氏
が
現
行
の
国
際
秩
序
を
中
国
共
産
党
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
変
質
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
の
が
明
ら
か
だ
か
ら
だ
。
二
〇
一
二
年
十
一
月
に
中
国
共
産
党
総
書
記
に
就
任
し
た
習
氏
の
軌
跡
は
自
ら
が
思
い
描
く
戦
略
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目
標
達
成
の
強
い
意
志
に
貫
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
世
界
の
在
り
様
を
大
転
換
さ
せ
、
諸
国
諸
民
族
が
中
国
共
産
党
の
価
値
観
に
包
摂
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
は
創
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
私
た
ち
は
到
底
、
そ
ん
な
地
球
社
会
を
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
が
国
政
府
は
中
国
に
よ
る
自
由
世
界
へ
の
挑
戦
を
正

面
か
ら
と
ら
え
て
、
秩
序
対
秩
序
の
戦
い
に
打
ち
勝
つ
力
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
基
研
の
中
国
研
究
は
習
氏
の
最
終
目
標
に
警
鐘
を

鳴
ら
し
、
わ
が
国
が
対
中
対
策
を
徹
底
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
押
し
進
め
る
力
と
な
り
た
い
。

田
久
保
さ
ん
は
中
国
分
析
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
一
方
で
、
日
本
の
命
運
を
事
実
上
決
定
す
る
米
国
研
究
の
重
要
性
を
強
調
し
続
け
た
。

ア
メ
リ
カ
研
究
の
重
要
性
を
実
感
し
て
、
国
基
研
は
二
〇
一
五
年
、『
新
ア
メ
リ
カ
論
』（
産
経
新
聞
出
版
）
を
上
梓
し
た
。
田
久
保
さ
ん
は

殊
の
外
、
冨
山
泰
企
画
委
員
の
論
考
を
高
く
評
価
し
た
が
、
国
基
研
に
は
ア
メ
リ
カ
研
究
者
と
し
て
、
冨
山
氏
に
加
え
て
、
産
経
新
聞
特
別
記

者
の
湯
浅
博
氏
、
二
〇
二
四
年
十
月
の
総
選
挙
出
馬
を
機
に
国
基
研
を
退
い
た
が
、
国
基
研
設
立
当
初
か
ら
参
加
し
た
福
井
県
立
大
学
名
誉
教

授
の
島
田
洋
一
氏
ら
が
い
る
。

そ
の
上
で
田
久
保
さ
ん
は
よ
り
深
い
ア
メ
リ
カ
研
究
を
求
め
続
け
、
本
間
長
世
氏
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
論
が
必
要
だ
と
、
時
折
、
口
に
し

た
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
を
務
め
た
本
間
氏
は
個
々
の
事
象
か
ら
「
少
し
引
き
下
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
を
大
き
く
と
ら
え
た
」
学
者
だ
っ
た
。

一
九
八
〇
年
学
士
会
館
で
の
講
演
で
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
著
書
、『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で
、
外
国
人
と
し
て
ア
メ
リ
カ

全
体
を
と
ら
え
て
論
じ
た
。
日
本
に
は
ア
メ
リ
カ
学
会
が
あ
る
。
ジ
レ
ン
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
者
の
研
究
が
細
か
く
深
く
な
っ
て
い
き
、
ア
メ

リ
カ
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
論
じ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
個
々
の
分
野
の
情
報
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
を
教
え
て
く
れ
る

枠
組
み
を
ア
メ
リ
カ
研
究
者
は
し
っ
か
り
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
い
。
従
っ
て
日
本
の
ア
メ
リ
カ
研
究
の
専
門

家
は
残
念
な
が
ら
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
。
ま
る
で
田
久
保
さ
ん
の
想
い
を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
な
内
容
を
、
本
間
氏
は
語
っ
て
い
た
の
だ
。

田
久
保
さ
ん
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
グ
ル
ー
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
マ
リ
ー
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ビ
ー
ア
ド
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ク

ラ
ウ
ト
ハ
マ
ー
な
ど
の
主
張
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
日
本
を
理
解
し
、
真
っ
当
に
評
価
し
た
米
国
人
だ
。
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ビ
ー
ア
ド
は
日
米
戦
争
に
関
す
る
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
責
任
を
追
及
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
ビ
ー
ア
ド
に
よ
る
米
国
の
国
柄
、
そ

の
基
本
を
成
す
価
値
観
の
説
明
は
非
常
に
奥
深
い
。
氏
は
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
と
そ
の
一
三
年
後
に
出
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
を
比
較
し

て
、「
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
想
と
ア
メ
リ
カ
の
理
想
と
の
相
違
」
を
説
明
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
は
政
治
の
道
義
的
目
標
と
し

て
「
生
命
の
権
利
、
自
由
の
権
利
、
幸
福
追
求
の
権
利
を
国
民
の
た
め
に
確
保
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
は
自
由
、

財
産
、
安
全
、
抑
圧
へ
の
抵
抗
を
人
間
の
権
利
と
し
て
明
記
し
た
。
ビ
ー
ア
ド
は
人
権
宣
言
が
人
間
の
幸
福
に
触
れ
て
い
な
い
点
に
注
目
し
た
。

ビ
ー
ア
ド
は
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
伝
記
作
者
の
一
人
で
あ
る
ギ
ル
バ
ー
ト
・
チ
ナ
ー
ド
の
論
評
を
以
下
の
よ
う
に
引
用
し
て
米
欧
の
違
い
を
説
明

し
た
。

「
チ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
は
、
人
間
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
、
幸
福
で
あ
り
得
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
あ
ま
り
に
も
悲
観
的
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
が
期
待
し
得
た
と
こ
ろ
は
、
人
間
が
、
よ
り
少
な
く
不
幸
に
あ
り
得
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
」

「
一
八
世
紀
に
あ
っ
て
は
、
世
界
の
何
処
に
お
い
て
も
、
幸
福
の
追
求
を
（
権
利
と
し
て
）
宣
言
す
る
と
い
う
人
間
な
ど
が
存
在
す
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
た
だ
、
開
拓
者
精
神
を
持
つ
新
世
界
だ
け
が
、
そ
の
例
外
で
あ
っ
た
」（『
ア
メ
リ
カ
共
和
国
』
松
本
重
治
訳
、
み

す
ず
書
房
）。

独
立
宣
言
で
人
間
の
幸
福
の
追
求
を
政
治
の
道
義
的
目
的
と
定
義
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
は
「
従
来
の
政
治
思
想
的
伝
統
か
ら
思

い
切
っ
た
飛
躍
を
成
し
遂
げ
た
」
と
ビ
ー
ア
ド
は
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
人
は
い
か
に
誇
り
に
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
く
だ
り
を
読
ん
だ
時
、
私
に
は
大
い
に
感
ず
る
も
の
が
あ

っ
た
。
新
大
陸
に
移
り
住
ん
で
、
ア
メ
リ
カ
人
が
人
間
の
幸
福
追
求
権
を
独
立
宣
言
に
書
き
込
ん
だ
の
は
素
晴
ら
し
い
。
奴
隷
解
放
は
そ
れ
か

ら
八
五
年
後
の
南
北
戦
争
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
黒
人
奴
隷
の
幸
福
追
求
権
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
全
体

は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
人
間
と
し
て
幸
福
を
追
求
す
る
権
利
を
持
つ
と
い
う
方
向
に
着
実
に
歩
み
続
け
た
。
そ
の
事
は
実
に
す
ば
ら
し
い
。

そ
し
て
わ
が
国
を
振
り
か
え
れ
ば
、
わ
が
国
の
す
ば
ら
し
さ
こ
そ
、
冴
え
わ
た
る
。
わ
が
国
は
六
〇
四
年
に
十
七
条
の
憲
法
を
定
め
た
。
国
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民
を
大
御
宝
と
呼
び
な
ら
わ
し
、
民
が
安
寧
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
責
任
も
っ
て
政
治
を
司
る
よ
う
、
上
に
立
つ
者
の
心
構
え
を
説
い
た
の
が

十
七
条
の
憲
法
だ
。
そ
こ
に
は
人
間
の
幸
福
追
求
権 

と
い
う
言
葉
は
な
い
。
し
か
し
大
御
宝
た
る
国
民
の
安
寧
を
実
現
す
る
の
が
政
治
の
役

割
だ
と
い
う
哲
学
は
、
人
間
の
幸
福
追
求
権
を
政
治
の
道
義
的
目
標
と
す
る
考
え
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
が
六
〇
四
年
、
七
世
紀
初
頭
の

わ
が
国
の
政
治
の
神
髄
だ
っ
た
。
十
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
よ
り
約
一
二
〇
〇
年
も
前
に
、
わ
が
国
は
道
義
国
家
と
し
て
、
こ
の
価
値
観
を
憲
法

と
し
て
打
ち
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

人
間
的
か
つ
道
義
に
厚
い
わ
が
国
の
国
家
像
が
浮
か
び
上
が
る
。
私
た
ち
は
唯
一
の
同
盟
国
が
わ
が
国
同
様
、
道
義
大
国
と
し
て
出
発
し
た

こ
と
に
敬
意
を
表
し
、
同
じ
価
値
観
の
基
盤
に
立
つ
国
家
と
し
て
信
頼
し
、
同
時
に
日
本
国
の
こ
の
稀
有
な
国
柄
、
日
本
国
を
日
本
国
た
ら
し

め
た
貴
い
価
値
観
を
心
か
ら
誇
り
に
し
た
い
も
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
全
体
が
敗
戦
を
境
と
し
て
貴
重
な
精
神
的
土
台
を
打
ち
捨
て

る
か
の
よ
う
に
置
き
去
り
に
し
た
。
そ
の
こ
と
の
無
念
を
肝
に
銘
じ
た
い
。

紀
要
で
冨
山
さ
ん
が
指
摘
し
た
。「
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」の
時
代
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。日
本
は
独
立
国
家
と
し
て
の
力
を
再
生
し
、

「
戦
略
的
自
立
」
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
か
。
同
じ
く
紀
要
に
寄
稿
し
た
江
崎
道
朗
氏
の
指
摘
が
重

要
だ
。

敗
戦
に
よ
っ
て
わ
が
国
は
多
く
を
失
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
が
情
報
機
関
だ
っ
た
。
わ
が
国
の
情
報
力
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
は
、
組
織

面
で
も
人
材
面
で
も
米
国
に
よ
っ
て
壊
滅
に
追
い
込
ま
れ
た
。
江
崎
さ
ん
は
、
二
〇
一
〇
年
に
自
民
党
有
志
の
議
員
が
開
催
し
た
研
究
会
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
日
本
側
が
日
本
の
対
外
情
報
機
関
を
再
建
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
何
を
す
べ
き
か
と
問
う
た
と
き
、
米
国
の
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
の
専
門
家
が
こ
う
回
答
し
た
と
い
う
。

「
み
な
さ
ん
は
ま
ず
日
本
の
戦
前
・
戦
中
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
か
ら
学
ん
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
我
々
は
戦
前
・
戦
中
の
日
本
の

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
の
成
功
と
失
敗
の
歴
史
か
ら
も
懸
命
に
学
び
な
が
ら
、
今
日
の
活
動
に
活
か
し
て
い
る
の
で
す
」

か
つ
て
日
本
に
は
優
れ
た
情
報
機
関
が
幾
つ
も
あ
っ
た
。
中
で
も
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
要
員
の
養
成
機
関
と
し
て
の
陸
軍
中
野
学
校
が
あ
っ

た
。
米
国
Ｃ
Ｉ
Ａ
も
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
に
学
び
、
中
野
学
校
の
研
究
か
ら
多
く
を
取
り
入
れ
て
き
た
と
い
う
。
日
本
が
イ
ン
テ



　10

リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
を
再
生
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
お
手
本
は
足
元
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

日
本
に
は
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
に
先
駆
け
て
十
七
条
の
憲
法
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
よ
り
も
中
野
学
校
が
あ
っ
た
。
わ
が
国
の

歴
史
、
国
家
と
し
て
の
歩
み
の
中
に
学
ぶ
こ
と
は
沢
山
あ
る
の
で
あ
る
。
日
本
再
生
の
鍵
は
日
本
の
足
跡
の
学
び
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
な
の
に

な
ぜ
、
忘
れ
て
い
る
の
か
、
想
い
出
さ
な
い
の
か
。
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
な
の
か
。
ま
さ
に
戦
後
国
民
教
育
の
最
も
深
刻
な
問
題
点
で
あ
る
。

国
基
研
設
立
の
目
的
は
日
本
の
教
育
―
学
校
の
み
な
ら
ず
、
成
人
し
た
大
人
た
ち
の
学
び
を
正
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
わ
が
国
は
国
民
に
歴
史

を
教
え
ず
、
道
徳
を
教
え
ず
、
豊
か
で
知
的
な
学
び
の
機
会
を
与
え
ず
に
き
た
。
戦
後
ず
っ
と
、
日
本
国
民
は
祖
国
に
背
を
向
け
、
祖
国
の
豊

か
な
文
化
・
文
明
・
価
値
観
と
知
恵
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
き
た
。

国
民
を
知
的
貧
困
に
突
き
落
と
す
情
報
操
作
と
共
に
日
本
国
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
涵
養
も
な
く
、
日
本
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
認

識
さ
え
も
消
さ
れ
て
い
っ
た
。

十
七
年
前
、
田
久
保
さ
ん
と
言
い
交
わ
し
た
憲
法
改
正
の
実
現
と
教
育
の
再
生
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
紀
要
に
寄

せ
ら
れ
た
企
画
委
員
や
研
究
員
の
皆
さ
ん
方
の
主
張
か
ら
も
同
様
の
想
い
が
読
み
取
れ
る
。

田
久
保
さ
ん
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
田
久
保
さ
ん
と
の
会
話
は
日
々
続
い
て
い
る
。
内
外
の
情
勢
が
こ
の
上
な
く
厳
し
い
今
、
私
は

か
つ
て
な
い
強
い
想
い
で
国
基
研
設
立
の
目
的
を
果
た
し
日
本
の
立
て
直
し
に
邁
進
し
よ
う
と
心
に
誓
っ
て
い
る
。
状
況
は
厳
し
い
が
田
久
保

さ
ん
の
魂
が
す
ぐ
そ
ば
で
見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
。
だ
か
ら
百
人
力
で
あ
る
。
国
益
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
日
本
を
信
じ
、
安
定
し
た
気
持

ち
で
前
を
向
い
て
進
み
続
け
た
い
。



巻
頭
言 

民
主
主
義
の
危
機
と
日
本
の
安
全
保
障

巻
頭
論
文 

日
本
の
防
衛
強
化
促
す
国
際
環
境

パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の「
終
焉
」と
日
本
の
選
択

　―

国
際
政
治
の
動
乱
期
に
お
い
て

　
　
　
　
　
日
本
に
求
め
ら
れ
る
行
動―

二
戦
略
家
の
日
本
核
武
装
論

　―

ト
ッ
ド
、
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
を
中
心
に―

中
華
人
民
共
和
国
の
本
質

特
集  

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
日
本
の
安
全
保
障

櫻
井
よ
し
こ

田
久
保
忠
衛

36

田
久
保
忠
衛

欧
州
の
地
政
学
的
目
覚
め

　―

Ｅ
Ｕ
、「
戦
略
的
自
律
」
へ
動
く―

佐
藤
伸
行

5369

イ
ン
ド
太
平
洋
戦
略
と
日
本
の
安
全
保
障

　―

対
中
抑
止
の
最
前
線
を
考
察
す
る―

湯
浅
　
博
88

簑
原
俊
洋
12

北
村
　
稔
35

イ
ン
ド
の
対
米
中
露
外
交
を
考
え
る

近
藤
正
規
112

太
平
洋
島
嶼
国
の
安
全
保
障
と
日
本
の
役
割

山
田
吉
彦
133

Book Review 170

Topics

執筆者紹介 180

編集後記 182

中国の海洋グレーゾーン作戦　太田文雄 150

石川弘修・ジェイソン モーガン 

4

田
久
保
忠
衛
名
誉
顧
問
追
悼
号
に
寄
せ
て

真
の
日
本
国
を
取
り
戻
す
た
め
に

田
久
保
忠
衛
名
誉
顧
問
　
略
歴
・
研
究
業
績

日
本
国
憲
法
に
正
統
性
は
あ
る
か

太
平
洋
戦
争
か
大
東
亜
戦
争
か

「
一
九
五
一
年
の
断
裂
」

　
―「
反
対
党
」
の
条
件
と
し
て
の
国
防
政
策
と

　
　
　
　
　「
日
本
型
社
民
主
義
」
の
迷
妄
―

冷
戦
期
に
お
け
る
挑
発
と

　
工
作
活
動
か
ら
見
る
北
朝
鮮
の
本
質

尖
閣
諸
島
問
題
に
お
け
る
主
権
国
家
の

　
危
機
に
関
す
る
一
考
察

「
ア
メ
リ
カ
第
一
」に
日
本
は
戦
略
的
自
立
で
応
え
よ

沖
ノ
鳥
島
沖
の
中
国
海
洋
調
査
船
の
活
動
と
わ
が
国
の
対
応

　
―
無
許
可
調
査
を
取
締
り
、
国
際
法
上
の
島
と
し
て
、

　
　
　
　
　
戦
略
拠
点
を
守
り
ぬ
け
―

90
年
代
日
本
の
安
全
保
障
政
策

　
―
「
07
大
綱
」
と
「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」
の
含
意
―

「
軍
産
複
合
体
」
下
の
米
国
の
「
政
軍
関
係
」

　
―
文
民
と
軍
人
の
対
峙
と
一
体
化
―

中
国
の
軍
改
革
と
今
後
の
行
方

櫻
井
よ
し
こ	

3
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謹
ん
で
本
研
究
誌
を

　
　
　
　
　

田
久
保
忠
衛
名
誉
顧
問
の
御
霊
に
捧
ぐ
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略　
歴

一
九
三
三
年
二
月
四
日
千
葉
県
生
ま
れ

東
京
都
立
九
段
高
等
学
校
卒
業
。
一
九
五
六
年
、
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
。

田
久
保
先
生
は
、
早
大
法
学
部
在
学
中
か
ら
、
河
合
栄
治
郎
の
門

下
生
ら
が
組
織
し
た
「
社
会
思
想
研
究
会
」（
社
思
研
）
に
参
加
さ

れ
、
そ
こ
を
起
点
に
、
民
主
社
会
主
義
連
盟
（
民
社
連
）、
民
主
社

会
主
義
研
究
会
議（
民
社
研
）、政
策
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
活
動
さ
れ
、

後
に
「
独
立
自
尊
の
国
家
の
構
築
に
一
役
買
い
た
い
」
と
の
思
い
か

ら
設
立
者
の
一
人
と
し
て
国
家
基
本
問
題
研
究
所
に
参
画
さ
れ
た
。

時
事
通
信
社
時
代

一
九
五
六
年 

時
事
通
信
社
入
社
、
地
方
部
記
者

一
九
六
二
年 

独
ハ
ン
ブ
ル
ク
特
派
員

一
九
六
三
年 

外
信
部
記
者

一
九
六
四
年 

社
会
思
想
研
究
会
理
事

一
九
六
九
年 

那
覇
支
局
長

一
九
七
〇
年 

米
ワ
シ
ン
ト
ン
支
局
長

一
九
七
三
年 

外
信
部
次
長

一
九
七
四
年 

外
信
部
長

一
九
八
〇
年 

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
際
学
術
研
究
所
客
員

研
究
員

一
九
八
一
年 
海
外
事
業
室
長
兼
解
説
委
員

田
久
保
忠
衛
名
誉
顧
問
　
略
歴
・
研
究
業
績
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一
九
八
三
年 

編
集
局
次
長

杏
林
大
学
時
代

一
九
八
四
年 
時
事
通
信
社
を
退
社
、杏
林
大
学
社
会
科
学
部
（
現
・

総
合
政
策
学
部
）
教
授
に
就
任

一
九
九
二
年 

杏
林
大
学
社
会
科
学
部
長

一
九
八
五
年 

産
経
新
聞
「
正
論
」
執
筆
者

一
九
九
四
年 

慶
應
義
塾
大
学
に
お
い
て
学
位
論
文
「『
チ
ャ
イ
ナ
・

カ
ー
ド
』
論
の
展
開
と
そ
の
考
察
―
ニ
ク
ソ
ン
対
中

外
交
を
中
心
と
し
て
」
に
よ
り
博
士
号
を
取
得

一
九
九
六
年 

第
十
二
回
産
経
新
聞
「
正
論
大
賞
」
受
賞

二
〇
〇
二
年 

学
校
法
人
杏
林
学
園
評
議
員

二
〇
〇
三
年 

杏
林
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
客
員
教
授
に 

就
任

二
〇
〇
五
年 

政
策
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
副
理
事
長

二
〇
〇
六
年 

文
藝
春
秋
読
者
賞
受
賞

公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
時
代

二
〇
〇
七
年 

国
家
基
本
問
題
研
究
所
副
理
事
長
に
就
任

二
〇
一
〇
年 

杏
林
大
学
名
誉
教
授

二
〇
一
二
年 

産
経
新
聞
社
「
国
民
の
憲
法
」
起
草
委
員
会
委
員
長

二
〇
一
五
年 

日
本
会
議
会
長

二
〇
二
三
年 

第
二
十
四
回
産
経
新
聞
「
正
論
大
賞
・
特
別
功
労
賞
」

受
賞

二
〇
二
四
年
一
月
、
ご
逝
去

研
究
業
績

著　

書

・ 

『「
政
軍
関
係
」
研
究
―
新
た
な
文
民
統
制
の
構
築
』（
共
著
）、
国

基
研
「
政
軍
関
係
」
研
究
会 

編
、
堀
茂
、
黒
澤
聖
二
責
任
編
集　

並
木
書
房　

二
〇
二
三

・ 

『
宿
命
の
衝
突
：
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
50
年
：
中
国
は
日

米
を
騙
し
続
け
、
世
界
支
配
を
進
め
た
―
』（
共
著
）、
ビ
ジ
ネ
ス

社　

二
〇
二
二

・ 
『
目
覚
め
よ
日
本
憲
法
改
正
今
こ
そ
実
現
を
』、
明
成
社　

二
〇
一
七

・ 
『
日
本
国
憲
法
と
吉
田
茂
：「
護
憲
」
が
招
い
た
日
本
の
危
機
：
二

人
の
憲
法
通
が
熱
く
語
る
』（
共
著
）
自
由
社　

二
〇
一
六

・ 

『
新
ア
メ
リ
カ
論
』（
共
著
）、
櫻
井
よ
し
こ
＋
国
家
基
本
問
題
研

究
所
著　

産
経
新
聞
出
版
社　

二
〇
一
五
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・ 
『
日
本
の
勝
機
』（
共
著
）、
櫻
井
よ
し
こ
＋
国
家
基
本
問
題
研
究

所
著　

産
経
新
聞
出
版
社　

二
〇
一
四

・ 『
憲
法
改
正
、
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
な
』、
並
木
書
房　

二
〇
一
四

・ 

『
日
本
文
明
の
肖
像
Ⅱ
』（
共
著
）、
遠
藤
浩
一
編
著　

展
転
社　

二
〇
一
四

・ 

『
講
演
記
録
集　

平
成
25
年
度
』（
共
著
）、
靖
國
神
社
崇
敬
奉
賛

会　

二
〇
一
四

・ 

『
早
わ
か
り
・
日
本
の
領
土
問
題
：
諸
外
国
と
何
を
モ
メ
て
い
る

の
か
？
』、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所　

二
〇
一
四

・ 

『「
強
い
日
本
」
を
取
り
戻
す
た
め
に
い
ま
必
要
な
こ
と
』（
共
著
）、

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所　

二
〇
一
三

・ 

『
文
藝
春
秋
オ
ピ
ニ
オ
ン
２
０
１
３
年
の
論
点
１
０
０
』（
共
著
）

文
春
ム
ッ
ク
、
文
藝
春
秋　

二
〇
一
三

・ 

『
国
民
の
憲
法
』、
起
草
委
員
会
委
員
長
、
産
経
新
聞
社
著　

産
経

新
聞
出
版　

二
〇
一
三

・ 

『
対
中
国
戦
略
研
究
報
告
書
：
軍
拡
・
膨
張
の
歴
史
と
現
状 

（
国

基
研
論
叢 vol. 1

）』、
国
家
基
本
問
題
研
究
所　

二
〇
一
二

・ 

『
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
と
国
際
報
道
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代

の
通
信
社
』（
共
著
）、
新
聞
通
信
調
査
会　

二
〇
一
二

・ 

『
中
国
は
な
ぜ
「
軍
拡
」「
膨
張
」「
恫
喝
」
を
や
め
な
い
の
か
：

そ
の
侵
略
的
構
造
を
解
明
す
る
』（
共
著
）
櫻
井
よ
し
こ
、北
村
稔
、

国
家
基
本
問
題
研
究
所
編　

文
藝
春
秋　

二
〇
一
二

・ 

『
中
国
は
な
ぜ
尖
閣
を
取
り
に
来
る
の
か
』（
共
著
）、
自
由
社　

二
〇
一
〇

・ 『
日
中
韓
歴
史
大
論
争
』（
共
著
）
文
春
新
書
、
文
藝
春
秋　

二
〇
一
〇

・ 

『
激
動
の
国
際
情
勢
と
日
本
の
選
択
：
第
35
回
防
衛
セ
ミ
ナ
ー
講

演
集
』（
共
著
）、（
防
衛
開
眼
：
第
35
集
「
日
本
の
安
全
と
平
和

を
考
え
る
」
シ
リ
ー
ズ
）
隊
友
会　

二
〇
〇
九

・ 

『
日
本
よ
、「
戦
略
力
」
を
高
め
よ
：「
憲
法
九
条
」「
国
連
至
上
主

義
」
の
呪
縛
を
解
く
』（
共
著
）、
櫻
井
よ
し
こ
編　

文
藝
春
秋　

二
〇
〇
九

・ 

『
米
中
、
二
超
大
国
時
代
の
日
本
の
生
き
筋
』
海
竜
社　

二
〇
〇
九

・ 

『
誇
り
あ
れ
、日
本
よ
：
李
登
輝
・
沖
縄
訪
問
全
記
録
：
完
全
保
存
版
』

（
共
著
）、
日
本
李
登
輝
友
の
会
編　

ま
ど
か
出
版　

二
〇
〇
九

・ 

『
国
家
へ
の
目
醒
め
：
賢
く
勁
き
日
本
へ
』（
共
著
）、
海
竜
社　

二
〇
〇
八

・ 
『
激
流
世
界
を
生
き
て
：
わ
が
師
わ
が
友
わ
が
後
輩
』、
並
木
書
房　

二
〇
〇
七

・ 

『
日
本
の
正
道
：
真
の
保
守
政
治
を
確
立
す
る
た
め
の
政
策
提
言
』

（
共
著
）、
平
沼
赳
夫
、
正
し
い
日
本
を
創
る
会
著　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
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所　

二
〇
〇
七

・ 

『
歴
史
の
嘘
を
見
破
る
：
日
中
近
現
代
史
の
争
点
35
』（
共
著
）、

文
藝
春
秋　

二
〇
〇
六

・ 

『
文
化
人
の
通
信
簿
：
媚
中
度
か
ら
歴
史
認
識
ま
で
徹
底
採
点!

』

（
共
著
）、
扶
桑
社　

二
〇
〇
五

・ 

『
新
・
地
球
日
本
史 
1
』（
共
著
）、
西
尾
幹
二
責
任
編
集　

産
経

新
聞
ニ
ュ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス　

二
〇
〇
五

・ 

『
憲
法
の
論
点
：『
正
論
』
傑
作
選
』（
共
著
）、『
正
論
』
編
集
部

編　

産
経
新
聞
ニ
ュ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
産
経
新
聞
社　

二
〇
〇
四

・ 

『
国
家
へ
の
目
覚
め
』、
海
竜
社　

二
〇
〇
三

・ 

『
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
』、
恒
文
社　

二
〇
〇
三

・ 

『
反
米
論
を
撃
つ
』（
共
著
）、
恒
文
社　

二
〇
〇
三

・ 

『
国
益
会
議
』（
共
著
）、
Ｐ
Ｈ
Ｐ　

二
〇
〇
三

・ 『
な
ぜ
外
務
省
は
ダ
メ
に
な
っ
た
か
』（
共
著
）、
扶
桑
社　

二
〇
〇
二

・ 『
テ
ロ
の
時
代
と
新
世
界
秩
序
』（
共
著
）、
時
事
通
信
社　

二
〇
〇
二

・ 

『
大
丈
夫
か
、
日
本
の
独
立
精
神
』（
共
著
）、
虎
ノ
門
ｄ
ｏ
ｊ
ｏ

ブ
ッ
ク
ス
、
自
由
国
民
社　

二
〇
〇
二

・ 

『
日
本
の
正
論
：
21
世
紀
日
本
人
へ
の
伝
言
』（
共
著
）、
産
経
新

聞
ニ
ュ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス　

二
〇
〇
一

・ 

『
新
し
い
日
米
同
盟
：
親
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
戦
略
』、
Ｐ
Ｈ

Ｐ　

二
〇
〇
一

・ 

『「
国
家
」
を
見
失
っ
た
日
本
人
：
外
国
人
参
政
権
の
本
質
』（
編 

著
）（
小
学
館
文
庫
）　

小
学
館　

二
〇
〇
一

・ 

『
日
本
外
交
の
再
点
検
：
検
証
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
』（
共
編
著
）、

時
事
通
信
社
出
版
局　

二
〇
〇
〇

・ 

『
激
動
す
る
国
際
情
勢
と
日
本（
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
・

シ
リ
ー
ズ
）』、
国
際
関
係
基
礎
研
究
所　

二
〇
〇
〇

・ 

『
日
本
の
領
土
：
そ
も
そ
も
国
家
と
は
何
か
』、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所　

一
九
九
九

・ 

『
戦
略
的
日
本
外
交
の
す
す
め
』（
共
編
著
）、
時
事
通
信
社
出
版

局　

一
九
九
八

・ 

『
ア
ジ
ア
は
油
断
大
敵
！
：
北
朝
鮮
、
香
港
、
中
国
…
動
乱
の
シ

ナ
リ
オ
を
読
む
』（
共
著
）、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所　

一
九
九
七

・ 

『
戦
略
家
ニ
ク
ソ
ン
：
政
治
家
の
人
間
的
考
察
』、（
中
公
新
書
）

中
央
公
論
社　

一
九
九
六

・ 
『
ポ
ス
ト
冷
戦
と
核
』（
共
著
）、
勁
草
書
房
一
九
九
五

・ 
『「
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
」
論
の
展
開
と
そ
の
考
察
：
ニ
ク
ソ
ン
対

中
外
交
を
中
心
と
し
て　

博
士
論
文　

一
九
九
四

・ 

『
ニ
ク
ソ
ン
と
対
中
国
外
交
』
筑
摩
書
房　

一
九
九
四

・ 

『
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
外
交
政
策
』（
共
著
）、
米
新
政
権
の
戦
略
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と
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策　

一
九
九
三

・ 

『「
新
世
界
秩
序
」
と
日
本
：
21
世
紀
へ
の
予
兆
』、
時
事
通
信
社　

一
九
九
二

・ 

『
変
貎
す
る
ソ
連
と
日
本
の
対
応
：
政
策
提
言
（JF-PR-6-J

）』（
共

著
）、
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム　

一
九
九
一

・ 

『
言
論
は
日
本
を
動
か
す 
第
5
巻
』（
共
著
）、
講
談
社　
一
九
八
六

・ “U
. S. Policies tow

ards A
sia : Strategic Im

plications 
for the Soviet U

nion.” T
he U

nited States and T
he 

Soviet U
nion in the A

sian T
hird W

orld: Proceedings 
of an International Sym

posium
 on “C

hanging U
.S.-

Soviet R
elations &

 T
he E

m
erging N

ew
 O

rder in A
sia: 

Continuity or Change? D
ankook U

niversity 1985

・ 

『
環
太
平
洋
経
済
圏 : 

動
き
出
す
新
経
済
圏
構
想 （
入
門
新
書. 

時

事
問
題
解
説
：
４
０
４
）』、
教
育
社　

一
九
八
五

・ 

『
米
ソ
覇
権
の
構
図: 

世
界
を
操
る
超
大
国
の
思
惑
』　

教
文
社　

一
九
八
三

・ 

『
日
米
同
盟
の
論
理 

（O
htem

achi books

）』（
共
著
）、
国
際
関

係
研
究
会
編　

日
本
工
業
新
聞
社　

一
九
八
二

・ 

『
超
大
国
敵
の
敵
は
味
方: 

ワ
シ
ン
ト
ン=

モ
ス
ク
ワ=

北
京
の

暗
闘
』、
山
手
書
房　

一
九
八
一

・ 

『
レ
ー
ガ
ン
戦
略
と
日
本
の
破
局
』、　

講
談
社　

一
九
八
一

・ 

『
米
ソ
の
外
交
戦
略
に
ど
う
対
応
す
る
の
か 

（
80
年
代
日
本
の
重

要
テ
ー
マ 

：
1 

国
際
政
治
）』（
監
修
）、
三
修
社　

一
九
八
〇

・ International Circum
stances and Japan’s D

efense Pol-
icy,O

ccasional Paper/E
ast A

sia Program
, T

he W
ilson 

Center Jan 1, 1980

・ 

『
首
脳
外
交
で
世
界
は
ど
う
変
わ
る
か 

（
80
年
代
日
本
の
重
要
テ

ー
マ
：
1 

国
際
政
治
）』（
監
修
）、
三
修
社　

一
九
七
九

・ 

『
戦
略
の
構
図
：
米
ソ
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
日
本
』
高
木
書
房　

一
九
七
九

・ 『
80
年
代
日
本
の
重
要
テ
ー
マ 

1
』（
監
修
）、
三
修
社　
一
九
七
九

・ 

『
カ
ー
タ
ー
外
交
の
本
音
：「
道
義
」
戦
略
と
日
本
の
対
応
』

（O
htem

achi books

）、
日
本
工
業
新
聞
社　

一
九
七
七

研
究
論
文

・ 
「
日
本
の
防
衛
強
化
促
す
国
際
環
境
」、『
国
基
研
紀
要
』
三
号
、

国
家
基
本
問
題
研
究
所　

二
〇
二
三
年

・ 

「
米
主
導
の
自
由
主
義
世
界
秩
序
の
行
方
」、『
国
基
研
紀
要
』
創

刊
号
、
国
家
基
本
問
題
研
究
所　

二
〇
二
〇
年

・ 

「
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
の
外
交
・
防
衛
論
―
日
米
安
保
廃
棄
」
論
を
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中
心
に
―
」、『
杏
林
社
会
科
学
研
究
』、一
九
九
七
・
一
三
・
一
―
二
・

七
八

・ 

「
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
の
精
神
形
成
」、 『
杏
林
社
会
科
学
研

究
』
社
会
科
学
部
十
周
年
記
念
号
、
一
九
九
五

・ 

「
西
側
か
ら
み
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
」、『
ソ
連
・
東
欧
学
会
年
報
』

十
九
号
、
一
九
九
〇

・ 

「
西
側
全
体
の
戦
略
調
整
が
必
要
に
―
米
「
衰
退
論
」
を
中
心
と

し
て
」、「
新
防
衛
論
集
」、
一
九
八
八
・
一
六
・
一

・ 

「
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
平
和
攻
勢
」、『
ソ
連
・
東
欧
学
会
年
報
』

十
五
号
、
一
九
八
六

・ “International C
ircum

stances and Japan’s D
efense 

Policy,” O
ccasional P

aper/E
ast A

sia P
rogram

, T
he 

W
ilson Center 1980

・ 

「
新
時
代
の
日
米
関
係
―
迫
ら
れ
る
重
大
な
選
択
―
」、『
社
会
思

想
研
究
』　

二
一
巻
二
号　

社
会
思
想
研
究
会　

一
九
六
九

・ 

「
国
際
情
勢
と
安
全
保
障
体
制
―
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
変
遷
と
日
米
安
保

の
反
省
―
」、『
社
会
思
想
研
究
』
二
〇
巻
二
号　

社
会
思
想
研
究

会　

一
九
六
八

＊
そ
の
ほ
か
各
種
メ
デ
ィ
ア
、
新
聞
、
専
門
雑
誌
等
へ
の
寄
稿
多
数

あ
り
。

所
属
学
会

・ 

ロ
シ
ア
・
東
欧
学
会

・ 

国
際
政
治
学
会

・ 

防
衛
学
会
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田
久
保
忠
衛
君
の
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
「『
チ
ャ
イ
ナ
・
カ

ー
ド
』
論
の
展
開
と
そ
の
考
察
―
―
ニ
ク
ソ
ン
対
中
政
策
を
中
心
と

し
て
」
は
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統

領
の
時
期
の
米
国
の
外
交
政
策
、
こ
と
に
そ
の
対
中
国
政
策
を
多
角

的
に
分
析
検
討
し
、
そ
れ
を
世
界
政
治
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
よ

う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。

そ
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

第
一
章　

訪
中
発
表
ま
で
の
軌
跡

　

第
一
節　

準
備
さ
れ
た
意
外
性

　

第
二
節　

外
交
上
の
シ
グ
ナ
ル

　

第
三
節　
「
ベ
ト
ナ
ム
後
の
ア
ジ
ア
」

　

第
四
節　

動
機
と
出
会
い

　

第
五
節　

対
中
政
策
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」

　

第
六
節　
「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
具
体
策

第
二
章　

視
点
の
相
違

　

第
一
節　

沖
縄
の
「
核
抜
き
」

　

第
二
節　

対
中
外
交
の
一
環

　

第
三
節　

意
図
的
な
マ
ク
マ
ホ
ン
法
違
反

　

第
四
節　

頭
越
し
発
表

第
三
章　

現
実
主
義
者
と
国
際
政
治

　

第
一
節　

冷
戦
の
闘
士

　

第
二
節　

中
国
へ
の
目
覚
め

田
久
保
忠
衛
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告
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第
三
節　

広
が
る
視
野

　

第
四
節　

マ
ッ
カ
ー
シ
ー
と
の
差

第
四
章　

戦
略
的
恩
考

　

第
一
節　

ベ
ト
ナ
ム
解
決
を

　

第
二
節　

リ
ン
ケ
ー
ジ
論

　

第
三
節　
「
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
」

　

第
四
節　

賛
否
両
論
と
展
開

第
五
章　

真
意
と
時
代
的
背
景

　

第
一
節　

公
式
見
解

　

第
二
節　

複
雑
な
狙
い

　

第
三
節　

バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー

　

第
四
節　

デ
タ
ン
ト
の
構
築

お
わ
り
に

田
久
保
君
の
本
論
文
は
、
近
年
に
お
け
る
ニ
ク
ソ
ン
元
大
統
領
と

ニ
ク
ソ
ン
外
交
の
再
評
価
の
文
脈
の
中
で
、
と
り
わ
け
日
本
と
重
大

な
関
係
の
あ
る
米
中
関
係
に
つ
い
て
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
外
交
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
し

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
進
ん
で
著
者
が
取
り
扱
っ
た
個
別
の
問
題
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
は
ニ
ク
ソ
ン
の
中
国
観
の
形
成
で

あ
る
。
第
二
は
外
交
政
策
決
定
過
程
の
問
題
で
あ
り
、
こ
と
に
ニ
ク

ソ
ン
大
統
領
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
補
佐
官
と
の
関
係
で
あ
る
。
第
三

は
い
わ
ゆ
る
リ
ン
ケ
ー
ジ
論
の
適
用
問
題
と
そ
の
発
展
し
た
形
態
と

し
て
の
「
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
」
論
を
め
ぐ
る
検
討
で
あ
る
。
第
四

は
勢
力
均
衡
政
策
と
デ
タ
ン
ト
の
理
解
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
第

五
は
ニ
ク
ソ
ン
の
対
中
政
策
と
国
際
情
勢
と
の
関
連
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
前
半
の
米
国
外
交
の
公
文
書
資
料
が
情
報
公
開
法

に
定
め
る
規
則
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
る
ま
で
に
は
ま
だ
若
干
の
期
日

を
要
す
る
。
こ
の
た
め
著
者
は
、
本
論
文
の
分
析
に
あ
た
っ
て
主
と

し
て
ニ
ク
ソ
ン
政
権
関
係
者
の
回
顧
録
、
当
時
の
議
会
資
料
を
広
範

に
活
用
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
八
六
年
か
ら
徐
々
に
公
開
さ
れ
つ
つ

あ
る
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
な
ら
び
に
大
統
領
府
の
文
書
資
料
（N

ixon 
Presidential M

aterials Project

）
を
利
用
し
た
最
新
の
研
究
も

参
照
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
当
時
の
、
ワ
シ
ン
ト
ン

そ
の
他
の
地
に
お
い
て
外
交
記
者
と
し
て
関
係
者
に
取
材
し
た
体
験

も
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
本
論
文
の
議
論
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
が
本
論
文
の
特
色
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
章
で
は
全
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
一
九
七
一
年
七
月
の
ニ
ク
ソ

ン
大
統
領
の
訪
中
発
表
と
そ
れ
ま
で
の
経
緯
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

一
般
の
感
想
と
は
異
な
り
、
こ
の
訪
中
発
表
は
ニ
ク
ソ
ン
自
身
の
吉
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葉
に
よ
れ
ば
「
公
然
と
準
備
さ
れ
た
意
外
性
」
で
あ
っ
た
。
中
国
に

対
す
る
一
九
六
九
年
二
月
以
来
の
、
緻
密
か
つ
断
固
と
し
て
外
交
上

の
シ
グ
ナ
ル
が
存
在
し
、
そ
れ
が
実
を
結
ん
だ
の
が
、
こ
の
訪
中
発

表
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
米
中
関
係
改
善
に
関
す
る
考
え
を
ニ
ク
ソ
ン
自
身
が

公
に
し
た
最
初
の
機
会
は
、
雑
誌
『
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
』

一
九
六
七
年
秋
季
号
に
書
か
れ
た
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
後
の
ア
ジ
ア
」
と

題
す
る
論
文
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
長
期
的
視
野
か
ら
す
れ
ば
中

国
を
国
際
的
に
孤
立
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
の
主
張
、
将
来
、
国
際

社
会
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
米
国
の
役
割
が
限
定
的
と
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
こ
と
、
米
国
に
安
全
保
障
を
期
待
す
る
こ
と
の
前
提
と
し
て

の
同
盟
国
の
自
助
努
力
の
強
調
、
な
ら
び
に
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
米

地
上
軍
の
漸
次
撤
退
と
核
の
傘
の
保
障
の
提
供
が
謳
わ
れ
て
い
た
。

一
九
六
九
年
七
月
に
発
表
さ
れ
る
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
原
型

は
す
で
に
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ク
ソ
ン
に
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
後
の
ア
ジ
ア
」
を
書
か
せ
た
理
由

は
、
何
と
い
っ
て
も
一
九
六
七
年
の
ア
ジ
ア
旅
行
で
得
た
、
次
の
よ

う
な
印
象
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
諸
国
の
指
導
者
た
ち
は
米

国
の
対
中
政
策
の
変
化
を
予
感
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
後
に
自

由
諸
国
が
生
存
で
き
る
よ
う
な
永
続
す
る
平
和
を
ア
ジ
ア
で
確
立
す

る
機
会
が
少
し
で
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、米
中
間
の
何
か
新
し
い
、

直
接
接
触
が
必
要
だ
と
い
う
見
解
を
ニ
ク
ソ
ン
に
示
し
た
の
で
あ 

る
。
こ
の
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
勢
力
均
衡
の
た
め
に
は
従
来
の

政
策
を
変
更
し
て
、
共
産
圏
諸
国
と
も
手
を
結
ぶ
必
要
を
痛
感
し
た

と
い
う
。

さ
て
、
一
九
六
八
年
一
一
月
の
大
統
領
選
挙
で
当
選
し
た
ニ
ク
ソ

ン
は
早
速
人
事
に
取
り
か
か
っ
た
が
、そ
こ
で
は
じ
め
て
ヘ
ン
リ
ー
・

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
キ
ッ
シ
ン
ジ

ャ
ー
が
ニ
ク
ソ
ン
に
手
交
し
た
ア
ジ
ア
政
策
に
関
す
る
メ
モ
が
あ
っ

た
。
そ
の
メ
モ
は
多
く
の
ア
ジ
ア
専
門
家
が
加
わ
っ
て
作
成
し
た
も

の
で
、
新
政
権
の
ア
ジ
ア
政
策
に
対
し
て
、
中
国
の
対
外
軍
事
介
入

の
阻
止
と
い
う
従
来
の
方
針
の
他
に
、
米
中
関
係
の
改
善
を
提
言
し

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
メ
モ
は
関
係
改
善
を
提
唱
し
た
こ
と
で
は

確
か
に
画
期
的
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
関
係
改
善
そ
の
も

の
を
目
的
と
し
、
地
政
学
的
な
配
慮
を
依
然
欠
い
て
い
た
。

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
グ
ア
ム
島
に
お
い
て
同
行
記
者
団
に
非
公
式

に
語
っ
た
発
言
、
す
な
わ
ち
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
、
中
国
に

と
っ
て
は
米
国
の
政
策
の
大
き
な
転
換
の
始
ま
り
と
し
て
認
識
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
二
月
の
外
交
教
書
に
お
い
て
は
じ
め
て

包
括
的
な
形
で
米
中
関
係
改
善
へ
の
意
向
が
示
唆
さ
れ
た
が
、
北
京
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は
直
ち
に
こ
れ
に
反
応
し
た
。
こ
の
時
点
か
ら
約
一
年
半
あ
ま
り
、

米
中
間
で
は
、
中
国
に
拘
留
中
の
神
父
の
釈
放
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

米
国
人
の
旅
行
制
限
の
撤
廃
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ル
ー
マ
ニ
ア
を
通

じ
る
情
報
連
絡
回
路
の
確
保
、
米
国
の
卓
球
チ
ー
ム
の
中
国
訪
問
な

ど
の
サ
イ
ン
の
や
り
取
り
が
続
き
、
最
終
的
に
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の

隠
密
裏
の
訪
中
（
七
一
年
七
月
）　

に
よ
る
米
申
予
備
会
談
の
実
施
、

大
統
領
の
訪
中
発
表
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
訪

中
発
表
に
い
た
る
過
程
で
、
大
統
領
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
補
佐
官
の

他
に
、
計
画
の
骨
格
を
承
知
し
て
い
た
の
は
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の

部
下
の
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
ロ
ー
ド
と
、
最
初
の
秘
密
訪
問
の
際
に
事

前
に
通
知
さ
れ
た
国
務
長
官
だ
け
で
あ
り
、
徹
底
的
に
秘
密
が
守
ら

れ
た
。
そ
れ
は
米
中
両
国
に
存
在
し
た
関
係
改
善
に
反
対
す
る
勢
力

に
、
交
渉
阻
止
の
い
か
な
る
口
実
も
与
え
な
い
た
め
に
必
要
な
こ
と

で
あ
っ
た
と
著
者
は
こ
の
秘
密
交
渉
を
評
価
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
米
中
関
係
改
善
の
シ
グ
ナ
ル
が
頻
繁
に
交
わ
さ
れ

て
い
た
時
期
に
、
並
行
し
て
進
行
し
て
い
た
日
米
関
係
の
当
時
の
最

重
要
課
題
で
あ
っ
た
沖
縄
返
還
交
渉
を
、
日
米
関
係
の
視
点
で
は
な

く
、
よ
り
広
い
国
際
政
治
の
文
脈
の
中
で
検
討
し
て
い
る
。
結
論
的

に
言
え
ば
、
沖
縄
返
還
に
際
し
て
米
国
政
府
が
日
本
に
対
し
て
「
核

抜
き
」
を
認
め
た
こ
と
の
米
中
関
係
に
対
す
る
意
義
を
明
ら
か
に
す

る
の
が
本
章
の
眼
目
で
あ
る
。

当
時
日
本
政
府
に
お
い
て
は
、
沖
縄
返
還
が
米
中
和
解
の
一
つ
の

シ
グ
ナ
ル
に
な
る
な
ど
と
言
っ
た
観
察
は
皆
無
で
あ
り
、
日
米
二
国

間
関
係
が
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
、
ひ
い
て
は
世
界
政
治
に
連
な
る
文

脈
の
中
で
操
作
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
受
け
と
め
か
た
は
完
全
に
欠

落
し
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
沖
縄
の
「
核
抜
き
本
土
並
」
返

還
は
当
時
の
佐
藤
内
閣
に
と
っ
て
は
政
権
の
命
運
を
賭
け
た
課
題
と

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
よ
り
広
い
視
野
か
ら
こ
の

交
渉
を
捉
え
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
の
上
下
両
院
の
外
交
委
員
会
で

の
公
聴
会
で
、
沖
縄
か
ら
の
核
兵
器
撤
去
の
事
実
に
関
し
て
明
確
に

「
イ
エ
ス
」
と
ロ
ジ
ャ
ー
ス
国
務
長
官
を
し
て
証
言
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
九
五
四
年
制
定
の
マ
ク
マ
ホ
ン
法
に
定
め
る
、
核
兵
器
に

関
す
る
設
計
・
生
産
・
利
用
に
関
す
る
秘
密
遵
守
義
務
を
無
視
し
た

行
為
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
意
図
的
な
マ
ク
マ
ホ
ン
法
違
反

を
も
あ
え
て
行
っ
た
こ
と
の
含
意
は
、
明
ら
か
に
米
中
関
係
改
善
へ

向
け
て
の
強
い
シ
グ
ナ
ル
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
沖
縄
の
核
兵
器
は

も
っ
ぱ
ら
中
国
に
対
す
る
抑
止
力
の
一
環
と
し
て
展
開
配
備
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

著
者
は
続
け
て
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
の
発
表
が
日
本
政
府
に
十
分
な

時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
通
報
さ
れ
な
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
頭
越
し
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発
表
」
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
大
国
間
の
交

渉
が
二
国
間
の
日
常
的
な
関
係
を
越
え
て
操
作
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
米
国
政
府
の
そ
う
し
た
行
為
を
批

判
す
る
よ
り
も
、
日
本
に
こ
の
種
の
事
態
に
対
す
る
心
理
的
準
備
な

り
感
受
性
か
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
こ
と
の
問
題
性
を
著
者
は
強
調

し
て
い
る
。

第
三
章
で
は
ニ
ク
ソ
ン
の
政
治
家
と
し
て
の
閲
歴
が
綿
密
に
跡
づ

け
ら
れ
、
彼
の
外
交
問
題
に
対
す
る
思
想
の
形
成
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
一
九
四
八
年
に
若
手
の
下
院
議
員
と
し
て
手
が
け
た
ア
ル

ジ
ャ
ー
・
ヒ
ス
事
件
を
契
機
と
し
て
「
反
共
の
闘
士
」
と
し
て
名
を

挙
げ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
極
め
て
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
優
れ
た
政
治

家
で
あ
り
、
そ
の
反
共
姿
勢
は
と
も
か
く
、
激
烈
な
演
説
な
ど
は
、

む
し
ろ
選
挙
区
や
党
内
情
勢
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
方
が
よ
い
よ
う
な

場
面
も
多
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
現
実
感
覚
の
な
い
単
な
る
デ
マ

ゴ
ー
グ
に
近
か
っ
た
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
上
院
議
員
に
比
べ
れ
ば
、
ニ
ク

ソ
ン
は
は
る
か
に
現
実
的
な
政
治
家
で
あ
っ
た
。

ニ
ク
ソ
ン
が
中
国
に
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
に
上
院

議
員
と
な
っ
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
民
主
党
、
こ
と
に
ア
チ
ソ
ン

国
務
長
官
の
ア
ジ
ア
政
策
や
朝
鮮
戦
争
政
策
を
非
難
し
、
一
九
五
二

年
の
大
統
領
選
挙
で
は
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
メ
イ
ト
と
し

て
副
大
統
領
に
当
選
し
た
。
翌
年
副
大
統
領
と
し
て
ア
ジ
ア
諸
国
を

訪
問
す
る
が
、
こ
の
頃
ま
で
に
盲
目
的
な
国
府
支
持
と
い
っ
た
態
度

は
影
を
潜
め
て
い
る
。
も
と
よ
り
中
国
を
宥
和
す
る
よ
う
な
発
言
は

な
い
が
、
中
国
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
存
在
の
大
き
さ
を
改
め
て
認
識

す
る
よ
う
に
な
る
。
副
大
統
領
と
し
て
の
ニ
ク
ソ
ン
は
、
ア
イ
ゼ
ン

ハ
ワ
ー
派
と
保
守
派
の
間
に
身
を
お
い
て
両
者
の
仲
介
役
を
つ
と
め

る
こ
と
に
な
る
が
、
政
府
の
中
で
の
外
交
政
策
に
関
す
る
発
言
で
は
、

す
で
に
国
益
中
心
の
発
想
か
ら
、
中
国
と
の
貿
易
拡
大
に
よ
る
対
中

影
響
力
の
確
保
や
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
施
策
を
通
じ
て
中
国
と
ソ
連

の
間
に
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
提
唱
し
て
い
た
。
と
も
あ

れ
、
す
で
に
ニ
ク
ソ
ン
は
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
の
中
で
、
米
中
軍
事

対
決
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
金
門
・
馬
祖
危
機
を
体
験
し
て
鍛

え
ら
れ
、
ま
た
中
ソ
対
立
の
洞
察
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
純

な
反
共
右
派
の
政
治
家
と
は
一
線
を
画
す
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。

第
四
章
と
第
五
章
は
、
本
論
文
の
中
核
で
あ
る
。
第
四
章
に
お
い

て
は
、
ま
ず
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
の
解
決
に
向
け

て
の
中
ソ
両
国
に
対
す
る
布
石
と
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
の
対
処
が
論
じ

ら
れ
る
。
次
に
「
リ
ン
ケ
ー
ジ
論
」
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ

と
に
米
国
の
対
ソ
関
係
の
前
進
に
つ
い
て
、
厳
密
な
相
互
主
義
に
た

ち
、
お
互
い
に
自
制
し
、
責
任
あ
る
態
度
の
中
で
関
係
を
拡
大
し
、
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そ
し
て
超
大
国
間
関
係
の
進
展
は
、
実
際
に
幅
広
い
分
野
で
行
わ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
問
題
を
個
別
の
分
野
に
分
け
る
こ
と
は
ソ
連
の
拡

張
主
義
を
利
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
方
針
は
ニ

ク
ソ
ン
政
権
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く

る
。
さ
ら
に
こ
の
方
針
は
中
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
追
求
さ
れ
、

両
軍
事
大
国
か
ら
援
助
を
受
け
て
い
た
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
対
し
て

は
、
大
変
な
心
理
的
圧
力
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
「
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
」
諭
と
は
、
中
国
と
の
関
係
改
善
を

切
り
札
に
使
っ
て
、
第
三
国
と
の
関
係
で
優
位
に
立
と
う
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
言
葉
は
ニ
ク
ソ
ン
政
権
時
代
に
使
わ
れ

て
は
お
ら
ず
、む
し
ろ
デ
タ
ン
ト
が
崩
壊
し
、ソ
連
と
の
緊
張
が
徐
々

に
高
ま
っ
た
カ
ー
タ
ー
政
権
時
代
に
よ
く
使
わ
れ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
米
中
が
共
同
し
て
ソ
連
に
対
抗
す
る
政
策
の
文
脈
の
な
か
で

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー

ド
論
噴
出
を
引
き
起
こ
す
、
ソ
連
の
一
九
七
四
年
以
降
の
拡
張
行
動

の
例
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
論
、
す
な
わ
ち
米
中
開
係
が
ソ
連
に
対
し
て

持
つ
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
は
ぼ
三
つ
の
評
価
と
判
断
が
あ
る
。
そ

の
第
一
は
衝
撃
は
少
な
い
と
い
う
も
の
で
、
米
中
関
係
の
改
善
は
ほ

と
ん
ど
ソ
連
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
で
、
し
た
が
っ
て

米
ソ
関
係
を
改
善
す
る
た
め
に
米
中
関
係
を
改
善
す
る
の
は
無
駄
だ

と
す
る
意
見
で
あ
る
。
第
二
は
米
中
関
係
改
善
が
ソ
連
に
対
し
て
大

き
な
影
響
を
持
つ
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
米
中
関
係
を
密
接
に
す

る
こ
と
で
ソ
連
と
の
交
渉
を
有
利
に
運
べ
る
と
考
え
る
意
見
と
、
米

国
が
中
ソ
両
国
に
対
し
て
公
平
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
で
両
国
と

の
関
係
を
米
国
に
有
利
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
見
に
分
か

れ
る
。
第
三
は
米
申
接
近
が
ソ
連
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
と
考
え

る
点
で
は
前
者
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
米
中
関
係

を
第
三
国
と
の
関
係
に
利
用
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
意
見
で
あ
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
米
国
は
カ
ー
タ
ー
政
権
時
の
一
九
七
九
年
一

月
に
米
中
国
交
を
正
式
に
樹
立
し
た
が
、
そ
の
前
年
に
は
日
中
平
和

友
好
条
約
と
日
米
安
全
保
障
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ

を
契
機
に
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
は
一
挙
に
ワ
シ
ン
ト
ン
・
東
京
・
北

京
枢
軸
と
い
う
反
ソ
包
囲
網
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
赤

裸
々
な
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
の
行
使
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か

し
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
、
前
記
の
区
分
で
言
え
ば
第
二
の
後
段
、
す
な

わ
ち
米
中
開
係
が
大
き
な
影
響
を
ソ
連
に
与
え
る
こ
と
を
重
々
承
知

の
上
、
な
お
米
国
が
自
制
し
て
中
ソ
に
公
平
な
関
係
を
維
持
す
る
こ

と
で
、
両
国
と
の
関
係
を
有
利
に
進
め
う
る
と
い
う
判
断
で
政
策
を

遂
行
し
て
い
た
。
そ
れ
が
カ
ー
タ
ー
政
権
期
に
お
い
て
は
、
ソ
連
の
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露
骨
な
拡
張
主
義
に
対
抗
し
て
、
米
国
が
一
九
七
四
年
以
降
チ
ャ
イ

ナ
・
カ
ー
ド
を
あ
か
ら
さ
ま
に
切
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
意
味
で
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
米
中
接
近
は
、
何
よ
り
も
米

中
ソ
三
国
の
新
し
い
権
力
政
治
ゲ
ー
ム
の
始
ま
り
を
画
す
も
の
で
あ

っ
た
。

著
者
は
加
え
て
、一
九
七
八
年
以
降
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
覇
権（
ソ

連
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）
と
反
覇
権
連
合
の
形
成
（
中
国
・
米
国
・
日
本
）

が
一
九
七
九
年
の
中
越
紛
争
を
導
く
経
緯
を
詳
細
に
跡
づ
け
、
ま
た

し
て
も
日
本
が
、
日
中
平
和
友
好
条
約
の
戦
略
的
な
意
味
を
自
覚
す

る
こ
と
な
く
、
無
意
識
の
う
ち
に
ア
ジ
ア
の
権
力
政
治
ゲ
ー
ム
に
入

り
、
か
つ
あ
る
種
の
危
険
を
加
速
さ
せ
た
こ
と
を
冷
静
に
分
析
し
て

い
る
。

第
五
章
で
著
者
は
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
の
米
中
接
近
を
ソ
連
と
の

関
係
な
ら
び
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
て
い
る
。

米
国
は
対
中
接
近
を
進
め
る
に
際
し
て
、
公
式
に
は
北
京
と
の
実
願

的
な
関
係
の
改
善
が
米
国
の
国
益
に
か
な
い
、
ア
ジ
ア
と
世
界
の
平

和
に
つ
な
が
る
と
し
、
ソ
連
と
の
関
係
に
米
中
関
係
を
使
わ
な
い
と

謳
っ
て
い
た
。
し
か
し
ニ
ク
ソ
ン
政
権
当
時
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
を

別
と
し
て
も
、
ソ
連
が
決
し
て
米
国
に
と
っ
て
真
に
友
好
的
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
原
子
力
潜
水
艦
基
地
の
建

設
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
米
ソ
関
係
も
心
か
ら
な
る
信
頼
感
を
抱
け

る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
米
中
接
近
に
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
公
式
の
見
解
と
は
別
に

明
確
な
地
政
学
的
発
想
が
存
在
し
た
。
一
九
七
二
年
二
月
の
ニ
ク
ソ

ン
訪
中
は
一
九
五
四
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
会
議
で
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官

が
周
恩
来
と
握
手
を
拒
否
し
て
以
来
、
は
じ
め
て
中
国
首
相
と
米
国

大
統
領
が
握
手
す
る
機
会
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
議
題
は
す
べ
て
地

政
学
的
な
問
題
で
あ
り
、
中
国
に
と
っ
て
米
国
が
脅
威
な
の
か
ソ
連

が
脅
威
な
の
か
と
い
う
問
題
を
も
っ
ぱ
ら
ニ
ク
ソ
ン
が
毛
沢
東
と
周

恩
来
に
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
首
脳
は
ニ
ク
ソ
ン
の
見

解
を
理
解
し
、
中
国
の
国
益
の
た
め
に
米
国
を
戦
略
的
に
利
用
す
る

こ
と
に
決
し
、
こ
こ
に
両
者
の
利
害
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま

こ
と
に
孤
掌
鳴
る
能
わ
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
の
利
用
は
よ
く
自

制
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ソ
連
と
は
戦
略
兵
器
制
限
条
約
な
ど
を
調

印
し
て
軍
備
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
を
あ
げ
、
常
に
中
ソ
両
国
に
緊
張

緩
和
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
こ
と
で
両
国
と
の
建
設
的
な
関
係

の
前
進
を
め
ざ
し
て
い
た
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
生
じ
た
一
九
七
一
年
か
ら
七
二
年
に
か
け
て

の
国
際
政
治
の
変
動
は
、
米
中
ソ
三
国
間
に
お
い
て
、
米
中
間
の
緊
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張
緩
和
に
よ
っ
て
、
ソ
連
が
一
夜
に
し
て
二
正
面
戦
争
の
脅
威
と
い
う

問
題
を
抱
え
た
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
こ
の
変
化
は
中
国
が
望
ん
だ

か
ら
こ
そ
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
背
景

に
は
武
力
衝
突
に
ま
で
発
展
し
た
深
刻
な
中
ソ
対
立
が
存
在
し
た
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
和
平
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
米
中
ソ
三
国
間
関

係
の
変
化
が
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
孤
立
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ

た
。
一
九
七
二
年
二
月
の
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
の
後
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は

和
平
交
渉
に
お
い
て
強
硬
な
姿
勢
を
続
け
、
さ
ら
に
軍
事
的
大
攻
勢

（
イ
ー
ス
タ
ー
攻
勢
）
を
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
開
始
し
た
。
北
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
に
対
し
て
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
ハ
ノ
イ
、
ハ
イ
フ
ォ
ン
の
機
雷

封
鎖
で
応
ず
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
五
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
米
ソ

首
脳
会
談
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
首
脳
会
談
を

キ
ャ
ン
セ
ル
す
れ
ば
、
モ
ス
ク
ワ
は
米
中
に
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
な
く

な
り
、
他
方
中
国
も
米
ソ
首
脳
会
談
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
公

然
と
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
支
援
し
て
、
い
ま
さ
ら
米
帝
国
主
義
を
非

難
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が

一
九
七
三
年
の
パ
リ
和
平
協
定
を
導
い
た
国
際
政
治
力
学
で
あ
る
。

さ
て
ニ
ク
ソ
ン
退
陣
後
、
デ
タ
ン
ト
は
崩
壊
、
米
ソ
関
係
は
悪
化

の
一
途
を
た
ど
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
米
国
の
責
任
で
は

な
い
が
、
米
国
側
の
事
情
の
み
み
れ
ば
、
何
と
い
っ
て
も
ニ
ク
ソ
ン

と
い
う
政
治
力
を
失
っ
た
米
国
に
と
っ
て
、
デ
タ
ン
ト
と
い
う
複
雑

か
つ
微
妙
な
権
力
政
治
ゲ
ー
ム
を
運
営
す
る
こ
と
が
す
こ
ぶ
る
困
難

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ニ
ク
ソ
ン
を
マ
ッ
カ

ー
シ
ー
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
で
す
べ
て
を

否
定
す
る
の
は
、
皮
相
な
解
釈
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
各
章
の
概
要
で
あ
る
が
、
本
論
文
の
評
価
さ
れ
る
べ
き
点

を
以
下
に
指
摘
し
た
い
。

一
九
八
六
年
以
降
徐
々
に
は
じ
ま
っ
た
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
な
ら
び

に
そ
の
大
統
領
府
の
関
係
文
書
の
公
開
に
よ
っ
て
、
米
国
で
は
本
格

的
な
ニ
ク
ソ
ン
再
評
価
の
研
究
業
績
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
論

文
は
こ
う
し
た
米
国
に
お
け
る
研
究
状
況
と
軌
を
一
に
し
た
、
我
が

国
に
お
け
る
ニ
ク
ソ
ン
再
評
価
の
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
ニ
ク
ソ
ン
政
権
や
ニ
ク
ソ
ン
自
身
は
、
こ
と
に
そ
の
外
交
政
策
運

営
を
め
ぐ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
得

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
米
国
に
お
い
て
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト

事
件
の
答
を
も
っ
て
、
彼
の
業
績
を
全
否
定
す
る
立
場
が
有
力
で
あ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
日
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
外
交

性
策
上
の
業
績
、
さ
ら
に
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
米
国
政
治
に
お

け
る
連
邦
政
府
予
算
の
軍
事
重
視
か
ら
福
祉
重
視
へ
の
劇
的
な
転
換

な
ど
は
、
彼
の
政
治
的
指
導
性
を
無
視
し
て
は
理
解
で
き
な
い
事
態
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の
展
開
で
あ
る
と
の
認
識
が
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
外
交
政
策
、
こ
と
に
そ
の
対
中
政
策
を
分
析
し

た
本
論
文
は
、
当
事
者
の
回
顧
録
を
多
用
し
な
が
ら
も
、
前
述
の
資

料
状
況
の
改
善
が
可
能
に
し
た
新
し
い
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

次
に
こ
の
論
文
に
お
け
る
新
た
な
発
見
と
し
て
の
、
ニ
ク
ソ
ン
の

対
中
国
態
度
の
問
題
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
う
ま
で
も

な
く
ニ
ク
ソ
ン
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
期
に
本
格
的
に
深
刻
化
し
、

国
境
に
お
け
る
武
力
衝
突
に
ま
で
発
展
し
た
中
ソ
対
立
を
巧
み
に
利

用
し
て
、
米
中
接
近
と
い
う
外
交
上
の
離
れ
業
を
演
じ
た
。
し
か
し

米
中
開
係
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
、
す
な
わ
ち
美
大
な
人

口
を
抱
え
、
活
力
に
満
ち
た
中
国
が
国
際
社
会
に
お
い
て
長
く
孤
立

を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
中
国
と
の
関
係
改
善
は
米
国
に
と

っ
て
も
国
際
社
会
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
実

は
彼
の
外
交
政
策
に
お
け
る
初
期
の
経
歴
を
通
じ
て
一
貫
し
て
抱
か

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ニ
ク
ソ
ン
の
対
中
国
態
度
は
、
も
と
よ
り
友
好
親
善
の

み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
貫
性
の
あ
る
戦
略
的
思
考
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
政
学
的
な
配
慮
と
い
っ
て
も
よ

い
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
思
考
で
あ
る
。

ニ
ク
ソ
ン
政
権
に
限
ら
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
外
交
政
策

に
は
暗
黙
の
戦
略
的
前
提
が
あ
る
。
そ
れ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
上
に

お
い
て
単
一
の
覇
権
が
成
立
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。こ
う
し
た
勢
力
均
衡
的
な
配
慮
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
人
自
身
論
議
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
こ
と
が
多
い
し
、

ま
し
て
政
治
家
に
あ
っ
て
は
頭
か
ら
否
定
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の

戦
略
的
前
提
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
い
て
は
、
冷
戦
と
呼
ば

れ
た
米
ソ
対
立
の
中
で
、
ソ
連
お
よ
び
そ
れ
と
結
ぶ
勢
力
の
覇
権
を

い
か
な
る
形
で
阻
止
し
、
封
じ
込
め
て
い
く
か
と
い
う
挑
戦
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
西
方
世
界
に
お
い
て
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
同
盟

の
形
成
と
そ
の
強
化
を
通
じ
て
追
求
さ
れ
た
が
、
東
方
世
界
に
お
い

て
は
日
本
を
米
国
の
ア
ジ
ア
大
陸
の
沿
岸
島
唄
線
防
衛
の
か
な
め
と

位
置
づ
け
な
が
ら
も
、
他
方
で
中
国
へ
の
対
処
を
焦
点
の
一
つ
と
し

た
。
一
九
四
九
年
の
中
国
革
命
の
成
功
は
、
中
国
の
向
ソ
一
辺
倒
の

態
度
の
た
め
に
、
一
挙
に
共
産
圏
が
ア
ジ
ア
に
ま
で
拡
大
す
る
も
の

と
米
国
政
府
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
が
、
米
国
政
府
は
な
お
中

ソ
関
係
に
楔
を
打
ち
込
む
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ト
ル
ー

マ
ン
政
権
の
初
期
の
中
国
共
産
党
へ
の
宥
和
的
な
態
度
と
な
っ
て
現

わ
れ
、
朝
鮮
戦
争
を
機
に
一
挙
に
中
国
封
じ
込
め
に
転
換
し
た
。
し
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か
し
、
そ
の
後
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
に
あ
っ
て
も
、
中
国
に
対

し
て
き
び
し
い
圧
力
を
加
え
て
、
軍
事
的
・
経
済
的
・
政
治
的
に
徹

底
的
に
封
じ
込
め
た
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
中
ソ
関
係
を
緊

張
さ
せ
、
離
間
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
孤
立

し
た
中
国
を
ソ
連
に
徹
底
的
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
で
ソ
連
の
負
担
を

増
大
さ
せ
、
か
つ
中
ソ
の
路
線
対
立
を
深
刻
化
さ
せ
、
む
し
ろ
ソ
連

の
側
か
ら
中
国
と
の
関
係
を
清
算
さ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
目
標
の
一
貫
性
が
米
国
政
府
に
は
存
在
し
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
ニ
ク
ソ
ン
が
副
大
統
領
時
代
に
切
実
に
経
験
し
た
こ
と

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
を
継
い
だ
民
主
党
政
権
は
中
ソ
関
係
か
本

格
的
に
悪
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
、
中
国

封
じ
込
め
の
一
環
と
し
て
始
め
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
コ
ミ
ツ

ト
メ
ン
ト
が
、
す
で
に
簡
単
に
引
き
返
せ
な
い
ほ
ど
に
深
刻
化
し
て

い
る
と
い
う
大
い
な
る
皮
肉
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
封
じ
込

め
の
目
標
よ
り
も
、
封
じ
込
め
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ

る
よ
う
な
、
目
的
・
手
段
間
の
倒
錯
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
名
誉
あ
る
和
平
を
標
梼
し
て
登
場
し
た
ニ

ク
ソ
ン
は
、
こ
う
し
た
日
的
・
手
段
間
の
倒
錯
を
一
挙
に
清
算
し
、

さ
ら
に
米
国
の
外
交
政
策
の
本
来
の
前
提
に
立
ち
返
っ
て
、
ま
ず
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
和
平
の
た
め
に
は
地
域
紛
争
と
大
国
間
の
紛
争
を
切
り
離

す
こ
と
を
目
指
し
、
同
時
に
世
界
政
治
の
中
で
の
目
的
と
手
段
の
関

連
の
中
で
、
そ
し
て
地
政
学
的
な
見
地
か
ら
、
中
国
と
の
関
係
改
善

に
動
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
彼
の
米
中
関
係
改

善
へ
の
意
欲
と
そ
の
政
策
意
図
は
、
ま
こ
と
に
一
貫
し
て
い
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
ニ
ク
ソ
ン
の
一
貫
し
た
対
中
態
度
は
今

日
ま
で
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
側
面
で
あ
り
、
こ
れ
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
は
高
く
評
価
で
き
よ
う
。
ニ
ク
ソ
ン
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

に
頑
な
な
伝
統
的
共
和
党
右
派
の
政
治
家
で
な
く
、
そ
の
政
治
生
活

の
な
か
で
、
こ
と
に
外
交
政
策
案
件
に
関
す
る
行
動
で
は
、
む
し
ろ

東
部
の
穏
健
な
共
和
党
国
際
主
義
者
に
近
い
思
想
を
有
す
る
実
践
的

な
政
治
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
我
々
が
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
米
中
ソ
の
戦

略
的
三
国
間
関
係
に
対
す
る
分
析
と
考
察
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
国
間
の
核
戦
争
に
エ
ス
カ
レ
ー

ト
す
る
よ
う
な
事
態
を
避
け
な
が
ら
戦
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
名
誉
あ

る
和
平
を
公
約
し
て
大
統
領
と
な
っ
た
ニ
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
戦
争
を

大
国
の
相
互
関
係
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に
も

中
ソ
関
係
に
楔
を
打
ち
込
む
と
い
う
目
標
を
同
時
に
追
求
し
た
。
こ
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れ
を
要
す
る
に
、
ニ
ク
ソ
ン
の
外
交
政
策
は
、
ソ
連
お
よ
び
中
国
と

の
緊
張
緩
和
を
開
始
し
、
そ
の
緊
張
緩
和
の
主
導
権
を
絶
え
ず
米
国

側
が
握
り
、
可
能
な
か
ぎ
り
ソ
連
と
中
国
と
の
間
を
切
り
離
す
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
政
策
を
通
じ
て
米
中
ソ
三
国
関
係

の
安
定
を
作
り
出
す
と
こ
ろ
に
目
標
が
置
か
れ
て
い
た
。

も
と
よ
り
こ
う
し
た
政
策
の
前
提
に
は
戦
争
に
ま
で
発
展
し
か
ね

な
い
ほ
ど
深
刻
化
し
た
中
ソ
対
立
が
存
在
し
た
。
本
論
文
中
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ソ
連
が
中
国
に
対
し
て
核
兵
器
に
よ
る
先
制

攻
撃
を
か
け
た
場
合
の
米
国
の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ソ

連
が
た
び
た
び
米
国
政
府
に
打
診
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
事
態
の

深
刻
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
政
策
は
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
上
に
単
独
覇
権
の
成
立
を
阻
止
す
る
と
い
う
根
本
目
的

に
十
分
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
国
関
係
は
、
時
に

対
立
し
時
に
協
調
す
る
関
係
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
三
国
関
係
の
構
造
こ
そ
、
デ
タ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
三
国
間
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と

が
、
ハ
ノ
イ
に
と
っ
て
、
悪
夢
の
よ
う
な
心
理
的
圧
力
と
な
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
構
想
が
米
中
接
近
・
和
解
を

通
じ
て
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、こ
う
し
た
構
想
を
現
実
に
推
進
し
て
ゆ
く
過
程
で
は
、

中
国
の
発
言
力
が
米
国
に
対
し
て
不
当
に
大
き
く
な
ら
な
い
た
め
の

措
置
も
あ
ら
か
じ
め
講
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ソ
連
に
対
し
て
も

軍
備
管
理
交
渉
な
ど
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
取
ら
れ
た
こ
と
に
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
れ
が
デ
タ
ン
ト
の
本
質
で
あ
る
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

に
よ
れ
ば
こ
の
間
の
経
緯
は
次
の
よ
う
に
な
る
。「
相
手
側
が
互
い

に
対
立
し
合
う
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
両
者
に
対
す
る
わ
が
国

の
選
択
の
幅
は
、
常
に
相
手
側
同
士
の
間
よ
り
大
き
く
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
た
。
わ
が
国
の
外
交
が
、
過

去
二
十
年
に
も
わ
た
る
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
共
産

大
国
も
、
ま
す
ま
す
、
わ
が
国
に
対
し
て
建
設
的
な
態
度
を
と
ら
ざ

る
を
え
な
く
な
る
は
ず
だ
っ
た
。」

こ
う
し
た
デ
タ
ン
ト
の
す
べ
て
を
始
め
た
の
は
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権

が
「
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
」
を
切
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
カ
ー
ド

を
米
国
が
使
う
こ
と
を
中
国
も
ま
た
欲
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
著
者

が
以
上
に
見
た
米
中
ソ
三
国
の
権
力
政
治
ゲ
ー
ム
の
新
た
な
始
ま
り

を
構
造
的
に
的
確
に
把
握
し
て
提
示
し
た
こ
と
は
、
こ
の
種
パ
ワ
ー

ゲ
ー
ム
の
分
析
に
お
い
て
と
か
く
明
噺
を
欠
く
わ
が
国
の
研
究
水
準

を
著
し
く
高
め
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
四
に
論
議
す
べ
き
点
と
し
て
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
キ
ッ
シ
ン

ジ
ャ
ー
国
家
安
全
保
障
問
題
担
当
大
統
領
補
佐
官
と
の
関
係
を
挙
げ
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ね
ば
な
ら
な
い
。
今
日
ま
で
の
通
説
に
従
え
ば
、
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー
の
両
者
の
外
交
政
策
を
め
ぐ
る
関
係
は
ほ
ぼ
一
体
で
あ

り
、
そ
れ
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
と
ハ
ウ
ス
大
佐
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
大
統
領
と
ホ
プ
キ
ン
ス
の
関
係
よ
り
も
さ
ら
に
密
接
な
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
体
性
は
認
め
つ
つ
も
、
著
者
は
ど
ち
ら
に

外
交
政
策
指
導
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
存
在
し
た
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
圧
倒
的
に
ニ
ク
ソ
ン
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。
キ

ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
あ
く
ま
で
大
統
領
の
全
般
指
導
の
も
と
に
、
政

策
選
択
肢
を
検
討
し
て
準
備
し
、
ま
た
外
交
交
渉
を
実
践
し
た
。
ニ

ク
ソ
ン
の
機
を
見
る
に
敏
な
洞
察
力
や
果
断
な
決
断
力
、
そ
し
て
何

よ
り
も
内
外
政
に
わ
た
る
総
合
的
な
政
治
力
な
し
に
は
、
こ
の
政
権

の
外
交
政
策
の
遂
行
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
緒
を
付
け
た
デ
タ
ン
ト
は
、
一
九
七
〇
年
代
半

ば
以
降
の
ソ
連
の
拡
張
主
義
に
よ
っ
て
急
速
に
崩
壊
す
る
。
そ
れ
は

一
九
七
五
年
の
サ
イ
ゴ
ン
陥
落
あ
た
り
か
ら
激
し
く
な
り
、
ア
フ
リ

カ
に
対
す
る
キ
ュ
ー
バ
兵
・
東
独
兵
を
使
っ
た
一
連
の
代
理
介
入
の

動
き
や
、
さ
ら
に
一
九
七
九
年
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
に
よ
っ
て

最
高
潮
に
達
し
、
デ
タ
ン
ト
は
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
七
一

年
以
降
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
同
盟
政
策
が
、
蜘
蜂
の
巣
の
よ
う
な
同
盟

の
複
雑
さ
故
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
亡
き
後
の
凡
庸
な
政
治
指
導
で
は

運
営
で
き
な
く
な
っ
て
破
局
を
迎
え
た
こ
と
を
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

は
か
つ
て
、
ま
さ
に
ビ
ス
マ
ル
ク
の
偉
大
さ
そ
の
も
の
が
ド
イ
ツ
の

将
来
を
抵
当
に
入
れ
た
と
表
現
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
と

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
追
求
し
た
デ
タ
ン
ト
は
、
そ
の
テ
ー
マ
が
卓
越

し
て
い
た
が
た
め
に
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ケ
ー
ト
事
件
に
よ
っ
て
ニ
ク
ソ

ン
と
い
う
政
治
力
が
欠
け
た
と
き
、
デ
タ
ン
ト
を
継
続
し
て
運
営
す

る
こ
と
の
で
き
る
米
国
側
の
条
件
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
み
る
と
き
、
や
は
り
ニ
ク
ソ
ン
の
存
在
は
決
定
的
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
は
新
た
な
発
見
や
洞

察
に
富
む
解
釈
が
数
多
く
存
在
し
、
そ
れ
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

わ
が
国
の
研
究
水
準
を
大
き
く
向
上
さ
せ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が

存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
デ
タ
ン
ト
の
把
握
の
仕
方
に
つ
い
て
、
我
々
は
著
者

と
意
見
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら

し
ば
し
ば
み
る
こ
と
の
で
き
る
ソ
連
側
か
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に

よ
る
「
平
和
共
存
」、
な
い
し
米
ソ
間
の
緊
張
が
緩
和
し
た
時
代
や

時
期
を
一
般
的
に
デ
タ
ン
ト
と
表
現
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
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い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
デ
タ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
新
た
な
米
ソ
中
三
国

間
関
係
の
安
定
を
目
指
し
た
秩
序
構
想
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
固
有

名
詞
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。そ
う
で
な
け
れ
ば
、

心
か
ら
な
る
協
調
（rapprorchem

ent

）
に
ま
で
到
達
し
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
さ
り
と
て
戦
術
的
協
力
な
い
し
調

整
（accom

m
odation

）
よ
り
は
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
関
係
と
い

う
、
勢
力
均
衡
外
交
に
お
け
る
デ
タ
ン
ト
の
微
妙
な
意
味
合
が
閑
却

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
論
文
が

既
存
の
ニ
ク
ソ
ン
外
交
の
研
究
と
の
関
連
の
中
で
必
ず
し
も
十
分

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
著
者
が
最
近
の
研
究
を
十
分
に
参
照
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
が
、
著
者
の
見
解
が
レ
イ
モ
ン
ド
・
Ｌ
・
ガ
ー
ソ
フ

の
研
究
（Raym

ond L. Garthoff, D
etente and Confrontation: 

A
m

erican-Soviet R
elations from

 N
ixon to R

eagan, 
Brookings, 1985

）、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｓ
・
リ
ト
ワ
ク
の
研
究
（Robert 

S

．Litw
ak

，D
etente and the N

ixon D
octrine: A

m
erican 

Foreign Policy and the Pursuit of Stability, 1969-1976, 
Cam

bridge U
niversity Press. 1984

、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ブ

ロ
ー
ズ
の
研
究
（Stephen A

m
brose, N

ixon: T
he trium

ph of 
a Politician, Sim

on and Shuster, 1989

）
な
ど
と
の
対
比
に
お

い
て
記
述
さ
れ
て
い
れ
ば
、
本
論
文
の
独
自
性
を
よ
り
鮮
明
に
訴
え

る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
る
に
せ
よ
、
田
久
保
君
の
論
文
が
、
こ

れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
な
学
問
的
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

一
九
七
〇
年
代
前
半
の
米
国
の
対
中
外
交
政
策
と
米
中
ソ
三
国
の
戦

略
的
関
係
に
、
明
確
な
構
造
的
枠
組
み
の
も
と
で
、
国
際
政
治
の
動

態
に
着
目
し
つ
つ
、
透
徹
し
た
分
析
を
加
え
た
研
究
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
文
の
学
術
的
価
値
は
高
く
評

価
さ
れ
て
よ
い
。
我
々
は
、
田
久
保
忠
衛
君
に
博
士
（
法
学
）（
慶

應
義
塾
大
学
）の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
九
九
四
年
三
月
四
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士　

小
此
木
政
夫

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員　

太
田
俊
太
郎

副
査　

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士　

池
井　
　

優
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一　
憲
法
と
は
何
か

憲
法
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
諸
家
の
意
見
は
大
体
一
致
し
て
ゐ

る
。
た
と
へ
ば
以
下
の
と
ほ
り
。

「
こ
の
国
家
と
い
う
統
治
団
体
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
基
本

法
、
そ
れ
が
通
常
、
憲
法
と
呼
ば
れ
て
き
た
法
で
あ
る1

。」

「
憲
法
は
最
広
義
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
国
家
の
組
織
・
構
造

の
基
本
（
誰
が
ど
の
よ
う
に
支
配
す
べ
き
か
）
に
関
す
る
決
ま

り
を
意
味
す
る2

。」

「
近
代
的
な
意
味
で
の
憲
法
と
は
、
一
定
の
国
家
の
組
織
に
関

す
る
基
本
法
な
い
し
根
本
法
で
あ
り
、
こ
の
種
の
法
律
に
よ
っ

て
そ
の
国
の
統
治
作
用
、
ま
た
は
国
民
と
国
家
お
よ
び
そ
の
権

力
と
の
根
本
的
な
関
係
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る3

。」

「
成
文
又
は
不
文
の
国
家
（nation or state

）
の
組
織
的
か

つ
基
本
的
な
法
で
あ
り
、
政
府
の
性
格
や
構
想
を
確
立
し
、
国

家
内
部
の
実
生
活
が
従
ふ
べ
き
基
本
的
な
原
則
を
定
め
、
政
府

を
組
織
し
、
政
府
の
異
な
つ
た
部
門
の
機
能
を
規
制
、
配
分
、

制
限
し
、
主
権
の
作
用
の
範
囲
と
方
法
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

る4

。」

要
す
る
に
憲
法
は
国
家
の
基
本
的
な
法
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
質
的

意
味
の
憲
法
と
い
ふ
。
こ
の
実
質
的
意
味
の
憲
法
の
規
定
を
大
部
分

日
本
国
憲
法
に
正
統
性
は
あ
る
か

髙

池

勝

彦

（
弁
護
士
）
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取
り
入
れ
て
成
文
化
し
た
も
の
は
形
式
的
意
味
の
憲
法
で
あ
る
。「
こ

れ
は
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
と
厳
密
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

実
質
的
意
味
の
憲
法
に
属
し
な
い
事
項
も
成
文
憲
法
の
中
に
採
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
し
、
ま
た
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
の
す

べ
て
が
成
文
憲
法
の
中
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い5

。」

「
実
質
的
意
味
の
憲
法
は
、
形
式
的
意
味
の
憲
法
以
外
の
形
式
、
す

な
わ
ち
、
法
律
、
命
令
、
ま
た
は
慣
習
法
な
ど
に
お
い
て
も
存
し
う

る
。
実
質
的
憲
法
を
す
べ
て
形
式
的
憲
法
の
な
か
に
と
り
込
も
う
と

す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
も
あ
る
し
、
適
当
で
も
な
い6

。」

二　
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程

日
本
国
憲
法
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
制
定
さ
れ
、
翌
昭

和
二
十
二
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
我
が
国
の
成
分
憲

法
で
あ
る
。

我
が
国
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾

し
て7

、
大
東
亜
戦
争
に
敗
北
し
、
八
月
二
十
八
日
に
は
、
連
合
軍
の

第
一
陣
が
厚
木
に
到
着
、
三
十
日
、
連
合
軍
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
厚
木
に
到
着
し
て
、
九
月
二
日
、
ア
メ
リ
カ
の
戦

艦
ミ
ズ
ー
リ
号
艦
上
で
日
本
が
降
伏
文
書
に
署
名
し
て
、
以
後
我
が

国
は
独
立
を
失
ひ
占
領
下
に
入
つ
た8

。

こ
の
占
領
下
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
官
は
、
十
月
四
日
、
近
衛

文
麿
に
対
し
て
大
日
本
帝
国
憲
法
の
改
正
を
示
唆
し
、近
衛
は
、佐
々

木
惣
一
京
都
帝
国
大
学
教
授
の
助
け
を
借
り
て
改
正
案
の
作
成
に
着

手
し
た
。
近
衛
は
、
八
月
十
七
日
に
成
立
し
た
東
久
邇
宮
内
閣
の
副

首
相
格
の
大
臣
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
内
閣
は
、
十
月
四
日
の
翌
日
総

辞
職
を
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
で
も
近
衛
は
改
正
案
要
綱
を
完
成
さ

せ
た
。
ま
た
、
佐
々
木
惣
一
も
独
自
の
改
正
案
を
完
成
さ
せ
た9

。

一
方
、
十
月
九
日
、
幣
原
喜
重
郎
内
閣
が
成
立
、
十
一
日
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
を
訪
ね
た
幣
原
首
相
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
憲
法
改
正

の
示
唆
を
受
け
、
十
三
日
、
内
閣
の
中
に
、
憲
法
問
題
調
査
委
員
会

を
設
置
し
、委
員
長
に
松
本
烝
治
元
東
京
帝
国
大
学
教
授
を
充
て
た
。

こ
の
委
員
会
は
、
顧
問
や
委
員
に
、
佐
々
木
惣
一
を
除
い
て
、
憲
法

な
ど
の
我
が
国
の
最
高
の
学
者
が
就
任
し
た
。
委
員
会
の
小
委
員
会

は
何
回
の
審
議
を
重
ね
、
そ
の
間
に
美
濃
部
達
吉
や
野
村
淳
治
の
意

見
書
な
ど
が
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
松
本
は
、
昭
和
二
十
一
年

一
月
四
日
、
改
正
私
案
を
脱
稿
し
、
こ
れ
を
宮
沢
俊
義
委
員
が
要
綱

化
し
た
。
こ
れ
が
後
に
甲
案
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
後
の
総
会
の
議
論
を
へ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
が
乙
案

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
案
が
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
、
毎
日
新

聞
に
ス
ク
ー
プ
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
を
み
た
占
領
軍
司
令
部
の

民
生
局
（
局
長
は
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
）
は
、
内
容

が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
進
言
し
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
は
、
二
月
三
日
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
に
対
し
、
民
生
局
で
日
本
国

憲
法
改
正
案
を
作
成
す
る
や
う
命
令
し
た
。
そ
の
際
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

は
、
い
は
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
を
示
し
、
こ
れ
に
従
っ
て

二
月
十
二
日
ま
で
に
作
成
す
る
や
う
に
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
は
、
以
下
の
と
ほ
り
で
あ
る10

。

（
１
）　

天
皇
は
国
家
元
首
の
地
位
に
あ
る
。皇
位
は
世
襲
さ
れ
る
。

天
皇
の
職
務
と
権
限
は
、
憲
法
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
、
憲
法

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
の
基
本
的
意
思
に
対
し
て
責

任
を
負
う
。

（
２
）　

国
家
の
主
権
的
権
利
と
し
て
の
戦
争
を
廃
止
す
る
。
日
本

は
、
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
お
よ
び
自
己
の
安
全

を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
そ
れ
を
も
放
棄
す
る
。
日

本
は
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
今
や
世
界
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
崇

高
な
理
想
に
委
ね
る
。
い
か
な
る
日
本
陸
海
空
軍
も
決
し
て
許

さ
れ
な
い
し
、
い
か
な
る
交
戦
者
の
権
利
も
日
本
軍
に
は
決
し

て
与
え
ら
れ
な
い
。

（
３
）　

日
本
の
封
建
制
度
は
廃
止
さ
れ
る
。
皇
族
を
除
き
華
族
の

権
利
は
、
現
在
生
存
す
る
者
一
代
以
上
に
及
ば
な
い
。
華
族
の

授
与
は
、
爾
後
ど
の
よ
う
な
国
民
的
ま
た
は
公
民
的
な
政
治
的

権
力
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
予
算
の
型
は
、
英
国
制
度
に
倣

う
こ
と
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
命
令
に
従
つ
て
、
翌
二
月
四
日
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ

ー
は
民
生
局
員
を
集
め
、
日
本
国
憲
法
草
案
の
作
成
を
命
じ
た
。
草

案
の
作
成
は
、
民
政
局
次
長
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｌ
・
ケ
イ
デ
ィ
ス
大

佐
が
作
成
の
運
営
委
員
会
の
委
員
長
と
な
り
、
分
担
や
小
委
員
会
が

決
め
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
缶
詰
め
に
な
つ
て
作
業
し
て
、
草
案
は
二
月

十
日
ま
で
に
完
成
し
、
運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
十
二
日
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
報
告
さ
れ
て
最
終
的
な
承
認
を
得
た11

。

翌
十
三
日
、
外
務
大
臣
官
舎
に
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
、
ケ
イ
デ
ィ
ス
、

フ
ラ
ン
ク
・
Ｅ
・
ヘ
イ
ズ
陸
軍
中
佐
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｒ
・
ハ
ッ

シ
ー
海
軍
中
佐
が
訪
れ
た
。
出
迎
へ
た
の
は
、松
本
烝
治
国
務
大
臣
、

吉
田
茂
外
務
大
臣
、
白
洲
次
郎
、
長
谷
川
元
吉
外
務
省
翻
訳
官
で 

あ
る12

。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
を
、
事
情
が
分
か
ら
な
い
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日
本
側
（
日
本
側
は
二
月
八
日
に
松
本
案
の
甲
案
を
民
生
局
に
提
出

し
て
ゐ
た
）
に
、
松
本
案
は
拒
否
し
、
こ
の
草
案
を
承
認
す
る
や
う

述
べ
て
手
渡
し
、
日
本
側
は
愕
然
と
し
て
草
案
を
受
け
取
つ
た
。

こ
こ
か
ら
は
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
る
。
会
談
の
最
中
に
Ｂ
29
爆

撃
機
が
頭
上
を
か
す
め
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
、
外
で
日
光
を
浴
び
た

こ
と
を
「
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
暖
」
を
と
つ
た
と
い
ひ
、
こ
の
草
案

を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
、
天
皇
が
戦
犯
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
と
言
つ
た
の
で
あ
る13

。

こ
れ
を
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
、
原
爆
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
天

皇
を
人
質
に
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
を
日
本
側
が
受
け
入
れ
る

こ
と
を
脅
迫
し
た
の
か
、
警
告
し
た
の
か
の
論
争
が
あ
る14

。

私
は
、注
14
で
言
及
さ
れ
て
ゐ
る
宮
沢
俊
義
の
「「
警
告
」
と
「
脅

迫
」
と
は
、
単
な
る
修
辞
上
の
差
で
、
こ
の
場
合
、
い
く
ら
も
違
わ

な
い15

」
と
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
思
ふ16

。

か
う
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
を
押
し
付
け
ら
れ
た
日
本
政
府

は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
（
旧
憲
法
）
改
正
手
続
き
に
入
る
。
二
月

十
九
日
、
二
十
五
日
二
十
六
日
の
閣
議
を
経
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草

案
を
元
に
極
秘
に
日
本
側
草
案
の
作
成
を
始
め
た
。
総
司
令
部
か
ら

何
度
も
催
促
さ
れ
て
、
三
月
二
日
に
完
成
し
、
四
日
総
司
令
部
に
交

付
し
た
。
そ
れ
を
徹
夜
で
英
文
に
翻
訳
し
、
五
日
の
夕
方
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
が
承
認
し
、
六
日
、
日
本
政
府
の
憲
法
改
正
草
案
要
綱
と
し
て

内
閣
か
ら
発
表
さ
れ
た17

。
こ
の
草
案
は
現
憲
法
に
み
る
や
う
に
、
ひ

ら
が
な
口
語
体
で
作
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
法
律
と
し
て
は
初
め
て
の

こ
と
で
あ
つ
た
。

内
閣
で
は
そ
の
要
綱
を
、
法
文
化
の
作
業
を
継
続
し
、
総
司
令
部

と
交
渉
し
な
が
ら
、
四
月
十
七
日
、
憲
法
改
正
草
案
と
し
て
公
表
さ

れ
、
同
日
、
枢
密
院
に
下
付
さ
れ
た
。

占
領
軍
は
、
新
憲
法
に
つ
い
て
、
旧
憲
法
改
正
の
形
を
と
る
こ
と

に
こ
だ
は
つ
た
。
枢
密
院
は
、
枢
密
顧
問
官
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
天

皇
の
諮
詢
機
関
で
あ
り
（
旧
憲
法
第
五
十
六
条
）、
重
要
な
国
務
を

審
議
す
る
組
織
で
あ
り
、
旧
憲
法
の
草
案
審
議
の
た
め
に
創
設
さ
れ

た
組
織
で
あ
る
。
旧
憲
法
制
定
後
も
、
緊
急
勅
令
や
条
約
等
に
つ
い

て
審
議
し
た
。

旧
憲
法
の
第
七
十
三
条
の
規
定
は
次
の
と
ほ
り
。

将
来
此
ノ
憲
法
ノ
条
項
ヲ
改
正
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅

命
ヲ
以
テ
議
案
ヲ
帝
国
議
会
ノ
議
ニ
付
ス
ヘ
シ

此
ノ
場
合
ニ
於
テ
両
議
院
ハ
各
〃
其
ノ
総
員
三
分
ノ
二
以
上

出
席
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
議
事
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
出
席
議
員
三

分
ノ
二
以
上
ノ
多
数
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
改
正
の
議
決
ヲ
為
ス
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コ
ト
ヲ
得
ス

枢
密
院
で
は
、
審
査
委
員
会
を
設
け
、
美
濃
部
達
吉
な
ど
が
委
員

と
な
り
、
四
月
二
十
二
日
か
ら
九
回
の
委
員
会
を
開
い
た
。

六
月
八
日
、
枢
密
院
の
本
会
議
が
開
か
れ
、
美
濃
部
達
吉
の
反
対

を
除
い
て
政
府
案
が
承
認
さ
れ
た
。

六
月
二
十
日
、
帝
国
憲
法
改
正
案
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
を
基
に

し
た
日
本
政
府
案
）
が
、
上
記
旧
憲
法
七
十
三
条
に
従
つ
て
勅
書
を

も
つ
て
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
、
二
十
五
日
、
本
会
議
に
上
程
さ
れ
た
。

こ
の
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
四
日
間
に
わ
た
つ
て
質
疑
応
答
が
続
け

ら
れ
た
。

質
疑
者
は
、
北
昤
吉
（
自
由
党
）、
鈴
木
義
男
（
社
会
党
）、
森

戸
辰
男
（
社
会
党
）、
細
迫
兼
光
（
無
所
属
）、
野
坂
参
三
（
共
産

党
）
ら
十
一
名
で
あ
つ
た
。
六
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、

七
十
二
名
の
委
員
か
ら
な
る
特
別
委
員
会
の
設
置
が
決
め
ら
れ
、
特

別
委
員
会
は
七
月
一
日
か
ら
審
議
に
入
り
、十
日
ま
で
総
括
的
審
議
、

十
一
日
か
ら
逐
条
審
議
に
移
つ
て
二
十
三
日
に
質
疑
を
終
了
し
た
。

そ
の
後
、
修
正
案
懇
談
の
た
め
の
小
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
十
三
回

の
会
合
の
後
、
八
月
二
十
一
日
特
別
委
員
会
を
再
開
、
修
正
案
を
議

決
し
た18

。

八
月
二
十
四
日
、
衆
議
院
本
会
議
が
開
か
れ
、
投
票
総
数
四
二
九

票
中
、
賛
成
四
二
一
票
、
反
対
八
票
で
可
決
さ
れ19

、
同
日
貴
族
院
に

送
付
さ
れ
、
二
十
六
日
の
本
会
議
に
上
程
さ
れ
た
。
本
会
議
で
は

二
十
六
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
、
高
柳
賢
三
、
板
倉
卓
三
、
宮
沢

俊
義
、
南
原
繁
、
牧
野
英
一
、
浅
井
清
、
佐
々
木
惣
一
、
山
田
三
良

な
ど
錚
々
た
る
学
者
の
議
員
が
質
疑
を
行
は
れ
た
。
そ
の
後
、
八
月

三
十
日
、
改
正
案
は
四
十
五
人
の
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
に

付
託
さ
れ
た
。
委
員
長
は
安
倍
能
成
で
あ
つ
た
。
九
月
一
日
か
ら
審

議
に
入
り
、
二
十
六
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
連
日
審
議
さ
れ
た20

。
同
日
で

一
応
審
議
を
打
ち
切
り
、
九
月
二
十
八
日
の
委
員
会
で
修
正
の
た
め

の
小
委
員
会
を
設
け
て
十
五
人
の
委
員
が
任
命
さ
れ
た
。
小
委
員
会

の
議
事
は
秘
密
懇
談
の
形
で
進
め
ら
れ
、
十
月
二
日
ま
で
続
け
ら
れ

た
。
十
月
三
日
に
、
特
別
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
修
正
案
を
議
決
し

た21

。十
月
五
日
、
貴
族
院
の
本
会
議
が
開
か
れ
、
六
日
の
日
曜
日
も
開

か
れ
、
同
日
議
決
さ
れ
た22

。

そ
し
て
改
正
案
は
、
十
月
六
日
、
貴
族
院
か
ら
衆
議
院
に
回
付
さ

れ
た
。
七
日
、
衆
議
院
は
直
ち
に
採
決
し
、
五
名
の
反
対
者
を
除
い

て
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た23

。

十
月
二
十
九
日
、
憲
法
改
正
案
は
再
び
枢
密
院
に
諮
詢
さ
れ
、
そ
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の
本
会
議
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
憲
法
改
正
は
成
立
し
、

十
一
月
三
日
、「
日
本
国
憲
法
」
が
公
布
さ
れ
た24

。

三　
憲
法
の
正
統
性

法
の
正
統
性
と
は
何
か
。「
法
と
は
何
か
」
を
考
へ
る
こ
と
は
法

概
念
論
の
役
割
で
あ
り
、
法
概
念
論
の
根
本
問
題
は
、「
法
の
正
当

性
（the rightness of law

）」
と
区
別
さ
れ
た
「
法
の
正
統
性
（the 

legitim
acy of law

）」
の
根
拠
の
解
明
で
あ
る
と
い
ふ25

。

正
当
性
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
で
あ
り
、
何
が

正
し
い
か
は
別
と
し
て
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、

正
統
性
と
は
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、「「
正

当
性
」
を
欠
い
た
法
も
「
正
統
性
」
を
承
認
さ
れ
う
る
と
想
定
さ
れ

て
い
る
」
か
ら
で
あ
る26

。

正
統
性
と
い
へ
ば
、
権
力
と
支
配
の
正
当
性
（
正
統
性
）
の
問
題

を
探
求
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
有
名
で
あ
る27

。
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
正
統
性
は
、
支
配
の
正
統
性
は
何
か
を
探
求
し
た
も
の
で
、
合

法
的
支
配
、
伝
統
的
支
配
、
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
三
類
型
は
有
名
で

あ
る
。
こ
の
三
類
型
は
、
憲
法
の
正
統
性
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る

が
、
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
は
、
合
法
的
支
配
が
問
題
と
な
る
。

こ
こ
で
は
正
統
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
、厳
密
な
定
義
で
は
な
く
、

さ
し
あ
た
り
、
国
民
が
受
け
入
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る

と
考
へ
る
こ
と
に
す
る
。

「
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
正
当
性
は
、「Founding Fathers

（
創

始
者
の
父
達
）
と
い
う
信
念
に
基
づ
く
と
言
え
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
人
権
宣
言
の
精
神
の
理
想
に
基
づ

く
「
共
和
主
義
」
と
い
う
概
念
は
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
正
当
性
根

拠
と
考
え
ら
れ
る28

。」

「
憲
法
の
正
当
性
を
こ
の
よ
う
に
取
り
上
げ
る
と
、
あ
る
国
の

憲
法
の
正
当
性
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
国
全
体

の
正
当
性
根
拠
、
ま
た
は
そ
の
国
の
文
化
と
社
会
の
理
解
に
重

要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
憲
法
の
正
当
性
は
明
確
だ
と
は
言

え
な
い29

。」

「
改
憲
論
は
、
日
本
国
憲
法
無
効
論
と
押
し
つ
け
論
か
ら
出
発

し
て
、
日
本
の
最
高
規
範
で
あ
る
憲
法
に
対
す
る
疑
惑
的
否
定

的
な
態
度
を
と
っ
た
。
そ
の
態
度
は
か
な
り
弱
ま
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
見
解
は
、
今
で
も
、
保
守
的
な
政
治
家
の
発
言
の
中

に
ま
だ
存
続
し
て
い
る30

。」
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「
８
月
革
命
説
は
、
憲
法
の
合
法
的
正
当
性
に
基
礎
を
置
い
た

正
当
性
説
で
あ
る31

。」

日
本
国
憲
法
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
八
月
革
命
説
以
外
に
も
多
く

の
学
説
が
あ
る
が
、
改
正
限
界
説
に
立
つ
た
上
で
、
日
本
国
憲
法
の

制
定
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
八
月
革
命
説
は
有
効
な
学
説
で
あ
る
と

は
い
へ
る
。

し
か
し
、「「
占
領
軍
に
よ
る
押
し
付
け
憲
法
」
論
は
、
主
権
回
復

後
半
世
紀
以
上
過
ぎ
て
も
憲
法
改
正
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ま
さ

に
国
民
の
多
数
が
現
憲
法
を
支
持
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
事

実
に
よ
っ
て
一
蹴
で
き
る32

」
な
ど
と
簡
単
に
い
へ
る
で
あ
ら
う
か
。

こ
こ
で
日
本
国
憲
法
無
効
論
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

四　
日
本
国
憲
法
無
効
論
を
め
ぐ
る
論
争33

１　

憲
法
改
正
限
界
説
と
無
限
界
説

多
く
の
成
文
憲
法
に
は
改
正
手
続
に
関
す
る
条
文
が
含
ま
れ
て
ゐ

る
。
旧
憲
法
に
も
日
本
国
憲
法
に
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
文
の

規
定
に
従
つ
て
改
正
す
れ
ば
ど
ん
な
改
正
で
も
許
さ
れ
る
の
か
と
い

ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
許
さ
れ
る
と
す
る
無
限
界
説
と
許
さ
れ
な
い
と

す
る
限
界
説
と
が
あ
る
。

限
界
説
は
、
憲
法
の
基
本
原
理
に
あ
た
る
点
と
か
、
改
正
規
定
は

改
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
何
が
基
本
原
理

で
あ
る
か
は
論
者
に
よ
つ
て
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て

触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
限
界
説
が
通
説
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る34

。

無
限
界
説
に
も
い
く
つ
か
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
代
表
的
な
も
の
は
、

「
憲
法
改
正
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
民
主
権
の
原
理
そ
れ
自
体
以
外

に
は
、法
的
な
限
界
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

人
定
法
・
実
定
法
を
超
え
る
ほ
う
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
自

然
法
論
的
な
憲
法
改
正
限
界
論
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
考
え
方
と
両

立
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。」
と
の
説
が
妥
当
な
と
こ
ろ
か35

。

２　

無
効
論
の
根
拠

　
（
１
） 

制
定
経
過
に
関
す
る
も
の
―
国
際
法
の
観
点
か
ら

陸
戦
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
（
一
九
〇
七
年
十
月
十
八
日

ヘ
ー
グ
）

こ
の
条
約
附
属
文
書　

陸
戦
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則

第
四
十
三
條　

國
ノ
權
力
カ
事
實
上
占
領
者
ノ
手
ニ
移
リ
タ

ル
上
ハ
、
占
領
者
ハ
、
絶
對
的
ノ
支
障
ナ
キ
限
、
占
領
地
ノ
現

行
法
律
ヲ
尊
重
シ
テ
、
成
ル
ヘ
ク
公
共
ノ
秩
序
及
生
活
ヲ
恢
復
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確
保
ス
ル
爲
施
シ
得
ヘ
キ
一
切
ノ
手
段
ヲ
盡
ス
ヘ
シ

①　

違
反
す
る
と
い
ふ
意
見　

占
領
軍
は
国
際
法
上
被
占
領
地

に
お
い
て
統
治
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
し
た
が

つ
て
立
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
が
、
上
記
の

拘
束
を
受
け
、
被
占
領
国
固
有
の
立
法
を
改
廃
す
る
権
限
は

な
い
。
占
領
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
占
領
期
間
中
の

み
效
力
を
持
つ
占
領
管
理
法
を
自
ら
制
定
し
、
又
は
制
定
せ

し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る

②　

違
反
し
な
い
と
い
ふ
意
見　

ハ
ー
グ
「
陸
戦
法
規
は
交
戦

中
の
占
領
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
場
合

に
は
適
用
な
く
、
休
戦
条
約
（
特
別
法
）
が
陸
戦
法
規
（
一

般
法
）
よ
り
も
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る36

。「
軍
事
的
に
追
い

詰
め
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
日
本
は
自
主
的
に
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
を
受
諾
し
た
以
上
、
ハ
ー
グ
陸
戦
法
規
第
四
十
三

条
の
適
用
な
い
し
準
用
を
主
張
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
こ
れ
は
、「
特
別
法
は
一
般
法
に
優
先
す
る
（Lex 

specialis derogate legi generali

）」
と
の
法
の
一
般
原

則
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
ハ
ー
グ
陸

戦
法
規
の
間
に
は
特
別
法
と
一
般
法
の
関
係
が
成
立
し
て
い

る37

。」。

（
２
） 

明
治
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
も
の
（
改
正
限
界
の
有

無
、
新
旧
憲
法
の
法
的
連
続
性
）

①　

憲
法
改
正
の
限
界
を
越
え
る
も
の
で
無
效
。
現
行
憲
法
は

旧
憲
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
が
、
旧
憲

法
の
第
一
条
な
い
し
四
条
の
変
更
は
、
国
体
の
変
更
に
当
た

り
、改
正
の
限
界
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、無
効
だ
と
す
る
説
。

　
　

こ
の
点
で
、
興
味
深
い
の
は
美
濃
部
達
吉
の
無
効
論
で
あ

る
。
上
記
の
と
ほ
り
、
美
濃
部
は
、
枢
密
院
で
の
改
正
案
の
審

議
の
最
後
に
反
対
し
た
。
そ
の
議
論
は
次
の
と
ほ
り
で
あ
る38

。

同
顧
問
官
（
美
濃
部
）
は
、「
こ
の
案
は
、
憲
法
（
旧

憲
法
）
第
七
三
条
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

条
文
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
「
日
本
国
民
の
自
由
に
表
明

し
た
意
思
…
」
の
条
項
に
反
す
る
か
ら
無
効
で
あ
る
。
こ

の
第
七
三
条
の
手
続
に
よ
る
と
、
議
案
を
勅
命
に
よ
っ
て

提
出
し
、
ま
た
、
政
府
自
ら
不
適
当
と
認
め
て
廃
止
し
よ

う
と
し
て
い
る
貴
族
院
に
も
こ
れ
を
付
議
し
、
さ
ら
に
天

皇
の
御
裁
可
に
よ
っ
て
改
正
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
草
案
の
前
文
で
は
、
国
民
み
ず

か
ら
が
憲
法
を
制
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
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全
く
の
虚
偽
で
あ
る
。
現
在
、第
七
三
条
の
失
効
の
結
果
、

憲
法
改
正
の
手
続
は
未
定
の
状
態
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て

枢
密
院
で
審
議
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
案
は
撤
回

し
て
、
ま
ず
、
憲
法
改
正
手
続
法
を
次
の
議
会
で
つ
く
る

べ
き
で
あ
る
。」「
民
定
憲
法
は
、
国
民
代
表
会
議
を
つ
く

っ
て
そ
れ
に
起
案
さ
せ
最
後
の
確
定
と
し
て
国
民
投
票
に

か
け
る
の
が
適
当
と
思
う
。こ
の
や
り
方
は
虚
偽
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
虚
偽
を
憲
法
の
冒
頭
に
か
か
げ
る
こ
と
は
国

家
と
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
痛
論
し
た
。

　
　

こ
の
美
濃
部
の
意
見
は
首
尾
一
貫
し
て
は
ゐ
る
が
、
現
実

に
占
領
軍
の
命
令
で
憲
法
改
正
を
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と
き

で
あ
る
の
で
、「
民
定
憲
法
は
、
国
民
代
表
会
議
を
つ
く
っ

て
そ
れ
に
起
案
さ
せ
最
後
の
確
定
と
し
て
国
民
投
票
に
か
け

る
」
な
ど
の
議
論
が
実
現
す
る
可
能
性
は
な
く
、
机
上
の
空

論
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
正
案
の
審
議
が
欺
瞞
に
満

ち
て
ゐ
た
こ
と
や
占
領
軍
と
の
や
り
取
り
に
を
憤
激
す
る
心

情
は
当
時
の
多
く
の
関
係
者
が
等
し
く
漏
ら
し
て
ゐ
る
こ
と

で
共
感
で
き
る
。

　
　

改
正
手
続
上
の
憲
法
無
効
説
の
根
拠
と
し
て
、
南
出
喜
久

治
は
、
日
本
国
憲
法
制
定
が
旧
憲
法
第
七
十
五
条
違
反
で
あ

る
か
ら
無
効
で
あ
る
と
主
張
す
る39

。
そ
の
第
七
十
五
条
は
、

「
憲
法
及
皇
室
典
範
ハ
摂
政
ヲ
置
ク
ノ
間
之
ヲ
変
更
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
摂
政
は
、
御
不
例
な
ど
に

よ
つ
て
天
皇
が
自
ら
行
為
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の

代
行
機
関
で
あ
る
。「
摂
政
が
置
か
れ
る
ど
こ
ろ
か
天
皇
大

権
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
、
独
立
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
異
常

な
変
局
時
で
あ
る
軍
事
占
領
下
に
お
い
て
、
こ
の
七
五
条
の

類
推
適
用
で
、
当
然
、
憲
法
改
正
も
典
範
改
正
も
で
き
な
い

と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
ふ40

。

　
　

こ
の
旧
憲
法
第
七
十
五
条
の
問
題
は
す
で
に
、
憲
法
調
査

会
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
ゐ
た41

。

③　

改
正
に
は
限
界
が
あ
る
が
、
現
行
憲
法
は
有
效
。
こ
の
代

用
的
な
も
の
が
八
月
革
命
説
で
あ
る
。
日
本
政
府
が
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
を
受
諾
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
明
治
憲
法
の
根
本
原
則

が
す
で
に
変
革
さ
れ
、
革
命
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な

は
ち
、八
月
十
五
日
に
い
は
ゆ
る
超
法
規
的
変
革
が
起
こ
り
、

主
権
す
な
は
ち
い
は
ゆ
る
憲
法
制
定
権
力
が
す
で
に
天
皇
か

ら
国
民
に
移
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
も
形
式
的
に
は
第

七
十
三
条
は
残
存
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
右
の
変
革
と
抵
触



43　　　日本国憲法に正統性はあるか

し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
残
つ
て
ゐ
た
に
す
ぎ
ず
、
し
た
か

つ
て
日
本
国
憲
法
成
立
の
手
続
は
そ
の
手
続
を
形
式
的
に
借

り
た
に
と
ど
ま
り
、
名
は
改
正
で
あ
つ
て
も
実
は
は
旧
憲
法

の
廃
止
、
新
憲
法
の
制
定
で
あ
つ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
宮
沢
俊
義
が
主
張
し
た
説
で
、
現
在
の
憲
法
学
説
多

数
説
で
あ
る42

。

　
　

し
た
が
つ
て
、「
八
月
革
命
説
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
定
義
し

た
合
法
的
正
当
性
の
原
理
と
適
合
し
て
い
た
。」「「
実
質
的

合
法
的
正
当
性
」
が
八
月
革
命
説
に
存
在
す
る
こ
と
は
あ
き

ら
か
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
学
者
も
ゐ
る43

。

３　

包
括
的
な
無
効
論

　
（
１
）
井
上
孚
麿

井
上
は
、「
日
本
国
憲
法
は
本
来
全
面
的
に
無
効
で
あ
る
」

と
主
張
し
、
そ
の
理
由
は
、
①
「
改
正
の
限
界
」
を
大
幅
に
逸

脱
し
て
ゐ
る
、
②
日
本
国
憲
法
は
「
改
正
」
の
名
に
於
て
、
旧

憲
法
を
全
面
的
に
「
廃
棄
」
し
て
、
ひ
た
す
ら
占
領
軍
の
都
合

の
良
い
や
う
に
勝
手
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
、
③
完
全
な
意
思
の
自

由
が
な
く
て
、「
抗
拒
不
能
の
急
迫
不
当
の
強
要
」が
行
は
れ
た
、

④
当
時
我
が
国
は
占
領
軍
に
対
し
て
「
一
般
包
括
的
な
隷
属
関

係
」
に
置
か
れ
て
を
り
、
国
の
自
主
独
立
が
失
は
れ
、
天
皇
も

政
府
も
占
領
軍
司
令
官
に
隷
属
（subject to

）
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
、
統
治
意
思
の
自
由
は
全
く
失
は
れ
て
ゐ
た
、
の
四
つ

で
あ
る
と
い
ふ44

。

　
（
２
）
菅
原
裕

菅
原
は
無
効
論
の
根
拠
と
し
て
、
①
時
期
の
問
題
、
②
方
法

の
問
題
、
③
内
容
の
問
題
、
④
国
際
法
問
題
の
四
点
を
あ
げ
て

ゐ
る45

。
時
期
の
問
題
と
は
、
上
記
の
と
ほ
り
、
占
領
下
に
よ
る
憲
法

改
正
が
不
当
で
あ
る
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
と
ほ
り
、

南
出
が
指
摘
す
る
旧
憲
法
七
十
五
条
を
取
り
上
げ
、「
帝
国
憲

法
第
七
五
条
に
、
摂
政
時
代
に
憲
法
改
正
を
禁
じ
た
の
も
、
…

国
家
の
状
態
が
、
正
常
か
つ
平
穏
で
な
け
れ
ば
、
憲
法
の
改
正

を
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
、
憲
法
法
理
の
大
原
則
を
示
し

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。」
と
い
ふ
。
上
記
井
上
も
触
れ
て
ゐ

る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
関
連
し
て
、「
日
本
国
の
統
治
権
が
、
占

領
中
、
降
伏
条
項
実
施
の
た
め
必
要
と
認
む
る
措
置
を
執
る
最

高
司
令
官
の
制
限
の
下
に
お
か
れ
、
条
件
的
、
期
限
的
隷
属
状

態
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
明
瞭
で
あ
る
。」「
日
本
の
政
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府
機
構
は
、
占
領
軍
の
間
接
統
治
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
る
べ

く
、
占
領
管
理
機
構
と
し
て
、
占
領
軍
の
下
部
機
構
に
、
編
入

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。」「
か
く
し
て
、
占
領
下
、
わ
が
国
に
は
、

完
全
な
国
家
主
権
も
な
く
、
ま
た
国
民
の
自
由
な
る
意
思
も
な

く
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
絶
対
的
独
裁
専
制
が
行
わ
れ
、
日

本
の
非
軍
事
化
と
、
民
主
化
達
成
の
名
の
下
に
、
直
接
に
ま
た

は
日
本
政
府
を
駆
使
し
て
、
日
本
崩
壊
政
策
が
強
行
さ
れ
た
の

が
、
日
本
占
領
の
実
情
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
時
期
に
、
ど
う
し

て
被
占
領
国
固
有
の
正
統
憲
法
を
、
合
法
的
に
廃
棄
し
た
り
、

改
正
し
た
り
、
新
制
定
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。」方

法
の
問
題
は
、「
占
領
軍
は
、
占
領
下
に
お
い
て
、
日
本

国
民
の
抗
拒
不
能
の
状
態
に
乗
じ
て
、
さ
ら
に
強
度
の
圧
迫
を

加
え
、
日
本
国
政
府
な
ら
び
に
諸
機
関
の
意
思
を
抑
圧
し
、
最

高
司
令
官
の
至
上
命
令
と
し
て
、
僅
か
一
週
間
で
書
き
上
げ
た

英
文
の
民
生
局
草
案
を
骨
子
と
し
て
、
日
本
の
関
係
者
を
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
罐
詰
に
し
、
徹
夜
し
て
一
日
半
で
、
日
本
政
府
の
改
正
要

綱
を
作
成
さ
せ
、
そ
れ
を
議
会
に
提
出
さ
せ
て
、
憲
法
改
正
を

強
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
憲
法

工
作
は
、
占
領
軍
の
占
領
統
治
の
必
要
上
、
国
際
政
治
の
思
惑

や
、
陰
謀
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
ま
こ
と
に

明
瞭
で
、
日
本
お
よ
び
日
本
国
民
と
し
て
は
、
迷
惑
千
万
な
話

で
あ
る
。」

内
容
の
問
題
は
、
憲
法
改
正
の
限
界
説
に
立
つ
て
、「
帝
国

憲
法
の
根
本
を
な
し
、
立
国
の
大
本
を
規
定
し
た
、
第
一
条
な

い
し
第
四
条
を
抹
消
し
て
改
正
」
し
た
こ
と
が
、
改
正
の
限
界

を
逸
脱
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
。

国
際
法
関
係
で
は
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
違
反
を
い
ふ
。

五　
日
本
国
憲
法
に
正
統
性
を
認
め
る
も
の

日
本
国
憲
法
の
正
統
性
を
認
め
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
学
説
が
あ

る
。
代
表
的
な
も
の
を
見
て
み
よ
う
。

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
（
民
主
的
憲
法
の
改
正
の
要
求
、
少
な
く
と

も
禁
止
し
て
ゐ
な
い
）、
そ
の
後
の
憲
法
改
正
に
つ
い
て
の
日
本
政

府
の
対
応
（
憲
法
改
正
に
対
す
る
消
極
的
姿
勢
）、
日
本
国
民
が
そ

の
後
の
日
本
国
憲
法
の
内
容
に
近
い
憲
法
意
識
を
持
つ
て
ゐ
た
こ

と
、
完
全
な
普
通
選
挙
に
よ
る
選
挙
に
よ
つ
て
選
ば
れ
た
議
員
に
よ

つ
て
改
正
案
が
審
議
可
決
さ
れ
た
こ
と
、
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
国
民

の
間
に
定
着
し
て
き
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
日
本
国
憲
法
の
制
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定
は
、
不
十
分
な
が
ら
も
自
律
性
の
原
則
に
反
し
な
い46

。」

「
西
欧
諸
国
の
よ
う
に
市
民
革
命
の
経
験
を
も
た
ず
、
そ
の
成
果
と

し
て
の
憲
法
を
制
定
す
る
と
い
う
過
程
を
経
な
か
っ
た
た
め
に
、
日

本
国
民
の
多
く
は
憲
法
の
基
本
原
理
の
法
的
意
味
や
歴
史
的
意
味
を

十
分
理
解
す
る
段
階
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

多
く
の
国
民
が
新
憲
法
を
歓
迎
し
た
」
な
ど47

、
ず
い
ぶ
ん
古
び
た
マ

ル
ク
ス
主
義
議
論
か
ら
日
本
国
憲
法
の
正
統
性
を
認
め
る
も
の
も 

あ
る
。

主
権
回
復
の
時
点
（
平
和
条
約
発
効
の
日
、
昭
和
二
十
七
年
四
月

二
十
八
日
）
を
基
準
と
し
て
追
認
さ
れ
た
と
す
る
説
も
あ
る48

。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
上
記
の
無
効
論
者
が
主
張
す
る
日
本
国 

憲
法
制
定
の
様
々
な
欠
陥
に
答
へ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
へ
ば
難

し
い
。

六　
日
本
国
憲
法
の
正
統
性
に
疑
問
を
持
つ
も
の

無
效
宣
言
又
は
失
效
宣
言
に
よ
り
明
治
憲
法
を
復
元
す
る
説

「
日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
国
家
の
基
本
組
織
に
つ

い
て
規
定
し
て
は
い
る
が
、
日
本
国
の
真
正
な
る
正
統
憲
法
で
は
な

い
。
…
憲
法
と
し
て
は
無
効
も
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い49

。」

「
現
行
日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
本
質
が
、
占
領
管
理
法
で
あ
る
限
り
、

占
領
終
了
と
同
時
に
失
効
せ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
日
本

国
憲
法
の
失
効
が
確
定
す
れ
ば
、
こ
の
法
に
よ
っ
て
、
一
時
効
力
を

停
止
さ
れ
、
棚
上
げ
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
本
来
の
帝
国
憲
法
が
、
復

活
す
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る50

。」

菅
原
は
、
国
会
に
お
い
て
失
効
宣
言
を
行
ひ
、
同
時
に
臨
時
措
置

法
を
制
定
し
て
旧
憲
法
の
施
行
手
続
を
行
ふ
と
す
る
。
国
会
の
失
効

宣
言
は
普
通
決
議
で
良
い
と
す
る51

。

井
上
孚
麿
は
、
日
本
国
憲
法
の
無
効
で
あ
る
こ
と
は
菅
原
と
同
じ

で
あ
る
が
、
単
純
過
半
数
で
や
る
や
う
な
安
易
な
考
へ
方
は
い
け
な

い
、「
実
質
的
に
は
憲
法
改
正
に
劣
ら
な
い
憲
法
上
の
大
変
動
を
結

果
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
念
に
は
念
を
入
れ
て
」
や
る
べ
き
で
あ

る
と
主
張
す
る
が52

、
具
体
的
に
ど
う
す
る
の
は
は
判
然
と
し
な
い
。

小
山
常
美
は
、「
無
効
と
復
元
の
確
認
だ
け
な
ら
ば
、
首
相
他
内

閣
を
構
成
す
る
国
務
大
臣
の
副
署
に
も
と
づ
き
、
天
皇
が
行
え
ば

十
分
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
改
正
が
必
要
だ
か
ら
、
明
治
憲
法
第

七
三
条
の
規
定
に
沿
っ
た
改
正
方
法
を
採
る
べ
き
だ
ろ
う
。」
と
し
、

貴
族
院
が
存
在
し
な
い
か
ら
参
議
院
が
代
行
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る53

。

小
山
を
除
き
、
井
上
、
菅
原
な
ど
の
主
張
は
、
主
権
回
復
約
十
年

後
の
こ
と
で
あ
る
。
菅
原
は
、「
十
年
一
昔
論
の
如
き
中
心
な
き
敗
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北
主
義
的
生
活
に
、
時
の
効
果
を
認
め
ん
と
す
る
こ
と
は
、
日
本
民

族
を
、
永
久
に
精
神
的
放
浪
民
族
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
憤

慨
す
る54

。

憲
法
調
再
会
の
委
員
の
多
く
は
、
日
本
国
憲
法
に
は
欠
陥
が
あ
り
、

改
正
を
要
す
る
と
し
て
ゐ
る
。
意
見
を
述
べ
た
委
員
の
う
ち
、
改
正

を
要
す
る
と
述
べ
た
も
の
は
四
十
三
名
、
改
正
を
要
し
な
い
と
す
る

委
員
は
七
名
で
あ
る55

。
現
代
の
憲
法
学
者
の
中
に
も
日
本
国
憲
法
は

占
領
憲
法
で
あ
る
と
述
べ
る
者
も
ゐ
る56

。

七　
日
本
国
憲
法
の
性
格
と
國
體

以
上
、
日
本
国
憲
法
の
正
統
性
を
み
て
み
る
と
、
制
定
時
か
ら
日

本
国
民
の
圧
倒
的
な
支
持
を
得
て
ゐ
る
と
か
、
不
十
分
な
が
ら
も
自

律
的
に
制
定
し
た
と
か
、
憲
法
の
基
本
的
原
理
を
理
解
し
て
ゐ
な
い

に
も
か
か
は
ら
ず
、
歓
迎
し
た
と
い
つ
た
考
へ
か
た
が
妥
当
で
は
な

く
、
む
し
ろ
無
効
論
の
方
が
説
得
力
が
あ
る57

。

我
が
国
は
、
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
に
際
し
て
、
國
體
の
護
持
を
最

優
先
と
し
た
。
そ
し
て
「
國
體
ヲ
護
持
シ
得
」（
終
戦
の
詔
勅
）
た

と
し
て
、ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
連
合
国
に
対
し
て
降
伏
し
た
。

「
國
體
」
と
は
何
か
。
前
に
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で58

、
こ
こ
で
は

広
い
意
味
で
の
国
柄
で
あ
る
と
い
ふ
に
と
ど
め
る
。
憲
法
と
の
関
係

で
は
、
皇
室
の
存
在
で
あ
る
。「
日
本
の
国
体
と
は
、「
万
世
一
系
の

天
皇
」
の
統
治
を
核
心
と
す
る
国
家
構
造
の
基
本
原
理
で
あ
る59

。」

「
國
體
の
護
持
」
は
、
日
本
国
憲
法
当
時
の
日
本
人
の
ほ
ぼ
全
員
の

願
ひ
で
あ
つ
た
。
占
領
基
本
法
で
あ
る
日
本
国
憲
法
に
よ
つ
て
も
國

體
が
護
持
さ
れ
た
こ
と
に
日
本
人
は
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
の
で
あ
る60

。

す
る
と
、
國
體
と
は
、
主
権
の
存
在
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
日
本

の
歴
史
と
伝
統
と
が
日
本
国
の
国
家
形
成
の
事
実
と
し
て
作
り
上
げ

て
き
た
と
こ
ろ
の
日
本
国
の
基
本
的
性
格
、
す
な
は
ち
、
日
本
は
天

皇
を
国
民
統
合
の
中
心
と
す
る
国
家
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
そ
の
こ
と

が
國
體
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
は
、
有
効
で

あ
り
、
部
分
改
正
は
と
も
か
く
無
効
論
と
か
全
面
改
正
の
必
要
は
な

い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
日
本
国
憲
法
は
占
領
基
本
法
で
あ
り
、

日
本
国
憲
法
制
定
過
程
や
内
容
に
つ
い
て
の
無
効
論
の
主
張
に
は
論

理
的
正
当
性
（the rightness

）
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
冒
頭
の
憲
法
と
は
何
か
を
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
一
般

の
法
律
に
欠
陥
が
あ
る
場
合
に
は
憲
法
に
照
ら
し
て
無
効
と
な
る
、

と
こ
ろ
が
憲
法
は
国
の
基
本
法
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
上
位
の
法
は
、

自
然
法
や
現
代
的
な
立
憲
主
義
、
観
念
的
な
憲
法
制
定
権
力
な
ど
を

想
定
し
て
無
効
を
い
ふ
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
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ま
で
も
政
治
的
な
発
言
で
、
日
本
国
憲
法
制
定
後
十
年
は
お
ろ
か
昭

和
二
十
二
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
て
七
十
七
年
、
主
権
回
復
か
ら

七
十
二
年
経
過
し
た
現
在
法
的
に
無
効
を
い
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。

現
実
に
国
会
で
無
効
宣
言
を
し
て
、
旧
憲
法
の
復
活
を
宣
言
し

た
り
、
新
し
い
憲
法
を
作
る
こ
と
は
で
き
る61

。
こ
れ
は
あ
た
か
も
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
、
最
初
の
成
文
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
は
ル
イ
王
朝
か
ら
す
れ
ば
無
効
な
憲
法
で
は
な
い
だ
ら

う
か
。
さ
ら
に
、
一
七
九
三
年
に
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
が
、
そ
れ
か
ら

一
七
九
五
年
に
、
次
に
一
七
九
九
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
憲
法
が
制
定
さ

れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
前
の
憲
法
の
改
正
条
項
に
従
つ
て
改
正
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
ら
う
。

そ
の
や
う
な
前
の
憲
法
の
改
正
条
項
に
従
は
な
い
憲
法
を
制
定
す

る
こ
と
ゝ
、
國
體
の
継
続
と
を
ど
の
や
う
に
考
へ
る
べ
き
か
。

私
は
、「
國
體
の
護
持
」と
憲
法
の
正
統
性
を
調
和
さ
せ
る
も
の
は
、

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
従
つ
た
全
面
改
正
で
あ
る
と
考
へ
る
。

1　

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法　

第
八
版
』
岩
波
書
店　

二
〇
二
三

年　

一
頁

2　

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』
成
文
堂　

二
〇
一
一
年
第
一
刷
、

二
〇
一
七
年
第
七
刷　

四
頁

3　

ホ
セ
・
ヨ
ン
バ
ル
ト
『
日
本
国
憲
法
哲
学
』
成
文
堂　

一
九
九
五
年　

四
頁

4　

Black’s Law
 D

ictionary, Fifth Edition　

一
九
七
九
年　

訳
文
は
筆
者

5　

橋
本
公
亘
『
憲
法
原
論
（
新
版
）』
有
斐
閣　

昭
和
四
十
一
年
第
一
刷
、
昭

和
四
十
二
年
第
六
刷　

四
七
頁

6　

清
宮
四
郎
『
憲
法
Ｉ
（
新
版
）』
有
斐
閣
法
律
学
全
集
3　

昭
和
四
十
年　

七
頁

7　

終
戦
の
玉
音
放
送
は
八
月
十
五
日
に
な
さ
れ
た
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
受
諾
の
通

知
は
八
月
十
四
日
に
な
さ
れ
た
。

8　

東
京
学
芸
大
学
日
本
史
研
究
室
編
『
日
本
史
年
表
増
補
3
版
』
東
京
堂
出

版　

二
〇
〇
一
年

9　

以
下
、
憲
法
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
多
数
の
文
献
が
あ
り
、
よ
く
知
ら

れ
て
き
て
ゐ
る
の
で
、
略
述
す
る
。
こ
こ
で
主
な
参
考
文
献
を
挙
げ
て
お
く
。

こ
れ
は
ご
く
一
部
で
あ
る
。
特
に
西
修
駒
沢
大
学
名
誉
教
授
は
、
憲
法
制
定

過
程
研
究
者
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
著
書
も
多
い
。
下
記
に
掲
げ
た
西
教
授

の
著
書
の
う
ち
、
一
般
人
に
は
『
図
説　

日
本
国
憲
法
の
誕
生
』
が
わ
か
り

や
す
い
。

憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
小
委
員
会
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
由
来　

憲
法

調
査
会
小
委
員
会
報
告
書
』　

時
事
通
信
社　

昭
和
三
十
六
年

児
島
襄
『
史
録
日
本
国
憲
法
』
文
藝
春
秋　

昭
和
四
十
七
年

古
関
彰
一
『
日
本
国
憲
法
の
誕
生　

増
補
改
訂
版
』
岩
波
現
代
文
庫　

二
〇
一
七
年

佐
藤
達
夫
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
』　

有
斐
閣

第
一
巻
、　

昭
和
三
十
七
年
初
版
一
刷
、
平
成
六
年
六
刷

第
二
巻
、　

昭
和
三
十
九
年
初
版
一
刷
、
平
成
六
年
五
刷

第
三
巻
（
佐
藤
功
補
訂
）、
平
成
六
年

第
四
巻
（
佐
藤
功
補
訂
）、
平
成
六
年
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西
修
『
日
本
国
憲
法
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
』
中
公
文
庫　

二
〇
〇
〇
年

西
修
『
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
の
研
究
』
成
文
堂　

平
成
十
六
年

西
修
『
図
説　

日
本
国
憲
法
の
誕
生
』
河
出
書
房
新
社　

二
〇
一
二
年

西
修
『
証
言
で
つ
づ
る
日
本
国
憲
法
の
成
立
経
緯
』
海
竜
社　

二
〇
一
九
年

10　

日
本
文
は
、資
料
に
よ
つ
て
若
干
異
な
る
が
、上
記
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
』

第
三
巻
の
二
十
頁
に
よ
つ
た
。

11　

江
藤
淳
編
『
新
装
版
占
領
秘
録
下
』　

講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
九
五
年　

一
八
四
頁

12　

前
掲
一
八
五
頁

13　

前
掲
一
八
五
頁

14　

江
藤
淳
『
一
九
四
六
年
憲
法
―
そ
の
拘
束
』
文
春
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

二
〇
一
五

年　

三
十
七
頁
以
下
、
田
中
英
夫
『
憲
法
制
定
過
程
覚
え
書
』
有
斐
閣　

一
九
七
九
年　

一
八
九
頁
以
下

15　

前
掲
田
中
、
一
九
〇
頁

16　

も
つ
と
も
田
中
は
、「
警
告
」
で
あ
り
、「「
い
く
ら
も
違
わ
な
い
」
こ
と
で

は
な
い
」
と
い
ふ
。
前
掲
一
九
八
頁

17　

以
上
及
び
以
下
の
記
述
は
、
主
と
し
て
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
由
来　

憲

法
調
査
会
小
委
員
会
報
告
書
』
に
よ
る
。

18　

こ
の
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
前
掲
書
四
〇
〇
頁
の
記
述
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

19　

前
掲
書
四
二
七
頁

20　

前
掲
書
四
二
八
頁
以
下

21　

前
掲
書
四
三
八
頁
以
下

22　

前
掲
書
四
四
五
頁
以
下

23　

前
掲
書
四
五
三
頁

24　

前
掲
書
四
七
二
頁

25　

井
上
達
夫
『
立
憲
主
義
と
い
う
企
て
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
一
九
年　

三
頁

26　

前
掲
書　

九
三
頁

27　

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー　

濱
嶋
朗　

訳　
『
権
力
と
支
配
』
講
談
社
学
術

文
庫　

二
〇
一
二
年　

同
書
で
は
、
正
統
性
と
正
当
性
と
を
区
別
せ
ず
、
す

べ
て
「
正
当
性
」
の
用
語
で
統
一
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
原

語
で
は
、Legitim

ität

で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
で
も
正
当
性Rechtm

äßigkeit

と
い
ふ
言
葉
も
あ
る
。
英
語
のLegitim

acy

の
日
本
語
訳
に
は
正
当
性
も
あ

る
こ
と
か
ら
、Legitim

ität

やLegitim
acy

を
正
当
性
と
訳
す
こ
と
は
一
概

に
あ
や
ま
り
と
は
い
へ
な
い
が
、
こ
の
論
文
で
は
正
統
性
と
正
当
性
と
を
区

別
し
て
用
ゐ
る
こ
と
に
す
る
。

28　

サ
ル
ブ
ラ
ン
・
シ
モ
ン
「
日
本
憲
法
学
の
正
当
性
論
に
関
す
る
研
究 

―
ヴ

ェ
ー
バ
ー
法
社
会
学
を
視
座
と
し
て
―
」『
神
戸
大
学
大
学
院
人
間
発
達
環
境

学
研
究
科　

研
究
紀
要
第
三
巻
第
二
号
』
二
〇
一
〇
年　

九
五
頁　

前
注
で

の
べ
た
や
う
に
、
こ
こ
で
「
正
当
性
」
と
い
う
の
は
「
正
統
性
」
の
こ
と
で

あ
る
。

29　

前
掲
論
文　

九
六
頁

30　

前
掲
論
文　

九
六
頁

31　

前
掲
論
文　

九
八
頁

32　

前
掲
井
上
『
立
憲
主
義
と
い
う
企
て
』
一
二
七
頁　

井
上
は
、
同
書
で
、

立
憲
主
義
に
基
づ
い
た
憲
法
九
条
の
改
正
を
主
張
し
、
改
正
を
反
対
す
る
い

は
ゆ
る
護
憲
論
者
の
主
張
を
欺
瞞
で
あ
る
と
激
し
く
非
難
す
る
。
こ
の
井
上

の
議
論
に
は
説
得
性
が
あ
る
が
、で
は
、半
世
紀
以
上
も
欺
瞞
的
な
九
条
が
「
改

正
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
国
民
の
多
数
が
現
憲
法
を
支
持
し
て
き
た

か
ら
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
一
蹴
」
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
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33　

憲
法
調
査
会
『
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
10
号　

憲
法
無
効
論
に

関
す
る
報
告
書
』
昭
和
三
十
九
年　

こ
の
報
告
書
を
読
む
と
、
無
効
論
も
有

効
論
も
同
じ
議
論
を
継
続
し
て
繰
り
返
し
て
ゐ
る
。
ま
た
無
効
論
を
体
系
的

に
ま
と
め
て
ゐ
る
も
の
は
、
小
山
常
美
『「
日
本
国
憲
法
」
無
効
論
』
草
思
社　

二
〇
〇
二
年　

一
一
六
頁
以
下
で
あ
る
。

34　

前
掲
芦
部　

四
二
三
頁

35　

大
石
眞
『
憲
法
講
義
Ｉ　

第
3
版
』
有
斐
閣　

二
〇
〇
四
年
初
版　

二
〇
一
四

年
第
三
版　

八
九
頁

36　

前
掲
芦
部　

二
八
頁

37　

松
村
昌
廣
「「
無
条
件
降
伏
」
と
ハ
ー
グ
陸
戦
法
規
―
日
本
は
ド
イ
ツ
式
「
基

本
法
」
制
定
は
可
能
で
あ
っ
た
か
―
」『
桃
山
法
学
』
第
十
七
号　

二
〇
一
一

年　

九
〇
頁

38　

前
掲
『
日
本
国
憲
法
制
定
の
由
来　

憲
法
調
査
会
小
委
員
会
報
告
書
』

三
六
〇
頁

39　

渡
辺
昇
一
・
南
出
喜
久
治
『
日
本
国
憲
法
無
効
宣
言
』
ビ
ジ
ネ
ス
社　

二
〇
〇
七
年　

二
八
頁
以
下

40　

前
掲
書　

二
九
頁

41　

注
33
の
報
告
書
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
（
同
書
二
二
頁
）。

　
　

明
治
憲
法
第
七
五
条
が
「
憲
法
及
皇
室
典
範
ハ
摂
政
ヲ
置
ク
ノ
間
之
ヲ
変

更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
定
め
て
い
た
の
も
、
占
領
中
な
ど
と
同
様
、
国
家

の
状
態
が
平
常
か
つ
安
穏
で
な
い
場
合
に
は
憲
法
の
改
正
を
行
う
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
普
遍
的
な
大
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
則
は
、

か
り
に
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

42　

前
掲
芦
部　

二
九
頁

43　

前
掲
サ
ル
ブ
ラ
ン
論
文　

一
〇
二
頁

44　

井
上
孚
麿
『
現
憲
法
無
効
論
―
憲
法
恢
弘
の
法
理
―
』
日
本
教
文
社　

昭

和
五
十
年　

一
六
八
頁
以
下　

な
ほ
、『
井
上
孚
麿
憲
法
論
集
』
神
社
新
報
社　

昭
和
五
十
四
年　

三
七
九
頁
以
下

　
　
『
井
上
孚
麿
憲
法
論
集
』
に
は
、「
無
効
・
復
原
・
改
正
」
と
題
す
る
論
文

が
収
録
さ
れ
て
ゐ
る
が
（
同
書
三
三
九
頁
以
下
）、こ
れ
は
昭
和
三
十
八
年
「
自

由
と
正
義
」
八
月
号
に
記
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。『
自
由
と
正
義
』
は
日
本

弁
護
士
連
合
会
の
機
関
誌
で
あ
る
。

　
　

こ
の
『
自
由
と
正
義
』（
第
七
巻
第
八
号
）
に
は
、「
憲
法
改
正
是
か
非
か
」

と
い
ふ
特
集
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
を
み
る
と
、
日
弁
連
で
は
、
会
内
に
、
憲

法
問
題
調
査
研
究
委
員
会
を
設
置
し
、
全
会
員
に
憲
法
の
問
題
点
に
つ
い
て

の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
こ
と
や
、
委
員
会
の
経
過
な
ど
の
記
載
が
あ
る
。

委
員
会
の
経
過
の
記
載
の
中
に
は
、「
第
九
条
の
解
釈
と
し
て
は
兎
も
角
、
自

衛
の
範
囲
内
に
お
い
て
戦
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
第
九
条
を
改
正

す
る
、
と
す
る
説
が
多
数
で
、
現
行
法
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
が

少
数
。」
と
い
ふ
も
の
が
る
。
こ
の
委
員
会
で
、
自
主
憲
法
制
定
論
者
と
し
て

有
名
な
神
川
彦
松
東
大
名
誉
教
授
と
井
上
孚
麿
の
講
演
が
企
画
さ
れ
、
二
人

の
講
演
録
が
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
。、

　
　

憲
法
改
正
に
関
し
て
は
、
ま
し
て
無
効
論
に
関
し
て
は
感
情
的
に
反
対
の

立
場
を
と
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
日
弁
連
の
機
関
誌
に
こ
の
や
う
な

論
文
が
掲
載
さ
れ
た
と
は
驚
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
論
文
は
歴
史
的
仮
名

遣
で
書
か
れ
て
ゐ
る
（
神
川
論
文
も
同
じ
）。
昭
和
三
十
八
年
こ
ろ
は
、
ま
だ

日
弁
連
も
こ
の
や
う
な
論
文
を
掲
載
す
る
だ
け
の
言
論
の
自
由
、
許
容
性
が

あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　

ち
な
み
に
こ
の
当
時
の
日
弁
連
の
会
長
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
人
権
活
動

家
と
し
て
名
高
い
海
野
晋
吉
で
あ
る
。
海
野
は
、
自
由
人
権
協
会
の
初
代
理
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事
長
、
総
評
弁
護
団
の
初
代
会
長
、
日
本
民
主
法
律
家
協
会
の
最
初
の
代
表

理
事
な
ど
を
務
め
た
。

45　

菅
原
裕
『
新
装
版　

日
本
国
憲
法
失
効
論
』
国
書
刊
行
会　

昭
和
三
十
六

年
初
版
、
平
成
十
四
年
新
装
版　

三
一
頁
以
下

46　

前
掲
芦
部　

二
七
頁

47　

辻
村
み
よ
子
『
憲
法　

第
5
版
』
日
本
評
論
社　

二
〇
一
六
年　

三
二
頁

48　

前
掲
注
35　

大
石　

三
八
頁　

現
行
憲
法
有
効
論
に
つ
い
て
同
書
三
五
頁

に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

49　

前
掲　

菅
原　

九
頁

50　

前
掲　

一
〇
八
頁

51　

前
掲　

一
一
〇
頁　
「
失
効
宣
言
は
、
法
の
す
で
に
失
効
せ
る
こ
と
の
宣
言

で
あ
る
か
ら
内
閣
告
示
で
も
良
い
の
だ
が
、
こ
と
重
大
だ
か
ら
国
会
で
失
効

宣
言
を
し
た
方
が
よ
い
。
た
だ
し
、
普
通
決
議
で
十
分
で
あ
る
。」

52　

前
掲
注
44　

井
上
『
現
憲
法
無
効
論
』
二
九
四
頁

53　

注
33
中
の
小
山
『「
日
本
国
憲
法
」
無
効
論
』
二
四
八
頁

54　

前
掲　

菅
原　

九
九
頁

55　

憲
法
調
査
会
『
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
1
号　

憲
法
調
査
会
に

お
け
各
委
員
の
意
見
』　

昭
和
三
十
九
年

56　

長
尾
一
紘
『
日
本
国
憲
法　

全
訂
第
4
版
』
世
界
思
想
社　

二
〇
一
一
年　

九
頁
以
下

57　

草
案
は
占
領
軍
に
押
し
付
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
議
会
に
お
い
て
真
剣
に

審
議
さ
れ
、
そ
の
後
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
国
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
と
い

ふ
が
、
言
論
は
厳
重
な
検
閲
下
に
あ
り
、
か
つ
膨
大
な
人
数
の
有
力
者
が
追

放
さ
れ
た
状
況
下
で
の
選
挙
で
あ
つ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

点
で
、
江
藤
淳
『
一
九
四
六
年
憲
法
―
そ
の
拘
束
』
文
春
学
藝
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー　

二
〇
一
五
年　

参
照
、
特
に
二
〇
〇
頁
以
下

58　

髙
池
「
研
究
会
の
目
的
」『
国
基
研
紀
要　

第
2
号
』
国
家
基
本
問
題
研
究

所　

二
〇
二
一
年　

一
一
八
頁
以
下

59　

尾
高
朝
雄
『
国
民
主
権
と
天
皇
制
』　

講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
一
九
年　

一
五
頁　

尾
高
は
、
こ
こ
で
国
民
主
権
と
天
皇
制
が
調
和
す
る
も
の
で
あ
る

と
主
張
し
て
ゐ
る
。

60　

そ
の
一
例
と
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
、
石
井
和
子
訳
『
シ

ュ
リ
ー
マ
ン
旅
行
記　

清
国
・
日
本
』
講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
九
八
年
の

訳
者
あ
と
が
き
（
一
九
六
頁
）
を
あ
げ
た
い
。
訳
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
堪

能
な
一
主
婦
（
？
）
で
あ
る
が
、
パ
リ
で
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
の
こ
の
本
を
発
見

し
て
訳
し
て
自
家
版
（
？
）
を
発
行
し
た
。
そ
れ
が
歴
史
学
者
木
村
尚
三
郎

の
目
に
と
ま
つ
て
学
術
文
庫
か
ら
発
行
さ
れ
た
ら
し
い
。
あ
と
が
き
の
一
節

は
以
下
の
と
ほ
り
。

　
　

国
体
を
護
持
し
つ
つ
、
全
く
新
し
い
日
本
に
見
事
に
発
展
さ
せ
た
こ
の
時

代
の
多
く
の
先
覚
者
、
勇
気
あ
る
方
々
の
群
像
を
し
の
び
、
そ
の
偉
大
さ
に

想
い
を
は
せ
、
感
謝
と
共
に
歴
史
の
流
れ
と
い
う
も
の
を
改
め
て
考
え
さ
せ

ら
れ
た
。
思
え
ば
現
在
も
ま
た
同
じ
、
皆
の
努
力
で
国
は
豊
か
に
な
っ
た
と

は
い
う
も
の
の
、
国
際
間
に
も
、
日
本
国
内
に
さ
え
お
お
き
な
危
機
を
感
じ

る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

61　
「
限
界
」
を
越
え
た
行
為
は
改
正
で
は
な
く
、
も
と
の
憲
法
典
の
立
場
か
ら

は
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
新
憲
法
の
制
定
と
し
て
完
全
な
効
力
を
も

っ
て
実
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、改
正
の
「
限
界
」

内
に
と
ど
ま
る
も
の
か
否
か
の
判
定
権
が
改
正
権
者
自
身
の
手
に
あ
る
と
さ

れ
る
限
り
、
理
論
上
新
憲
法
の
制
定
と
い
え
る
も
の
が
改
正
の
名
に
お
い
て

行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
前
掲
注
2　

四
一
頁
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国
家
基
本
問
題
研
究
所
に
と
っ
て
の
一
大
主
題

国
家
基
本
問
題
研
究
所
の
関
係
者
に
と
っ
て
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル

な
歴
史
観
は
、
ど
の
よ
う
な
見
方
な
の
だ
ろ
う
か
。
個
々
人
別
様
の

歴
史
観
が
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
で
も
同
志
と
は
い
わ
ず
と
も

同
人
と
し
て
、
広
い
幅
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
会
員
に
は
共
通
す
る

見
方
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
種
の
主
題
の
例
と
し
て
思
い
つ
く
ま
ま
に
述
べ
る
と
、
た
と

え
ば
、
メ
ン
バ
ー
の
間
に
は
、
幕
末
明
治
以
来
の
我
が
国
の
近
代
化

に
つ
い
て
は
そ
れ
を
肯
定
的
に
見
る
歴
史
観
が
わ
か
ち
も
た
れ
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
露
戦
争
に
至
る
日
本
の
歩
み
を
「
坂
の

上
の
雲
」
を
目
指
し
て
進
ん
だ
国
の
歩
み
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
捉

え
る
こ
と
に
異
存
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
ペ
リ
ー
の
黒
船
来
航
か
ら

の
半
世
紀
の
日
本
史
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
良
し
と
す
る
見
方
が
会

員
の
主
流
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
一
九
〇
四
―
五
年
の
日
露
戦
争
以
後
の
半
世
紀
の

歴
史
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
日
本
が
戦
っ
て
敗
れ
た
第
二
次
世
界
大

戦
に
つ
い
て
は
、
共
通
し
て
一
致
す
る
見
方
が
日
本
人
の
中
に
あ
る

と
は
い
い
が
た
い
。
負ふ

の
歴
史
と
し
て
見
る
人
も
多
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
た
だ
し
自
虐
的
な
日
本
悪
者
史
観
に
対
し
て
は
同
意
し
な

い
国
基
研
メ
ン
バ
ー
は
多
い
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
観
を
反

映
す
る
そ
の
戦
争
の
呼
び
名
に
つ
い
て
共
通
の
呼
び
方
が
あ
る
の

か
、
な
い
の
か
、
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

太
平
洋
戦
争
か
大
東
亜
戦
争
か

平

川

祐

弘

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
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呼
び
名
は
戦
争
の
性
格
を
反
映
す
る

近
ご
ろ
、
昭
和
の
大
戦
に
つ
い
て
、
太
平
洋
戦
争
で
は
な
く
大
東

亜
戦
争
と
呼
べ
、
と
い
う
主
張
が
研
究
所
の
た
よ
り
に
も
、
関
係
者

が
し
ば
し
ば
執
筆
す
る
『
産
経
新
聞
』
に
も
、
散
見
す
る
。
表
現
は

自
由
で
あ
る
。
た
だ
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
使
っ
て
い
い
の
か
、
悪

い
の
か
。
賛
成
の
人
も
い
れ
ば
、
反
対
の
人
も
お
ら
れ
よ
う
。

戦
争
の
呼
び
名
は
戦
争
の
性
格
を
反
映
す
る
。
ま
た
逆
に
国
基
研

の
人
々
が
昭
和
の
大
戦
を
ど
う
呼
ぶ
か
は
、
こ
の
研
究
所
の
性
格
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
座
標
と
も
な
り
う
る
。
櫻
井
よ
し

こ
理
事
長
は
田
久
保
忠
衛
副
理
事
長
へ
の
弔
辞
（『
国
基
研
だ
よ
り
』

令
和
六
年
二
月
号
掲
載
）
で
、
田
久
保
氏
と
の
「
常
に
大
き
な
話
題

の
一
つ
が
大
東
亜
戦
争
の
評
価
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

実
は
私
自
身
は
田
久
保
氏
に
誘
わ
れ
て
創
立
直
後
の
国
家
基
本
問

題
研
究
所
に
理
事
の
一
人
と
し
て
加
わ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
田
久
保
氏

は
い
き
な
り
私
に
話
し
か
け
た
。
そ
れ
は
昭
和
の
大
戦
に
つ
い
て
の

評
価
で
あ
り
、
そ
の
際
、
氏
は
徳
富
蘇
峰
の
歴
史
観
に
依
拠
し
て
私

を
説
得
し
よ
う
と
し
た
。
氏
が
や
や
も
す
れ
ば
義
戦
の
面
を
強
調
し

よ
う
と
す
る
の
に
対
し
私
が
否
定
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

小
論
文
《
太
平
洋
戦
争
か
大
東
亜
戦
争
か
》
で
は
そ
の
問
題
点
に
ふ

れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

大
東
亜
戦
争
と
い
う
名
称

大
東
亜
戦
争
の
名
称
に
つ
い
て
賛
成
派
に
は
、
昭
和
十
六
年
十
二

月
十
二
日
の
閣
議
決
定
で
、
今
度
の
対
米
英
戦
争
は
、
従
来
の
日
支

事
変
を
含
め
て
大
東
亜
戦
争
と
呼
ぶ
、
と
決
定
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と

法
学
者
的
な
主
張
を
す
る
方
も
い
る
。
当
時
は
戦
局
の
推
移
に
と
も

な
い
新
地
名
が
作
ら
れ
た
。
昭
和
十
七
年
二
月
十
五
日
に
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
が
陥
落
す
る
や
、
十
八
日
に
は
戦
捷
第
一
次
祝
賀
国
民
大
会
が

開
か
れ
た
。
私
事
を
語
る
と
、
私
は
東
京
の
少
国
民
を
代
表
し
て
皇

軍
へ
の
感
謝
の
放
送
を
し
た
。
そ
の
と
き
内
幸
町
に
あ
っ
た
放
送
局

ま
で
同
伴
さ
れ
た
田
中
豊
太
郎
先
生
が
、
放
送
直
前
に
原
稿
に
「
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
は
名
前
も
い
ま
や
昭
南
島
と
改
め
」
と
加
筆
し
た
。
小

学
四
年
生
の
私
が
そ
れ
を
朗
読
し
た
。
い
ま
も
私
は
昭
南
の
名
を
鮮

明
に
記
憶
し
て
い
る
が
、
憶
え
て
い
る
人
は
少
な
か
ろ
う
。
ま
し
て

戦
争
当
初
の
わ
が
軍
が
い
ち
早
く
占
領
し
た
グ
ア
ム
島
を
大
宮
島
と

呼
ん
だ
こ
と
な
ど
は
、
政
府
決
定
で
あ
ろ
う
と
、
誰
も
覚
え
て
い
る

ま
い
。
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で
は
逆
に
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
、占
領
軍
は
日
本
人
が「
大

東
亜
戦
争
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
の
を
禁
止
し
「
太
平
洋
戦
争
」

と
呼
び
、
そ
う
印
刷
す
る
よ
う
厳
命
し
た
。
だ
が
連
合
軍
の
指
令
だ

か
ら
と
い
っ
て
、そ
れ
を
歴
史
判
断
の
基
準
と
し
て
信
奉
す
る
の
か
。

日
本
の
放
送
新
聞
は
そ
の
時
の
決
定
を
順
守
し
、
そ
れ
を
守
ら
な
い

者
は
反
動
扱
い
に
さ
れ
た
が
、
私
た
ち
は
い
つ
ま
で
そ
れ
に
惰
性
的

に
従
う
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
側
でthe Pacific W

ar

と
かW

ar in Pacific

と
呼
ぶ
か
ら
日
本
人
に
「
太
平
洋
戦
争
」
と

呼
ば
せ
た
だ
け
で
は
な
い
。「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
わ
せ
て
お
く
と
、

日
本
が
大
東
亜
解
放
の
た
め
に
戦
っ
た
、
と
い
う
義
戦
の
面
が
歴
史

に
残
る
。
そ
れ
を
日
本
国
民
の
脳
裏
か
ら
消
し
去
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
る1

。
歴
史
を
複
眼
で
見
る

第
二
次
大
戦
で
日
本
が
戦
っ
た
の
は
「
太
平
洋
戦
争
」
だ
け
な
の

か
。「
大
東
亜
戦
争
」
の
側
面
は
皆か
い

無む

な
の
か
。
そ
の
問
題
を
問
い

た
く
思
い
、
一
九
九
一
年
度
、
比
較
文
学
比
較
文
化
課
程
大
学
院
で

私
は
「
文
学
に
現
れ
た
太
平
洋
戦
争
と
大
東
亜
戦
争
」
と
題
す
る
最

後
の
授
業
を
一
年
間
行
な
っ
た
。
や
や
異
質
な
主
題
だ
っ
た
が
、
東

京
大
学
の
一
主
任
と
し
て
最
後
の
学
年
度
で
あ
る
。
す
る
と
一
種
の

知
的
責
任
感
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
作
品
の
質
の
如
何
は
問
わ
ず
、

先
の
大
戦
に
関
係
す
る
日
本
文
も
英
文
も
、
時
に
は
中
国
文
も
と
り

あ
げ
た
。
出
席
学
生
も
半
ば
は
日
本
人
、
半
ば
は
か
つ
て
敵
対
し
た

国
々
の
出
身
者
で
、
二
十
数
名
の
教
室
は
満
員
だ
っ
た
。
そ
う
し
た

大
学
院
生
た
ち
を
相
手
に
一
年
『
戦
場
に
架
け
る
橋
』、『
ビ
ル
マ
の

竪
琴
』、
硫
黄
島
で
戦
死
し
た
市
丸
利
之
助
海
軍
中
将
の
『
米
国
大

統
領
へ
の
手
紙
』
や
重
慶
爆
撃
に
触
れ
た
豊
子
愷
な
ど
を
と
り
あ

げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
ま
ず
日
本
語
で
発
表
し
た
が
、
英
語

で
もSukehiro H

irakaw
a, Japan’s Love-H

ate R
elationship 

w
ith the W

est, Global O
riental/Brill

な
ど
に 

発
表
し
た
。
特

定
の
国
だ
け
が
正
し
い
、
と
夜
郎
自
大
に
言
い
張
る
こ
と
は
し
た
く

な
か
っ
た
。
ま
た
日
本
だ
け
が
悪
い
と
謝
る
自
虐
史
観
に
従
う
こ
と

も
無
か
っ
た2

。

戦
後
レ
ジ
ー
ム
脱
却
と
は
何
か

そ
の
よ
う
な
歴
史
の
再
吟
味
は
、
後
か
ら
考
え
る
と
、
安
倍
晋
三

氏
が
唱
え
た
日
本
の
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
の
試
み
と
重

な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
安
倍
内
閣
が
成
立
し
て
「
戦
後
レ
ジ
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ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
が
公
然
と
唱
え
ら
れ
る
と
、
外
国
特
派
員
の
中

に
は
旧
軍
国
主
義
の
復
活
か
と
疑ぎ

心し
ん

暗あ
ん

鬼き

で
批
判
す
る
者
も
い
た
。

し
か
し
戦
後
体
制
や
戦
後
思
想
体
制
の
ゆ
が
み
が
露
骨
に
な
り
、
そ

れ
の
仕
切
り
直
し
を
政
府
に
求
め
る
層
は
日
本
に
か
な
り
多
く
な
っ

た
。
そ
の
人
々
が
い
た
か
ら
こ
そ
安
倍
政
権
は
安
定
的
に
続
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
き
た
い
事
は
、「
勝
者
の
裁
判
」

で
あ
る
東
京
裁
判
の
検
察
官
が
主
張
し
た
歴
史
観
を
受
け
付
け
な
い

と
い
う
私
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
平
川
を
右
翼
反
動
と
決
め
つ
け
る

方
も
あ
る
い
は
居
ら
れ
る
や
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
の
主
張
に
同

調
し
な
い
読
者
も
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
仮
に
大
学
入
試
に
出
題
さ

れ
た
ら
何
と
答
え
る
だ
ろ
う
か
。

ａ　

第
二
次
世
界
大
戦
に
際
し
て
日
本
の
Ａ
級
戦
犯
を
含
む
極
め

て
少
数
の
人
間
が
自
己
の
個
人
的
意
志
を
人
類
に
押
し
つ
け
よ

う
と
し
た
。

ｂ　

日
本
の
Ａ
級
戦
犯
は
文
明
に
対
し
て
宣
戦
を
布
告
し
た
。

ｃ　

彼
ら
は
民
主
主
義
と
そ
の
本
質
的
基
礎
、
す
な
わ
ち
人
格
の

自
由
と
尊
重
を
破
壊
せ
ん
と
決
意
し
た
。

ｄ　

彼
ら
は
人
民
に
よ
る
人
民
の
た
め
の
人
民
の
政
治
は
根
絶
さ

る
べ
き
で
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
新
秩
序
」
が
確
立
さ
れ
る
べ
き

だ
と
決
意
し
た
。

ｅ　

彼
ら
は
ヒ
ト
ラ
ー
一
派
と
手
を
握
っ
た
。

こ
れ
は
連
合
国
側
を
代
表
し
て
東
京
裁
判
の
冒
頭
で
キ
ー
ナ
ン
首

席
検
察
官
が
述
べ
た
主
張
だ
が
、
確
実
に
○
が
つ
く
解
答
は
日
本
の

指
導
者
が
「
ヒ
ト
ラ
ー
一
派
と
手
を
握
っ
た
」
こ
と
だ
け
だ
ろ
う
。

私
は
昭
和
日
本
の
最
大
の
失
策
は
ヒ
ト
ラ
ー
・
ド
イ
ツ
と
同
盟
を
結

ん
だ
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。

右
の
冒
頭
陳
述
に
示
さ
れ
た
様
な
史
観
は
正
確
で
も
な
け
れ
ば
正

義
で
も
な
い
、
た
だ
し
私
が
そ
う
弁
明
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
日
本

軍
部
が
主
導
し
た
当
時
の
日
本
が
正
し
か
っ
た
と
言
う
つ
も
り
は
な

い
。
私
の
歴
史
評
価
は
当
時
も
今
も
同
じ
で
あ
る
。
軍
部
が
日
本
の

中
央
政
府
に
従
わ
ず
、
解
決
の
目め

途ど

も
立
た
ぬ
ま
ま
中
国
で
戦
線
を

拡
大
し
た
責
任
は
大
き
い
、
ま
た
軍
部
に
追
随
し
た
新
聞
も
悪
い
。

た
だ
し
先
の
大
戦
で
か
り
に
軍
国
日
本
が
悪
玉
だ
っ
た
と
し
て
も
、

一
九
四
五
年
八
月
六
日
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
善
悪
の
立
場
は
逆
転3

し
た
、
―
―
私
は
そ
う
判
定
し
て
い
る
。
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正
々
堂
々
と
歴
史
の
修
正
を

第
二
次
世
界
大
戦
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
対
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
正
義
の
戦

争
だ
っ
た
、
と
一
時
期
内
外
の
左
翼
の
歴
史
学
者
は
主
張
し
た4

。
日

本
で
都
留
重
人
な
ど
そ
う
主
張
し
た
が
、
し
か
し
米
国
と
組
ん
で
日

本
と
戦
っ
た
ソ
連
や
中
国
が
人
格
の
自
由
を
尊
重
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
と
い
え
る
の
か
。

私
見
で
は
日
本
は
反
帝
国
主
義
的
帝
国
主
義
の
国
だ
っ
た
が
、
そ

の
戦
争
に
正
面
の
「
太
平
洋
戦
争
」
と
と
も
に
「
大
東
亜
戦
争
」
の

側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
日
本
が
英
国
と
戦
っ
た
香

港
・
マ
レ
ー
半
島
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ビ
ル
マ
や
イ
ン
ド
洋
は
地
理

的
に
も
太
平
洋5

と
は
呼
べ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
皇
室
と
親
し
い
オ
ラ
ン
ダ
の
皇
室
は
、
か
つ
て
女
王
が
日

本
軍
の
蘭
領
東
イ
ン
ド
占
領
の
四
年
の
非
道
を
口
に
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
日
本
の
皇
室
に
政
治
的
発
言
は
許
さ
れ
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
占
領
の
四
百
年
の
非
道
に
つ
い
て
反
論
も
質
疑
も

な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
両
陛
下
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
問
、
脱

植
民
地
の
た
め
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
将
兵
と
共
に
戦
っ
て
戦
死
し
た
日
本

人
将
兵
の
墓
に
参
り
、
現
地
の
遺
族
を
慰
め
ら
れ
た
。
昭
和
の
大
戦

に
は
太
平
洋
戦
争
と
い
う
面
だ
け
で
な
く
大
東
亜
戦
争
と
い
う
面
が

あ
る
こ
と
は
今
や
公
的
に
も
認
知
さ
れ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
先
に
ベ
ト
ナ
ム
ご
訪
問
の
際
も
イ
ン
ド
シ
ナ
で
独
立
の
た
め
に

戦
っ
て
戦
死
し
た
日
本
人
将
兵
の
墓
に
参
り
、
現
地
の
遺
族
を
慰
め

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

各
国
の
歴
史
と
歴
史
観
の
栄
枯
盛
衰　

こ
こ
で
各
国
の
歴
史
と
と
も
に
歴
史
観
の
栄
枯
盛
衰
を
一
瞥
し 

た
い
。

私
は
シ
ナ
事
変（
日
中
戦
争
）が
勃
発
し
た
頃
、幼
稚
園
に
入
っ
た
。

「
日
英
米
独
仏
伊
露
中
」
の
順
で
世
界
の
国
名
を
習
っ
た
。
日
本
は

別
と
し
、
世
界
一
は
大
英
帝
国
で
、
明
治
以
来
、
海
軍
も
官
庁
も
銀

行
も
、
英
才
を
英
国
に
派
遣
し
た
。
中
学
で
もK

ing’s English

を

習
い
、
ス
ペ
リ
ン
グ
は
英
国
式
だ
っ
た
。
帝
国
大
学
も
英
文
学
は
教

え
た
が
、
米
文
学
は
教
え
な
い
。
そ
ん
な
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
昭
和

十
六
年
十
二
月
八
日
、「
米
英
ニ
宣
戦
ヲ
布
告
」
と
聞
い
て
「
英
米
」

の
順
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
と
驚
い
た
。

第
二
次
大
戦
後
、
ソ
連
は
世
界
第
二
の
超
大
国
と
し
て
米
国
と
張

り
あ
っ
た
が
、
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
で
転
落
、
そ
の
経
済
的
実
力
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は
今
は
韓
国
よ
り
下
と
い
わ
れ
る
が
本
当
か
。
ソ
連
の
衰
退
は
、
そ

れ
が
依
拠
し
た
唯
物
史
観
の
衰
退
と
な
っ
た
が
、
同
じ
く
人
民
民
主

主
義
を
奉
ず
る
中
国
は
、
国
家
資
本
主
義
に
転
じ
、
世
界
第
二
に
の

し
あ
が
っ
た
。
中
国
流
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
は
党
員
富
裕
層
の
独

裁
か
。

日
本
の
歴
史
観
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
米
国
で
苦
労
し
て
帰
国
後
外

交
評
論
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
清き
よ

沢さ
わ

洌き
よ
し

は
『
戦
争
日
記
』
で
昭
和

十
八
年
五
月
、
日
本
の
歴
史
学
に
つ
い
て
「
左
翼
主
義
は
そ
れ
で
も

研
究
を
し
た
。
歴
史
研
究
に
し
て
も
未
踏
の
地
に
足
を
入
れ
た
。
唯

物
的
立
場
か
ら
。
し
か
る
に
右
翼
に
至
て
は
全
く
何
ら
の
研
究
も
な

い
。
彼
ら
は
世
界
文
化
に
一
物
を
も
加
え
な
い
」
と
酷
評
し
た
。

羽
仁
五
郎
の
唯
物
史
観
と
平
泉
澄
の
皇
国
史
観

清
沢
が
『
戦
争
日
記
』
で
思
い
浮
か
べ
た
に
ち
が
い
な
い
歴
史
学

者
は
、
そ
の
口
吻
か
ら
察
す
る
に
、
左
は
羽
仁
五
郎
、
右
は
平
泉
澄

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
唯
物
史
観
の
優
位
を
説
き
、明
治
維
新
を
論
じ
、

日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
の
刊
行
に
尽
力
し
た
羽
仁
の
方
が
、
軍

関
係
な
ど
の
学
校
で
連
日
、
万
邦
無
比
の
日
本
を
讃
え
る
講
演
を
し

た
平
泉
東
大
教
授
よ
り
も
ま
し
な
研
究
を
し
て
い
る
と
清
沢
は
見
た

の
だ
ろ
う6

。
私
は
敗
戦
後
に
大
学
で
学
ん
だ
が
、
当
時
の
学
内
外
の

雰
囲
気
に
押
さ
れ
て
、
右
翼
の
国
粋
主
義
的
歴
史
観
は
も
は
や
読
ま

な
か
っ
た
。
だ
が
「
階
級
史
観
を
奉
ぜ
ぬ
者
は
学
者
に
非
ず
」
と
い

わ
ん
ば
か
り
の
高
圧
的
な
左
翼
の
権
威
主
義
も
嫌
い
だ
っ
た7

。
英
国

の
日
本
史
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
サ
ン
ソ
ム
を
読
ん
だ
と
き
、
そ
の
自
由
で

暢
達
な
文
体
に
ほ
っ
と
し
て
、
比
較
文
化
史
を
目
指
す
な
ら
私
が
進

む
べ
き
道
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
っ
た
。

戦
後
、
日
本
の
歴
史
学
会
を
支
配
し
た
左
翼
教
授
も
、
拠よ

っ
て
立

つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
が
一
九
八
九
年
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
と
共
に

崩
壊
す
る
や
、
意
気
消
沈
し
た
。
す
る
と
反
左
翼
自
由
主
義
の
威
勢

が
あ
が
る
。
人
民
中
国
の
偽
善
の
皮
が
剥は

げ
、
監
視
国
家
の
正
体
が

す
け
て
見
え
る
。
連
合
国
製
の
歴
史
観
が
戦
後
日
本
で
は
喧け
ん

伝で
ん

さ
れ

た
が
、
そ
ん
な
日
本
悪
者
史
観
を
い
ま
な
お
言
い
立
て
る
国
が
、
習

近
平
の
中
国
と
文
在
寅
の
韓
国
左
翼
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
東
京

裁
判
史
観
こ
そ
怪
し
い
と
日
本
人
が
思
い
始
め
た
。
健
康
な
反
応
だ

と
思
う
。
日
本
の
悪
口
を
言
う
以
外
に
言
論
の
自
由
の
な
い
国
に
、

公
正
な
歴
史
観
が
期
待
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
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賛
否
両
論
の
蘇
峰
流
歴
史
観

だ
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い
。
左
翼
史
観
が
没
落
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
戦
前
戦
中
に
も
て
は
や
さ
れ
た
、
た
と
え
ば
徳
富
蘇
峰
流
の
歴

史
観
が
正
し
か
っ
た
、
と
い
え
る
の
か
。

英
国
の
小
説
家
で
詩
人
、
ラ
ド
ヤ
ー
ド
・
キ
プ
リ
ン
グ
は
白
人
の

植
民
地
事
業
を
肯
定
し
、
西
洋
人
は
「
白
人
の
重
荷
」
を
担に
な

う
、
と

主
張
し
た
。
す
る
と
蘇
峰
は
、そ
れ
は
余
計
な
お
世
話
だ
と
反
撥
し
、

日
本
は
東
亜
の
盟
主
と
し
て
「
黄
人
の
重
荷
」
を
担
う
、
と
主
張
し

た
。
だ
が
中
国
人
、
朝
鮮
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
余
計

な
お
世
話
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
日
本
人
は
、
蘇
峰
流
の

白
閥
打
破
の
主
張
に
歓
呼
し
た
。
開
戦
一
年
、
歌
舞
伎
座
で
開
か
れ

た
陸
軍
に
感
謝
す
る
会
は
超
満
員
。
そ
の
日
、
蘇
峰
こ
そ
大
東
亜
戦

争
を
勃
発
さ
せ
る
に
最
も
力
の
あ
っ
た
言
論
人
だ
と
清
沢
は
書
い
た

が
、そ
の
筆
は
苦
々
し
げ
で
あ
る
。
蘇
峰
が
戦
後
も
書
き
続
け
た『
近

世
日
本
国
民
史
』
百
巻
に
は
私
も
敬
意
を
表
す
る
が
、
そ
の
戦
争

観
に
は
疑
問
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
次
の
点
を
取
り
上
げ
て
批
判
に
代 

え
る
。

賛
否
両
論
の
あ
る
蘇
峰
だ
が
、『
徳
富
蘇
峰
終
戦
後
日
記
』
に
対

す
る
諸
家
の
反
応
は
興
味
深
い
。
八
月
十
九
日
、
蘇
峰
は
四
日
前
の

鈴
木
貫
太
郎
総
理
の
終
戦
工
作
成
就
を
「
敗
戦
迎
合
」
と
罵
倒
し
た
。

こ
れ
に
は
小
堀
桂
一
郎
東
大
名
誉
教
授
も
同
調
し
か
ね
て
い
る8

。

史
観
が
国
家
興
亡
に
追
い
つ
か
ず

私
は
こ
の
目
で
軍
国
日
本
の
壊
滅
、
経
済
大
国
の
復
活
を
見
た
。

だ
が
そ
の
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
も
高
齢
化
し
た
。
国
家
の
興

亡
が
か
く
も
激
し
い
と
、
歴
史
を
説
明
す
る
史
観
の
方
が
追
い
つ
か

な
い
。
皇
国
史
観
も
マ
ル
ク
ス
史
観
も
破
産
し
た
。
羽
仁
の
亜
流
の

カ
ナ
ダ
の
外
交
官
、
Ｅ
・
Ｈ
・
ノ
ー
マ
ン
も
そ
の
ま
た
亜
流
の
ダ
ワ

ー
以
下
の
キ
ャ
ン
パ
ス
・
レ
フ
ト
も
お
蔵
入
り
だ
。

空
騒
ぎ
に
類
す
る
皇
紀
二
千
六
百
年
を
寿こ
と
ほ

い
だ
翌
年
、
日
本
は
勝

ち
目
の
な
い
戦
争
に
突
入
し
た
。
イ
ラ
ン
建
国
四
千
年
を
祝
賀
し
た

パ
ー
レ
ビ
は
翌
一
九
七
九
年
、
国
王
の
座
を
追
わ
れ
た
。
中
華
民
族

五
千
年
の
文
明
を
鼓こ

吹す
い

し
て
登
場
し
た
習
近
平
は
、
一
身
に
権
力
を

掌し
よ
う

握あ
く

、
蔭
で
習
皇
帝
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
近
ご
ろ
盛
装
し
て
公
式
舞

台
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
歌
手
で
あ
り
軍
人
で
あ
る
夫
人
は

第
二
の
江
靑
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
辛し
ん

亥が
い

革
命
で
中
華
民
国
初
代
総
統
と
な
っ
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た
袁え
ん

世せ
い

凱が
い

の
運
命
だ
。
袁
は
権
力
を
握
る
や
近
代
化
革
命
の
産
物
で

あ
る
民
主
法
制
を
廃
止
、
国
民
代
表
に
工
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満

票
で
皇
帝
に
推す
い

戴た
い

さ
れ
た
（
一
九
一
五
年
）。
だ
が
帝
政
は
続
か
ず
、

四し

面め
ん

楚そ

歌か

の
う
ち
に
病
没
し
た
。
そ
の
死
ほ
ど
人
々
に
歓
迎
さ
れ
た

死
は
な
い
と
中
国
の
新
聞
は
報
じ
て
い
る
。
歴
史
の
次
の
転
換
点

は
、
在
外
華
人
が
声
を
あ
げ
て
皇
帝
統
治
反
対
を
唱
え
出
す
時
で
あ

ろ
う
。

安
倍
首
相
の
『
戦
後
七
十
年
談
話
』　

安
倍
首
相
の
『
戦
後
七
十
年
談
話
』
は
多
く
の
日
本
人
の
賛
成
を

得
た
が
、
反
対
す
る
人
も
い
る
。「『
戦
後
七
十
年
談
話
』
は
日
本
人

が
こ
れ
か
ら
先
、
何
度
も
丁
寧
に
読
む
に
値
す
る
文
献
だ
」
と
私
見

を
述
べ
た
ら
、「
ど
の
程
度
重
要
か
」
と
問
い
返
さ
れ
た
か
ら
「
明

治
以
来
の
公
的
文
献
で
『
五
箇
条
の
御
誓
文
』
に
は
及
ば
ぬ
が
『
終

戦
ノ
詔
勅
』
と
並
べ
て
読
む
が
よ
い
。
こ
れ
か
ら
先
、日
本
の
高
校
・

大
学
の
試
験
に
日
英
両
文
と
も
出
題
さ
れ
る
日
が
来
る
だ
ろ
う
」
と

答
え
た
。「『
教
育
勅
語
』
と
比
べ
て
ど
う
か
」
と
尋
ね
る
か
ら
「
文

体
の
質
が
違
う
が
、こ
れ
か
ら
の
必
読
文
献
は
『
戦
後
七
十
年
談
話
』

の
方
だ
」
と
答
え
た
。
す
る
と
早
速
講
義
す
る
よ
う
あ
る
大
学
に
招

か
れ
た
。
そ
こ
で
こ
ん
な
個
人
的
体
験
を
ま
じ
え
て
話
す
こ
と
に
し

た
。
安
倍
談
話
は
歴
史
へ
の
言
及
で
始
ま
る
。

「
…
…
百
年
以
上
前
の
世
界
に
は
、
西
洋
諸
国
を
中
心
と
し
た
国
々

の
広
大
な
植
民
地
が
、
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
圧
倒
的
な
技
術
優
位

を
背
景
に
、
植
民
地
支
配
の
波
は
、
十
九
世
紀
、
ア
ジ
ア
に
も
押
し

寄
せ
ま
し
た
。
そ
の
危
機
感
が
、
日
本
に
と
っ
て
、
近
代
化
の
原
動

力
と
な
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
で
最
初
に
立

憲
政
治
を
打
ち
立
て
、
独
立
を
守
り
抜
き
ま
し
た
。
日
露
戦
争
は
、

植
民
地
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
、
多
く
の
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の

人
々
を
勇
気
づ
け
ま
し
た
」

日
露
戦
争
を
ど
う
見
る
か　

こ
れ
か
ら
の
若
者
に
は
こ
れ
が
共
通
知
識
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ

と
も
ロ
シ
ア
側
の
見
方
は
異
な
る
。
林
達
夫
が
調
べ
た
よ
う
に
、
レ

ー
ニ
ン
は
日
露
戦
争
に
際
し
日
本
の
正
義
を
支
持
し
た
が
、
ス
タ
ー

リ
ン
は
そ
れ
と
は
逆
の
歴
史
観
を
述
べ
た
。
昭
和
二
十
年
、
戦
争
に

負
け
る
や
日
本
は
悪
い
国
だ
と
私
た
ち
は
教
育
さ
れ
た
。
占
領
軍
の

手
で
新
聞
ラ
ジ
オ
を
通
し
て
宣
伝
と
い
う
か
洗
脳
が
行
な
わ
れ
た
。

そ
れ
で
明
治
以
来
の
日
本
の
進
路
が
す
べ
て
悪
と
化
し
た
。
地
方
の
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村
で
は
大
山
巌
陸
軍
総
司
令
官
が
揮
毫
し
た
忠
魂
碑
を
取
壊
す
よ
う

な
真
似
は
し
な
か
っ
た
が
、
私
が
通
っ
た
小
学
校
の
講
堂
か
ら
は
東

郷
平
八
郎
の
書
も
乃
木
希
典
の
書
も
撤
去
さ
れ
た
。
日
本
人
の
変
わ

り
ざ
ま
は
早
か
っ
た
。
昭
和
二
十
三
年
、
東
大
教
養
学
部
の
前
身
の

駒
場
の
一
高
で
「
大
東
亜
戦
争
や
シ
ナ
事
変
を
戦
っ
た
日
本
が
悪
か

っ
た
か
ら
と
言
っ
て
日
露
戦
争
ま
で
悪
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と

全
寮
晩
餐
会
の
席
で
発
言
し
た
卒
業
生
が
い
た
。
そ
れ
は
当
時
と
し

て
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
タ
ブ
ー
に
ふ
れ
た
発
言
な
も
の
だ
か
ら
、

拍
手
し
た
の
は
私
ほ
か
少
数
で
、
数
百
人
の
一
高
生
が
し
ー
ん
と
し

て
い
る
。
私
は
は
な
は
だ
間
が
悪
か
っ
た
。
彼
は
「
私
は
酔
っ
て
お

り
ま
す
」
と
断
わ
り
を
入
れ
て
降
壇
し
た
。

し
か
し
そ
の
頃
の
私
は
夜
な
夜
な
「
胸
に
義
憤
の
浪
湛
へ　

腰
に

自
由
の
太
刀
佩
き
て　

我
等
起
た
た
ず
ば
東
洋
の　

傾
く
悲
運
を
如

何
に
せ
む　

出
で
ず
ば
亡
ぶ
人
道
の　

此
世
に
絶
ゆ
る
を
如
何
に
せ

ん
」
と
寮
歌
を
大
声
で
う
た
っ
た
。
一
方
的
な
日
本
の
歴
史
の
断
罪

は
宜
し
く
な
い
と
言
う
気
持
が
寮
歌
を
歌
わ
せ
、
十
六
歳
の
私
は
日

露
戦
争
前
夜
の
日
本
青
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
追
体
験
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
ん
な
気
持
は
戦
中
派
に
は
底
流
し
て
い
た
。
そ
れ
だ

か
ら
日
本
人
は
千
九
百
六
十
年
代
に
な
る
や
島
田
謹
二
『
ロ
シ
ヤ
に

お
け
る
廣
瀬
武
夫
』
や
司
馬
遼
太
郎
『
坂
の
上
の
雲
』
を
愛
読
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
若
き
日
の
和
辻
哲
郎
や
柳
田
国
男
が
「
黄
禍
」

は
「
白
禍
」
で
あ
る
と
言
っ
た
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
共
感
し

た
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
私
が
日
本
フ
ラ
ン
ス
文
学
会

で
最
初
に
発
表
し
た
の
も
日
露
戦
争
に
際
し
て
の
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ

ラ
ン
ス
の
発
言
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

満
洲
事
変

『
安
倍
談
話
』
を
め
ぐ
っ
て
保
守
派
論
客
の
意
見
が
分
か
れ
る
の
は

満
洲
事
変
の
評
価
だ
が
、
談
話
は
、
持
て
る
国
と
持
た
ざ
る
国
と
の

対
立
の
中
で
、

日
本
は
、
孤
立
感
を
深
め
、
外
交
的
、
経
済
的
な
行
き
詰
ま

り
を
、
力
の
行
使
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
試
み
ま
し
た
。
国
内

の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
歯
止
め
た
り
え
な
か
っ
た
。
…
…

満
洲
事
変
、
そ
し
て
国
際
聯
盟
か
ら
の
脱
退
、
…
…
そ
し
て

七
十
年
前
、
日
本
は
、
敗
戦
し
ま
し
た
。

と
述
べ
た
。
私
は
こ
れ
は
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
、
自
己
反
省
を
含

む
歴
史
評
価
と
考
え
る
。
満
洲
事
変
は
軍
事
的
に
は
成
功
し
た
が
、
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国
際
的
に
は
日
本
の
孤
立
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
中
央
か
ら
の
命
令

で
な
く
関
東
軍
の
板
垣
征
四
郎
、
石
原
莞
爾
ら
の
幕
僚
が
満
洲
で
事

変
を
起
し
、
う
ま
く
い
っ
た
。
そ
の
際
、
勝
手
に
軍
を
動
か
し
た
者

を
中
央
は
処
罰
せ
ず
功
績
と
し
て
認
め
た
。
敗
戦
後
、
獄
中
で
ト
イ

レ
ッ
ト
・
ペ
ー
パ
ー
に
書
き
記
し
た
回
想
録
で
今
村
均
大
将
は
こ
う

評
し
て
い
る
。

之
を
眼
の
前
に
見
た
中
央
三
官か
ん

衙が

及
各
軍
の
幕
僚
た
ち
は

「
上
の
者
の
統
制
な
ど
に
服
す
る
こ
と
は
、
第
二
義
的
の
も
の

の
よ
う
だ
。
軍
人
の
第
一
義
は
大
功
を
収
め
る
こ
と
に
あ
る
。

功
さ
え
た
て
れ
ば
、
ど
ん
な
下
剋
上
の
行
動
を
冒
し
て
も
、
や

が
て
之
は
賞
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
拘
制
し
よ
う
と
し
た
上
官
は
追

い
払
わ
れ
、
統
制
不
服
従
者
が
、
之
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
統
制

者
に
な
り
得
る
も
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
気
分
を
感
じ
し
め
ら

れ
た
。

『
今
村
均
回
顧
録9

』
は
昭
和
日
本
の
も
っ
と
も
優
れ
た
自
伝
の
一
冊

で
あ
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷

こ
こ
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
変へ
ん

遷せ
ん

に
つ
い

て
個
人
的
体
験
に
基
づ
い
て
記
し
て
み
た
い
。
私
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

に
は
過
去
六
十
年
間
に
何
度
も
立
ち
寄
っ
た
。
留
学
生
を
載
せ
た
フ

ラ
ン
ス
船
が
最
初
寄
港
し
た
一
九
五
四
年
当
時
は
ま
だ
英
領
だ
っ
た
。

何
度
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
行
く
う
ち
に
歴
史
の
判
断
が
落
ち
着
く

べ
き
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
以
前
は
歴
史
博
物
館

（
今
は
セ
ン
ト
ー
サ
島
に
あ
る
）
で
は
歴
史
解
釈
も
旧
宗
主
国
の
英

国
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
日
本
軍
が

降
伏
し
た
場
面
の
写
真
の
み
が
大
き
く
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
独
立
し

た
後
、
私
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
へ
招
か
れ
て
外
部
試
験
官
と
し
て

論
文
審
査
に
何
度
か
関
係
し
た
。
華
人
系
の
学
生
で
日
本
語
の
力
が

弱
い
人
ほ
ど
第
二
次
大
戦
中
の
日
本
を
決
ま
り
文
句
で
断
罪
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
。
一
九
四
二
年
二
月
、
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
島
に
敵
前
上
陸
し
た
山
下
奉
文
中
将
が
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ー
シ
ヴ

ァ
ル
司
令
官
に
降
伏
を
迫
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
会
談
を
描
い
た
宮

本
三
郎
画
伯
の
絵
の
大
き
な
複
製
も
展
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
大
東
亜
戦
争
に
至
る
遠
因
が
「
日
本
撃

敗
了
俄
羅
斯
、
這
是
有
史
以
来
一
個
亜
洲
国
家
第
一
次
撃
敗
了
一

個
西
方
国
家
」
と
書
い
て
あ
る
。
俄
羅
斯
と
は
ロ
シ
ア
の
こ
と
で
、

「
日
本
は
ロ
シ
ア
を
日
露
戦
争
で
撃
破
し
た
。
こ
れ
は
有
史
以
来
ア

ジ
ア
の
一
国
が
初
め
て
西
洋
の
一
国
を
負
か
し
た
の
で
あ
る
」
と
い

う
説
明
で
あ
る
。
大
英
帝
国
の
ク
ラ
ウ
ン
・
コ
ロ
ニ
ー
か
ら
独
立
し

た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
西
洋
植
民
地
支
配
と
そ
れ
に
対

決
し
た
ア
ジ
ア
の
反
撃
の
歴
史
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
、

そ
れ
で
反
日
的
感
情
が
強
い
と
い
わ
れ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
す
ら
も

日
本
が
二
十
世
紀
前
半
に
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
に
言
及
し
た
の
で 

あ
る
。

そ
こ
に
は
さ
ら
に
こ
ん
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
兵
士
の
感
想
も
大
き

な
活
字
で
出
て
い
た
。“A

fter Singapore, A
sia changed. For 

the British it w
ould never be the sam

e again.”

「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
以
後
、
ア
ジ
ア
は
変
わ
っ
た
。
英
国
人
に
と

っ
て
は
も
は
や
戦
前
と
同
じ
で
は
あ
り
得
な
い
」。
チ
ャ
ー
チ
ル
は

大
英
帝
国
維
持
の
た
め
に
戦
っ
た
が
、
結
局
は
ア
ジ
ア
の
植
民
地
は

手
放
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た10

。

反
帝
国
主
義
的
帝
国
主
義
の
国
日
本

と
こ
ろ
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
陥
落
し
た
時
は
、
朝
鮮
半
島
で
も
台

湾
で
も
万
歳
を
叫
ん
で
小
躍
り
し
た
人
は
か
な
り
い
た
ら
し
い
。
し

か
し
正
直
に
打
明
け
た
人
の
お
名
前
を
い
ま
こ
こ
に
記
せ
ば
、
韓
国

に
住
む
御
子
孫
に
き
っ
と
迷
惑
が
及
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
の
あ
た
り
が
言

論
の
自
由
な
台
湾
と
違
う
韓
国
の
不
幸
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し

台
湾
と
て
も
大
陸
に
併
呑
さ
れ
た
な
ら
、
さ
ら
に
大
迷
惑
が
及
ぶ
に

違
い
な
い
。

日
本
は
西
洋
の
帝
国
主
義
的
進
出
に
張
り
合
お
う
と
す
る
う
ち
に

自
分
自
身
が
帝
国
主
義
国
家
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
そ
う
考
え

る
。
日
本
側
の
い
わ
ゆ
る
大
東
亜
戦
争
は
、
反
帝
国
主
義
的
帝
国
主

義
の
戦
争
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ

ム
に
も
よ
ろ
し
く
な
い
面
が
あ
っ
た
が
、
西
洋
植
民
地
主
義
に
も
良

く
な
か
っ
た
面
が
あ
っ
た
。
謝
罪
す
る
な
ら
ば
そ
の
両
面
を
き
ち
ん

と
見
据
え
て
か
ら
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
点
、
日
本
の
内
閣
や

政
府
高
官
が
過
去
の
戦
争
に
つ
い
て
発
表
し
た
「
談
話
」
に
は
一
面

的
で
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た
も
の
が
多
か
っ
た11

。

そ
も
そ
も
日
本
の
外
務
省
内
部
で
は
、
歴
史
の
二
面
性
に
ふ
れ
て
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外
国
語
で
挨
拶
す
る
た
め
の
修
辞
の
訓
練
を
全
然
行
な
っ
て
い
な

い
。
恐
る
べ
き
懈け

怠た
い

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
私
は
遺
憾
に
思
っ
て
い

る
。
外
国
語
で
自
己
表
現
が
き
ち
ん
と
で
き
な
い
外
交
官
ほ
ど
相
手

の
言
い
分
に
相あ
い

槌づ
ち

を
う
ち
や
す
い
。
私
自
身
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で

一
九
九
一
年
五
月
三
日
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
閉
会
の
辞
に
、
夏
目

漱
石
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
見
聞
に
ふ
れ
て
、
こ
う
述
べ
た
。

G
enerally speaking, Japanese travelers one 

hundred years ago had am
bivalent attitudes tow

ards 
the state of Singapore. T

hey adm
ired Britain for its 

achievem
ents as a colonial pow

er, but at the sam
e 

tim
e they resented British expansion in A

sia because 
the positions held by O

rientals w
ere extrem

ely low
.

H
ow

ever, very fortunately for us all, that era of 
W

estern colonialism
 as w

ell as that era of Japanese 
im

perialism
 is over. D

uring our lifetim
e w

e have 
w

itnessed the death of em
pires, and w

e are now
 

w
itnessing the m

ost m
iraculous em

ergence of 
Singapore as a prosperous nation. 

「
一
般
的
に
申
し
ま
す
と
、
い
ま
か
ら
百
年
ほ
ど
前
の
日
本
の

旅
行
者
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
状
態
に
対
し
て
抱
い
た
気
持
は
ア

ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
で
し
た
。
日
本
人
は
一
面
で
は
大
英

帝
国
の
偉
業
に
感
嘆
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
反
面
で
は
イ
ギ
リ

ス
の
ア
ジ
ア
進
出
に
対
し
鬱
屈
し
た
感
情
も
抱
い
て
お
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
英
植
民
地
に
お
け
る
東
洋
人
た
ち
の
地
位
が
い
か

に
も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
私
ど
も

全
員
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
仕
合
せ
な
こ
と
に
、
西
洋
植
民
地
主

義
の
時
代
も
終
わ
り
ま
し
た
。
日
本
帝
国
主
義
の
時
代
も
去
り

ま
し
た
。
私
ど
も
は
そ
の
生
涯
の
間
に
次
々
と
帝
国
が
死
滅
す

る
の
を
目
撃
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
ど
も
が
い
ま
目

撃
し
つ
つ
あ
る
の
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
繁
栄
す
る
国
家
と
し
て

い
ま
こ
こ
に
現
出
し
て
い
る
こ
の
奇
跡
的
事
実
で
あ
り
ま
す
」

会
議
に
は
か
つ
て
の
交
戦
国
の
人
も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
人
も
、

旧
植
民
地
の
人
も
出
席
し
て
い
た
が
、
右
の
よ
う
な
平
川
挨
拶
に
異

存
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
論
文
集
編
集
者
で
あ
る
台
湾
の
学
者Lin 

Lien-hsiang

教
授
の
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
陥
落
し
た
時
は
台
湾
で

子
供
の
私
は
万
歳
を
叫
ん
で
小
躍
り
し
た
」
と
い
う
発
言
を
記
し
た

私
の
英
文
は
、
三
年
後
一
冊
の
書
物
に
な
る
際
に
、
出
版
元
の
シ
ン
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ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
の
手
で
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
私
の
英
文
は

チ
ェ
ッ
ク
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
下
手
だ
っ
た
か
ね
」
と
寄
稿
者
の
英

文
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
イ
ン
ド
系
の
英
文
学
教
授
に
笑
い
な
が
ら
尋
ね

た
ら
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
チ
ェ
ッ
ク
で
す
」
と
正
直
に
答
え
た
。

ス
タ
ー
リ
ン
よ
り
も
多
く
の
自
国
民
を
死
な
せ
た
偉
大
な
指
導
者

そ
ん
な
私
は
六
十
歳
の
定
年
で
東
大
駒
場
を
去
っ
て
か
ら
三
十
三

年
に
な
る
。
そ
の
昔
大
学
で
教
え
た
学
生
も
ま
た
多
く
定
年
を
迎
え

た
。
私
は
そ
ん
な
老
骨
だ
が
、
年
配
の
男
女
で
も
賛
否
両
論
、
議
論

に
花
が
咲
く
。
熱
烈
に
安
倍
を
嫌
う
人
は
、
本
人
か
配
偶
者
に
学
校

に
つ
と
め
る
人
が
多
か
っ
た
。『
朝
日
』
は
「
こ
の
談
話
は
出
す
必

要
が
な
か
っ
た
。
い
や
、
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
八
月
十
五

日
の
社
説
に
書
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
新
聞
を
半
世
紀
以
上
読
ん

で
き
た
夫
婦
が
安
倍
反
対
を
口
に
す
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し

周
辺
の
名
誉
教
授
連
は
「『
朝
日
』
が
あ
れ
だ
け
け
ち
を
つ
け
る
の

だ
か
ら
安
倍
談
話
は
き
っ
と
い
い
の
だ
ろ
う
」
と
シ
ニ
カ
ル
な
口
を

利
い
て
い
る
。
た
だ
皆
さ
ん
お
利
口
さ
ん
で
、
私
の
よ
う
に
は
っ
き

り
と
意
見
を
活
字
に
し
な
い
。

私
は
心
中
で
感
じ
た
こ
と
を
す
ぐ
口
に
す
る
。
口
に
す
る
ば
か
り

か
こ
の
よ
う
に
書
い
て
し
ま
う
。
す
る
と
意
外
や
そ
ん
な
私
に
賛
同

の
意
を
表
す
る
元
女
子
学
生
が
い
た
り
す
る
。
本
人
が
た
と
い
教
師

で
も
配
偶
者
が
官
僚
や
商
社
と
か
で
外
国
も
長
く
社
交
も
広
い
と
、

「
日
本
人
に
生
ま
れ
て
、
ま
あ
よ
か
っ
た
」
と
皆
さ
ん
思
う
ら
し
い
。

そ
こ
は
大
新
聞
中
毒
と
な
っ
た
人
た
ち
の
井
の
中
の
大
合
唱
と
違
っ

て
話
が
面
白
い
。
そ
ん
な
悪
態
を
つ
く
私
に
元
朝
日
の
記
者
が
賛
成

の
手
紙
を
よ
こ
し
た
り
す
る
。

そ
こ
で
私
は
外
国
人
研
究
員
に
質
問
す
る
。「
皆
さ
ん
は
慰

安
婦
報
道
で
大
き
く
躓
い
た
朝
日
新
聞
の
謎
を
解
け
な
い
よ
う

で
は
第
一
級
の
日
本
研
究
者
と
は
言
え
ま
せ
ん
よ
」。
中
国
留

学
生
に
も
質
問
す
る
。「
談
話
に
ア
ジ
ア
で
最
初
に
立
憲
政
治

を
打
ち
立
て
、
と
あ
り
ま
し
た
が
次
の
年
に
何
が
あ
っ
た
か
。

一
七
八
九
、一
八
八
九
、一
九
八
九
」。
答
え
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
、

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
、
天
安
門
事
件
」
だ
が
、
一
九
八
九
年
に
つ

い
て
は
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
、
も
正
解
と
い
う
こ
と
に
し
て
あ
る
。

そ
し
て
二
〇
八
九
年
に
天
安
門
広
場
に
ス
タ
ー
リ
ン
よ
り
も
多
く
の

自
国
民
を
死
に
追
い
や
っ
た
偉
大
な
る
指
導
者
の
胸
像
は
な
お
懸
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
、と
ひ
そ
ひ
そ
話
を
し
て
教
室
を
去
る
の
で
あ
る
。
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田
久
保
忠
衛
氏
の
知
遇

私
は
戦
後
い
ち
は
や
く
（
と
い
う
の
は
昭
和
二
十
年
代
の
う
ち

に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
渡
欧
す
る
機
会
を
得
た
、
当
時
は
新

聞
記
事
に
そ
の
名
前
が
出
る
ほ
ど
数
が
少
な
か
っ
た
留
学
生
で
あ

る
。
し
か
も
私
は
長
く
仏
独
墺
英
伊
に
留
学
し
た
。
そ
れ
で
西
洋
な

れ
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
に
英
語
が
で
き
る
わ
け
で
も

な
い
が
、
一
九
七
七
年
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル

ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
ヘ
招
か
れ
、
フ
ェ
ロ
ー
と
し
て
精
勤
し
た
。
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
部
会
で
私
が
発
表
し
た
《Chinese Culture 

and Japanese Identity: T
races of Bai Ju-yi in a peripheral 

country

》
は
か
ね
て
日
本
語
で
発
表
し
た
《
漢
文
化
と
日
本
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
―
―
白
楽
天
の
受
容
を
通
し
て
》
の
英
訳
だ

が
評
判
と
な
っ
た
。
学
年
度
末
の
ハ
ー
ン
に
つ
い
て
の
発
表
も
反
響

が
あ
っ
た
。

そ
ん
な
私
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
が
、
時
事
通
信
社
外
信
部
長
も

つ
と
め
ワ
シ
ン
ト
ン
勤
務
だ
っ
た
田
久
保
さ
ん
は
そ
の
頃
か
ら
ウ
ィ

ル
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
に
出
入
り
し
て
い
た
ら
し
い
。
私
の
噂
を
受
付

け
の
フ
ラ
・
ハ
ン
タ
ー
か
ら
聞
い
て
驚
く
ほ
ど
詳
し
か
っ
た
。
彼
女

は
私
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
か
ら
、
田
久
保
さ
ん
に
良
き
平
川
像
を

伝
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
あ
っ
て
後
年
、
国
基
研
が
創
設
さ
れ
た

時
、
田
久
保
副
理
事
長
は
私
に
参
加
す
る
よ
う
声
を
か
け
て
く
れ
た

の
だ
と
察
す
る12

。

田
久
保
氏
は
新
聞
人
か
ら
大
学
人
に
転
じ
、
杏
林
大
学
で
も
精
勤

し
た
。
立
派
な
風
貌
の
氏
は
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
で
も
、
櫻
井

理
事
長
と
共
に
氏
が
壇
上
に
い
る
と
様
に
な
っ
た
。
問
題
が
頭
の
中

で
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
話
に
よ
ど
み
な
い
。
そ
う
し

た
公
式
の
場
で
の
話
も
聞
か
せ
た
が
、
新
学
而
会
な
ど
で
の
シ
ェ
リ

ー
酒
を
飲
ん
で
の
内
輪
の
会
話
も
面
白
か
っ
た13

。

田
久
保
氏
は
愛
国
心
を
胸
に
秘
め
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
正

論
を
語
っ
た
。
そ
う
し
た
と
き
は
こ
の
人
は
幕
末
の
水
戸
の
烈
士
の

血
を
引
い
て
い
る
の
か
、
と
思
う
節
さ
え
あ
っ
た
。
巻
頭
に
も
触
れ

た
が
、
昭
和
の
大
戦
に
つ
い
て
蘇
峰
の
見
方
を
色
々
引
用
し
て
、
東

京
裁
判
史
観
の
誤
り
を
私
に
説
い
た
。
私
も
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学

の
マ
リ
ウ
ス
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
が
ま
だ
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
言
語
将
校

だ
っ
た
頃
、
徳
富
蘇
峰
に
会
い
に
行
き
、
昭
和
の
大
戦
で
日
本
帝
国

が
し
た
こ
と
は
欧
米
列
強
が
日
本
よ
り
三
十
年
前
に
し
た
こ
と
と
変

り
が
な
い
と
言
わ
れ
て
反
論
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
話
な
ど
、
蘇
峰
に

花
を
添
え
る
逸
話
も
伝
え
た
。
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た
だ
九
十
三
歳
の
今
の
私
に
は
田
久
保
氏
が
引
用
し
た
蘇
峰
の
言

説
を
正
確
に
引
用
す
る
力
は
な
い
。
そ
れ
で
も
田
久
保
氏
の
蘇
峰
を

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
と
ら
え
た
見
方
に
反
論
す
る
た
め
に
私
が
引
用
し
た

蘇
峰
の
一
文
は
憶
え
て
い
る
。
蘇
峰
徳
富
猪
一
郎
は
昭
和
二
十
二
年

三
月
十
八
日
に
東
京
裁
判
宣
誓
供
述
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
法
廷

で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
供
述
書
で
、
蘇
峰
は
戦
前
戦
中
の

日
本
人
の
自
己
認
識
の
誤
り
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
私
は
こ

れ
は
蘇
峰
の
本
音
で
あ
る
と
信
ず
る
。「
日
本
人
を
咎
む
れ
ば
」
と

い
う
よ
り
「
徳
富
蘇
峰
を
咎
む
れ
ば
」
と
言
い
た
い
。

今
日
に
於
て
日
本
人
を
咎
む
れ
ば
、
支
那
を
見
誤
り
、
米
英

諸
国
を
見
誤
り
、
ソ
聯
を
見
誤
り
、
独
逸
伊
太
利
を
見
誤
り
、

殊
に
最
も
多
く
日
本
を
見
誤
り
、
孫
子
の
所
謂
る
彼
を
知
ら
ず

己
を
し
ら
ず
し
て
今
日
の
状
態
に
立
ち
到
つ
た
一
事
で
あ
つ

て
、
日
本
人
と
し
て
自
業
自
得14

…
…

こ
う
「
日
本
人
と
し
て
自
業
自
得
」
と
述
べ
て
い
る
以
上
、
徳
富

蘇
峰
は
日
本
が
誤
っ
た
戦
争
を
し
た
と
認
め
て
い
た
こ
と
に
間
違
い

は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

1　

第
一
に
そ
れ
で
は
戦
前
の
儘
の
旧
植
民
地
を
維
持
し
た
か
っ
た
連
合
国
側

と
し
て
は
都
合
が
悪
か
っ
た
。
た
だ
連
合
国
の
間
で
も
旧
植
民
地
の
維
持
に

固
執
し
た
オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
独
立
を
与

え
よ
う
と
し
て
い
た
米
国
と
の
間
に
は
戦
前
の
レ
ジ
ー
ム
維
持
に
対
す
る
熱

意
に
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
日
本
占
領
を
主
導
し
た
米
国
と
し

て
は
一
九
四
一
年
十
二
月
七
日
に
始
ま
っ
た
戦
争
を
「
太
平
洋
戦
争
」
と
呼

ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
太
平
洋
地
域
で
日
本
軍
と
戦
っ
て
勝
利

し
た
米
国
軍
の
中
心
的
役
割
と
功
績
を
世
界
に
認
定
さ
せ
る
意
図
も
あ
っ
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

2　

Sukehiro H
irakaw

a, Japan’s Love-H
ate R

elationship w
ith the 

W
est, Global O

riental, 2005

が
出
版
さ
れ
た
時
、『
比
較
文
学
研
究
』
第

八
十
七
号
、
二
〇
〇
六
年
、
第
八
十
九
号
、
二
〇
〇
七
年
と
英
仏
日
語
に
よ

る
三
点
の
書
評
と
一
点
の
私
の
弁
明
も
出
、
私
は
そ
こ
で
更
に
三
点
の
英
文

書
評
も
紹
介
し
た
。
こ
の
書
評
の
形
を
と
っ
た
毀
誉
褒
貶
の
論
争
の
際
、
拙

著
の
中
で
のE

・H
 N

orm
an 

評
価
を
不
満
と
し
て
拙
著
を
攻
撃
し
た
カ
ナ

ダ
の
青
年
は
私
の
最
後
の
演
習
に
出
席
し
た
人
で
あ
っ
た
。
当
時
か
ら
平
川

の
歴
史
解
釈
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

3　

降
伏
交
渉
中
の
日
本
に
原
爆
を
投
下
し
た
米
国
は
極ご
く

悪あ
く

非ひ

道ど
う

の
悪あ

く

玉だ
ま

で
、

ダ
ン
テ
が
い
ま
『
神
曲
』
を
書
く
な
ら
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
、
原
爆
投
下

を
命
じ
た
前
非
を
死
ぬ
前
に
悔
い
な
い
か
ぎ
り
、
地
獄
で
焼
か
れ
て
い
る
は

ず
だ
。
そ
の
罪
を
帳
消
し
に
す
る
た
め
に
「
慰
安
婦
二
十
万
」
と
か
日
本
側

の
大
虐
殺
と
か
誇
大
に
主
張
す
る
輩や
か
らも
い
る
が
、
そ
う
し
た
良
心
面
し
た
連

中
の
赤
い
舌
は
必
ず
や
『
神
曲
』
未
来
篇
で
抜
か
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
地
獄

で
ヒ
ト
ラ
ー
は
ガ
ス
室
に
詰
め
込
ま
れ
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
さ
ら
に
下
層
で
氷

漬
け
な
の
は
、
そ
れ
だ
け
殺
し
た
人
数
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。



67　　　太平洋戦争か大東亜戦争か 　66

4　

習
近
平
も
政
権
の
座
に
就
い
た
当
初
は
米
国
訪
問
の
際
そ
の
種
の
歴
史
観

を
主
張
し
た
。

5　

私
が
こ
の
よ
う
な
記
事
を
『
産
経
新
聞
』「
正
論
」
欄
に
投
稿
し
た
と
き
、

同
紙
の
校
閲
か
ら
ク
レ
イ
ム
が
つ
い
た
。
香
港
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
も
太
平
洋

に
面
し
て
い
る
か
ら
消
す
よ
う
に
、
と
い
う
注
意
で
、
私
は
こ
の
よ
う
な
注

意
は
校
閲
に
名
を
借
り
た
検
閲
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

6　

清
沢
は
日
本
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
多
大
な
力
を
ふ
る
い
日

本
を
大
東
亜
戦
争
へ
か
り
た
て
た
徳
富
蘇
峰
をbête noire 

と
し
て
憎
ん
だ
。

昭
和
十
年
代
の
清
沢
に
と
っ
て
蘇
峰
は
最
も
影
響
力
の
あ
る
言
論
人
で
あ
っ

て
歴
史
家
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

7　

東
京
帝
大
の
国
史
科
の
黒
板
勝
美
教
授
の
輝
か
し
い
門
下
生
の
二
人
は
右

の
平
泉
澄
と
左
の
羽
仁
五
郎
と
い
わ
れ
た
。
私
は
大
学
生
の
こ
ろ
か
ら
羽
仁

五
郎
は
読
ん
だ
が
平
泉
澄
は
全
く
読
ま
な
か
っ
た
。
一
九
六
八
・
九
年
の
大
学

紛
争
の
時
に
全
共
闘
系
学
生
の
愛
読
書
と
な
っ
た
『
都
市
の
論
理
』
が
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
頃
か
ら
羽
仁
を
あ
ま
り
読
ま
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
二
十
一
世
紀
の
十
年
代
か
ら
市
村
真
一
博
士
に
雑
誌
『
日
本
』
を
贈
ら
れ
、

そ
こ
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
平
泉
論
文
に
目
を
通
す
に
至
っ
て
平
泉
教
授
が
戦

時
中
の
日
本
国
史
学
界
の
寵
児
と
な
っ
た
所
以
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
私
に
は
近
代
経
済
学
者
の
市
村
真
一
教
授
が
平
泉
澄
に
傾
倒
し

て
生
涯
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
不
思
議
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。

8　

小
堀
桂
一
郎
著
『
和
辻
哲
郎
と
昭
和
の
悲
劇
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、二
〇
一
七
年
、

第
一
章
三
。

9　

今
村
均
の
自
伝
に
は
『
私
記
・
一
軍
人
六
十
年
の
哀
歓
』、
芙
蓉
書
房
、
昭

和
四
十
五
年
、
ほ
か
が
あ
る
。

10　

私
が
一
九
五
八
年
ロ
ン
ド
ン
大
学
夏
期
講
座
で
習
っ
た
英
国
人
女
性
講
師

は
若
か
っ
た
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
に
赴
任
す
る
と
い
う
。
喫
茶
店
に
誘

っ
て
事
情
を
聴
く
と
英
国
を
離
れ
て
独
立
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
大
学
で
は

英
国
人
教
員
の
見
通
し
は
暗
い
。
そ
れ
で
若
い
男
性
は
応
募
し
な
い
、
そ
れ

で
自
分
に
ポ
ス
ト
が
廻
っ
て
来
た
の
だ
と
言
っ
た
。
そ
の
女
性
講
師
は
日
本

人
が
嫌
い
と
見
え
て
、
私
に
「
東
京
」
と
英
語
で
言
わ
せ
、
二
重
母
音
に
な

っ
て
い
な
い
と
さ
ん
ざ
直
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
日
本
人
は
床
の
上
で
寝
る
そ

う
だ
な
」
と
教
室
の
石
の
床
を
指
さ
し
た
り
し
た
。

11　

日
本
の
侵
略
や
植
民
地
支
配
を
認
め
て
謝
罪
す
る
「
談
話
」
を
発
表
す
る

際
は
、
も
っ
と
歴
史
の
表
裏
を
見
据
え
た
見
方
を
述
べ
て
も
ら
い
た
い
も
の

で
あ
る
。
と
く
に
根
拠
薄
弱
な
官
房
長
官
談
話
を
発
表
し
た
河
野
洋
平
氏
に

い
た
っ
て
は
そ
の
政
治
的
叡
智
を
疑
う
。

12　

国
基
研
に
は
客
員
研
究
員
と
し
て
ロ
ナ
ル
ド
・
モ
ー
ス
も
名
を
連
ね
て
い

た
が
、
一
九
七
七
―
七
八
年
当
時
国
務
省
で
日
本
の
新
聞
を
読
む
と
い
う
下

働
き
を
し
て
い
た
モ
ー
ス
を
私
は
ハ
ー
ン
・
ペ
イ
パ
ー
発
表
の
際
の
デ
ィ
ス

カ
サ
ン
ト
と
し
て
招
い
た
。
そ
れ
が
縁
で
彼
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
に

移
り
、
田
久
保
氏
が
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員
と
な
っ
た
一
九
七
九
年
、
二
人
は

交
際
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
モ
ー
ス
は
国
務
省
の
フ

ィ
ン
部
長
や
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
ジ
ャ
ン
セ
ン
に
嫌
わ
れ
て
い
て
長
く
教
授
職

に
つ
く
こ
と
を
え
な
か
っ
た
。
国
基
研
の
客
員
研
究
員
に
は
本
国
で
も
学
者

と
し
て
の
業
績
を
認
め
ら
れ
て
い
る
人
を
優
先
し
て
招
聘
す
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
、
な
ど
と
私
は
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

13　

田
久
保
氏
は
二
〇
二
三
年
十
一
月
二
十
二
日
『
産
経
新
聞
』「
正
論
」
欄
に

《
ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
か
ら
60
年
の
日
米
関
係
》
を
寄
稿
し
た
。
こ
の
最
後
の
記
事

に
は
氏
自
身
の
日
米
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
。
私
は
感
想
を
し
た
た
め
て
氏

に
送
っ
た
。
普
通
の
葉
書
に
書
け
ば
氏
の
目
に
も
ふ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
年
賀
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葉
書
に
書
い
た
も
の
だ
か
ら
残
念
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は
氏
の
記
事
に
あ
っ

た
「（
現
在
の
日
米
関
係
に
）
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
系
米
メ
デ

ィ
ア
が
時
た
ま
表
面
に
出
す
、
神
道
、
皇
室
、
靖
国
神
社
な
ど
を
巡
り
日
本

の
保
守
派
の
神
経
を
逆
な
で
す
る
誤
解
だ
」
に
注
目
し
、同
意
し
た
の
で
あ
る
。

14　

小
堀
桂
一
郎
編
『
東
京
裁
判　

日
本
の
弁
明
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
九
五
年
、
三
〇
六
頁
。
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要
旨

政
治
腐
敗
の
根
源
は
「
政
権
交
代
体
制
」
の
欠
如
、
つ
ま
り
「
反

対
党
」
の
欠
如
に
あ
る
。
反
対
党
の
必
須
条
件
は
、
国
防
政
策
の
安

定
度
。
共
産
、
社
民
な
ど
の
ア
キ
レ
ス
腱
は
こ
こ
に
あ
る
。
立
憲
も

は
っ
き
り
し
な
い
。
戦
後
史
で
は
、
一
九
五
一
年
に
大
き
な
断
裂
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
基
本
的
に
継
続
。
そ
れ
を
許
し
て
い
る
の
は
、

敗
戦
後
遺
症
と
そ
れ
を
煽
る
「
平
和
教
育
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

は
じ
め
に

昨
年
来
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
問
題
を
契
機
と
す
る〝
政
治
腐
敗
〟

問
題
が
、
日
本
政
治
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
、

肝
心
の
憲
法
改
正
論
議
が
、
デ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
に
乗
り
上
げ
て
い
る
。

改
憲
阻
止
の
立
憲
民
主
党
は
早
速
「
こ
の
時
期
に
論
議
無
理1

」
と
気

勢
を
上
げ
て
い
る
。

政
治
改
革
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
緊
張
感
の
あ
る
与
野
党
関
係
を

ど
う
つ
く
る
か
で
あ
ろ
う
。
い
つ
で
も
政
権
交
代
が
で
き
る
体
制
が

野
党
側
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
資
格
と
準
備
の
あ
る
野
党

は「
反
対
党
」と
呼
ば
れ
る2

。対
案
の
な
い
反
対
の
た
め
の
反
対
の「
野

党
」
で
は
な
い
。
日
本
の
政
治
は
、
こ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
。
自
民

党
批
判
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
替
わ
る
政
党
の
塊
は
見
え
な
い
。
こ

の
現
状
を
ど
う
み
る
か
。
原
因
は
な
に
か
。
そ
れ
を
探
り
た
い
。

「
一
九
五
一
年
の
断
裂
」

―「
反
対
党
」
の
条
件
と
し
て
の
国
防
政
策
と

　
　
　
　
　「
日
本
型
社
民
主
義
」の
迷
妄

―

梅

澤

昇

平

（
尚
美
学
園
大
学
名
誉
教
授
）
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１
．
日
本
の
な
か
の
「
政
党
」
の
存
在

日
本
で
は
ど
う
も
「
政
党
」
の
評
価
が
概
し
て
低
い
。

六
〇
四
年
に
聖
徳
太
子
は
十
七
条
の
憲
法
を
つ
く
り
国
家
体
制
の

基
盤
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
憲
法
の
第
一
条
は
「
和
を
以
て
貴
し
と
な

し
、
さ
か
ら
う
こ
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
。
人
み
な
党
（
た
む
ら
）
あ

り
」
と
有
名
で
あ
る
。
今
風
に
い
え
ば
党
派
の
否
定
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
米
国
の
初
代
大
統
領

ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
大
統
領
を
辞
す
る
告
別
の
挨
拶3

で
、「
党
派
精
神

の
有
害
な
影
響
」
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
一
国
一
党
の
全
体
主
義
体
制
は
、
い
ま
で
は
暴
虐
な
独
裁

政
治
に
な
る
こ
と
は
歴
史
の
教
訓
で
あ
る
。

政
党
、
と
く
に
「
反
対
党
」
の
必
要
性
、
重
要
性
が
民
主
主
義
国

家
で
は
常
識
に
な
る
。政
治
学
者
の
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ザ
ー
は『
政

党
政
治
論4

』で「
政
党
は
、現
代
の
政
治
の
単
な
る
付
属
物
で
は
な
く
、

現
代
政
治
の
中
心
に
あ
り
、
そ
こ
で
決
定
的
か
つ
創
造
的
な
役
割
を

演
じ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
著
名
な
政
治
評
論
家
で
あ
っ
た
リ
ッ
プ

マ
ン
は
、「
反
対
党
は
、
不
可
欠
で
あ
る
。
良
い
政
治
家
は
、
他
の

賢
明
な
人
が
だ
れ
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
つ
ね
に
、
熱
心
な
支

持
者
か
ら
よ
り
は
、
反
対
者
か
ら
よ
り
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ

る5

」
と
語
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
会
長
を
つ
と
め
た
キ
イ

と
言
う
政
治
学
者
は
、
米
国
の
政
党
政
治
は
、
大
リ
ー
グ
の
様
な
も

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
贔
屓
チ
ー
ム
に
熱
中
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
述

べ
て
い
る
。
ド
ジ
ャ
ー
ズ
の
フ
ア
ン
が
終
生
フ
ア
ン
の
よ
う
に
、「
多

分
、
終
生
自
分
た
ち
の
党
の
候
補
者
を
応
援
し
、
そ
の
候
補
者
に
投

票
す
る
だ
ろ
う6

」
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
開
放
性
と
熱
狂
だ
。

共
産
党
の
よ
う
な
秘
密
結
社
の
堅
い
結
社
で
な
く
、
大
衆
に
開
か
れ

た
政
党
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
の
日
本
に
と
っ
て
も

参
考
に
な
ろ
う
。

日
本
で
は
、
か
つ
て
民
社
党
を
つ
く
っ
た
西
尾
末
廣
の
言
が
象
徴

的
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
の
結
党
直
後
の
日
比
谷
公
会
堂
で
の
演
説

会
で
「
政
権
を
取
ら
ぬ
政
党
は
、
ネ
ズ
ミ
を
と
ら
ぬ
ネ
コ
の
よ
う
な

も
の7

」
と
豪
語
し
た
こ
と
で
あ
る
。
片
山
内
閣
を
作
っ
た
西
尾
な
ら

で
は
の
発
言
だ
。
当
時
の
朝
日
新
聞
が
民
社
党
を
つ
く
っ
た
と
い
わ

れ
る
ほ
ど8

、
マ
ス
コ
ミ
に
も
、
英
国
型
の
二
大
政
党
制
待
望
論
が
あ

っ
た
。
し
か
し
安
保
闘
争
の
大
混
乱
と
社
会
党
浅
沼
委
員
長
の
刺
殺

事
件
の
発
生
な
ど
で
、
民
社
党
は
出
鼻
を
挫
か
れ
、「
反
対
党
」
は

育
た
な
か
っ
た
。

日
本
政
治
の
特
徴
は
、
戦
前
は
、
政
友
会
と
民
政
党
が
、
二
大
政
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党
と
し
て
熾
烈
に
闘
っ
た
歴
史
で
あ
る
。
三
井
だ
、
三
菱
だ
と
財
閥

の
抗
争
と
連
動
し
た
面
が
あ
る9

。
政
権
が
交
代
す
る
と
、
田
舎
の
警

察
署
長
も
連
動
し
て
か
わ
る
。
も
っ
と
ひ
ど
か
っ
た
の
は
、
相
手
党

を
倒
す
た
め
手
段
を
選
ば
な
い
。
と
り
わ
け
、
政
友
会
は
民
政
党
政

権
が
結
ん
だ
一
九
三
〇
年
の
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
条
約
を
叩
き
、
天
皇
の

統
帥
権
を
干
犯
と
追
及
。
こ
れ
で
軍
を
独
走
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

軍
国
主
義
政
治
へ
の
道
を
拓
き
、政
党
間
の
抗
争
は
泥
仕
合
と
な
る
。

国
民
の
政
党
不
信
が
、
政
党
政
治
の
終
焉
、
大
政
翼
賛
会
へ
の
道
と

な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
。

い
ま
ま
た
、
政
党
が
政
党
を
叩
い
て
い
る
。
政
党
、
反
対
党
を
ど

う
育
て
る
の
か
、
こ
の
視
点
が
見
え
な
い
。
階
級
対
立
や
宗
教
対
立

が
ゆ
る
や
か
な
国
で
、
し
か
も
「
寄
付
文
化
」
が
希
薄
な
国
で
、
ど

う
や
っ
て
政
党
を
つ
く
る
か
。「
企
業
団
体
献
金
な
し
」
で
誰
が
金

を
出
す
の
か
。
政
党
は
、
行
政
組
織
で
は
な
い
。
法
律
で
ガ
ン
ジ
ガ

ラ
メ
に
縛
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
。
で
き
る
だ
け
、
党
内
の
情
報
公

開
を
進
め
な
が
ら
、
あ
と
は
、
有
権
者
が
選
挙
で
判
断
す
る
組
織
で

は
な
い
の
か
。
憲
法
21
条
に
は
、
表
現
の
自
由
、
結
社
の
自
由
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
政
党
は
、
憲
法
以
前
の
自
由
な
組
織
で
は
な
い 

の
か
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
日
本
で
は
政
権
交
代
の
頻
度
が
低
い
。
英
国

で
は
、労
働
党
の
ブ
レ
ア
政
権
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
後
を
つ
い
で
、

十
三
年
ぶ
り
に
政
権
を
と
っ
た
。
今
回
ま
た
十
四
年
ぶ
り
政
権
交
代

だ
。
ド
イ
ツ
で
は
、
社
会
民
主
党
は
十
六
年
ぶ
り
に
キ
リ
ス
ト
教
民

主
党
か
ら
シ
ュ
レ
イ
ザ
ー
政
権
を
つ
く
っ
た
。
現
在
も
社
民
党
主

体
の
連
立
政
権
だ
。
政
権
交
代
な
し
で
、
議
会
主
義
は
十
分
機
能
し 

な
い
。

２
．
日
本
社
会
党
の
意
欲
の
な
さ
と
無
節
操

戦
後
、
日
本
社
会
党
は
、
片
山
哲
を
首
班
と
す
る
民
主
党
、
国
民

協
同
党
と
の
連
立
政
権
を
つ
く
っ
た
。
社
会
党
の
党
内
ク
ー
デ
タ
ー

で
倒
れ
た
後
は
、
同
じ
三
党
で
芦
田
均
内
閣
を
作
る
。
し
か
し
世
界

の
冷
戦
構
造
化
の
も
と
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
の
権
力
闘
争
か
ら
自
由
党
政

権
に
覆
さ
れ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
以
後
、
社
会
党
に
と
っ

て
は
「
政
権
」
は
タ
ブ
ー
と
化
し
た
。
社
会
党
が
左
派
主
導
に
な
っ

て
か
ら
は
、
片
山
、
芦
田
内
閣
は
社
会
党
史
の
い
わ
ば
「
汚
点
」
と

し
て
「
断
罪
」
さ
れ
た
。「
結
果
的
に
は
占
領
軍
の
政
策
転
換
の
道

具
と
し
て
社
会
党
が
利
用
さ
れ
、
資
本
の
擁
護
者
、
労
働
攻
勢
の
防

波
堤
と
な
る
政
策
を
請
け
負
い
、
そ
し
て
社
会
党
は
み
ず
か
ら
の
主

張
と
政
策
を
失
っ
て
、
国
民
の
期
待
を
裏
切
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
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た
。
そ
れ
は
後
に
つ
づ
く
保
守
長
期
政
権
を
ゆ
る
す
大
き
な
母
体
と

も
な
っ
た
」（『
結
党
20
周
年
記
念
出
版
・
日
本
社
会
党
20
年
の
記
録
』）

と
。
こ
れ
が
ず
っ
と
尾
を
引
く
。

村
山
富
市
元
総
理
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
本
音
を
語
る
。

「
結
局
、
社
会
党
内
に
は
政
権
と
い
う
も
の
の
位
置
付
け
や
認
識
と

い
う
も
の
が
、
や
っ
ぱ
り
な
い
ん
じ
ゃ
な
あ
」。
政
権
を
と
っ
て
も
、

「
当
時
の
社
会
党
議
員
ら
は
『
与
党
に
な
っ
た
た
め
に
思
う
よ
う
に

も
の
が
言
え
な
い
』『
野
党
時
代
の
方
が
よ
か
っ
た
』
と
言
っ
て
い

た
な
あ10

」
と
。

こ
の
感
覚
は
、
現
場
に
も
あ
っ
た
。
社
会
党
の
政
策
審
議
会
に
も

い
た
高
木
郁
朗
は
、「
勝
間
田
政
審
会
長
に
、
現
に
や
っ
て
い
る
政

策
活
動
と
社
会
党
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
質
問
し
た
。答
え
は『
片

山
政
権
時
代
の
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
残
っ
て
い
る
う
ち
に
政
権
を
論
議

す
る
の
は
ム
リ
で
し
ょ
う
な
』
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
僕
に

は
社
会
党
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
は
、
政
権
を
取
り
に
行
く
意
欲
が
な

い
よ
う
に
受
け
と
れ
た11

」
と
語
る
。
三
分
の
一
政
党
に
安
住
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

社
会
党
は
、
無
節
操
が
故
に
崩
壊
し
た
と
も
言
え
る
。

一
九
九
三
年
の
細
川
連
立
政
権
は
、
社
会
党
を
含
む
七
党
一
会
派

に
よ
る
連
立
政
権
だ
っ
た
。
ど
う
政
策
を
ま
と
め
る
か
、
不
安
だ
っ

た
が
、
結
局
、
政
権
確
保
で
一
致
し
、
自
民
党
の
外
交
安
保
政
策
は

丸
呑
み
と
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。「
連
立
政
権
樹
立
の
七
党

一
会
派
の
合
意
事
項
」
で
、「
連
立
政
権
は
、
憲
法
の
理
念
、
精
神

を
尊
重
し
、
外
交
防
衛
な
ど
国
の
基
本
政
策
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
政
策
を
継
承
」
と
し
、「
八
党
派
覚
書
」
で
、①
外
交
防
衛
政
策
は
、

こ
れ
ま
で
の
政
府
の
政
策
を
継
承
②
日
米
安
保
条
約
を
継
承
、
ア
ジ

ア
の
平
和
安
定
に
貢
献
③
原
子
力
発
電
は
安
全
性
確
保
し
、
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
開
発
④
日
韓
条
約
を
遵
守
し
、
平
和
的
統
一
に
努
力
、
を
決

め
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
配
備
問
題
で
、
社

会
党
の
み
そ
れ
へ
の
対
応
が
取
れ
ず
、
政
権
は
揺
れ
た
の
で
あ
る12

。

ひ
ど
か
っ
た
の
は
、
村
山
自
社
さ
連
立
政
権
で
あ
ろ
う
。
社
会
党

は
、〝
非
武
装
中
立
〟
を
党
是
と
言
っ
て
き
た
が
、
村
山
委
員
長
が

首
相
に
な
る
と
、
党
内
討
議
な
し
で
、
一
夜
に
し
て
党
是
を
捨
て
た

の
に
は
日
本
中
が
驚
い
た
。
筆
者
は
、
こ
の
無
節
操
さ
を
非
難
し
、

い
ず
れ
野
党
に
戻
れ
ば
、
先
祖
帰
り
し
、
ま
た
非
武
装
中
立
に
戻
る

に
違
い
な
い
と
書
い
た13

。
こ
の
予
想
は
的
中
し
た
。
野
党
に
戻
り
、

社
会
党
か
ら
社
民
党
に
看
板
を
変
え
て
も
、
非
武
装
中
立
だ
。

こ
の
暴
挙
へ
の
批
判
は
、
当
然
、
社
会
党
内
で
も
燻
っ
た
。
組
織

局
長
だ
っ
た
船
橋
成
幸
は
自
社
連
立
に
つ
い
て
「
党
員
に
も
市
民
に

も
青
天
の
霹
靂
、
寝
耳
に
水
」「
理
論
的
・
政
策
的
成
果
の
全
て
を
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問
答
無
用
、
一
刀
両
断
に
切
り
捨
て
た
の
が
村
山
発
言
（
注
「
自
衛

隊
合
憲
、安
保
堅
持
」）
で
あ
る14

」
と
恨
み
が
ま
し
い
。
社
会
党
解
党
、

衰
退
の
原
因
と
し
て
、
党
本
部
Ｏ
Ｂ
会
の
発
言
集15

で
は
、
総
評
解
散
、

村
山
政
権
を
挙
げ
る
の
が
多
い
。

３
．「
一
九
五
一
年
日
本
の
〝
断
裂
〟」

日
本
の
〝
左
翼
〟
の
分
裂
、
亀
裂
は
、
筆
者
の
見
立
て
で
は

一
九
五
一
年
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
時
系
列
で
見
る
。

一
九
四
九　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
結
成
（
一
九
四
八　

チ
ェ
コ
の
共
産
ク
ー

デ
タ
ー
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
）

一
九
五
〇　

コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
の
共
産
党
批
判（
占
領
革
命
否
定
、

平
和
革
命
否
定
）、
朝
鮮
戦
争
勃
発

一
九
五
一　

三
、
西
尾
発
言
（
①
独
立
後
は
再
軍
備
②
シ
ビ
コ
ン

確
立
③
日
米
防
衛
体
制
④
改
憲
）

六
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
結
成
と
武
装
平
和
決
議
採

択
（
社
会
党
棄
権
）

九
、
サ
条
約
・
安
保
条
約
調
印

十
、
社
会
党
大
会
分
裂
（
右
派
の
曽
祢
、
西
村
は
両

条
約
賛
成
の
白
白
か
ら
白
青
に
）

十
、
日
本
共
産
党
五
全
協
、
五
一
年
綱
領
採
択

 

（〝
一
九
五
五
体
制
〟、
自
民
党
改
憲
か
ら
な
し

崩
し
合
憲
（〝
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
〟）、
社
会
党

一
／
三
護
憲
抵
抗
政
党
）

一
九
五
九　

社
会
党
分
裂
・
安
保
闘
争
（
独
Ｓ
Ｐ
Ｄ
新
綱
領
採
択
、

精
神
の
自
由
、
国
防
肯
定
）

一
九
六
〇　

民
社
党
結
成
、
民
主
陣
営
で
防
衛
肯
定
、
安
保
段
階

的
解
消
（
非
武
装
中
立
の
否
定
）

一
九
六
一
～
ベ
ル
リ
ン
の
壁
（
～
八
九
）

一
九
六
二　

社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
の
オ
ス
ロ
宣
言
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は

平
和
の
砦
）

こ
の
時
系
列
の
意
味
を
説
明
す
る
。

西
側
の
集
団
防
衛
同
盟
で
あ
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
加
盟
国
は
い
ま
や

三
十
二
カ
国
と
な
っ
た
。
共
産
党
の
志
位
和
夫
委
員
長
は
、『
新
・

綱
領
教
室
（
下
）』
と
い
う
党
員
必
読
の
綱
領
解
説
書
で
「
軍
事
同

盟
に
し
ば
ら
れ
な
い
非
同
盟
・
中
立
こ
そ
世
界
の
本
流16

」
と
い
う
小

見
出
し
を
つ
け
た
。
大
昔
で
な
く
二
〇
二
二
年
発
行
だ
。
現
実
は
、

真
逆
だ
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
十
二
カ
国
か
ら
出
発
。
防
大
名
誉
教
授
の
佐
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瀬
昌
盛
は
、
一
九
九
九
年
、
当
時
十
六
カ
国
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
「
将
来
、

十
九
～
二
十
八
の
国
の
ど
こ
か17

」
と
予
測
し
た
が
、
三
十
二
だ
。
も

と
も
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
「
ソ
連
・
ア
ウ
ト
」「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
」「
ド

イ
ツ
・
ダ
ウ
ン
」
が
特
徴
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
事
務
総
長
は
言
っ
た
。
ソ
連

共
産
主
義
を
阻
止
す
る
た
め
、
米
国
を
巻
き
込
む
。
問
題
児
の
ド
イ

ツ
の
頭
は
押
さ
え
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
同
盟
結
成
の
主
導
者
は
、

英
国
の
労
働
党
政
権
。
ア
ト
リ
ー
首
相
、
ベ
ヴ
ィ
ン
外
相
だ
。
こ
れ

が
で
き
る
直
接
の
動
機
は
、
前
年
一
九
四
八
年
に
チ
ェ
コ
で
共
産
党

に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
事
件
の
発
生
。
東
欧
か
ら
西
欧
に
か
け
、
ソ
連

主
導
の
共
産
化
が
迫
る
。
同
時
に
、
ベ
ル
リ
ン
が
ソ
連
に
よ
っ
て
封

鎖
さ
れ
る
。
米
国
が
空
輸
作
戦
で
物
資
を
送
り
込
み
危
機
を
救
っ
た

大
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
西
欧
も
ソ
連
主
導
の
共
産
化
す
る
の
は

時
間
の
問
題
。
そ
こ
で
ア
ト
リ
ー
が
立
ち
上
が
り
、
欧
米
が
結
束
し

た
の
だ
。

ア
ジ
ア
で
も
、
大
激
動
。
四
九
年
秋
に
中
国
が
共
産
党
に
よ
っ
て

統
一
さ
れ
る
。
五
〇
年
に
は
、
ソ
連
主
導
の
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
（
共

産
党
情
報
局
）
は
、日
本
共
産
党
を
批
判
。
占
領
下
の
革
命
は
駄
目
。

平
和
革
命
は
駄
目
と
い
う
も
の
。
当
時
の
徳
田
球
一
書
記
長
ら
は
こ

れ
に
反
発
し
反
論
す
る
が
、
党
内
で
は
志
賀
義
雄
や
宮
本
顕
治
な
ど

は
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
の
方
針
を
支
持
し
党
内
は
分
裂
。
結
局
、「
国

際
派
」
と
呼
ば
れ
た
志
賀
、
宮
本
ら
が
主
導
権
を
握
り
、
武
装
革
命

路
線
に
走
る
。
ま
た
六
月
に
は
、
北
が
仕
掛
け
た
朝
鮮
戦
争
が
勃
発

し
た
。
第
二
次
大
戦
の
勝
者
で
あ
る
米
ソ
に
亀
裂
が
走
り
、「
米
ソ

冷
戦
」
時
代
が
来
る
。

翌
一
九
五
一
年
は
日
本
は
大
混
乱
に
な
る
。
三
月
に
、
社
会
党
の

中
執
は
荒
れ
る
。
三
月
二
日
の
読
売
新
聞
の
一
面
ト
ッ
プ
は
社
会
党

の
党
内
情
勢
だ
。
社
会
党
と
片
山
内
閣
を
作
っ
た
大
立
て
者
の
西
尾

末
廣
の
発
言
が
一
面
を
飾
る
。
見
出
し
は
「〝
再
軍
備
は
必
要
〟
西

尾
氏
表
明18

」
だ
。
内
容
は
以
下
の
四
点
。
①
講
和
条
約
が
成
立
し
て

独
立
国
家
に
な
っ
た
ら
再
軍
備
は
絶
対
に
必
要
だ
②
（
戦
前
）
軍
隊

が
無
謀
な
い
く
さ
を
し
た
の
は
軍
備
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な

く
、
軍
の
性
格
が
軍
閥
だ
っ
た
た
め
だ
か
ら
。
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
必
要
だ
③
自
力
防
衛
が
困
難
な
場
合
は
必
要
に
応
じ
て

日
米
防
衛
協
定
ま
た
は
地
域
集
団
保
障
が
良
い
④
現
行
憲
法
は
敗
戦

直
後
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
講
和
後
は
全
面
的
に
再
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

当
時
と
し
て
は
衝
撃
的
内
容
だ
っ
た
ろ
う
。
い
ま
と
な
っ
て
も
、

軍
隊
保
持
を
明
記
す
る
憲
法
改
正
は
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

六
月
に
大
き
な
国
際
会
議
が
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
あ
っ

た
。
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
の
結
成
で
あ
る
。
共
産
党
系
で
な
い
社
会
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主
義
政
党
が
三
十
四
カ
国
か
ら
結
集
し
た
。
そ
こ
で
「
民
主
社
会
主

義
の
目
的
と
任
務
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
宣
言
を
発
表
し
た
。

社
会
主
義
は
共
産
主
義
と
は
無
縁
だ
と
い
う
意
味
で
「
民
主
社
会
主

義
」
と
い
う
用
語
を
は
じ
め
て
旗
印
と
し
て
掲
げ
た
。
そ
れ
ま
で
、

社
会
民
主
主
義
と
い
う
用
語
は
あ
っ
た
。
暴
力
革
命
で
な
い
マ
ル
ク

ス
主
義
と
い
う
意
味
で
カ
ウ
ツ
キ
ー
主
義
と
も
言
わ
れ
た
。
こ
の
曖

昧
性
を
斬
る
た
め
か
、「
民
主
社
会
主
義
」
と
い
う
新
し
い
用
語
を

打
ち
出
し
た
。「
国
際
共
産
主
義
は
新
た
な
帝
国
主
義
の
要
具
で
あ

る
」「
自
由
な
く
し
て
社
会
主
義
は
あ
り
え
な
い
」「
平
和
は
集
団
的

保
障
の
制
度
に
よ
っ
て
の
み
確
保
し
う
る
」
な
ど
を
決
め
た
。

こ
の
宣
言
採
択
後
、
英
国
労
働
党
が
提
案
し
て
「
平
和
の
た
め
の

武
装
決
議
」
を
採
択
し
た
。「
平
和
の
た
め
の
闘
争
に
関
す
る
社
会

主
義
者
の
世
界
的
活
動
」
が
正
式
名
だ
。

「
朝
鮮
戦
争
は
、
一
つ
の
危
険
信
号
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ミ
ン
フ
ォ

ル
ム
（
共
産
党
情
報
局
）
が
そ
の
勢
力
伸
長
の
手
段
と
し
て
軍
事
力

を
利
用
す
る
に
何
ら
遠
慮
し
て
い
な
い
こ
と
だ
」「
過
去
は
自
由
な

民
主
主
義
国
が
武
装
力
な
く
し
て
全
体
主
義
の
恐
怖
に
対
し
て
自
ら

を
防
衛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
し
め
し
た
」「
平
和
は
武
装

な
く
し
て
は
保
障
さ
れ
な
い19

」
と
い
う
も
の
だ
。

世
界
の
参
加
党
は
、両
方
に
賛
成
し
た
が
、武
装
決
議
に
唯
一
「
棄

権
」
し
た
党
が
あ
っ
た
。
日
本
社
会
党
で
あ
る
。
当
時
社
会
党
は
、

片
山
、
西
尾
ら
が
追
わ
れ
、
左
派
の
鈴
木
茂
三
郎
が
委
員
長
に
な
っ

て
い
た
。
鈴
木
代
表
団
が
、
乗
り
込
ん
だ
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー
の
こ

の
決
議
に
び
っ
く
り
し
て
、
い
わ
ば
逃
げ
帰
っ
た
の
で
あ
る
。

重
大
な
こ
と
は
、
民
主
社
会
主
義
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
い
わ
ば
一
体
だ

っ
た
こ
と
だ
。
反
ソ
反
共
で
あ
る
。
理
論
と
国
防
の
両
面
で
、
反
ソ

反
共
だ
っ
た
の
だ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
信
奉
し
、ソ
連
、中
国
を
「
平

和
勢
力
」
と
み
な
す
社
会
党
の
左
派
や
共
産
党
に
は
容
認
で
き
な
か

っ
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
二
百
年
以
上
「
中
立
」
政
策
を
と
っ
て
き
た
が
、

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
契
機
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
滑
り
込
ん
だ
。

そ
こ
で
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
完
全
に
表
裏
一

体
と
な
る
。
現
在
は
、
イ
ン
タ
ー
は
拡
大
し
す
ぎ
、
む
し
ろ
Ｅ
Ｕ
議

会
で
の
社
会
進
歩
同
盟
と
し
て
西
欧
社
民
政
党
は
活
躍
し
て
い
る

（
た
だ
し
Ｅ
Ｕ
外
の
英
国
労
働
党
も
い
る
）。
六
月
の
Ｅ
Ｕ
議
会
選
挙

で
も
、
保
守
、
右
翼
に
対
抗
し
て
第
二
勢
力
の
地
位
を
維
持
し
た20

。

こ
の
年
九
月
、
日
本
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
米
安

保
条
約
に
吉
田
内
閣
は
調
印
し
た
。
西
側
の
一
員
と
し
て
独
立
を
回

復
し
、
駐
留
軍
を
在
日
米
軍
と
し
て
同
盟
し
た
の
で
あ
る
。
社
会
党

は
大
混
乱
。
民
主
社
会
主
義
派
の
右
派
と
、
中
ソ
に
親
近
感
を
覚
え
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る
左
派
の
激
突
だ
。
党
の
中
央
執
行
委
員
会
で
右
派
が
左
派
を
上
回

っ
た
。
左
派
は
両
条
約
反
対
。
右
派
は
、
西
尾
派
の
曽
祢
益
や
西
村

栄
一
ら
は
両
条
約
賛
成
で
衝
突
。
し
か
し
右
派
の
中
間
派
・
浅
沼
稻

次
郎
書
記
長
は
、
左
派
に
勝
つ
た
め
、
講
和
条
約
賛
成
、
安
保
条
約

反
対
で
妥
協
す
る
よ
う
に
曽
祢
、
西
村
ら
を
説
得
し
た
。
し
か
し
、

十
月
二
十
三
日
か
ら
浅
草
公
会
堂
で
開
か
れ
た
党
大
会
で
は
、
左
派

が
逆
転
。
党
は
分
裂
し
た
。
こ
れ
は
分
裂
す
べ
く
し
て
分
裂
し
た
と

後
か
ら
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
世
界
観
が
違
う
の
だ
。

こ
の
時
期
、
日
本
共
産
党
は
暴
走
し
、
五
一
年
綱
領
で
武
装
革
命

路
線
を
走
る
。
朝
鮮
戦
争
の
第
二
戦
線
で
、
在
日
米
軍
の
韓
国
支
援

を
妨
害
す
る
た
め
暴
れ
た
。

こ
う
み
る
と
、
一
九
五
一
年
が
日
本
の
「
左
派
」
と
い
う
か
、
社

会
主
義
運
動
、労
働
運
動
の
分
岐
点
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
な
い
か
。

こ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
、
一
瞥
す
る
。

一
九
五
五
年
の
保
守
合
同
に
よ
る
自
民
党
の
結
成
、
両
派
社
会
党

の
統
一
に
よ
る
社
会
党
の
再
建
で
、
日
本
の
政
局
は
、
い
わ
ゆ
る

五
五
年
体
制
に
入
る
。
こ
の
時
代
、
自
民
党
は
国
会
で
改
憲
に
必
要

な
三
分
の
二
の
議
席
を
取
れ
ず
鳩
山
に
よ
る
憲
法
改
正
が
挫
折
。
以

後
は
、「
な
し
崩
し
改
憲
」
と
吉
田
茂
の
い
わ
ゆ
る
「
吉
田
ド
ク
ト

リ
ン
」（
軽
武
装
、
経
済
優
先
主
義
）
に
替
わ
り
、
改
憲
路
線
を
辞

め
る
。
一
方
、
社
会
党
は
、
改
憲
阻
止
の
三
分
の
一
議
席
確
保
に
安

住
し
、
抵
抗
政
党
に
堕
す
。
一
か
二
分
の
一
政
党
体
制
で
、
政
権
交

代
な
き
不
毛
の
対
立
政
党
時
代
と
な
る
。

こ
れ
に
亀
裂
が
入
る
の
は
、
五
八
年
暮
れ
の
西
尾
の
昭
電
事
件
無

罪
確
定
か
ら
で
あ
る
。
早
速
、
西
尾
は
、「
対
案
の
な
い
安
保
反
対

は
お
か
し
い
」「
世
界
は
、
資
本
主
義
対
社
会
主
義
の
対
立
よ
り
も
、

民
主
主
義
対
全
体
主
義
の
対
立
だ
」
な
ど
と
発
言
を
し
、
社
会
党
は

五
九
年
党
大
会
で
と
う
と
う
分
裂
。
民
社
党
の
結
成
に
な
る
。
こ
の

年
、
西
欧
で
も
、
ド
イ
ツ
社
民
党
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
訣
別
す
る
新

綱
領
、
バ
ー
ド
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
を
採
択
。
社
会
主
義
イ
ン

タ
ー
宣
言
を
受
け
た
も
の
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ド
グ
マ
を
捨
て
、

精
神
の
自
由
な
党
を
め
ざ
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
も
と
で
の
国
防
を
肯
定

し
た
。

こ
れ
は
翌
一
九
六
〇
年
の
民
社
党
結
党
綱
領
に
も
影
響
を
与
え

た
。
民
社
党
は
、
日
本
の
革
新
的
野
党
の
中
で
、
初
め
て
、
民
主
陣

営
で
の
国
防
を
肯
定
。
日
米
安
保
は
廃
棄
で
な
く
段
階
的
解
消
を
主

張
し
た
。
当
時
こ
れ
を
起
案
し
た
曽
祢
益
書
記
長
は
、
社
会
党
流
の

「
非
武
装
中
立
」
を
排
除
し
た
と
述
べ
た21

。

一
九
六
一
年
に
は
ド
イ
ツ
に
東
西
を
断
絶
さ
せ
る
「
ベ
ル
リ
ン
の

壁
」
が
築
か
れ
る
。
一
九
八
九
年
ま
で
続
く
。
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一
九
六
二
年
に
は
、
イ
ン
タ
ー
は
結
成
十
年
を
振
り
返
り
、
あ
ら

た
に「
オ
ス
ロ
宣
言
」を
採
択
し
た
。そ
の
中
で
象
徴
的
な
言
葉
は「
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
は
平
和
の
砦
」
で
あ
る
と
宣
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
社
会
党

は
大
会
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
。

４
．「
日
本
型
社
民
主
義
」
な
る
代し
ろ

物も
の

こ
こ
で「
社
会
民
主
主
義
」「
民
主
社
会
主
義
」な
る
も
の
の
定
義
、

解
釈
に
つ
い
て
、
お
さ
ら
い
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

社
会
思
想
家
の
武
藤
光
朗
が
書
い
た
『
民
主
社
会
主
義
事
典
』（
民

社
研
編22

）
を
ま
ず
参
考
に
す
る
。「
民
主
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
、

冒
頭
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
社
会
民
主
主
義
」
に
つ
い
て
紹

介
す
る
。「
一
九
一
九
年
、
共
産
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
結

成
さ
れ
る
ま
で
、マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
を
総
称
し
て
い
た
が
、

そ
の
後
は
、
共
産
主
義
に
反
対
す
る
第
二
イ
ン
タ
ー
系
の
社
会
主
義

を
社
会
民
主
主
義
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
社
会
民
主
主
義
は
基
本

的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
を
と
る
が
、
暴
力
革
命
と
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
階
級
独
裁
に
反
対
し
、
議
会
制
民
主
主
義
を
通
じ
て
漸
進
的
に

政
権
を
獲
得
し
、
社
会
主
義
の
実
現
を
期
す
る
」。

こ
れ
に
対
し
て
共
産
主
義
者
は
社
会
民
主
主
義
者
を
「
裏
切
者
」

扱
い
を
す
る
。
だ
か
ら
、
社
会
党
内
で
も
、
社
会
民
主
主
義
と
い
う

言
葉
は
タ
ブ
ー
だ
っ
た
と
い
う
。
江
田
三
郎
も
告
白
し
て
い
る
。「
社

会
民
主
主
義
は
重
大
な
段
階
で
労
働
者
階
級
と
国
民
を
裏
切
る
も
の

だ
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
派
の
宣
伝
が
浸
透
し
、
客
観
的

に
は
社
会
民
主
主
義
の
道
を
歩
ん
で
い
る
者
も
、自
ら
を
そ
う
だ
と
、

は
っ
き
り
表
明
し
な
い
傾
向
が
強
い23

」と
。
共
産
主
義
者
は
、「
社
民
」

を
目
の
敵
に
し
た
。
近
親
憎
悪
か
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
も
「
社
民
主
敵

論
」
だ
っ
た
。
敵
は
、社
民
。「
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
論
も
こ
こ
か
ら
。

現
在
、
社
会
民
主
党
は
、
自
ら
を
「
社
会
民
主
主
義
」
と
い
う24

。

そ
の
前
身
で
あ
っ
た
日
本
社
会
党
は
、
最
後
は
、
社
会
民
主
主
義
へ

脱
皮
し
た
と
い
っ
た
。結
党
四
十
年
目
に
出
し
た
一
九
八
六
年
の「
新

宣
言
」
つ
ま
り
「
日
本
社
会
党
の
新
宣
言
―
愛
と
知
と
力
に
よ
る
創

造
」
で
転
換
し
、
一
九
九
五
年
の
「
九
五
年
宣
言
―
新
し
い
基
本
価

値
と
政
策
目
標
」
で
完
成
し
た
と
い
う
。

「
九
五
年
宣
言
」
の
ま
と
め
で
、「『
新
宣
言
』
で
、
現
在
の
体
制
を

認
め
、
体
制
内
で
緩
や
か
な
改
革
を
積
み
上
げ
る
社
会
民
主
主
義
の

政
策
手
法
を
と
り
い
れ
て
い
ま
す
。
～
『
新
宣
言
』
を
新
た
な
基
本

文
書
『
九
五
年
宣
言
』
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た25

」。

し
か
し
、「
西
欧
社
民
」
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
西
側
の
一
員
と

し
て
の
防
衛
体
制
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
に
言
及
が
あ
る
か
。
こ
れ
は
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見
事
に
な
い
。「
新
宣
言
」
で
は
、「
非
同
盟
・
中
立
・
非
武
装
の
実
現
」

と
あ
る
。「
九
五
年
宣
言
」
で
は
、「
防
衛
政
策
の
基
本
は
軍
縮
」「
安

保
条
約
を
堅
持
し
つ
つ
、で
き
る
だ
け
軍
事
面
を
小
さ
く
」
と
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
ゼ
ロ
回
答
に
等
し
い
の
で
は
な
い
か
。

日
本
社
会
党
の
歴
史
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
も
の
に
原
彬
久

『
戦
後
史
の
な
か
の
日
本
社
会
党26

』
が
あ
る
。
し
か
し
西
欧
社
民
と

比
較
し
な
が
ら
、「
社
民
政
党
は
、
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
と
議

会
制
民
主
主
義
に
立
脚
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
の
暴
走
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
。
こ
れ
ら
社
民
政
党
は
、
個
の
利
益
と
社
会
の
利
益
を
調
和
さ

せ
て
高
度
福
祉
国
家
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
」
と
す
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を

軸
と
す
る
安
全
保
障
体
制
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
あ
と

が
き
で
、「
日
本
社
会
党
の
戦
後
史
は
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
い
え
ば
、

日
米
安
保
体
制
＝
自
由
主
義
陣
営
打
破
の
た
め
の
闘
い
で
あ
っ
た27

」

と
い
う
の
は
、
説
得
力
が
あ
る
。
自
由
主
義
陣
営
防
衛
の
西
欧
社
民

と
は
真
逆
だ
。

世
間
で
は
、
社
会
党
は
「
社
民
化
」
し
た
と
い
わ
れ
が
ち
。
河
野

康
子
『
日
本
の
歴
史
25 

戦
後
と
高
度
成
長
の
終
焉28

』
は
、
そ
の
典

型
で
、「
社
会
党
は
西
欧
型
社
会
民
主
主
義
に
向
け
て
新
綱
領
が
採

択
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
態
は
、
違
う
の
で
あ
る
。「
新
宣
言
」

起
草
に
か
か
わ
っ
た
高
木
郁
朗
は
、「
党
と
し
て
は『
社
会
民
主
主
義
』

と
は
何
か
に
つ
い
て
の
公
式
の
規
定
は
な
い
ま
ま29

」
と
い
う
。
言
葉

だ
け
の
社
会
民
主
主
義
な
の
だ
。
安
保
、
自
衛
隊
に
つ
い
て
言
及
し

た
ら
壊
れ
る
。
社
会
党
の
歴
史
は
、
原
が
言
及
し
た
よ
う
に
、
反
安

保
、
反
自
衛
隊
、
反
米
で
、
社
民
党
も
こ
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い

る
よ
う
だ
。
政
権
交
代
を
め
ざ
す
「
反
対
党
」
と
は
正
反
対
な
の
だ
。

社
会
党
は
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
の
〝
異
分
子
〟
と
し
て
再
三
糾

弾
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ソ
連
共
産
党
や
中
国
と
共
同
声
明
な
ど
、
中

ソ
寄
り
の
姿
勢
を
と
り
続
け
た
か
ら
。
社
会
党
は
、
会
費
の
未
納
だ

っ
た
。
つ
ま
り
日
本
社
会
党
は
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
や
「
社
会
民

主
主
義
」
と
は
「
無
縁
」
だ
っ
た
と
言
え
る
（
江
田
三
郎
は
書
記
長

に
な
っ
て
そ
の
是
正
を
め
ざ
し
た
が
）。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
社
会
党

的
な
も
の30

」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
、
日
本
共
産
党
に
つ
い
て
も
簡
単
に
言
及
し
た
い
。
上
述
し

た
よ
う
に
、
共
産
主
義
者
に
と
っ
て
、「
社
民
」
は
目
障
り
な
存
在
。

か
つ
て
の
日
本
社
会
党
に
も
鈴
木
茂
三
郎
を
は
じ
め
、
社
共
統
一
戦

線
に
つ
い
て
は
警
戒
論
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
共
産
党
の
反
安
保

論
は
、共
産
党
の
主
題
。
二
段
階
革
命
の
第
一
段
階
は
反
米
闘
争
だ
。

反
安
保
は
、
安
全
保
障
政
策
論
で
あ
る
よ
り
、「
社
会
主
義
体
制
」

と
「
資
本
主
義
体
制
」
の“

体
制”

選
択
の
闘
争
だ
。
宮
本
顕
治
は
、

講
和
条
約
と
安
保
条
約
の
問
題
は
「
第
2
次
大
戦
後
の
二
つ
の
社
会
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体
制
の
世
界
史
的
な
対
立
と
闘
争
の
部
分31

」
と
党
大
会
で
説
明
し
て

い
る
。
安
保
は
、
防
衛
政
策
の
問
題
以
前
に
社
会
体
制
の
問
題
な
の

だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
も
、
統
一
戦
線
の
条
件
と
し
て
の
「
革
新
三

目
標32

」
を
主
張
し
て
き
た
が
、
そ
の
第
一
目
標
が
反
安
保
だ
っ
た
。

こ
こ
で
、
こ
こ
最
近
の
共
産
党
改
革
論
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
た

い
。
共
産
党
の
シ
ン
パ
や
そ
れ
に
近
い
人
が
共
産
党
改
革
論
を
闘
わ

せ
て
い
る
。
要
点
を
絞
る
。
中
北
浩
爾
は
、
①
イ
タ
リ
ア
共
産
党
型

の
社
民
主
義
へ
の
転
換
②
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
特
化33

、
を

提
言
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
無
理
と
考
え
る
が
、「
外
交
安

保
政
策
に
つ
い
て
現
実
化
を
進
め
な
け
れ
ば
政
権
を
担
う
こ
と
は
で

き
な
い34

」
と
い
う
の
は
、ま
さ
に
正
鵠
を
射
て
い
る
。
佐
藤
優
は
「
労

農
派
化
を
図
っ
て
い
る35

」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
的
外
れ
。
労
農
派
化

と
は
、
一
段
階
革
命
路
線
で
、
か
つ
て
の
左
社
綱
領
の
よ
う
に
「
社

会
主
義
化
」「
国
有
化
」「
社
会
化
」
と
な
る
。
そ
ん
な
政
党
が
国
民

に
相
手
に
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
共
産
党
内
で
話
題
を
惹
起

し
た
鈴
木
元
は
、
も
っ
と
大
胆
な
提
案
だ
。「
北
欧
型
福
祉
国
家
」

化
な
ど
で
、
か
つ
て
の
民
社
党
化
だ36

。
筆
者
の
見
込
み
は
、「
第
二

社
会
党
化
」。
護
憲
・
改
憲
闘
争
が
最
後
の
決
戦
場
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
か
つ
て
の
民
社
党
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
民
社
党
は
、

世
間
の
予
想
に
反
し
て
、
自
民
党
と
の
連
立
は
な
か
っ
た
。
民
社
党

は
、
連
立
政
権
待
望
時
代
に
、
連
立
政
権
の
条
件
を
一
九
九
二
年
の

党
大
会
で
決
め
て
い
る
。
四
条
件
だ
。「
自
衛
隊
、安
保
、日
韓
条
約
」

の
堅
持
と
「
原
子
力
推
進
」
だ
。
こ
れ
が
一
九
九
三
年
の
細
川
連
立

政
権
の
ベ
ー
ス
に
な
る
。
そ
の
前
に
、
一
九
七
九
年
十
二
月
の
公
明

党
と
の
連
立
政
権
構
想
で
は
、
公
明
党
が
、
こ
れ
を
容
認
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
公
明
党
は
翌
一
月
に
社
会
党
も
連
立
政
権
構
想
を
ま
と
め

発
表
し
た
の
に
は
驚
い
た
。
二
股
を
か
け
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
は
、

安
保
は
「
解
消
め
ざ
す
」、
自
衛
隊
は
「
縮
小
、
改
組37

」
だ
っ
た
。

５
．
ゆ
が
み
の
原
因
は
何
か

最
後
に
、こ
の
防
衛
政
策
の
ゆ
が
み
の
原
因
は
何
か
。
そ
の
現
状
、

原
因
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。

日
本
の
国
防
政
策
は
歪
ん
で
い
る
。
象
徴
的
な
こ
と
は
、
ま
ず
、

国
民
の
低
い
国
防
意
識
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
も
あ
り
、
国
民
の
国
防
意
識
は
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日
米
安
保
や
自
衛
隊
を
必
要
と
考

え
る
国
民
は
八
―
九
〇
％
。
自
衛
隊
の
増
強
に
つ
い
て
も
そ
う
。
改

憲
の
支
持
も
過
半
数
を
上
回
る
。
と
こ
ろ
が
九
条
改
正
に
絞
れ
ば
、

よ
く
分
ら
な
く
な
る
。
深
刻
な
の
は
、
国
民
の
国
防
意
識
。「
国
の
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た
め
に
戦
い
ま
す
か
」
と
い
う
世
界
調
査38

に
よ
れ
ば
、
日
本
は
一
三

％
と
異
常
に
低
く
世
界
最
低
水
準
で
あ
る
。
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
率

も
〇
・
〇
一
％
と
最
低
。
隣
国
韓
国
は
、
北
の
脅
威
で
三
〇
〇
％
の

設
置
率
と
言
わ
れ
る
。
憲
法
に
軍
隊
規
定
が
な
い
国
。
各
論
で
も
、

陸
上
イ
ー
ジ
ス
配
備
に
秋
田
県
は
反
対
。
沖
縄
先
島
へ
の
自
衛
隊
配

備
増
強
に
も
反
対
運
動
が
う
る
さ
い
。

こ
う
し
た
原
因
は
何
か
。
い
ま
だ
敗
戦
後
遺
症
か
。
日
米
安
保
依

存
症
か
。
そ
れ
だ
け
で
な
い
よ
う
だ
。
左
翼
や
マ
ス
コ
ミ
の
反
戦〝
平

和
教
育
〟
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
も
習
体
制
の
も
と
で
、「
愛
国
教

育
」
の
強
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
日
本
で
は
中
学
歴
史
教
科

書
を
み
て
も
、
自
由
社
の
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
な
ど
が
、
頑
張

っ
て
、
い
ま
や
「
従
軍
慰
安
婦
」
な
ど
悪
宣
伝
を
除
去
し
た
が
、
ま

だ
ま
だ
。八
社
の
教
科
書
で
、左
翼
教
育
に
お
か
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

自
由
社
と
育
鵬
社
の
二
社
の
み
。
旧
社
会
党
系
の
「
平
和
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
の
中
心
部
隊
は
、日
教
組
と
自
治
労
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
「
平

和
教
育
」
が
重
点
活
動
と
な
る
。〝
自
虐
〟〝
反
戦
〟
教
育
が
再
生
産

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
報
道39

な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
偏
向
の

影
響
も
大
き
い
。
教
育
現
場
で
の
こ
の
地
上
戦
に
、
さ
ら
に
情
報
の

空
中
戦
に
勝
た
ね
ば
、
改
憲
に
む
す
び
つ
く
健
全
な
国
防
意
識
の
形

成
は
容
易
で
な
か
ろ
う
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
。

1　

本
年
（
二
〇
二
四
）
五
月
八
日
参
議
院
憲
法
審
査
会
で
立
憲
国
民
党
筆
頭

幹
事
の
辻
元
清
美
議
員
は「
国
会
議
員
が
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
規
範（
憲
法
）

を
変
え
る
資
格
が
あ
る
の
か
」
と
発
言
（
朝
日
新
聞
五
・
九
）

2　

ヨ
ネ
ス
ク
・
デ
マ
ダ
リ
ア
ー
ガ
著
の
『
反
対
党
の
研
究
』（
未
来
社
）
が
あ
る
。

3　

内
田
満
『
政
治
学
入
門
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
七
五
―
七
六
頁

4　

同
上
、
八
〇
―
八
一
頁

5　

内
田
満
『
政
治
を
め
ざ
す
人
の
た
め
の
政
治
学
十
二
章
』
ブ
レ
ー
ン
出
版
、

二
〇
〇
四
年
、
七
二
頁

6　

内
田
満
『
入
門
』、
八
四
頁

7　

週
刊
社
会
新
聞
一
九
六
〇
・
二
・
九

8　

朝
日
新
聞
の
太
田
博
夫
記
者
は
「
当
時
の
朝
日
は
、
～
と
り
わ
け
社
会
党

の
現
実
的
な
国
民
政
党
へ
の
脱
皮
を
望
ん
で
い
た
よ
う
だ
」（
一
九
八
〇
・ 

三
・
二
一
「
週
刊
民
社
」）
と
述
懐
。

9　

粟
屋
憲
太
郎
『
昭
和
の
政
党
』
小
学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
六
八
頁
に
よ

れ
ば
「
三
井
の
政
友
会
、
三
菱
の
憲
政
党
（
民
政
党
）」「
安
田
、
住
友
ら
も

政
友
会
系
」

10　
『
村
山
富
市
回
顧
録
』
薬
師
寺
克
行
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、

二
〇
〇
頁
、
一
八
〇
頁

11　

高
木
郁
朗
『
戦
後
革
新
の
墓
碑
銘
』
旬
報
社
、
二
〇
二
一
年
、
七
五
頁

12　

拙
著
『〝
革
新
〟
と
国
防
』
桜
町
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
五
一
―
五
二
頁

13　

拙
稿
「
社
会
党
は
本
当
に
変
わ
っ
た
の
か
」（
週
刊
民
社
一
九
九
四 

・
九
・

一
六
）

14　

船
橋
成
幸
「
い
ま
の
党
に
問
い
た
い
こ
と
」『
わ
れ
ら
回
想
の
〝
三
宅
坂
〟』
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（
社
会
党
本
部
書
記
局
Ｏ
Ｂ
会
）、
一
九
九
八
年
、
九
〇
―
九
四
頁

15　

同
上

16　

志
位
和
夫
『
新
・
綱
領
教
室
（
下
）
―
二
〇
二
〇
年
改
定
綱
領
を
踏
ま
え
て
』

新
日
本
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
、
四
七
頁

17　

佐
瀬
昌
盛
『
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
』
文
春
新
書
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
頁
、
六
〇

頁
18　

読
売
新
聞
一
九
五
一
・
三
・
二
、
前
掲
拙
著
『〝
革
新
〟
と
国
防
』
八
二
―

八
三
頁

19　

同
上
、
九
〇
頁

20　

六
月
二
十
一
日
の
暫
定
結
果
で
一
八
・
八
九
％
、
一
三
六
議
席
確
保
（
前
回

比
三
議
席
減
）

21　

曽
祢
益
『
私
の
メ
モ
ア
ー
ル
』
日
刊
工
業
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
、

二
二
〇
頁

22　

民
社
研
編
『
民
主
社
会
主
義
事
典
』（
学
習
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
〇
）
一
九
六
七 

年
、
四
一
頁

23　

江
田
三
郎
『
新
し
い
政
治
を
目
指
し
て
』
日
本
評
論
社
、
一
九
七
七
年
、

五
七
頁

24　
「
社
会
民
主
党
宣
言
」（
二
〇
〇
六
・
二
・
十
二
）
で
「
社
会
民
主
主
義
こ
そ

次
代
の
担
い
手
で
あ
り
、
世
界
史
の
流
れ
」
と
い
い
「
非
武
装
の
日
本
を
め

ざ
し
」「
安
保
は
、
最
終
的
に
平
和
友
好
条
約
へ
転
換
」
と
あ
る
。

25　
「
月
刊
社
会
党
臨
時
増
刊
・
結
党
五
十
周
年
、
社
会
党
の
足
跡
」

26　

原
彬
久
『
戦
後
史
の
な
か
の
日
本
社
会
党
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、

三
四
〇
―
三
四
一
頁

27　

同
上
、
三
四
九
頁

28　

高
木
前
掲
書
、
一
六
五
頁

29　

河
野
康
子
『
日
本
の
歴
史
24 

戦
後
と
高
度
成
長
の
終
焉
』
講
談
社
、

二
〇
一
〇
年
、
二
六
四
頁

30　

大
原
社
研
編
『
無
産
政
党
の
命
運
―
日
本
の
社
会
民
主
主
義
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
二
四
年
の
終
章
で
有
馬
学
は
「
社
会
党
的
な
も
の
」
を
特
記

し
て
い
る
。

31　

宮
本
顕
治
『
日
本
革
命
の
展
望
』
新
日
本
出
版
、
一
九
七
一
年
、
二
五
頁

32　
「
日
本
共
産
党
の
民
主
連
合
政
府
綱
領
に
つ
い
て
の
提
案
」
一
九
七
三
・
一
一

で
、「
革
新
三
目
標
」
の
第
一
で
「
日
米
軍
事
同
盟
と
手
を
切
り
、
日
本
の
中

立
を
は
か
る
」

33　

中
北
浩
爾
『
日
本
共
産
党
』
中
公
新
書
、
二
〇
二
二
年
、
四
〇
一
―

四
〇
二
頁

34　

中
北
浩
爾
「
自
己
改
革
で
日
本
政
治
の
ゲ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
に
」『
希

望
の
共
産
党
』
あ
け
び
書
房
、
二
〇
二
三
年
、
五
二
頁

35　

佐
藤
優
『
日
本
共
産
党
の
１
０
０
年
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
二
二
年
、

一
〇
九
頁

36　

鈴
木
元
『
志
位
和
夫
委
員
長
へ
の
手
紙
』
か
る
が
も
出
版
、
二
〇
二
三
年
、

二
〇
二
頁

37　
「
社
会
党
と
公
明
党
の
連
合
政
権
合
意
」（
一
九
八
〇
・
一
・
一
〇
）
で
は
「
安

保
解
消
を
め
ざ
し
」「
自
衛
隊
は
、
縮
小
・
改
組
を
検
討
す
る
」。
こ
れ
に
対
し
、

民
社
党
・
公
明
党
の
合
意
（
一
九
七
九
・
一
二
・
六
）
で
は
「
安
保
、
当
面
存
続
」

「
自
衛
隊
、
保
持
」
だ
。

38　

世
界
価
値
観
調
査
、
二
〇
二
二
年

39　

例
え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講
座
「
日
本
史
」
の
「
太
平
洋
戦
争
」
で
は
、
高
校

生
ら
に
一
方
的
に
「
戦
争
だ
け
は
お
こ
し
て
は
成
り
ま
せ
ん
ね
」
と
言
わ
せ

て
い
る
（
二
〇
二
四
年
一
月
三
十
一
日
放
映
）。
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1
、
は
じ
め
に

本
稿
は
日
本
か
ら
の
解
放
（
ソ
連
に
よ
る
占
領
）
以
降
一
九
八
〇

年
代
ま
で
の
北
朝
鮮
に
よ
る
対
南
・
対
日
工
作
と
挑
発
活
動
を
中
心

に
概
観
し
、
北
朝
鮮
と
い
う
国
家
の
本
質
の
一
端
を
導
き
出
そ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

対
外
、
と
り
わ
け
敵
対
国
に
対
す
る
情
報
・
工
作
活
動
は
一
般
に

ど
の
国
で
も
行
う
こ
と
で
あ
り
、
北
朝
鮮
の
特
徴
は
工
作
機
関
に
よ

る
外
国
の
一
般
民
間
人
の
拉
致
で
あ
る
。
特
別
な
目
的
で
相
手
国
の

要
人
等
を
拉
致
す
る
の
は
例
え
ば
パ
ナ
マ
侵
攻
の
と
き
一
九
九
〇
年

一
月
に
米
国
が
行
っ
た
ノ
リ
エ
ガ
将
軍
拉
致
を
は
じ
め
公
然
・
非
公

然
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
一
般
民
間
人
を
個
別
に
工
作
機
関
が
拉
致

す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
類
例
を
見
な
い
。
も
ち
ろ
ん
非
公
然
の
ケ
ー

ス
が
多
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
筆
者
が
知
ら
な
い
だ
け
か
も
し
れ
な
い

が
、
少
な
く
と
も
長
期
間
か
つ
大
規
模
に
行
っ
た
と
い
う
意
味
で
は

北
朝
鮮
だ
け
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
拉
致
が
果
し
て
何
の
効
果
を

求
め
て
行
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
述
す
る
一
九
六
八
年
一
月
二
十
一
日
の
韓
国
大
統
領
官

邸
襲
撃
未
遂
事
件
や
同
年
十
～
十
一
月
の
東
海
岸
へ
の
ゲ
リ
ラ
浸
透

事
件
を
は
じ
め
北
朝
鮮
の
様
々
な
挑
発
・
工
作
活
動
を
見
て
も
、
い

か
な
る
戦
略
の
も
と
に
行
わ
れ
た
の
か
、
理
解
に
窮
す
る
事
案
が
少

な
く
な
い
。
こ
の
点
は
挑
発
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
朝
鮮
戦
争
自
体

に
つ
い
て
も
言
え
る
の
だ
が
、
北
朝
鮮
が
膨
大
な
人
的
・
物
的
資
源

冷
戦
期
に
お
け
る
挑
発
と

工
作
活
動
か
ら
見
る
北
朝
鮮
の
本
質
荒

木

和

博

（
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
教
授

特
定
失
踪
者
問
題
調
査
会
代
表
）
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を
投
下
し
な
が
ら
効
果
が
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
（
と
い
う
よ
り

期
待
し
て
い
な
い
）
挑
発
・
工
作
活
動
を
続
け
た
理
由
は
何
だ
っ
た 

の
か
。

こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
。
北
朝
鮮
の
挑
発

や
工
作
活
動
は
、
特
に
朝
鮮
戦
争
で
の
休
戦
以
来
本
来
の
国
家
目
標

だ
っ
た
対
南
武
力
統
一
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
元
、
内
向

け
の
体
制
維
持
の
手
段
で
あ
り
、
担
当
者
の
上
部
に
対
す
る
忖
度
の

手
段
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
筆
者
自
身
拉
致
問
題

に
関
わ
っ
て
30
年
近
く
、
様
々
な
ケ
ー
ス
を
調
べ
る
中
で
感
じ
て
き

た
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
わ
が
国
の
対
北
政

策
・
拉
致
問
題
へ
の
対
応
も
別
の
視
点
か
ら
検
証
で
き
る
も
の
と
思

う
。2

、
北
朝
鮮
の
政
府
樹
立
と
朝
鮮
戦
争

日
本
の
敗
戦
は
朝
鮮
半
島
に
と
っ
て
解
放
で
は
あ
っ
て
も
独
立
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
解
放
が
朝
鮮
民
族
自
ら
の
意
志
と
力
を
主
た

る
要
因
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
点
は
北
朝
鮮
の

み
な
ら
ず
韓
国
で
も
歴
史
の
中
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
消
し
去
ら
れ
て

い
る
。
特
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
「
民
主
化
」
以
後
、
韓
国
で
は

一
九
一
九
年
の
三
・
一
独
立
運
動
で
上
海
に
逃
れ
た
人
々
が
立
ち
上

げ
た
「
大
韓
民
国
臨
時
政
府
」
が
そ
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
と
す
る
主
張

が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
統
治
時
代
に
お
け
る
朝

鮮
半
島
の
発
展
（
日
本
政
府
が
行
っ
た
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず
当

時
の
朝
鮮
人
が
努
力
し
た
こ
と
も
含
め
）
は
否
定
な
い
し
過
小
評
価

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
韓
国
で
は
今
も
建
国
が
一
九
一
九
年
な
の
か

大
韓
民
国
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
一
九
四
八
年
な
の
か
で
論
争
が
行
わ

れ
て
い
る
状
態
だ
。

そ
れ
で
も
韓
国
の
場
合
は
経
済
学
史
を
専
攻
す
る
学
者
・
研
究
者

な
ど
に
日
本
時
代
の
発
展
を
直
視
す
べ
き
と
い
う
主
張
が
あ
り
、
議

論
の
場
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
北
朝
鮮
は
全
く
の
虚
構
の
上
に
歴
史

を
「
創
造
」
し
、
そ
れ
以
外
の
見
方
を
全
て
排
除
し
て
い
る
。
北
朝

鮮
の
憲
法
前
文
に
は
以
下
の
様
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
金
日
成
同
志
に
お
か
れ
て
は
永
生
不
滅
の
主
体
思
想
を
創
始
せ
ら

れ
、
そ
の
旗
の
下
に
抗
日
革
命
闘
争
を
組
織
領
導
さ
れ
、
栄
光
あ
る

革
命
伝
統
を
お
創
り
に
な
り
祖
国
光
復
の
歴
史
的
偉
業
を
実
現
さ
れ

政
治
・
経
済
・
文
化
・
軍
事
分
野
で
自
主
独
立
国
家
建
設
の
し
っ
か

り
と
し
た
土
台
を
固
め
た
こ
と
に
基
礎
を
置
い
て
朝
鮮
民
主
主
義
人

民
共
和
国
を
創
建
さ
れ
た1

」

解
放
の
と
き
金
日
成
は
三
十
四
歳
の
ソ
連
軍
大
尉
で
あ
り
抗
日
闘
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争
の
業
績
と
言
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
北
朝
鮮
の
公
式

の
歴
史
で
赫
々
た
る
戦
果
と
し
て
特
筆
大
書
し
て
い
る「
普
天
堡（
ポ

チ
ョ
ン
ポ
）
戦
闘
」
で
す
ら
朝
鮮
と
満
州
の
国
境
の
小
さ
な
町
を
襲

撃
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ2

。

そ
の
よ
う
な
経
歴
の
金
日
成
を
北
朝
鮮
の
指
導
者
に
し
た
の
は
ソ

連
共
産
党
書
記
長
ス
タ
ー
リ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
解
放
後
の
北
朝
鮮

に
は
金
日
成
を
は
じ
め
と
す
る
パ
ル
チ
ザ
ン
出
身
で
ソ
連
の
庇
護
を

受
け
て
い
た
グ
ル
ー
プ
以
外
に
朴
憲
永
ら
南
朝
鮮
労
働
党
系
（
解
放

前
朝
鮮
半
島
内
部
で
活
動
な
い
し
潜
伏
し
て
い
た
共
産
主
義
者
を
中

心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
）、
中
国
延
安
を
拠
点
と
し
て
い
た
金
枓
奉
・

崔
昌
益
ら
延
安
派
、
ソ
連
共
産
党
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮
系
ソ
連

人
（
カ
レ
ー
ツ
）
の
許
哥
誼
ら
ソ
連
派
な
ど
の
派
閥
が
あ
っ
た
。
他

派
閥
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
皆
金
日
成
よ
り
年
長
で
闘
争
経
歴
あ
る
い

は
学
歴
に
お
い
て
優
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
当
時
の
金
日
成
の
権
力
は
ソ
連
の
支
持
に
よ
っ
て
の

み
正
統
性
を
保
つ
こ
と
の
で
き
る
脆
い
も
の
で
あ
り
、
生
き
残
る
た

め
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
実
績
が
必
要
だ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
統
一
の
実
現
で
あ
る
。
し
か
し
金
日
成
に

と
っ
て
最
大
の
実
績
作
り
を
目
指
し
た
朝
鮮
戦
争
は
逆
に
朝
鮮
半
島

の
分
断
を
固
定
化
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
固
定
化
の
中
で
対
南
挑
発
・

工
作
活
動
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

金
日
成
の
第
一
の
錯
誤
・
米
国
は
参
戦
し
な
い

北
朝
鮮
主
導
の
統
一
を
実
現
す
る
た
め
の
最
大
の
障
害
は
米
軍
の

介
入
で
あ
っ
た
。
金
日
成
は
こ
の
最
重
要
の
問
題
で
判
断
を
誤
る
。

一
九
四
八
年
ソ
連
軍
の
撤
退
に
続
い
て
在
韓
米
軍
も
一
九
四
九
年
に

撤
退
す
る
が
、
両
者
で
大
き
く
異
な
る
の
は
ソ
連
軍
が
当
時
最
新
型

の
兵
器
を
残
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
米
軍
は
重
砲
・
戦
車
等
の
い

わ
ゆ
る
重
火
器
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
米
国
は
第
二

次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
招
集
し
て
い
た
兵
士
も
復
員
が
進
ん
で
い

た
時
期
で
、「
北
進
統
一
」
を
呼
号
し
て
い
た
李
承
晩
大
統
領
に
引

き
ず
ら
れ
て
朝
鮮
半
島
で
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て

い
た
。
結
果
的
に
は
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と

が
逆
に
朝
鮮
半
島
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
金
日
成
に
開
戦
の
決
断

を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
当
時
は
そ
こ
に
は
思
い
至
っ
て
い

な
か
っ
た
。
米
国
に
と
っ
て
朝
鮮
半
島
は
、
極
論
す
れ
ば
ど
う
で
も

良
い
地
域
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
、「
ど
う
で
も
良
い
地
域
」
と
い
う
米
国
の
認
識
に
韓
国
が

翻
弄
さ
れ
て
き
た
の
は
当
然
な
が
ら
、
当
の
米
国
も
大
き
な
負
担
を

抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
朝
鮮
戦
争
開
戦
の
年
で
あ
る
一
九
五
〇
年
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一
月
、
当
時
の
デ
ィ
ー
ン
・
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
の
明
ら
か
に
し

た
米
国
単
独
の
防
衛
線
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
チ
ソ
ン
・
ラ
イ
ン
」
で
は

朝
鮮
半
島
は
除
外
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
（
も
ち
ろ
ん
時
期
的
に
考

え
れ
ば
こ
の
時
点
で
す
で
に
開
戦
準
備
の
最
終
段
階
で
あ
っ
た
ろ
う

が
）
明
ら
か
に
金
日
成
の
背
中
を
押
す
こ
と
と
な
っ
た
。

韓
国
軍
に
重
火
器
を
供
与
せ
ず
、
単
独
防
衛
線
か
ら
朝
鮮
半
島
を

除
外
し
た
こ
と
で
金
日
成
は
南
侵
を
し
て
も
米
国
は
参
戦
し
な
い
と

い
う
確
信
を
持
ち
、
そ
の
確
信
に
対
し
て
最
終
的
に
は
ス
タ
ー
リ
ン

も
毛
沢
東
も
開
戦
を
同
意
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
ス
タ
ー
リ
ン

は
開
戦
前
に
朝
鮮
人
民
軍
に
い
た
全
て
の
ソ
連
軍
の
軍
事
顧
問
を
本

国
に
帰
還
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
開
戦
し
た
場
合
捕
虜
に
な
り
、
ソ

連
が
参
戦
し
た
と
し
て
米
国
に
攻
撃
を
受
け
る
可
能
性
を
考
慮
し
た

も
の
だ
っ
た
。
ソ
連
に
と
っ
て
も
ま
た
、
朝
鮮
半
島
は
対
米
戦
を
覚

悟
し
て
守
る
程
の
価
値
の
な
い
「
ど
う
で
も
良
い
地
域
」
だ
っ
た
と

言
え
る
の
だ
ろ
う3

。
こ
の
点
は
北
朝
鮮
が
国
境
の
大
部
分
を
接
す
る

中
国
と
は
全
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

現
実
に
は
開
戦
直
後
米
国
政
府
は
参
戦
を
決
断
し
、
さ
ら
に
国
連

安
保
理
で
ソ
連
が
欠
席
し
て
い
る
の
を
利
用
し
て
国
連
軍
の
派
遣
を

決
定
す
る
。
そ
し
て
当
初
奇
襲
に
よ
っ
て
北
朝
鮮
人
民
軍
圧
倒
的
優

勢
の
う
ち
に
進
め
ら
れ
た
戦
争
は
約
一
か
月
で
膠
着
状
態
に
な
り
、

九
月
か
ら
は
国
連
軍
・
韓
国
軍
側
が
攻
勢
に
転
じ
る
。
九
月
十
五
日

の
仁
川
上
陸
作
戦
で
補
給
線
が
分
断
さ
れ
人
民
軍
は
敗
走
を
続
け

る
。
亡
命
政
権
に
な
り
か
か
っ
た
金
日
成
を
救
っ
た
の
は
十
月
下
旬

参
戦
し
た
毛
沢
東
の
中
国
人
民
義
勇
軍
で
あ
っ
た
。

金
日
成
第
二
の
錯
誤
・
南
の
人
民
は
呼
応
す
る

金
日
成
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
対
し
て
南
に
行
け
ば
人
民
は
直
ち
に
呼

応
す
る
と
説
明
し
て
開
戦
へ
の
了
解
を
取
り
付
け
た4

。
し
か
し
南
侵

は
逆
に
南
の
国
民
に
北
朝
鮮
へ
の
敵
対
心
、
恐
怖
心
を
植
え
付
け
、

統
一
を
さ
ら
に
遠
い
と
こ
ろ
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
。

当
時
南
労
党
（
南
朝
鮮
労
働
党
）
系
が
韓
国
内
で
行
っ
て
い
た
様
々

な
工
作
・
破
壊
活
動
は
逐
次
金
日
成
に
報
告
さ
れ
て
い
た
。
大
規
模

な
暴
動
だ
け
で
も
大
邱
暴
動
（
一
九
四
六
年
）・
済
州
島
四・
三
事
件

（
一
九
四
八
年
）・
麗
水
順
天
反
乱
事
件
（
同
）
な
ど
の
大
き
な
暴
動
・

反
乱
事
件
が
起
き
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
小
規
模
の
暴
動
や
テ
ロ
は
さ

ら
に
頻
発
し
て
い
た
が
、
南
労
党
系
と
し
て
は
少
し
で
も
自
分
た
ち

の
地
位
を
高
め
る
た
め
に
報
告
を
過
大
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
金
日

成
か
ら
す
れ
ば
南
侵
し
た
途
端
に
南
の
人
民
が
歓
呼
し
て
迎
え
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
上
部
に
受
け
入
れ
や

す
い
情
報
の
み
が
上
が
っ
て
い
く
こ
と
は
北
朝
鮮
で
な
く
て
も
普
通
に
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見
ら
れ
る
。
朝
鮮
戦
争
で
も
国
連
軍
最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が

中
国
軍
の
参
戦
に
つ
い
て
判
断
を
誤
っ
た
の
も
同
様
の
理
由
で
あ
る
。

南
の
民
情
を
見
誤
っ
た
の
は
最
終
的
に
は
最
高
指
導
者
の
責
任
だ

が
、
金
日
成
は
非
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
金
日
成
は
南
労

党
系
の
リ
ー
ダ
ー
朴
憲
永
を
米
国
の
ス
パ
イ
と
し
て
捕
ら
え
、
休
戦

後
に
処
刑
す
る
。
当
時
勢
力
の
大
き
か
っ
た
南
労
党
系
を
壊
滅
さ
せ

る
目
的
に
加
え
て
、
過
大
な
報
告
で
判
断
を
誤
っ
た
こ
と
に
対
す
る

怨
恨
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。朝
鮮
戦
争
は
現
在
北
朝
鮮
で
は「
帝

国
主
義
者
と
そ
の
傀
儡
の
侵
略
か
ら
祖
国
を
守
っ
た
」
と
し
て
勝
利

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
金
日
成
は
統
一
と
い
う
最
大
の
目
的

は
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
に
よ
っ
て
最
大
の
敵
対
派
閥
を

壊
滅
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

と
こ
ろ
で
朝
鮮
戦
争
前
の
こ
れ
ら
の
暴
動
事
件
は
結
果
的
に
当
時

の
米
軍
政
と
政
府
樹
立
後
は
韓
国
政
府
に
よ
る
摘
発
・
鎮
圧
を
呼
び

込
む
だ
け
で
あ
っ
た
。麗
水
順
天
反
乱
事
件
は
軍
部
隊
の
反
乱
だ
が
、

こ
れ
に
は
特
に
徹
底
し
た
粛
清
が
行
わ
れ
、
結
果
的
に
南
に
お
け
る

共
産
主
義
者
の
活
動
領
域
は
大
き
く
狭
め
ら
れ
た
。
韓
国
に
お
け
る

政
治
外
交
史
の
泰
斗
李
基
澤
・
延
世
大
学
教
授（
故
人
）は
筆
者
に「
朝

鮮
戦
争
が
な
け
れ
ば
韓
国
は
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
語
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
米
軍
も
撤
退
し
、
米
国
が
事
実
上
見
捨
て
た
韓
国
は
放
置
し

て
お
け
ば
自
壊
し
て
北
朝
鮮
に
吸
収
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し

か
し
朝
鮮
戦
争
の
た
め
に
米
国
は
参
戦
し
韓
国
を
支
え
る
こ
と
と
な

り
、
韓
国
民
に
も
反
共
・
自
由
民
主
主
義
の
大
韓
民
国
と
い
う
国
民

国
家
意
識
が
芽
生
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、そ
の
後
の
北
朝
鮮
は
朝
鮮
戦
争
で
目
指
し
た
南
朝
鮮
解
放
・

南
北
統
一
を
基
本
に
金
日
成
の
錯
誤
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
を
方
針
と

し
た
。
す
な
わ
ち
①
再
度
軍
事
侵
攻
し
た
場
合
の
米
軍
参
戦
阻
止
、

②
北
朝
鮮
支
持
者
を
拡
大
し
南
朝
鮮
社
会
の
分
裂
・
混
乱
を
醸
成
す

る
こ
と
、
で
あ
る
。

①
の
た
め
に
必
要
な
の
は
ま
ず
在
韓
米
軍
の
撤
退
と
対
南
武
力
侵

攻
の
際
の
米
軍
の
来
援
（
そ
れ
は
大
部
分
日
本
か
ら
で
あ
ろ
う
）
を

止
め
、
あ
る
い
は
遅
延
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
国
内
で
の
工
作

活
動
は
当
初
こ
れ
を
主
た
る
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
。

②
は
前
述
の
よ
う
に
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
韓
国
民
の
北
朝
鮮
に
対

す
る
敵
愾
心
・
恐
怖
心
を
喚
起
し
て
し
ま
っ
た
た
め
当
初
は
極
め
て

困
難
だ
っ
た
。
そ
こ
で
使
わ
れ
た
の
が
日
本
だ
っ
た
。
日
本
に
は
公

然
と
北
朝
鮮
を
支
援
す
る
朝
鮮
総
聯
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る

日
本
社
会
党
・
総
評
系
労
働
組
合
が
あ
っ
た
。
し
か
も
一
九
七
〇
年

代
ま
で
は
一
九
六
〇
年
・
七
〇
年
の
日
米
安
保
条
約
改
定
反
対
運
動

の
余
波
も
あ
り
左
翼
的
運
動
の
基
盤
は
今
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
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い
ほ
ど
強
か
っ
た
。

ま
た
、
一
九
五
九
年
十
二
月
に
始
ま
る
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
事
業

は
当
時
日
本
国
内
で
は
左
右
を
問
わ
ず
大
部
分
が
支
持
を
し
た
。
渡

っ
た
人
々
か
ら
北
朝
鮮
の
情
報
が
伝
わ
る
に
つ
れ
て
帰
還
者
の
数
は

二
年
後
か
ら
激
減
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
運
動
は
北
朝
鮮

の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
も
効
果
的
だ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
に
望
月
優

子
監
督
の
映
画
「
海
を
渡
る
友
情
」
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
映

画
は
帰
還
事
業
を
美
談
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
文
部
省
推
薦
の
教
育

映
画
だ
っ
た
。
当
時
の
世
相
の
象
徴
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
吉
永
小

百
合
の
主
演
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
「
キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
」（
浦

山
桐
郎
監
督
）、
そ
の
続
編
で
あ
る
一
九
六
五
年
の
「
続
・
キ
ュ
ー

ポ
ラ
の
あ
る
街　

未
成
年
」（
野
村
孝
監
督
）
も
主
題
で
は
な
い
が

帰
還
事
業
を
極
め
て
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
雰
囲
気
は
当
時
を
知
る
者
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な

い
。
正
直
な
と
こ
ろ
一
九
五
六
年
生
ま
れ
の
筆
者
に
も
直
接
の
記
憶

は
な
い
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
「
発
展
す
る
社
会
主
義
国

の
北
朝
鮮
、
暗
い
独
裁
国
家
の
韓
国
」
と
い
う
の
が
日
本
人
の
一
般

的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
に
と
っ
て
極
め
て
追
い
風

と
な
り
、
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
帰
還
事
業
に
よ
っ
て
北
朝
鮮
に

渡
っ
た
親
族
を
持
つ
家
族
を
脅
迫
し
て
北
朝
鮮
の
工
作
活
動
へ
の

「
土
台
」
を
構
築
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
五

年
に
日
本
と
韓
国
は
国
交
正
常
化
を
行
い
、
日
韓
の
関
係
が
強
化
さ

れ
て
い
く
こ
と
は
北
朝
鮮
に
と
っ
て
打
撃
だ
っ
た
が
、
日
本
国
内
の

一
般
世
論
に
関
す
る
限
り
北
朝
鮮
は
優
位
に
立
っ
て
い
た
。

3
、
休
戦
後
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
対
南
挑
発

こ
こ
で
時
代
を
少
し
遡
っ
て
一
九
五
三
年
七
月
二
十
七
日
の
朝
鮮

戦
争
休
戦
後
の
対
南
武
力
挑
発
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。
前
述

の
よ
う
に
金
日
成
は
本
来
の
戦
争
目
的
で
あ
る
南
朝
鮮
解
放
を
達

成
で
き
な
か
っ
た
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ

が
、
結
果
的
に
は
こ
れ
を
逆
に
利
用
し
て
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
だ
っ
た

南
労
党
系
を
粛
清
す
る
。
そ
の
後
一
九
五
六
年
八
月
に
ソ
連
派
・
延

安
派
が
反
旗
を
翻
す
「
八
月
宗
派
事
件
」
で
両
派
を
除
去
、
さ
ら
に

一
九
六
七
～
六
八
年
の
甲
山
派
粛
清
に
よ
っ
て
金
日
成
と
対
立
す
る

派
閥
は
消
滅
し
た
。
こ
の
頃
ま
で
金
日
成
は
国
内
に
お
け
る
基
盤
固

め
に
重
点
を
置
い
て
い
る
が
、そ
の
後
対
南
挑
発
を
活
発
化
さ
せ
る
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
一
九
六
八
年
一
月
二
十
一
日
の
朴
正
熙

韓
国
大
統
領
暗
殺
未
遂
事
件
と
十
一
月
の
東
海
岸
蔚
珍
・
三
陟
へ
の

ゲ
リ
ラ
浸
透
事
件
が
あ
る
。
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前
者
は
三
十
一
人
の
北
朝
鮮
武
装
工
作
員
が
休
戦
ラ
イ
ン
を
超
え

て
大
統
領
官
邸
（
青
瓦
台
）
の
北
、
北
岳
山
ま
で
迫
っ
た
も
の
で
、

二
十
九
人
が
射
殺
、
一
人
が
逃
亡
し
、
一
人
が
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う

事
件
だ
っ
た
。
逮
捕
さ
れ
た
金
新
朝
が
記
者
会
見
の
場
で
浸
透
目
的

を
聞
か
れ
て
「
パ
ク
チ
ョ
ン
ヒ　

モ
ガ
ジ　

タ
ロ　

ワ
ッ
ス
ダ
」（
北

朝
鮮
の
方
言
で
「
朴
正
熙
の
首
を
取
り
に
来
た
」
の
意
）
と
言
っ
た

こ
と
は
休
戦
か
ら
十
五
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
韓
国
民
に
再
度
戦
争

の
恐
怖
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

後
者
は
同
年
十
～
十
一
月
に
日
本
海
側
の
蔚
珍
・
三
陟
に
武
装
工

作
員
約
一
二
〇
名
が
浸
透
し
た
事
件
で
、
目
的
は
韓
国
内
で
の
拠
点

を
作
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
全
て
掃
討
さ
れ
た
。
こ
の

途
中
、
中
部
に
位
置
す
る
江
原
道
平
昌
郡
珍
富
面
の
民
家
に
押
し
入

っ
た
と
き
、
李
承
福
と
い
う
小
学
校
二
年
生
の
男
児
が
「
共
産
党
は

嫌
い
だ
」
と
言
っ
て
殺
害
さ
れ
る5

。

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
事
件
は
当
時
韓
国
民
の
北
朝
鮮
へ
の
反
発
を

強
め
た
だ
け
で
、
北
朝
鮮
か
ら
見
た
場
合
ど
の
よ
う
な
戦
略
が
あ
っ

た
の
か
は
見
え
て
こ
な
い
。
前
者
は
た
と
え
大
統
領
暗
殺
に
成
功
し

て
も
そ
の
混
乱
に
乗
じ
て
人
民
軍
が
南
侵
す
る
と
い
っ
た
計
画
は
存

在
せ
ず
、
後
者
も
武
装
工
作
員
の
大
規
模
な
侵
入
で
拠
点
が
築
け
る

と
本
当
に
判
断
し
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
。

こ
の
浸
透
に
対
し
韓
国
は“T

it for T
at”

、
つ
ま
り
同
じ
こ
と
を

や
り
返
す
戦
術
を
と
っ
た
。
軍
籍
の
な
い
人
間
を
訓
練
し
て
北
朝
鮮

に
送
り
込
み
破
壊
工
作
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
北
派
工
作
員
」
で
あ

る
。
軍
籍
が
あ
る
人
間
を
使
え
ば
休
戦
協
定
違
反
に
な
る
た
め
、
あ

え
て
使
い
捨
て
用
の
部
隊
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
韓
国
映
画
「
シ
ル

ミ
ド
」
の
題
材
と
な
っ
た
空
軍
六
八
四
部
隊
は
、
映
画
自
体
は
誇
張

さ
れ
て
い
る
も
の
の
実
在
し
た
部
隊
で
あ
っ
た
。

多
く
の
北
派
工
作
員
は
韓
国
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

北
朝
鮮
の
挑
発
を
抑
止
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
国
際
情
勢
の
変
化
も

あ
り
北
朝
鮮
側
は
韓
国
と
の
話
し
合
い
に
応
じ
る
よ
う
に
な
り
、
南

北
の
密
使
往
来
を
経
て
一
九
七
二
年
七
月
四
日
に
相
互
不
可
侵
・
誹

謗
中
傷
の
中
止
を
謳
っ
た
南
北
共
同
宣
言
の
発
表
に
至
る
。

結
果
的
に
は
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
挑
発
は
人
命
の
損
耗
と
資

源
の
浪
費
、
そ
し
て
韓
国
の
北
朝
鮮
へ
の
警
戒
心
増
大
以
外
何
の
成

果
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た
と
言
え
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
冷
戦
期
に
限
定
し
た

が
、
例
え
ば
そ
れ
以
降
の
代
表
的
な
挑
発
、
二
〇
〇
二
年
の
第
二
延

坪
海
戦
や
二
〇
一
〇
年
の
天
安
撃
沈
・
延
坪
島
砲
撃
戦
な
ど
も
何
の

戦
略
も
見
え
て
こ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
結
局
は
そ
れ
が
北
朝
鮮
の
工

作
・
挑
発
活
動
の
本
質
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
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■
対
日
工
作

な
お
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
日
本
人
拉
致
や
日
本
へ
の
工
作
員
浸
透

も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
な
事
件
三
件
の
み
述
べ
て
お

き
た
い
。

①
木
村
か
ほ
る
失
踪

特
定
失
踪
者
（
拉
致
の
可
能
性
の
あ
る
失
踪
者
）
の
う
ち
一
九
六
〇

年
二
月
二
十
七
日
秋
田
市
の
日
赤
高
等
看
護
学
院
寮
を
出
た
ま
ま
失

踪
し
た
看
護
学
生
木
村
か
ほ
る
（
当
時
二
十
一
歳
）
は
北
朝
鮮
で
の

複
数
の
目
撃
証
言
が
あ
り
、
特
定
失
踪
者
問
題
調
査
会
で
「
拉
致
濃

厚
」
と
し
て
い
る
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。
木
村
の
場
合
、
失
踪
状
況

か
ら
し
て
突
然
に
襲
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
周
辺
に
工
作
員
な

い
し
協
力
者
が
い
て
お
び
き
出
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

②
能
代
事
件

一
九
六
三
年
四
月
と
五
月
に
秋
田
県
能
代
市
の
海
岸
に
各
一
名
、

合
計
二
名
の
工
作
員
の
遺
体
と
武
器
・
工
作
資
金
や
水
中
ス
ク
ー
タ

ー
な
ど
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
侵
入
に
失
敗
し
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
。

③
寺
越
事
件

能
代
事
件
の
直
後
、
一
九
六
三
年
五
月
十
二
日
に
能
登
半
島
西
岸

の
高
浜
漁
港
を
出
港
し
た
漁
船
に
乗
っ
て
い
た
寺
越
昭
二
・
寺
越
外

雄
・
寺
越
武
志
の
三
人
が
工
作
船
と
遭
遇
し
、
少
な
く
と
も
外
雄
と

武
志
は
北
朝
鮮
に
拉
致
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
（
昭
二
は
そ
の
場
で
殺

害
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
北
朝
鮮
当
局
は
北
朝
鮮
で
死
亡
し
た

と
し
て
い
る
）。
な
お
、
寺
越
外
雄
は
一
九
九
四
年
に
北
朝
鮮
の
亀
城

市
で
死
亡
し
た
と
さ
れ
る
が
寺
越
武
志
は
現
在
も
平
壌
に
住
ん
で
日

本
の
家
族
と
連
絡
を
と
っ
て
お
り
、
拉
致
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

が
日
本
政
府
は
家
族
の
意
向
を
理
由
に
拉
致
認
定
を
し
て
い
な
い
。

事
件
は
偶
然
の
出
会
い
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
単
に
発
覚
を

恐
れ
て
と
い
う
こ
と
な
ら
殺
害
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
り
、
少
な
く

と
も
2
人
を
生
き
た
ま
ま
連
れ
て
行
く
と
い
う
の
は
当
時
か
ら
拉
致

が
通
常
の
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
件
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
一
九
五
九
年
に
帰
還
事
業
が

始
ま
り
、
一
九
六
五
年
に
は
日
韓
国
交
正
常
化
が
実
現
す
る
と
い
う

状
況
の
中
、北
朝
鮮
か
ら
の
工
作
活
動
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
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4
、
一
九
七
〇
年
代　
日
本
と
の
関
係
性
に
お
け
る
工
作
活
動

前
述
の
よ
う
に
一
九
七
二
年
七
月
四
日
、
韓
国
と
北
朝
鮮
の
政
府

は
突
然
共
同
声
明
を
発
表
す
る
。
こ
の
時
期
は
概
ね
南
北
の
経
済
力

が
均
衡
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
日
本
時
代
の
イ
ン
フ
ラ
に

恵
ま
れ
て
い
た
北
朝
鮮
の
経
済
力
が
高
く
、
そ
の
後
は
韓
国
の
経
済

発
展
に
よ
り
格
差
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
経
済
的
に
は
対
等
な
統
一

を
す
る
と
な
れ
ば
こ
の
と
き
し
か
な
か
っ
た
が
、
経
済
以
外
の
要
因

は
全
て
が
そ
れ
を
否
定
し
て
い
た
。

共
同
声
明
に
基
づ
い
て
北
と
南
で
行
わ
れ
た
赤
十
字
会
談
を
通
じ

南
北
双
方
は
相
手
側
へ
の
脅
威
を
さ
ら
に
感
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

韓
国
側
は
北
朝
鮮
の
一
糸
乱
れ
ぬ
統
制
に
驚
き
、
北
朝
鮮
側
は
韓
国

の
経
済
発
展
に
驚
い
た
。そ
の
後
南
北
の
関
係
は
悪
化
し
続
け
る
が
、

相
手
側
へ
の
脅
威
が
最
高
指
導
者
へ
の
権
力
集
中
を
も
た
ら
し
た
の

は
双
方
に
と
っ
て
「
成
果
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち

韓
国
は
こ
の
年
十
月
に
憲
法
改
正
を
行
い
大
統
領
へ
の
権
限
を
集
中

さ
せ
、
終
身
執
権
を
可
能
に
す
る
「
維
新
体
制
」
を
確
立
し
た
。
北

朝
鮮
は
翌
十
一
月
に
憲
法
改
正
を
し
て
そ
れ
ま
で
の「
首
相
」を「
主

席
」
に
し
た
。

■
金
大
中
事
件

以
後
南
北
の
対
立
は
深
ま
る
が
一
九
七
三
年
八
月
八
日
に
韓
国
の

野
党
政
治
家
金
大
中
が
東
京
都
内
の
ホ
テ
ル
か
ら
拉
致
さ
れ
五
日
後

に
ソ
ウ
ル
の
自
宅
近
く
で
解
放
さ
れ
た
「
金
大
中
事
件
」
は
日
韓
関

係
を
決
定
的
に
悪
化
さ
せ
た
。
逆
に
北
朝
鮮
に
と
っ
て
は
（
あ
く
ま

で
相
対
的
に
で
は
あ
る
が
）
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
寄
与
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
七
〇
年
の
安
保
条
約
改
定
反
対
闘
争
、
い
わ
ゆ
る
「
七
〇
年

安
保
」
は
終
わ
っ
て
い
た
が
日
本
の
社
会
全
体
に
は
ま
だ
左
翼
的
風

潮
が
強
く
、
朝
鮮
総
聯
も
強
い
組
織
力
を
持
っ
て
お
り
北
朝
鮮
は
韓

国
よ
り
好
感
度
が
高
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
韓
国
が
日
本
か
ら

野
党
政
治
家
を
拉
致
し
た
わ
け
だ
か
ら
国
民
の
怒
り
は
大
き
く
、
さ

ら
に
自
ら
の
縄
張
り
を
荒
ら
さ
れ
た
警
察
は
韓
国
政
府
・
中
央
情
報

部
に
対
し
て
強
い
嫌
悪
感
を
持
っ
た
。
こ
の
後
日
韓
の
治
安
当
局
の

関
係
は
一
時
断
絶
状
態
に
な
っ
た
。

こ
の
事
件
の
真
相
に
つ
い
て
は
今
で
も
全
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
も
と
も
と
金
大
中
を
嫌
っ
て
い
た
朴
正
熙
に
忖

度
し
た
中
央
情
報
部
長
李
厚
洛
の
指
示
で
行
わ
れ
た
と
い
う
の
が
最

も
適
切
な
見
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
実
問
題
と
し
て
当
時
金
大

中
に
は
朝
鮮
総
聯
ル
ー
ト
な
い
し
北
朝
鮮
か
ら
直
接
の
ア
プ
ロ
ー
チ
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が
な
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
拉
致
さ
れ
る
直
前
に
は
韓
国
メ
デ
ィ
ア

の
特
派
員
す
ら
会
え
な
い
状
況
だ
っ
た6

。

も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
中
央
情
報
部
の
関
知
す
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
封
鎖
す
る
と
い
う
大
義
名
分
も
あ
っ
た

ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
朴
正
熙
の
後
継
者
を
目
指
し
て
い
た
李
厚
洛

の
権
力
欲
も
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
的
に
は
こ
の

事
件
に
よ
っ
て
金
大
中
は
国
際
的
に
知
名
度
を
得
て
「
民
主
化
の
ヒ

ー
ロ
ー
」
に
祭
り
上
げ
ら
れ
、
一
方
で
朴
正
熙
は
独
裁
者
と
し
て
批

判
の
対
象
と
な
っ
た
。
膨
大
な
労
力
を
か
け
て
結
果
は
逆
効
果
に
終

わ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
北
朝
鮮
の
工
作
活
動
と
似
た
側
面
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

■
文
世
光
事
件

一
九
七
四
年
八
月
十
五
日
、北
朝
鮮
工
作
員
に
包
摂
さ
れ
渡
韓
し
、

ソ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
た
光
復
節
（
解
放
記
念
日
）
の
式
典
会
場
に
紛

れ
込
ん
で
い
た
在
日
韓
国
人
青
年
文
世
光
が
朴
正
熙
大
統
領
を
狙

撃
、
大
統
領
は
演
壇
に
身
を
隠
し
て
難
を
逃
れ
た
も
の
の
隣
り
に
い

た
陸
英
修
夫
人
が
撃
た
れ
死
亡
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
強
面

の
大
統
領
と
好
対
照
の
笑
顔
で
国
民
の
親
し
み
を
集
め
て
い
た
「
国

母
」
が
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
在
日
の
青
年
に
殺
害
さ
れ
た
事
件
は

韓
国
社
会
に
は
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。

狙
撃
に
使
わ
れ
た
拳
銃
は
大
阪
市
内
の
交
番
か
ら
盗
ま
れ
た
も
の

だ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
日
本
に
対
す
る
反
発
が
強
ま
る
の
は
当
然

だ
が
、
事
件
か
ら
二
週
間
後
、
八
月
二
十
九
日
の
参
議
院
内
閣
委
員

会
で
社
会
民
主
連
合
の
田
英
夫
参
議
院
議
員
か
ら
「
北
朝
鮮
の
武
力

的
な
軍
事
的
な
脅
威
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
日
本
政
府
は
お
考
え

に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
こ
の
点
を
伺
い
た
い
」
と
聞
か
れ
て

当
時
の
木
村
俊
夫
外
相
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。

「
北
か
ら
の
脅
威
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
南

の
方
が
判
断
す
べ
き
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、日
本
政
府
と
し
て
は
、

現
在
客
観
的
に
そ
う
い
う
事
実
は
な
い
と
、
こ
う
い
う
判
断
を
し
て

お
り
ま
す
」

こ
の
答
弁
は
ま
さ
に
火
に
油
を
注
ぐ
も
の
だ
っ
た
。
ソ
ウ
ル
の
日

本
大
使
館
に
は
デ
モ
隊
が
乱
入
し
、
朴
正
熙
は
一
時
国
交
断
絶
も
考

え
た
と
い
う
。
一
九
七
二
年
に
日
中
国
交
正
常
化
が
実
現
し
た
後
、

「
次
は
北
朝
鮮
」
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
こ
と
や
外
相
が
リ
ベ
ラ

ル
志
向
の
木
村
俊
夫
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
北
朝
鮮
は
日
韓
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
の
メ

リ
ッ
ト
を
実
感
し
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
、
こ
の
事
件
も
ま
た
北
朝
鮮
の
意
図
は
戦
略
的
な
も
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の
で
は
な
く
、 

単
に
「
朴
正
熙
を
暗
殺
す
る
」
と
い
う
だ
け
の
こ
と

だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
日
韓
関
係
の
悪
化
と
い
う
北
朝
鮮

に
と
っ
て
予
想
外
の
「
果
実
」
を
も
た
ら
し
た
。

■
工
作
機
関
の
再
編
と
日
本
人
拉
致

一
九
七
〇
年
代
前
半
に
金
正
日
は
金
日
成
の
後
継
者
と
な
り
、 

そ

の
後
少
し
ず
つ
父
親
か
ら
権
力
を
奪
い
取
っ
て
い
く
。
工
作
機
関
を

掌
握
し
た
の
は
一
九
七
六
年
で
あ
り
、
こ
の
時
に
工
作
員
の
敵
区
化

（
現
地
化
）
の
指
示
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
拉
致
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
特
定
失
踪
者
問
題
調
査
会
の
リ
ス
ト
は
一
九
四
八
年

か
ら
あ
り
（
平
本
和
丸
）、
こ
の
ケ
ー
ス
は
引
き
揚
げ
後
北
朝
鮮
に

残
さ
れ
た
母
親
の
遺
骨
を
持
ち
帰
る
た
め
自
ら
北
朝
鮮
に
行
っ
た
可

能
性
も
あ
る
も
の
の
少
な
く
と
も
拉
致
自
体
は
一
九
五
〇
年
代
に
は

始
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
増
え
る
の
は
や
は
り
後
継

者
と
決
ま
っ
た
金
正
日
に
忖
度
し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

■
よ
ど
号
事
件
と
日
本
人
拉
致

日
本
人
拉
致
の
急
増
に
は
北
朝
鮮
側
も
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
事

件
が
関
わ
っ
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
三
月
三
十
一
日
、
九
名
の
共
産

同
赤
軍
派
が
日
本
航
空
機
を
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
よ

ど
号
」
事
件
で
あ
る
。
海
外
に
お
け
る
日
本
革
命
の
拠
点
を
作
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
計
画
自
体
は
杜
撰
な
も
の
だ
っ
た

が
北
朝
鮮
は
犯
人
を
受
け
入
れ
た
。
彼
ら
の
大
部
分
は
北
朝
鮮
に

や
っ
て
き
た
日
本
人
女
性
（
い
わ
ゆ
る
「
よ
ど
号
の
妻
」）
と
結
婚

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
北
朝
鮮
工
作
員
と
し
て
活
動
し
た
。
こ
の
う
ち
森

順
子
と
若
林
佐
喜
子
が
関
わ
っ
た
の
が
石
岡
亨
及
び
松
木
薫
の
拉
致

（
一
九
八
〇
年
）、
八
尾
恵
と
魚
本
（
安
部
）
公
博
が
行
っ
た
の
が
有

本
恵
子
拉
致
（
一
九
八
三
年
）
で
あ
る
。

自
ら
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
し
て
ま
で
や
っ
て
き
た
日
本
人
を
北
朝
鮮
側

は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
ど
号
グ
ル
ー
プ
関
係
者
だ

け
が
住
む
「
日
本
人
村
」
を
作
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
生
活
を
保
障

し
て
き
た
こ
と
だ
け
考
え
て
も
利
用
価
値
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
金
日
成
の
周
辺
の
人
間
は
（
も
ち
ろ
ん
金

正
日
も
含
め
）「
偉
大
な
首
領
様
を
慕
っ
て
日
本
人
が
や
っ
て
き
た
」

と
金
日
成
に
伝
え
た
ろ
う
。
あ
く
ま
で
推
測
で
は
あ
る
が
、「
金
日

成
同
志
は
世
界
に
無
比
の
偉
人
で
あ
り
、
主
体
思
想
は
最
高
の
思
想

で
あ
る
。
従
っ
て
ど
の
よ
う
な
や
り
方
で
あ
れ
連
れ
て
き
さ
え
す
れ

ば
皆
従
い
、
幸
せ
に
な
る
」
と
い
う
発
想
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
拉
致
に
関
わ
っ
た
当
事
者
が
本
当
に
信
じ
て

い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
。
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■
金
正
日
が
利
用
し
た
日
本
映
画

上
に
対
す
る
忖
度
と
い
う
意
味
で
は
、
実
は
北
朝
鮮
の
一
九
七
〇

年
代
以
降
の
工
作
活
動
に
お
い
て
、
日
本
映
画
「
陸
軍
中
野
学
校
」

の
果
た
し
た
役
割
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
陸
軍
中
野
学
校
」
は

一
九
六
六
年
か
ら
五
作
が
制
作
さ
れ
た
市
川
雷
蔵
主
演
の
東
映
映

画
。
実
在
し
た
陸
軍
の
諜
報
機
関
を
題
材
に
し
た
ス
パ
イ
映
画
で
あ

り
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
様
々
な
工
作
活
動
に
つ
い
て
は
事
実
と

大
き
く
は
異
な
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る7

。

金
正
日
が
一
九
七
〇
年
代
中
盤
、
工
作
機
関
を
掌
握
す
る
に
あ
た

っ
て
、
事
前
に
工
作
活
動
の
実
績
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
も
ち

ろ
ん
人
事
権
を
握
る
の
だ
か
ら
絶
大
な
力
は
あ
る
の
だ
が
、
具
体
的

に
内
部
を
変
え
て
い
く
た
め
に
は
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
新
機
軸
が
必

要
と
な
る
。
そ
こ
で
使
わ
れ
た
の
が
陸
軍
中
野
学
校
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

映
画
に
強
い
関
心
を
持
つ
金
正
日
に
と
っ
て
そ
れ
を
自
ら
の
ア

ピ
ー
ル
材
料
と
す
る
事
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
逆

に
担
当
者
は
金
正
日
に
忖
度
し
て
こ
の
映
画
を
活
用
し
た
。
実
際

一
九
九
〇
年
に
亡
命
し
た
元
工
作
員
安
明
進
は
筆
者
に
陸
軍
中
野

学
校
の
シ
ー
ン
を
ス
ラ
イ
ド
に
し
た
も
の
が
工
作
員
養
成
期
間
で
あ

る
金
正
日
政
治
軍
事
大
学
の
中
で
使
わ
れ
て
い
た
と
語
っ
て
い
た
。 

拉
致
被
害
者
曽
我
ひ
と
み
も
北
朝
鮮
の
招
待
所
で
こ
の
映
画
を
見
た

と
言
っ
て
い
る
。

特
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
二
作
目
「
雲
一
号
指
令
」（
森
一
生
監
督
）

で
は
村
松
英
子
扮
す
る
芸
者
が
実
は
日
本
人
に
な
り
す
ま
し
た
工
作

員
と
い
う
設
定
で
、
こ
れ
が
工
作
員
の
現
地
化
、
そ
し
て
日
本
人
の

拉
致
と
身
分
を
盗
用
す
る「
背
乗
り
」に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

■
日
本
人
拉
致
の
急
増
も
「
忖
度
」
の
産
物
か

一
九
七
〇
年
代
中
盤
に
金
正
日
は
工
作
機
関
を
掌
握
す
る
が
、
こ

の
時
期
は
日
本
時
代
に
教
育
を
受
け
自
由
に
日
本
語
を
扱
い
ま
た
日

本
人
と
し
て
活
動
で
き
る
工
作
員
が
次
第
に
高
齢
化
し
て
い
っ
た
と

き
だ
っ
た
。
金
正
日
は
工
作
員
現
地
化
の
た
め
に
日
本
人
を
連
れ
て

く
る
よ
う
に
指
示
し
、
担
当
者
は
新
た
な
指
導
者
に
忖
度
す
べ
く
こ

の
時
期
拉
致
が
急
増
す
る
。

例
え
ば
一
九
七
八
年
、
政
府
認
定
拉
致
被
害
者
だ
け
で
も
事
件
は

次
の
よ
う
に
集
中
し
て
い
る
。

⑴ 
六
月
六
日　

神
戸
市
内
か
ら
田
中
実
を
拉
致
（
こ
の
日
成
田

空
港
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
経
由
で
北
朝
鮮
に
）

⑵
六
月
十
二
日　

東
京
都
内
か
ら
田
口
八
重
子
を
拉
致
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⑶
七
月
七
日　

福
井
県
小
浜
市
で
地
村
保
志
・
浜
本
富
貴
江
を 

拉
致

⑷
七
月
三
十
一
日　

新
潟
県
柏
崎
市
で
蓮
池
薫
・
奥
土
祐
木
子
を

拉
致

⑸
八
月
十
二
日　

鹿
児
島
県
吹
上
町
で
市
川
修
一
・
増
元
る
み
子

を
拉
致

⑹
八
月
十
二
日　

新
潟
県
真
野
町
で
曽
我
ミ
ヨ
シ
・
ひ
と
み
を 

拉
致

⑺
八
月
十
五
日　

富
山
県
高
岡
市
で
カ
ッ
プ
ル
の
拉
致
未
遂

こ
の
う
ち
⑴
は
工
作
機
関
「
洛
東
江
」
に
よ
る
事
件
、
⑵
は
工
作

員
李
京
雨
（
通
称
宮
本
明
）
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
⑶
か
ら
⑺
は

全
て
類
似
の
手
口
に
よ
る
複
数
人
の
拉
致
で
あ
り
、
時
期
が
近
接
し

て
い
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
が
別
途
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
（
但
し
移
送
に
使
わ
れ
た
作
戦
部
の
運
用
す
る
工
作
船
は

同
じ
も
の
が
複
数
回
使
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
）。

こ
れ
だ
け
の
集
中
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
当

初
よ
ど
号
グ
ル
ー
プ
を
念
頭
に
日
本
人
工
作
員
を
作
ろ
う
と
し
て
、

そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
田
口
八
重
子
の
よ
う
に
工
作
員
の
養

成
係
に
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
一
つ
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
事
前
の

対
象
者
選
択
や
誘
導
な
い
し
待
ち
伏
せ
と
、
身
柄
確
保
後
の
移
送
、

そ
し
て
工
作
船
の
運
用
な
ど
膨
大
な
労
力
が
か
か
る
。
拉
致
し
た
後

の
教
育
や
、
そ
れ
が
成
功
し
た
と
し
て
運
用
す
る
手
間
を
考
え
る
と

こ
れ
だ
け
の
日
本
人
拉
致
を
行
う
こ
と
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
結

局
は
様
々
な
工
作
機
関
が
金
正
日
の
覚
え
を
め
で
た
く
す
る
た
め
に

無
差
別
に
近
い
拉
致
を
行
っ
た
と
考
え
る
の
が
適
当
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
日
本
と
北
朝
鮮
の
間
は
工
作
船
を
使
う
限
り
作
戦
部
の

業
務
だ
が
、
日
本
国
内
で
の
対
象
者
選
定
や
誘
導
、
待
ち
伏
せ
に
関

し
て
は
各
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ー
ト
を
使
っ
て
行
っ
た
と
推
定
さ

れ
る8

。
こ
の
拉
致
の
集
中
は
⑺
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
こ
と
か
ら
と
り
あ
え

ず
中
止
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
特
定
失
踪
者
で
も
複
数
人
（
カ
ッ
プ

ル
・
夫
婦
・
友
人
）
の
失
踪
は
ほ
と
ん
ど
一
九
七
〇
年
代
に
集
中
し

て
お
り
、
当
時
は
そ
の
よ
う
な
拉
致
が
指
示
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
な
お
拉
致
自
体
こ
の
時
期
に
多
い
と
は
い
え
そ
の
前
も
後

も
続
い
て
お
り
、
こ
れ
は
も
は
や
何
ら
か
の
戦
略
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
く
、
北
朝
鮮
と
い
う
国
家
の
習
性
に
近
い
も
の
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
日
本
の
政
府
認
定
拉
致
被
害
者
の
う
ち
欧
州
で
の
拉
致
を
除

い
た
ケ
ー
ス
の
大
部
分
は
上
記
⑴
～
⑹
な
の
で
日
本
人
に
は
「
海
岸

近
く
で
突
然
襲
わ
れ
て
袋
を
被
せ
ら
れ
て
」
と
い
う
の
が
拉
致
の
典 
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型
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
現
実
に
は
逆
に
こ
の
時
期
の
拉
致
が
特

殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

5
、
一
九
八
〇
年
代　
金
正
日
主
導
に
よ
る
冒
険
主
義
と
孤
立
化

一
九
七
九
年
十
月
二
十
六
日
、
朴
正
熙
は
側
近
で
あ
る
中
央
情
報

部
長
金
載
圭
に
暗
殺
さ
れ
る
。
大
統
領
権
限
代
行
は
憲
法
に
基
づ
き

国
務
総
理
崔
圭
夏
が
就
任
、
そ
の
後
選
挙
を
経
て
崔
圭
夏
は
正
式
に

大
統
領
に
な
る
。
一
九
七
二
年
以
来
非
常
事
態
的
に
自
由
を
制
限
し

て
き
た
「
維
新
体
制
」
の
軛
か
ら
逃
れ
た
韓
国
社
会
は
民
主
化
の
声

が
高
ま
り
、
一
九
六
八
年
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
で
起
き
た
民
主
化
運

動
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
に
な
ぞ
ら
え
て
一
九
八
〇
年
春
は
「
ソ
ウ
ル
の

春
」
と
言
わ
れ
た
時
期
だ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
五
月
十
七
日
、
全
羅
南
道
の
中
心
光
州
市
で
暴

動
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
投
入
さ
れ
た
軍
と
の
衝
突

で
多
数
の
死
傷
者
が
出
た
。
い
わ
ゆ
る
「
光
州
事
件
」
で
あ
る
。
当

時
北
朝
鮮
作
戦
部
の
戦
闘
員
で
あ
っ
た
筆
者
の
友
人
李
相
圭
は
こ

れ
に
介
入
す
る
た
め
の
出
動
待
機
状
態
に
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に

は
早
期
に
鎮
圧
さ
れ
た
た
め
出
動
は
取
り
消
し
に
な
っ
た9

。
前
年

一
九
七
九
年
十
二
月
十
二
日
の
粛
軍
ク
ー
デ
タ
ー
で
権
力
を
掌
握
し

た
当
時
の
保
安
司
令
官
全
斗
煥
は
一
九
八
〇
年
九
月
に
大
統
領
に
就

任
、
そ
の
後
の
韓
国
は
治
安
も
安
定
し
経
済
も
順
調
に
発
展
し
て
い

た
。
一
九
八
一
年
九
月
に
は
一
九
八
八
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
ソ
ウ

ル
で
開
催
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

■
ラ
ン
グ
ー
ン
事
件

経
済
で
韓
国
に
差
を
付
け
ら
れ
、
国
際
的
に
も
孤
立
化
し
て
い
く

の
に
対
し
て
北
朝
鮮
が
行
っ
た
の
が
一
九
八
三
年
十
月
九
日
、
ビ
ル

マ
の
首
都
ラ
ン
グ
ー
ン
（
現
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ヤ
ン
ゴ
ン
）
を
訪
れ

た
全
斗
煥
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
て
行
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
ラ
ン
グ
ー
ン

事
件
で
あ
る
。
建
国
の
父
と
さ
れ
る
ア
ウ
ン
サ
ン
将
軍
廟
の
参
拝
を

狙
っ
て
爆
殺
を
企
図
し
た
が
到
着
が
遅
れ
た
全
斗
煥
は
難
を
逃
れ
、

そ
の
代
わ
り
先
に
到
着
し
て
い
た
副
首
相
ら
二
十
一
人
が
死
亡
し
た
。

こ
の
事
件
で
は
ま
も
な
く
犯
人
が
逮
捕
さ
れ
北
朝
鮮
に
よ
る
テ
ロ

と
明
ら
か
に
な
る
。結
果
的
に
北
朝
鮮
は
国
際
的
立
場
を
悪
化
さ
せ
、

韓
国
民
の
反
発
の
裏
返
し
で
全
斗
煥
政
権
へ
の
支
持
を
高
め
た
だ
け

だ
っ
た
。
ち
な
み
に
前
述
の
元
工
作
員
李
相
圭
は
こ
の
二
か
月
後
、

一
九
八
三
年
十
二
月
三
日
韓
国
釜
山
の
多
大
浦
海
岸
に
上
陸
後
他
の

工
作
員
一
名
と
と
も
に
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
。
本
人
の
証
言
に
よ
れ

ば
事
前
に
侵
入
し
て
い
た
工
作
員
が
転
向
し
て
お
り
、
自
分
た
ち
の
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上
陸
は
最
初
か
ら
韓
国
側
に
分
か
っ
て
い
た
と
の
こ
と
。
し
か
し
ラ

ン
グ
ー
ン
事
件
の
直
後
だ
っ
た
た
め
生
け
捕
り
に
し
て
証
言
さ
せ
る

の
が
至
上
命
令
で
、
そ
の
た
め
前
述
の
北
派
工
作
員
を
訓
練
し
て
取

り
押
さ
え
た
と
い
う
。

■
大
韓
航
空
機
爆
破
事
件

一
九
八
七
年
十
一
月
二
十
九
日
、
中
東
か
ら
ソ
ウ
ル
に
戻
る
大
韓

航
空
機
が
内
部
に
し
か
け
ら
れ
た
爆
弾
に
よ
り
イ
ン
ド
洋
上
で
爆

発
、
墜
落
し
乗
員
乗
客
一
一
五
名
全
員
が
死
亡
し
た
。
爆
弾
を
し
か

け
て
途
中
寄
港
地
の
ア
ブ
ダ
ビ
で
降
り
た
北
朝
鮮
工
作
員
金
勝
一
・

金
賢
姫
は
バ
ー
レ
ー
ン
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
金
勝
一
は
自
殺
、
金
賢

姫
は
自
殺
を
図
っ
た
も
の
の
阻
止
さ
れ
、
そ
の
後
韓
国
に
移
送
さ
れ

た
。
翌
一
九
八
八
年
一
月
十
五
日
、
金
賢
姫
は
記
者
会
見
で
事
件
の

全
容
に
つ
い
て
語
り
、
自
分
が
「
李
恩
恵
」
と
呼
ば
れ
た
拉
致
被
害

者
の
日
本
人
女
性
か
ら
日
本
語
や
日
本
の
風
習
を
教
わ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
李
恩
恵
は
後
に
一
九
七
八
年
六
月
十
二
日
都

内
で
失
踪
し
た
飲
食
店
従
業
員
田
口
八
重
子
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
そ
れ
が
も
と
で
第
一
次
日
朝
正
常
化
交
渉
は
頓
挫
す
る
の
だ 

が
、
そ
も
そ
も
こ
の
事
件
は
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
参
加
国
を

減
ら
す
た
め
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
結
果
は
全
く
逆
効
果
で
し
か

な
か
っ
た
。

6
、
お
わ
り
に

以
上
冷
戦
期
ま
で
の
北
朝
鮮
の
対
南
・
対
日
工
作
と
挑
発
事
例
に

つ
い
て
見
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
北
朝
鮮
が
起
こ
し
た
事
件
は
非
常
に

多
く
、
一
本
の
論
文
だ
け
で
ま
と
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
本

稿
で
は
い
く
つ
か
の
事
案
を
取
り
上
げ
て
概
観
す
る
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
そ
れ
ら
か
ら
帰
納
的
に
結
論
を
導
き
出
し
た
も
の
で
限
界
が

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
今
回
取
り
上
げ
た
事
件
の
ど
れ
を
見
て
も
、

「
い
か
な
る
戦
略
に
基
づ
い
て
い
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
感
じ
る

も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
は
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
朝
鮮
戦
争

が
引
き
分
け
で
終
わ
り
、
米
軍
が
駐
留
を
続
け
、
さ
ら
に
韓
国
と
の

格
差
が
広
が
る
中
で
、「
対
南
武
力
解
放
」
と
い
う
本
来
の
国
家
目

標
は
ど
う
や
っ
て
も
達
成
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
見
人
た
る
中

国
・
ソ
連
も
再
度
の
戦
争
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
が
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
は
嫌
っ
て
い
た
。
で
き
る
こ
と
が
極
め
て
限
ら
れ
た
中
で
は
戦
略

の
存
在
す
る
空
間
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

な
ら
ば
北
朝
鮮
は
ど
う
し
て
工
作
活
動
や
挑
発
を
続
け
た
の
か
。
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も
ち
ろ
ん
基
本
的
に
は
韓
国
よ
り
上
に
立
ち
た
い
と
い
う
意
志
あ
る

い
は
特
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
韓
国
に
差
を
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と

へ
の
焦
り
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
が
、
根
本
的
な
問
題
と
し
て
統
一

と
い
う
看
板
を
下
ろ
せ
ば
政
権
の
正
統
性
す
ら
失
う
可
能
性
が
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
工
作
活
動

を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

し
て
と
り
あ
え
ず
目
指
し
て
い
た
在
韓
米
軍
撤
退
と
親
北
勢
力
の
拡

大
の
う
ち
後
者
は
成
功
し
、
三
回
に
わ
た
っ
て
親
北
政
権
の
樹
立
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
も
と
も
と
想
定
し
て
い
た
の
は
保
守
政
権
の
下
で
反
政

府
活
動
を
活
発
化
さ
せ
、
そ
れ
に
乗
じ
て
南
侵
を
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、政
権
が
親
北
で
あ
れ
ば
反
政
府
活
動
は
意
味
が
な
く
な
る
。

そ
し
て
逆
に
親
北
政
権
の
成
立
は
南
北
の
交
流
を
進
め
る
こ
と
と
な

り
、
北
朝
鮮
当
局
の
最
も
嫌
う
情
報
の
流
入
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
。
人
口
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
〇
〇
万
人
以
上
と
言
わ
れ
る
過
大

な
軍
事
力
の
維
持
や
昨
今
の
ミ
サ
イ
ル
「
乱
射
」
も
含
め
、
人
的
物

的
資
源
を
対
南
工
作
・
挑
発
活
動
に
投
入
し
た
あ
げ
く
北
朝
鮮
は
自

家
撞
着
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
が
統
一
を
放
棄
し
韓
国
を

敵
「
国
」
と
見
な
す
と
し
た
二
〇
二
三
年
末
か
ら
の
方
針
転
換
に
象

徴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。
無
意
味
と
は
い
え
日
本
は
北
朝
鮮

の
工
作
活
動
の
温
床
で
あ
っ
た
。
外
事
警
察
を
は
じ
め
関
係
機
関
で

は
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
努
力
を
続
け
た
が
、
日
本
政
府
と
し
て
は
立
法

に
も
具
体
的
対
処
に
も
極
め
て
消
極
的
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
結

果
的
に
は
長
年
に
わ
た
り
拉
致
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
拉
致
問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
安
倍
政
権
を
ふ

く
め
、
二
〇
〇
二
年
の
小
泉
訪
朝
以
降
全
て
の
政
権
の
め
ざ
し
た
も

の
は
拉
致
被
害
者
の
「
帰
国
」
で
あ
っ
て
「
救
出
」
で
は
な
い
。
北

朝
鮮
の
工
作
活
動
は
北
朝
鮮
の
本
質
の
み
な
ら
ず
、
被
害
を
受
け
て

き
た
国
民
に
対
し
警
鐘
も
鳴
ら
さ
ず
、
充
分
な
対
処
も
し
な
か
っ
た

と
い
う
意
味
で
安
全
保
障
を
米
国
任
せ
に
し
て
き
た
わ
が
国
の
本
質

の
一
端
も
明
ら
か
に
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

1　
「
朝
鮮
通
信
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
原
文
朝
鮮
語
）http://w

w
w

.kcna.
co.jp/index-k.htm

　

ア
ク
セ
ス
二
〇
二
四
年
八
月
二
十
九
日

2　

北
朝
鮮
で
最
も
有
名
な
軽
音
楽
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
「
普
天
堡
電
子
楽
団
」

は
こ
こ
か
ら
名
前
を
と
っ
て
い
る
。

3　

ジ
ェ
ロ
ル
ド
・
シ
ェ
ク
タ
ー　

ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
ル
チ
コ
フ
編
『
フ
ル

シ
チ
ョ
フ　

封
印
さ
れ
て
い
た
証
言
』（
草
思
社
・
一
九
九
一
年
）
二
三
六
頁

4　

ス
ト
ロ
ー
ブ
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
編
『
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
回
想
録
』（
タ
イ
ム
ラ
イ

フ
ブ
ッ
ク
ス
・
一
九
七
二
年
）
三
七
二
頁
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5　

現
在
も
当
時
の
状
況
を
伝
え
る
「
李
承
福
記
念
館
」
が
あ
る
。
結
果
的
に

は
北
朝
鮮
の
ゲ
リ
ラ
派
遣
は
自
ら
の
拠
点
で
は
な
く
北
朝
鮮
へ
の
敵
対
心
を

強
め
る
拠
点
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。

6　

田
中
明
・
元
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
教
授
（
故
人
）
が
当
時
の
韓
国

メ
デ
ィ
ア
東
京
特
派
員
か
ら
聞
い
た
話

7　

拓
殖
大
学
卒
で
中
野
学
校
出
身
者
だ
っ
た
狩
野
誠
氏
（
故
人
）
の
証
言
。

8　

元
工
作
員
案
明
進
は
「
手
当
た
り
次
第
に
連
れ
て
き
た
ら
適
性
の
な
い
人

間
が
い
た
の
で
そ
の
後
は
選
別
し
て
連
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
っ

て
い
た
。

9　

本
人
の
証
言
。
李
相
圭
は
韓
国
で
拘
束
さ
れ
た
後
転
向
し
政
府
系
の
シ
ン

ク
タ
ン
ク
に
勤
務
し
北
朝
鮮
情
報
の
分
析
な
ど
を
行
っ
た
。
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１
．
主
権
を
侵
さ
れ
る
日
本

主
権
国
家
の
三
要
素
と
し
て
は
、
領
土
、
国
民
、
主
権
が
あ
げ
ら

れ
る
。

国
家
と
し
て
は
、
国
民
が
暮
ら
し
、
最
高
の
権
力
で
あ
る
主
権
が

行
使
さ
れ
る
「
器
」
で
あ
る
領
土
が
基
礎
と
な
る
。
そ
の
領
土
の
保

全
に
関
し
、
日
本
は
、
主
権
国
家
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
鷹
揚
に

構
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
に
他
国
に
主
権
を
奪
わ
れ

る
事
例
を
抱
え
て
い
る
の
だ
。
北
方
四
島
（
択
捉
島
、
国
後
島
、
色

丹
島
、
歯
舞
群
島
）
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
直
後
、
ソ
ビ
エ

ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
ソ
連
）
に
よ
り
軍
事
侵
攻
を
受
け
、
現

在
は
ソ
連
の
権
益
を
受
け
継
い
だ
ロ
シ
ア
に
実
効
支
配
さ
れ
、
日
本

人
が
自
由
に
立
ち
入
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
ま
た
、
日
本
海
に
浮

か
ぶ
竹
島
は
、
一
九
五
二
年
一
月
、
韓
国
の
李
承
晩
大
統
領
が
、「
李

承
晩
ラ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
専
管
水
域
を
一
方
的
に
宣
言
し
、
軍
事

占
領
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
一
九
五
一
年
に
締
結
し
た
第
二
次
世

界
大
戦
の
講
和
条
約
で
あ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
お
い

て
、
竹
島
は
日
本
の
領
土
と
し
て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
に
異
を
唱
え
る
韓
国
は
、
同
条
約
が
一
九
五
二
年
四
月
に
発
効
す

る
前
に
、
国
際
法
を
無
視
し
、
強
引
に
竹
島
を
占
領
し
同
国
の
支
配

地
域
に
組
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
の
敗
戦
処
理
に
よ
り
、
対
抗
す
る
力
を
持
た
ず
、
領
土
の
侵
略
を

阻
止
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

尖
閣
諸
島
問
題
に
お
け
る
主
権
国
家
の

危
機
に
関
す
る
一
考
察

山

田

吉

彦

（
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
理
事

東
海
大
学
海
洋
学
部
教
授
）
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そ
し
て
、
現
在
で
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
、「
中
華
民
族
の
偉

大
な
る
復
興
」を
掲
げ
、海
洋
侵
出
を
続
け
て
い
る
。南
シ
ナ
海
で
は
、

そ
の
ほ
ぼ
全
域
を
「
九
段
線
」
で
囲
み
海
洋
領
土
と
位
置
づ
け
、
人

工
島
を
拠
点
と
し
た
海
洋
支
配
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

東
シ
ナ
海
に
お
い
て
は
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
公
然
と
主
張
す
る

よ
う
に
な
り
、
準
軍
事
機
関
で
あ
る
中
国
海
警
局
（
中
国
人
民
武
装

警
察
部
海
警
総
隊
）
の
武
装
し
た
公
船
が
連
日
、
尖
閣
諸
島
海
域
に

出
没
し
、
頻
繁
に
領
海
侵
犯
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本

は
海
上
保
安
庁
に
よ
り
退
去
を
促
す
に
止
め
、
外
交
的
に
抗
議
を
し

て
も
中
国
に
対
し
て
抑
止
効
果
も
発
揮
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。

日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
の
呪
縛
を
乗
り
越
え
、
次
世
代

に
向
け
主
権
国
家
と
し
て
権
威
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
主
権
国
家

の
三
要
素
の
一
つ
で
あ
る
「
領
土
」
を
再
考
し
、
威
厳
を
持
ち
対
処

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
尖
閣
諸
島
の
占
有

２
．
１　

日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
尖
閣
諸
島

尖
閣
諸
島
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
。
日

本
政
府
は
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
一
月
一
四
日
、
国
際
的
な

慣
習
に
基
づ
き
十
年
に
わ
た
る
調
査
を
行
い
、
い
ず
れ
の
国
の
管
轄

に
も
属
さ
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
閣
議
決
定
に
よ
り
尖
閣
諸
島
を
沖

縄
県
に
編
入
す
る
こ
と
と
し
た
。

尖
閣
諸
島
は
、
沖
縄
県
石
垣
市
に
属
す
る
魚
釣
島
、
久
場
島
、
北

小
島
、
大
正
島
、
南
小
島
、
沖
ノ
北
岩
、
沖
ノ
南
岩
、
飛
瀬
等
か
ら

な
る
島
々
の
総
称
で
あ
る
。

福
岡
県
出
身
の
商
人
で
あ
る
古
賀
辰
四
郎
氏
は
、
一
八
八
四
（
明

治
一
七
）
年
、
台
湾
へ
の
商
業
航
路
上
に
あ
る
尖
閣
諸
島
の
開
拓
を

検
討
し
、
同
年
、
久
場
島
に
探
検
隊
を
派
遣
し
た
。
翌
年
、
魚
釣
島

を
訪
れ
た
沖
縄
県
在
住
の
石
沢
兵
吾
は
、
魚
釣
島
に
数
万
羽
の
ア
ホ

ウ
ド
リ
が
営
巣
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
古
賀
氏
の
関

係
者
が
羽
毛
を
採
取
し
、
商
業
化
の
可
能
性
を
模
索
し
た
。
そ
の
結

果
、
欧
米
人
に
高
額
で
買
い
取
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
、
尖
閣
諸
島

の
開
拓
の
望
み
を
強
く
持
っ
た
。

古
賀
氏
か
ら
開
発
許
可
を
求
め
ら
れ
た
沖
縄
県
当
局
は
、
政
府
に

対
し
、
領
土
と
認
定
す
る
こ
と
を
打
診
し
た
。
一
八
八
五
年
、
山
県

有
朋
内
務
卿
は
、「
清
国
所
属
の
証
拠
は
少
し
も
相
見
え
申
さ
ず
」

と
井
上
馨
外
務
卿
に
書
簡
を
送
り
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
領
土

で
あ
る
こ
と
を
示
す
国
標
建
設
の
内
命
を
発
し
た
が
、
井
上
外
務
卿
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は
、
清
国
の
疑
惑
を
招
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
不
同
意
の
意
向
を
示

し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
沖
縄
県
は
政
府
と
調
整
し
、

再
三
に
わ
た
り
同
諸
島
を
調
査
し
た
。
十
年
間
に
わ
た
る
調
査
の
結

果
、
同
諸
島
が
無
人
島
で
あ
り
、
清
国
を
始
め
と
し
た
い
ず
れ
の
国

の
支
配
も
及
ん
で
い
な
い
無
主
地
で
あ
る
こ
と
を
確
証
し
た
。現
在
、

外
交
に
お
い
て
後
手
に
回
る
こ
と
が
多
い
日
本
の
外
務
省
の
慎
重
か

つ
消
極
的
な
姿
勢
は
、
明
治
中
期
に
既
に
起
き
て
い
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
、
一
八
九
三
年
一
一
月
、
尖
閣
諸
島
周
辺
で
漁
業
を
行
う

者
が
多
く
な
り
、
安
全
の
確
保
と
不
法
操
業
の
取
り
締
ま
り
の
必
要

性
か
ら
、
同
諸
島
を
明
確
に
沖
縄
県
に
編
入
す
る
よ
う
に
沖
縄
県
知

事
か
ら
、
政
府
に
対
し
要
望
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
九
五

年
一
月
一
四
日
、
前
述
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

領
土
編
入
の
翌
一
八
九
六
年
、
か
ね
て
よ
り
同
諸
島
の
開
拓
を
希

望
し
て
い
た
古
賀
氏
に
、
魚
釣
島
、
久
場
島
、
北
小
島
、
南
小
島
の

四
島
を
三
〇
年
間
の
期
限
を
設
け
無
償
貸
与
さ
れ
、
同
諸
島
の
開
拓

が
は
じ
ま
っ
た
。
一
八
九
七
年
に
は
、
漁
業
者
な
ど
三
五
人
の
入
植

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。古
賀
氏
に
よ
り
開
拓
が
始
め
ら
れ
た
当
初
は
、

ア
ホ
ウ
ド
リ
を
捕
獲
し
羽
毛
を
採
取
す
る
こ
と
が
主
要
な
産
業
だ
っ

た
。
年
間
一
五
万
羽
か
ら
一
六
万
羽
の
ア
ホ
ウ
ド
リ
が
捕
獲
さ
れ
、

そ
の
乱
獲
に
よ
り
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
年
の
調
査
で
は
、

魚
釣
島
、
北
小
島
、
南
小
島
で
は
、
ア
ホ
ウ
ド
リ
の
姿
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
い
ほ
ど
、
減
少
し
て
い
た
。

ま
た
、
古
賀
氏
は
、
一
八
九
二
年
に
無
人
島
で
あ
っ
た
大
東
諸
島

（
南
大
東
島
、北
大
東
島
）の
開
発
許
可
を
得
て
い
る
。
大
東
諸
島
は
、

一
九
〇
〇
年
に
玉
置
半
右
衛
門
の
経
営
す
る
玉
置
商
会
に
開
発
権
が

移
譲
さ
れ
、
開
拓
が
始
ま
っ
て
い
る
。
古
賀
氏
は
、
日
本
の
無
人
島

の
活
用
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。

２
．
２　

先
占
の
法
理
に
よ
る
尖
閣
諸
島
の
領
有

い
ず
れ
の
国
に
も
属
さ
な
い
無
主
の
地
に
対
し
、
他
国
に
先
ん
じ

て
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
国
の
領
土
と
す
る
こ
と
を
「
先
占
」

と
呼
ぶ
。
国
際
的
に
領
土
取
得
の
あ
り
方
、
無
主
地
先
占
と
し
て
認

め
ら
れ
、「
先
占
の
法
理
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
他
国
に
よ
る
実
効

支
配
が
及
ん
で
い
な
い
土
地
を
領
土
に
編
入
す
る
際
に
も
適
応
さ
れ

る
理
論
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
国
際
慣
習
と
し
て
先
占
に

は
、
実
効
支
配
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
土
地
を
実
際
に
占

有
し
、
国
家
の
権
力
の
下
に
そ
の
土
地
を
有
効
に
支
配
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
土
地
を
管
理
す
る
行
政
機
関
、
秩
序
を
維

持
す
る
た
め
の
警
察
機
関
の
設
置
、
さ
ら
に
他
国
、
他
機
関
か
ら
の

侵
攻
か
ら
土
地
を
守
る
防
衛
組
織
も
重
要
と
な
る
。
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日
本
は
、
一
八
九
五
年
に
尖
閣
諸
島
を
先
占
の
法
理
に
基
づ
き
、

領
土
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
、
他
国
か
ら
の
異
議
は
存

在
し
て
い
な
い
。

中
国
が
尖
閣
諸
島
を
日
本
領
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
証
拠
は
数

多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
、

長
崎
駐
在
中
華
民
国
領
事
に
よ
り
送
ら
れ
た
感
謝
状
で
あ
る
。現
在
、

石
垣
市
八
重
山
博
物
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、
尖
閣
諸
島
魚
釣
島
付
近
で
遭
難
し
、

魚
釣
島
に
漂
着
し
た
中
国
福
建
省
の
漁
民
三
一
人
を
、
魚
釣
島
の
住

人
が
救
助
し
た
。
救
助
さ
れ
た
漁
民
は
、
石
垣
島
経
由
で
全
員
無
事

に
本
国
に
送
り
届
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
翌
一
九
二
〇
年
五
月
二
〇

日
付
け
で
、
中
華
民
国
領
事
は
石
垣
村
長
宛
を
始
め
と
し
た
七
通
の

感
謝
状
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
の
感
謝
状
に
は
、
遭
難
場
所
を
「
日
本

帝
国
沖
縄
県
八
重
山
郡
尖
閣
列
島
内
和
洋
島
（
現
在
の
魚
釣
島
）」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
、
中
国
当
局
も
尖
閣
諸
島
が
日
本
領

と
い
う
認
識
だ
っ
た
現
れ
で
あ
る
。

古
賀
氏
は
、
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
が
カ
ツ
オ
の
好
漁
場
で
あ
る
こ

と
に
着
目
し
、
鰹
節
工
場
を
建
設
し
た
。
同
諸
島
は
、
一
九
〇
九
年

に
最
盛
期
を
迎
え
、
九
九
世
帯
二
四
八
人
が
居
住
し
て
い
た
。

三
〇
年
の
無
償
貸
与
期
間
終
了
後
は
、
単
年
契
約
の
有
償
貸
与
に

改
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
古
賀
氏
の
後

継
者
で
あ
る
古
賀
善
次
氏
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
魚
釣
島
、
久
場
島
、

南
小
島
、
北
小
島
の
四
島
は
私
有
地
と
な
っ
た
。
こ
の
時
の
払
い
下

げ
金
額
は
、
推
定
一
万
五
千
円
（
七
〇
〇
万
円
ほ
ど
の
価
値
）
で
あ

中華民国から贈られた感謝状（出典・尖閣諸島資料ポータルサイト）
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っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
二
年
、
こ
の
四
島
は
、
古
賀
氏
か
ら
埼
玉

県
在
住
の
栗
原
氏
に
売
却
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
、
民
主
党
政
権
下
の
日
本
国
政
府
は
、
魚

釣
島
、
南
小
島
、
北
小
島
の
三
つ
の
島
を
栗
原
氏
よ
り
二
〇
億
五
千 

万
円
で
購
入
し
て
い
る
。
久
場
島
は
、
現
在
も
栗
原
氏
の
親
族
が
個

人
所
有
し
て
い
る
。
久
場
島
は
、
政
府
が
借
り
受
け
、
大
正
島
と
と

も
に
米
軍
の
射
爆
練
習
場
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
島
と
も
に

一
九
七
八
年
以
降
、
射
爆
場
と
し
て
は
実
用
さ
れ
て
い
な
い
。

歴
史
を
確
認
す
る
と
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
、
戦
時
体
制

と
な
り
燃
料
の
欠
乏
な
ど
が
あ
り
、
鰹
節
工
場
が
閉
鎖
さ
れ
、
全
島

民
は
尖
閣
諸
島
を
離
れ
、
同
諸
島
は
す
べ
て
無
人
島
と
な
っ
た
。

一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
、
日
本
は
米
国
を
中
心
と
し
た

連
合
国
の
提
示
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
け
入
れ
、
第
二
次
世
界
大

戦
が
終
結
し
た
。
尖
閣
諸
島
は
、
沖
縄
の
一
部
で
あ
る
連
合
国
、
琉

球
列
島
米
国
軍
政
府
の
統
治
下
に
置
か
れ
、
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年

に
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
及
び
琉
球
政
府
の
管
理
す
る
地
域
に
編
入

さ
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
に
沖
縄
返
還
に
よ
り
、
日

本
政
府
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
．
海
洋
強
国
を
目
指
す
中
国

３
．
１　

中
国
の
尖
閣
諸
島
侵
出

中
国
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張
し
始
め
た
の
は
、一
九
七
一（
昭

和
四
六
）
年
で
あ
る
。
そ
の
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
八 

（
昭
和
四
三
）
年
に
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
が
、
東
シ
ナ
海

の
海
底
を
調
査
し
、
翌
六
九
年
に
尖
閣
諸
島
近
海
の
海
底
に
埋
蔵
量

豊
富
な
油
田
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
発
表
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
七
一
年
に
石
油
の
利
権
に
目
を
付
け
た
台
湾
、

次
い
で
中
国
が
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張
し
始
め
て
い
る
。
一

度
、
領
土
的
野
心
に
芽
生
え
た
中
国
の
動
き
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知

ら
な
い
。
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
四
月
一
二
日
、
日
中
平
和

条
約
の
締
結
に
向
け
て
の
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
約
一
〇
〇

隻
の
中
国
漁
船
が
尖
閣
諸
島
海
域
に
押
し
寄
せ
、
領
海
侵
犯
及
び
不

法
操
業
を
行
う
事
件
が
起
き
た
。
押
し
寄
せ
た
漁
船
は
、
い
ず
れ
も

一
〇
〇
ト
ン
ほ
ど
の
底
び
き
漁
船
で
、マ
ス
ト
に
中
国
国
旗
を
掲
げ
、

一
部
の
船
が
船
首
に
機
銃
を
装
備
し
て
い
た
。
中
国
共
産
党
の
指
示

の
も
と
の
動
き
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
船
団
は
、
一
八
日

ま
で
の
間
、
尖
閣
諸
島
海
域
で
活
動
し
、
こ
の
期
間
に
領
海
侵
犯
を
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し
た
中
国
船
の
数
は
延
べ
三
五
七
隻
と
な
っ
た
。

一
九
九
六
年
七
月
に
は
、
一
九
九
四
年
に
発
効
し
た
国
連
海
洋
法

条
約
に
基
づ
き
、
日
本
が
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
に
排
他
的
経
済
水
域

の
設
定
を
主
張
し
た
こ
と
に
抗
議
し
、「
保
釣
運
動
」
と
呼
ば
れ
る

中
国
人
活
動
家
が
領
海
に
侵
入
し
、
海
に
飛
び
込
み
溺
死
す
る
事
件

が
起
き
て
い
る
。

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
三
月
二
四
日
に
は
、
中
国
の
反
日
活

動
組
織
の
メ
ン
バ
ー
七
人
が
、
魚
釣
島
に
不
法
上
陸
す
る
事
件
が
あ

っ
た
。
こ
の
七
人
の
中
国
人
は
、出
入
国
管
理
法
違
反
の
現
行
犯
で
、

沖
縄
県
警
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
で
那
覇
に
連

行
さ
れ
た
。
那
覇
に
連
行
さ
れ
た
七
人
の
密
入
国
犯
は
、
二
六
日
に

福
岡
入
国
管
理
局
那
覇
支
部
に
身
柄
を
移
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の

七
人
は
、
小
泉
純
一
郎
総
理
大
臣
、
田
中
真
紀
子
外
務
大
臣
の
政
治

判
断
の
下
、
超
法
規
措
置
に
よ
り
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
強
制
退
去

と
な
り
、
二
六
日
夜
に
上
海
に
向
け
て
航
空
機
に
乗
っ
た
。

こ
の
対
応
は
、
国
家
の
主
権
を
示
す
こ
と
な
く
譲
歩
し
て
お
り
、

禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
尖
閣
諸
島
問
題
に
お
い
て
日
本
は
、

中
国
に
対
し
弱
気
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
、
さ
ら
に
中

国
が
攻
撃
的
に
な
る
切
っ
掛
け
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
件
以

降
、
中
国
船
に
よ
る
領
海
侵
犯
、
不
法
操
業
が
続
く
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
事
件
の
主
犯
格
の
中
国
人
は
、
二
〇
〇
一
（
平
成

一
三
）
年
八
月
に
靖
国
神
社
の
狛
犬
に
ス
プ
レ
ー
で
落
書
き
を
す
る

事
件
を
起
こ
し
、
逮
捕
歴
が
あ
っ
た
。
再
犯
者
に
対
し
て
も
、
日
本

の
法
に
照
ら
し
た
裁
き
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
日
本
は
主
権

に
対
す
る
考
え
が
甘
い
」
と
い
う
認
識
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
日
本

へ
の
外
交
姿
勢
と
し
て
は
、
無
理
難
題
を
押
し
通
す
こ
と
が
有
効
で

あ
る
と
い
う
基
本
姿
勢
を
持
っ
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
、
尖
閣
諸
島
問
題
に
お
け
る
日

本
政
府
最
大
の
失
策
が
起
き
た
。
海
上
保
安
庁
巡
視
船
「
み
ず
き
」

が
、
尖
閣
諸
島
周
辺
の
領
海
内
で
不
法
操
業
し
て
い
る
中
国
漁
船
を

発
見
し
、
退
去
を
命
じ
た
と
こ
ろ
逃
走
し
、
追
尾
し
た
巡
視
船
「
よ

な
く
に
」
に
体
当
た
り
を
し
た
。
さ
ら
に
、「
み
ず
き
」
に
体
当
た

り
を
し
て
二
隻
の
巡
視
船
を
破
損
さ
せ
た
。
海
上
保
安
庁
は
、
こ
の

中
国
漁
船
の
船
長
を
公
務
執
行
妨
害
で
逮
捕
し
、
海
上
保
安
部
の
あ

る
石
垣
島
に
連
行
し
取
り
調
べ
を
行
っ
た
。
す
る
と
、
中
国
政
府
は

北
京
在
住
の
丹
羽
宇
一
郎
大
使
を
呼
び
出
し
、「
尖
閣
諸
島
は
中
国

の
領
土
で
あ
り
、
日
本
の
主
権
に
基
づ
く
司
法
措
置
は
認
め
ら
れ
な

い
」
と
激
し
い
抗
議
を
行
い
、
船
長
・
船
員
の
即
時
釈
放
を
要
求
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
抗
議
に
怯
ん
だ
の
か
、
日
本
政
府
は
、
一
三
日

に
船
長
以
外
の
船
員
を
帰
国
さ
せ
、
証
拠
品
で
あ
る
漁
船
も
返
還
し
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た
。
船
長
の
取
り
調
べ
が
始
ま
り
拘
留
延
長
が
さ
れ
る
と
、
中
国
は

日
中
間
の
閣
僚
級
の
往
来
の
停
止
、
さ
ま
ざ
ま
な
会
議
や
交
渉
の
延

期
な
ど
の
措
置
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
一
日
に
は
中
国
本
土
に
い

た
日
本
企
業
「
フ
ジ
タ
」
の
社
員
四
人
を
「
許
可
な
く
軍
事
管
理
区

域
を
撮
影
し
た
」
と
し
て
逮
捕
す
る
に
お
よ
ん
だ
。
ま
る
で
、
人
質

で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
の
圧
力
に
屈
す
る
よ
う
に
、
九
月
二
四
日
、

「
我
が
国
国
民
へ
の
影
響
や
、
今
後
の
日
中
関
係
を
考
慮
し
て
、
船

長
を
処
分
保
留
で
釈
放
す
る
」
と
那
覇
地
検
が
発
表
し
、
中
国
人
船

長
は
、
中
国
へ
と
帰
国
し
た
。
当
時
の
菅
直
人
総
理
大
臣
、
前
原
誠

二
外
務
大
臣
、
仙
谷
由
人
官
房
長
官
は
、
検
察
の
判
断
と
し
て
黙
認

す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。
し
か
し
、検
察
の
「
日
中
関
係
を
考
慮
し
て
」

と
の
発
言
な
ど
か
ら
、
政
府
の
指
示
で
あ
っ
と
こ
と
考
え
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
通
常
、
検
察
が
外
交
関
係
へ
の
配
慮
や
政
治
へ
の
影

響
を
鑑
み
判
断
を
下
す
こ
と
は
な
い
。

こ
の
尖
閣
諸
島
に
お
け
る
日
本
の
主
権
を
捨
て
た
行
為
は
、
中
国

の
海
洋
侵
出
、
尖
閣
諸
島
侵
略
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
の
民
主
党
政
権
の
対
応
が
、
尖
閣
諸
島
問
題
に
お
け
る
中
国

の
主
張
を
強
化
す
る
一
助
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

二
〇
一
二
年
四
月
に
は
、
日
本
政
府
民
主
党
政
権
の
主
権
を
軽
ん

じ
る
政
策
に
業
を
煮
や
し
た
東
京
都
の
石
原
慎
太
郎
知
事
が
、「
尖

閣
諸
島
は
東
京
都
が
買
っ
て
、
東
京
都
が
守
る
」
と
発
言
し
、
寄
付

金
を
募
り
、
一
五
億
円
を
超
え
る
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
、
尖
閣
諸
島
購

入
に
向
け
て
動
き
だ
し
た
。
す
る
と
、
東
京
都
の
動
き
に
動
揺
し
た

政
府
は
、
地
主
に
東
京
都
予
算
以
上
の
金
額
を
提
示
し
、
国
が
買
い

取
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
政
府
の
流
れ
も
中
国
政
府
の
意
に
沿
い
動

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

政
府
が
買
い
取
り
、
国
有
地
化
し
て
以
後
、
政
府
は
一
部
の
国
家

公
務
員
以
外
の
尖
閣
諸
島
の
上
陸
を
禁
止
し
て
い
る
。
現
在
の
尖
閣

諸
島
は
、
無
人
島
で
あ
り
、
政
府
の
管
理
が
及
ん
で
い
る
と
は
言
え

な
い
。
周
辺
海
域
を
海
上
保
安
庁
が
警
備
し
て
い
る
の
が
、
島
自
体

を
管
理
し
て
い
る
証
は
、
魚
釣
島
に
小
さ
な
灯
台
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
現
状
で
は
、
尖
閣
諸
島
が
日
本
の
施
政
下
に
あ
る
と
明
確
に
判

断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

３
．
２　

拡
大
す
る
中
国
海
警
に
よ
る
脅
威 

日
本
国
政
府
は
、
中
国
の
外
交
圧
力
に
屈
し
な
が
ら
も
平
行
し
て

海
上
保
安
庁
に
よ
る
尖
閣
諸
島
警
備
強
化
を
進
め
た
。二
〇
一
二（
平

成
二
四
）年
二
月
、大
型
巡
視
船
一
四
隻
、海
上
保
安
官
六
〇
〇
人（
定

員
）
に
よ
る
尖
閣
専
従
部
隊
を
創
設
し
、
尖
閣
諸
島
の
主
権
の
確
保

を
海
上
保
安
庁
に
被
せ
る
施
策
を
取
っ
た
。
尖
閣
諸
島
専
従
部
隊
の
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警
備
能
力
は
高
く
、
中
国
の
侵
攻
を
食
い
止
め
る
か
に
思
え
た
。
し

か
し
、
中
国
は
次
な
る
手
に
打
っ
て
出
た
。

二
〇
一
三
年
三
月
、
四
つ
の
海
上
法
執
行
機
関
を
統
合
し
て
、
海

警
と
呼
ば
れ
る
「
中
国
海
警
局
」
を
設
立
。
さ
ら
に
二
〇
一
八
年
七

月
に
は
、
中
央
軍
事
委
員
会
の
一
元
的
な
指
導
を
受
け
る
「
人
民
武

装
警
察
（
武
警
）」
の
隷
下
に
編
入
し
、
人
民
解
放
軍
と
連
携
す
る

準
軍
事
機
関
と
な
っ
た
。
二
〇
一
八
年
の
組
織
改
編
に
あ
た
り
、
中

国
海
警
局
の
主
要
幹
部
は
、
海
軍
出
身
者
が
任
命
さ
れ
、
多
く
の
海

軍
の
退
役
駆
逐
艦
な
ど
が
、
海
警
に
引
き
渡
さ
れ
人
員
及
び
装
備
も

人
民
解
放
軍
に
近
い
も
の
と
な
っ
た
。

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
末
時
点
で
、
中
国
海
警
局
が
保
有
す
る

一
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
の
数
は
、
一
五
七
隻
で
あ
り
、
海
上
保
安

庁
の
七
一
隻
の
二
倍
以
上
の
大
型
船
を
持
つ
。
中
国
海
警
局
の
巡
視

船
の
多
く
は
武
装
し
、
七
六
ミ
リ
砲
を
搭
載
し
て
い
る
船
舶
も
多

い
。
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
砲
で
最
大
の
も
の

は
四
〇
ミ
リ
砲
で
あ
り
、
そ
の
能
力
に
は
各
段
の
差
が
あ
る
。
今
年

六
月
以
降
に
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
に
表
れ
た
中
国
海
警
船
は
、
毎
回

四
隻
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
武
装
し
て
い
る
。
対
抗
す
る

海
上
保
安
庁
は
、
通
常
、
中
国
海
警
の
三
倍
の
船
舶
数
で
対
処
し
て

い
る
。
海
保
に
と
っ
て
日
本
の
海
を
守
る
に
あ
た
っ
て
人
員
、
船
舶

数
等
に
お
い
て
厳
し
い
状
態
が
続
い
て
い
る
。

３
．
３　

台
湾
の
尖
閣
領
有
権
の
認
識

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
六
年
ま
で
、
二
期
八
年
間
、
台
湾
総
統

に
就
任
し
て
い
た
馬
英
九
氏
は
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
は
台
湾
に
あ

る
と
の
主
張
を
し
て
い
た
。
中
国
と
の
関
係
に
お
け
る
両
岸
政
策
に

お
い
て
も
、
二
〇
〇
八
年
に
、
中
国
と
の
間
で
通
信
、
通
商
、
通
航

を
直
接
開
放
す
る
「
三
通
」
を
実
行
し
た
。
こ
の
台
湾
の
自
立
性
を

危
う
く
す
る
政
策
に
対
し
、
二
〇
一
四
年
に
は
海
峡
両
岸
サ
ー
ビ
ス

貿
易
協
定
に
反
対
す
る
大
学
生
な
ど
が
立
法
院
を
占
拠
す
る
事
件
を

起
こ
す
な
ど
、
馬
英
九
大
統
領
の
支
持
が
低
迷
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
馬
英
九
は
、
総
統
に
な
る
前
の
二
〇
〇
五
年
に
「
釣
魚
島
の

奪
回
の
た
め
に
、
日
本
と
は
一
戦
を
交
え
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
」

と
発
言
し
、
日
本
に
領
土
交
渉
を
求
め
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。

馬
英
九
氏
と
は
反
対
に
、
台
湾
の
李
登
輝
元
総
統
は
、
度
重
な
る

中
国
の
尖
閣
諸
島
侵
入
に
関
し
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
二
〇
〇
二
年
五
月

二
四
日
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
中
で
「
尖
閣
諸

島
の
領
土
は
沖
縄
に
属
し
て
お
り
、
結
局
日
本
の
領
土
で
あ
る
。
中

国
が
い
く
ら
領
土
を
主
張
し
て
も
証
拠
が
な
い
。
国
際
法
的
に
見
て

何
に
依
拠
す
る
の
か
明
確
で
な
い
」
と
発
言
し
、
尖
閣
諸
島
を
日
本
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の
領
土
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
時
に
李
登
輝

氏
は
、
日
本
の
政
府
が
与
那
国
島
近
海
や
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
か
ら

台
湾
漁
民
を
締
め
出
し
、
台
湾
人
に
よ
る
漁
業
を
認
め
て
い
な
い
こ

と
に
抗
議
を
し
て
い
る
。

李
登
輝
氏
の
意
見
を
受
け
、
日
本
国
政
府
は
台
湾
側
の
要
望
に
聞

く
耳
を
設
け
、
尖
閣
諸
島
問
題
が
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
せ
な
い
方

策
を
模
索
し
た
。
台
湾
北
部
の
人
々
は
、
領
土
問
題
よ
り
も
漁
業
海

域
の
獲
得
を
優
先
に
考
え
る
人
が
多
か
っ
た
。
特
に
尖
閣
諸
島
に
近

い
漁
業
都
市
「
蘇
澳
鎮
（
市
）」
で
は
、
東
シ
ナ
海
南
部
の
海
域
の

日
本
の
排
他
的
経
済
水
域
内
に
お
け
る
マ
グ
ロ
漁
を
熱
望
し
て
い

た
。
そ
こ
で
、
蘇
澳
鎮
長
（
市
長
）
と
尖
閣
諸
島
を
行
政
区
に
持

つ
石
垣
市
長
と
の
間
の
交
渉
な
ど
を
経
て
、
外
務
省
主
導
の
も
と
、

二
〇
一
三
年
「
日
台
漁
業
取
り
決
め
」
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
協
定

は
、
台
湾
を
日
本
政
府
が
国
家
と
し
て
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
財

団
法
人
交
流
協
会
と
亜
東
関
係
協
会
と
の
間
で
民
間
合
意
の
形
を
取

り
締
結
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
国
家
間
の
協
定
に
あ
た
る
も

の
で
あ
る
。
台
湾
に
一
定
の
漁
業
海
域
を
認
め
る
と
当
時
に
、
台
湾

側
は
暗
黙
の
了
解
事
項
と
し
て
尖
閣
諸
島
へ
の
対
処
に
お
い
て
日
本

側
の
立
場
に
配
慮
し
て
い
る
。

４
．
尖
閣
諸
島
防
衛

４
．
１　

尖
閣
諸
島
の
主
権
を
示
す
動
き

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
一
二

月
、
第
二
次
安
倍
内
閣
発
足
に
あ
た
り
、
尖
閣
諸
島
の
公
務
員
常
駐

を
明
言
し
た
が
、
七
年
九
か
月
の
在
任
期
間
、
そ
の
公
約
と
も
い
え

る
発
言
を
実
効
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

続
く
菅
義
偉
内
閣
に
お
い
て
も
、
尖
閣
諸
島
の
管
理
に
踏
み
出

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
菅
内
閣
の
後
期
と
な
る

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
夏
、
政
府
は
、
中
山
義
隆
石
垣
市
長
と
東

海
大
学
山
田
が
提
案
し
て
い
た
石
垣
市
に
よ
る
尖
閣
諸
島
海
洋
調
査

に
対
し
理
解
を
示
し
、「
地
方
行
政
が
国
内
法
、
国
際
法
を
順
守
し

て
行
う
活
動
を
抑
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
黙
認
す
る
と
と
も

に
、
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
一
月
の
調
査
活
動
実
効
時
に
は
海
上

保
安
庁
に
よ
る
警
備
を
指
示
し
た
。

尖
閣
諸
島
を
行
政
区
域
に
持
つ
石
垣
市
の
中
山
義
隆
市
長
は
、
中

国
船
の
侵
入
に
よ
り
領
土
が
脅
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
元
漁
業

者
の
安
全
操
業
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
状
況
の
改
善
を
求
め
て
い
た
。

中
山
氏
が
海
洋
安
全
保
障
に
着
目
し
た
の
は
、
二
〇
〇
四
（
平
成
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一
六
）
年
、
中
国
の
漢
級
原
子
力
潜
水
艦
が
石
垣
島
周
辺
の
領
海
内

を
潜
航
し
通
過
す
る
事
件
が
あ
っ
た
時
で
あ
る
。
潜
水
艦
が
潜
航
し

た
ま
ま
他
国
の
領
海
を
通
過
す
る
行
為
は
、
国
際
法
で
禁
じ
ら
れ
た

行
為
で
あ
る
。
こ
の
危
険
な
行
為
に
対
し
、
政
府
の
対
応
は
後
手
に

回
り
、
中
国
潜
水
艦
が
領
海
を
通
過
し
た
後
に
、
海
上
警
備
行
動
が

発
令
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
の
大
浜
長
照
石
垣
市
長
は
反
応
を

示
さ
ず
、中
山
氏
は
中
国
の
脅
威
を
切
実
に
感
じ
た
。
二
〇
〇
六（
平

成
一
八
年
）
年
石
垣
市
議
に
当
選
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
石

垣
市
長
に
当
選
し
、
市
民
の
安
全
を
守
る
政
策
を
実
行
し
て
い
る
。

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
に
は
、
陸
上
自
衛
隊
石
垣
駐
屯
地
が
開

設
さ
れ
、
八
重
山
諸
島
防
衛
の
要
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
の
石
垣
市
の
尖
閣
諸
島
海
域
海
洋
調
査

は
、
東
海
大
学
に
委
託
さ
れ
、
同
大
学
の
海
洋
調
査
研
修
船
「
望
星

丸
」（
二
一
七
四
国
際
総
ト
ン
）
を
使
い
、
魚
釣
島
周
辺
に
お
い
て

海
水
の
採
取
に
よ
る
成
分
分
析
な
ど
の
基
礎
的
な
海
洋
調
査
と
、
魚

群
探
知
機
を
使
っ
た
魚
影
調
査
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
調
査
に
対

し
、
二
隻
の
中
国
海
警
船
が
領
海
に
侵
入
し
、
調
査
の
妨
害
を
行
お

う
と
し
た
が
、海
上
保
安
庁
巡
視
船
に
よ
り
厳
格
な
警
備
が
行
わ
れ
、

調
査
が
実
行
さ
れ
た
。
望
星
丸
に
乗
船
し
た
の
は
、
中
山
石
垣
市
長

と
数
名
の
市
議
会
議
員
と
調
査
研
究
員
、
約
四
〇
名
で
あ
っ
た
。

石
垣
市
で
は
、
二
〇
二
三
年
二
月
に
第
二
回
尖
閣
諸
島
海
域
海
洋

調
査
を
行
っ
た
。
委
託
先
は
東
海
大
学
で
あ
る
が
、
外
部
の
民
間
の

作
業
船
を
傭
船
し
前
回
同
様
の
調
査
を
行
っ
た
。
今
回
は
、
民
間
に

よ
り
初
め
て
ド
ロ
ー
ン
に
よ
り
魚
釣
島
を
撮
影
し
た
。
島
の
上
空
を

飛
行
す
る
許
可
は
下
り
な
か
っ
た
た
め
、
魚
釣
島
南
岸
の
海
岸
線
に

沿
っ
て
撮
影
を
行
っ
た
。

二
〇
二
四
年
四
月
の
第
三
回
尖
閣
諸
島
海
域
海
洋
調
査
で
は
、
継

続
し
て
基
礎
的
な
海
洋
調
査
を
行
う
と
と
も
に
。
魚
釣
島
北
岸
の
ド

ロ
ー
ン
に
よ
る
撮
影
と
調
査
を
行
っ
た
。
今
回
は
、
島
の
内
陸
部
の

上
空
ま
で
ド
ロ
ー
ン
飛
行
が
許
可
さ
れ
、
島
か
ら
緑
が
消
え
て
い
る

状
況
と
、
草
木
の
減
少
に
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ヤ
ギ
の
生
態
が

記
録
さ
れ
た
。
ま
た
、
五
人
の
国
会
議
員
が
乗
船
し
、
尖
閣
諸
島
の

実
情
を
見
分
し
、
国
政
の
場
に
お
い
て
安
全
保
障
策
の
充
実
を
目
指

す
狙
い
が
あ
っ
た
。
乗
船
し
た
国
会
議
員
は
、
自
民
党
の
「
尖
閣
諸

島
の
調
査
・
開
発
を
進
め
る
会
」
の
稲
田
朋
美
衆
議
院
議
員
、
桜
田

義
孝
衆
議
院
議
員
、
山
田
宏
参
議
院
議
員
、
青
山
繁
晴
参
議
院
議
員

と
、
日
本
維
新
の
会
の
和
田
有
一
朗
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
。

三
回
の
調
査
に
お
い
て
判
明
し
た
こ
と
は
、
魚
釣
島
の
緑
が
減
少

し
、
生
態
系
が
壊
れ
始
め
て
い
る
こ
と
、
漂
着
ゴ
ミ
が
多
く
散
乱
し

て
い
る
こ
と
、
尖
閣
諸
島
周
辺
の
水
産
資
源
は
数
か
所
に
固
ま
っ
て
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存
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

中
国
政
府
や
中
国
メ
デ
ィ
ア
多
く
は
、
石
垣
市
が
行
う
尖
閣
諸
島

海
洋
調
査
に
反
応
は
示
さ
ず
黙
殺
し
て
い
る
。
中
国
国
内
で
は
、
尖

閣
諸
島
は
中
国
が
管
理
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

今
さ
ら
の
日
本
の
管
理
の
様
子
を
伝
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の

だ
。
日
本
国
政
府
が
直
接
行
う
行
為
以
外
は
、
過
度
に
反
応
し
な
い

の
が
中
国
の
方
針
の
よ
う
で
あ
る
。

４
．
２　

尖
閣
諸
島
の
主
権
を
確
保
す
る
提
案

実
際
に
現
在
の
尖
閣
諸
島
に
管
理
状
況
で
は
、
日
本
の
施
政
下
に

あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

実
効
支
配
体
制
を
確
立
し
な
け
れ
ば
、
尖
閣
諸
島
に
攻
勢
を
か
け

て
い
る
中
国
に
対
抗
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
中
国
は
サ
ラ
ミ
戦

術
と
よ
ば
れ
る
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
、
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
に

お
け
る
日
本
の
主
権
を
侵
食
し
続
け
て
い
る
。
早
く
中
国
の
動
き
に

歯
止
め
を
か
け
な
け
れ
ば
、
南
シ
ナ
海
の
よ
う
に
中
国
の
支
配
体
制

に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
台
湾
に
有
事
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、
尖
閣
諸
島
か
ら
中
国
の
力
を
遠
ざ
け
る
必

要
が
あ
る
。

二
〇
二
四
年
八
月
、
メ
キ
シ
コ
国
籍
の
男
性
が
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
で

与
那
国
島
か
ら
台
湾
に
渡
航
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
海
流
に
流
さ

れ
魚
釣
島
に
漂
着
し
た
。
こ
の
男
性
は
、海
上
保
安
庁
に
保
護
さ
れ
、

取
り
調
べ
を
受
け
て
い
る
。
海
保
は
、
主
権
の
下
、
法
執
行
を
し
た

の
で
あ
る
が
、
本
件
に
関
し
中
国
は
、
強
い
反
応
は
し
て
い
な
い
。

中
国
は
、
民
間
の
動
き
や
国
家
規
模
に
な
ら
な
い
小
規
模
の
案
件
は

黙
殺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
動
き
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、

国
で
は
な
く
、
石
垣
市
の
よ
う
な
地
方
行
政
組
織
や
民
間
の
研
究
機

関
が
動
く
こ
と
が
有
効
の
よ
う
だ
。

政
府
と
し
て
は
、
国
際
社
会
の
同
調
を
得
て
、
尖
閣
諸
島
の
領
土

を
保
全
し
、
国
家
の
主
権
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
方
策
を
講
じ
る

組
織
を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
石
垣
市
が
お
こ
な
っ
た
三
回
の
調
査
の
結
果
、
生
態

系
を
保
全
す
る
こ
と
が
尖
閣
諸
島
に
と
っ
て
急
務
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
生
態
系
の
保
全
計
画
を
策
定
す
る
た
め
に
は
、
上
陸
し
て

の
実
地
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
は
、
中
国
政
府
を
刺

激
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
何
人
た
り
と
も
上
陸
を
認
め
な
い
方
針
で 

あ
る
。

日
本
に
よ
る
尖
閣
諸
島
の
管
理
が
国
際
的
に
認
知
さ
れ
る
た
め
に

も
、
米
国
を
は
じ
め
と
し
た
国
際
社
会
の
協
力
を
得
て
、
多
国
籍
の

研
究
者
を
集
め
、
国
際
調
査
団
に
よ
る
環
境
調
査
、
生
態
系
調
査
を
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行
う
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
台
湾
に
対

す
る
十
分
な
説
明
も
必
要
で
あ
る
。
環
境
と
い
う
、世
界
が
注
目
し
、

異
を
唱
え
る
こ
と
の
難
し
い
分
野
に
お
い
て
、
国
家
の
主
権
を
行
使

す
る
の
で
あ
る
。

国
家
の
主
権
は
、
武
力
、
警
察
権
だ
け
で
守
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

学
術
活
動
や
知
的
活
動
な
ど
に
お
い
て
、
日
本
と
い
う
主
権
国
家
の

力
を
示
す
の
で
あ
る
。

こ
の
計
画
は
、
政
府
が
尖
閣
諸
島
へ
の
民
間
人
の
上
陸
を
許
可
す

る
こ
と
に
お
い
て
可
能
と
な
る
。
国
は
、
今
こ
そ
、
決
断
を
下
す
べ

き
と
考
え
る
。

英
知
を
も
っ
て
、
領
土
を
守
り
、
国
民
を
守
り
、
主
権
を
守
る
の

で
あ
る
。

終
わ
り
に

本
論
は
、
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
に
お
い
て
学
ん

だ
主
権
国
家
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
実
現
可
能
な
施
策

を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
根
幹
に
は
、
櫻
井
よ
し

こ
理
事
長
、
故
田
久
保
忠
衛
前
副
理
事
長
、
故
屋
山
太
郎
理
事
、
故

伊
藤
隆
理
事
を
始
め
と
し
た
叡
智
に
あ
ふ
れ
た
師
に
よ
る
教
え
が
あ

る
。
お
教
え
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま

た
、
紀
要
の
出
版
に
尽
力
さ
れ
た
大
岩
雄
次
郎
評
議
員
、
事
務
局
の

皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。師
の
教
え
を
海
洋
の
世
界
に
応
用
し
、

実
践
し
て
行
く
こ
と
が
私
に
与
え
ら
れ
た
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
だ
ま
だ
、
未
熟
で
あ
り
、
稚
拙
な
論
の
展
開
で
あ
る
が
、
今

後
も
精
進
し
国
家
の
主
権
を
守
る
活
動
に
貢
献
し
た
い
と
願
う
も
の

で
あ
る
。

参
考
文
献
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．（
一
社
）
日
本
戦
略
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
、「
習
近
平
の
『
三
戦
』
を

暴
く
‼
‐
尖
閣
諸
島
は
こ
う
し
て
盗
ら
れ
る
」、
二
〇
一
七
、
海
竜
社

田
久
保
忠
衛
、「
日
本
の
領
土　

そ
も
そ
も
国
家
と
は
何
か
」、
一
九
九
九
、
Ｐ

Ｈ
Ｐ
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れ
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茂
樹
、「
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
中
国
‐
い
ま
日
本
の
海
で
何
が
起
き
て
い
る

の
か
」、
二
〇
二
〇
、
信
山
社
新
書

山
田
吉
彦
、「
日
本
の
領
土
と
国
境　

尖
閣
・
竹
島
・
北
方
四
島
問
題
を
解
決
す

る
」、
二
〇
二
二
、
育
鵬
社

山
田
吉
彦
、「
日
本
の
国
境
」、
二
〇
〇
五
、
新
潮
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〇
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〇
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九
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刊

沖
縄
タ
イ
ム
ス　

二
〇
〇
二
年
五
月
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四
日
朝
刊

沖
縄
タ
イ
ム
ス　

二
〇
二
四
年
八
月
一
八
日
朝
刊
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要
約

ト
ラ
ン
プ
氏
の
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
外
交
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
米
国
の
国
際
主
義
、
と
り
わ
け
レ
ー
ガ
ン
元
大
統
領
の
外
交
と

大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、
歴
史
を
ひ
も
と
く
な
ら
、「
ア
メ
リ
カ

第
一
」
は
二
世
紀
近
い
米
国
の
伝
統
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦

後
、
米
国
は
圧
倒
的
な
国
力
の
下
、
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

国
際
秩
序
の
構
築
を
主
導
し
た
。
し
か
し
、
米
国
の
国
力
が
相
対
的

に
弱
ま
る
と
、
米
国
の
指
導
的
役
割
を
拒
否
す
る
ト
ラ
ン
プ
氏
が
登

場
し
、米
国
は
「
内
向
き
」
の
国
家
に
先
祖
返
り
し
た
か
に
見
え
る
。

二
〇
二
四
年
の
米
大
統
領
選
の
結
果
に
か
か
わ
ら
ず
、「
ア
メ
リ
カ

第
一
」
は
米
国
の
対
外
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
米

国
の
力
が
世
界
の
秩
序
を
維
持
し
た
「
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」

の
時
代
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
史
の
転
換
点
に
立
っ

て
、
日
本
は
究
極
的
な
安
全
保
障
を
米
国
に
依
存
す
る
戦
後
の
思
考

を
捨
て
去
り
、
戦
略
的
自
立
を
高
め
な
い
と
、
国
家
の
存
立
を
危
う

く
す
る
。

一
、
レ
ー
ガ
ン
外
交
と
ト
ラ
ン
プ
外
交

二
〇
二
四
年
の
米
大
統
領
選
挙
で
、
共
和
党
は
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ

ン
プ
前
大
統
領
を
二
〇
一
六
年
、
二
〇
二
〇
年
に
続
き
三
回
連
続
で

大
統
領
候
補
に
選
ん
だ
。
現
職
大
統
領
が
再
選
に
失
敗
し
た
後
、
も

「
ア
メ
リ
カ
第
一
」に
日
本
は

戦
略
的
自
立
で
応
え
よ

冨

山

 

泰

（
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所

企
画
委
員
兼
研
究
員
）
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う
一
度
同
じ
政
党
の
大
統
領
候
補
に
指
名
さ
れ
る
の
は
極
め
て
異

例1

で
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
党
内
で
の
影
響
力
が
絶
大
で
あ
る
こ
と
を
示 

し
た
。

近
年
の
共
和
党
で
、
偉
大
な
大
統
領
と
し
て
半
ば
偶
像
視
さ
れ
て

き
た
の
は
、
冷
戦
の
敵
方
、
ソ
連
を
崩
壊
に
導
い
た
ロ
ナ
ル
ド
・
レ

ー
ガ
ン
氏
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
氏
は
米
国
が
自
由
世
界
の
強
力
な
リ

ー
ダ
ー
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
信
念
に
基
づ
き
、
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
で

回
復
し
た
経
済
力
を
背
景
に
軍
事
力
を
増
強
、
ソ
連
と
の
軍
拡
競
争

に
勝
ち
、
冷
戦
終
結
へ
道
筋
を
付
け
た
。

二
〇
二
四
年
の
共
和
党
大
統
領
予
備
選
挙
に
は
、
レ
ー
ガ
ン
氏
の

「
国
際
主
義
」（
米
国
は
世
界
の
問
題
に
積
極
的
に
関
与
す
べ
き
だ
と

す
る
立
場2

）
を
引
き
継
ぐ
ニ
ッ
キ
ー
・
ヘ
イ
リ
ー
元
国
連
大
使
、
マ

イ
ク
・
ペ
ン
ス
前
副
大
統
領
、
ク
リ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
前
ニ
ュ
ー
ジ

ャ
ー
ジ
ー
州
知
事
ら
も
出
馬
し
た
。
し
か
し
、「
ア
メ
リ
カ
第
一3

」

の
ト
ラ
ン
プ
氏
の
岩
盤
支
持
層
を
突
き
崩
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ヘ
イ

リ
ー
氏
を
最
後
に
、
い
ず
れ
も
予
備
選
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

ト
ラ
ン
プ
氏
は
、
自
身
を
除
く
冷
戦
後
の
米
国
の
大
統
領
が
海
外

の
問
題
に
介
入
し
過
ぎ
、
米
国
の
利
益
を
第
一
に
考
え
て
こ
な
か
っ

た
と
し
て
、
そ
の
所
属
政
党
が
民
主
党
で
あ
る
か
共
和
党
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
厳
し
く
糾
弾
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
海
外
の

問
題
に
介
入
し
た
レ
ー
ガ
ン
氏
を
批
判
し
た
こ
と
は
恐
ら
く
一
度
も

な
い
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
二
〇
二
四
年
七
月
の
共
和
党
大
会
の
大
統
領

候
補
指
名
受
諾
演
説
で
、
レ
ー
ガ
ン
氏
が
宇
宙
配
備
の
装
備
で
敵
の

ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
防
ぐ
戦
略
防
衛
構
想
（
Ｓ
Ｄ
Ｉ
）
を
提
唱
し
た
こ

と
に
触
れ
、「
と
て
も
良
い
大
統
領
だ
っ
た
。
と
て
も
、
と
て
も
良

か
っ
た4

」
と
絶
賛
し
た
。

ト
ラ
ン
プ
氏
が
レ
ー
ガ
ン
氏
に
一
目
置
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

の
は
、
米
国
の
現
状
を
憂
い
、
米
国
の
偉
大
さ
を
取
り
戻
そ
う
と
い

う
主
張
で
一
致
し
て
い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
ト
ラ
ン

プ
氏
の
包
括
的
な
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
ア
メ
リ
カ
を
再
び
偉
大
に
」

（M
ake A

m
erica Great A

gain

）
は
、
レ
ー
ガ
ン
氏
か
ら
借
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
氏
は
現
職
の
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
大

統
領
（
民
主
）
と
争
っ
た
一
九
八
〇
年
の
大
統
領
選
で
「
ア
メ
リ
カ

を
再
び
偉
大
に
し
よ
う
」（Let’s M

ake A
m

erica Great A
gain

）

と
訴
え
て
い
た
。

⑴ 
体
制
変
更

し
か
し
、
レ
ー
ガ
ン
氏
と
ト
ラ
ン
プ
氏
の
外
交
政
策
に
は
、
海
外

へ
の
介
入
に
積
極
的
か
否
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
て
見
れ
ば
、
主
要
な
敵
対
国
の
体
制
変
更
を
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目
標
と
す
る
か
し
な
い
か
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
違
い
を
理

解
す
る
に
は
、
レ
ー
ガ
ン
外
交
と
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
元
大

統
領
、
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
元
国
務
長
官
に
よ
る
対
ソ
・

デ
タ
ン
ト
（
緊
張
緩
和
）
政
策
と
の
比
較
か
ら
入
る
の
が
よ
い
。

デ
タ
ン
ト
政
策
は
ソ
連
と
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
（
勢
力
均

衡
）
を
図
り
、
平
和
共
存
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
レ

ー
ガ
ン
氏
は
デ
タ
ン
ト
政
策
を
、
共
産
主
義
の
温
存
、
冷
戦
の
恒
久

化
に
な
る
と
し
て
否
定
し
た
。
レ
ー
ガ
ン
氏
は
、
自
由
主
義
と
共
産

主
義
を
対
等
に
置
く
の
は
道
義
的
に
許
さ
れ
な
い
と
考
え
た
。
ソ
連

を
「
悪
の
帝
国
」
と
決
め
付
け
た
一
九
八
三
年
三
月
八
日
の
演
説5

は
、

自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
道
義
的
対
等
性
を
明
確
に
否
定
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ソ
連
に
つ
い
て
、民
衆
の
力
に
よ
る
「
下
か
ら
」

の
体
制
変
更
を
目
標
に
据
え
た
。

レ
ー
ガ
ン
氏
が
共
産
主
義
を
世
界
か
ら
放
逐
す
る
長
期
目
標
を
公

言
し
た
の
は
、
政
権
二
年
目
の
一
九
八
二
年
六
月
八
日
に
英
議
会
で

行
っ
た
演
説
だ
っ
た
。
英
議
会
の
建
物
の
名
称
に
ち
な
み
「
ウ
ェ
ス

ト
ミ
ン
ス
タ
ー
演
説
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
演
説
で
、
レ
ー
ガ
ン

氏
は
「
自
由
の
た
め
の
十
字
軍
」
を
編
成
し
よ
う
と
呼
び
掛
け
、「
自

由
と
民
主
主
義
の
行
進
が
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
歴
史
の
灰

だ
ま
り
（
ご
み
た
め
）
に
置
い
て
い
く
」
と
述
べ
、
共
産
主
義
を
歴

史
の
遺
物
に
す
る
と
意
気
込
ん
だ6

。

一
九
八
三
年
一
月
十
七
日
付
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
機
密
政
策
文
書

「
国
家
安
全
保
障
決
定
指
令
（
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｄ
）
75
」
で
は
、「
ソ
連
の
拡

張
を
封
じ
込
め
、い
ず
れ
逆
転
さ
せ
る
」と
決
意
を
示
し
た
上
で
、「
よ

り
多
元
的
な
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
へ
向
け
て
ソ
連
国
内
の
変
化
プ

ロ
セ
ス
を
促
す
」
と
述
べ
、
ソ
連
の
共
産
党
一
党
独
裁
体
制
を
変
え

る
と
い
う
目
標
を
明
確
に
し
た7

。

レ
ー
ガ
ン
氏
と
対
照
的
に
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は
ロ
シ
ア
の
体
制
変
更

で
な
く
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
め
ぐ
り
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ー
チ
ン

大
統
領
と
妥
協
し
、
ロ
シ
ア
と
の
平
和
共
存
を
図
ろ
う
と
す
る
。
こ

の
点
、
レ
ー
ガ
ン
外
交
よ
り
も
、
ニ
ク
ソ
ン
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
両

氏
の
デ
タ
ン
ト
政
策
に
近
い
。

ト
ラ
ン
プ
氏
が
主
要
な
敵
対
国
と
位
置
付
け
る
中
国
に
対
し
て
は

ど
う
か
。
一
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
中
国
に
関
し
て
、
レ
ー
ガ
ン

政
権
の
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｄ
75
の
よ
う
な
包
括
的
な
政
策
文
書
を
作
成
し
た
事

実
は
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
で
は
、
ペ
ン
ス
副
大
統
領
が
中
国
共
産

党
政
権
を
包
括
的
に
批
判
す
る
演
説
を
行
い8

、
マ
イ
ク
・
ポ
ン
ペ
オ

国
務
長
官
が
中
国
反
体
制
派
や
同
盟
国
と
協
力
し
中
国
共
産
党
政
権

の
行
動
を
変
え
さ
せ
る
こ
と
を
唱
え
た9

。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は

そ
う
し
た
演
説
を
容
認
し
た
も
の
の
、
自
ら
は
行
っ
て
い
な
い
。
そ
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も
そ
も
、
政
権
要
人
に
よ
る
一
連
の
演
説
は
、
体
制
自
体
の
変
更
に

ま
で
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ポ
ン
ペ
オ
氏
の
回
顧
録
に
よ
る
と
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
中
国
へ
の
関

心
は
不
公
正
な
米
中
貿
易
関
係
の
是
正
に
一
点
集
中
し
て
い
た10

。
ト

ラ
ン
プ
政
権
下
の
二
〇
一
七
年
の
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
は
中
国

を
「
現
状
変
更
勢
力
」
と
初
め
て
規
定
し
、
米
欧
日
な
ど
国
際
秩
序

の
現
状
維
持
勢
力
と
対
峙
す
る
存
在
で
あ
る
と
位
置
付
け
た
が
、
こ

の
戦
略
文
書
作
成
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
マ
ク
マ
ス

タ
ー
大
統
領
補
佐
官
（
国
家
安
全
保
障
担
当
）
と
そ
の
部
下
の
ナ
デ

ィ
ア
・
シ
ャ
ド
ロ
ー
副
補
佐
官
で
あ
っ
て11

、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
主
導
し

た
形
跡
は
な
い
。

⑵ 

自
由
の
拡
大

レ
ー
ガ
ン
氏
は
ソ
連
の
体
制
変
更
と
並
ん
で
、
ソ
連
の
支
配
下
に

あ
る
東
欧
諸
国
に
お
け
る
自
由
と
民
主
主
義
の
拡
大
を
目
指
し
た
。

一
九
八
一
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
自
主
管
理
労
働
組
合
「
連
帯
」
が
ソ

連
の
意
を
受
け
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
に
よ
っ
て
非
合
法
化
さ
れ
る

と
、「
ソ
連
の
帝
国
支
配
が
変
わ
る
チ
ャ
ン
ス
」
と
と
ら
え
、
当
時

の
ソ
連
の
最
高
指
導
者
レ
オ
ニ
ー
ド
・
ブ
レ
ジ
ネ
フ
共
産
党
書
記
長

に
弾
圧
を
試
み
な
い
よ
う
警
告
し
た12

。

第
二
次
世
界
大
戦
の
末
期
に
米
英
ソ
三
国
首
脳
が
戦
後
処
理
を
取

り
決
め
た
ヤ
ル
タ
会
談
の
四
十
周
年
に
当
た
る
一
九
八
五
年
に
は
、

「
東
西
の
分
割
線
を
な
く
し
、
単
一
の
自
由
な
欧
州
社
会
を
回
復
す

る
の
が
目
標
」
と
発
言
。
一
九
八
七
年
に
は
ソ
連
の
ミ
ハ
イ
ル
・
ゴ

ル
バ
チ
ョ
フ
共
産
党
書
記
長
に
「
こ
の
（
ベ
ル
リ
ン
の
）
壁
を
取
り

壊
せ
」
と
迫
っ
た13

。

対
照
的
に
ト
ラ
ン
プ
氏
は
、
自
由
や
民
主
主
義
の
拡
大
に
関
心

が
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
三
人
目
の
国
家
安
全
保
障
担
当
大
統

領
補
佐
官
だ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ボ
ル
ト
ン
氏
の
回
顧
録
に
よ
る
と
、

一
九
八
四
年
の
英
中
合
意
で
「
高
度
の
自
治
」
を
認
め
ら
れ
た
は
ず

の
香
港
で
二
〇
一
九
年
六
月
、
大
規
模
な
民
主
化
要
求
デ
モ
が
起
き

る
と
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は
「
私
は
関
わ
り
た
く
な
い
」
と
発
言
し
て
、

米
国
の
関
与
を
拒
否
し
た
。
ま
た
、
中
国
の
習
近
平
国
家
主
席
と
の

六
月
十
八
日
の
電
話
会
談
で
は
、
香
港
の
出
来
事
は
中
国
の
国
内
問

題
で
あ
り
、
い
か
な
る
形
で
も
公
に
議
論
し
な
い
よ
う
政
権
幹
部
に

指
示
し
た
と
習
主
席
に
伝
え
た14

。

ボ
ル
ト
ン
氏
に
よ
る
と
、
中
国
西
部
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に

お
け
る
少
数
民
族
ウ
イ
グ
ル
人
の
弾
圧
に
関
し
て
も
、
ト
ラ
ン
プ
氏

は
同
月
、
大
阪
で
の
二
十
カ
国
・
地
域
（
Ｇ
20
）
首
脳
会
議
を
機
に

行
っ
た
習
主
席
と
の
非
公
式
夕
食
会
で
、
ウ
イ
グ
ル
人
収
容
施
設
の
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建
設
は
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
建
設
を
進
め
る
べ
き
だ
と
発
言
し

た15

。
ト
ラ
ン
プ
氏
に
と
っ
て
、
中
国
と
の
貿
易
交
渉
が
最
優
先
で
あ

り
、
他
の
問
題
が
交
渉
の
妨
げ
に
な
る
の
を
望
ま
な
か
っ
た
の
だ
。

ポ
ン
ペ
オ
氏
も
回
顧
録
で
、「
貿
易
交
渉
は
他
の
事
項
を
追
求
す

る
我
々
の
能
力
を
制
限
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
、
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
は
私
の
構
想
が
交
渉
を
台
無
し
に
す
る
こ
と
を
心
配
し
た16

」
と

書
き
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
貿
易
交
渉
重
視
が
対
中
外
交
を
制
約
し
た
こ

と
を
率
直
に
記
し
て
い
る
。

⑶ 

力
を
通
じ
た
平
和

レ
ー
ガ
ン
外
交
の
モ
ッ
ト
ー
の
一
つ
は
「
力
を
通
じ
た
平
和
」
で

あ
っ
た
。
レ
ー
ガ
ン
氏
に
は
、
米
国
の
経
済
力
を
背
景
に
し
た
軍
事

力
の
強
化
は
効
果
的
な
対
ソ
外
交
に
必
要
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
一
期
目
は
、
カ
ー
タ
ー
前
政
権
で
弱

ま
っ
て
い
た
経
済
力
、
軍
事
力
の
強
化
に
全
力
を
挙
げ
た
。
レ
ー
ガ

ン
外
交
の
研
究
者
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
大
学
院
教
授
の

ヘ
ン
リ
ー
・
ナ
ウ
氏
に
よ
る
と
、
レ
ー
ガ
ン
氏
は
対
ソ
外
交
に
お
い

て
、
経
済
力
と
軍
事
力
を
三
種
類
の
「
て
こ
」
に
使
っ
た17

。
そ
の
三

つ
と
は
、
軍
拡
競
争
で
ソ
連
経
済
を
破
綻
さ
せ
、
ソ
連
を
屈
服
さ
せ

る
と
い
う
「
戦
略
的
て
こ
」、
軍
事
力
強
化
で
ソ
連
の
軍
備
増
強
を

押
し
返
す
と
い
う
「
戦
術
的
て
こ
」、
そ
し
て
増
強
し
た
軍
事
力
を

軍
縮
交
渉
の
取
引
材
料
に
す
る
「
交
渉
上
の
て
こ
」
で
あ
る
。
レ
ー

ガ
ン
政
権
時
代
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
の
発
表
は
ソ
連
崩
壊
を
導
く
「
戦
略
的
て

こ
」
に
な
っ
た
。
西
欧
へ
の
中
距
離
ミ
サ
イ
ル
・
パ
ー
シ
ン
グ
2
と

巡
航
ミ
サ
イ
ル
の
配
備
は
、
ソ
連
の
中
距
離
ミ
サ
イ
ル
Ｓ
Ｓ
20
の
配

備
を
押
し
返
し
、欧
州
で
の
戦
力
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
と
い
う「
戦

術
的
テ
コ
」
に
な
っ
た
し
、
中
距
離
核
戦
力
（
Ｉ
Ｎ
Ｆ
）
全
廃
条
約

締
結
を
導
き
出
す「
交
渉
上
の
て
こ
」に
も
な
っ
た
。
い
ず
れ
も「
力

を
通
じ
た
平
和
」
外
交
の
成
果
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
氏
も
「
力
を
通
じ
た
平
和
」
を
唱
え
る
。
ト
ラ
ン
プ
政

権
一
期
目
の
「
力
を
通
じ
た
平
和
」
外
交
の
成
功
例
と
し
て
元
政
権

高
官
が
よ
く
挙
げ
る
の
は
、
核
・
ミ
サ
イ
ル
開
発
で
米
国
を
威
嚇
し

た
北
朝
鮮
に
対
し
、
米
国
の
軍
事
力
行
使
の
可
能
性
を
ち
ら
つ
か
せ

て
米
朝
首
脳
会
談
を
初
め
て
実
現
し
、
北
朝
鮮
に
核
実
験
を
停
止
さ

せ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ク
リ
ミ
ア
半
島

を
併
合
し
た
ロ
シ
ア
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
時
代
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の

新
た
な
軍
事
侵
攻
を
控
え
た
こ
と
も
、「
力
を
通
じ
た
平
和
」
の
一

例
と
さ
れ
る
。
一
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
で
最
後
（
四
人
目
）
の
国

家
安
全
保
障
担
当
大
統
領
補
佐
官
と
な
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ブ
ラ
イ

エ
ン
氏
は
、
第
二
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
で
は
中
国
と
の
競
争
で
も
、
中
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国
に
経
済
的
圧
力
を
強
め
る
「
力
を
通
じ
た
平
和
」
が
必
要
に
な
る

と
論
じ
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
主
張
す
る
中
国
製
品
へ
の
六
〇
％
の
関
税

賦
課
や
中
国
向
け
の
先
端
技
術
の
輸
出
管
理
を
通
じ
た
経
済
面
で
の

デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
（
切
り
離
し
）
を
支
持
し
た18

。

も
っ
と
も
、ト
ラ
ン
プ
政
権
一
期
目
の
「
力
を
通
じ
た
平
和
」
は
、

ナ
ウ
教
授
の
分
類
に
従
え
ば
、
米
国
の
力
を
「
交
渉
上
の
て
こ
」
あ

る
い
は
「
戦
術
的
て
こ
」
に
使
っ
た
に
と
ど
ま
り
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
で
冷
戦

を
終
わ
ら
せ
た
レ
ー
ガ
ン
氏
の
よ
う
に
「
戦
略
的
て
こ
」
に
使
っ
た

実
績
が
な
い
。
中
国
と
の
経
済
的
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
に
し
て
も
、
中

国
共
産
主
義
体
制
の
弱
体
化
ま
で
狙
わ
ず
、
単
に
経
済
圏
の
分
離
で

よ
し
と
す
る
な
ら
、「
戦
術
的
て
こ
」
に
す
ぎ
な
い
。
同
じ
「
力
を

通
じ
た
平
和
」
を
唱
え
て
も
、
ト
ラ
ン
プ
氏
と
レ
ー
ガ
ン
氏
で
は
、

構
想
の
ス
ケ
ー
ル
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

⑷ 

自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー

ト
ラ
ン
プ
外
交
と
レ
ー
ガ
ン
外
交
の
根
本
的
な
違
い
は
、
米
国
が

自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
続
け
る
べ
し
と
考
え
る
か
否
か
と
い

う
点
に
表
れ
る
。

レ
ー
ガ
ン
氏
は
、
米
国
に
は
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役

割
を
担
い
続
け
る
特
別
な
義
務
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。回
想
録
に
、

以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
繰
り
返
し
ソ
連
拡
張
主
義
の
脅
威
に
立

ち
向
か
い
、
世
界
の
は
る
か
遠
い
地
域
に
も
出
か
け
て
自
由
の

防
衛
に
当
た
っ
た
。（
中
略
）
わ
が
国
の
こ
の
偉
大
な
民
主
主

義
に
は
、
他
の
諸
国
民
に
も
自
由
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
助
力

す
る
特
別
な
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
政
策
で

あ
っ
た
。（
中
略
）と
こ
ろ
が（
一
九
）七
〇
年
代
末
に
な
る
と
、

我
が
国
は
自
由
世
界
の
精
神
的
指
導
者
と
し
て
、
ま
た
民
主
主

義
の
主
た
る
防
衛
者
と
し
て
の
こ
の
歴
史
的
役
割
を
放
棄
し
始

め
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
た
。（
中
略
）
私
は
ア
メ
リ
カ
が

超
大
国
、
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
か
ら
降
り
る

の
は
、
無
分
別
で
根
拠
が
な
く
、
危
険
な
こ
と
だ
と
思
っ
て 

い
た19

」

自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
強
い
自
負
と
、
自
由
を
守
る

の
は
米
国
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
強
い
意
識
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て 

い
る
。

と
こ
ろ
が
ト
ラ
ン
プ
氏
は
、
な
ぜ
米
国
が
西
側
諸
国
の
負
担
を
背

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
疑
問
を
呈
す
る
。
ト
ラ
ン
プ
氏



117　　　「アメリカ第一」に日本は戦略的自立で応えよ

と
親
交
を
深
め
た
安
倍
晋
三
元
首
相
の
回
顧
録
に
よ
る
と
、
安
倍
氏

が
接
し
た
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
（
民
主
）、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ

シ
ュ
（
共
和
）、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
（
民
主
）
の
各
大
統
領
は
皆
、

西
側
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
責
任
感
を
強
く
持
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は
全
く
違
い
、
西
側
の
自
由
民
主

主
義
陣
営
と
中
露
を
中
心
と
し
た
権
威
主
義
陣
営
が
対
峙
す
る
構
図

の
中
で
、「
米
国
が
西
側
を
ど
う
ま
と
め
、
中
露
の
行
動
を
変
え
て

い
く
の
か
、と
い
う
発
想
は
、あ
ま
り
持
ち
合
わ
せ
て
」い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、「
安
全
保
障
政
策
で
米
国
が
自
国
の
利
益
ば
か
り
を
考
え
、

国
際
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
の
立
場
を
下
り
て
し
ま
っ
た
ら
、
世
界
は
紛

争
だ
ら
け
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
を
表
明
し
て
い
る20

。

ト
ラ
ン
プ
氏
に
近
い
と
さ
れ
る
新
興
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
ア
メ
リ
カ

第
一
政
策
研
究
所
」
の
幹
部
で
、
ト
ラ
ン
プ
氏
に
政
策
を
提
言
す
る

立
場
に
あ
る
キ
ー
ス
・
ケ
ロ
ッ
グ
氏
（
ト
ラ
ン
プ
政
権
で
ペ
ン
ス
副

大
統
領
の
国
家
安
全
保
障
担
当
補
佐
官
。
退
役
陸
軍
中
将
）
は
、
同

研
究
所
の
政
策
論
集
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
が
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入

れ
る
結
果
と
し
て
、
わ
が
国
の
資
源
は
世
界
の
問
題
に
し
ば
し

ば
投
入
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
わ
が
国
の
利
益
は
無
視
さ
れ
る
。

…
（
ア
メ
リ
カ
第
一
と
は
）
世
界
へ
の
関
与
か
ら
身
を
引
く
こ

と
で
も
、
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
立
場

を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ

第
一
と
は
、
ア
メ
リ
カ
が
強
国
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
保
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
強
い
立
場
か
ら
外
向
き
に
関
与
で

き
る
よ
う
に
し
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
利
益
を
守
る
と
い
う
基
本

的
な
義
務
を
果
た
せ
る
よ
う
に
す
る
政
策
の
枠
組
み
で
あ
る21

」

ケ
ロ
ッ
グ
氏
は
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
は
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
の
役
割
を
放
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
ま
ず

は
米
国
を
強
く
す
べ
き
で
あ
り
、
海
外
に
関
与
す
る
場
合
で
も
米
国

の
利
益
を
最
優
先
す
べ
き
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。
レ
ー
ガ
ン
氏
の

よ
う
な
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
負
や
、
自
ら
を
犠
牲
に

し
て
も
自
由
を
守
る
と
い
う
気
概
を
こ
の
政
策
助
言
者
の
論
文
か
ら

感
じ
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑸ 
同
盟
国
と
の
関
係

レ
ー
ガ
ン
氏
は
同
盟
国
と
の
関
係
を
重
視
し
た
。
と
り
わ
け
大
統

領
に
就
任
し
た
一
九
八
一
年
に
米
国
の
経
済
力
、
軍
事
力
が
弱
ま
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
米
国
単
独
で
は
ソ
連
に
大
し
た
打
撃
を
与
え
る
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こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た22

。
中
核
に
据
え
た
の
は
英
国
の
マ
ー
ガ

レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
と
の
盟
友
関
係
で
あ
る
。
西
独
の
ヘ
ル

ム
ー
ト・コ
ー
ル
首
相
や
、中
曽
根
康
弘
首
相
と
の
連
携
も
強
化
し
た
。

レ
ー
ガ
ン
氏
は
回
想
録
で
、「
大
統
領
在
任
中
、
米
英
両
国
間
の

同
盟
ほ
ど
強
固
な
同
盟
は
、
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
」
と
振
り

返
っ
た
。
そ
し
て
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
氏
と
レ
ー
ガ
ン
氏
が
個
人
的
な
友

人
と
な
り
、
保
守
的
政
治
哲
学
を
共
有
し
た
だ
け
で
な
く
、
米
英
同

盟
は
民
主
主
義
的
価
値
観
、
ア
ン
グ
ル
サ
ク
ソ
ン
の
ル
ー
ツ
、
言
語

を
共
有
し
、
二
つ
の
世
界
大
戦
を
共
に
戦
っ
た
こ
と
で
深
化
し
た
と

書
き
、
両
国
の
「
特
別
な
関
係
」
を
強
調
し
て
い
る23

。
中
曽
根
氏
に

つ
い
て
は
、
東
京
・
西
多
摩
の
山
荘
に
招
か
れ
、
畳
の
上
に
座
り
、

日
本
食
を
振
る
舞
わ
れ
た
こ
と
を
「
快
い
体
験
」
だ
っ
た
と
回
想
し

て
い
る24

。

一
方
、
ト
ラ
ン
プ
氏
に
は
、
同
盟
を
米
国
の
利
益
で
な
く
負
担
と

見
る
傾
向
が
あ
る
。
特
に
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
を
め

ぐ
っ
て
、
ト
ラ
ン
プ
氏
は
欧
州
の
同
盟
国
の
軍
事
的
貢
献
が
足
り
な

い
と
不
満
を
募
ら
せ
、
元
大
統
領
補
佐
官
だ
っ
た
ボ
ル
ト
ン
氏
は
、

ト
ラ
ン
プ
氏
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
か
ら
脱
退
し
そ
う
だ
と
感
じ
て
い
た25

。
ボ

ル
ト
ン
氏
の
危
惧
は
米
議
会
も
共
有
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
復
活
の
可

能
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
二
〇
二
三
年
十
二
月
、
大

統
領
は
議
会
の
承
認
（
上
院
の
三
分
の
二
の
賛
成
、
ま
た
は
別
個
の

法
律
の
議
会
通
過
）
な
し
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
か
ら
脱
退
で
き
な
い
と
い
う

条
文
が
国
防
権
限
法
案
に
追
加
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た26

。

し
か
し
、
た
と
え
米
国
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
か
ら
正
式
に
脱
退
し
な
く
て

も
、
同
盟
国
に
対
す
る
防
衛
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

は
空
洞
化
す
る
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
二
〇
二
四
年
二
月
、
防
衛
費
を
国

内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
比
二
％
以
上
と
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
目
標
を

達
成
し
な
い
加
盟
国
へ
の
攻
撃
を
ロ
シ
ア
に
促
す
趣
旨
の
発
言
を
し

て
、
物
議
を
醸
し
た27

。
二
〇
二
四
年
ま
で
に
二
％
の
目
標
を
達
成
す

る
見
込
み
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
は
、
軍
隊
を
持
た
な
い
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
を
除
く
三
十
一
カ
国
中
、
二
十
三
カ
国
に
達
す
る28

が
、
ト
ラ
ン
プ

氏
は
防
衛
費
の
さ
ら
な
る
上
乗
せ
を
要
求
し
て
、
防
衛
義
務
の
履
行

を
取
引
材
料
に
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

同
様
な
こ
と
は
日
本
、
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
の
同
盟
国
に
つ
い
て

も
言
え
る
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
在
日
米
軍
の
存
在
を
取
引
材
料
に
、

二
〇
二
七
年
度
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
％
と
な
る
日
本
の
防
衛
費
の
さ
ら
な

る
上
乗
せ
か
、
日
本
の
駐
留
米
軍
経
費
負
担
の
大
幅
な
増
額
を
要
求

し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
に
韓
国
に
対
し
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
政

権
一
期
目
、
在
韓
米
軍
の
駐
留
経
費
負
担
を
五
倍
以
上
に
す
る
よ
う

要
求
し
た
。「（
韓
国
の
要
求
拒
否
に
よ
り
）
ト
ラ
ン
プ
氏
が
在
韓
米
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軍
を
本
当
に
撤
退
さ
せ
な
い
か
心
配
し
た
」
と
ボ
ル
ト
ン
氏
は
書
い

て
い
る29

。

ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
高
等
国
際
関
係
大
学
院
（
Ｓ
Ａ
Ｉ

Ｓ
）
の
ハ
ル
・
ブ
ラ
ン
ズ
教
授
は
「
一
部
ア
ナ
リ
ス
ト
の
議
論
に
反

し
て
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
『
ア
メ
リ
カ
第
一
』
に
イ
ン
ド
太
平
洋
の
例

外
は
存
在
し
な
い
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
そ
し
て
、
同
盟
国
で
は
な

い
が
中
国
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
台
湾
に
関
し
、「
ト
ラ
ン
プ

氏
は
欧
州
や
ア
ジ
ア
の
小
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
米
国
が
な
ぜ
第
三

次
世
界
大
戦
勃
発
の
リ
ス
ク
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
疑
問
に
思

っ
て
い
る
」
と
分
析
し
、「
ロ
シ
ア
に
対
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
支
援

す
る
こ
と
や
、
中
国
の
攻
撃
か
ら
台
湾
を
守
る
こ
と
に
、
彼
は
懐
疑

的
だ
」
と
述
べ
る30

。

⑹ 

移
民
政
策

移
民
問
題
は
二
〇
二
四
年
大
統
領
選
の
最
大
の
争
点
の
一
つ
に
な

っ
た
。
約
四
十
年
前
、
レ
ー
ガ
ン
氏
は
ト
ラ
ン
プ
氏
に
比
べ
、
移
民

に
ず
っ
と
優
し
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
。

一
九
八
一
年
七
月
、
当
時
の
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
出
し
た
移
民
・

難
民
政
策
に
関
す
る
声
明31

は
「
わ
が
国
は
移
民
の
国
で
あ
る
。
他
の

ど
の
国
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
の
強
さ
は
自
ら
の
移
民
の
伝
統
と
、
他

の
土
地
か
ら
来
る
人
々
を
歓
迎
す
る
能
力
に
由
来
す
る
」
と
い
う
言

葉
で
始
ま
る
。

米
国
で
は
こ
の
年
、
フ
ロ
リ
ダ
州
に
キ
ュ
ー
バ
難
民
が
大
量
に
押

し
寄
せ
、
よ
り
効
果
的
な
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
指
摘
さ
れ
て
い

た
。
レ
ー
ガ
ン
氏
は
こ
の
声
明
で
、
対
策
が
依
拠
す
べ
き
原
則
の
一

つ
と
し
て
、「
不
法
移
民
の
多
く
は
既
に
社
会
の
生
産
的
な
構
成
員

に
な
っ
て
い
る
。
米
国
で
既
に
資
産
を
築
い
た
者
は
合
法
的
な
地
位

を
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
」と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、「
そ
う
す
る
際
に
、

不
法
移
民
を
奨
励
し
て
は
な
ら
な
い
」と
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
一
九
八
六
年
に
署
名
し
た
移
民
改

革
管
理
法
は
、
不
法
移
民
と
知
り
な
が
ら
雇
っ
た
雇
用
主
を
処
罰
す

る
一
方
で
、
五
年
以
上
前
に
入
国
し
た
不
法
移
民
が
永
住
権
や
市
民

権
を
獲
得
す
る
道
を
開
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
（
中

南
米
系
）
を
中
心
と
す
る
推
定
三
百
万
人
の
不
法
移
民
が
合
法
的
に

米
国
に
居
住
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た32

。

ト
ラ
ン
プ
氏
は
大
統
領
選
に
初
め
て
出
馬
し
た
二
〇
一
六
年
、

不
法
移
民
の
流
入
を
阻
止
す
る
た
め
米
メ
キ
シ
コ
国
境
に
壁
を

建
設
し
、
そ
の
費
用
を
メ
キ
シ
コ
に
負
担
さ
せ
る
と
主
張
し
た
。

二
〇
二
四
年
に
は
も
っ
と
急
進
化
し
、
一
千
万
人
以
上
と
い
わ
れ
る

不
法
移
民
を
、
米
国
で
の
居
住
年
数
に
関
係
な
く
、
国
外
に
追
放
す
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る
と
い
う
「
ア
メ
リ
カ
史
上
最
大
の
追
放
作
戦
」
の
実
施
を
公
約
し

た
。
国
境
近
く
に
は
追
放
前
の
移
民
を
収
容
す
る
巨
大
な
施
設
を
建

設
す
る
計
画
だ
。
不
法
移
民
の
子
が
米
国
で
出
生
し
て
も
、
米
国
籍

を
証
明
す
る
旅
券
や
、
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
の
社
会

保
障
番
号
を
発
行
し
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
氏
は
不
法
移
民
を
「
囚
人
、

殺
人
犯
、
麻
薬
売
人
、
精
神
病
患
者
、
テ
ロ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
決

め
付
け
、「
わ
が
国
の
血
を
汚
す
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る33

。

二
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の
歴
史

以
上
の
よ
う
に
ト
ラ
ン
プ
氏
の
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
主
義
は
、
米

国
の
戦
後
の
国
際
主
義
、
と
り
わ
け
レ
ー
ガ
ン
外
交
と
一
線
を
画
す

も
の
だ
が
、
米
国
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の

考
え
方
は
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、
二
世
紀
近
く
の
長
い
伝
統
を
持

っ
て
い
る
。

⑴ 

起
源
は
十
九
世
紀
の
反
移
民
と
米
産
業
保
護

「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の
由
来
を
調
べ
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
大
学
院
の

サ
ラ
・
チ
ャ
ー
チ
ウ
ェ
ル
教
授
の
著
書34

と
そ
の
後
の
研
究35

に
よ
れ

ば
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
と
い
う
言
葉
は
一
八
五
〇
年
代
に
高
ま
っ

た
反
移
民
運
動
で
使
わ
れ
た
の
が
最
初
の
よ
う
だ
。
当
時
、
カ
ト
リ

ッ
ク
教
徒
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
の
急
増
に
対
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
文
化
を
守
る
こ
と
を
主
張
す
る
ア
メ
リ
カ
ン
党
（
旧
ネ
イ
テ
ィ

ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
党
、
通
称
ノ
ウ
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
）
と
い
う
政
党
の

一
八
五
五
年
の
全
国
大
会
で
、
排
外
主
義
の
政
治
家
が
「
私
は
最
初

か
ら
最
後
ま
で
い
つ
も
ア
メ
リ
カ
支
持
だ
」（I go for A

m
erica 

first, last and alw
ays

）
と
演
説
し
て
聴
衆
の
喝
采
を
浴
び
た
。

十
九
世
紀
が
終
わ
り
に
近
づ
く
と
、
世
界
一
の
経
済
大
国
の
座
を

米
国
に
譲
っ
た
英
国
が
自
由
貿
易
を
支
持
す
る
の
は
米
国
の
産
業
界

の
成
長
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
陰
謀
の
一
環
だ
と
い
う
思
い
込
み
が

米
国
に
広
が
り
、
共
和
党
は
保
護
関
税
と
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
で
対

抗
し
た
。
関
税
政
策
が
争
点
と
な
っ
た
一
八
八
八
年
の
大
統
領
選
挙

で
、共
和
党
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
候
補
は「
ア
メ
リ
カ
第
一
、

世
界
は
二
の
次
」（A

m
erica First, the W

orld A
fterw

ards!

）

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
当
選
し
た36

。「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
は
排
外

主
義
だ
け
で
な
く
、
保
護
主
義
を
正
当
化
す
る
言
葉
に
意
味
を
広
げ

た
の
で
あ
る
。

⑵ 

孤
立
主
義
の
隆
盛

チ
ャ
ー
チ
ウ
ェ
ル
教
授
に
よ
る
と
、
一
九
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
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で
は
、
民
主
党
現
職
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
「
ア
メ
リ
カ

第
一
」、
共
和
党
候
補
が
「
ア
メ
リ
カ
第
一
、
ア
メ
リ
カ
は
有
能
」

（A
m

erica First and A
m

erica Effi
cient

）
を
標
語
と
し
た
。
当

時
欧
州
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
進
行
中
で
、
米
国
は
戦
争
に
中
立

の
立
場
を
取
る
こ
と
で
戦
後
世
界
を
主
導
で
き
る
、
と
い
う
の
が
国

際
主
義
者
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
主
張
し
た
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の
意
味
だ

っ
た37

。
そ
れ
に
対
し
共
和
党
は
、
孤
立
主
義
を
正
当
化
し
保
護
主
義

（
高
関
税
政
策
）
を
支
持
す
る
た
め
に
同
じ
言
葉
を
使
っ
た
。
戦
後
、

上
院
で
多
数
を
占
め
た
共
和
党
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
設
立
に
尽
力
し

た
国
際
連
盟
へ
の
米
国
の
加
入
を
阻
止
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
夢
を
粉

砕
し
た
。
一
九
二
〇
年
の
大
統
領
選
で
は
、共
和
党
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
・

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
、
単
に
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
孤

立
主
義
と
保
護
主
義
を
唱
え
て
当
選
し
た38

。

一
九
二
〇
年
代
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
が
移
民
排
斥
と
白
人

優
越
思
想
の
合
言
葉
に
な
っ
て
い
っ
た
。
白
人
至
上
主
義
の
秘
密
結

社
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
（
Ｋ
Ｋ
Ｋ
）
は
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」

を
旗
印
に
黒
人
へ
の
暴
力
テ
ロ
を
繰
り
返
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
や
カ
ト
リ

ッ
ク
教
徒
へ
の
憎
悪
を
あ
お
っ
た39

。

一
九
三
〇
年
代
、
世
界
大
恐
慌
が
広
が
り
、
欧
州
で
全
体
主
義
勢

力
が
台
頭
す
る
中
、
米
国
は
孤
立
主
義
の
色
彩
を
濃
く
し
た
。
ド
イ

ツ
の
侵
攻
で
第
二
次
世
界
大
戦
が
起
き
る
と
、
一
九
四
〇
年
九
月
に

米
史
上
最
大
の
反
戦
団
体
「
ア
メ
リ
カ
第
一
委
員
会
」（A

m
erica 

First Com
m

ittee

）
が
設
立
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
反
戦
主
義
者
、

孤
立
主
義
者
、
英
独
双
方
を
嫌
う
反
帝
国
主
義
者
、
平
和
志
向
の
社

会
主
義
者
、
外
国
嫌
い
の
排
外
主
義
者
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
や
イ

タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
同
調
者
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
な
ど
種
々
雑

多
で
、
欧
州
の
戦
争
へ
の
参
戦
を
拒
否
す
る
と
い
う
一
点
で
ま
と

ま
っ
た
。
最
盛
期
に
は
会
員
八
十
万
人
以
上
を
擁
し
た
。
し
か
し

一
九
四
一
年
十
二
月
、
日
本
軍
の
真
珠
湾
攻
撃
で
日
米
が
開
戦
す

る
と
、
四
日
後
に
委
員
会
は
解
散
し
、
米
国
の
戦
争
遂
行
を
支
持 

し
た40

。

⑶ 「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の
休
眠
と
復
活

第
二
次
大
戦
後
の
国
際
情
勢
は
、
米
国
が
孤
立
主
義
に
戻
る
こ
と

を
許
さ
な
か
っ
た
。
米
国
は
新
た
な
国
際
安
全
保
障
機
関
と
し
て
国

際
連
合
の
設
立
を
主
導
し
、
安
保
理
五
常
任
理
事
国
の
一
つ
と
し
て

戦
後
の
平
和
維
持
に
積
極
的
に
関
与
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
。
間

も
な
く
ソ
連
と
の
冷
戦
が
始
ま
る
と
、
米
国
は
西
欧
諸
国
と
の
多
国

間
同
盟
と
し
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
結
成
し
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
は
日

米
安
全
保
障
条
約
を
含
む
二
国
間
同
盟
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
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た
。
経
済
分
野
で
は
、
世
界
大
恐
慌
後
の
各
国
の
保
護
主
義
と
ブ
ロ

ッ
ク
経
済
化
が
第
二
次
大
戦
の
一
因
に
な
っ
た
と
の
反
省
か
ら
、
多

国
間
の
貿
易
自
由
化
を
目
指
す
関
税
貿
易
一
般
協
定
（
ガ
ッ
ト
）
の

締
結
と
、
西
側
の
戦
後
復
興
を
国
際
金
融
で
支
え
る
ブ
レ
ト
ン
・
ウ

ッ
ズ
体
制
の
構
築
を
主
導
し
た
。
こ
う
し
て
米
国
は
国
際
安
全
保
障

と
経
済
の
両
面
で
自
由
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、「
ア
メ
リ
カ
第

一
」
の
主
張
は
歴
史
に
埋
も
れ
た
か
に
見
え
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
（
父
）
と
ゴ
ル
バ
チ
ョ

フ
書
記
長
に
よ
る
一
九
八
九
年
の
冷
戦
終
了
宣
言
と
、
米
国
主
導

の
多
国
籍
軍
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
を
イ
ラ
ク
軍
の
占
領
か
ら
解
放
し
た

一
九
九
一
年
一
～
二
月
の
湾
岸
戦
争
、同
年
十
二
月
の
ソ
連
崩
壊
で
、

米
国
に
よ
る
世
界
の
一
極
支
配
体
制
が
生
ま
れ
た
。
米
大
統
領
選
の

舞
台
に
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
が
戻
っ
て
き
た
の
は
翌
一
九
九
二
年
、

共
和
党
予
備
選
で
政
治
評
論
家
の
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
氏
が

現
職
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
挑
戦
し
た
時
だ
。

ブ
キ
ャ
ナ
ン
氏
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
氏
が
構
築
を
目
指
す
意
味
不
明
瞭

な
「
新
世
界
秩
序
」
に
米
国
の
富
と
力
を
さ
さ
げ
る
べ
き
で
な
い
と

主
張
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
を
第
一
に
据
え
る
」（W

e w
ill 

put A
m

erica first.

）
と
宣
言
し
た41

。
し
か
し
、
当
時
、
米
国
は
世

界
の
覇
権
国
の
地
位
を
確
立
し
た
ば
か
り
で
、
米
国
以
外
に
冷
戦
後

の
国
際
社
会
を
主
導
で
き
る
国
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
期
に
内
向

き
な
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
を
唱
え
て
も
、
有
権
者
の
共
感
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

⑷ 

ト
ラ
ン
プ
政
権
登
場
の
素
地

一
九
九
〇
年
代
は
米
国
の
覇
権
の
絶
頂
期
だ
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
創

設
五
十
周
年
の
一
九
九
九
年
、
旧
ソ
連
圏
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
、
チ
ェ
コ
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
、
一
九
九
〇
年
の
ド
イ
ツ
統

一
で
加
わ
っ
た
旧
東
独
を
除
く
と
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
初
の
東
方
拡
大
と

な
っ
た
。
そ
の
後
も
旧
ソ
連
構
成
国
の
バ
ル
ト
三
国
や
東
欧
の
旧
ソ

連
圏
諸
国
の
加
盟
が
続
い
た
。
ま
た
、
米
国
は
二
〇
〇
一
年
に
実
現

し
た
中
国
の
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
加
入
を
支
援
し
、
中
国
と

の
貿
易
促
進
や
中
国
経
済
の
対
外
開
放
を
通
じ
た
中
国
の
政
治
的
自

由
化
も
期
待
し
た
。

米
国
の
覇
権
に
最
初
に
挑
戦
し
た
の
は
イ
ス
ラ
ム
・
テ
ロ
組
織
で
、

ウ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
の
ア
ル
カ
イ
ダ
が
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一

日
に
米
本
土
で
同
時
多
発
テ
ロ
を
起
こ
し
た
。
米
国
は
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
で
の
対
テ
ロ
戦
争
と
イ
ラ
ク
戦
争
に
踏
み
切
っ
た
。
し
か
し
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
タ
リ
バ
ン
政
権
、
イ
ラ
ク
の
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ

ン
政
権
を
打
倒
し
た
後
も
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
と
の
戦
闘
か
ら
足
を
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抜
く
こ
と
が
で
き
ず
、
二
〇
一
〇
年
代
に
は
米
国
民
に
戦
争
疲
れ
が

広
が
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
代
、
習
近
平
国
家
主
席
の
中
国
は
南
シ
ナ
海
で
人
工

島
の
建
設
と
軍
事
基
地
化
に
着
手
す
る
な
ど
、
現
状
変
更
勢
力
と
し

て
台
頭
し
た
。
ソ
連
帝
国
復
活
を
夢
見
る
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
ロ
シ

ア
は
二
〇
一
四
年
、
復
活
の
手
始
め
に
旧
ソ
連
構
成
国
の
ウ
ク
ラ
イ

ナ
か
ら
ク
リ
ミ
ア
半
島
を
奪
っ
た
。
中
国
は
ロ
シ
ア
と
共
に
米
国
主

導
の
世
界
秩
序
へ
の
挑
戦
を
開
始
し
た
。
そ
れ
よ
り
前
、
オ
バ
マ
米

大
統
領
は
二
〇
一
三
年
に
「
米
国
は
世
界
の
警
察
官
で
は
な
い
」
と

発
言
し
て
い
た
。

米
国
の
相
対
的
な
力
の
衰
え
が
見
え
始
め
た
こ
と
で
、
内
向
き
な

「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
を
主
張
す
る
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
二
〇
一
七
年
に

登
場
す
る
素
地
が
で
き
た
。

三
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」

⑴ 

国
益
軽
視
の
海
外
介
入
に
不
満

ト
ラ
ン
プ
氏
に
近
い
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
第
一
政
策
研
究
所
の
ケ

ロ
ッ
グ
氏
の
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
「
ア
メ
リ
カ
第

一
」
主
義
の
根
底
に
は
、
冷
戦
後
の
米
国
の
歴
代
政
権
が
海
外
の
問

題
に
介
入
し
過
ぎ
、
米
国
の
利
益
を
第
一
に
考
え
な
か
っ
た
と
い
う

不
満
が
あ
る
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
で
民
主
主
義
国
家
建
設

を
試
み
、
戦
争
の
泥
沼
か
ら
足
を
抜
け
な
く
な
っ
た
ブ
ッ
シ
ュ
共
和

党
政
権
（
子
）
の
「
ネ
オ
コ
ン
」
集
団
も
、
人
権
擁
護
、
民
主
化
支

援
の
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
の
外
交
を
展
開
し
た
民
主
党
政
権
も
、
共

に
間
違
い
を
犯
し
た
と
見
る
。
そ
し
て
、
米
国
の
海
外
介
入
に
は
、

米
国
と
同
盟
国
の
負
担
の
不
平
等
と
い
う
組
織
的
な
欠
陥
が
あ
り
、

こ
れ
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
米
国
の
利
益
を
促

進
す
る
た
め
に
必
要
と
あ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
北
朝
鮮
な
ど
権

威
主
義
国
や
人
権
侵
害
国
と
取
引
し
て
も
よ
い
、
と
考
え
る42

。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
米
国
の
死
活
的
な
利
益
が

か
か
っ
て
い
な
い
し
、
ロ
シ
ア
と
の
核
戦
争
や
第
三
次
世
界
大
戦
に

発
展
す
る
危
険
が
あ
る
の
で
、
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
双
方
に
圧
力

を
か
け
て
停
戦
と
和
平
交
渉
に
持
ち
込
む
、
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ

る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
欧
州
の
地
域
紛
争
だ
か
ら
、
欧
州
同
盟
国

こ
そ
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
で
一
番
の
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
迫
る
。

ま
た
欧
州
同
盟
国
に
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
％
を
防
衛
費
に
回
す
と
の
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
の
約
束
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
同
盟
国
が
ロ
シ
ア
に
侵
略
さ
れ

て
も
助
け
な
い
、
と
脅
し
を
か
け
る
。
中
国
を
米
国
に
と
っ
て
最
大

の
脅
威
と
位
置
付
け
る
も
の
の
、
台
湾
有
事
の
際
に
米
国
が
軍
事
介
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入
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、「
米
国
の
交
渉
上
の
立
場
を
悪
く

す
る
」
と
の
理
由
で
、
明
言
を
避
け
る
。
ト
ラ
ン
プ
氏
の
二
〇
二
四

年
七
月
の
大
統
領
候
補
指
名
受
諾
演
説
で
は
、
政
権
一
期
目
に
北
朝

鮮
の
独
裁
者
、
金
正
恩
朝
鮮
労
働
党
総
書
記
と
「
と
て
も
う
ま
く
や

っ
た
」
と
自
慢
し
、
政
権
に
復
帰
す
れ
ば
「
ま
た
う
ま
く
や
る
。
彼

も
私
に
会
い
た
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
米
朝
首
脳
会
談
を
復
活
さ
せ

る
意
欲
を
示
し
た
。

⑵ 

Ｎ
Ｙ
タ
イ
ム
ズ
と
の
問
答

ト
ラ
ン
プ
氏
が
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
を
外
交
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
採
用

し
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
二
〇
一
五
年
六
月

十
六
日
の
大
統
領
選
出
馬
宣
言
や
、
同
年
十
一
月
出
版
の
著
書43

に

は
、「
ア
メ
リ
カ
を
再
び
偉
大
に
」
は
出
て
く
る
が
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」

は
出
て
こ
な
い
。

と
こ
ろ
が
二
〇
一
六
年
三
月
二
十
五
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ

ム
ズ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
サ
ン
ガ
ー
記
者
に
「（
あ

な
た
の
外
交
理
念
は
）
孤
立
主
義
で
な
い
と
し
た
ら
、
少
な
く
と
も

『
ア
メ
リ
カ
第
一
』
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
、
ト
ラ

ン
プ
氏
は
「
そ
の
通
り
だ
」
と
応
じ
、「
私
は
孤
立
主
義
者
で
は
な

い
が
『
ア
メ
リ
カ
第
一
』
だ
。
そ
の
表
現
が
好
き
だ44

」
と
述
べ
、
サ

ン
ガ
ー
記
者
の
形
容
が
気
に
入
っ
た
様
子
だ
っ
た
。
そ
し
て
同
年
四

月
二
十
七
日
の
外
交
演
説
で
は
早
速
そ
の
表
現
を
取
り
入
れ
、「
わ

れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
国
民
を
第
一
に
置
く
（w

e’re putting the 
A

m
erican people first

）。
貿
易
問
題
で
も
移
民
問
題
で
も
外
交

政
策
で
も
、
ア
メ
リ
カ
労
働
者
の
雇
用
、
所
得
、
安
全
を
常
に
私
の

第
一
の
優
先
課
題
と
す
る45

」
と
表
明
し
た
。

そ
れ
以
来
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
は
ト
ラ
ン
プ
外
交
を
象
徴
す
る

言
葉
に
な
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
が
、
排
外
主
義
者
、
保
護
主
義
者
、

孤
立
主
義
者
だ
け
で
な
く
、白
人
優
越
主
義
者
や
ナ
チ
共
鳴
者
も「
ア

メ
リ
カ
第
一
」
を
唱
え
て
き
た
歴
史
を
知
っ
た
上
で
こ
の
言
葉
を
使

っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑶ 「
ト
ラ
ン
プ
後
」
も
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」

ト
ラ
ン
プ
氏
は
二
〇
二
四
年
七
月
の
共
和
党
大
会
で
、
三
十
九
歳

も
年
齢
差
の
あ
る
Ｊ
・
Ｄ
・
バ
ン
ス
上
院
議
員
（
オ
ハ
イ
オ
州
）
を

副
大
統
領
候
補
に
指
名
し
た
。
十
一
月
の
大
統
領
選
の
結
果
、
ト
ラ

ン
プ
政
権
が
復
活
す
れ
ば
、
憲
法
の
規
定
に
よ
り
ト
ラ
ン
プ
氏
の
三

選
は
な
い
の
で
、
次
の
二
〇
二
八
年
の
大
統
領
選
で
は
ト
ラ
ン
プ
氏

に
後
押
し
さ
れ
る
副
大
統
領
の
バ
ン
ス
氏
が
共
和
党
大
統
領
候
補
に

な
る
可
能
性
が
強
ま
る
。
す
る
と
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
は
「
ト
ラ
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ン
プ
後
」
も
さ
ら
に
八
年
間
、
共
和
党
の
外
交
政
策
の
基
調
と
し
て

引
き
継
が
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。

仮
に
二
〇
二
四
年
の
選
挙
で
ト
ラ
ン
プ
氏
が
敗
れ
て
も
、
議
会
共

和
党
の
ト
ラ
ン
プ
派
議
員
は
予
算
審
議
を
通
じ
て
、「
ア
メ
リ
カ
第

一
」
を
カ
マ
ラ
・
ハ
リ
ス
民
主
党
政
権
の
外
交
に
押
し
込
も
う
と
す

る
だ
ろ
う
。
民
主
党
の
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ
ン
政
権
の
二
〇
二
三
年
か

ら
二
〇
二
四
年
に
か
け
て
、
共
和
党
の
ト
ラ
ン
プ
派
議
員
が
対
ウ
ク

ラ
イ
ナ
援
助
法
案
の
議
会
通
過
を
半
年
以
上
に
わ
た
っ
て
妨
害
し
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
況
を
ロ
シ
ア
に
有
利
に
し
た
よ
う
に
、
で
あ
る
。

二
〇
二
四
年
の
米
大
統
領
選
で
バ
イ
デ
ン
大
統
領
に
代
わ
っ
て
民

主
党
大
統
領
候
補
に
指
名
さ
れ
た
ハ
リ
ス
氏
は
、
八
月
の
民
主
党
大

会
に
お
け
る
指
名
受
諾
演
説
で
、
当
選
す
れ
ば
米
国
の
「
グ
ル
ー
バ

ル
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
強
化
す
る
」
と
宣

言
し46

、
ト
ラ
ン
プ
氏
と
の
違
い
を
強
調
し
た
が
、
米
国
の
力
が
相
対

的
に
衰
退
す
る
中
で
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の
圧
力
に
抗
す
る
の
は
容

易
で
は
あ
る
ま
い
。

一
般
の
共
和
党
支
持
者
に
も
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
は
浸
透
し
て
い

る
よ
う
だ
。
シ
カ
ゴ
世
界
問
題
評
議
会
が
二
〇
二
三
年
九
月
七
～

十
八
日
に
実
施
し
た
世
論
調
査47

で
、「
米
国
は
世
界
の
問
題
に
関
わ

ら
な
い
の
が
良
い
」
と
す
る
意
見
が
共
和
党
支
持
者
の
間
で
初
め
て

過
半
数
の
五
三
％
に
達
し
、「
世
界
の
問
題
に
積
極
的
に
関
わ
る
の

が
良
い
」
の
四
七
％
を
上
回
っ
た
。
共
和
党
支
持
者
の
積
極
関
与
派

は
二
〇
一
八
年
に
七
〇
％
だ
っ
た
が
、
以
降
、
急
落
し
た
。
民
主
党

支
持
者
や
無
党
派
を
含
む
全
体
で
は
積
極
関
与
派
が
五
七
％
（
関
与

反
対
派
は
四
二
％
）
で
多
数
を
占
め
た
が
、同
様
に
二
〇
一
八
年
（
全

体
の
積
極
関
与
派
七
〇
％
）
以
降
、
漸
減
し
て
い
る
。

⑷ 

パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
終
わ
り

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
秩
序
は
、
米
国
の
力
が
平
和
を
維
持

し
た
と
い
う
意
味
で
「
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」（
米
国
に
よ
る

平
和
）
と
呼
ば
れ
た
。
冷
戦
期
に
は
、
米
ソ
の
力
の
均
衡
が
平
和
を

保
っ
た
と
い
う
意
味
で
「
パ
ク
ス
・
ル
ッ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」（
米

ソ
に
よ
る
平
和
）
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ソ
連
崩
壊
後
は

名
実
共
に
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
が
実
現
し
た
。

パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
は
二
〇
一
〇
年
代
以
降
、
中
国
の
台
頭

と
米
国
の
相
対
的
な
力
の
衰
退
で
揺
ら
ぎ
始
め
た
。
特
に
二
〇
二
二

年
の
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
以
降
は
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
北
朝

鮮
、
イ
ラ
ン
に
よ
る
新
「
悪
の
枢
軸
」
の
結
成
に
よ
り
、
世
界
は
自

由
民
主
主
義
陣
営
と
権
威
主
義
陣
営
の
対
立
の
構
図
が
ま
す
ま
す
鮮

明
に
な
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
中
、
米
国
が
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
で
自
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由
民
主
主
義
陣
営
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
や
め
れ
ば
、パ
ク
ス
・

ア
メ
リ
カ
ー
ナ
に
と
ど
め
が
刺
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
世
界
史
の
一

時
代
の
終
わ
り
を
目
の
当
た
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
は
保
守
も
リ
ベ
ラ
ル
も
、
安
全
保
障

で
米
国
を
頼
り
に
す
る
こ
と
が
身
に
付
い
て
し
ま
っ
た
。
パ
ク
ス
・

ア
メ
リ
カ
ー
ナ
後
の
世
界
が
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
な
弱
肉
強
食
の

時
代
に
戻
る
の
か
、
自
由
民
主
主
義
陣
営
と
権
威
主
義
陣
営
の
対
決

が
強
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
米
国
に
代
わ
る
覇
権
国
が
登
場
す
る
の

か
不
明
だ
が
、
日
本
は
超
大
国
・
米
国
に
安
全
保
障
を
依
存
し
て
き

た
戦
後
の
思
考
を
根
本
的
に
転
換
し
、
戦
略
的
自
立
を
強
め
る
こ
と

が
今
ほ
ど
求
め
ら
れ
る
時
は
な
い
。

⑸ 

日
本
の
戦
略
的
自
立

日
本
に
と
っ
て
の
戦
略
的
自
立
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
日
米
同
盟

を
基
本
と
し
つ
つ
、
米
軍
の
支
援
を
当
て
に
せ
ず
に
日
本
の
国
土
と

国
民
を
守
れ
る
態
勢
を
、
憲
法
上
も
、
防
衛
の
基
本
原
則
上
も
、
そ

し
て
防
衛
装
備
の
面
で
も
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
だ
。
当
面
は
、
中
国

が
虎
視
眈
々
と
狙
っ
て
い
る
沖
縄
県
・
尖
閣
諸
島
の
防
衛
が
最
重
要

と
な
る
。

尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
を
含
む
近
年
の
全
て
の

米
政
権
が
「
日
米
安
保
条
約
第
五
条
の
適
用
範
囲
内
」
で
あ
る
と
保

証
し
、
尖
閣
が
日
本
の
実
効
支
配
下
に
あ
る
限
り
、
米
国
に
防
衛
義

務
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ル
・
ブ
ラ
ン
ズ
教

授
が「『
ア
メ
リ
カ
第
一
』に
イ
ン
ド
太
平
洋
の
例
外
は
存
在
し
な
い
」

と
言
う
よ
う
に
、
米
国
と
り
わ
け
「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の
政
権
が
米

中
戦
争
は
米
国
の
国
益
に
沿
わ
な
い
と
判
断
し
、
軍
事
介
入
を
渋
る

可
能
性
が
皆
無
で
な
い
こ
と
も
日
本
は
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

米
国
世
論
の
動
向
は
懸
念
材
料
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
シ
カ

ゴ
世
界
問
題
評
議
会
の
世
論
調
査
で
は
、「
日
本
と
領
有
を
争
う
島

を
め
ぐ
り
中
国
が
軍
事
紛
争
を
始
め
る
と
し
た
ら
、
米
軍
を
使
用

す
る
こ
と
に
あ
な
た
は
賛
成
か
反
対
か
」
と
の
問
い
に
対
し
、
反
対

が
過
半
数
の
五
五
％
を
占
め
、
賛
成
は
四
三
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
回

答
者
の
支
持
政
党
に
よ
る
差
は
な
か
っ
た
。
共
和
党
だ
け
で
な
く
、

民
主
党
の
支
持
層
も
尖
閣
防
衛
の
た
め
の
米
軍
投
入
に
消
極
的
な 

の
だ
。

日
本
の
新
内
閣
は
日
本
の
戦
略
的
自
立
の
た
め
、
憲
法
改
正
に
取

り
組
む
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
岸
田
文
雄
政
権
が
固
守
し
た
戦
後

の
防
衛
基
本
原
則
の
「
専
守
防
衛
」
と
非
核
三
原
則
に
つ
い
て
も
必

要
な
見
直
し
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

日
本
独
自
の
核
保
有
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
氏
に
近
い
と
さ
れ
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る
ア
メ
リ
カ
第
一
政
策
研
究
所
幹
部
の
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ラ
イ
ツ
氏（
ト

ラ
ン
プ
政
権
一
期
目
の
大
統
領
副
補
佐
官
）
が
「
核
拡
散
に
な
る
の

は
問
題
だ
が
、
日
本
が
核
保
有
を
選
択
す
る
な
ら
、
そ
の
選
択
を
尊

重
し
な
い
と
い
け
な
い
」
と
述
べ
、「
ア
メ
リ
カ
第
一
」
の
政
権
が

容
認
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る48

。
そ
の
場
合
、
日
本
の
政
治
家

と
国
民
は
そ
れ
に
ど
う
向
き
合
う
の
か
。

日
本
の
世
論
の
反
対
な
ど
で
核
保
有
が
現
実
的
な
選
択
肢
に
な
ら

な
い
と
し
た
ら
、
敵
対
国
の
核
攻
撃
や
核
に
よ
る
威
嚇
を
抑
止
す
る

日
本
独
自
の
方
策
は
な
い
の
か
。
戦
略
核
に
対
す
る
抑
止
は
米
国
の

戦
略
核
に
委
ね
る
と
し
て
も
、
戦
術
核
に
対
し
て
は
、
日
本
の
通
常

戦
力
を
強
化
す
る
こ
と
で
か
な
り
抑
止
で
き
る
、
と
岩
田
清
文
元
陸

上
幕
僚
長
（
国
基
研
企
画
委
員
）
は
言
う
。
岩
田
氏
の
構
想
に
よ
る

と
、
日
本
は
、
敵
対
国
の
核
攻
撃
実
行
に
不
可
欠
な
指
揮
・
統
制
施

設
や
発
射
施
設
な
ど
に
反
撃
を
加
え
る
能
力
を
持
つ
非
核
戦
力
（
長

射
程
の
ス
タ
ン
ド
オ
フ
ミ
サ
イ
ル
や
超
音
速
滑
空
弾
）
の
開
発
を
促

進
す
る
。
米
国
は
、
日
本
へ
の
軍
事
情
報
提
供
と
と
も
に
、
日
本
の

反
撃
能
力
が
及
ば
な
い
軍
事
目
標
へ
の
非
核
攻
撃
を
担
当
す
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
日
米
共
同
で
敵
対
国
の
戦
術
核
攻
撃
を
抑
止
し
、
同
時

に
核
戦
争
へ
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
防
止
す
る49

。
現
実
的
な
構
想

で
あ
り
、
具
体
化
が
期
待
さ
れ
る
。
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史
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八
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ラ
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。
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は
じ
め
に
：
中
国
海
洋
調
査
船
が
沖
ノ
鳥
島
周
辺
で
無
許
可
調
査

わ
が
国
最
南
端
、
太
平
洋
上
の
孤
島
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
で
は
近
年
、

中
国
が
海
洋
調
査
船
を
派
遣
し
、
繰
り
返
し
調
査
活
動
を
実
施
し
、

わ
が
国
の
海
洋
権
益
に
対
す
る
挑
戦
と
も
と
れ
る
行
動
を
見
せ
て
い

る
。
情
勢
は
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
は
旧
来
の

抗
議
程
度
の
対
応
し
か
と
っ
て
い
な
い
。
中
国
の
故
事
に
「
船
に
刻

み
て
剣
を
求
む
」
と
あ
る
。
時
々
刻
々
と
情
勢
が
変
わ
り
ゆ
く
こ
と

に
も
気
づ
か
ず
、
頑
迷
に
旧
来
の
考
え
に
固
執
し
、
臨
機
に
対
応
し

な
い
こ
と
を
戒
め
る
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
こ
の
故
事
に
倣
い
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
海
域
で
の
中
国
海
洋

調
査
船
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
て
、
わ
が
国
の
対
応
が
い
か
に
あ
る

べ
き
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
沖
ノ
鳥
島
と
は
ど
の
よ
う
な
島
な
の
か
を
、
所
管
す
る
東

京
都
の
資
料1

で
確
認
し
て
お
く
。

地
理
的
に
は
、
東
京
か
ら
南
へ
約
一
七
〇
〇
㎞
に
位
置
す
る
日
本

の
最
南
端
で
、
小
笠
原
諸
島
父
島
か
ら
で
も
約
一
〇
〇
〇
㎞
離
れ
て

い
る
。
沖
縄
と
グ
ア
ム
島
を
結
ん
だ
直
線
上
の
中
間
点
に
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
日
米
安
全
保
障
上
、
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
東
西
四
・
五
㎞
、
南
北
一
・
七
㎞
の
サ
ン
ゴ
礁
（
周
囲
一
一

㎞
の
卓
礁
）
に
囲
ま
れ
た
水
域
（
礁
湖
）
の
中
に
、
満
潮
時
で
も
海

面
に
残
る
北
小
島
と
東
小
島
の
二
島
が
存
在
し
、
二
島
の
周
囲
は
直

沖
ノ
鳥
島
沖
の
中
国
海
洋
調
査
船
の
活
動
と
わ
が
国
の
対
応

―
無
許
可
調
査
を
取
締
り
、
国
際
法
上
の
島
と
し
て
、

　
　
　
　
　
戦
略
拠
点
を
守
り
ぬ
け
―

黒

澤

聖

二

（
元
統
合
幕
僚
監
部
首
席
法
務
官
）
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径
約
五
〇
ｍ
の
護
岸
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
防
護
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
的
に
は
十
六
世
紀
頃
か
ら
存
在
は
知
ら
れ
て
お
り
、
一
九
三
一

年
に
は
わ
が
国
領
土
と
し
て
編
入
さ
れ
、
一
九
三
九
年
か
ら
気
象

観
測
所
と
灯
台
の
建
設
工
事
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
一
九
八
七
年

か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
、
国
に
よ
る
二
回
の
保
全
工
事
を
行
い
、

二
〇
〇
七
年
に
沖
ノ
鳥
島
灯
台
の
運
用
が
開
始
さ
れ
、
今
日
に
至
っ

て
い
る
。

近
年
、
中
国
の
海
洋
調
査
船
が
沖
ノ
鳥
島
周
辺
で
遊
弋
し
、
調

査
活
動
を
活
発
化
し
て
い
る
と
の
報
道
を
散
見
す
る
。
例
え
ば

二
〇
二
〇
年
七
月
に
は
海
洋
調
査
船
「
太
陽
号
」
が2

、
二
〇
二
一
年

十
一
月
に
は
「
深
海
一
号
」
が3

、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
の
排
他
的
経
済
水

域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
内
で
無
許
可
の
海
洋
調
査
を
実
施
し
た
と
い
う
。
報

道
当
時
、
海
洋
調
査
船
が
遠
隔
操
作
型
無
人
潜
水
機
（
Ｒ
Ｏ
Ｖ
）
を

海
中
に
投
下
し
、
海
底
に
あ
る
資
源
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
た
可
能
性

も
指
摘
さ
れ
た
。
沖
ノ
鳥
島
周
辺
海
域
の
海
底
に
は
、
レ
ア
メ
タ
ル

を
含
む
海
底
資
源
が
眠
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
観
点
か

ら
調
査
を
継
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
確
認
が
と
れ
な
い
た

め
真
の
目
的
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

さ
ら
に
二
〇
二
四
年
七
月
五
日
の
報
道
に
よ
る
と
、
今
度
は
沖
ノ

鳥
島
北
方
に
位
置
す
る
わ
が
国
大
陸
棚
の
四
国
海
盆
海
域
に
、
中
国

公
船
「
向
洋
紅
二
二
」
が
浮
標
（
ブ
イ
）
を
設
置
し
た
と
い
う4

。
Ｅ

Ｅ
Ｚ
と
異
な
る
大
陸
棚
上
部
水
域
で
の
ブ
イ
設
置
は
、
果
た
し
て
わ

が
国
権
益
を
侵
害
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
件
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
絡
む
こ
と
か
ら
、
論
点
を
整
理

し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
際
法
上
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
及
び
大
陸
棚
に

お
け
る
天
然
資
源
の
探
査
や
開
発
は
、
沿
岸
国
に
主
権
的
権
利
が
あ

る
。
し
か
し
、
中
国
は
沖
ノ
鳥
島
を
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
と
な
る
国
際
法

上
の
「
島
」
で
は
な
い
と
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
も
大
陸
棚
も
認
め
な
い
立
場

で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
沖
ノ
鳥
島
が
島
か
岩
か
と
い
う
国
際
法
上
の
位
置

づ
け
を
、
次
に
大
陸
棚
の
延
長
申
請
の
結
果
を
、
最
後
に
中
国
が
実

施
す
る
海
洋
調
査
の
実
態
と
そ
の
隠
れ
た
意
味
な
ど
を
順
次
検
討
し

て
い
く
。

１　
国
際
法
上
島
か
岩
か

⑴ 
海
洋
法
条
約
上
の
議
論

は
じ
め
に
、
法
的
な
意
味
で
島
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

確
認
し
て
お
く
。

海
の
憲
法
と
言
わ
れ
る
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約（
以
下
、
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海
洋
法
条
約
）
第
一
二
一
条
第
一
項
で
「
島
と
は
、
自
然
に
形
成
さ

れ
た
陸
地
で
あ
っ
て
、
水
に
囲
ま
れ
、
高
潮
時
に
お
い
て
も
水
面
上

に
あ
る
も
の
を
い
う
」
と
し
、
第
三
項
で
「
人
間
の
居
住
又
は
独
自

の
経
済
的
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
岩
は
、
排
他
的
経
済

水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
又
は
大
陸
棚
を
有
し
な
い
」
と
規
定
す
る
。

上
記
の
、
島
を
定
義
し
た
一
項
と
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
有
さ
な
い
岩
を
説
明

し
た
三
項
の
関
係
に
は
、
従
来
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

わ
が
国
は
、
一
項
を
満
た
す
島
な
ら
三
項
の
岩
と
は
無
関
係
に
Ｅ

Ｅ
Ｚ
を
有
す
る
と
す
る
が
、
英
国
な
ど
は
一
項
も
三
項
も
同
時
に
満

た
す
な
ら
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
有
す
る
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
三
項
を
二
つ
に

分
離
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
有
す
る
岩
と
有
さ
な
い
岩
が
あ
る
と
す
る
説
な

ど
、
多
様
な
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
条
約
上

に
「
岩
」
を
定
義
し
た
も
の
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
釈
に
幅

が
生
じ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
海
洋
法
条
約
の
起
草
過
程

（
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
）
に
お
い
て
各
国
の
事
情
を
考
慮
し
た

結
果
、
現
在
の
条
文
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ

る5

。本
稿
で
は
、
そ
の
経
緯
の
説
明
に
つ
い
て
は
紙
幅
を
考
慮
し
省
略

す
る
が
、
わ
が
国
は
島
で
あ
る
こ
と
に
表
面
積
の
大
小
は
関
係
が
な

く
、
沖
ノ
鳥
島
は
一
項
の
条
件
を
満
た
す
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

条
件
を
維
持
す
る
た
め
、
サ
ン
ゴ
環
礁
の
一
部
に
海
面
上
に
隆
起
す

る
陸
地
が
、波
浪
に
よ
る
浸
食
を
う
け
な
い
よ
う
に
防
波
堤
を
作
り
、

「
自
然
に
形
成
さ
れ
」「
高
潮
時
に
お
い
て
も
水
面
上
に
あ
る
」
よ
う

努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
思
い
出
し
て
お
き
た
い
の
は
、
二
〇
一
六
年
、
南
シ
ナ
海

を
め
ぐ
る
中
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
紛
争
に
お
け
る
仲
裁
裁
判
所
が
、

中
国
の
主
張
を
否
定
す
る
国
際
司
法
判
断
を
初
め
て
下
し
た
こ
と
で

あ
る6

。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
（
南
沙
）
諸
島

な
ど
の
全
て
の
島
嶼
は
岩
か
高
潮
時
に
水
没
す
る
低
潮
高
地
に
過
ぎ

な
い
、
す
な
わ
ち
法
的
な
島
が
存
在
し
な
い
と
の
裁
定
で
あ
る
。

⑵ 

踏
み
込
ん
だ
南
シ
ナ
海
の
仲
裁
判
断

南
シ
ナ
海
の
紛
争
に
お
け
る
仲
裁
廷
は
、
前
述
の
一
項
と
三
項
の

関
係
を
、
一
項
の
要
件
を
満
た
す
地
形
を
「
高
潮
地
形
（high-tide-

feature

）」又
は
島
と
し
、そ
の
う
ち
三
項
の
要
件
も
満
た
す
な
ら「
完

全
な
権
原
を
有
す
る
島
（fully entitled island

）」
で
あ
り
、
満

た
さ
な
い
な
ら
岩
で
あ
る
と
定
義
し
、
完
全
な
島
の
み
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と

大
陸
棚
の
基
点
に
な
る
と
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
南
シ
ナ
海
の
全
て
の
島
嶼
に
は
島
が
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存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。特
に
最
大
の
地
形
で
あ
る
太
平
島（
英

名
イ
ツ
ア
バ
）
に
つ
い
て
は
歴
史
的
事
実
な
ど
を
含
め
て
検
討
さ
れ

た
。
同
島
に
は
一
九
二
九
年
か
ら
日
本
人
が
硫
黄
の
採
掘
事
業
を
行

い
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
台
湾
が
領
有
し
て
人
員
を

常
駐
さ
せ
開
発
し
て
き
た
実
績
が
あ
る
。

し
か
し
仲
裁
廷
は
、
か
ね
て
よ
り
人
間
が
居
住
し
て
い
た
と
し
て

も
、
軍
人
や
公
務
員
は
自
ら
の
意
思
で
住
み
着
い
た
も
の
で
な
く
、

家
族
も
伴
わ
な
い
の
は
独
自
の
経
済
的
生
活
を
営
む
と
は
言
え
な
い

な
ど
、
厳
格
な
条
件
を
提
示
し
、
島
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
当

然
、
他
の
小
さ
い
島
嶼
や
岩
礁
は
島
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の

が
仲
裁
廷
の
結
論
で
あ
る
。

従
来
か
ら
議
論
の
続
く
、
島
か
岩
か
の
判
断
に
お
け
る
海
洋
法
条

約
第
一
二
一
条
の
法
解
釈
に
、
仲
裁
廷
が
大
き
く
踏
み
込
ん
だ
形
に

な
っ
た
。
そ
の
理
屈
を
沖
ノ
鳥
島
に
も
一
律
に
適
用
す
る
な
ら
、
沖

ノ
鳥
島
が
島
で
な
い
と
す
る
中
国
の
言
説
を
後
押
し
す
る
か
の
よ
う

だ
が
、
そ
の
懸
念
は
当
た
ら
な
い
。

南
シ
ナ
海
の
問
題
に
お
け
る
仲
裁
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
地
域
限

定
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
、
従
来
か
ら
島
と
し
て
存
在
す

る
無
人
島
ま
で
岩
に
な
っ
て
し
ま
い
、法
的
整
合
性
が
な
く
な
る（
具

体
例
は
後
述
2
（
1
））。
し
か
も
、
領
有
権
の
主
張
が
複
雑
に
絡
み

合
う
南
シ
ナ
海
と
、
島
と
い
う
認
識
が
中
韓
の
異
議
申
し
立
て
以
前

は
全
く
問
題
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
沖
ノ
鳥
島
と
で
は
、
ま
っ
た
く

状
況
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
南
シ
ナ
海
仲
裁
判
断
を
完
全
否
定
し
「
紙
屑
同
然
」
と

公
言
し
た
中
国
で
あ
れ
ば
、
仲
裁
廷
の
結
論
を
全
く
状
況
の
異
な
る

海
域
に
も
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
面
子
の
上
で
も
あ
り

得
な
い
と
付
言
し
て
お
く
。

⑶ 

中
国
の
手
の
ひ
ら
返
し

そ
も
そ
も
中
国
で
は
過
去
に
、
沖
ノ
鳥
島
に
お
け
る
わ
が
国
の
保

全
工
事
を
賞
賛
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

か
つ
て
、
沖
の
鳥
島
は
海
洋
法
条
約
上
の
島
と
は
言
え
な
い
と
主

張
す
る
米
欧
の
海
洋
法
専
門
家
も
存
在
し
、
例
え
ば
一
九
八
八
年
、

ハ
ワ
イ
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
教
授
が
米
紙
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
タ
イ
ム
ズ
に
寄
稿
し
た
記
事
で
、
人
間
が
居
住
で
き
な
い
岩
礁

は
独
自
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
持
て
な
い
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る7

。

そ
の
よ
う
な
中
、
中
国
軍
事
問
題
に
詳
し
い
平
松
茂
雄
氏
が
、

一
九
八
八
年
、
軍
の
機
関
紙
で
あ
る
『
解
放
軍
報
』
に
、
沖
ノ
鳥
島

の
わ
が
国
の
工
事
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し

た8

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
が
多
額
の
資
金
を
投
じ
て
沖
ノ
鳥
島
で

行
っ
た
、
高
潮
時
で
も
水
面
上
に
あ
る
こ
と
を
保
持
す
る
方
法
は
、



135　　　沖ノ鳥島沖の中国海洋調査船の活動とわが国の対応

過
去
に
は
考
え
も
つ
か
な
か
っ
た
優
れ
た
試
み
だ
と
い
う
。

平
松
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
国
が
沖
ノ
鳥
島
の
島
と
し
て
の

法
的
地
位
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
の
個
人
的
な
経
験

を
述
べ
る
と
、
一
九
九
九
年
に
参
加
し
た
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
会

議
で
、
中
国
の
海
洋
問
題
研
究
者
が
沖
ノ
鳥
島
の
保
全
工
事
を
賞
賛

し
て
い
た
と
い
う
記
憶
が
あ
る9

。
中
国
に
個
人
の
資
格
が
あ
る
と
は

到
底
思
え
な
い
の
で
、
そ
れ
が
当
時
の
中
国
政
府
の
考
え
だ
っ
た
と

推
察
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
験
に
従
え
ば
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
九
年

頃
ま
で
は
、
中
国
は
日
本
の
沖
ノ
鳥
島
の
保
全
工
事
を
認
め
、
先
例

と
し
て
参
考
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
二
〇
〇
〇
年
頃

か
ら
中
国
は
、
沖
ノ
鳥
島
を
海
洋
法
条
約
上
の
島
と
認
め
な
い
方
針

に
転
じ
た10

。

実
際
、
二
〇
〇
五
年
の
第
一
六
二
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛

委
員
会
で
西
宮
伸
一
外
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
答
弁
に
お
い
て

「
二
〇
〇
三
年
の
十
二
月
の
日
中
海
洋
法
協
議
と
、（
中
略
）
昨
年
の

四
月
に
海
洋
調
査
船
に
関
す
る
日
中
協
議
と
い
う
の
を
北
京
で
い
た

し
ま
し
た
（
中
略
）。（
筆
者
追
記
：
そ
の
中
で
沖
ノ
鳥
島
は
）
岩
で

あ
る
と
、
し
た
が
っ
て
同
島
を
基
点
と
す
る
排
他
的
経
済
水
域
の
設

定
は
認
め
ら
れ
な
い11

」
と
い
う
中
国
の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

で
は
、
ど
う
し
て
中
国
は
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
主
張
を
変
え
始

め
た
の
か
。
中
国
の
南
シ
ナ
海
へ
の
進
出
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
入

り
、
最
奥
の
南
端
に
ま
で
到
達
し
、
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
五

年
に
か
け
て
南
沙
諸
島
の
大
規
模
埋
め
立
て
な
ど
イ
ン
フ
ラ
整
備

が
概
ね
完
了
し
、
人
員
も
常
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
た12

。
同
時
に
中
国

は
二
〇
〇
二
年
十
一
月
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
南
シ
ナ
海
に
お
け
る

「
行
動
宣
言
」
に
署
名
し
た
。
そ
の
中
で
は
「
無
人
の
島
嶼
に
人
員

を
新
た
に
常
駐
さ
せ
な
い
こ
と
」
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、こ
の
時
期
に
は
自
国
の
力
が
南
シ
ナ
海
全
域
に
及
び
、

外
国
が
新
た
に
参
入
で
き
な
い
態
勢
整
備
を
進
め
る
、
そ
う
い
う
段

階
に
い
た
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
庭
の
整
備
が
済

め
ば
、
次
に
狙
う
の
は
新
た
な
庭
で
あ
る
。
そ
の
際
、
自
ら
の
意
に

沿
わ
な
い
使
い
古
し
の
理
屈
は
用
済
み
に
し
て
、
新
た
な
理
屈
を
持

ち
出
す
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
話
し
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
以
来
中
国
は
、
沖
ノ
鳥
島
の
法
的
地
位
に

関
し
て
、
そ
の
主
張
を
維
持
し
て
お
り
、
再
び
「
手
の
ひ
ら
返
し
」

を
す
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
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２　
大
陸
棚
の
基
点
と
し
て
の
沖
ノ
鳥
島

前
述
の
よ
う
に
中
国
は
沖
ノ
鳥
島
を
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
と
な
る
海
洋

法
条
約
上
の
島
と
認
め
な
い
立
場
か
ら
、
わ
が
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
否
定

し
、
同
時
に
海
洋
調
査
を
許
可
な
く
行
っ
て
い
る
。

他
方
、
わ
が
国
と
し
て
は
、
沖
ノ
鳥
島
は
島
で
あ
る
か
ら
Ｅ
Ｅ
Ｚ

の
基
点
と
な
り
、
同
時
に
大
陸
棚
の
基
点
と
も
な
る
こ
と
か
ら
、
大

陸
棚
限
界
委
員
会
（
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
）
に
対
し
て
申
請
を
行
っ
て
き
た
。

海
洋
法
条
約
上
、
海
洋
資
源
の
管
轄
海
域
と
し
て
沿
岸
国
の

二
〇
〇
海
里
ま
で
の
海
底
と
そ
の
下
を
大
陸
棚
と
し
て
設
定
で
き

る
。
加
え
て
、
地
形
、
地
質
的
に
領
土
の
延
長
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
二
〇
〇
海
里
を
超
え
て
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
海
洋
法

条
約
第
七
六
条
）。
同
時
に
、
大
陸
棚
を
探
査
し
、
お
よ
び
そ
の
天

然
資
源
を
開
発
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
る

（
同
第
七
七
条
）。

沿
岸
国
が
領
海
の
基
線
か
ら
二
〇
〇
海
里
を
超
え
て
大
陸
棚
を
設

定
す
る
場
合
は
、
ま
ず
二
〇
〇
海
里
を
超
え
る
大
陸
棚
に
関
す
る
情

報
を
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
に
提
出
す
る
。
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
は
提
出
さ
れ
た
情
報
を
検

討
し
、
沿
岸
国
に
勧
告
す
る
。
沿
岸
国
は
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
大

陸
棚
の
限
界
を
設
定
す
る
と
い
う
手
続
き
を
踏
む
の
で
あ
る
（
同
第

七
六
条
）。

そ
こ
で
沖
ノ
鳥
島
周
辺
の
大
陸
棚
に
つ
い
て
、
現
状
は
ど
う
な
の

か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
。

⑴ 

大
陸
棚
延
長
申
請
に
仲
裁
判
断
は
影
響
し
な
い

ま
ず
、
中
国
の
海
洋
権
益
が
否
定
さ
れ
た
南
シ
ナ
海
の
仲
裁
廷

（
二
〇
一
六
年
）
の
解
釈
を
、
現
状
の
海
図
に
当
て
は
め
る
と
、
多

く
の
国
で
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
の
基
点
と
す
る
島
が
岩
と
な
り
、
こ
れ

ま
で
の
線
引
き
に
各
国
か
ら
疑
義
が
呈
さ
れ
る
機
会
が
提
供
さ
れ
、

大
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
ド
ミ
ニ
カ
と
の
領
有
権
争
い
が
続
い
て
い
る
カ
リ
ブ

海
に
浮
か
ぶ
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
ア
ベ
ス
島
は
、
サ
ン
ゴ
礁
で
で
き
た
小

さ
な
砂
州
だ
が
、
南
シ
ナ
海
仲
裁
廷
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め

る
と
、
ア
ベ
ス
島
は
岩
と
い
う
こ
と
に
な
り
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
で
は
な

く
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ア
ベ
ス
島
が
す
で
に
オ
ラ
ン
ダ

領
Ａ
Ｂ
Ｃ
諸
島
ボ
ネ
ー
ル
島
と
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
境
界
画
定
の
基
点
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
整
合
し
な
く
な
る13

。

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
の
基
点
と
す
る
ミ

ド
ル
ト
ン
礁
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
礁
も
、
サ
ン
ゴ
礁
で
で
き
た
砂
州
だ
か
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ら
、
同
様
に
基
点
で
は
な
く
な
る
。
す
る
と
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア

と
の
間
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
の
境
界
に
も
影
響
す
る
だ
ろ
う
。だ
が
、

同
国
は
す
で
に
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
か
ら
延
長
し
た
大
陸
棚
を
認
め
る
勧
告
を

受
け
、
す
で
に
二
〇
一
二
年
に
は
国
内
法
で
大
陸
棚
の
限
界
を
設
定

し
て
い
る14

。

し
た
が
っ
て
、
南
シ
ナ
海
仲
裁
廷
の
判
断
を
他
の
海
域
に
画
一
的

に
当
て
は
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
も
妥
当
で

は
な
い
と
言
え
る
。

わ
が
国
の
場
合
も
同
様
に
、
予
て
よ
り
沖
ノ
鳥
島
を
基
点
と
し
た

大
陸
棚
の
延
長
を
科
学
的
デ
ー
タ
と
と
も
に
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
に
対
し
申
請

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
二
年
四
月
、
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
か
ら
延
長
勧
告

を
受
け
た15

。
そ
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
沖
ノ
鳥
島
北
方
の
「
四
国
海

盆
海
域
」
な
ど
、
延
長
さ
れ
た
大
陸
棚
の
限
界
を
政
令
で
設
定
し
た16

。

図
に
示
す
よ
う
に
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
で
認
め
ら
れ
拡
張
さ
れ
た
部
分
が
、

沖
ノ
鳥
島
北
側
に
広
が
る
「
四
国
海
盆
海
域
」
で
あ
る
。
当
該
海
域

は
わ
が
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
囲
ま
れ
、
そ
の
面
積
は
国
土
の
約
五
割
と
い
う

広
さ
を
持
つ
。

⑵ 

勧
告
は
最
終
的
で
拘
束
力
を
有
す
る

Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
の
審
査
結
果
に
沖
ノ
鳥
島
を
大
陸
棚
の
基
点
と
す
る
と

の
文
言
を
明
文
の
上
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
同
様
に
わ
が
国
の
大
陸
棚
の
延
長
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
拡
張
の
基
点
で
あ
る
沖
ノ
鳥
島
を
島
と
み
な
し
た
結
果
と
見

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
海
洋
法
条
約
第
一
二
一
条
第
二
項
で
島
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と

大
陸
棚
の
基
点
と
な
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
勧
告
で
認
め
ら

れ
た
四
国
海
盆
海
域
の
形
状
を
見
る
と
、
そ
の
南
端
は
沖
ノ
鳥
島
の

二
〇
〇
マ
イ
ル
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
北
方
の
外
縁
を
な
ぞ
る
よ
う
に
形
成
さ
れ

て
い
る
。
す
る
と
沖
ノ
鳥
島
を
基
点
と
見
な
け
れ
ば
合
理
的
な
説
明

が
つ
か
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
勧
告
は
最
終
的
で
、
拘
束
力
を
有
す
る
（
海
洋
法

条
約
第
七
六
条
八
項
）
こ
と
か
ら
、
い
ま
さ
ら
覆
る
こ
と
は
な
い
。

と
は
言
え
、
安
心
で
き
な
い
理
由
も
あ
る
。
同
時
に
延
長
を
申
請
し

た
沖
ノ
鳥
島
南
側
の
「
九
州
・
パ
ラ
オ
海
嶺
南
部
海
域
」
は
中
韓
の

異
議
申
し
立
て
（
口
上
書17

）
に
対
す
る
結
論
が
出
せ
な
い
ま
ま
、
勧

告
先
送
り
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
。

実
は
、
そ
れ
も
不
思
議
な
話
で
、
中
韓
は
い
ず
れ
も
沖
ノ
鳥
島
周

辺
海
域
の
沿
岸
国
で
は
な
く
、
逆
に
沿
岸
国
と
な
る
パ
ラ
オ
や
米
国

か
ら
の
異
議
申
し
立
て
は
な
い
。

加
え
て
中
韓
は
、
面
積
の
小
さ
い
島
を
基
点
と
し
た
そ
の
他
の
延
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長
申
請
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
お
き
な
が
ら
、
特
に
日
本
を
標
的
に
し

た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
審
査
を
滞
ら
せ
る
行

為
で
、
中
韓
が
共
同
し
て
対
日
法
律
戦
を
し
か
け
て
い
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

わ
が
国
は
、
同
委
員
会
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
域
外

国
で
あ
る
中
韓
の
異
議
申
し
立
て
は
却
下
す
べ
き
も
の
と
各
国
に
対

し
強
く
主
張
す
べ
き
だ
し
、
隣
接
す
る
パ
ラ
オ
や
米
国
と
の
共
同
戦

線
を
構
築
す
る
よ
う
、
さ
ら
に
積
極
的
な
外
交
を
展
開
す
る
必
要 

が
る
。

３　
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
資
源
調
査

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
は
沖
ノ
鳥
島
を
Ｅ
Ｅ
Ｚ

の
基
点
と
な
る
海
洋
法
上
の
「
島
」
と
認
め
な
い
こ
と
か
ら
、
公
海

自
由
の
原
則
を
盾
に
勝
手
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
実
際
、
沖
ノ
鳥

島
沖
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
、
中
国
の
海
洋
調
査
船
「
太
陽
号
」
な
ど
が
無

許
可
の
海
洋
調
査
を
継
続
し
て
い
る
実
態
は
冒
頭
に
お
い
て
紹
介
し

た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
わ
が
国
の
海
洋
権
益
が
奪
わ
れ

か
ね
な
い
恐
れ
を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
外
国
船
に
よ
る
一
方
的
な
調
査
活
動
を
規
制
す
る
法

的
な
枠
組
み
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
本
章
で
は
海
洋
の

調
査
活
動
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

⑴ 

規
制
法
が
な
い
海
洋
の
科
学
的
調
査

海
洋
法
条
約
は
、
公
海
自
由
の
原
則
の
具
体
例
と
し
て
、
航
行
の

自
由
や
上
空
飛
行
の
自
由
の
ほ
か
に
科
学
的
調
査
を
行
う
自
由
を
例

示
す
る
（
海
洋
法
条
約
第
八
七
条
一
項
（
ｆ
））。
そ
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に

お
い
て
も
例
外
な
く
す
べ
て
の
国
及
び
権
限
の
あ
る
国
際
機
関
に

「
海
洋
の
科
学
的
調
査
（M

arine Scientific Research

）」
を
実
施

す
る
権
利
を
規
定
し
た
（
同
第
二
三
八
条
）。
同
時
に
他
国
の
Ｅ
Ｅ

Ｚ
や
大
陸
棚
で
同
調
査
を
実
施
す
る
場
合
、
沿
岸
国
の
同
意
を
得
て

実
施
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
（
同
第
二
四
六
条
）。

こ
の
い
わ
ゆ
る
同
意
レ
ジ
ー
ム
を
受
け
、
わ
が
国
で
は
、
法
令

の
整
備
は
行
わ
ず
関
係
省
庁
間
で
申
し
合
わ
せ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
一
九
九
六
・
七
・
二
〇18

）
を
作
り
、
こ
れ
に
従
い
調
査
実
施
国
に
対

し
、
開
始
日
の
三
か
月
前
ま
で
に
同
意
申
請
を
求
め
る
仕
組
み
と
し

た19

。
海
洋
法
条
約
上
、
申
請
は
「
開
始
予
定
日
の
少
な
く
と
も
六
か

月
前
」（
同
第
二
四
八
条
）
と
規
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
わ
が
国
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
で
は
「
実
施
の
三
か
月
前
ま
で
」
と
し
、
運
用
上
い
か
に

も
謙
抑
的
な
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
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で
は
、
同
調
査
を
具
体
的
に
定
義
し
た
規
程
は
海
洋
法
条
約
上
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
条
約
に
は
明
文
上
の
定
義
は
見
当
た
ら
な
い
も

の
の
、「
専
ら
平
和
的
目
的
で
、
か
つ
、
す
べ
て
の
人
類
の
利
益
の
た

め
に
海
洋
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
識
を
増
進
さ
せ
る
目
的
で
実
施

す
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
」（
同
第
二
四
六
条
三
項
）
と
い
う
表
現

が
見
出
せ
る
の
み
で
、
調
査
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
あ
る
。

他
方
、
海
洋
法
条
約
は
同
時
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
沿
岸
国
に
対

し
「
天
然
資
源
の
探
査
、
開
発
、
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
主
権
的

権
利
」
と
「
経
済
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
探
査
及
び
開
発
の
た
め
の

そ
の
他
の
活
動
（
海
水
、
海
流
及
び
風
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生

産
等
）
に
関
す
る
主
権
的
権
利
」（
同
第
五
六
条
）
を
認
め
て
い
る
。

つ
ま
り
各
種
の
資
源
探
査
や
開
発
の
た
め
の
調
査
は
、
沿
岸
国
に
主

権
的
権
利
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
海
洋
法
条
約
は
海
洋
に
お
け
る
調
査
活
動
を
科
学
的

調
査
と
資
源
調
査
と
い
う
概
念
で
整
理
し
、
前
者
は
沿
岸
国
の
同
意

の
も
と
全
人
類
の
た
め
に
開
放
す
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
沿
岸
国

の
主
権
的
権
利
を
認
め
、
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
枠
組
み
で

あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

他
方
、
軍
隊
が
行
う
海
洋
デ
ー
タ
収
集
活
動
と
し
て
水
路
調
査
と

軍
事
調
査
を
前
述
の
科
学
的
調
査
や
資
源
調
査
と
明
確
に
区
別
す
る

国
も
あ
る20

。
特
に
軍
事
調
査
は
軍
事
目
的
の
た
め
の
海
洋
デ
ー
タ
の

収
集
で
あ
り
、
地
質
学
的
、
地
球
物
理
学
的
、
生
物
学
的
、
音
響
学

的
な
ど
の
関
連
デ
ー
タ
が
含
ま
れ
る
が
、
一
般
に
は
公
開
さ
れ
な
い

（
軍
隊
が
行
う
調
査
活
動
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
本
項
で
は

触
れ
な
い
）。

問
題
は
、
い
ず
れ
の
調
査
で
も
用
い
る
機
材
、
技
術
や
方
法
が
共

通
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
調
査
の
外
観
で
、
ど
の
活
動
な
の
か
を

判
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
だ
。
加
え
て
、
調
査
活
動
の
内
容
を

事
前
に
知
る
方
法
は
、
調
査
実
施
国
の
申
告
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
容

易
に
偽
装
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

⑵ 

中
韓
は
規
制
法
を
制
定

海
洋
の
科
学
的
調
査
を
周
辺
国
は
国
内
法
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

っ
て
い
る
の
か
。

わ
が
国
は
規
制
法
を
制
定
せ
ず
前
述
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
い
、

調
査
実
施
国
に
対
し
事
前
に
調
査
内
容
の
申
告
を
求
め
る
仕
組
み
と

し
て
い
る
。
調
査
実
施
国
か
ら
の
申
請
が
あ
れ
ば
、
そ
の
都
度
許
可

を
出
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
事
前
の
同
意
を
と
ら
な
い
調
査
、
あ
る
い
は
事
前
の
同

意
を
得
て
も
申
請
内
容
と
は
異
な
る
活
動
を
し
た
場
合
、
そ
れ
を
取

り
締
ま
る
法
律
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
違
反
が
見
つ
か
っ
た
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と
し
て
も
結
局
、
外
交
ル
ー
ト
で
抗
議
す
る
ほ
か
、
打
つ
手
が
な

い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
実
際
、
本
年
六
月
に
韓
国
調
査
船
「
海
洋

二
〇
〇
〇
」
が
日
本
海
の
竹
島
沖
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
事
前
申
請
な
く
海
洋

調
査
を
実
施
し
た
が
、
在
日
韓
国
大
使
館
を
通
じ
た
外
交
ル
ー
ト
で

抗
議
す
る
と
い
う
判
で
押
し
た
よ
う
な
対
応
し
か
と
れ
な
か
っ
た21

。

他
方
、
韓
国
の
場
合
、
一
九
九
五
年
に
「
海
洋
科
学
調
査
法
」
と

い
う
国
内
法
を
制
定
し
、
外
国
人
等
が
許
可
ま
た
は
同
意
を
得
ず
に

海
洋
の
科
学
的
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
の
疑
い
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
関
係
機
関
の
長
が
停
船
、
臨
検
、
拿
捕
そ
の
他
必
要
な
命

令
ま
た
は
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る22

。

ま
た
、
中
国
の
場
合
、
一
九
九
六
年
に
「
中
華
人
民
共
和
国
渉
外

海
洋
科
学
研
究
管
理
規
程
」
と
い
う
国
内
法
を
制
定
し
、
外
国
人
等

の
行
う
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
し
、当
該
規
程
の
違
反
者
に
対
し
、

調
査
の
停
止
命
令
、
機
器
・
調
査
デ
ー
タ
・
採
取
サ
ン
プ
ル
の
没
収
、

罰
金
刑
を
課
す
こ
と
が
で
き
る23

。

以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
と
海
洋
権
益
を
争
う
中
国
と
韓
国
は
、

程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
規
制
法
を
整
備
し
て
い
る
と

い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
対
抗
立
法
を
視
野
に
国
内
法
を

整
備
す
る
こ
と
が
わ
が
国
法
制
上
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑶ 

改
正
鉱
業
法
で
規
制
対
象
を
拡
大
し
た
資
源
調
査

で
は
資
源
調
査
の
場
合
は
ど
う
か
。
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
外

国
船
舶
に
よ
る
鉱
物
資
源
の
探
査
を
規
制
す
る
明
文
規
定
が
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
一
年
に
「
鉱
業
法
」（
昭
和
二
十
五
年
）
を

改
正
し
て
鉱
物
の
探
査
に
係
る
章
（
鉱
業
法
第
四
章
の
二
）
を
新
た

に
設
け
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
へ
の
申
請
と
許
可
が
明

示
さ
れ
、
違
反
行
為
に
は
「
五
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
二
〇
〇
万

円
以
下
の
罰
金
」（
同
法
第
一
四
八
条
）に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
調
査
の
具
体
例
が
改
正
鉱
業
法
の
施
行
規
則
に
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
地
震
探
鉱
法
、
電
磁
法
、
集
中
的
サ
ン
プ
リ
ン
グ

探
査
法
で
あ
る
（
鉱
業
法
施
行
規
則
第
四
四
条
の
二
）。

地
震
探
鉱
法
は
、
エ
ア
ガ
ン
な
ど
を
用
い
て
船
か
ら
圧
縮
空
気
を

発
し
、
人
工
的
に
振
動
を
起
こ
し
地
震
波
を
発
生
さ
せ
、
そ
の
反
射

波
を
ス
ト
リ
ー
マ
ー
ケ
ー
ブ
ル
（
調
査
船
が
曳
航
す
る
三
～
五
㎞
の

長
さ
の
ケ
ー
ブ
ル
）
の
受
信
機
で
と
ら
え
て
海
底
下
の
構
造
を
把
握

す
る
探
査
手
法
で
あ
る
。
次
に
電
磁
法
は
、
電
磁
波
を
海
底
面
近
く

で
発
生
さ
せ
、
電
磁
場
の
変
化
を
検
知
す
る
も
の
で
、
さ
ら
に
集
中

的
サ
ン
プ
リ
ン
グ
探
査
法
は
、
機
械
を
使
っ
て
集
中
的
に
底
質
を
収

集
す
る
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
規
制
の
抜
け
駆
け
を
防
ぐ
た
め
、
行
為
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目
的
で
な
く
外
形
的
行
為
で
規
制
す
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
鉱
物
を
目
的
と
し
な
い
、
た
と
え
ば
地
震
メ
カ
ニ
ズ
ム
解

明
の
た
め
の
地
層
調
査
な
ど
も
、
規
制
の
対
象
と
な
る
。
加
え
て
、

二
〇
二
三
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
鉱
業
法
で
、
対
象
鉱
物
に
希

土
類
金
属
鉱
（
レ
ア
ア
ー
ス
）
を
追
加
し
、
わ
が
国
大
陸
棚
で
の
権

益
を
確
保
す
る
法
的
枠
組
み
は
一
定
程
度
強
化
さ
れ
て
き
た24

。

こ
の
よ
う
な
法
改
正
の
動
き
は
、
近
年
の
調
査
技
術
の
進
歩
の
ほ

か
に
、
中
国
船
に
よ
る
調
査
活
動
の
活
発
化
が
影
響
し
て
い
る
。
例

え
ば
二
〇
二
〇
年
七
月
に
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
中
国
調
査
船

「
大
洋
号
」
が
ワ
イ
ヤ
を
引
き
上
げ
て
い
る
の
を
海
上
保
安
庁
が
確

認
し
た
。
当
時
の
菅
官
房
長
官
は
記
者
会
見
で
「
科
学
的
調
査
を
実

施
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
即
時
に
中
止
す
べ
き
だ
」
と
し
、
外
交
ル

ー
ト
で
中
国
側
に
抗
議
し
た
と
い
う25

。

だ
が
果
た
し
て
中
国
船
の
調
査
は
純
粋
な
海
洋
の
科
学
的
調
査
だ

っ
た
の
か
疑
問
は
残
る
。
同
年
七
月
十
一
日
と
十
二
日
、
中
国
調
査

船
が
遠
隔
操
作
無
人
機
（
Ｒ
Ｏ
Ｖ
）
を
投
入
し
た
こ
と
を
日
本
政
府

が
確
認
し
た
と
の
報
道
は
無
視
で
き
な
い26

。
Ｒ
Ｏ
Ｖ
と
は
、
船
上
か

ら
有
線
で
操
作
し
、装
備
し
た
カ
メ
ラ
や
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ー
ム
を
使
い
、

海
底
の
堆
積
物
な
ど
を
採
取
す
る
装
置
で
あ
る
。
当
該
調
査
船
は
Ｒ

Ｏ
Ｖ
に
加
え
、
地
質
を
調
べ
る
採
泥
器
、
地
殻
の
構
造
を
探
査
す
る

エ
ア
ガ
ン
な
ど
も
運
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
う
。

こ
れ
ら
が
事
実
と
す
る
と
、
中
国
調
査
船
は
科
学
的
調
査
と
い
う

よ
り
、
改
正
鉱
業
法
が
規
定
す
る
地
震
探
鉱
法
や
集
中
的
サ
ン
プ
リ

ン
グ
探
鉱
法
に
よ
る
資
源
調
査
を
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
中
国
調
査
船
の
行
為
は
わ
が
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
鉱
業
法

違
反
を
構
成
す
る
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
菅
官
房
長
官
が
記
者
会
見
で
指
摘
し
た
よ
う
な
沿
岸
国
の
同
意

が
な
い
科
学
的
調
査
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。

も
っ
と
も
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
対
し
て
は
、
法
的
拘
束
力
の
無

い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
し
か
な
く
、
資
源
調
査
と
の
線
引
き
が
曖
昧
な
状

態
で
あ
る
こ
と
も
、
外
国
船
の
調
査
活
動
に
対
す
る
わ
が
国
の
対
応

が
及
び
腰
に
終
始
す
る
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ 

な
い
。

中
国
側
に
と
り
海
上
保
安
庁
の
目
が
届
き
づ
ら
い
遥
か
な
南
方
海

域
な
ら
、
日
本
国
民
の
嫌
中
心
理
に
も
影
響
さ
れ
ず
、
淡
々
と
資
源

調
査
の
実
績
を
重
ね
、
海
中
・
海
底
の
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
、
い
つ
の

間
に
か
東
シ
ナ
海
の
よ
う
に
資
源
を
吸
い
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
わ
が
国
の
国
益
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
行

為
を
放
置
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
海
上
保
安
庁
が
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満
遍
な
く
取
り
締
ま
り
の
網
を
か
け
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
を
抜
け

道
に
で
き
な
い
よ
う
な
更
な
る
体
制
整
備
を
進
め
、
違
法
な
資
源
調

査
は
徹
底
的
に
取
り
締
ま
る
こ
と
が
必
要
だ
。

お
わ
り
に
：
留
意
す
べ
き
軍
事
的
意
味

さ
て
、
台
湾
国
防
部
が
二
〇
二
〇
年
九
月
一
日
付
で
立
法
院
（
国

会
に
相
当
）
に
対
し
、
中
国
軍
に
関
す
る
非
公
開
の
年
次
報
告
を
提

出
し
た
と
報
じ
ら
れ
た27

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
国
南
海
艦
隊
の
艦
艇

が
米
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
司
令
部
の
あ
る
ハ
ワ
イ
を
含
む
海
域
で
訓
練

し
た
と
い
う
。

こ
れ
は
中
国
が
台
湾
有
事
に
米
軍
の
増
援
を
阻
止
す
る
防
衛
ラ
イ

ン
と
す
る
第
二
列
島
線
を
越
え
て
活
動
海
域
を
延
伸
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
台
湾
国
防
部
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
第
三
列
島
線
（
ハ
ワ

イ
か
ら
米
領
サ
モ
ア
に
至
る
）
ま
で
接
近
し
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な

み
に
、
第
二
列
島
線
は
、
小
笠
原
か
ら
グ
ア
ム
、
サ
イ
パ
ン
、
パ
プ

ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
と
い
う
島
嶼
を
結
ぶ
戦
略
上
の
概
念
で
、
第
一
列

島
線
は
、
九
州
か
ら
沖
縄
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
結
び
、
そ
の
内

側
は
中
国
が
制
海
権
を
絶
対
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
海
域
で
あ
る28

。

他
方
、
沖
ノ
鳥
島
は
、
第
二
列
島
線
の
グ
ア
ム
と
第
一
列
島
線
の

沖
縄
の
丁
度
中
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
に
と
っ
て
は

第
二
列
島
線
で
確
実
に
米
軍
を
阻
止
す
る
た
め
の
重
要
な
地
理
的
意

味
を
持
つ
。

つ
ま
り
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
の
海
域
は
、
レ
ア
メ
タ
ル
な
ど
の
海
底

資
源
を
採
掘
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
上
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
戦
略
上

の
拠
点
と
し
て
も
、一
層
重
要
性
が
増
し
て
き
た
と
認
識
す
べ
き
だ
。

そ
の
よ
う
な
戦
略
上
重
要
な
海
域
に
お
い
て
、
本
年
七
月
、
中
国
が

四
国
海
盆
海
域
と
い
う
わ
が
国
大
陸
棚
上
部
水
域
に
観
測
用
ブ
イ
を

初
め
て
設
置
し
た
こ
と
は
、
冒
頭
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ブ
イ
が
設

置
さ
れ
た
大
陸
棚
上
部
水
域
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
外
側
で
あ
り
、
直
接
わ
が

国
管
轄
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
注
意
を
怠
っ

て
は
な
ら
な
い
。

中
国
調
査
船
の
活
動
や
ブ
イ
設
置
の
目
的
を
こ
こ
で
断
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
中
国
海
軍
の
第
二
列
島
線
を
突
破
し
た
ハ
ワ
イ
沖

で
の
行
動
と
全
く
無
関
係
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
海

洋
調
査
で
得
ら
れ
る
環
境
デ
ー
タ
は
海
軍
の
作
戦
行
動
、
と
り
わ
け

潜
水
艦
の
行
動
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
情
報
だ
か
ら
で
あ
る
。
潜

水
艦
が
行
動
す
る
に
は
、
海
底
地
形
や
水
温
、
塩
分
濃
度
、
潮
流
な

ど
の
デ
ー
タ
を
事
前
に
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
水
温
や
塩
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分
濃
度
は
季
節
や
気
象
条
件
で
も
異
な
る
の
で
、
観
測
の
回
数
が
増

え
る
ほ
ど
、
よ
り
実
戦
的
な
デ
ー
タ
と
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
海
洋
デ
ー
タ
は
、
蓄
積
・
分
析
す
る
こ
と
で
実

用
に
供
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
も
同
種
の
調
査
活

動
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
収
集
さ
れ
た
デ
ー

タ
が
実
際
に
役
に
立
つ
も
の
か
を
検
証
す
る
た
め
、
調
査
船
の
み
な

ら
ず
軍
艦
や
潜
水
艦
が
当
該
海
域
に
進
出
し
て
訓
練
な
ど
を
常
態
化

さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
気
が
付
け
ば
西
太
平
洋
が
中
国
の
海
に
な

っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
中
国
海
洋
調
査
船
の
活
動
に
は
、
島
に
関
す
る
国

際
法
の
解
釈
に
絡
む
問
題
や
海
底
資
源
の
探
査
・
開
発
の
問
題
だ
け

で
は
な
く
、
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
軍
事
戦
略
上
の
意
味
が
あ
る
こ

と
に
、
国
民
は
も
っ
と
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る29

。

わ
が
国
は
、
中
国
海
洋
調
査
船
の
活
動
を
取
り
締
ま
る
法
的
体
制

を
整
備
し
、
言
葉
だ
け
で
な
く
実
力
行
使
も
含
め
た
厳
し
い
対
応
を

と
り
、
大
き
な
予
算
を
付
け
て
沖
ノ
鳥
島
を
国
際
法
上
の
島
と
し
て

死
守
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
、
政
府
に
は
期
待
し
た
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
田
久
保
忠
衛

元
国
基
研
副
理
事
長
の
示
唆
が
大
変
重
要
で
あ
っ
た
。
田
久
保
先
生

が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
中
国
は
、
才
能
を
隠

し
て
力
を
蓄
え
る
「
韜
光
養
晦
」
の
姿
勢
か
ら
転
じ
、
政
治
・
経
済
・

軍
事
な
ど
の
影
響
力
を
増
大
し
、
海
洋
権
益
も
拡
張
路
線
を
隠
さ
な

い
。
先
生
が
ご
存
命
で
あ
れ
ば
、
沖
ノ
鳥
島
は
そ
の
最
前
線
で
は
な

い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
で
き
た
と
思
う
。
こ
こ
に
改
め
て
ご

冥
福
を
お
祈
り
す
る
。

注1　

東
京
都
産
業
労
働
局
Ｈ
Ｐ
な
ど
か
ら
。
以
下
の
サ
イ
ト
を
参
照
：https:// 

w
w

w
.sangyo-rodo.m

etro.tokyo.lg.jp/nourin/suisan/
okinotorishim

a/about/

2　

産
経
新
聞
（
二
〇
二
〇
年
七
月
十
九
日
）「
太
平
洋
安
保
の
危
機　

沖
ノ
鳥

島
Ｅ
Ｅ
Ｚ　

10
連
続
で
中
国
船　

第
1
列
島
線
突
破
狙
う
」

3　

読
売
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
（
二
〇
二
一
年
十
一
月
五
日
）「
中
国
の
海
洋
調
査

船
、
沖
ノ
鳥
島
周
辺
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
海
中
に
ワ
イ
ヤ
」、https://w

w
w

.yom
iuri.

co.jp/national/20211105-O
Y

T
1T

50208/ 

（
最
終
閲
覧
：
二
〇
二
四
年
八

月
三
〇
日
）

4　

読
売
新
聞
（
二
〇
二
四
年
七
月
五
日
）「
中
国
、
日
本
の
大
陸
棚
に
ブ
イ　

沖
ノ
鳥
島
北
方　

太
平
洋
で
は
異
例
」

5　

山
本
草
二
『
島
の
国
際
法
上
の
地
位
』（
外
務
省
海
洋
課
、
一
九
九
一
年
）、

四
～
五
八
頁
。

6　

PCA
 Case N

o 2013-19, In the m
atter of the South China Sea 

A
rbitration before an A

rbitral T
ribunal constituted under A

nnex 
V

II to the 1982 U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea 
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betw
een the Republic of the Philippines and the People’s Republic 

of China A
w

ard, 12 July 2016.

7　

Jon V
an D

yke, ‘O
pinion; Speck in the O

cean M
eets Law

 of the 
Sea’, T

he N
ew

 Y
ork T

im
es, January 21 1988.

8　

平
松
茂
雄
『
中
国
の
海
洋
戦
略
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
四
〇
頁
。

平
松
氏
の
指
摘
を
筆
者
は
直
接
伺
っ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
（
同
書
発
行
の

年
）、
新
し
く
杏
林
大
学
に
出
来
た
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
（
田
久
保
忠
衛

研
究
科
長
）
に
お
い
て
、
平
松
氏
は
筆
者
の
指
導
担
当
教
授
で
あ
っ
た
。

9　

第
十
二
回
米
太
平
洋
軍
主
催
軍
事
作
戦
法
規
国
際
会
議
（
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
）

一
九
九
九
・
二
・
二
一
～
三
・
一
：
米
太
平
洋
軍
（
現
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
）
が
毎

年
主
催
し
、
開
催
地
を
都
度
変
え
な
が
ら
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
各
国
の
軍
法

務
官
や
民
間
研
究
者
、
政
府
関
係
者
を
集
め
、
国
際
法
の
講
習
及
び
討
議
を

実
施
す
る
も
の
。
筆
者
も
数
回
業
務
と
し
て
参
加
し
て
き
た
。
個
人
的
な
経

験
で
は
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
の
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
に
お
い
て
、
あ
る
中
国
海

洋
研
究
所
の
研
究
者
が
、
珍
し
く
わ
が
国
の
活
動
を
擁
護
し
た
。
そ
れ
は
確

か
に
日
本
の
沖
ノ
鳥
島
の
保
全
工
事
を
肯
定
す
る
発
言
で
あ
っ
た
。
米
欧
の

海
洋
法
専
門
家
が
、
沖
ノ
鳥
島
は
海
洋
法
条
約
上
の
島
で
は
な
い
と
予
て
よ

り
指
摘
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
件
の
中
国
人
研
究
者
は
個
人
の
立
場
と
前

置
き
し
な
が
ら
、
保
全
工
事
の
正
当
性
と
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
基
点
を
認
め
る
と
の
発

言
を
し
た
の
で
あ
る
。
実
は
当
該
会
議
は
、
議
論
の
テ
ー
マ
と
し
て
南
シ
ナ

海
を
取
り
上
げ
、
岩
礁
を
一
方
的
に
占
拠
し
て
実
効
支
配
す
る
中
国
の
行
動

を
国
際
法
上
議
論
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
中
国
側
は
沖
ノ
鳥
島
を
効

果
的
な
先
例
と
し
て
、
事
前
に
反
論
を
用
意
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

10　

加
地
良
太
「
沖
ノ
鳥
島
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
西
太
平
洋
の
海
洋
安
全
保
障
」

『
立
法
と
調
査
』（
二
〇
一
一
・
一
〇
、
参
議
院
事
務
局
企
画
調
整
室
編
集
）、

一
三
二
頁
。

11　

第
一
六
二
回
国
会
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
議
事
録
第
十
三
号
（
平
成

十
七
・
六
・
二
）、
第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
事
録
十
三
号
（
平

成
十
六
・
四
・
二
十
三
）
他
。

12　

防
衛
省「
南
シ
ナ
海
情
勢（
中
国
に
よ
る
地
形
埋
め
立
て
・
関
係
国
の
動
向
）」

令
和
五
年
二
月
。

13　

‘M
aritim

e boundaries of the Caribbean part of the K
ingdom

’, 
H

om
e page of D

utch M
inistry of D

efense. Refer to the follow
ing 

site; https://english.defensie.nl/topics/hydrography/m
aritim

e-
lim

its-and-boundaries/m
aritim

e-boundaries-of-the-caribbean-part-
of-the-kingdom

14　

V
ictor Prescot, ‘T

he U
ncertainties of M

iddleton and Elizabeth 
Reefs’, IBR

U
 Boundary and Security Bulletin Spring 1998, pp72-

77.

15　

外
務
省
報
道
官
談
話
（
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
八
日
）「
我
が
国
の
大
陸

棚
延
長
申
請
に
関
す
る
大
陸
棚
限
界
委
員
会
の
勧
告
に
つ
い
て
」。
わ
が
国
の

申
請
に
関
す
る
Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
勧
告
の
原
文
は
以
下
の
サ
イ
ト
を
参
照
：https://

w
w

w
.un.org/D

epts/los/clcs_new
/subm

issions_files/subm
ission_

jpn.htm

16　
『
令
和
5
年
版　

国
土
交
通
白
書
』
国
土
交
通
省
、
一
二
八
頁
。
以
下
の

サ
イ
ト
を
参
照
：https://w

w
w

.m
lit.go.jp/statistics/file000004/pdf/

kokudo.pdf

17　

N
ote verbale CM

L/25/2012, dated 5
 A

pril 2012. N
ote verbale 

PM
/174/12, dated 5

 A
pril 2012.

18　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
最
新
版
は
「
外
国
船
舶
に
よ
る
我
が
国
領
海
等
に
お
け
る
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海
洋
調
査
等
に
対
す
る
日
本
政
府
の
同
意
に
係
る
手
続
き
に
つ
い
て
」（
令
和

二
年
四
月 

関
係
府
省
庁
申
合
せ
）

19　

榎
孝
浩
「
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査

―
我
が
国
の
取
り
組
み
状
況
と
諸
外
国
の
法
制
度
」『
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
諸

相
：
総
合
調
査
報
告
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
一
三
年
三
月
）。
デ
ジ

タ
ル
版
は
以
下
の
サ
イ
ト
を
参
照
：https://dl.ndl.go.jp/pid/8111674

20　

D
epartm

ent of the N
avy, T

he Com
m

ander’s H
andbook on the 

Law
 of N

aval O
perations 

（N
W

P 1-14M

） , edition M
arch 2022, 

para 2.6.2.2, p2-14. 

真
山
全
「
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
軍
事
的
調
査
―

米
国
の
立
場
の
検
討
―
」『
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
海
洋
法
上
の
問
題
点 

海

洋
法
制
研
究
会 

第
一
年
次
報
告
書
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
平
成
十
一

年
六
月
）

21　
「
竹
島
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内　

韓
国
船
が
調
査　

政
府
抗
議
」
読
売
新
聞
（
二
〇
二
四

年
六
月
七
日
）

22　

藤
原
夏
人「
韓
国
に
お
け
る
海
洋
関
連
法
制
－
排
他
的
経
済
水
域（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）

を
め
ぐ
る
立
法
動
向
を
中
心
に
―
」『
外
国
の
立
法
二
五
九
（
二
〇
一
四
・
三
）』

国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
一
〇
三
頁
。

23　
「
中
華
人
民
共
和
国
渉
外
海
洋
科
学
研
究
管
理
規
程
」
中
華
人
民
共
和
国
国

務
院
令
（
第
一
九
九
号
）

　
　
「
第
十
三
条 

违
反
本
规
定
进
行
涉
外
海
洋
科
学
研
究
活
动
的
，
由
国
家
海

洋
行
政
主
管
部
門
或
者
其
派
出
机
构
、
其
委
托
的
机
构
责
令
停
止
该
项
活
动
，

可
以
没
收
违
法
活
动
器
具
、
没
收
违
法
获
得
的
资
料
和
样
品
，
可
以
单
处
或

者
并
处
５
万
元
人
民
币
以
下
的
罚
款
。
违
反
本
规
定
造
成
重
大
损
失
或
者
引

起
严
重
后
果
，
构
成
犯
罪
的
，
依
法
追
究
刑
事
责
任
。」

24　

鉱
業
法
改
正
に
つ
い
て
は
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
Ｈ
Ｐ
を
参
照
：https://

w
w

w
.enecho.m

eti.go.jp/category/resources_and_fuel/strategy/
index.htm

l

25　

前
掲
、
産
経
新
聞
（
二
〇
二
〇
年
七
月
十
九
日
）

26　

産
経
新
聞
（
二
〇
二
〇
年
八
月
六
日
）「
中
国
、
資
源
サ
ン
プ
ル
採
取
か　

沖
ノ
鳥
島
周
辺
に
潜
水
機
投
入　

日
本
政
府
が
確
認
」

27　

産
経
新
聞
、
二
〇
二
〇
年
九
月
四
日
「
中
国
艦
隊
、
第
3
列
島
線
に
接
近 

ハ
ワ
イ
沖
で
訓
練 

台
湾
国
防
部
」

28　

例
え
ば
、
中
国
の
海
洋
戦
略
に
つ
い
て
は
、
ト
シ
・
ヨ
シ
ハ
ラ
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
Ｒ
・
ホ
ー
ム
ズ
共
著
『
太
平
洋
の
赤
い
星 

中
国
の
台
頭
と
海
洋
覇
権

へ
の
野
望
』（
バ
ジ
リ
コ
、二
〇
一
四
年
）、ジ
ョ
ー
・
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
編
『
中

国
の
進
化
す
る
軍
事
戦
略
』（
原
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

29　

坂
本
茂
樹
『
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
中
国
―
い
ま
日
本
の
海
で
何
が
起
き
て

い
る
の
か
』（
信
山
社
、
二
〇
二
〇
年
）
が
沖
ノ
鳥
島
沖
の
中
国
調
査
船
の
活

動
に
つ
い
て
、
適
格
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
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は
じ
め
に

元
海
上
自
衛
官
の
筆
者
は
退
官
後
、
縁
あ
っ
て
母
校
・
防
衛
大
学

校
で
軍
事
史
な
ど
の
教
育
を
担
当
す
る
文
官
教
官
を
勤
め
て
い
る
。

そ
の
研
究
者
と
し
て
の
原
点
は
一
九
九
五
～
九
七
年
、
杏
林
大
学
大

学
院
国
際
協
力
研
究
科
に
お
け
る
国
際
政
治
学
研
修
で
あ
る
が
、
当

時
の
指
導
教
授
が
田
久
保
忠
衛
先
生
で
あ
っ
た
。
今
般
、「
国
基
研

紀
要
」
編
集
部
か
ら
田
久
保
先
生
追
悼
特
集
号
へ
の
寄
稿
依
頼
を
頂

き
、
不
肖
の
教
え
子
と
し
て
大
変
光
栄
に
思
う
次
第
で
は
あ
る
が
、

単
に
思
い
出
話
を
綴
る
だ
け
で
は
そ
れ
こ
そ
先
生
か
ら
お
叱
り
を
頂

く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
筆
者
の
専

門
分
野
で
あ
る
我
が
国
の
安
全
保
障
政
策
史
に
お
い
て
大
き
な
転
換

点
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
九
〇
年
代
が
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ

っ
た
の
か
、
大
学
院
研
修
を
含
む
筆
者
自
身
の
勤
務
経
験
と
当
時
に

お
け
る
田
久
保
先
生
の
御
見
解
も
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
こ
れ
を
俯

瞰
的
に
回
顧
し
、
も
っ
て
田
久
保
先
生
を
追
悼
す
る
論
考
の
一
編
と

し
た
い
と
考
え
る
。

１　
筆
者
と
九
〇
年
代
日
本
の
安
全
保
障
政
策
と
の
係
わ
り

先
に
本
稿
は
思
い
出
話
で
は
な
い
と
述
べ
た
手
前
、
こ
こ
で
個
人

的
な
事
項
に
言
及
す
る
の
は
や
や
気
が
引
け
る
が
、
筆
者
の
安
保
政

策
史
研
究
の
取
り
組
み
は
実
務
家
と
し
て
の
関
連
配
置
に
お
け
る
経

90
年
代
日
本
の
安
全
保
障
政
策

―「
07
大
綱
」と「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」の
含
意

―
相

澤

輝

昭

（
防
衛
大
学
校
准
教
授
）
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験
に
負
う
部
分
が
多
々
あ
り
、
以
降
の
記
述
で
は
そ
れ
ら
に
触
れ
ざ

る
得
な
い
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
ず
は
こ
こ
で
関
連
経
歴
に
つ

い
て
簡
単
に
記
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

杏
林
大
学
大
学
院
の
研
修
で
は
田
久
保
先
生
の
ほ
か
、
中
国
軍
事

研
究
の
先
駆
者
で
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
平
松
茂
雄
先
生
、
当
時
は
客

員
教
授
と
し
て
安
全
保
障
政
策
に
係
る
実
践
的
な
教
育
を
実
施
し
て

頂
い
た
森
本
敏
先
生
な
ど
、
錚
々
た
る
教
授
陣
か
ら
単
な
る
理
論
に

と
ど
ま
ら
な
い
政
策
実
務
に
も
直
結
し
た
貴
重
な
御
講
義
を
頂
い

た
。
そ
し
て
こ
の
間
に
は
一
九
九
五
年
十
一
月
の
「
防
衛
計
画
の
大

綱
」
改
定
（「
07
大
綱1

」）
や
一
九
九
六
年
四
月
の
「
日
米
安
保
共
同

宣
言2

」
な
ど
大
き
な
動
き
も
あ
っ
た
が
、
特
に
田
久
保
先
生
か
ら
は

そ
れ
ら
の
含
意
に
つ
い
て
、
大
変
示
唆
的
な
御
教
示
を
頂
い
た
と
こ

ろ
で
あ
る
（
細
部
後
述
）。

な
お
、
こ
こ
で
田
久
保
先
生
か
ら
御
教
示
を
頂
い
た
国
際
情
勢
の

見
方
、視
点
の
違
い
を
意
識
し
た
大
局
観3

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

前
述
の
と
お
り
ま
さ
に
筆
者
に
と
っ
て
の
研
究
及
び
政
策
実
務
の
原

点
と
な
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

さ
て
、
筆
者
は
大
学
院
研
修
に
引
き
続
き
海
幹
校
の
指
揮
幕
僚
課

程
に
入
校
、
そ
の
修
了
後
、
一
年
間
の
部
隊
勤
務
を
経
て
一
九
九
九

～
二
〇
〇
一
年
の
二
年
間
、
外
務
省
出
向
（
総
合
外
交
政
策
局
安
全

保
障
政
策
課
）
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
奇
し
く
も
そ
の
出
向
発

令
前
日
に
生
起
し
、
初
め
て
の
海
上
警
備
行
動
が
発
令
さ
れ
た
能
登

半
島
沖
不
審
船
事
案4

の
政
府
と
し
て
の
対
応
策
検
討
を
は
じ
め
、
周

辺
事
態
安
全
確
保
法
の
国
会
審
議
や
「
13
中
期
防5

」
の
策
定
、
後
に

は
「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
」
と
し
て
結
実
す
る
「
有
事
法
制
研
究
」

の
法
制
化
に
向
け
た
検
討6

な
ど
、
多
岐
に
亙
る
重
要
な
安
保
政
策
関

連
の
実
務
に
携
わ
り
、
政
府
中
枢
に
お
け
る
政
策
決
定
が
ど
の
よ
う

に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
を
実
地
に
知
る
大
変
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
筆
者
は
自
衛
艦
隊
司
令
部
の
運
用
幕
僚
を
命
じ
ら
れ
た

が
、
折
し
も
こ
の
間
に
九
・
一
一
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
が
発
生
、
筆

者
は
自
衛
隊
イ
ン
ド
洋
派
遣
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
部
隊
側
の
一
担
当
幕
僚
と
い
う
立
場
で
は
あ
っ
た
が
、
本

件
が
対
テ
ロ
戦
争
に
お
け
る
米
軍
を
中
心
と
す
る
有
志
連
合
部
隊
の

支
援
と
い
う
政
治
的
機
微
を
孕
む
活
動
で
あ
り
、
ま
た
、
後
述
す
る

理
由
か
ら
こ
れ
が
日
米
同
盟
維
持
強
化
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
国
内
外
関
係
各
部
と
の
調
整
に
当
た
っ

た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
セ
ン
ス
を
も
っ
て
当

該
職
務
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
大
学
院
研
修
や
外
務
省

出
向
で
培
っ
た
政
策
実
務
に
関
す
る
知
識
経
験
が
大
い
に
役
に
立
っ
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た
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
特
筆
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
後
は
部
隊
勤
務
が
中
心
で
政
策
実
務
に
直
接
携
わ
る
機
会
は

な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
最
終
配
置
の
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン

タ
ー
で
、
今
度
は
研
究
者
の
立
場
か
ら
当
該
知
識
経
験
が
役
立
つ
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
我
が
国
の
安
保
政
策
史
研
究
に
従
事
し
た

が
、
中
で
も
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
Ｏ
Ｈ
）（
政
策
決
定
に
携

わ
っ
た
要
人
の
口
述
記
録
を
作
成
し
歴
史
史
料
と
す
る
事
業
）
は
そ

の
中
心
的
な
業
務
で
あ
っ
た
。
防
研
Ｏ
Ｈ
は
そ
れ
ま
で
九
十
年
代
前

半
頃
ま
で
を
聴
き
取
り
対
象
と
し
て
来
た
が
、
増
田
好
平
元
防
衛
事

務
次
官
の
Ｏ
Ｈ
実
施
に
際
し
、
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代

前
半
に
か
け
て
防
衛
政
策
課
長
や
内
閣
官
房
審
議
官
な
ど
要
職
を
歴

任
さ
れ
、
種
々
の
重
要
政
策
決
定
に
携
わ
ら
れ
た
御
経
歴
か
ら
、
こ

れ
ら
の
時
期
も
包
含
す
る
形
で
実
施
し
て
欲
し
い
と
の
要
望
が
あ
っ

た
。
筆
者
は
前
述
の
経
験
か
ら
当
該
時
期
の
安
保
政
策
の
動
向
に
つ

い
て
あ
る
程
度
の
「
土
地
勘
」
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
進
ん
で
担
当
を

お
引
き
受
け
し
た
が
、
証
言
を
的
確
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
て
増
田

氏
に
も
信
頼
し
て
頂
き
、
比
較
的
新
し
い
年
代
を
対
象
と
し
た
Ｏ
Ｈ

の
雛
型
と
も
な
る
成
果
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

こ
の
Ｏ
Ｈ
で
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
90
年
代
日
本
の
安
全
保
障
政

策
」
に
つ
い
て
多
く
の
貴
重
な
証
言
が
得
ら
れ
て
お
り
、
特
に
田
久

保
先
生
の
当
時
の
御
見
解
に
関
係
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
適
宜
言
及

す
る
こ
と
と
し
た
い7

。

こ
の
よ
う
に
、
筆
者
に
と
っ
て
は
田
久
保
先
生
か
ら
御
教
示
を
頂

い
た
事
項
を
基
盤
と
し
た
当
時
の
安
保
政
策
関
連
の
実
務
に
係
る
知

識
経
験
は
、
現
職
に
至
る
ま
で
研
究
者
、
実
務
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ

ア
に
お
け
る
重
要
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　
九
〇
年
代
日
本
の
安
全
保
障
政
策
概
観

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
本
題
の
「
90
年
代
日
本
の
安
全
保
障
政
策
」

に
つ
い
て
、
順
次
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
筆
者
は
担
当
教
務
の

「
軍
事
史
Ⅲ
（
自
衛
隊
史
）」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
若
干
の
前
後
の

期
間
も
含
め
次
の
と
お
り
説
明
し
て
い
る
（
こ
れ
ら
は
「
国
基
研
紀

要
」読
者
諸
氏
に
お
か
れ
て
は
先
刻
御
承
知
の
話
か
と
思
わ
れ
る
が
、

後
述
す
る
田
久
保
先
生
の
当
時
の
御
見
解
に
も
関
連
す
る
基
本
的
な

「
お
さ
ら
い
」
と
し
て
読
み
流
し
て
お
い
て
頂
き
た
い
）。

一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
、
東
欧
諸
国
の
民
主
化
、
政

変
を
経
て
、
十
二
月
に
は
マ
ル
タ
で
米
ソ
首
脳
会
談
が
行
わ
れ
、
東

西
冷
戦
は
終
焉
を
迎
え
る
。
翌
一
九
九
〇
年
八
月
、
イ
ラ
ク
が
ク
ウ

ェ
ー
ト
に
侵
攻
し
て
湾
岸
危
機
が
発
生
、
翌
年
一
月
に
は
湾
岸
戦
争
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が
勃
発
す
る
。
国
会
で
は
「
国
連
平
和
協
力
法
案
」
が
審
議
さ
れ
た

も
の
の
成
立
に
は
至
ら
ず
、
結
果
的
に
我
が
国
の
対
応
は
百
三
十
億

ド
ル
の
経
済
支
援
の
み
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
国
際
社
会
か
ら
は
全

く
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
湾
岸
戦
争
後
の
同
年
四
月
、
自

衛
隊
初
の
海
外
実
任
務
と
な
る
ペ
ル
シ
ャ
湾
掃
海
艇
派
遣8

が
実
施
さ

れ
、
こ
れ
を
機
に
自
衛
隊
の
国
際
貢
献
が
政
策
課
題
と
な
り
、
翌

一
九
九
二
年
に
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
が
成
立
、
同
年
九
月
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア

Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
陸
自
部
隊
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
国
際
社
会
で
は
冷
戦
終
結
後
の
「
平
和
の
配
当
」
が
論
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
二
年
の
ガ
リ
国
連
事
務
総
長
の
「
平

和
へ
の
課
題9

」
が
注
目
を
集
め
た
ご
と
く
国
連
へ
の
期
待
が
大
き
く

高
ま
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
九
九
三
年
の
第
二
次
国
連

ソ
マ
リ
ア
活
動
（
映
画
「
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ク
ダ
ウ
ン
」
で
知
ら
れ
る

事
例
）
の
失
敗
を
機
に
急
速
に
萎
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、

我
が
国
周
辺
で
は
一
九
九
四
年
、
北
朝
鮮
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
脱
退
問
題
を

契
機
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
朝
鮮
半
島
核
危
機
が
生
起
す
る
。
こ
れ
に

際
し
て
は
我
が
国
で
も
様
々
な
対
応
が
検
討
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い10

。

一
方
、我
が
国
で
は
一
九
九
三
年
八
月
に
細
川
連
立
内
閣
が
成
立
、

い
わ
ゆ
る
「
五
十
五
年
体
制11

」
が
崩
壊
す
る
が
、
翌
一
九
九
四
年
六

月
に
は
自
社
さ
連
立
に
よ
る
村
山
内
閣
が
発
足
し
て
自
民
党
が
与
党

に
復
帰
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
自
衛
隊
違
憲
の
立
場
で
あ
っ
た

社
会
党
の
党
首
が
内
閣
総
理
大
臣
を
勤
め
る
と
い
う
極
め
て
異
例
の

体
制
の
下
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
重
大
事
態
へ
の
対
応
と
安
保
政

策
の
大
き
な
転
換
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
五

年
一
月
に
は
阪
神
淡
路
大
震
災
が
、
三
月
に
は
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

が
生
起
、
自
衛
隊
は
そ
れ
ぞ
れ
災
害
派
遣
で
対
応
し
た
が
、
こ
れ
は

自
衛
隊
の
役
割
に
つ
い
て
の
国
民
意
識
を
大
き
く
変
え
る
契
機
と
な

っ
た
。
そ
し
て
同
年
十
一
月
、
一
九
七
六
年
の
策
定
以
来
初
と
な
る

「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
の
改
定
（「
07
大
綱
」）
が
実
施
さ
れ
、
こ
こ

に
は
「
防
衛
力
の
役
割
」
と
し
て
新
た
に
「
大
規
模
災
害
等
各
種
の

事
態
へ
の
対
応
」
が
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
一
月
に

は
橋
本
内
閣
が
発
足
、
同
年
四
月
に
は
冷
戦
後
の
新
た
な
日
米
同
盟

の
方
向
性
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」
が
発

出
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
は
一
九
七
八
年
の
策
定
以
来
初
と
な
る
「
日

米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
の
見
直
し
が
明

記
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
受
け
て
一
九
九
七
年
九
月
に
は
新

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン12

が
公
表
さ
れ
、
そ
の
「
実
効
性
を
確
保13

」
す
る
た
め

の
措
置
と
し
て
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
一
九
九
九
年
五
月
、
こ
れ
が
成
立
（
た
だ
し
船
舶
検
査
活
動
に
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つ
い
て
は
別
法
と
し
て
翌
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
に
成
立
）
し
た
の
で

あ
っ
た
。

な
お
、こ
の
間
に
は
一
九
九
八
年
八
月
の
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル（
テ

ポ
ド
ン
）
発
射
事
案
が
、
そ
し
て
翌
一
九
九
九
年
三
月
に
は
前
述
し

た
能
登
半
島
沖
不
審
船
事
案
が
生
起
し
、
そ
の
後
の
我
が
国
の
安
全

保
障
に
関
す
る
国
民
意
識
の
変
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と

言
わ
れ
て
い
る
（
特
に
テ
ポ
ド
ン
事
案
に
つ
い
て
は
後
の
ミ
サ
イ
ル

防
衛
導
入
に
向
け
て
の
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る14

）。

そ
し
て
二
〇
〇
一
年
九
月
に
は
九
・
一
一
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
が

生
起
し
て
自
衛
隊
イ
ン
ド
洋
派
遣
が
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
で
は
な
く
、
新
た
に
テ
ロ
対
策
特
別
措

置
法
を
制
定
し
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
こ
れ
は
周
辺
事
態
安
全

確
保
法
の
国
会
審
議
に
際
し
当
時
の
小
渕
恵
三
首
相
が
「
地
球
の
裏

側
ま
で
行
く
こ
と
は
な
い
」
と
答
弁
し
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

以
上
、
述
べ
て
き
た
の
は
九
〇
年
代
日
本
の
安
保
政
策
に
関
す
る

言
わ
ば
教
科
書
的
な
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
筆
者
の
担
当
教
務
で

は
導
入
と
し
て
こ
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
改
め
て
我
が
国
戦
後
安
保
史
研
究
者
の
立
場
か
ら
、
そ
の
含
意

に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
俗
に
言
わ
れ
て
い
る
我
が
国
の
「
冷
戦
後
の
安
全
保
障

政
策
の
変
化
」
に
つ
い
て
は
自
衛
隊
の
国
際
貢
献
が
課
題
と
な
っ
た

湾
岸
危
機
以
降
の
一
連
の
対
応
に
も
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
を
「
湾
岸
戦

争
後
の
変
化
」
と
し
て
理
解
す
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
冷
戦
後
（
湾
岸
戦
争
後
）
に
は
国
連
へ
の

期
待
が
一
時
高
ま
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
失
速
し
て
い
く
中
で
、
我

が
国
の
安
保
政
策
は
日
米
同
盟
を
基
軸
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

理
解
が
、
少
な
く
と
も
政
府
中
枢
で
は
共
通
認
識
と
し
て
定
着
し
て

行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る15

。
そ
し
て
第
三
に
、
朝
鮮
半
島
核
危
機

を
契
機
と
し
て
後
に
は
「
周
辺
事
態
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
状
況
へ

の
危
機
感
が
日
米
間
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
「
07
大

綱
」
の
策
定
や
「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」
に
向
け
て
の
重
要
な
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
で
あ
る
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
周
辺

事
態
安
全
確
保
法
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
日
米
同
盟
の
維
持

強
化
の
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
に
際
し
て
の
自

衛
隊
イ
ン
ド
洋
派
遣
は
先
に
述
べ
た
事
情
か
ら
テ
ロ
対
策
特
措
法
を

別
途
制
定
し
て
実
施
さ
れ
た
と
は
言
え
、
こ
れ
は
実
態
と
し
て
は
周

辺
事
態
安
全
確
保
法
に
お
け
る
後
方
地
域
支
援
活
動
そ
の
も
の
で
あ

り
、
ま
さ
に
日
米
同
盟
の
強
化
に
資
す
る
活
動
と
し
て
極
め
て
大
き

な
意
義
が
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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３　
九
〇
年
代
日
本
の
安
全
保
障
政
策
と
田
久
保
先
生

さ
て
、
こ
こ
ま
で
筆
者
の
経
歴
や
「
国
基
研
紀
要
」
の
読
者
諸
氏

に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
に
つ
い

て
敢
え
て
縷
々
述
べ
て
来
た
の
は
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
筆
者
の
理
解

の
根
本
に
田
久
保
先
生
か
ら
御
教
示
を
頂
い
た
物
の
見
方
が
色
濃
く

反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
、
本
項
で
は
九
〇
年

代
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
変
遷
を
田
久
保
先
生
は
ど
の
よ
う
に
見

て
お
ら
れ
た
の
か
、
当
時
の
象
徴
的
な
御
見
解
を
紐
解
き
、
こ
こ
で

改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。
特
に
前
述
し
た「
07
大
綱
」策
定
か
ら「
日

米
安
保
共
同
宣
言
」
に
掛
け
て
の
大
き
な
動
き
に
つ
い
て
は
田
久
保

先
生
か
ら
直
接
御
教
示
頂
い
た
興
味
深
い
事
項
も
あ
る
の
で
、
こ
の

こ
と
を
中
心
に
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

筆
者
の
大
学
院
研
修
は
一
九
九
五
年
四
月
か
ら
で
あ
り
、
ち
ょ
う

ど
「
07
大
綱
」
か
ら
「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」
へ
と
至
る
一
連
の
プ

ロ
セ
ス
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
モ
ニ
タ
ー
し
得
る
時
期
で
あ
っ
た
。
実

際
、
田
久
保
先
生
か
ら
は
前
述
の
と
お
り
本
件
に
係
る
大
変
興
味
深

い
御
示
唆
を
頂
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
御
教
示
は

一
九
九
五
年
二
月
の
米
国
防
総
省
「
東
ア
ジ
ア
戦
略
報
告
（
Ｅ
Ａ
Ｓ

Ｒ16

）」、
当
時
は
一
般
に
「
ナ
イ
報
告
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
文
書
の
含

意
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
米
国
は
冷
戦
後
も
東
ア
ジ
ア
地

域
に
十
万
人
規
模
の
兵
力
を
維
持
す
る
と
謳
っ
た
文
書
で
あ
り
、
当

時
は
一
般
に
米
国
の
東
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
歓
迎

す
る
論
調
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
田
久
保
先
生
は
こ
れ

に
つ
い
て
、
そ
の
前
年
に
取
り
纏
め
ら
れ
た
「
防
衛
問
題
懇
談
会
」

の
報
告
書
（
座
長
で
あ
っ
た
樋
口
廣
太
郎
氏
の
名
を
冠
し
て
「
樋
口

レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る17

）
に
端
を
発
す
る
米
国
の
我
が
国
に

対
す
る
一
種
の
不
信
感
を
象
徴
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。
例

え
ば
一
九
九
五
年
十
一
月
十
七
日
付
の
「
正
論
」
で
は
、「
ナ
イ
報

告
が
ま
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
直
接
の
動
機
は
首
相
の
私
的
試
問
機

関
で
あ
る
防
衛
問
題
懇
談
会
（
樋
口
廣
太
郎
座
長
）
の
報
告
だ
。
こ

の
中
に
登
場
す
る
『
能
動
的
・
建
設
的
な
安
全
保
障
政
策
』
や
『
多

角
的
安
全
保
障
政
策
』
と
い
っ
た
表
現
が
、
二
国
間
の
紐
帯
を
緩
め

る
『
米
国
離
れ
』
と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
ナ
イ
報
告
の
狙
い

は
こ
れ
を
従
来
ど
お
り
の
関
係
に
戻
す
と
こ
ろ
に
あ
る18

」
と
の
指
摘

を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
、
研
究
者
、
政
策
実
務
者
と

し
て
は
何
の
経
験
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
筆
者
と
し
て
は
、
こ
う
し

た
日
米
関
係
の
機
微
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
看
破

す
る
田
久
保
先
生
の
眼
力
に
大
い
に
驚
か
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
。
本
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件
は
お
そ
ら
く
は
田
久
保
先
生
の
日
米
関
係
に
係
る
広
範
な
人
脈
の

中
で
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
研
究
者
の
立
場
と
し
て
は
、
そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
と
な
る

大
変
興
味
深
い
米
国
の
文
献
に
つ
い
て
も
御
紹
介
を
頂
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る19

。

ま
た
、
田
久
保
先
生
は
同
じ
「
正
論
」
中
で
「
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア

フ
ェ
ア
ー
ズ
」
同
年
七
／
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
は
国
内
外
で

話
題
に
な
っ
た
ナ
イ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
論
争20

に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
ら

れ
る
。
筆
者
は
本
件
に
つ
い
て
も
授
業
で
直
接
の
御
教
示
を
頂
い
た

が
、
田
久
保
先
生
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
の
論
文

が
「『
普
通
の
国
』
に
反
対
」
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
「
ビ
ン
の
蓋
」

論
に
与
す
る
も
の
と
し
て
批
判
的
に
見
て
お
ら
れ
、
一
方
で
チ
ャ
ル

マ
ー
ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
論
文
に
つ
い
て
は
「
朝
鮮
半
島
有
事
の
際

に
米
軍
だ
け
が
出
動
し
、
日
本
は
憲
法
を
盾
に
拱
手
傍
観
す
る
態
度

を
取
れ
ば
、
米
国
民
の
日
米
同
盟
へ
の
支
持
は
即
座
に
消
滅
す
る
」

と
説
い
た
の
を
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
た
（
前
述

し
た
「
周
辺
事
態
」
へ
の
危
機
感
が
日
米
間
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
筆
者
の
見
解
の
論
拠
の
一
つ
に
は
こ
の
ジ
ョ

ン
ソ
ン
の
指
摘
も
あ
る
）。
こ
う
し
た
田
久
保
先
生
の
一
見
逆
説
的

な
見
方
に
つ
い
て
は
、
先
生
と
接
し
た
御
経
験
の
あ
る
方
は
ピ
ン
と

来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
次
の
よ
う
な
趣
旨
と
筆
者
は
理

解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
田
久
保
先
生
は
自
他
と
も
に
認
め
る
自

衛
隊
の
「
応
援
団
」
で
あ
り
、
ま
た
一
方
で
は
日
米
同
盟
重
視
の
立

場
で
は
あ
る
が
、
自
衛
隊
を
独
り
立
ち
は
さ
せ
な
い
、「
普
通
の
民

主
主
義
国
」
の
軍
隊
に
は
さ
せ
な
い
と
い
う
考
え
方
に
は
断
固
反
対

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
に
も
関
連
し
て
言
え
ば
、
田
久
保
先
生
は
従
前

か
ら
憲
法
を
改
正
し
て
自
衛
隊
を
き
ち
ん
と
国
軍
と
し
て
位
置
づ
け

る
べ
き
と
い
う
主
張
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
御

自
身
が
起
草
委
員
長
と
し
て
積
極
的
に
参
画
さ
れ
、
二
〇
一
三
年
四

月
に
発
表
さ
れ
た
産
経
新
聞
社
の
「
国
民
の
憲
法
」
第
三
章
「
国
防
」

第
十
六
条
に
「
国
の
独
立
と
安
全
を
守
り
、
国
民
を
保
護
す
る
と
と

も
に
、
国
際
平
和
に
寄
与
す
る
た
め
、
軍
を
保
持
す
る
」
と
し
て
明

記
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る21

。
た
だ
し
、
九
〇
年
代
は
田
久
保
先
生
御

自
身
も
憲
法
改
正
の
困
難
性
を
よ
く
認
識
さ
れ
て
お
り
、当
面
は「
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
」
の
必
要
性
を
よ
り
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
筆
者
と
し
て
は
記
憶
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
九
九
三

年
五
月
十
八
日
付
の
「
正
論22

」
で
憲
法
を
改
正
し
「
軍
隊
で
あ
る
こ

と
を
明
記
」
す
べ
き
と
述
べ
つ
つ
、
そ
の
前
段
に
お
い
て
は
「
集
団

的
自
衛
権
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
行
使
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
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な
い
な
ど
と
い
う
ふ
ざ
け
た
政
府
解
釈
は
一
日
も
早
く
改
め
て
も
ら

い
た
い
」
と
主
張
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
話
を
「
07
大
綱
」
に
戻
せ
ば
、
こ
れ
に
係
る
田
久
保
先
生

の
御
教
示
の
中
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
新

た
な
「
防
衛
力
の
役
割
」
に
お
け
る
「
大
規
模
災
害
等
各
種
の
事
態

へ
の
対
応
」
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
が
阪
神
淡
路
大
震
災

や
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
へ
の
対
応
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
イ
項
に
は
「
我
が
国
周
辺
地

域
に
お
い
て
我
が
国
の
平
和
と
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
よ
う

な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
」
の
対
応
が
「
そ
っ
と
挿
入
」
さ
れ
て
い

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
田
久
保
先
生
の
御
見
解
は
当
時
、
授
業

以
外
の
場
で
も
何
ら
か
の
形
で
対
外
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
と
記
憶

し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
や
「
産
経
新
聞
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
で
も
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
言
う
な

れ
ば
、
後
の
「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」
や
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
周
辺

事
態
安
全
確
保
法
へ
と
繋
が
る
考
え
方
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
り

非
常
に
画
期
的
な
条
項
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
前
述
し
た
と

お
り
「
周
辺
事
態
」
の
危
機
感
が
日
米
間
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
前
述
の
増
田
好
平
Ｏ
Ｈ
に
お
い
て

「
07
大
綱
は
（
中
略
）
要
は
理
念
型
で
言
う
と
、
51
大
綱
が
持
っ
て

い
る
防
衛
と
い
う
も
の
は
ロ
ー
カ
ル
、
も
し
く
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い

う
レ
ベ
ル
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
『
ロ
ー
カ
ル
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
、
グ

ロ
ー
バ
ル
と
分
け
て
安
全
保
障
を
考
え
る
べ
き
だ
』
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
、そ
れ
に
か
な
り
近
い
構
成
を
07
大
綱
か
ら
と
っ
て
い
る（
中

略
）
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
の
は
『
日
本
が
攻
め
ら
れ
た
ら
守
り
ま
す
』

と
い
う
本
来
の
あ
た
り
ま
え
の
。
だ
け
ど
地
域
の
安
定
に
も
寄
与
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
か
な
り
強
調
し
て
、
最
後
は
グ

ロ
ー
バ
ル
で
国
際
貢
献
み
た
い
な
話23

」
と
す
る
大
変
興
味
深
い
証
言

が
得
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」
と
「
07
大
綱
」

と
の
時
系
列
的
な
関
係
に
つ
い
て
も
「
安
保
共
同
宣
言
が
平
成
八
年

（
一
九
九
六
年
）
四
月
で
す
が
、
当
初
は
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）

十
月
ぐ
ら
い
を
予
定
し
て
い
た
は
ず
な
ん
で
す
。（
中
略
）
最
初
の

目
論
見
は
、
安
保
共
同
宣
言
が
出
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
大
綱
と
い

う
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す24

」
と
い
う
証
言
が
得
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
田
久
保
先
生
は
「
07
大
綱
」、「
日
米
安
保
共
同
宣
言
」
以

降
の
動
き
に
つ
い
て
も
当
然
な
が
ら
重
大
な
関
心
を
寄
せ
て
お
ら
れ

た
。
こ
れ
は
筆
者
の
大
学
院
研
修
修
了
後
の
こ
と
と
な
る
が
、
田
久

保
先
生
は
一
九
九
七
年
八
月
二
十
七
日
付
、
翌
一
九
九
八
年
四
月
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二
十
八
日
付
の
「
正
論25

」
に
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
周
辺
事
態
安
全

確
保
法
に
つ
い
て
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
問
題
と
も
絡
め
て
寄
稿
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
田
久
保
先
生
は「
個
別
的
自
衛
権
は
白
、

集
団
的
自
衛
権
は
黒
、
そ
の
中
間
は
灰
色
と
色
分
け
し
、
い
わ
ゆ
る

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
で
き
る
だ
け
個
別
的
自
衛
権
で
処
理
で
き
る
よ
う

理
屈
を
つ
け
て
米
軍
支
援
に
役
立
て
よ
う
と
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を

日
本
政
府
は
払
っ
て
き
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、こ
れ
は
当
時
、

日
本
政
府
が
日
米
同
盟
維
持
強
化
の
た
め
何
か
出
来
る
こ
と
を
と
し

て
進
め
て
い
た
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
の
位
置
付
け
と
し
て
は
基
本

的
に
正
し
い
理
解
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
一
点
だ
け
、
同
法

に
お
い
て
活
動
す
る
自
衛
隊
の
部
隊
の
行
動
根
拠
は
個
別
的
自
衛

権
で
は
な
く
全
て
平
時
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
の
範
疇
で
あ
る
）。

要
す
る
に「
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
備
え
、

ど
う
対
処
す
る
か
を
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
に
、『
集
団
自
衛
権
の

行
使
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
』
前
提
は
崩
さ
な
い
で
い
る
の
だ
か

ら
、
話
は
す
べ
て
お
か
し
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点

は
ま
さ
に
田
久
保
先
生
の
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当

時
は
ま
だ
「
集
団
自
衛
権
の
行
使
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
の
に
は
機

が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
田
久
保
先
生
も
そ
れ

を
重
々
承
知
の
上
で
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
主
張
さ
れ
た
の
だ
と
筆
者

は
理
解
し
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
後
、「
集
団
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
」

に
つ
い
て
は
周
知
の
と
お
り
二
〇
一
五
年
の
平
和
安
全
保
障
法
制
で

一
部
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
さ
に
田
久
保

先
生
を
は
じ
め
志
あ
る
識
者
が
そ
の
必
要
性
を
粘
り
強
く
訴
え
て
き

た
こ
と
が
功
を
奏
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
我
が
国
の
戦
後
安
保
史
上
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た

九
〇
年
代
の
動
き
に
つ
い
て
、
特
に
筆
者
自
身
の
経
験
と
田
久
保
先

生
の
当
時
の
御
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
述
べ
て
き
た
。
本
稿
の
執
筆
に

当
た
っ
て
は
文
中
で
も
何
件
か
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
と
お
り
「
産
経

新
聞
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
か
ら
「
正
論
」
を
は
じ
め
と
す
る
先
生
の
論

考
を
再
確
認
さ
せ
て
頂
い
た
の
で
あ
る
が
、
国
際
社
会
の
中
に
お
け

る
我
が
国
の
在
り
方
に
関
す
る
明
快
で
一
貫
し
た
主
張
を
改
め
て
眼

の
当
た
り
に
し
、
直
接
の
指
導
を
頂
い
た
当
時
が
想
起
さ
れ
、
思
わ

ず
目
頭
を
熱
く
し
た
次
第
で
あ
る
。
ま
た
今
日
に
お
い
て
も
全
く
色

褪
せ
る
こ
と
の
な
い
そ
の
論
旨
は
ま
さ
に
「
正
論
」
で
あ
っ
た
の
だ

と
改
め
て
思
う
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

あ
れ
か
ら
三
十
年
近
く
を
経
て
、
台
頭
す
る
中
国
の
海
洋
進
出
や
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北
朝
鮮
の
核
ミ
サ
イ
ル
問
題
な
ど
、
我
が
国
周
辺
に
お
け
る
安
全
保

障
環
境
は
一
層
の
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
ま
た
欧
州
方
面
に
目
を

向
け
れ
ば
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
な
ど
現
状
変
更
勢
力
に
よ
る

既
存
の
国
際
秩
序
へ
の
挑
戦
が
顕
在
化
し
、
ま
さ
に
「
歴
史
の
転
換

点
」
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
田
久
保
先

生
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
我
が
国
の
安
全
保
障
上
の
諸
課
題
に
つ
い
て

は
、
前
述
の
「
集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
」
や
二
〇
二
二
年

十
二
月
の
い
わ
ゆ
る
「
安
保
三
文
書
」
に
よ
る
「
防
衛
力
の
抜
本
的

強
化
」
な
ど
一
部
改
善
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
自
衛
隊
の
憲
法
上

の
位
置
付
け
な
ど
の
基
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
大
き

な
課
題
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
防
衛
大
学
校
教
官
の
立
場

に
あ
る
筆
者
は
元
よ
り
政
府
方
針
に
沿
わ
な
い
形
で
こ
れ
ら
の
課
題

に
関
与
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
一
方
で
安
保
政
策
史
を
専
門
と

す
る
研
究
者
と
し
て
は
、
本
稿
の
よ
う
な
形
で
こ
れ
ら
に
係
る
経

緯
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
課
題
の
解
決
に
向
け
て
考
え
る
材

料
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
は
む
し
ろ
責
務
と
考
え
て
い
る
次
第
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
稿
が
田
久
保
先
生
の
追
悼
に
当
た
っ

て
多
少
な
り
と
も
有
益
な
一
編
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
了
）

1　
「
平
成
八
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
に
つ
い
て
」（
一
九
九
五
年

十
一
月
二
十
八
日　

安
全
保
障
会
議
、閣
議
決
定
）　

内
閣
官
房
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト 

https://w
w

w
.cas.go.jp/jp/gaiyou/jim

u/taikou/13_08boueikeikaku_
taikou.pdf

2　
「
日
米
安
全
保
障
共
同
宣
言
―
二
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
同
盟
―
（
仮
訳
）」

外
務
省
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト　

https://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/area/usa/

hosho/sengen.htm
l

3　
「
国
基
研
紀
要
」
読
者
諸
氏
に
お
か
れ
て
は
何
度
か
耳
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
思
わ
れ
る
が
、
田
久
保
先
生
は
共
同
通
信
那
覇
支
局
長
、
ワ
シ
ン
ト
ン
支

局
長
と
し
て
の
御
自
身
の
経
験
に
基
づ
き
、
沖
縄
返
還
前
後
の
日
米
関
係
、

国
際
情
勢
を
事
例
に
「
東
京
、
那
覇
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
視
点
の
相
違
」
を
踏

ま
え
た
大
局
的
な
物
の
見
方
と
い
う
こ
と
を
常
日
頃
か
ら
強
調
さ
れ
て
い
た
。

4　

一
九
九
九
年
三
月
二
十
三
日
、
能
登
半
島
沖
で
活
動
す
る
北
朝
鮮
の
工
作

船
と
見
ら
れ
る
不
審
船
二
隻
に
対
し
海
上
警
備
行
動
が
発
令
さ
れ
、
海
自
の

護
衛
艦
が
警
告
射
撃
を
、
Ｐ
―
３
Ｃ
哨
戒
機
が
警
告
の
た
め
の
対
潜
爆
弾
投

下
な
ど
を
実
施
し
た
が
停
船
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
事
案
。
こ
れ
を
契

機
に
海
保
と
海
自
の
連
携
強
化
な
ど
運
用
改
善
、
そ
れ
ぞ
れ
の
装
備
編
成
の

改
善
（
海
自
特
別
警
備
隊
の
新
編
な
ど
）、
後
に
は
海
上
保
安
庁
法
の
一
部
改

正
な
ど
の
対
応
が
採
ら
れ
た
。
本
事
案
の
概
要
と
対
応
策
に
つ
い
て
は
「
平

成
十
二
年
度
防
衛
白
書
」
第
四
章
第
一
節
第
三
項
「
不
審
船
対
処
」
を
参

照http://w
w

w
.clearing.m

od.go.jp/hakusho_data/2000/honm
on/

index.htm

5　
「
中
期
防
衛
力
整
備
計
画（
平
成
十
三
年
度
～
平
成
十
七
年
度
）」（
二
〇
〇
〇

年
十
二
月
十
五
日　

安
全
保
障
会
議
、
閣
議
決
定
） http://w

w
w

.clearing.
m

od.go.jp/hakusho_data/2003/2003/htm
l/15s13000.htm

l
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6　

一
九
七
七
年
に
内
閣
総
理
大
臣
了
承
の
下
、
防
衛
庁
長
官
の
指
示
に
よ
っ

て
立
法
準
備
で
は
な
い
と
の
前
提
の
下
に
開
始
さ
れ
た
防
衛
庁
に
よ
る
「
自

衛
隊
の
行
動
に
係
る
法
制
」
の
研
究
を
、「
米
軍
の
行
動
に
係
る
法
制
」、「
国

民
の
生
命
、
財
産
保
護
な
ど
の
た
め
の
法
制
」
と
併
せ
、
法
制
化
に
向
け
て

検
討
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
か
ら
政
府
部
内
で
生

じ
た
。
こ
れ
は
二
〇
〇
三
年
六
月
に
「
武
力
攻
撃
事
態
対
処
関
連
三
法
」
と

し
て
、
翌
二
〇
〇
四
年
六
月
に
は
国
民
保
護
法
制
を
含
む
「
事
態
対
処
関
連

七
法
」
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経
緯
及
び
各
法
制
の

概
要
な
ど
に
つ
い
て
は
「
平
成
十
七
年
度
防
衛
白
書
」
第
三
章
第
三
節
「
武

力
攻
撃
事
態
な
ど
に
か
か
わ
る
取
組
」
を
参
照http://w

w
w

.clearing.m
od.

go.jp/hakusho_data/2005/2005/index.htm
l

7　

防
衛
省
防
衛
研
究
所
編
「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー　

日
本
の
安
全
保
障

と
防
衛
力
①　

増
田
好
平
元
防
衛
事
務
次
官
」
二
〇
一
七
年
三
月
。「
90
年
代

日
本
の
安
全
保
障
政
策
」
に
つ
い
て
は
同
書
の
「
第
二
回
」
後
半
か
ら
「
第

五
回
」（
七
十
七
～
百
九
十
九
頁
）
を
参
照

8　

本
件
の
概
要
と
含
意
に
つ
い
て
は
、
相
澤
輝
昭
「
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
メ

モ
・
ペ
ル
シ
ャ
湾
掃
海
艇
派
遣
の
意
義
と
教
訓
」
防
衛
省
防
衛
研
究
所
、

二
〇
一
四
年
十
二
月
を
参
照　

https://w
w

w
.nids.m

od.go.jp/publication/
briefing/pdf/2014/briefing_193.pdf

9　

ブ
ト
ロ
ス
・
ガ
リ
国
連
事
務
総
長
「
平
和
へ
の
課
題 

一
九
九
五
年 

第
二
版 

続
編
と
関
連
の
国
連
文
書
を
増
補
」（
非
公
式
訳
）　

国
際
連
合
広
報
セ
ン
タ

ー https://w
w

w
.unic.or.jp/files/peace.pdf

　
　

こ
の
中
で
は
「
予
防
外
交
」
や
「
平
和
創
造
」、「
平
和
強
制
」
な
ど
、
か

な
り
野
心
的
な
国
連
の
役
割
強
化
が
謳
わ
れ
て
い
た
が
、
後
述
す
る
理
由
か

ら
政
策
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

10　

た
だ
し
、
九
六
年
五
月
の
橋
本
総
理
の
指
示
に
基
づ
く
「
緊
急
事
態
対
応

策
」
で
示
さ
れ
た
検
討
事
項
、
①
在
外
邦
人
な
ど
の
保
護
、
②
大
量
避
難
民

対
策
、
③
沿
岸
・
重
要
施
設
の
警
備
、
④
対
米
協
力
措
置
な
ど
は
、
朝
鮮
半

島
核
危
機
当
時
の
課
題
を
反
映
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。「
緊
急
事
態

対
応
策
」
に
つ
い
て
は
「
平
成
九
年
度
防
衛
白
書
」
第
四
章
第
六
節
を
参
照 
http://w

w
w

.clearing.m
od.go.jp/hakusho_data/1997/def46.htm

11　

一
九
五
〇
年
以
降
、
長
ら
く
続
い
た
国
政
の
体
制
で
あ
り
自
由
民
主
党
が
与

党
、
日
本
社
会
党
と
そ
の
他
の
政
党
が
野
党
と
し
て
対
立
す
る
構
図
を
指
す
。

12　
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
」
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
。

一
九
九
七
年
九
月
二
十
三
日 https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/
hosho/kyoryoku.htm

l#1

13　

一
九
七
八
年
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
あ
く
ま
で
「
研
究
」
と
い
う
位
置
付
け

で
あ
り
、
そ
の
前
文
に
も
「
こ
の
指
針
は
、
日
米
安
保
条
約
及
び
そ
の
関
連

取
極
に
基
づ
い
て
日
米
両
国
が
有
し
て
い
る
権
利
及
び
義
務
に
何
ら
影
響
を

与
え
る
も
の
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
新

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
「
日
米
協
力
の
た
め
の
効
果
的
な
態
勢
の
構
築
が
指
針

及
び
そ
の
下
で
行
わ
れ
る
取
組
み
の
目
標
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
米
両
国
政

府
が
、
各
々
の
判
断
に
従
い
、
こ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
を
各
々
の
具
体
的

な
政
策
や
措
置
に
適
切
な
形
で
反
映
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
と
い
う
一

文
が
「
基
本
的
な
前
提
及
び
考
え
方
」
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
効
性

の
確
保
を
担
保
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

14　

一
九
九
八
年
八
月
三
十
一
日
、
北
朝
鮮
が
テ
ポ
ド
ン
一
号
と
見
ら
れ
る
弾

道
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
、
日
本
列
島
上
空
を
通
過
し
三
陸
沖
の
太
平
洋
に
落
下

す
る
事
案
が
発
生
、
国
民
に
衝
撃
を
与
え
た
。
日
本
政
府
は
こ
れ
を
契
機
に
、

同
年
十
二
月
二
十
二
日
に
「
情
報
収
集
衛
星
導
入
」
を
閣
議
決
定
、
更
に
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十
二
月
二
十
五
日
に
は
「
弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
（
Ｂ
Ｍ
Ｄ
）
に
係
る
日
米
共

同
技
術
研
究
に
係
る
官
房
長
官
談
話
」
を
発
出
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
十
九

日
、「
弾
道
ミ
サ
イ
ル
防
衛
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等
」
の
閣
議
決
定
な
ど
、
安

保
政
策
上
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
本
事
案
の
概
要
つ
い
て
は
「
平
成

十
一
年
版
防
衛
白
書
」
第
六
章
第
二
節
「
北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
と

防
衛
庁
の
対
応
」
を
参
照 http://w

w
w

.clearing.m
od.go.jp/hakusho_

data/1999/honm
on/index.htm

15　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
前
出
の
増
田
好
平
Ｏ
Ｈ
の
中
で
政
府
内
の
空
気
感

と
し
て
「『
冷
戦
が
終
わ
り
ま
し
た
。
日
米
安
保
の
時
代
じ
ゃ
な
い
ね
、
こ
れ

か
ら
国
連
だ
』
と
い
う
の
が
世
の
中
の
雰
囲
気
だ
と
す
る
と
、
防
衛
省
、
外

務
省
も
、
そ
う
か
な
、
い
や
、『
そ
う
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
。
や
っ
ぱ
り
日
米
だ
』

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
向
と
い
う
か
、
雰
囲

気
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
証
言
が
得
ら
れ
て
い
る
。

「
増
田
好
平
Ｏ
Ｈ
」
百
三
十
四
頁

16　

“U
nited States Security Strategy for the East A

sia-Pacific 
Region” D

epartm
ent of D

efense, February 27, 1995
（
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
「
世
界
と
日
本
」
に
収
録
）。（
邦
訳
）「
米
国
防
総
省
の
第
三
次
東
ア

ジ
ア
戦
略
構
想
」
世
界
週
報
、
一
九
九
五
年
三
・
二
一
、三
・
二
八
、四
・
四
号 

https://w
orldjpn.net/docum

ents/texts/JPU
S/19950227.O

1E.htm
l

17　

防
衛
問
題
懇
談
会
「
日
本
の
安
全
保
障
と
防
衛
力
の
あ
り
方
―
二
十
一

世
紀
に
向
け
て
の
展
望
―
」 

内
閣
官
房
内
閣
安
全
保
障
室
、
一
九
九
四
年
八

月
十
二
日
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
世
界
と
日
本
」
に
収
録 https://w

orldjpn.
net/docum

ents/texts/JPSC/19940812.O
1J.htm

l

18　
「【
正
論
】
杏
林
大
学
社
会
科
学
部
長 

田
久
保
忠
衛 

日
米
新
同
盟
の
練
り
直

し
が
必
要
」
産
経
新
聞
、
一
九
九
五
年
十
一
月
十
七
日

19　

Patrick M
. Cronin and M

ichal J. Green,“Redefining the U
.S.-

Japan A
lliance T

okyo’s N
ational D

efense Program
,” N

ational 
D

efense U
niversity, 1994 pp7-10

20　

こ
の
年
の
フ
ォ
ー
リ
ン
：
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
七
／
八
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
国

防
次
官
補
（
当
時
）
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
と
日
本
政
策
研
究
所
長
チ
ャ
ル
マ
ー
ズ
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
の
論
争
で
あ
り
、
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｒ
に
端
を
発
し
、
日
本
へ
の
軍
事

的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
無
定
見
な
継
続
は
日
本
が
真
の
同
盟
国
と
し
て
行
動

す
る
能
力
を
奪
い
続
け
る
愚
策
と
批
判
す
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
論
文
に
対
し
、
ナ

イ
論
文
で
は
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
米
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
維
持
の
必
要
性

を
説
い
て
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｒ
の
正
当
性
を
主
張
し
て
お
り
、
当
時
は
冷
戦
後
の
日
米

同
盟
の
方
向
性
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
特
に
日
本
国
内
で
注
目
を
集
め
た
。

　
　

Chalm
ers Johnson and E. B. K

eehn “T
he Penragon’s O

ssified 
Strategy”Foreign A

ffairs, July/A
ugust 1995

　
　

Joseph S. N
ye Jr. “T

he Case for D
eep Engagem

ent”Foreign 
A

ffairs, July/A
ugust 1995

21　

産
経
新
聞
社
「
国
民
の
憲
法
」
二
〇
十
三
年

22　
「【
正
論
】
杏
林
大
学
社
会
科
学
部
教
授 

田
久
保
忠
衛 

解
釈
で
疑
義
の
出
な

い
憲
法
に
」
産
経
新
聞
、
一
九
九
三
年
五
月
十
八
日

23　
「
増
田
好
平
Ｏ
Ｈ
」
九
十
七
頁

24　

同
右
百
三
十
六
頁

25　
「【
正
論
】
杏
林
大
学
社
会
科
学
部
長 

田
久
保
忠
衛 

自
国
の
位
置
分
か
ら
ぬ

政
治
家
へ
」
産
経
新
聞
、
一
九
九
七
年
八
月
二
十
七
日

　
　
「【
正
論
】
杏
林
大
学
社
会
科
学
部
長 

田
久
保
忠
衛 

私
が
米
国
人
な
ら
許
さ

な
い
」
産
経
新
聞
、
一
九
九
八
年
四
月
二
十
八
日
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は
じ
め
に　
　

ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
（W

illiam
 J. Clinton

）
政
権
以
後
の
米
国

に
お
け
る“Civil-M

ilitary Relations”

（
Ｃ
Ｍ
Ｒ
／「
政
軍
関
係1

」）、

つ
ま
り
は
文
民
と
軍
人
と
の
関
係
は
決
し
て
良
好
と
は
云
え
な
い2

。

両
者
相
互
の
亀
裂
は
根
深
く
、深
刻
な
状
況
に
あ
る
。こ
れ
に
は
様
々

な
理
由
が
あ
る
が
、
ひ
と
つ
は
一
九
七
三
年
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
終

結
に
伴
う
徴
兵
制
廃
止
に
よ
っ
て
、
市
民
社
会
の
な
か
で
の
軍
務
経

験
者
の
減
少
と
い
う
長
年
の
構
造
的
問
題
で
あ
る3

。
そ
れ
ま
で
一
般

化
し
て
い
た
軍
人
の
存
在
が
、
そ
の
数
値
的
な
減
少
だ
け
で
な
く
ス

テ
イ
タ
ス
と
し
て
も
変
質
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
以
後
の
戦
争
に

参
加
し
た
軍
人
へ
の
一
般
市
民
の
偏
見
や
誤
解
が
瀰
漫
し
、
市
民
意

識
と
乖
離
し
た
か
ら
で
あ
っ
た4

。

か
つ
て
社
会
特
に
政
界
に
お
け
る
軍
歴
の
有
無
は
、
決
定
的
な
キ

ャ
リ
ア
と
し
て
必

sin
e q

u
a n

on

須
条
件
で
あ
っ
た5

。
命
を
懸
け
て
国
に
貢
献
し
た

こ
と
の
な
い
者
は
、
愛
国
者
と
見
做
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て

大
統
領
を
目
指
す
者
に
と
っ
て
軍
務
経
験
は
極
め
て
重
要
で
、
当
選

す
る
た
め
に
は
二
千
万
人
以
上
を
数
え
る
在
郷
軍
人
の
力
は
当
選
の

た
め
の
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ
た6

。
ま
た
軍
人
自
身
が
軍

人
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
あ
っ
た
こ
と
へ
の
プ
ラ
イ
ド
は
極
め
て

高
く
、
市
民
か
ら
も
一
定
の
敬
意
を
以
て
遇
さ
れ
て
来
た7

。

だ
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
後
の
在
郷
軍
人
の
数
的
減
少
は
非
常
に

顕
著
と
な
り
、
遂
に
は
軍
歴
の
な
い
大
統
領
（
ク
リ
ン
ト
ン
）
の

「
軍
産
複
合
体
」下
の
米
国
の「
政
軍
関
係
」

―
文
民
と
軍
人
の
対
峙
と
一
体
化

―

堀

茂

（
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所 

客
員
研
究
員
）
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誕
生
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
発
生
し
た
こ
と
と
は
、
文
民
と
軍
人
と

の
敵
意
と
云
っ
て
い
い
両
者
の
対
峙
で
あ
る
。
例
え
ば
軍
人
（
将

官
）
の
一
人
は
、
自
国
の
大
統
領
を
「
ゲ
イ
好
き
の
、
ド
ラ
ッ
グ
経

験
者
で
、
徴
兵
忌
避
の
、
女
た
ら
し
（gay-loving, pot-sm

oking, 
draft-dodging, and skirt chasi

8

ng

）」
と
公
言
し
て
憚
ら
な
か
っ

た
。
他
方
、
ク
リ
ン
ト
ン
の
若
い
文
民
ス
タ
ッ
フ
も
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ

ス
に
い
る
制
服
組
と
は
口
を
き
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
し

て
い
た9

。

一
見
、
稚
拙
な
子
供
の
諍
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
文
民

と
軍
人
と
は
大
き
く
離
反
し
て
い
た
。
そ
の
根
源
的
な
理
由
は
、
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
戦
争
以
来
の
軍
人
と
文
民
の
相
互
不
信
で
あ
る
。
軍
人
か

ら
す
れ
ば
、
文
民
指
導
者
に
戦
争
の
始
め
方
と
終
わ
り
方
に
つ
い

て
明
確
な
政
軍
両
戦
略
が
み
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
政
治
目
的
に

対
し
て
如
何
に
勝
つ
か
、
そ
の
軍
事
戦
略
が
明
確
で
な
い
戦
争
に

は
、
決
し
て
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
苦
い
経
験
を
彼
ら
に
与 

え
た10

。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
軍
人
が
傷
つ
い
た
が
、
文
民
も
傷
つ
い
た
。
こ

の
戦
争
に
よ
っ
て
歴
史
上
は
じ
め
て
喫
し
た
敗
北
は
国
家
全
体
を
退

嬰
的
に
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
文
民
と
軍
人
と
の
間
の
確
執
、
つ
ま

り
は“Civil-M

ilitary Gaps”

（
Ｃ
Ｍ
Ｇ
／
シ
ビ
ル
・
ミ
リ
タ
リ
ー
・

ギ
ャ
ッ
プ11

）
を
一
層
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
来
政
治
と
軍

事
と
の
関
係
は
、
不
可
避
的
な
対
峙
を
所
与
と
し
て
い
る
が
、
軍
人

の
側
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
の
将
官
の
よ
う
な
言
辞
は
軍
歴
の
な
い

「
最

com
m

ander in chief

高
司
令
官
」
に
対
す
る
感
情
を
如
実
に
代
弁
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
文
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
軍
人
へ
の
生
理
的
な
嫌
悪
感
が
前

提
と
し
て
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
応
に
出
た
よ
う
だ
。
ク
リ
ン

ト
ン
の
後
は
ブ
ッ
シ
ュ
（George W

. Bush

）、
オ
バ
マ
（Barack 

H
. O

bam
a

）、
ト
ラ
ン
プ
（D

onald J. T
rum

p

）、
そ
し
て
バ
イ

デ
ン
（Joseph R. Biden

）
と
続
く
な
か
、
ブ
ッ
シ
ュ
に
州
兵
の

キ
ャ
リ
ア
が
あ
る
だ
け
で
、
他
は
全
く
軍
務
経
験
の
な
い
大
統
領
が

誕
生
し
て
い
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
か
ら
始
ま
る
こ
の
流
れ
が
こ
れ

か
ら
も
続
く
と
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｍ
Ｇ
は
益
々
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な

ろ
う12

。
こ
の
よ
う
に
、
文
民
優
位
の
原
則
の
も
と
文
民
と
軍
人
と
の
対
峙

が
激
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
真
逆
の
現
象
た
る
両
者
共
通
の
利
害

が
既
に
多
く
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。ま
た
、

そ
の
利
害
は
文
民
に
お
い
て
は
政
府
と
議
会
も
し
く
は
政
党
で
異
な

る
よ
う
に
、
軍
人
に
お
い
て
も
陸
海
空
海
兵
隊
の
四
軍
で
そ
れ
ぞ
れ

異
な
り
、
そ
れ
ら
が
事
案
毎
に
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
る
。

小
論
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
以
後
の
米
国
を
「
政
軍
関
係
」
の
視
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点
か
ら
考
察
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
が
、
そ
の
中
核
的
問
題
た
る

「
文

civilian control
民
統
制
」
は
、
政
治
主
導
や
政
治
優
位
の
原
則
の
背
後
に
、
文

民
、
軍
人
と
い
う
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
細
分
化
さ
れ
、
各
自
異
な
る
利
害

を
様
々
に
持
ち
な
が
ら
複
雑
に
交
錯
も
し
く
は
離
反
、
時
に
結
合
す

る
と
い
う
巨
大
な
「
軍

the military-industrial complex

産
複
合
体
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ13

）」
国
家
と
し
て
の
課

題
に
変
容
し
て
い
る14

。

か
つ
て
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D

w
ight D

. Eisenhow
er

）
大
統

領
が
離

farew
ell address

任
演
説
で
危
惧
し
た
、「
文
民
統
制
」
を
根
本
的
に
腐
敗
さ

せ
得
る
関
係
を
文
民
と
軍
人
両
者
が
構
築
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
Ｍ

Ｉ
Ｃ
が
民
主
主
義
国
家
の
「
政
軍
関
係
」
に
お
け
る
最
大
の
蹉
跌
と

認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
今
も
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
亢
進
が

米
国
の
「
文
民
統
制
」
を
弱
体
化
、
さ
ら
に
は
無
意
味
化
さ
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
肥
大
化
の
一
途
を
辿

る
国
防
組
織
と
そ
れ
に
伴
う
巨
額
の
予
算
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
的
、
物

的
資
源
を
複
雑
か
つ
多
層
的
な
利
害
関
係
で
絡
め
、
ひ
と
つ
の
巨
大

な
権
益
と
し
て
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い

事
実
な
の
で
あ
る
。

一
．
軍
人
と
文
民
の
対
峙
と
葛
藤

一
般
論
と
し
て
軍
人
が
い
つ
も
文
民
よ
り
軍
事
行
動
に
積
極
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い15

。
実
態
は
寧
ろ
逆
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
事

専
門
家
故
に
一
旦
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
場
合
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
大

き
さ
や
、
そ
の
収
拾
に
伴
う
膨
大
な
人
的
物
的
消
耗
を
身
を
以
て
理

解
し
て
い
る
か
ら
だ
。
動
員
よ
り
復
員
（
動
員
解
除
）
の
方
が
圧
倒

的
に
困
難
な
の
は
軍
事
的
常
識
で
あ
る16

。
ま
た
同
時
に
、
前
線
で
の

戦
闘
経
験
は
一
種
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
自
身
が
意
志
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
と
な
っ
た
後
も
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
深
刻

な
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
。
湾
岸
戦
争
の
時
に
パ
ウ
エ
ル
（Colin 

L. Pow
ell

）
や
シ
ュ
ワ
ル
ツ
コ
フ
（H

. N
orm

an Schw
artzkoph 

Jr.

）
ら
が
軍
事
行
動
に
慎
重
だ
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

戦
争
に
お
け
る
経
験
が
決
定
的
要
因
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る17

。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
、
彼
ら
は
前
線
の
指
揮
官
と
し
て
自
身
の

目
で
見
た
立
場
で
、
こ
の
戦
争
が
米
国
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
結
果
的

に
、
彼
ら
の
命
懸
け
の
献
身
に
も
関
わ
ら
ず
、
無
残
で
屈
辱
的
な
撤

退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
人
生
を
決
定
づ
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け
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

我
が
方
の
言
葉
で
云
え
ば
、「
無
名
の
師
」
で
は
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
思
い
で
あ
る
。「
ド
ミ
ノ
理
論18

」
の
意
義
は
理
解
出
来
て
も
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
戦
い
は
、
軍
人
か
ら
す
れ
ば
身
を
以
て
守
る
べ
き

米
国
の
安
全
保
障
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る19

。
し
か
し
、
こ
の
教
訓
は
活
か
さ
れ
ず
、
こ
れ
以
降
も
米

国
は
〝
世
界
の
警
察
官
〟
と
し
て
多
く
の
紛
争
に
関
与
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
は
「
自
由
と
民
主
主
義
」
の
敷
衍

と
い
う
建
国
以
来
の“m

anifest destiny”

（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ

ス
テ
ィ
ニ
ー
／
「
明
白
な
る
天
意
」
田
久
保
忠
衛20

）
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

元
来
、
米
国
人
は
「
国
際
紛
争
を
対
立
す
る
利
益
の
対
決
と
本
質

的
に
捉
え
ず
、
単
な
る
善
と
悪
と
の
衝
突
と
し
て
片
づ
け
て
い
た21

」

が
、
そ
れ
は
常
に
自
身
は
「
善
」
で
あ
る
前
提
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
思
考
の
正
し
さ
は
全
面
勝
利
と
い
う
事
実
で
し
か
証
明
さ
れ
な
い

の
で22

、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
敗
北
後
も
続
い
た
対
外
紛
争
へ
の
関
与
は

国
内
の
分
断
へ
と
繋
が
っ
て
行
っ
た23

。

「
分
断
」
と
は
、
こ
れ
か
ら
も”extroversion”

（
外
向
き
）
で

世
界
を
主
導
す
べ
く
積
極
的
な
関
与
を
続
け
る
の
か
、
そ
れ
と

も”introversion”

（
内
向
き
）で
内
政
に
集
中
す
る
か
で
あ
る
。「
自

由
と
民
主
主
義
」の
敷
衍
が
米
国
の
建
国
以
来
の
歴
史
的
使
命
故
に
、

彼
の
国
の
歴
史
も
伝
統
も
関
係
な
く
既
存
の
体
制
を
倒
し
て
で
も
民

主
体
制
に
す
る
こ
と
が
米
国
の
利
益
に
も
な
る
と
い
う
ウ
ィ
ル
ソ
ニ

ア
ン
（W

ilsonian

）
的
考
え24

が
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、「
内

向
き
」
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

国
内
で
は
白
人
対
有
色
人
、
富
裕
層
対
貧
困
層
、
保
守
対
リ
ベ
ラ

ル
（
そ
こ
に
所
謂
「
ネ
オ
コ
ン
」
が
絡
む
）、
ま
た
は
ク
リ
ス
ト
教

宗
派
間
の
様
々
な
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
も
し
く
は
レ
ベ
ル
で
の
対
立

が
、
同
時
か
つ
複
雑
に
絡
ま
り
な
が
ら
頻
発
し
て
い
る25

。
国
家
の
中

核
的
問
題
た
る
「
政
軍
関
係
」
に
お
い
て
も
同
様
で
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
そ
の
ま
ま
存
在
し
た
常

standing arm
y

備
軍
の
存
在
は
、
今
日
に
至
る
ま
で

文
民
と
軍
人
と
の
対
峙
や
葛
藤
を
激
化
さ
せ
て
来
た
。

そ
れ
が
既
述
の
よ
う
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
以
降
の
軍
務
経
験
の
な
い

大
統
領
の
誕
生
と
な
り
、
軍
人
の
文
民
に
対
す
る
侮
蔑
や
偏
見
が
従

来
に
な
く
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
に
忠
節
を
尽
く
す
の
が
本
分

の
軍
人
か
ら
す
れ
ば
、
軍
務
経
験
も
な
い
軍
事
に
疎
い
「
最
高
司

令
官
」
の
指
示
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
葛
藤

や
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
溜
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
他
方
、
文
民
の
方
は
軍
事
や
軍
人
に
対
す
る
無
理
解
や
無
智

が
依
然
と
し
て
強
く
存
在
し
て
い
て26

、
フ
ラ
ン
ス
の
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
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（Georges B. Clem
enceau

／
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
首
相
）
が

云
っ
た
よ
う
に
「
戦
争
の
よ
う
に
大
切
な
こ
と
を
、
軍
人
に
任
せ
て

お
け
る
か
」
と
い
う
意
識
が
根
柢
に
あ
る
。

米
国
は
建
国
以
来
、
常
備
軍
を
忌
避
し
て
来
た
歴
史
を
有
す
る27

。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
結
果
的
に
肥
大
化
し
た
常
備
軍
の
存
在
を
如

何
に
「
統
制
」
す
る
か
が
最
初
の
課
題
で
あ
っ
た
。
常
備
軍
を
ド
ラ

ス
テ
ィ
ッ
ク
に
逓
減
さ
せ
ず
に
維
持
す
る
こ
と
こ
そ
、
米
国
と
同
盟

国
の
利
益
に
繋
が
り
、
か
つ
世
界
経
済
の
主
導
者
た
り
得
る
。
そ
れ

が
冷
戦
を
勝
ち
抜
く
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
っ
た28

。
そ
の
た
め
に

も
軍
人
の
文
民
指
導
者
へ
の
従
属
は
、
米
国
の
伝
統
で
あ
り
文
民
の

権
利
で
あ
る
の
が
「
文
民
統
制
」
の
〝
王
道
〟
で
も
あ
っ
た29

。

だ
が
、
少
し
で
も
自
身
の
領
域
と
自
律
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

軍
人
の
意
図
が
「
主
体
的
統
制
」
で
阻
害
さ
れ
続
け
る
な
ら
、
軍
人

は
文
民
の
意
に
反
す
る
よ
う
な
専
門
的
な
意
見
や
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を

控
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う30

。
そ
れ
が
、
さ
ら
に
進
む
と
文
民
指
導

者
の
意
に
添
う
こ
と
し
か
云
わ
な
い
し
、
軍
事
的
常
識
に
反
す
る
こ

と
で
も
進
言
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る31

。

同
時
に
文
民
指
導
者
の
ほ
う
も
、
ま
ず
自
身
の
地
位
保
全
が
第
一

に
あ
り32

、
軍
人
に
対
し
て
は
政
治
的
志
向
や
軍
事
的
認
識
も
自
身

と
近
似
も
し
く
は
同
調
す
る
者
だ
け
を
重
用
す
る33

。
部
下
の
文
民

も
同
様
で
、
結
果
的
に
軍
人
の
〝
職

dereliction of duty

務
放
棄
〟34

を
助
長
す
る
文
民

の”m
icro-m

anagem
ent”

（
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト35

）
を
容

認
す
る
こ
と
に
な
る36

。
こ
れ
ら
は
様
々
な
要
因
が
複
雑
に
絡
ん
で
い

る
だ
ろ
う
が
、軍
人
た
る
資
質
と
そ
の
本
質
的
価
値
と
い
う
も
の
が
、

そ
の
〝
質
と
量
〟
と
も
に
変
容
し
た
結
果
で
あ
り
、同
時
に
ま
た
「
最

高
司
令
官
」
た
る
資
質
の
問
題37

で
も
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

二
．　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
の
終
焉 

　
　
　
―
「
国
益
」
の
た
め
の
介
入
―

ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
後
、副
大
統
領
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon 

B. Johnson

）
が
大
統
領
と
な
り
国
防
長
官
マ
ク
ナ
マ
ラ
（Robert 

S. M
cN

am
ara

）
と
共
に
本
来
軍
人
の
専
管
事
項
た
る
軍
令
に
ま

で
「
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
し
た
結
果
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争

は
よ
り
泥
沼
化
し
た
。
も
と
よ
り
、
彼
ら
も
勝
利
を
目
指
し
て
い
た

が
、「
ド
ミ
ノ
理
論
」
が
所
与
と
な
っ
て
い
た
当
時
の
状
況
で
は
、

こ
の
戦
争
の
本
質
と
い
う
も
の
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も

彼
ら
が
云
う
「
勝
利
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
他
国
の
体
制
変
革

が
、米
国
に
と
っ
て
の
「
勝
利
」
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、戦
争
の
「
大

義
」
と
い
う
も
の
は
殊
更
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
に
収
斂
せ
ざ
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る
を
得
な
い
。
少
な
く
と
も
、
米
国
の
若
者
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
遂

行
す
る
自
衛
権
を
発
動
し
た
戦
い
で
は
な
い
の
は
明
白
で
あ
っ
た
。

米
国
の
「
政
軍
関
係
」
研
究
の
第
一
人
者
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ィ
ー

ヴ
ァ
ー
（Peter D

. Feaver

）
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に

お
け
る
「
政
軍
関
係
」
の
上
の
レ
ガ
シ
ー
と
は
、
軍
人
が
学
ん
だ

“lessons”

（
教
訓
）
で
あ
っ
た
と
い
う38

。
そ
の
「
教
訓
」
と
は
、
文

民
に
よ
る“m

ism
anagem

ent”
（
誤
っ
た
管
理
）
に
も
っ
と
積
極

的
に
反
駁
す
べ
き
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
軍
人
が
戦
略
や
戦
術
の
決

定
に
お
い
て
余
り
に
多
く
の
責
任
を
文
民
に
依
存
し
自
身
の
決
定
を

放
棄
し
た
こ
と
で
あ
る39

。
つ
ま
り
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
い
て
は

過
剰
な
「
文
民
統
制
」
が
恒
常
化
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
軍
人

は
そ
れ
に
反
駁
せ
ず
唯
々
諾
々
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
文
民
が
プ
リ
ン
シ
パ
ル
（
主
体/principal
）
と
し
て
統

制
出
来
る
戦
争
で
あ
っ
た
な
ら
、
何
故
も
っ
と
早
く
止
め
ら
な
か
っ

た
の
か
。
ま
し
て
文
民
が
軍
令
に
お
い
て
ま
で
「
主
体
的
統
制
」
を

し
て
い
た
の
な
ら
尚
更
で
あ
る
。
こ
れ
は
誰
も
が
抱
く
疑
念
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
戦
争
で
あ
る
が
、
先

述
し
た
よ
う
に
米
国
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
産
化
阻
止
が
最
大
の

目
的
と
し
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。「
ド
ミ
ノ
理
論
」
こ
そ
、
米
国
の

威
信
に
関
わ
る
国
益
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
軍
部
主
導
の
戦
争
で
は
な
く
、
極
め
て
政
治

的
か
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
米
国
は
フ
ラ
ン

ス
に
代
わ
り
介
入
し
た
が
、
最
小
限
の
関
与
と
コ
ス
ト
で
達
成
す
る

為
に
、
当
初
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
軍
を
支
援
す
る
だ
け
で
済
ま
せ
る
つ
も

り
で
あ
っ
た40

。
だ
が
、
最
小
レ
ベ
ル
を
想
定
し
て
い
て
も
一
旦
紛
争

に
介
入
す
る
と
、
容
易
に
引
け
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
極
力
自
国
部

隊
を
送
ら
ず
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
で
は
解
決
し
な
い
の

で
地
上
兵
力
の
投
入
と
空
爆
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、

ヴ
ェ
ト
コ
ン
と
の
戦
い
は
広
野
で
は
な
い
、
米
軍
の
不
得
意
な
密
林

で
の
ゲ
リ
ラ
戦
で
あ
る41

。
結
果
的
に
軍
は“graduated pressure

（
段
階
的
な
圧
力
）”

と
呼
ば
れ
る
戦
略42

の
代
替
案
も
提
示
出
来
ず
、

長
期
に
わ
た
り
成
功
の
見
込
み
の
な
い
中
途
半
端
な
対
応
に
終
始
し

た43

。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
紛
争
が
、“Cold W

ar m
entality

（
冷
戦

構
造
）”

の
文
脈
に
お
い
て
激
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
複

雑
な
状
況
の
変
化
と
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
様
々
な
政
策
決
定
者

の
個

character性
に
よ
り“am

ericanization”

（
米
国
化
）
と
い
う
ア
メ
リ
カ

の
戦
争
に
変
質
し
た
か
ら
で
あ
る44

。

周
知
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
一
九
六
四
年
八
月
四
日
に

米
国
艦
船
が
国
際
水
域
に
お
い
て
「
攻
撃
」
を
受
け
て
か
ら
本
格
化

し
た
。
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
で
あ
る
。
議
会
も
戦
争
を
圧
倒
的
多
数
で



165　　　「軍産複合体」下の米国の「政軍関係」

可
決
し
た
。
だ
が
、
実
際
の
攻
撃
は
小
規
模
な
も
の
で
、
二
隻
喪
失

で
は
な
く
二
人
の
戦
死
者
が
出
た
の
が
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
虚

偽
の
報
告
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
〇
〇
五
年
の
Ｎ
Ｓ
Ａ
（
国
家
安
全

保
障
局
）
の
情
報
公
開
で
初
め
て
判
明
し
た
。
本
来
情
報
は
、
専
門

家
が
厳
し
く
点
検
し
分
析
し
て
か
ら
解
釈
を
加
え
る
も
の
で
あ
る

が
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
現
地
か
ら
の
生
の
シ
ギ
ン
ト
情
報
だ
け
を
「
証

拠
」
と
し
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
み
せ
た
。
そ
れ
が
正
に
「
北
爆
」
を
企

図
し
て
い
た
大
統
領
の
欲
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ45

。

い
ま
一
つ
の
理
由
が
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
国
家
た
る
米
国
の
国
内
事
情
で
あ

る
。「
主
体
的
統
制
」
を
主
導
し
て
い
た
政
治
家
と
軍
需
産
業
者
所

謂“contractor”

（
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
）
と
の
密
接
な
関
係
で
あ
る
。

当
時
か
ら
多
く
の
政
治
家
が
自
身
の
選
挙
区
へ
数
多
く
の
「
コ
ン
ト

ラ
ク
タ
ー
」
を
誘
致
す
る
こ
と
で
、
地
元
へ
の
雇
用
創
出
と
税
収
増

に
寄
与
し
て
い
た
。
そ
れ
が
選
挙
民
へ
の
公
約
に
も
な
っ
て
い
た46

。

そ
う
な
れ
ば
、
彼
ら
と
の
関
係
維
持
・
強
化
に
相
反
す
る
よ
う
な
施

策
が
不
可
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

実
際
、
ケ
ネ
デ
ィ
（John F. K

ennedy

）
の
「
柔

flexible response strategy

軟
反
応
戦
略
」

に
よ
っ
て
、
通
常
兵
器
調
達
が
増
加
し
て
一
九
六
一
年
以
降
、
四
年

半
に
わ
た
り
好
景
気
を
維
持
し
た47

。
だ
が
、
そ
れ
が
縮
小
傾
向
に
な

り
、
そ
の
打
開
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
〝
適
切
な
〟
関
与
の
拡
大

に
求
め
た
の
で
あ
る48

。
戦
争
や
紛
争
継
続
こ
そ
利
権
と
い
う
暗
黙
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
、「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
と
政
治
家
、
官
僚
、
軍

人
と
の
間
に
、
さ
ら
に
は
国
民
も
巻
き
込
ん
だ
形
で
厳
然
と
存
在
し

て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
「
文
民
統
制
」
の
観
点
か
ら
否
定
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
っ
た
。

既
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
米
国
の
他
国
へ
の
関
与
が
正
当
化
さ

れ
た
の
は
、
当
該
国
の
政
治
秩
序
よ
り
「
自
由
と
民
主
主
義
」
の
敷

衍
と
い
う
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
れ
が
米
国
の
利
益
に
も
繋
が

る
と
い
う
理
屈
で
あ
っ
た
。
だ
が
「
国
益
」
を
優
先
す
れ
ば
、
当
該

国
が
民
主
政
権
で
あ
ろ
う
が
独
裁
政
権
で
あ
ろ
う
が
関
係
な
い
。
親

米
で
あ
れ
ば
良
く
、
親
米
で
な
け
れ
ば
秘

clandestine service

密
工
作
を
以
て
親
米
政
権

を
作
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
政
策
を
主
導
し
た
の
は
国
務
省
や
国
防

総
省
で
は
な
い
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
創
設
し
た
Ｃ
Ｉ
Ａ
（
中
央
情

報
局
）
で
あ
っ
た
。

本
来
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
は
対
外
情
報
の
蒐
集
・
分
析
が
任
務
で
、
リ
ス
ク

を
事
前
に
予
知
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
ア
レ
ン
・
ダ
レ
ス

（A
llen W

. D
ulles

／
作
戦
本
部
長
、
後
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
長
官
）
に
よ
り

秘
密
工
作
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
。
Ｃ
Ｉ
Ａ
は
「
政
軍
関
係
」
か
ら

す
れ
ば
文
民
組
織
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
軍
事
組
織
で
は
な
い
。

だ
が
、
そ
の
後
人
的
に
も
装
備
的
に
も
準
軍
事
的
組
織
に
発
展
し
、
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軍
人
と
文
民
の
中
間
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、

事
実
上
の
準
軍
事
的
組
織
で
あ
り
な
が
ら
軍
の
指
揮
下
に
も
な
い
と

い
う
特
殊
性
と
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
曖
昧
性
故
に
十
全
な
政
治
の

管
理
・
監
督
が
実
行
出
来
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
何
よ
り
Ｃ

Ｉ
Ａ
の
綱
領
で
は
、
秘
密
工
作
実
行
に
関
し
て
は
「
最
高
司
令
官
」

に
責
任
が
及
ば
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た49

。

具
体
的
に
云
え
ば
、
イ
ラ
ン
で
一
九
五
一
年
石
油
国
有
化
を
企
図

し
た
モ
サ
デ
ィ
ク
（M

oham
m

ad M
ossadeq

）
政
権
を
潰
し
シ

ャ
ー
（Shah

）
を
復
位
さ
せ
た
が
、
イ
ス
ラ
ム
革
命
で
激
し
い
反

米
運
動
を
惹
起
し
親
米
政
権
は
崩
壊
し
た
。
中
南
米
の
グ
ア
テ
マ
ラ

で
は
一
九
五
四
年
に
軍
事
ク
ー
・
デ
タ
を
支
援
し
独
裁
政
権
を
打
倒

し
た
が
、
そ
れ
以
後
三
十
年
以
上
に
亘
り
左
翼
勢
力
と
の
内
戦
を
誘

発
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
イ
ラ
ク
で
は
一
九
六
三
年
に
バ
ー
ス
党
を

援
助
し
、
共
産
主
義
に
対
抗
す
る
「
聖
戦
」
を
強
調
さ
せ
た
が
、
そ

れ
が
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
（Saddam

 H
ussein

）
独
裁
政
権
誕
生

の
契
機
を
作
っ
た50

。
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
等

で
の
工
作
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
た
る
「
自
由
と
民

主
主
義
」
敷
衍
と
い
う
「
信

c
r

e
d

o条
」
は
、
惨
憺
た
る
結
果
に
終
わ
っ
て

い
る
。
今
や
イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
じ
め
、
米
国
の
関
与
は

「
十
字
軍
」
と
し
て
の
崇
高
な
目
的
で
は
な
い
し
、
完

total v
ictory

全
勝
利
で
も

な
く
な
っ
て
い
る51

。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
関
与
が
「
国
益
」
と
な
る
な

ら
、
今
後
も
米
国
の
介
入
は
終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
国
益
を
概
念
規

定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
極
め
て
恣
意
的
で
曖
昧
だ
が
、
そ
れ
を

一
私
企
業
、
例
え
ば
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
の
利
益
と
も
等
置
さ
れ

得
る
な
ら
、
本
来
の
「
政
治
目
標
」
や
「
軍
事
目
標
」
の
成
就
と
は

明
確
に
次
元
が
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
中
の
戦
争
や
紛
争
の

存
在
そ
の
も
の
が
「
国
益
」
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

三
．「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
の
た
め
の
戦
争 

　
　
―
〝
回

revolving door

転
ド
ア
〟
の
人
々
―

第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
（H

arold Lassw
ell

）

が
ソ
連
や
ド
イ
ツ
を
想
定
し
て
規
定
し
た
「
兵

garrison state

営
国
家
」
の
概
念
で

は
、
民
主
主
義
と
大
規
模
な
常
備
軍
の
存
在
は
両
立
し
な
い
は
ず
で

あ
っ
た52

。
だ
が
、
米
国
が
〝
世
界
の
警
察
官
〟
と
し
て
、
そ
の
関
与

を
所
与
と
す
る
政
策
を
継
続
し
た
こ
と
が
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
危

惧
し
た
「
兵
営
国
家
」
と
し
て
の
米
国
を
さ
ら
に
亢
進
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

端
的
に
云
え
ば
、
米
国
が
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
維
持
し
て
自
国
と
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同
盟
国
・
友
好
国
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
常
に
そ
れ
を
支

え
る
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時

に
、
そ
れ
は
何
十
億
ド
ル
単
位
の
巨
大
な
ビ
ジ
ネ
ス
と
な
り
、
受
注

者
だ
け
で
な
く
発
注
者
に
と
っ
て
も
排
他
的
な
利
権
と
な
る
。
何
故

な
ら
彼
ら
は
〝
回

revolving door
転
ド
ア
〟53

と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
権
交
代

の
度
に
発
注
者
か
ら
受
注
者
へ
、
あ
る
い
は
受
注
者
か
ら
発
注
者
に

代
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
軍
需
産
業
は
一
貫
し

て
米
国
経
済
と
雇
用
を
支
え
る
巨
大
な
柱
で
あ
り
続
け
、
ロ
ッ
キ
ー

ド
・
マ
ー
テ
ィ
ン
（Lockheed M

artin
）、ボ
ー
イ
ン
グ
（Boeing

）、

Ｒ
Ｔ
Ｘ
（
旧
レ
イ
セ
オ
ン
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
）、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
（General D

ynam
ics

）
社
は
じ
め
大
手
の
「
コ

ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
は
、
政
権
及
び
ペ
ン
タ
ゴ
ン
に
関
わ
る
文
民
、
軍

人
を
問
わ
ず
長
年
の
密
接
な
関
係
を
構
築
し
て
来
た
。

現
在
の
バ
イ
デ
ン
政
権
に
お
い
て
も
、
ブ
リ
ン
ケ
ン
（A

ntony 
J. Blinken

）
国
務
長
官
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（Lloid J. A

ustin III
）

国
防
長
官
は
就
任
前
こ
れ
ら
の
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
や
投
資
会
社

等
の
役
員
で
あ
っ
た54

。
し
か
も
現
職
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
や
ト
ラ
ン
プ

政
権
の
国
防
長
官
マ
テ
ィ
ス
（Jam

es N
. M

attis

）
は
、
退
役
後

四
年
で
公
職
に
就
い
て
い
る
。
規
定
で
は
七
年
の
待
機
期
間
が
必
要

な
の
に
、
民
主
党
政
権
に
代
わ
っ
て
も
、
そ
の
制
約
は
破
ら
れ
て
い

る
。
現
象
的
に
云
え
ば
、
文
民
側
の
「
主
体
的
統
制
」
が
強
ま
っ
て

い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い55

。

斯
様
に
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
は
、
国
防
総
省
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
を

年
々
増
加
さ
せ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
装
備
品
だ
け
で
な
く
、
軍

の
運
用
に
欠
か
せ
な
い
人
的
物
的
サ
ポ
ー
ト
（
兵
站
機
能
等
）
も
ほ

と
ん
ど
外
注
さ
れ
て
お
り
、
ハ
リ
バ
ー
ト
ン
（H

alliburton

）、
Ｋ

Ｂ
Ｒ
、
ダ
イ
ン
コ
ー
プ
（D

ynCorp

）
等
の
民
間
会
社
が
、
そ
れ

を
担
っ
て
い
る
。
陸
軍
中
将
で
Ｊ
Ｃ
Ｓ
議
長
補
佐
官
で
も
あ
つ
た
マ

カ
フ
リ
ー
（Barry R. M

cCaffrey

）
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
で
文

民
ス
タ
ッ
フ
か
ら
無
視
さ
れ
大
騒
ぎ
し
た
経
験
を
持
つ
が
、
退
役
後

は
ダ
イ
ン
コ
ー
プ
の
役
員
で
あ
る56

。
湾
岸
戦
争
時
副
大
統
領
だ
っ
た

チ
ェ
イ
ニ
ー
（Richard B. Cheney

）
も
、
ハ
リ
バ
ー
ト
ン
の
Ｃ

Ｅ
Ｏ
か
ら
政
権
入
り
し
て
い
る
。
同
社
が
政
府
と
12
億
ド
ル
以
上
の

随
意
契
約
し
た
こ
と
は
、
チ
ェ
イ
ニ
ー
に
よ
る
利
益
誘
導
と
も
批
判

さ
れ
て
い
た57

。

兵
站
関
連
企
業
は
、
装
備
品
と
は
違
い
開
発
費
用
は
さ
ほ
ど
要
ら

ず
、
参
入
し
や
す
い
。
そ
れ
を
統
括
す
る
役
所
と
し
て
、
国
防
総
省

管
轄
の
国
防
兵
站
庁
（D

efense Logistics A
gency

）
が
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
同
庁
が
ア
フ
ガ
ン
に
お
け
る
米
軍
へ
の
四
十
億

ド
ル
に
も
上
る
食
料
供
給
を
、
シ
ュ
ー
プ
リ
ー
ム
・
フ
ー
ド
・
サ
ー
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ビ
ス
（Suprem

e Food Service

）
と
い
う
企
業
と
随
意
契
約
を

し
て
い
た
。
だ
が
、
同
社
は
ロ
バ
ー
ト
・
ド
ー
ル
（Robert D

ail

）

と
い
う
陸
軍
中
将
を
、
退
役
後
わ
ず
か
四
カ
月
で
社
長
と
し
て
招
聘

し
た
企
業
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ド
ー
ル
自
身
が
Ｄ
Ｌ
Ａ
の
長
官

経
験
者
で
あ
り
、
在
任
当
時
に”N

ew
 contractor of the year”

と
い
う
貢
献
度
の
高
い
企
業
を
表
彰
す
る
に
当
た
り
、
他
な
ら
ぬ
シ

ュ
ー
プ
リ
ー
ム
を
選
定
し
て
い
た
の
で
あ
る58

。

元
軍
人
を
含
む
政
治
任
命
の
政
府
高
官
の
多
く
が
、
政
権
が
代
わ

る
度
に
「
回
転
ド
ア
」
の
如
く
、
民
間
と
政
府
機
関
を
出
た
り
入
っ

た
り
し
て
い
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
「
文
民
統
制
」
も
恣
意
的
に
運

用
さ
れ
る
蓋
然
性
は
高
ま
る
。
軍
人
は
中
将
、大
将
に
昇
進
す
る
と
、

そ
の
年
金
額
は
現
役
の
俸
給
の
一
〇
〇
％
が
生
涯
出
る
。
か
か
る
優

遇
措
置
が
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
更
な
る
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
を
求
め

て
彼
ら
は
高
給
で
職
（
ほ
と
ん
ど
が
役
員
）
を
得
て
い
る
わ
け
だ
。

実
際
、
既
述
の
マ
テ
ィ
ス
な
ど
は
国
防
長
官
を
退
任
し
た
後
、
再
び

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
社
の
役
員
に
就
い
て
い
る
と
い
う
か

ら
、
典
型
的
な
〝
回
転
ド
ア
〟
の
人
で
あ
る
。
二
〇
二
三
年
に
発
表

さ
れ
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
（T

he Q
uincy Institute

）
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
実
に
大
将
の
八
〇
％
以
上
が
退
役
後
に
は
防
衛
産
業
及
び
そ

の
関
連
企
業
の
重
要
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る59

。

国
防
費
に
関
わ
る
予
算
は
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
に
と
っ
て
、
顧

客
は
国
家
、
予
算
は
税
金
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
装
備
品
や
物
資
が

本
当
に
必
要
か
否
か
は
政
治
判
断
で
あ
り
、
正
し
い
か
否
か
は
事
後

で
も
分
か
ら
な
い
。
ま
た
ス
ペ
ッ
ク
通
り
機
能
す
る
の
か
ど
う
か
も

実
際
に
使
っ
て
み
な
け
れ
ば
判
断
出
来
な
い
。
事
実
と
し
て
、
過
去

の
開
発
過
程
に
お
け
る
無
駄
を
挙
げ
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い60

。だ
が
、

今
や
技
術
革
新
の
ス
ピ
ー
ド
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
速
く
、
そ
の
成
否

が
軍
事
バ
ラ
ン
ス
全
体
に
死
活
的
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
又
事
実
で

あ
る
。

そ
の
結
果
が
誰
も
予
測
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
時
の

政
治
判
断
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
故
に
何
れ
の
国
も
、

莫
大
な
投
資
や
想
定
以
上
の
予
算
を
投
じ
続
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ

て
い
る
。さ
も
な
け
れ
ば
戦
わ
ず
し
て
敗
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

こ
う
な
れ
ば
軍
事
費
は
、
予
算
審
議
の
な
か
で
聖
域
中
の
聖
域
と
な

る61

。「
聖
域
」
故
に
文
民
、
軍
人
を
問
わ
ず
、
彼
ら
が
〝
回
転
ド
ア

の
人
〟
と
な
り
、
発
注
者
と
受
注
者
を
交
互
に
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
な
ら
、
国
防
に
関
す
る
予
算
審
議
を
止
め
る
も
の
は
誰
も
い
な
い

だ
ろ
う
。
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四
．
文
民
の
〝
間
違
う
権
利
〟

　
　

“C
ivilian has a right to be w

rong”

も
と
よ
り
文
民
で
あ
っ
て
も
軍
人
で
あ
っ
て
も
、
目
指
す
べ
き
は

国
家
目
標
の
成
就
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
軍
事
的
勝
利
だ
け
で

な
く
、
明
確
な
政
治
目
的
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

ば
、
既
述
の
よ
う
に
米
国
に
と
っ
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
政
治
目
的

は
、
共
産
主
義
の
拡
大
阻
止
と
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
国
の
同
盟

国
の
維
持
・
拡
大
で
あ
っ
た
が62

、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
の
戦
争

は
統
一
の
た
め
の
「
内
戦
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
か
か
る
認
識
を
米

国
は
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ63

。
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
す

れ
ば
米
国
の
戦
略
・
戦
術
が
ど
う
変
わ
っ
て
も
妥
協
は
な
く
、
勝
利

以
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る64

。
当
然
な
が
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る

民
族
自
決
権
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
に
あ
る
。
そ
の
方
向
は
彼
ら
し
か
決

め
ら
れ
な
い
が
、
当
時
の
熾
烈
な
米
ソ
対
立
の
中
で
は
、
南
北
問
わ

ず
ど
ち
ら
か
の
「
顧

c
lie

n
t sta

te

客
国
家
」65

で
あ
る
こ
と
も
必
須
だ
っ
た
。「
北
」

は
ソ
連
の
、「
南
」
は
米
国
の
「
顧
客
国
家
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

朝
鮮
戦
争
も
同
様
に
南
北
が
米
ソ
（
及
び
中
共
）
の
「
顧
客
国
家
」

で
あ
っ
た
が
故
に
、「
国

international civil w
ar

際
的
内
戦
」66

と
な
り
三
万
六
千
人
を
越
え

る
戦
死
者
（
米
国
）
を
出
し
た
反
省
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
活
か
さ

れ
な
か
っ
た67

。
圧
倒
的
な
装
備
と
兵
員
を
誇
る
米
国
に
は
、「
北
」

の
継
戦
へ
の
意
志
の
強
固
さ
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る68

。
マ

ク
ナ
マ
ラ
は
対
日
戦
争
の
経
験
か
ら
飽
和
的
な
空
爆
で
片
が
付
く
と

思
っ
て
い
た
節
が
あ
り
、「
北
爆
」
を
只
管
継
続
し
て
い
た
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
専
門
家
た
る
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
戦
争
を
ビ
ジ

ネ
ス
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
問
題
と
し
て
捉
え69

、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

に
お
け
る
政
治
目
標
達
成
に
必
要
な
軍
事
力
も
、
机
上
で
正
確
に
計

算
出
来
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ70

。
だ
が
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
国
務

省
次
官
補
で
あ
っ
た
ビ
ル
・
バ
ン
デ
ィ
（W

illiam
 P. Bandy

）
が

云
う
よ
う
に
「
合
理
的
計
算
に
は
、
非
合
理
の
要
素
も
勘
定
に
い
れ

て
お
く
べ
き71

」
で
あ
っ
た
。「
与
件
は
す
べ
て
不
確
実
で
あ
る
」（
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
／Carl von Clausew

i

72

tz

）と
い
う〝
戦
争
の
霧
〟

は
、
戦
場
だ
け
で
は
な
い
。
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
現
地
軍
司
令
官
に
は
必

要
な
も
の
は
全
て
送
る
と
約
束
し
、
勝
利
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る

と
公
言
し
た
が
、
軍
人
と
は
政
治
目
標
を
共
有
す
る
こ
と
な
く
、
大

統
領
の
真
意
を
隠
し
続
け
て
い
た73

。

さ
ら
に
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
統
合
参
謀
本
部
に
自
身
の
コ
ン
セ
プ
ト

に
基
づ
く
プ
ラ
ン
を
権
限
事
項
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
作
成
さ
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せ
、
大
統
領
に
提
出
し
同
意
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
行
為
ま
で
し
て

い
た74

。
そ
れ
が
先
述
し
た“graduated pressure”

と
い
う
三
段
階

に
分
か
れ
た
、「
北
」
を
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
寄
せ
優
位
に
外
交
交

渉
す
る
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
初
め
か
ら
米
国
伝
統
の

「
完
全
勝
利
」
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
交
渉
に
「
北
」

が
乗
る
か
ど
う
か
さ
え
も
不
明
で
あ
っ
た75

。

因
み
に
、
こ
の
フ
ェ
ー
ズ
の
最
終
段
階
が
、
報
復
レ
ベ
ル
を
超

え
た
「
北
爆
」
の
実
施
で
あ
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
（M

axw
ell D

. 
T

ayl

76

or

）
は
じ
め
軍
地
軍
は
、
米
国
が
「
北
」
を
攻
撃
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
「
南
」
に
お
け
る
ヴ
ェ
ト
コ
ン
の
反
撃
は
激
し
く
な
り
、「
北
」

に
と
っ
て
は
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
と
考
え
て
い
た
が77

、
結
果
的
に
「
北

爆
」
と
地
上
兵
力
投
入
は
繰
り
返
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
略
に

つ
い
て
軍
首
脳
も
目
標
達
成
の
可
能
性
や
タ
イ
ム
ス
パ
ン
、
ま
た
人

的
物
的
損
失
や
リ
ス
ク
の
度
合
い
に
つ
い
て
十
分
検
討
し
た
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
だ78

。

何
よ
り
、
軍
内
部
に
お
い
て
空
軍
力
擁
護
派
の
空
軍
と
海
軍
、
そ

し
て
懐
疑
派
の
陸
軍
と
海
兵
隊
で
は
、「
北
爆
」
の
費
用
対
効
果
へ

の
評
価
も
分
か
れ
て
い
た79

。
驚
く
べ
き
こ
と
に
「
北
」
の
総
兵
力
で

す
ら
軍
当
局
の
云
う
三
十
万
人
な
の
か
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
分
析
に
よ
る

五
十
万
人
以
上
な
の
か
も
明
確
で
な
い
状
況
に
あ
っ
た80

。
マ
ク
ナ
マ

ラ
が
軍
人
を
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
と
ん
ど
関
与
さ
せ
ず
、
大
統

領
か
ら
遠
ざ
け
て
い
た
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
が
、
軍
人
の
ほ
う
も
軍

事
的
合
理
性
に
基
づ
く
代
替
案
が
提
示
出
来
な
い
の
で
、
マ
ク
ナ
マ

ラ
た
ち
が
進
め
た“graduated pressure”

を
選
択
す
る
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る81

。

や
が
て
政
治
の
側
か
ら
は
勝
つ
の
で
は
な
く
、
米
国
の
威
信
を
保

ち
つ
つ
撤
退
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
く
。
問
題
は
撤
退
の
仕

方
で
あ
っ
た82

。
そ
う
な
る
と
、
勝
つ
た
め
の
戦
術
を
放
棄
せ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
も
発
生
す
る
。
文
民
に
よ
る
最
終
的
な
政
治
判
断
を

優
先
す
る
こ
と
は
所
与
で
あ
る
が
、
軍
人
に
す
れ
ば
、
国
防
長
官

と
そ
の
文
民
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
過
剰
な
「
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
」
を
甘
受
し
な
が
ら
遂
行
し
た
軍
事
作
戦
の
積
み
重
ね
が
無
駄
と

な
る
。

そ
れ
を
許
容
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
責
任
は
重
い
は
ず
だ
が
、
フ
ィ

ー
ヴ
ァ
―
の
主
張
の
よ
う
に
「
文
民
指
導
者
は
特
権
的
な
地
位
に
あ

り
軍
に
対
し
て
合
法
的
な
権
力
を
有
す
る83

」
故
に
〝
間
違
う
権
利84

〟

が
あ
る
と
云
う
な
ら
、軍
人
は
主
従
関
係
の
如
く
、常
に
自
身
の
〝
生

殺
与
奪
権
〟
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
か
と
疑
う
だ
ろ
う
。

結
果
と
し
て
戦
争
継
続
の
意
味
は
、
米
国
の
威
信
の
た
め
だ
け
と
な

っ
た85

。
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当
然
乍
ら
、
国
家
経
綸
に
お
い
て
政
治
家
と
軍
人
は
、
そ
の
責
任

を
シ
ェ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
文
民
だ
け
が
君
主
の
如

く
「
無
答
責
」
と
い
う
な
ら
、
最
終
的
な
責
任
を
取
る
の
は
誰
な
の

か
。
文
民
、
軍
人
両
者
は
国
家
存
続
・
維
持
に
お
け
る
両
輪
で
あ
る
。

主
た
る
ド
ラ
イ
バ
ー
は
文
民
で
あ
る
が
、
軍
人
は
ず
っ
と
後
部
座
席

に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
有
事
に
な
れ
ば
軍
人
が
ド
ラ
イ
バ
ー
で
、

文
民
は
後
部
座
席
に
い
て
全
て
を
任
す
こ
と
が
「
客
体
的
統
制
」
の

要
諦
で
あ
る
。
だ
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
け
る
文
民
指
導
者
の

「
主
体
的
統
制
」
は
個
別
の
作
戦
に
ま
で
及
び
、「
客
体
的
統
制
」
は

完
全
に
放
棄
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
や
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ー
ン
（Richard H

. K
ohn

）

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
米
国
の
「
政
軍
関
係
」
研
究
に
は
二
系
統

あ
り
、
ひ
と
つ
は
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（M

orris Janow
itz

）、
今
一

つ
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（Sam

uel P. H
untington

）
の
系
統
と
い
う
。

ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
系
統
は
、
現
在
の
「
政
軍
関
係
」
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

戦
争
後
の
志
願
制
に
よ
っ
て
米
国
伝
統
の
規
範
か
ら
外
れ
て
い
る
と

み
て
い
る86

。
他
方
、ハ
ン
チ
ン
ト
ン
系
統
は
変
質
し
た
文
民
文
化
が
、

健
全
で
機
能
的
な
こ
れ
ま
で
の
政
・
軍
に
お
け
る
違
い
、
例
え
ば
ジ

ェ
ン
ダ
ー
や
性
的
志
向
に
関
す
る
軍
独
自
の
領
域
を
根
絶
さ
せ
た
と

認
識
し
て
い
る87

。

端
的
に
云
え
ば
、
軍
独
自
の
「
文
化
」
を
市
民
社
会
の
そ
れ
に
適

合
さ
せ
る
べ
き
か
、
も
し
く
は
そ
の
独
自
性
を
認
め
て
許
容
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
系
統
は
軍
の
自

律
性
を
な
る
べ
く
逓
減
し
よ
う
と
す
る
「
主
体
的
統
制
」
論
と
な
り
、

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
系
統
は
軍
の
自
律
性
を
重
視
す
る
「
客
体
的
統
制
」

論
と
な
る
。
一
般
論
と
し
て
は
、
徴
兵
制
が
な
く
な
り
全
て
志
願
制

と
な
れ
ば
、
軍
の“professionalism

”

（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム88

）
は
高
ま
る
は
ず
な
の
だ
が
、ク
リ
ン
ト
ン
以
降
の
「
政
軍
関
係
」

に
お
い
て
は
「
主
体
的
統
制
」
が
高
ま
っ
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の“agency theory”

（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
）

に
よ
れ
ば
、
軍
人
は”agent”

（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
と
し
て
文
民
た

る”principal”

（
プ
リ
ン
シ
パ
ル
）
の
負
託
を
受
け
て
、
プ
リ
ン
シ

パ
ル
の
期
待
す
る
結
果
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
民
は
軍

人
が
〝
責

s
h

i
r

k
i

n
g

任
回
避
〟
し
な
い
よ
う
に
常
に
〝m

onitoring

監
視
〟
す
る
が
、
そ
れ

が
達
成
出
来
な
い
時
に
は
、一
方
的
に
〝punishm

ent

懲
罰
〟
を
与
え
る
こ
と
で
、

文
民
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
出
来
る
と
い
う89

。

フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
は
少
な
か
ら
ず
「
政
軍
関
係
」
と
い
う
も
の
を
マ
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ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
的
観
点
か
ら
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
利
得
の
極
大
化
が
目

的
と
い
う
従
属
的
関
係
に
矮
小
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
医

者
と
患
者
、
弁
護
士
と
顧
客
、
教
師
と
生
徒
の
よ
う
な
極
め
て
明
確

に
立
場
が
異
な
る
関
係
に
類
似
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ

ら
の
相
互
関
係
は
プ
リ
ン
シ
パ
ル
の
権
利
と
し
て
、
意
に
添
わ
な
い

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
馘
首
し
て
、
違
う
も
の
と
差
し
替
え
が
可
能
と
理

解
出
来
る
。

だ
が
、「
政
軍
関
係
」
は
上
記
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

な
専
門
家
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
と
そ
の
雇
い
主
た
る
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
（
プ
リ
ン
シ
パ
ル
）
と
い
う
よ
う
な
代
替
可
能
な
選
択
肢
を
前
提

と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
軍
は
国
家
に
お
い
て
唯
一
無
二
の
存

在
で
あ
り
、
そ
の
非
代
替
性
に
よ
り
政
治
と
は
相
互
作
用
的
な
対
等

に
近
い
関
係
に
あ
る
。
仮
に
文
民
が
プ
リ
ン
シ
パ
ル
と
し
て
一
方
的

に
〝
間
違
う
権
利
〟
と
軍
人
へ
の
「
懲
罰
」
が
出
来
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
既
述
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
軍
人
は
軍
事
的
合
理
性
に
基
づ
い

た
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
で
は
な
く
、
文
民
指
導
者
に
迎
合
す
る
発
言
を
模

索
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
プ
リ
ン
シ
パ
ル
へ

の
唯
々
諾
々
が
常
態
と
な
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
は
、
文
民
も
〝
間
違

う
権
利
〟
を
拡
大
解
釈
し
て
、必
然
的
に
強
権
的
な
「
主
体
的
統
制
」

に
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
教
訓
で
も
あ
る
。

　
「
政
軍
関
係
」
は
本
来
両
者
の
相
互
信
頼
に
よ
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
両
者
議

論
の
上
で
の
最
終
決
断
を
、
文
民
指
導
者
に
委
ね
る
と
い
う
関
係
で

あ
る
。仮
に
軍
人
の
誤
り
は
糾
弾
さ
れ
る
が
、文
民
は〝
間
違
う
権
利
〟

を
享
受
出
来
る
と
し
た
ら
、
文
民
だ
け
が
〝
不
可
侵
の
聖
域
〟
に
入

る
こ
と
で
、「
政
軍
関
係
」
に
お
け
る
軍
人
の
文
民
へ
の
信
頼
は
失

墜
す
る
だ
ろ
う90

。
文
民
優
位
が
原
則
な
ら
、
軍
人
の
誤
り
も
文
民
指

導
者
が
自
身
の
「
誤
り
」
と
し
て
包
摂
す
る
よ
う
な
制
度
と
彼
ら
の

度
量
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

コ
ー
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
で

主
席
検
察
官
で
あ
っ
た
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
（T

elford 
T

aylor

）
が
述
べ
た
「
文
民
統
制
は
、
政
治
家
が
口
先
だ
け
で
尊
ぶ

が
、
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
。
た
だ
の
〝
陳
腐
な
文
句
〟
に
な

っ
て
し
ま
っ
た91

」
状
況
が
今
も
続
い
て
い
る
と
い
う92

。
彼
が
云
う
よ

う
に
「
誰
も
政
軍
関
係
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
が
、
皆
が
何
か
そ
れ

ら
し
い
こ
と
は
し
て
い
る
」
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
「
政
軍
関

係
」
の
危
機
な
の
で
あ
る93

。「
文
民
統
制
」
は
民
主
主
義
国
家
に
お

い
て
し
か
達
成
さ
れ
得
な
い
が
、
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
複
雑
で
困

難
で
あ
る
。
問
題
は
文
民
が
如
何
な
る
見
識
を
以
て
有
効
に
軍
を
統

制
す
る
か
、
ま
た
軍
人
も
政
治
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
ど
う
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〝
細

tight rope

い
綱
〟
を
渡
る
か
で
あ
る94

。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
文
民
の
責
任
は
軍
人
よ
り
遥
か
に
重
い
。
軍
人

も
政
治
的
打
算
か
ら
文
民
の
聞
き
た
い
こ
と
だ
け
を
云
う
の
で
は
な

く
、
文
民
が
聞
く
必
要
の
あ
る
こ
と
を
云
う
べ
き
だ
ろ
う95

。
だ
が
、

文
民
は
軍
人
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
求
め
る
か
否
か
で
は
な
く
、
誰
に

そ
れ
を
求
め
る
か
の
問
題
に
な
り
が
ち
で
あ
る96

。
文
民
が
自
身
に
と

っ
て
耳
の
痛
い”best m

ilitary advi

97

ce”

で
は
な
く
、
自
身
の
意

を
体
す
る
軍
人
の
話
し
か
聞
か
な
い
の
な
ら
、「
最
高
司
令
官
」
の

近
く
に
は「
制
服
を
着
た
イ
エ
ス
・
マ
ン98

」が
蝟
集
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ99

へ
の
両
者
の
関
与
も
更
に
加
速
化
し
て
、

「
文
民
統
制
」は
ま
す
ま
す
機
能
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
。「
文
民
統
制
」

が
必
要
な
の
は
誰
も
が
理
解
し
て
い
る
が
、「
統
制
」
す
る
者
を
誰

が
監
視
す
る
の
か
は
誰
も
語
ら
な
い
。
今
や
「
聖
域
」
と
な
っ
て
い

る
米
国
の
Ｍ
Ｉ
Ｃ
へ
の
政
軍
両
者
の
既
得
権
益
と
構
造
的
関
与
は
、

「
政
軍
関
係
」
に
お
け
る
最
も
重
大
か
つ
喫
緊
の
問
題
だ
が
、「
馬
上

の
人
」（
軍
人
）
と
「
机
辺
の
人
」（
文
民
）
の
近
接
と
一
体
化
が
強

固
な
ら
、そ
れ
を
一
体
誰
が
有
効
に
「
統
制
」
す
る
の
か
。
恐
ら
く
、

そ
れ
が
出
来
る
の
は
「
最
高
司
令
官
」
で
あ
る
大
統
領
し
か
い
な
い

だ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
意
思
が
あ
る
も
の
は
決
し
て
大
統
領

に
は
な
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
も
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
千
六
百
万
人
に
ま
で
膨
ら
ん
だ
米
軍
を

戦
後
社
会
の
中
で
如
何
な
る
立
場
で
受
容
し
、
か
つ
政
治
が
如
何
に

有
効
に
統
制
す
る
か
が
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
や
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
研
究

課
題
だ
っ
た100

。
そ
れ
が
軍
人
出
身
の
大
統
領
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
離

任
演
説
で
の
発
言
に
繋
が
っ
て
い
る
。
残
念
乍
ら
、
そ
の
危
惧
は
的

中
し
て
今
や
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
層
の
文
民
と
高
級
軍
人
が

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
利
益
共
同
体
）
と
し
て
一
体
化
し
て
い
る
現
実

は
明
白
で
あ
り
、「
文
民
統
制
」
は
脆
弱
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。

今
後
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
」
就
中
サ
イ
バ
ー
や
宇
宙
空
間
で
の

戦
い
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
軍
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
よ
う

な
部
隊
が
数
多
く
誕
生
す
る
だ
ろ
う
。
ま
す
ま
す
軍
人
と
文
民
は
一

体
と
な
っ
て
作
戦
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
と
な
っ
て
い

く
。
か
か
る
状
況
で
は
、
文
民
指
導
者
が
旧
来
の
排
他
的
な
自
律
性

や
自
立
性
を
依
然
と
し
て
主
張
す
る
軍
人
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
軍
と
併
存
す
る
準
軍
事
的
組
織
と
な
っ

た
Ｃ
Ｉ
Ａ
を
、
政
治
が
如
何
に
再
編
、
統
制
し
て
い
く
か
も
大
き
な

問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
軍
人
は
「
制
服
を
着
た
市

民101

」
で
、
一
般
市
民
と
も
価
値
観
は
共
有
す
る
が
、
行
政
機
構
は
じ

め
他
の
社
会
組
織
と
は
根
本
的
に
組
織
原
理
や
行
動
規
範
が
全
く
異
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な
る
と
い
う
特
殊
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

今
後
の
物
理
的
な
空
間
を
超
え
た
領
域
や
宇
宙
で
の
戦
い
と
な
れ

ば
、
軍
人
と
文
民
の
境
界
は
ま
す
ま
す
曖
昧
と
な
り
混
在
化
す
る
。

文
民
と
軍
人
と
の
分
明
も
無
意
味
と
な
る
だ
ろ
う102

。

所
与
で
あ
っ
た
文
民
優
位
の
下
で
の
軍
人
の
管
理
・
監
督
と
い
う
、

い
わ
ば
〝
古
典
的
〟
な
「
文
民
統
制
」
の
概
念
も
陳
腐
化
し
、
従
来

の
二
項
対
立
的
な
「
政
軍
関
係
」
は
根
本
的
に
変
容
す
る
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
だ
が
今
後
も
文
民
と
軍
人
は
対
峙
し
つ
つ
、
時
に

一
体
化
し
て
Ｍ
Ｉ
Ｃ
を
深
化
さ
せ
る
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
た
関
係

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

1　

邦
訳
で
は
「
民
軍
関
係
」
と
記
述
し
て
い
る
研
究
者
も
い
る
。
こ
れ
は

Civil

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
政
治
だ
け
で
な
く
司
法
行
政
立
法
府
と
い
う
三
権

さ
ら
に
は
社
会
と
の
関
係
性
も
包
含
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
軍
人
と
対
峙

す
る
主
体
は
政
治
家
で
あ
る
こ
と
は
所
与
な
の
で
、
小
論
で
は
括
弧
つ
き
の

「
政
軍
関
係
」
と
す
る
。

2　

Peter D
. Feaver, T

akako H
ikotani and Shaun N

arine, “Civilian 
Control and Civil-M

iliary Gaps in the U
nited States, Japan, and 

China”, A
sian P

erspective, 2005, V
ol.29, N

o.1, Special Issue on 
Controversial Issues in Japanese Politics and Security, p.236.

3　

一
九
七
〇
年
に
お
い
て
は
十
八
歳
以
上
の
人
口
（
男
子
）
の
四
四
％
が
退

役
軍
人
と
し
て
存
在
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
二
五
％
、
二
〇
一
八
年
一
三

％
と
な
り
、
全
成
人
人
口
比
で
も
一
九
八
〇
年
の
一
八
％
か
ら
、
二
〇
二
二

年
に
は
六
％
に
下
落
し
て
い
る
。

　

  https://w
w

w
.pew

research.org/short-reads/2023/11/08/the-
changing-face-of-am

ericas-veteran-population/

　
　

Jonathan E. V
espa ,“T

hose W
ho Served: A

m
erica’s V

eterans 
From

 W
orld W

ar II to the W
ar on T

error”,A
m

erican Com
m

unity 
Survey R

eport”, U
.S. Census Bureau.2020, p.5.

4　

“the public has show
n historically low

 levels of social connection 
w

ith the m
ilitary, m

ost notably a low
 propensity to volunteer to 

serve in uniform
.”

　
　

Peter Feaver and Richard K
ohn, “Civil-M

ilitary Relations in the 
U

nited States”, Strategic Studies Q
uarterly, V

ol.15, N
o.2,2021, p.26.

5　

T
he share of senators w

ho are veterans reached a post-K
orean 

W
ar peak of 81%

 in 1975, w
hile the share am

ong H
ouse m

em
bers 

peaked in 1967 at 75%
. In recent elections, both D

em
ocrats and 

Republicans have m
ade concerted efforts to recruit veterans 

for congressional races. In the current Congress, 18 freshm
an 

law
m

akers are veterans.  

二
〇
二
三
年
現
在
、
上
院
で
一
八
・
四
％
、
下

院
で
一
七
％
の
議
員
し
か
軍
務
経
験
が
な
い
。

　
　

https://w
w

w
.pew

research.org/short-reads/2023/11/08/the-
changing-face-of-am

ericas-veteran-population/
　
　

例
え
ば
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
（Richard M

. N
ixon

）
は
若
年
の
頃
か
ら
政

界
を
目
指
し
て
い
た
が
、
弁
護
士
で
あ
っ
た
の
で
兵
役
に
就
け
る
最
長
年
齢

に
な
る
直
前
で
任
官
し
て
い
る
。
ニ
ク
ソ
ン
の
下
院
議
員
選
挙
（
一
九
四
六

年
）
の
ポ
ス
タ
ー
に
は“Y

our V
eteran Candidate”

や”W
orld W

ar 
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V
eteran”

の
キ
ャ
ッ
チ
・
コ
ピ
ー
が
あ
り
、
軍
歴
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
姿

勢
が
み
え
る
。

　
　

田
久
保
忠
衛
『
戦
略
家
ニ
ク
ソ
ン
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
）
五
二

―
五
四
頁
。

　
　

“D
uring the C

old W
ar, m

ilitary service w
as seen as an 

im
portant qualification for national leadership and every president 

and vice president from
 Franklin Roosevelt to George Bush 

had served at least for a short w
hile in the m

ilitary or N
ational 

Guard.” 

　
　

Peter D
. Feaver, A

rm
ed Servants, H

arvard U
niversity Press, 

2003, p.206.

6　

一
九
六
〇
年
か
ら
は
二
千
万
人
以
上
が
退
役
軍
人
で
、
一
九
八
〇
年
に
は

そ
れ
が
二
七
〇
〇
万
人
以
上
に
増
加
し
た
。

　
　

Jonathan E. V
espa,” T

hose W
ho Served: A

m
erica’s V

eterans 
from

 W
orld W

ar II to the W
ar on T

error A
m

erican Com
m

unity 
Survey Report” ,U

.S. Census Bureau. 2020, p.5.

7　

二
〇
一
六
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
ピ
ュ
ー
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

の
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
一
番
公
共
的
利
益
に
寄
与
し
て
い
る
か
と
い
う
四
段

階
評
価
（“A

 Great D
eal”, “A

 Fair A
m

ount”, “N
ot too m

uch”, “N
o 

Confidence”

で
、
米
国
民
が
一
番
信
頼
し
て
い
る
の
は
医
者
で
、
次
に
軍

人
で
あ
っ
た
。
特
に“A

 Great D
eal”

は
軍
人
が
三
三
％
で
一
番
多
く
、”A

 
Fair A

m
ount”

の
四
六
％
を
合
わ
せ
る
と
実
に
七
九
％
の
米
国
民
の
信
頼
を

今
も
得
て
い
る
。

　
　

https://w
w

w
.pew

research.org/short-reads/2016/10/18/m
ost-

am
ericans-trust-the-m

ilitary-and-scientists-to-act-in-the-publics-

interest/

　
　

だ
が
、
軍
人
に
対
す
る
敬
意
が
そ
の
ま
ま
市
民
の
入
隊
へ
と
は
繋
が
っ
て

い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

“T
he public’s respect and adm

iration for the m
ilitary no 

longer translates into a w
illingness to join the arm

ed forces. T
he 

narrow
ing of personal connections to the m

ilitary m
eans that 

recruiters today m
ust persuade doubtful prospects w

ith less help 
from

 fam
ily and friends w

ho have served them
selves.” 

　
　

Peter D
. Feaver and Richard H

. K
ohn, “T

he Gap: Soldiers 
Civilians and their M

utual M
isunderstanding”, N

ational Interest, 
Fall 2000, N

o61, p.16.

8　

キ
ャ
ン
ベ
ル
（H

arold N
. Cam

bell

）空
軍
少
将
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る

air force aw
ards

夕
食
会
後
の
発
言
。

　
　

Feaver, A
rm

ed Servants, p.181, p.215.

　
　

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
時
の
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
と
エ
ン
ソ
ー
ベ
ン
（A

lain 
Enthoven

）
は
じ
め
所
謂“W

hiz K
ids”

に
対
す
る
軍
人
の
反
感
も
以
下
の

よ
う
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
ン
ソ
ー
ベ
ン
は
軍
人
が
視
野
の
狭
い
自

身
の
経
験
だ
け
で
軍
事
を
語
る
、
知
的
に
劣
る
人
間
と
考
え
て
い
た
。

　
　

“M
cN

am
ara’s autocratic style and condescending attitude of 

his young civilian assistants deeply disturbed the Joint Chiefs 
and other m

ilitary offi
cers in the Pentagon. T

he m
iliary view

ed 
Enthoven and the rest of M

cN
am

ara’s staff as adversaries.” 

　
　

H
. R. M

cM
aster, D

ereliction of D
uty, H

arper Collins Publishers, 
1997, p.19.

9　

B
arton G

ellm
an, “T

urning an A
bout-F

ace into a F
orw

ard 
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M
arch”, W

ashington Post, M
arch 31, 1993. 

10　

“T
he V

ietnam
 W

ar did m
uch to destroy trust betw

een civilians 
and the m

ilitary in the governm
ent. It led a w

hole generation 
of m

ilitary people to distrust civilians and civilian control, and 
to vow

 never again to be sent into battle w
ithout adequate 

resources, a w
inning strategy, the support of the A

m
erican 

people, and an exit strategy.”

　
　

Richard H
. K

ohn, “Building T
rust”, edited by Suzanne C. N

ielsen 
and D

on M
. Snider, A

m
erican C

ivil-m
ilitary R

elations: T
he 

Soldier and the State in a N
ew

 E
ra, Johns H

opkins U
niversity 

Press, 2009, p.273.

11　

Feaver, A
rm

ed Servants, pp204-205.

　
　

“T
he issue has been fram

ed as “cultural.” T
he concern is that 

a “gap” in values or attitudes betw
een people in uniform

 and 
civilian society m

ay have becom
e so w

ide that it threatens the 
effectiveness of the arm

ed forces and civil-m
iliary cooperation.”

　
　

Peter D
. Feaver, Richard H

. K
ohn, Soldiers and Civilians: T

he 
Civil-M

ilitary G
ap and A

m
erican N

ational Security, T
he M

IT
 

Press, 2001, pp.1-11. 

12　

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
単
一
で
は
な
く
、
多
く
の
分
野
で
存
在
し
て
い
て
そ
れ

が
拡
大
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
縮
小
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
核
拡
散
に

関
し
て
は
文
民
と
軍
人
の
認
識
は
共
に
優
先
度
が
高
い
が
、
共
産
主
義
を
封

じ
込
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
低
か
っ
た
と
い
う
共
通
性
も
あ
る
。
逆
に
軍
隊

の
共
和
党
化
（republicanization

）
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
で
、
民
主
党
政
権

で
は
対
峙
が
顕
著
と
な
っ
て
い
た
。

　
　

Feaver, A
rm

ed Servants, p.205.

13　

Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
概
念
は
「
一
九
六
一
年
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
大
統
領
が
大
統

領
の
椅
子
を
去
る
と
き
の
告
別
演
説
の
中
で
、
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
以
来
、

一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

　
　

小
原
敬
士
編
『
ア
メ
リ
カ
軍
産
複
合
体
の
研
究
』（
財
団
法
人
日
本
国
際
問

題
研
究
所
、
一
九
七
一
年
）
二
頁
。

　
　
「
軍
産
複
合
体
」
が
米
国
の
経
済
構
造
の
中
で
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、
以
下

の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

①
「
連
邦
予
算
の
規
模
が
膨
張
し
、
い
わ
ゆ
る
『
大
型
政
府
（Big 

Governm
ent

）』
が
制
度
的
に
確
立
し
た
こ
と
」

②
「
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
規
模
が
文
字
通
り
グ
ロ
ー
バ
ル
と
な
り
、
そ
の
兵
器

シ
ス
テ
ム
が
ま
す
ま
す
複
雑
か
つ
広
範
と
な
る
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
専

門
的
産
業
部
門
と
し
て
の
軍
需
産
業
が
は
じ
め
て
発
生
し
、
そ
し
て
発
展

し
た
こ
と
」

③
「
膨
大
な
設
備
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
の
大
企
業
は
、
安
定
的
か
つ
利
益
的
な

国
内
市
場
と
し
て
の
軍
需
の
恒
久
化
、
制
度
化
を
強
く
要
求
し
た
こ
と
」

　
　

同
右 

六
―
七
頁
。

14　

“T
he problem

 is not conspiracy or corruption but rule 
unchecked rule. A

nd being unchecked, this reflects not the 
national need but the bureaucratic need 

―not w
hat is best for 

the U
nited States but w

hat the A
ir Force, A

rm
y, N

avy, General 
D

ynam
ics, N

orth A
m

erican Rockw
ell, Grum

m
an A

ircraft, State 
D

epartm
ent representative, intelligence offi

cers an M
endel Rivers 

and Richard Russel believe to be best”

　
　

John K
enneth Galbraith, H

ow
 to Control the M

ilitary, T
he N

ew
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A
m

erican Library, 1969, pp.30-31.
15　

“O
n the question of “w

hen to use force, “m
ilitary officers 

w
ere inclined to w

hat m
ight be considered a “realpolitik” 

approach to the use of force : ”w
illing to use force for traditional 

national security threats like defense of allies or geostrategic 
access to vital m

arkets but m
ore hesitant about using force for 

hum
anitarian m

issions and the ‘less-than -vital-interest’ scenarios 
of intervening in foreign civil w

ars...”

　
　

“Civilian elites w
ho have not served in the m

ilitary w
ere m

ore 
w

illing to us force increm
entally, w

hile m
iliary w

ere m
ore in 

favor of the decisive use of force.”

　
　

Feaver, H
ikotani and N

arine,“Civilian Control and Civil-M
iliary 

Gaps in the U
nited States, Japan, and China”, p.241.

16　

例
え
ば
大
東
亜
戦
争
に
お
け
る
我
が
国
降
伏
後
の
動
員
解
除
に
伴
う
人
的

移
動
は
七
三
六
万
人
と
見
積
も
ら
れ
、
当
時
の
人
口
の
一
割
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
連
合
国
は
日
本
軍
占
領
地
域
の
行
政
機
構
の
再
建
だ
け
で
な

く
、
膨
大
な
数
の
捕
虜
の
管
理
と
そ
の
食
糧
確
保
に
困
難
を
極
め
て
い
た
た

め
、
内
部
で
の
対
立
も
先
鋭
化
し
て
い
た
。
最
終
的
な
同
胞
の
日
本
帰
還
は
、

一
九
六
〇
年
代
ま
で
ず
れ
込
み
、
実
に
終
戦
か
ら
十
五
年
以
上
の
歳
月
を
要

し
た
。

　
　

増
田
弘
「
日
本
降
伏
後
に
お
け
る
南
方
軍
の
復
員
過
程
―
一
九
四
五
年
～

一
九
四
八
年
―
」（『
現
代
史
研
究
』
九
、二
〇
一
三
年
三
月
）。

17　
「
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
家
を
焼
き
、
作
物
を
枯
ら
し
た
の
か
？
ホ
ー
・
チ
・
ミ

ン
は
か
つ
て
、
人
民
は
海
の
よ
う
な
も
の
で
、
ゲ
リ
ラ
が
そ
こ
で
泳
い
で
い

る
と
言
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
友
好
的
な
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も

中
立
の
魚
を
い
か
に
し
て
ヴ
ェ
ト
コ
ン
が
泳
ぐ
海
の
そ
ば
か
ら
消
滅
さ
せ
る

こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
海
を
魚
が
住
め
な
い
状
態

に
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
家
屋
を
破
壊
し
作
物
を
、
台
な
し
に
し
た
こ
と

を
、
い
ま
文
字
に
し
て
読
む
と
、
い
か
に
背
筋
が
凍
る
思
い
が
す
る
」

　
　

コ
リ
ン
・
パ
ウ
エ
ル 

鈴
木
税
訳
『
マ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
』（
角

川
書
店
、
一
九
九
五
年
）
一
一
三
―
一
四
頁
。

18　

あ
る
非
共
産
国
が
共
産
化
す
る
と
隣
接
す
る
非
共
産
国
も
そ
の
影
響
を
う

け
て
共
産
化
す
る
と
い
う
理
論
。
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
で
提
唱
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
そ
の
後
も
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
で
も
継

承
さ
れ
た
。

19　

パ
ウ
エ
ル
『
マ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
』
一
三
三
―
三
四
頁
。

20　

ベ
イ
ス
ビ
ッ
チ
（A

ndrew
 J. Bacevich

）
は
、m

anifest destiny

を”A
m

erican credo”

と
称
し
て
い
る
。

　
　

“Call this the A
m

erican credo. In the sim
plest term

, the credo 
sum

m
ons the U

nited States - and the U
nited States alone – to 

lead, save, liberate, and ultim
ately transform

 the w
orld.”

　
　

A
ndrew

 J. Bacevich, W
ahington R

ules: A
m

erica’s P
ath to 

Perm
anent W

ar, M
etropolitan Books, 2010, p.12. 

21　

U
rs Schw

aruz, A
m

erican Strategy: A
 N

ew
 P

erspective, 
D

oubleday &
 Com

pany, 1966, p.70.
　
　

“A
m

erican had traditionally tended to see their w
ars as great 

crusades, w
aged to achieve the noblest of bends and therefore 

justifying a m
axim

um
 effort to achieve total victory”

　
　

A
ndrew

 J. Bacevich, T
he N

ew
 A

m
erican M

ilitarism
, O

xford 
U

niversity Press, 2005, p.155. 
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22　

米
国
の
戦
略
的
思
考
に
お
け
る
軍
事
力
行
使
の
伝
統
と
国
民
の
力
は
、
無

条
件
降
伏
で
示
さ
れ
る
。

　
　

Schw
aruz, A

m
erican Strategy: A

 N
ew

 Perspective, pp.44-45.

　
　

以
下
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
言
葉
の
よ
う
に
軍
人
も
無
条
件
降
伏
が
戦
争

の
前
提
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　

“W
e w

ill accept nothing less than full V
ictory!” issued by Gen. 

D
w

ight D
. Eisenhow

er to encourage A
llied soldiers taking part in 

the D
-day invasion.

　
　

https://w
w

w
.archives.gov/m

ilestone-docum
ents/general-

eisenhow
ers-order-of-the-day

23　

徴
兵
制
を
実
施
し
て
い
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
前
の
時
代
に
は
多
く
の
軍
歴

を
有
す
る
上
下
院
議
員
が
存
在
し
た
の
で
、
彼
ら
が
軍
の
投
入
を
主
導
す
る

こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

　
　

Feaver, H
ikotani and N

arine, “Civilian Control and Civil-M
iliary 

Gaps in the U
nited States, Japan, and China”, p.241.

24　

W
alter R. M

ead, “T
he Jacksonian Revolt”, Foreign A

ffairs, 
M

arch/A
pril 2017, p.2.

25　

デ
ッ
シ
ュ
は
、
軍
事
力
行
使
に
対
す
る
対
応
の
ネ
オ
コ
ン
と
リ
ベ
ラ
ル
の

同
質
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

M
ichael C. D

esch, “H
artz, H

untington, and the Liberal T
radition 

in A
m

erica”, A
m

erican Civil-m
ilitary R

elations: T
he Soldier and 

the State in a N
ew

 E
ra, pp.95-96.

26　

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
は
、
ラ
ム
ズ
フ
ェ
ル
ド
国
防
長
官
と
ウ
ォ
ル
フ
ォ
ウ
ィ

ッ
ツ
次
官
に
よ
る
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
激
し
く
な
り
、
ク
リ
ン
ト

ン
政
権
よ
り
も
「
政
軍
関
係
」
は
悪
化
し
て
い
た
。

　
　

Ibid., p92.

27　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
（T

. W
oodrow

 W
ilson

）
は
、
一
九
一
四
年
一
二
月

の
議
会
演
説
で“A

m
erica m

ust never have a standing arm
y”, ”yet 

w
e shall not turn A

m
erica into a m

ilitary cam
p”

と
声
明
し
た
。

　
　

Schw
arz, A

m
erican Strategy: A

 new
 perspective, p.2.

　
　

マ
ー
シ
ャ
ル
元
帥
（George C. M

arshall

）
は
、「
文
民
統
制
」
を
完
結 

す
る
た
め
に
は
文
民
と
軍
人
の
紐
帯
や
融
和
が
必
要
で
、「
市

citizen-soldier

民
兵
」
の
伝

統
が
そ
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
彼
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ

ョ
ナ
ル
な
大
規
模
常
備
軍
の
存
在
に
は
否
定
的
で
、
戦
時
平
時
を
問
わ
ず

「
市

citizen-soldier

民
兵
」
で
あ
る
べ
き
と
主
張
し
た
。

　
　

A
ndrew

 J. Bacevich, Breach of T
rust, M

etropolitan Books, 2013, 
pp.194-95.

28　

N
SC68

（
国
家
安
全
保
障
会
議
報
告
第
六
八
号
、
一
九
五
〇
年
）
は
、
国

務
省
政
策
企
画
局
長
ニ
ッ
ツ
ェ
（Paul N

itze

）
主
導
に
よ
り
、
共
産
主
義
勢

力
拡
大
阻
止
「
封
じ
込
め
政
策
」（containm

ent policy

）
と
西
側
体
制
の

強
化
を
目
的
と
し
た
戦
後
の
米
外
交
政
策
の
基
本
と
な
っ
た
。

29　

“M
ilitary subordination to civilian authority is a defining feature 

of m
ost governm

ent, particularly republican ones, and dem
ocracy 

can not survive for long w
ithout it.” 

　
　

Feaver and K
ohn, “Civil-M

ilitary Relations in the U
nited States”, 

p.16.
30　

Bruce Palm
er Jr., T

he T
w

enty-five-year W
ar: A

m
erica’s m

il-
itary role in V

ietnam
, Lexington: U

niversity Press of K
entucky, 

1984, p.46.

31　

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
で
は
、
文
民
指
導
者
の
政
策
が
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い



179　　　「軍産複合体」下の米国の「政軍関係」

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
、
軍
人
が
そ
れ
を
明
確
に
指
摘
出
来
ず
、
代
替

案
も
提
示
出
来
な
い
状
況
が
あ
っ
た
。

　
　

M
cM

aster, D
ereliction of D

uty, p.327.

32　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
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所
紀
要
第
十
二
巻
第
二
・
三
号

合
併
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
一
九
頁
。

　
　

T
hom

as Sheppard and Bryan Groves, “Civil-M
ilitary Relations 

Room
 or Im

provem
ent”, Strategic Study Q

uarterly V
ol9 N

o3 CM
R

 
SPE

CIA
L E

D
IT

IO
N

, Fall 2015, p.69. 

99　

K
atrina vanden H

euvel

は”N
ation M

agazine”

の
編
集
兼
発
行
者
で

あ
る
。
彼
女
は
現
在
の
Ｍ
Ｉ
Ｃ
を
〝
軍
産
〟
だ
け
で
な
く
、
議
会
と
メ
デ
ィ

ア
を
加
え
た“M

ilitary-Industrial-Congressional-m
edia com

plex”

で

あ
る
と
定
義
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ“Politico-M

ilitary-Industrial-M
edia 

com
plex”

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

K
atrina vanden H

euvel, ”It’s tim
e to break up the m

ilitary-
industrial com

plex” ,W
ashington Post, Sep.21, 2021.

　
　

D
aniel W

irls

は
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
を“N

ational Security Corporate Com
-

plex”

と
呼
び
う
る
と
し
て
い
る
。

　
　

D
aniel W

irls, “Eisenhow
er called in the ‘m

ilitary industrial 
com

plex.’ It’s vastly bigger now
.” W

ashington Post, Jun.26, 2019.

100　

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
『
軍
人
と
国
家
』
執
筆
の
動
機
の
一
つ
が
、civil-

m
ilitary gaps

の
存
在
で
あ
る
。
米
国
社
会
伝
統
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

な
軍
隊
へ
の
忌
避
感
と
同
時
に
、
ソ
ビ
エ
ト
抑
止
に
必
要
な
常
備
軍
を
量
的

質
的
に
ど
う
維
持
す
る
か
と
い
う
課
題
の
調
整
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
憲
法
上

の
問
題
と
し
て
は
、「
民

m
ilitia兵

」
条
項
が
「
文
民
統
制
」
を
阻
害
し
て
い
る
と
い

う
認
識
で
あ
っ
た
。

　
　

Feaver and K
ohn, “T

he Gap: Soldiers, Civilians and their M
utual 

M
isunderstanding”, p.2.

　
　

Sam
uel P. H

untington, “Civilian Control and the Constitution”, 
A

m
erican Political Science R

eview
, V

ol.50 issue3 Sep, 1956, pp. 
682-83.  

101　

ド
イ
ツ
連
邦
軍
（Bundesw

ehr

）
の
基
本
理
念
。
兵
士
は
一
市
民
と
し

て
基
本
的
人
権
の
保
障
と
命
令
が
違
法
あ
る
い
は
非
人
道
的
な
場
合
は
、
拒

否
す
る
権
利
も
保
障
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
イ
ラ
ク
戦
争
を
「
違
法
」
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と
考
え
た
一
少
佐
は
、
命
令
拒
否
で
大
尉
に
降
格
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

市
川
ひ
ろ
み
、「
良
心
に
基
づ
い
て
命
令
を
拒
否
す
る
兵
士
た
ち
―
ド
イ
ツ

連
邦
軍
に
お
け
る
『
共
に
考
え
て
な
す
服
従
』
の
理
念
と
実
践
―
」（
京
都
女

子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
三
三
、二
〇
二
〇
年
二
月
）
二
六

―
七
頁
。

102　

堀
茂
「『
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
』
時
代
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
変
容
」、
堀

茂
・
黒
澤
聖
二
責
任
編
集
『「
政
軍
関
係
」
研
究
』（
並
木
書
房
、
二
〇
二
三
年
）

三
六
八
―
七
五
頁
。
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１　
は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
十
一
月
、
習
近
平
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
総
書
記

（
以
下
、
中
共
中
央
総
書
記
）
は
中
国
共
産
党
第
十
八
期
中
央
委
員

会
第
三
回
全
体
会
議
（
以
下
、
三
中
全
会
）
で
の
報
告
に
お
い
て
軍

改
革
を
公
表
し
た１

。
習
が
同
年
三
月
に
胡
錦
涛
か
ら
中
華
人
民
共
和

国
主
席
及
び
中
華
人
民
共
和
国
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
を
引
き
継
い

だ
わ
ず
か
八
か
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
〇
一
四
年
三
月
に

は
、
国
防
・
軍
隊
改
革
領
導
小
組
を
設
立
、
自
ら
こ
の
組
長
と
な
り
、

軍
改
革
を
推
進
し
て
行
く
。

共
産
党
の
重
要
会
議
で
あ
る
三
中
全
会
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
こ

と
、
習
が
国
防
・
軍
隊
改
革
領
導
小
組
組
長
と
な
っ
た
こ
と
は
、
中

国
の
軍
改
革
が
単
な
る
中
国
人
民
解
放
軍
（
以
下
、
中
国
軍
）
の
改

革
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
習
が
中
共
中
央
総
書
記
兼
国
家
主
席
兼
中
央

軍
事
委
員
会
主
席
（
以
下
、
中
央
軍
委
主
席
）
と
し
て
担
う
国
家
建

設
の
中
で
重
要
な
位
置
付
け
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
論
文
で
は
、
中
国
の
国
家
建
設
に
お
け
る
国
家
目
標
と
そ
れ
に

果
た
す
中
国
軍
の
役
割
及
び
軍
に
与
え
ら
れ
た
目
標
を
踏
ま
え
、
軍

改
革
の
経
緯
・
成
果
を
考
察
し
、
今
後
の
軍
改
革
の
行
方
を
見
通
す
。

２　
中
国
の
国
家
目
標
と
中
国
軍

中
国
の
国
家
目
標
を
語
る
時
、
最
も
大
き
な
概
念
と
さ
れ
て
い
る

中
国
の
軍
改
革
と
今
後
の
行
方

中

川

真

紀

（
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所 

研
究
員
）



187　　　中国の軍改革と今後の行方 　186

の
が
「
中
国
の
夢
」
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
習
近
平
が
中
共
中
央
総

書
記
と
し
て
最
初
に
使
用
し
た
の
は
二
〇
一
二
年
十
一
月
の
中
国
国

家
博
物
館
「
復
興
の
道
」
展
の
見
学
時
で
あ
っ
た
。
習
は
「
現
在
み

な
が
中
国
の
夢
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
私
は
中
華
民
族
の
偉
大
な

復
興
の
実
現
が
、
近
代
以
降
の
中
華
民
族
の
最
も
偉
大
な
夢
だ
と
思

う
。２

」
と
語
っ
た
。

二
〇
一
三
年
三
月
に
は
、
習
近
平
国
家
主
席
と
し
て
、
第
十
二
期

全
国
人
民
代
表
大
会
（
以
下
、
全
人
代
）
第
一
回
会
議
の
閉
幕
式３

で

「
小
康
（
や
や
ゆ
と
り
の
あ
る
）
社
会
の
全
面
完
成
、
富
強
・
民
主
・

文
明
・
調
和
の
社
会
主
義
近
代
化
国
家
の
完
成
と
い
う
目
標
の
達
成
、

中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
と
い
う
夢
の
実
現
は
国
家
の
富
強
、
民
族

の
振
興
、
人
民
の
幸
福
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
。

そ
し
て
二
〇
一
七
年
に
は
「
中
国
の
夢
」
は
中
国
共
産
党
党
規
約
に

盛
り
込
ま
れ
た４

。

習
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
「
中
国
の
夢
」
と
は
「
中
華
民
族
の
偉

大
な
復
興
」
で
あ
り
、
中
国
共
産
党
が
目
指
す
国
家
建
設
の
最
終
目

標
で
あ
る
。
こ
の
「
復
興
」
の
中
に
は
当
然
「
台
湾
統
一
」
も
含
ま

れ
る
。

そ
し
て
中
国
国
防
白
書
に
は
「
台
湾
統
一
は
中
華
民
族
の
偉
大
な

復
興
の
必
然
的
な
要
求
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
統
一
の
手
段

と
し
て
最
も
必
要
と
さ
れ
る
の
が
中
国
軍
で
あ
る
。

中
国
軍
は
「
中
国
人
民
解
放
軍
」
と
い
う
そ
の
名
が
示
す
通
り
、

そ
の
任
務
は
人
民
と
共
産
党
か
ら
付
与
さ
れ
、
行
動
に
あ
た
っ
て
は

共
産
党
に
領
導
（
注
：
強
制
力
を
伴
う
指
導
を
示
す
）
さ
れ
る
党
の

軍
隊
で
あ
り
、
そ
の
任
務
は
国
防
白
書
二
〇
一
九
年
版５

に
よ
れ
ば
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

・ 

中
国
共
産
党
の
領
導
と
社
会
主
義
制
度
を
強
固
に
す
る
た
め
の

戦
略
的
支
柱

・ 

国
家
主
権
・
統
一
・
領
土
保
全
を
擁
護
の
た
め
の
戦
略
的
支
柱

・ 

国
家
の
海
外
権
益
擁
護
の
た
め
の
戦
略
的
支
柱

・ 

世
界
の
平
和
と
発
展
促
進
の
た
め
の
戦
略
的
支
柱

こ
の
よ
う
に
国
家
目
標
達
成
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
う
中
国

軍
に
は
、
国
家
目
標
に
準
じ
た
軍
の
目
標
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
次

頁
の
表
1
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
・
二
〇
三
五
・
二
〇
五
〇
年
の
目
標
は
「
三
段
階
の
発

展
戦
略
」
と
呼
ば
れ
、
二
〇
一
七
年
十
月
の
第
十
九
回
中
国
共
産

党
全
国
代
表
大
会
（
以
下
、
党
大
会
）
で
公
表６

さ
れ
た
。
こ
れ
に

二
〇
二
〇
年
第
十
九
期
五
中
全
会
に
お
い
て
二
〇
二
七
年
建
軍
百
年



187　　　中国の軍改革と今後の行方

奮
闘
目
標
が
追
加
さ
れ
た７

。
こ
れ

は
二
〇
二
〇
～
三
五
年
で
は
十
五

年
と
長
す
ぎ
る
の
で
中
間
目
標
が

必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
建
軍

百
年
の
目
標
と
す
る
こ
と
で
軍
内

の
士
気
高
揚
の
目
的
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

国
家
目
標
に
準
じ
て
軍
に
も
そ

れ
ぞ
れ
目
標
が
与
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
国
家
目
標
達
成
に
果
た

す
軍
の
役
割
が
大
き
い
こ
と
を
意

味
す
る
。
特
に
、
二
〇
五
〇
年
に

は
台
湾
統
一
を
成
し
遂
げ
て
社
会

主
義
近
代
化
強
国
を
構
築
し
、「
中

国
の
夢
」
を
実
現
す
る
に
は
、
台

湾
統
一
の
最
大
の
障
害
で
あ
る
米

国
を
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
米
軍
と
対
等
に
戦
い
、

戦
っ
て
勝
て
る
世
界
一
流
の
軍
隊
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
軍
の
目
標
が
達
成
で
き
な
け
れ
ば
国
家
目
標
は
達
成

で
き
ず
、
国
家
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
軍
に
そ
の
目
標
を
達
成

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

３　
軍
改
革
の
必
要
性

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
の
国
家
目
標
達
成
の
た
め
、
中
国

軍
を
世
界
一
流
の
軍
隊
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

習
近
平
は
二
〇
一
二
年
十
一
月
に
中
国
共
産
党
中
央
軍
委
主
席
に

就
任
し
た
が
、翌
月
の
十
二
月
に
は
広
州
軍
区
（
当
時
）
を
視
察
し
、

中
央
軍
委
主
席
と
し
て
の
最
初
の
視
察
先
に
お
い
て
「
我
々
は
中
華

民
族
の
偉
大
な
復
興
と
い
う
夢
の
実
現
の
た
め
、
富
国
強
兵
を
推
進

し
、
精
強
な
軍
隊
建
設
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
に
党
の
指
揮

に
従
う
こ
と
。
二
に
戦
え
る
・
戦
っ
て
勝
て
る
軍
に
な
る
こ
と
。
三

に
法
に
よ
り
軍
を
統
制
す
る
こ
と
」
と
訓
示
し
た８

。

翌
年
の
二
〇
一
三
年
三
月
、
胡
錦
涛
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
中
央

軍
委
主
席
を
引
き
継
い
だ
後
の
最
初
の
第
十
二
期
全
人
代
に
お
け
る

解
放
軍
代
表
団
全
体
会
議
で
も
「
戦
っ
て
勝
て
る
こ
と
は
核
心
で
あ

り
、軍
隊
及
び
軍
建
設
の
根
本
で
あ
る
」
と
述
べ９

、以
降
、「
戦
え
る
、

戦
っ
て
勝
て
る
」（
中
国
語
：「
能
打
仗
、
打
勝
仗
」）
は
軍
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
と
な
り
、
現
在
で
も
常
用
さ
れ
て
い
る
。

翻
っ
て
言
え
ば
、
習
近
平
は
当
時
の
中
国
軍
は
「
戦
っ
て
勝
て

国家目標 軍の目標

2020 年 小康社会の全面的実現
機械化を基本的に実現し、情報化
建設に重大な進展をもたらし、戦
略的能力を大幅に向上させる

2027 年 建軍百年奮闘目標の達成

2035 年 社会主義近代化を基本的に
実現

国防と軍隊の近代化を基本的に実
現する

2050 年
中国を富強的、民主的、文
明的、調和的、美しい社会
主義近代化強国を構築

解放軍を世界一流の軍隊にする

表１：国家及び軍の目標
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る
」
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
「
戦
え
な
い
」
部
隊
と
認
識
し
て
い
た

に
違
い
な
い
。
軍
の
全
権
を
掌
握
す
る
前
か
ら
軍
改
革
の
必
要
性
を

痛
感
し
、
着
々
と
準
備
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
胡
錦
涛
か
ら

全
権
を
引
き
継
い
だ
わ
ず
か
八
か
月
後
の
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
党

第
十
八
期
三
中
全
会
に
お
い
て
軍
改
革
を
公
表
し
た
。

こ
れ
以
降
、
習
近
平
は
単
に
目
標
を
掲
げ
る
だ
け
で
な
く
、
国
家

目
標
に
果
た
す
軍
の
役
割
を
明
確
に
し
、軍
の
問
題
点
を
洗
い
出
し
、

自
ら
先
頭
に
立
ち
、
一
歩
一
歩
中
国
軍
の
近
代
化
を
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

４　
軍
改
革
の
実
施

軍
改
革
は
二
〇
一
三
年
の
公
表
後
、
二
〇
一
五
年
か
ら
具
体

的
な
施
策
が
実
施
さ
れ
、
二
〇
二
二
年
に
一
度
総
括
が
行
わ
れ
、

二
〇
二
四
年
現
在
で
も
補
備
修
正
を
し
つ
つ
、
継
続
し
て
い
る
。

次
頁
図
１
は
筆
者
が
、
軍
改
革
を
段
階
ご
と
に
区
分
し
て
纏
め
、

軍
の
目
標
と
の
関
連
を
付
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

軍
改
革
は
大
き
く
、
計
画
準
備
～
機
構
改
革
～
制
度
改
革
～
戦
備

運
用
改
革
～
新
領
域
改
革
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
て
お
り
、
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
ご
と
に
改
革
の
内
容
を
考
察
す
る
。

⑴ 

計
画
準
備
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
～
二
〇
一
五
年
十
一
月
）

二
〇
一
三
年
の
軍
改
革
公
表
後
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
は
、
習
近

平
中
央
軍
委
主
席
を
組
長
と
す
る
国
防
・
軍
隊
改
革
領
導
小
組
第
一

回
全
体
会
議
が
開
催
さ
れ
、
軍
改
革
の
組
織
、
計
画
等
に
つ
い
て
検

討
が
開
始
さ
れ
た10

。

そ
し
て
約
二
年
間
の
準
備
を
経
て
二
〇
一
五
年
十
一
月
、
中
央
軍

委
改
革
工
作
会
議
に
お
い
て
習
の
指
示
の
下11

、
全
体
計
画
が
決
定
さ

れ
、
具
体
的
な
施
策
が
開
始
さ
れ
た
。

⑵ 

機
構
改
革
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
～
二
〇
一
八
年
）

ア　

指
導
指
揮
体
制
改
革

改
革
開
始
後
、
最
初
に
着
手
し
た
の
が
「
首
か
ら
上
」
と
言

わ
れ
る
、
指
導
指
揮
機
構
の
改
編
で
あ
り
、
以
下
の
機
構
改
編
・

部
隊
創
設
を
実
施
し
た12

。

◇
陸
軍
司
令
部
、
ロ
ケ
ッ
ト
軍
、
戦
略
支
援
部
隊
創
設
（
二
〇 

一
五
年
十
二
月
）

◇
中
央
軍
事
委
員
会
を
四
総
部
体
制
か
ら
十
五
の
部
・
庁
等
へ

分
割
（
二
〇
一
六
年
一
月
）

◇
七
大
軍
区
か
ら
統
合
組
織
で
あ
る
五
大
戦
区
へ
改
編
（
二
〇 

一
六
年
二
月
）
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図１　軍改革の概要（各種報道より筆者が作成）



191　　　中国の軍改革と今後の行方 　190

◇ 

習
近
平
が
中
央
軍
委
統
合
総
指
揮
官
に
就
任
、
中
央
軍
委

統
合
作
戦
指
揮
セ
ン
タ
ー
視
察
（
二
〇
一
六
年
四
月
）

◇ 
聯
勤
保
障
部
隊
創
設
（
二
〇
一
六
年
九
月
）

こ
れ
ら
の
改
編
は
、「
中
央
軍
事
委
員
会
が
全
て
を
管
理
し
、

戦
区
が
作
戦
指
揮
を
担
任
し
、軍
種
が
部
隊
建
設
を
担
任
す
る
」

（
中
国
語
：
軍
委
管
総
、
戦
区
主
戦
、
軍
種
主
建
）
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
下
に
実
施
さ
れ
た
。

改
革
前
は
四
総
部
（
総
参
謀
部
、
総
政
治
部
、
総
後
勤
部
、

総
装
備
部
）
が
そ
れ
ぞ
れ
権
限
を
持
ち
、
各
部
ば
ら
ば
ら
に
各

軍
種
部
隊
の
作
戦
指
揮
（
軍
令
）・
部
隊
建
設
（
軍
政
）
業
務

を
行
っ
て
お
り
、
縦
割
り
行
政
の
弊
害
と
共
に
汚
職
腐
敗
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
指
導
指
揮
体
制
改
革
に
よ
り
、
作
戦
指
揮
は
中
央

軍
委
主
席
（
兼
中
央
軍
委
統
合
総
指
揮
官
）
～
戦
区
司
令
官
～

戦
区
部
隊
、
部
隊
建
設
は
中
央
軍
委
主
席
～
軍
種
司
令
官
～
軍

種
部
隊
と
い
う
一
本
化
し
た
指
揮
系
統
が
完
成
し
、
次
頁
図
２

の
よ
う
に
中
央
軍
委
主
席
兼
中
央
軍
委
統
合
総
指
揮
官
で
あ
る

習
近
平
の
意
図
が
軍
政
と
軍
令
の
両
ラ
イ
ン
で
末
端
ま
で
徹
底

さ
れ
る
効
率
的
な
指
揮
体
制
と
な
っ
た
。

イ　
「
中
央
軍
委
軍
隊
規
模
構
造
・
戦
力
編
成
改
革
工
作
会
議
」

二
〇
一
五
年
十
二
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
指
導
指
揮
体
制
改
革

は
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
た
「
中
央
軍
委
軍
隊
規

模
構
造
・
戦
力
編
成
改
革
工
作
会
議13

」
で
一
旦
総
括
さ
れ
た
。

同
会
議
で
習
近
平
は
、「
指
導
指
揮
体
制
改
革
を
ま
ず
実
行

し
、軍
隊
組
織
機
構
の
歴
史
的
変
革
を
実
現
さ
せ
た
。」と
述
べ
、

指
導
指
揮
体
制
改
革
が
一
段
落
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
。

更
に
「
現
在
、
戦
争
の
形
態
は
情
報
化
戦
争
に
変
化
し
、
一

体
化
統
合
作
戦
が
基
本
作
戦
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

応
す
る
た
め
、
構
造
を
変
化
さ
せ
、
精
強
化
・
一
体
化
・
小
型

化
・
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
・
多
機
能
化
が
必
要
で
あ
る
」「
人
員
削

減
を
継
続
し
、
兵
力
構
成
を
是
正
し
、
精
強
で
質
の
高
い
近
代

化
常
備
軍
を
整
備
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
戦
部
隊
編
成
を
改
革

し
、
多
機
能
を
有
し
広
範
な
作
戦
に
適
応
で
き
る
部
隊
を
育
成

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
た
。

指
揮
指
導
体
制
改
革
の
次
は
、
情
報
化
戦
争
・
統
合
作
戦
に

対
応
で
き
る
作
戦
部
隊
の
改
編
に
焦
点
を
移
行
す
る
よ
う
指
示

を
し
た
の
だ
。

ウ　

部
隊
改
革

「
中
央
軍
委
軍
隊
規
模
構
造
・
戦
力
編
成
改
革
工
作
会
議
」
後

の
二
〇
一
七
年
以
降
は
、「
首
か
ら
下
」
と
言
わ
れ
る
部
隊
改
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革
が
実
施
さ
れ
た14

。

◇
集
団
軍
を
十
八
か
ら
十
三
に
改
編
（
二
〇
一
七
年
四
月
）、

歩
兵
師
団
を
合
成
旅
団
化

◇
軍
学
校
を
整
理
統
合
、
訓
練
・
研
究
を
推
進
（
二
〇
一
七
年

七
月
）

◇
三
十
万
人
の
兵
員
削
減
（
二
〇
一
七
年
末
ま
で
）

◇
人
民
武
装
警
察
指
揮
系
統
を
中
央
軍
事
委
員
会
隷
下
に
一
本

化
（
二
〇
一
八
年
一
月
）

◇
軍
事
訓
練
大
綱
を
初
公
布
（
二
〇
一
八
年
一
月
）

◇
文
官
（
中
国
語
：
文
職
人
員
）
の
採
用
開
始
（
二
〇
一
八
年

六
月
）

◇
中
国
海
警
局
が
海
警
総
隊
と
し
て
人
民
武
装
警
察
に
編
入

（
二
〇
一
八
年
七
月
）

こ
の
部
隊
改
革
に
よ
り
、
軍
の
規
模
構
造
・
戦
力
編
成
は
大

き
く
変
化
し
た15

。

ま
ず
、
二
〇
一
七
年
末
を
目
標
と
し
兵
員
三
十
万
人
削
減
が

実
施
さ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
三
月
の
第
十
三
期
全
人
代
第
一
回

会
議
政
府
活
動
報
告
に
お
い
て
、
三
十
万
人
兵
員
削
減
が
基
本

的
に
達
成
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
二
三
〇
万
人
か
ら

二
〇
〇
万
人
へ
一
三
％
の
削
減
が
完
了
し
た
。

各
軍
種
の
兵
員
割
合
を
見
直
し
、
陸
軍
の
兵
員
数
を
五
〇
％

以
下
に
引
き
下
げ
、
空
軍
は
現
状
維
持
、
海
軍
及
び
ロ
ケ
ッ
ト

軍
は
増
員
と
し
た
。

階
級
ご
と
の
割
合
も
見
直
し
、
各
級
機
関
内
の
指
導
機
構
等

を
廃
止
し
将
校
を
三
〇
％
削
減
、
専
門
知
識
を
も
っ
て
装
備
を

操
作
す
る
軍
曹
の
比
率
を
向
上
さ
せ
た
。
ま
た
文
官
採
用
も
開

始
し
、
高
学
歴
の
人
員
に
よ
る
科
学
技
術
の
向
上
を
図
っ
た
。

非
戦
闘
兵
員
に
つ
い
て
は
、
文
芸
出
版
体
育
・
サ
ー
ビ
ス
・

医
療
関
連
等
の
人
員
を
削
減
し
、
半
減
さ
せ
た
。

部
隊
編
成
に
つ
い
て
は
、
集
団
軍
を
改
編
し
、
歩
兵
師
団
を

コ
ン
パ
ク
ト
で
歩
兵
・
戦
車
・
砲
兵
等
の
機
能
を
有
す
る
合
成

旅
団
に
統
一
、
全
軍
で
軍
―
旅
団
―
大
隊
体
制
を
確
立
し
、
習

近
平
の
指
示
し
た
「
精
強
化
・
一
体
化
・
小
型
化
・
モ
ジ
ュ
ー

ル
化
・
多
機
能
化
」
を
実
現
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
国
務
院
と
二
重
指
揮
で
あ
っ
た
人
民
武
装

警
察
を
中
央
軍
事
委
員
の
統
一
指
揮
と
し
、
更
に
海
警
局
を
海

警
総
隊
と
し
て
編
入
す
る
こ
と
で
、
中
央
軍
事
委
員
会
に
よ
る

指
揮
系
統
一
本
化
を
強
化
し
た
。

部
隊
改
革
に
よ
り
、「
戦
わ
な
い
」
組
織
・
人
員
を
淘
汰
し
、

「
戦
え
る
」
人
員
に
よ
る
「
戦
え
る
」
部
隊
編
成
を
整
え
た
。
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⑶ 
制
度
改
革
（
二
〇
一
八
年
十
一
月
～
二
〇
二
二
年
）

ア　

中
央
軍
委
政
策
制
度
改
革
工
作
会
議

二
〇
一
八
年
十
一
月
に
「
中
央
軍
委
政
策
制
度
改
革
工
作
会

議
」
が
開
催16

さ
れ
た
。
こ
の
会
議
を
節
目
に
、
機
構
改
革
に
よ

り
組
織
の
枠
組
み
を
整
理
し
た
後
の
、
組
織
を
運
営
す
る
た
め

の
制
度
改
革
が
開
始
さ
れ
た
と
言
え
る
。

同
会
議
で
習
近
平
は
、「
軍
事
政
策
制
度
改
革
の
計
画
・
実

施
は
重
要
な
政
治
責
任
」
と
述
べ
、
人
的
資
源
（
将
校
職
業
化

制
度
・
軍
人
待
遇
優
遇
化
及
び
名
誉
保
障
制
度
等
）・
訓
練
・

装
備
兵
站
・
研
究
開
発
・
国
防
動
員
・
軍
民
融
合
等
の
軍
事
力

整
備
制
度
改
革
、
並
び
に
国
防
費
・
国
防
資
源
分
配
・
軍
事
法

規
法
典
化
・
軍
事
司
法
等
の
軍
事
管
理
制
度
改
革
の
、
二
分
野

の
制
度
改
革
を
指
示
し
た
。

更
に
、「
軍
事
制
度
改
革
は
軍
と
中
央
・
地
方
政
府
双
方
の

共
同
責
任
で
あ
る
」
と
し
、
国
家
全
体
で
軍
の
制
度
改
革
に
取

り
組
む
環
境
を
整
え
た
。

イ　

制
度
改
革

二
〇
一
八
年
十
二
月
に
は
「
国
防
・
軍
隊
改
革
領
導
小
組
第

四
回
全
体
会
議
」
が
開
催
さ
れ17

、
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
計
画

に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。
以
降
、
以
下
の
よ
う
な
制
度
改
革
が

実
施
さ
れ
た18

。

◇
軍
隊
有
償
サ
ー
ビ
ス
任
務
終
了
（
二
〇
一
九
年
七
月
）

◇
予
備
役
を
中
央
軍
委
統
一
指
揮
下
（
二
〇
二
〇
年
七
月
）

◇
聯
合
作
戦
綱
要
（
試
行
）
施
行
（
二
〇
二
〇
年
十
一
月
）

◇
新
型
軍
事
訓
練
体
系
構
築
に
関
す
る
決
定
（
二
〇
二
一
年
二
月
）

軍
隊
有
償
サ
ー
ビ
ス
任
務
終
了
に
よ
り
、
軍
隊
が
金
儲
け
、

と
い
う
制
度
を
廃
止
し
訓
練
に
専
念
す
る
環
境
を
与
え
た
。
予

備
役
部
隊
を
全
て
軍
の
指
揮
体
系
下
に
置
き
、
現
行
の
軍
・
地

方
の
二
重
指
導
体
制
か
ら
、中
央
軍
事
委
員
会
に
よ
る
集
中
的
・

統
一
的
指
導
へ
と
変
更
し
た
。
訓
練
・
作
戦
規
定
等
の
整
備
に

よ
り
、
実
際
に
部
隊
が
訓
練
で
き
る
制
度
を
整
え
た
。

ま
た
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
～
二
十
二
年
末
ま
で
に
発
布
さ

れ
た
主
な
軍
関
連
法
・
条
例
（
改
正
ふ
く
む
）
は
以
下
の
通
り19

。 

◇
烈
士
表
彰
条
例
（
二
〇
一
九
・
八
・
九
）

◇
軍
隊
文
書
等
記
録
条
例
（
二
〇
一
九
・
一
二
・
一
六
）

◇
軍
隊
安
全
管
理
条
例　
（
二
〇
一
九
・
一
二
・
一
六
）

◇
軍
隊
監
察
工
作
条
例
（
試
行
）（
二
〇
二
〇
・
一
・
二
〇
）

◇
軍
隊
組
織
編
制
管
理
条
例
（
試
行
）（
二
〇
二
〇
・
二
・
七
）

◇
中
国
人
民
武
装
警
察
法
（
二
〇
二
〇
・
六
・
二
〇
）

◇
中
国
退
役
軍
人
保
障
法
（
二
〇
二
〇
・
一
一
・
一
一
）



195　　　中国の軍改革と今後の行方 　194

◇
中
国
国
防
法
（
二
〇
二
〇
・
一
二
・
二
七
）

◇
中
国
海
警
法
（
二
〇
二
一
・
一
・
二
三
）

◇
軍
隊
政
治
工
作
条
例
（
二
〇
二
一
・
二
・
一
九
）

◇
国
際
軍
事
協
力
工
作
条
例
（
二
〇
二
一
・
二
・
二
〇
）

◇
中
国
軍
事
施
設
保
護
法
（
二
〇
二
一
・
六
・
一
一
）

◇
中
国
軍
人
地
位
・
権
益
保
障
法
（
二
〇
二
一
・
八
・
一
）

◇
中
国
兵
役
法
（
二
〇
二
一
・
八
・
二
〇
）

◇
中
国
陸
地
国
境
法
（
二
〇
二
一
・
一
〇
・
二
三
）

◇
中
国
予
備
役
人
員
法
（
二
〇
二
二
・
一
二
・
三
〇
）

制
度
改
革
開
始
以
降
、
わ
ず
か
四
年
間
で
十
六
の
法
・
条
例

が
制
定
さ
れ
た
。
国
防
法
・
兵
役
法
・
武
警
法
等
の
原
則
的
な

法
律
が
六
つ
、
安
全
管
理
条
例
・
監
察
工
作
条
例
等
、
軍
隊
管

理
に
関
す
る
も
の
が
六
つ
、
軍
人
地
位
・
権
益
保
障
法
等
人
的

資
源
に
関
す
る
法
律
が
三
つ
、
国
際
協
力
に
関
す
る
も
の
が
一

つ
で
あ
る
。
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
こ
こ
で
は
記
述
し
な
か
っ
た

が
、
更
に
細
か
い
各
種
「
規
定
」
や
「
方
法
」
に
分
類
さ
れ
る

規
則
類
も
次
々
と
制
定
さ
れ
て
い
る
。

国
防
法
や
兵
役
法
等
は
国
家
機
能
の
根
本
に
係
る
原
理
原
則

的
な
法
律
で
あ
り
、
軍
だ
け
で
制
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

中
共
中
央
総
書
記
・
国
家
主
席
を
兼
ね
る
習
近
平
中
央
軍
委
の

強
い
指
導
の
下
、
法
に
よ
る
制
度
の
整
備
、
管
理
の
実
施
を
国

と
し
て
推
進
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ　

機
械
化
の
基
本
的
実
現

軍
改
革
と
並
行
し
て
、
二
〇
二
〇
年
に
機
械
化
を
基
本
的
に

実
現
し
、
情
報
化
建
設
に
重
大
な
進
展
を
も
た
ら
し
、
戦
略
的

能
力
を
大
幅
に
向
上
さ
せ
る
と
い
う
軍
の
目
標
の
下
、
装
備
品

の
近
代
化
も
推
進
さ
れ
た
。

二
〇
二
〇
年
十
一
月
、
国
防
部
報
道
官
が
「
我
が
軍
は
既
に

基
本
的
に
機
械
化
を
実
現
し
、
情
報
化
建
設
に
お
い
て
重
大
な

進
展
を
遂
げ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り20

、
軍
の
機
械
化
、
す
な

わ
ち
武
器
・
車
両
等
の
装
甲
化
・
自
走
化
等
装
備
の
近
代
化
と

一
定
の
情
報
シ
ス
テ
ム
構
築
は
完
了
し
た
と
宣
言
し
て
い
る
。

「
基
本
的
に
機
械
化
を
実
現
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制

度
改
革
の
期
間
に
お
い
て
全
部
隊
と
は
い
か
な
く
と
も
、
台
湾

侵
攻
担
当
部
隊
等
重
要
な
作
戦
単
位
の
装
備
の
近
代
化
は
行
わ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷ 
戦
備
運
用
改
革

ア　

国
防
・
軍
隊
改
革
検
討
会

二
〇
二
二
年
九
月
に
「
国
防
・
軍
隊
改
革
検
討
会
」
が
開
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催
さ
れ
た21

。
会
議
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
改
革
の
成
果
を
評
価

し
、
事
後
の
改
革
計
画
の
策
定
が
行
わ
れ
た
。
当
会
議
で
、

二
〇
一
五
年
十
二
月
～
二
二
年
九
月
ま
で
の
六
年
十
カ
月
に
及

ぶ
改
革
を
一
度
総
括
し
、
事
後
の
改
革
に
つ
い
て
指
示
し
た
と

言
え
よ
う
。

習
近
平
は
同
会
議
で
軍
改
革
に
つ
い
て
「
長
期
間
国
防
・
軍

隊
建
設
を
阻
害
し
て
き
た
体
制
的
障
害
、
構
造
的
矛
盾
、
政
策

的
問
題
を
解
決
し
、
改
革
は
歴
史
的
成
果
を
あ
げ
た
」
と
評
価

し
た
。

「
体
制
的
障
害
」
は
指
導
指
揮
体
制
改
革
に
よ
り
中
央
軍
委
主

席
か
ら
統
合
部
隊
ま
で
の
一
本
化
し
た
指
揮
系
統
に
な
っ
た
こ

と
で
排
除
さ
れ
た
。「
構
造
的
矛
盾
」
は
部
隊
改
革
の
軍
種
・

兵
員
構
造
等
の
見
直
し
等
に
よ
り
解
消
さ
れ
た
。「
政
策
的
問

題
」
は
制
度
改
革
の
法
に
よ
る
制
度
・
管
理
体
制
確
立
に
よ
り

解
決
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
中
国
軍
が
「
戦
え
る
」
軍
に

生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
し
て
、
習
は
「
改
革
の
歴
史
的
成
果
」
と

評
価
し
た
と
言
え
る
。

更
に
習
は
「
新
た
な
情
勢
と
任
務
の
要
求
に
基
づ
き
、
戦
争

準
備
に
焦
点
を
当
て
、
改
革
の
成
果
を
定
着
さ
せ
、
事
後
の
改

革
を
強
化
せ
よ
」
と
続
け
た
。「
歴
史
的
成
果
」
を
踏
ま
え
、
こ

れ
以
降
は
①
改
革
の
成
果
の
定
着
、
②
新
た
な
情
勢
と
任
務
の

要
求
と
戦
争
準
備
を
焦
点
と
す
る
改
革
を
指
示
し
た
と
言
え
る
。

イ　

改
革
の
成
果
の
定
着

改
革
の
成
果
の
定
着
で
は
、
部
隊
に
お
け
る
定
着
、
特
に
基

礎
訓
練
の
実
施
を
重
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

改
革
開
始
か
ら
六
年
十
ヶ
月
、
部
隊
の
状
況
を
鑑
み
る
に
、

指
揮
機
構
・
部
隊
編
成
・
人
員
構
成
が
刷
新
さ
れ
、
新
た
な
制

度
が
始
ま
り
、
新
装
備
も
導
入
さ
れ
た
。
部
隊
は
こ
れ
ら
へ
の

対
応
に
忙
殺
さ
れ
、
訓
練
な
ど
し
て
い
る
暇
は
な
い
、
と
い
っ

た
状
況
は
想
像
に
難
く
な
い
。
部
隊
指
揮
官
も
、
新
装
備
の
取

り
扱
い
か
ら
統
合
化
さ
れ
た
部
隊
の
指
揮
手
順
ま
で
、
実
際
ど

の
よ
う
に
訓
練
を
積
み
上
げ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
手
探
り
状
態

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

基
礎
訓
練
さ
え
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
と
の
危
機
感
を
背

景
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
「
全
軍
基
礎
訓
練
現

地
会
議
」
が
二
〇
二
三
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た22

。
中
央
軍
委
副

主
席
以
下
各
戦
区
・
軍
種
・
機
関
・
武
警
の
指
導
者
が
出
席
、

全
軍
の
旅
団
以
上
の
作
戦
部
隊
や
軍
学
校
等
も
テ
レ
ビ
会
議
で

参
加
し
、
各
軍
種
・
武
装
警
察
部
隊
の
訓
練
を
視
察
、
基
礎
訓

練
の
方
式
や
普
及
等
に
つ
い
て
検
討
を
実
施
し
た
。
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会
議
で
は
、
教
官
の
専
任
化
・
訓
練
単
位
の
集
約
化
・
訓
練

の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
・
検
閲
の
標
準
化
等
が
指
示
さ
れ
、
全
軍
に

お
け
る
教
育
訓
練
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
た
。

二
〇
二
四
年
一
月
の
新
年
度
訓
練
開
始
に
際
し
て
の
本
年
の

重
視
事
項
と
し
て
、
国
防
部
報
道
官
が
「
一
に
基
礎
訓
練
、
二

に
対
抗
訓
練
、
三
に
統
合
訓
練
、
四
が
科
学
技
術
に
よ
る
演
練
」

と
述
べ
て
い
る23

。
二
〇
二
四
年
に
お
い
て
は
ま
だ
基
礎
訓
練
を

重
視
し
て
改
革
の
成
果
を
定
着
さ
せ
つ
つ
、
訓
練
を
強
化
し
て

い
る
段
階
で
あ
ろ
う
。

ウ　

戦
備
運
用
改
革

改
革
の
成
果
の
定
着
と
共
に
、
指
示
さ
れ
た
の
が
「
新
た
な

情
勢
と
任
務
の
要
求
と
戦
争
準
備
を
焦
点
と
す
る
事
後
の
改

革
」
で
あ
る
。

「
新
た
な
情
勢
と
任
務
の
要
求
」
と
は
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
開
始
等
の
世
界
情
勢
と
共
に
、
新
領
域
・
新
性
質
戦

闘
力
へ
の
取
組
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、「
戦
争
準
備
」
と
は
、
正
に
台
湾
侵
攻
準
備
の
事
で

あ
り
、「
戦
え
る
」
よ
う
に
な
っ
た
部
隊
に
「
戦
争
準
備
」
を

如
何
に
さ
せ
て
、
如
何
に
運
用
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

二
〇
二
二
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
第
二
十
回
党

大
会
の
習
近
平
の
政
治
報
告
で
は
、「
新
領
域
・
新
性
質
の
戦

備
の
拡
充
」、「
全
面
的
に
訓
練
・
戦
争
準
備
を
強
化
し
、
軍
の

戦
っ
て
勝
て
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
お
り24

、
こ
の

「
新
領
域
」「
戦
争
準
備
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

そ
し
て
こ
の
二
つ
に
お
い
て
、
ま
ず
「
戦
争
準
備
」
を
優
先
さ

せ
て
、
戦
備
運
用
改
革
が
開
始
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

次
頁
の
表
2
は
二
〇
二
三
年
三
月
の
全
人
代
人
民
解
放
軍
・

武
装
警
察
代
表
団
全
体
会
議
（
以
下
、
軍
代
全
会
）
で
の
習
近

平
の
重
要
講
話
と
軍
・
武
警
代
表
の
発
表
テ
ー
マ
で
あ
る
。
軍

代
全
会
は
全
人
代
に
参
加
す
る
中
央
軍
事
委
員
会
及
び
各
戦

区
・
軍
種
の
主
要
幹
部
が
参
加
し
、
習
中
央
軍
委
主
席
が
全
軍

に
そ
の
意
思
を
徹
底
さ
せ
る
場
で
あ
り
、
中
国
軍
が
そ
の
一
年

間
に
重
視
す
べ
き
事
項
が
示
さ
れ
る
。

習
近
平
が
中
央
軍
委
主
席
に
就
任
し
て
か
ら
二
〇
二
二
年
ま

で
の
軍
代
全
会
で
の
重
要
講
話
は
軍
改
革
に
関
連
し
た
も
の
が

主
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
二
三
年
は
国
家
戦
略
シ
ス
テ
ム
・
能
力

の
一
体
化
が
強
調
さ
れ
、
改
革
後
の
部
隊
を
国
家
戦
略
シ
ス
テ

ム
の
中
に
取
り
入
れ
如
何
に
運
用
し
て
い
く
か
が
重
視
さ
れ

た
。
ま
た
、
重
要
イ
ン
フ
ラ
建
設
、
国
家
備
蓄
制
度
、
国
防
教
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育
等
の
発
表
テ
ー
マ
は
、
有
事
の
継
戦
能
力
維
持
に
関
連
す
る

も
の
で
あ
る
。
部
隊
の
み
な
ら
ず
国
家
と
し
て
戦
争
準
備
を
行

い
、
如
何
に
運
用
し
て
い
く
か
と
い
う
戦
備
運
用
改
革
を
進
め

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
の
部
隊
の
動
向
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
二
〇
二
二
年
以

降
、
台
湾
侵
攻
作
戦
を
主
担
当
す
る
東
部
戦
区
及
び
副
担
当
の

南
部
戦
区
に
お
い
て
、
台
湾
正
面
部
隊
の
前
方
展
開
、
戦
備
訓

練
及
び
統
合
訓
練
の
強
化
が
確
認
さ
れ
た26

。
特
に
東
部
戦
区
は

二
〇
二
二
年
八
月
に
ペ
ロ
シ
米
下
院
議
長
（
当
時
）
訪
台
を
契
機

と
し
た
大
規
模
統
合
演
習
「
聯
合
軍
事
行
動
」
を
実
施
、
そ
の

後
も
「
聯
合
利
剣
」
と
称
す
る
大
規
模
統
合
演
習
を
二
〇
二
三

年
四
月
、二
〇
二
四
年
五
月
に
実
施
し
、統
合
訓
練
を
深
化
さ
せ
、

戦
備
運
用
改
革
の
成
果
を
確
認
し
て
い
る27

。

⑸ 

新
領
域
改
革

こ
の
よ
う
に
戦
備
運
用
改
革
を
継
続
し
つ
つ
、
二
〇
二
四
年
か
ら

は
新
領
域
へ
の
対
応
、
新
領
域
改
革
に
本
格
的
に
着
手
し
た
と
見
ら

れ
る
。

上
の
表
3
は
前
項
で
も
述
べ
た
軍
代
全
会
の
二
〇
二
四
年
の
内
容

で
あ
る
。

習中央軍委主席の重要講話 軍代表の発表テーマ
①思想・認識の統一、使命の自覚、実行の徹底
②国家戦略システム・能力の一体化建設の新局面を開拓

①国家実験室建設
②国防科学技術工業能力建設
③重要インフラの総合的建設
④国家備蓄制度建設
⑤陸・海上国境防衛
⑥全国民への国防教育

習中央軍委主席の重要講話 軍代表の発表テーマ
①使命の自覚を強化し、改革刷新を深化
②新領域における戦略能力の向上

①海洋状況把握能力構築
②サイバースペース防御能力向上
③ AI の活用推進
④宇宙資源の統一計画・管理・使用の強化
⑤新領域の標準汎用化の強化
⑥無人作戦能力構築と運用の刷新

表 2：2023 年 3 月軍代全会 25

表 3：2024 年 3 月軍代全会 28
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二
〇
二
四
年
に
は
「
新
領
域
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
軍
代
全
会

の
重
要
講
話
に
登
場
し
た
。「
新
領
域
」（
中
国
語
で
は「
新
興
領
域
」）

は
、
解
放
軍
報
の
論
説
等
で
は
、「
海
洋
、
宇
宙
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ

ー
ス
、
生
物
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
Ａ
Ｉ
等
の
領
域
」
と
解
説
さ
れ
て

い
る
。
軍
代
表
の
発
表
テ
ー
マ
も
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
、
Ａ
Ｉ
、

宇
宙
、
無
人
兵
器
と
新
領
域
に
関
す
る
も
の
が
占
め
た
。

二
〇
二
四
年
四
月
に
は
二
〇
一
五
年
に
新
領
域
に
対
応
す
る
た
め

に
創
設
さ
れ
た
戦
略
支
援
部
隊
が
解
組
さ
れ
、
情
報
支
援
部
隊
、
軍

事
宇
宙
部
隊
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
部
隊
の
三
コ
部
隊
に
改
編
さ 

れ
た29

。
軍
改
革
の
目
玉
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
戦
略
支
援
部
隊
を
僅
か
八

年
余
り
で
解
組
し
た
こ
と
は
、
習
近
平
が
期
待
し
た
ほ
ど
の
新
た
な

戦
力
と
し
て
の
発
展
が
み
ら
れ
ず
、
任
務
達
成
不
十
分
と
評
価
さ
れ

た
可
能
性
が
大
き
い
。

戦
略
支
援
部
隊
は
、
情
報
・
宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
を
主
任
務
と
し
、

現
代
戦
に
は
不
可
欠
な
新
領
域
に
属
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
専
門

性
が
高
く
、
か
つ
技
術
革
新
の
ス
ピ
ー
ド
に
追
随
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
を
一
コ
司
令
部
で
担
当
す
る
に
は
領
域
が
広
す
ぎ
、
質
・
速
度
と

も
に
期
待
さ
れ
た
成
果
を
十
分
達
成
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

任
務
達
成
不
十
分
な
組
織
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
を
示
す
と
共

に
、
新
領
域
へ
の
対
応
が
今
後
の
軍
事
力
整
備
の
最
重
要
事
項
で
あ

る
と
い
う
習
近
平
の
意
思
を
軍
内
外
に
宣
言
し
た
と
言
え
る
。
今
後

は
情
報
・
宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
の
各
新
領
域
に
お
い
て
、
よ
り
専
門
性
・

効
率
性
を
追
求
し
た
三
コ
部
隊
に
よ
る
改
革
加
速
を
目
指
し
て
い
く

と
考
え
ら
れ
る
。

５　
今
後
の
軍
改
革
の
行
方

戦
備
運
用
改
革
、
次
い
で
新
領
域
改
革
を
推
進
し
て
い
く
中
、

二
〇
二
四
年
七
月
十
五
～
十
八
日
の
共
産
党
第
二
十
期
三
中
全
会
お

い
て
、
軍
関
連
で
は
以
下
の
三
点
が
指
示
さ
れ
た30

。

①
人
民
軍
隊
領
導
管
理
体
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
完
備

②
統
合
作
戦
シ
ス
テ
ム
改
革
の
深
化

③
軍
・
各
級
政
府
・
民
間
の
枠
を
越
え
た
改
革
の
深
化

ま
ず
、
①
で
な
に
よ
り
も
「
党
の
軍
隊
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
、
中
央
軍
委
主
席
へ
の
権
力
集
中
が
確
認
さ
れ
た
。
三
中
全
会
の

間
、
規
律
違
反
に
よ
り
前
国
防
相
李
尚
福
・
前
ロ
ケ
ッ
ト
軍
司
令
官

李
玉
超
他
一
名
の
軍
高
官
の
党
籍
剥
奪
処
分
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
か
月
前
の
二
〇
二
四
年
六
月
に
は
習
近
平
が
自
ら
開
催
を

決
定
し
た
「
中
央
軍
委
政
治
工
作
会
議
」
が
革
命
の
聖
地
、
延
安
で
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開
催
さ
れ
、
中
央
軍
委
各
機
関
・
各
戦
区
・
各
軍
種
・
武
警
等
の
主

要
指
導
者
に
対
し
、
党
の
軍
に
対
す
る
絶
対
的
指
導
・
統
率
の
堅
持
、

政
治
に
よ
る
建
軍
、
腐
敗
分
子
の
存
在
を
許
さ
ず
部
隊
の
健
全
性
を

向
上
さ
せ
よ
と
訓
示
を
行
っ
た
。

軍
改
革
の
障
害
は
高
官
と
い
え
ど
も
容
赦
な
く
排
除
す
る
と
い
う

強
い
決
意
を
徹
底
し
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
②
で
中
央
お
よ
び
戦
区
の
統
合
作
戦
の
深
化
、
新
軍
種

部
隊
と
の
融
合
等
が
強
調
さ
れ
た
。
統
合
作
戦
能
力
向
上
を
主
眼
と

し
て
戦
備
運
用
改
革
を
継
続
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
③
で
、
国
家
戦
略
シ
ス
テ
ム
の
一
体
化
や
国
防
事
業
で
の

政
府
や
民
間
と
の
協
力
体
制
強
化
が
強
調
さ
れ
た
。
特
に
新
領
域
改

革
に
お
い
て
、
国
家
を
あ
げ
て
の
科
学
技
術
振
興
や
民
間
技
術
の
活

用
等
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
軍
改
革
は
戦
備
運
用
改
革
を
継
続
し
つ
つ
、
新
領
域
改
革

を
最
も
重
視
し
て
展
開
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
戦
え
る
」
よ
う
に

な
っ
た
部
隊
に
「
戦
っ
て
勝
て
る
」
能
力
を
付
与
し
て
い
く
段
階
で

あ
る
。

そ
し
て
次
の
結
節
は
、
建
軍
百
年
奮
闘
目
標
を
掲
げ
た
二
〇
二
七

年
で
あ
る
。
建
軍
百
年
奮
闘
目
標
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
十
一

月
に
国
防
部
報
道
官
が
以
下
の
四
つ
を
表
明
し
て
い
る32

。

◇
機
械
化
・
情
報
化
・
知
能
化
の
融
合
発
展
を
加
速
さ
せ
、
世
界

の
軍
事
変
革
に
お
い
て
主
導
権
を
握
る

◇
軍
事
理
論
・
軍
組
織
・
軍
人
・
武
器
装
備
の
近
代
化
を
加
速
さ

せ
る

◇
質
の
高
い
発
展
を
最
重
視
し
、
軍
事
シ
ス
テ
ム
の
運
用
と
国
防

資
源
の
有
効
活
用
を
効
率
的
に
行
う

◇
国
防
と
経
済
発
展
を
調
和
さ
せ
、
社
会
の
優
れ
た
ア
セ
ッ
ト
を

活
用
し
、
軍
を
安
定
か
つ
長
期
的
に
発
展
さ
せ
る

特
に
、
第
一
項
目
に
あ
げ
て
い
る
「
世
界
の
軍
事
変
革
に
お
い
て

主
導
権
を
握
る
」
と
は
、
日
本
を
含
め
、
世
界
で
軍
事
変
革
の
焦
点

と
な
っ
て
い
る
Ａ
Ｉ
や
サ
イ
バ
ー
等
の
「
新
領
域
」
で
優
位
な
地
位

を
占
め
る
と
の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
軍
に
と
っ
て
次
の
結
節
で
あ
る
二
〇
二
七
年
ま
で
に
戦
備

運
用
改
革
を
終
了
さ
せ
、
台
湾
侵
攻
を
可
能
と
す
る
戦
争
準
備
を

完
成
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
更
に
新
領
域
改
革
を
引
続
き
行
い
、

二
〇
三
五
年
に
近
代
化
を
基
本
的
に
実
現
し
、
二
〇
五
〇
年
の
世
界

一
流
の
軍
隊
完
成
を
目
指
し
、
更
に
改
革
を
推
進
し
て
い
く
で
あ 

ろ
う
。
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６　
お
わ
り
に

習
近
平
は
二
〇
一
三
年
か
ら
自
ら
先
頭
に
立
ち
軍
改
革
を
主
導
し

て
き
た
。
中
央
軍
委
主
席
と
し
て
国
防
・
軍
隊
改
革
領
導
小
組
の
組

長
と
な
り
、
軍
改
革
の
実
施
組
織
・
計
画
等
検
討
の
段
階
か
ら
指
揮

を
執
り
、
段
階
的
に
改
革
を
推
進
、
結
節
毎
に
会
議
を
開
催
し
こ
れ

ま
で
の
総
括
を
行
い
、
事
後
の
指
針
を
明
示
し
た
。
ま
た
、
全
人
代

や
部
隊
視
察
等
の
場
に
お
い
て
直
接
軍
に
訓
示
を
行
い
、
部
隊
レ
ベ

ル
ま
で
そ
の
浸
透
を
図
っ
た
。

更
に
中
共
中
央
総
書
記
と
し
て
、
中
国
の
経
済
建
設
と
軍
事
建
設

の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
軍
民
融
合
を
推
進
し
、
中
国
の
国
家
目
標
に
お

け
る
軍
の
役
割
を
明
確
に
し
、
適
切
に
軍
の
目
標
も
付
与
し
て
き
た
。

こ
の
習
近
平
の
一
貫
し
た
姿
勢
の
下
、軍
改
革
は
着
実
に
実
施
さ
れ
、

定
着
し
、
不
備
点
は
是
正
さ
れ
て
き
た
。
中
国
軍
は
「
戦
え
る
・
戦
っ

て
勝
て
る
」
軍
隊
に
生
ま
れ
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
人
員
・
装
備
の
面
で

は
既
に
台
湾
軍
を
凌
駕
し
て
お
り
、
台
湾
周
辺
で
の
統
合
演
習
や
ミ

サ
イ
ル
実
弾
演
習
等
の
訓
練
の
積
み
上
げ
も
着
実
に
行
っ
て
い
る
。

軍
改
革
に
よ
り
中
国
軍
は
、機
械
化
さ
れ
訓
練
を
積
ん
だ
部
隊
が
、

中
央
軍
委
主
席
の
命
令
の
下
、
一
体
化
し
た
統
合
作
戦
を
実
施
で
き

る
能
力
を
保
持
し
、
戦
争
準
備
を
整
え
て
い
る
段
階
ま
で
至
り
つ
つ

あ
る
。

一
方
、「
世
界
一
流
の
軍
隊
」、
即
ち
米
軍
に
は
未
だ
及
ば
な
い
こ

と
も
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
中
国
の
強
さ
は
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る
た
め
に
次
に
何
を
す
べ
き
か
も
理
解
し
て
お
り
、
習
近
平
に
権

力
を
集
中
さ
せ
、
習
の
指
示
の
下
、
国
家
を
あ
げ
て
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ

を
埋
め
る
よ
う
迅
速
か
つ
効
率
的
に
対
処
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
今

後
は
新
領
域
で
の
戦
力
強
化
を
重
視
し
、「
戦
え
る
」部
隊
の
情
報
化
・

知
能
化
を
推
進
し
、「
戦
っ
て
勝
て
る
」
能
力
を
付
与
し
て
い
く
で

あ
ろ
う
。

中
国
軍
は
既
に
僅
か
十
年
前
の
改
革
前
の
中
国
軍
で
は
な
い
。

我
々
は
こ
の
事
実
を
強
く
認
識
し
、
軍
改
革
後
の
中
国
軍
を
冷
静
に

評
価
し
、
こ
れ
に
対
処
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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私
は
、
二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
四
月
三
十
日
付
け
で
『
憲
法
一

代
記
』を
刊
行
し
ま
し
た
。
全
体
が
約
四
五
〇
頁
に
お
よ
び
ま
す（
定

価
：
二
五
〇
〇
円
＋
税
）。
こ
れ
ま
で
私
が
執
筆
し
て
き
た
著
書
・

論
稿
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
約
し
た
総
集
編
と
い
え
ま
す
。そ
の
う
ち
、

と
く
に
伝
え
た
か
っ
た
三
点
に
し
ぼ
り
、
記
述
し
ま
す
。

一
、　
憲
法
９
条
の
解
釈
に
つ
い
て
―
文
民
条
項
と
の
不
可
離
性

憲
法
九
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
は

ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
一
番
肝
心
な
点
は
、
憲
法
六
十
六
条
二
項

「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、
文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
関
係
で
す
。

「
文
民
（civilian

）」
と
は
非
軍
人
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
軍

人
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
い
っ
た
い
な
ぜ
文
民
な

る
語
が
憲
法
に
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
い
き
さ
つ
を
知
り
た
い
」。

そ
う
思
っ
て
米
国
国
立
公
文
書
館
（
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．）、
ワ
シ

ン
ト
ン
国
立
記
録
セ
ン
タ
ー
（
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
）、
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
記
念
館
（
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
）、
英
国
国
立
公
文
書
館
（
ロ
ン
ド
ン
）

な
ど
を
渉し
ょ
う

猟り
ょ
う

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
極
東
委
員
会
で
の
議
論
が
キ

ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
確
信
し
ま
し
た
。

極
東
委
員
会
は
、
日
本
国
の
占
領
管
理
に
関
す
る
最
高
の
政
策
決

定
機
関
で
あ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
は
同
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
、
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
委
員

会
の
議
論
を
精
査
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
け
れ
ど
も
、
同

自
著
を
語
る
『
憲
法
一
代
記
』（
育
鵬
社
）

西

修

（
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
）

Topics
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委
員
会
に
お
け
る
議
論
に
関
す
る
有
意
義
な
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

極
東
委
員
会
が
受
け
取
っ
た
日
本
国
憲
法
草
案
の
九
条
は
、
以
下

の
と
お
り
。

①
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実

に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又

は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、

こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

現
行
の
九
条
そ
の
も
の
で
す
。
こ
の
う
ち
、「
前
項
の
目
的
を
達

す
る
た
め
」
は
、
衆
議
院
の
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
小
委
員

会
委
員
長
だ
っ
た
芦
田
均
氏
に
よ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
芦
田
修
正

と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
前
項
の
目
的
、す
な
わ
ち「
侵

略
戦
争
を
し
な
い
と
い
う
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
陸
海
空
軍
そ
の

他
の
戦
力
を
保
持
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
衛
の
た
め
で
あ
れ
ば
陸

海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
解
釈
を

可
能
に
し
ま
し
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、極
東
委
員
会
で
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
し
た
。

火
を
つ
け
た
の
は
ソ
連
で
す
。
一
九
四
六
年
九
月
十
九
日
、
極
東
委

員
会
第
二
十
六
回
会
議
で
、
ソ
連
よ
り
「
す
べ
て
の
大
臣
は
、
シ
ビ

リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
条
項
を
日
本
国
憲
法
へ
入
れ

る
よ
う
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
翌
二
十
日
に
は
、
極
東
委
員
会
第
三
委

員
会
は
、
次
の
声
明
を
発
し
ま
し
た
。
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

「
日
本
語
の
案
文
は
、
い
ま
や
一
項
で
定
め
ら
れ
た
以
外
の
目

的
で
あ
れ
ば
、
軍
隊
の
保
持
が
認
め
ら
れ
る
と
日
本
国
民
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。（
中
略
）

日
本
国
民
は
、
か
れ
ら
の
憲
法
に
内
閣
総
理
大
臣
を
含
む
す
べ

て
の
国
務
大
臣
は
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ

た
条
項
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
べ
き
こ
と
を
勧

告
す
る
」。

こ
こ
に
お
い
て
、
第
三
委
員
会
は
芦
田
修
正
の
意
味
を
見
抜
き
、

一
項
で
定
め
ら
れ
た
以
外
の
目
的
、
す
な
わ
ち
自
衛
の
た
め
で
あ
れ

ば
軍
隊
の
保
持
が
可
能
に
な
り
、
軍
人
が
生
ま
れ
、
明
治
憲
法
時
代

に
制
度
化
さ
れ
て
い
た
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
の
再
現
を
懸
念
し
た

の
で
す
。
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は
た
せ
る
か
な
、
翌
二
十
一
日
に
開
か
れ
た
極
東
委
員
会
第
二
十
七

回
会
議
で
、
各
国
代
表
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い 

ま
す
。

中
国
代
表
「
修
正
さ
れ
た
条
項
の
み
を
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

常
識
は
、
戦
争
目
的
や
国
際
紛
争
解
決
以
外
の
目
的
で
あ
れ
ば
、
軍

隊
の
保
持
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」。

カ
ナ
ダ
代
表
「
こ
の
憲
法
草
案
が
通
過
し
た
の
ち
に
、
公
的
に
承

認
さ
れ
た
陸
軍
大
将
、
海
軍
大
将
そ
の
他
の
将
軍
が
存
在
す
る
こ
と

は
ま
っ
た
く
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
大
臣
が
シ
ビ
リ
ア

ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
れ
ば
、
将
軍
が
閣
僚
に

任
命
さ
れ
る
可
能
性
の
問
題
は
起
こ
り
得
な
い
」。

ソ
連
代
表
「
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
あ
る
種
の
軍
隊
を
創
設
し
な

が
ら
、
こ
れ
は
完
全
に
日
本
国
憲
法
内
で
正
当
な
の
だ
と
称
し
て
、

日
本
国
民
を
あ
ざ
む
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
主
要
な
危
険
で

あ
る
と
私
は
思
う
。
国
会
議
員
（
原
文
はthe m

em
bers of the 

D
iet

）
が
す
べ
て
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
文
言

を
挿
入
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、そ
う
し
な
い
心
理
的
、

精
神
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。

そ
の
他
の
代
表
の
見
解
は
省
略
し
ま
す
が
、
極
東
委
員
会
で
は
以

下
の
２
点
に
お
い
て
、
完
全
な
共
通
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で

き
ま
す
。

⑴
九
条
案
の
修
正
に
よ
り
、
自
衛
の
た
め
な
ら
ば
、
軍
隊
（
戦
力
）

を
保
持
で
き
る
と
の
解
釈
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
。

⑵
内
閣
閣
僚
が
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定

を
憲
法
に
入
れ
る
こ
と
。

重
要
な
点
は
、
極
東
委
員
会
に
お
け
る
討
議
の
な
か
で
芦
田
修
正

そ
の
も
の
に
反
対
の
言
説
が
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
自
衛
の
た
め
な

ら
ば
、軍
隊
（
戦
力
）
を
持
ち
得
る
と
い
う
芦
田
修
正
を
受
け
入
れ
、

軍
隊
が
設
置
さ
れ
た
と
き
の
「
歯
止
め
」
と
し
て
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条

項
が
必
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
す
。

極
東
委
員
会
か
ら
の
指
示
を
受
け
取
っ
た
連
合
国
最
高
司
令
官
の

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
は
、
九
月
二
十
四
日
、
民
政
局
長

の
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
と
同
局
次
長
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
を
吉
田
茂
首
相
の
も
と
へ
遣
わ
し
ま
し
た
。

原
文
は
以
下
の
よ
う
で
す
。“T

he Prim
e M

inister and all 
M

inisters of State shall be civilians.”
政
府
は”civilians”

の
訳
語
に
苦
労
し
、「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の

他
の
国
務
大
臣
は
、
武
官
の
経
歴
を
有
し
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
」
の
案
文
を
作
成
し
ま
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
極
東
委
員

会
は
、
修
正
に
よ
り
憲
法
上
、
自
衛
の
た
め
の
軍
隊
保
持
が
可
能
に

な
っ
た
と
判
断
し
て
、
ミ
リ
タ
リ
ー
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
避
け
る
べ

く
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
の
導
入
に
執
拗
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
す
。

政
府
は
、
極
東
委
員
会
で
の
議
論
の
内
容
を
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
政
府
は
、
こ
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
い

か
な
る
目
的
で
あ
っ
て
も
、
軍
隊
（
戦
力
）
を
保
持
で
き
な
い
と
い

う
筋
違
い
の
解
釈
を
と
り
続
け
た
の
で
す
。
こ
こ
に
こ
そ
、
政
府
の

九
条
解
釈
に
か
か
わ
る
根
源
的
な
問
題
点
が
存
在
す
る
の
で
す
。

政
府
の
上
記
案
文
は
、
貴
族
院
へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
同
院
の
帝

国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
に
設
け
ら
れ
た
小
委
員
会
に
お
い
て
、

過
去
の
経
歴
を
問
う
政
府
の
案
文
は
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
い
き

さ
つ
を
東
大
法
学
部
憲
法
担
当
の
著
名
な
宮
澤
俊
義
氏
が
説
明
し
て

い
ま
す
。

「
極
東
委
員
会
か
ら
、『
国
務
大
臣
は
シ
ヴ
ィ
リ
ヤ
ン
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
規
定
を
入
れ
ろ
と
注
文
さ
れ
た
の
に

対
し
、『
国
務
大
臣
は
武
官
の
経
歴
を
有
し
な
い
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
』
と
定
め
る
の
は
、
注
文
さ
れ
た
範
囲
よ
り
以
上

に
出
て
国
務
大
臣
に
な
る
資
格
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
妥
当
で
は
な
い
。
こ
う
考
え
て
、
小
委
員
会
は
、
総

司
令
部
か
ら
注
文
さ
れ
な
い
こ
と
ま
で
お
先
ま
わ
り
す
る
の
は

や
め
て
、
注
文
さ
れ
た
こ
と
だ
け
を
規
定
し
よ
う
、
と
い
う
結

論
に
お
ち
つ
い
た
」。

当
時
、シ
ビ
リ
ア
ン
に
相
当
す
る
日
本
語
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
小
委
員
会
で
は
、
シ
ビ
ア
ン
の
訳
語
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

「
平
人
」「
凡
人
」「
文
臣
」「
文
化
人
」「
文
人
」「
文
民
」「
民
人
」「
平

和
業
務
者
」
な
ど
が
各
委
員
か
ら
提
示
さ
れ
、
最
終
的
に
「
文
民
」

が
採
択
さ
れ
た
の
で
す
。

十
月
二
日
に
は
、
佐
藤
達
夫
法
制
局
次
長
が
ケ
ー
デ
ィ
ス
民
政
局

次
長
に
電
話
を
入
れ
、
了
承
を
得
ま
し
た
。
そ
し
て
十
月
三
日
の
特

別
委
員
会
に
お
い
て
、「
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、

文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
条
項
案
が
確
定
し
た
の
で
す
。

こ
の
特
別
委
員
会
に
お
け
る
条
項
案
が
十
月
六
日
に
貴
族
院
本
会

議
で
可
決
さ
れ
、
翌
七
日
に
衆
議
院
本
会
議
へ
回
付
、
貴
族
院
に
よ

っ
て
可
決
さ
れ
た
条
項
案
に
つ
い
て
い
っ
さ
い
の
審
議
が
な
さ
れ
ず

に
、
た
だ
ち
に
採
決
に
付
さ
れ
、
賛
成
多
数
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
衆
議
院
で
は
文
民
条
項
に
つ
い
て
、
一
分
た
り
と
も
討

議
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
日
本
国
憲
法
成
立
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過
程
の
い
び
つ
さ
が
露
呈
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
成
立
経
緯
を
ふ
ま
え
、
私
は
憲
法
九
条
と
文
民
条
項

の
密
接
不
可
離
性
を
主
唱
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。
北
岡
伸
一
（
東

京
大
学
名
誉
教
授
な
ど
）、
五
百
旗
部
眞
（
防
衛
大
学
校
長
な
ど
）、

村
田
晃
嗣
（
同
志
社
大
学
学
長
な
ど
）、
岩
田
温
（
政
治
哲
学
者
）

と
い
っ
た
政
治
学
者
は
、
私
の
説
の
妥
当
性
を
共
有
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
憲
法
学
界
に
お
い
て
顧
み
ら
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
私
は
、
本
書
で
語
を
強
く
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ま

し
た
。「
僭
越
な
が
ら
、
憲
法
学
者
に
告
げ
た
い
。『
極
東
委
員
会
の

議
論
を
精
読
し
て
、
九
条
解
釈
論
を
展
開
せ
よ
！
』」。

私
は
今
後
も
、
実
直
に
持
説
を
主
張
し
て
ま
い
り
ま
す
。
読
者
諸

氏
に
お
か
れ
て
は
、
私
の
説
に
耳
を
傾
け
て
い
だ
だ
け
れ
ば
幸
せ 

で
す
。

日
本
国
憲
法
へ
の
文
民
条
項
導
入
の
経
緯
概
要

　

一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年　

一
月
十
一
日　
『
日
本
の
統
治
体
制
の
改
革
』（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ〈
国

務
・
陸
・
海
軍
三
省
調
整
委
員
会
〉
二
二
八
文
書
）
を
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
元
帥
が
受
領
、「
国
務
大
臣
ま
た
は
内
閣
閣
僚
は
、

す
べ
て
の
場
合
に
、
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

七
月
二
日　
『
新
し
い
日
本
国
憲
法
の
た
め
の
基
本
原
則
』（
極

東
委
員
会
の
政
策
決
定
）「
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
国
務
大

臣
の
す
べ
て
は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

八
月
十
九
日　

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
吉
田
首
相
に
対
し
、
極

東
委
員
会
の
基
本
原
則
を
説
明
し
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
の
導

入
を
求
め
る
も
、
日
本
国
政
府
は
こ
れ
を
拒
否
、
総
司
令
部

も
了
承
。

八
月
二
十
四
日　

衆
議
院
本
会
議
で
芦
田
修
正
を
含
む
憲
法
改

正
案
が
可
決
さ
れ
る
。

九
月
十
九
日　

極
東
委
員
会
第
二
十
六
回
会
議
で
、
ソ
連
よ
り

「
す
べ
て
の
大
臣
は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
入
れ
る
よ
う
提
案
。

九
月
二
十
日　

極
東
委
員
会
第
三
委
員
会
が
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条

項
を
入
れ
る
よ
う
勧
告
。

九
月
二
十
一
日　

極
東
委
員
会
第
二
十
七
回
会
議
で
討
論
。

九
月
二
十
四
日　

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
民
政
局
長
が
吉
田
首
相
に
対

し
、
シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
の
追
加
を
強
く
要
請
。
日
本
側
は
困

惑
す
る
も
、
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
。

九
月
二
十
六
日　

貴
族
院
小
委
員
会
に
て
、
織
田
信
恒
議
員
が

シ
ビ
リ
ア
ン
条
項
導
入
の
た
め
の
質
疑
。
こ
れ
に
対
し
て
金
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森
徳
次
郎
・
憲
法
担
当
国
務
大
臣
が
応
諾
。

九
月
二
十
八
～
十
月
二
日　

貴
族
院
小
委
員
会
に
て
審
議
。
最

終
的
に
シ
リ
ア
ン
を
「
文
民
」
と
訳
す
こ
と
に
決
定
。

十
月
三
日　

貴
族
院
特
別
委
員
会
に
て
現
行
の
六
十
六
条
二
項

が
確
定
。

十
月
六
日　

貴
族
院
本
会
議
で
特
別
委
員
会
の
修
正
案
を
可
決
。

十
月
七
日　

衆
議
院
本
会
議
で
可
決
。

二
、
世
界
の
憲
法
動
向

私
は
、
比
較
憲
法
に
か
か
わ
る
著
書
、
論
稿
を
発
表
す
る
と
き
に

は
、世
界
の
憲
法
動
向
と
の
関
連
で
三
つ
の
表
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

毎
回
、
そ
の
時
点
で
調
査
し
た
最
新
の
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
努

め
て
き
て
い
ま
す
。

以
下
、
表
1
～
表
3
に
お
い
て
、
基
本
的
に
本
書
出
版
時
の
表
を

再
掲
し
ま
す
が
、
本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
そ
の
後
の
調
査
を
も
と
に

若
干
の
補
正
と
追
加
を
し
ま
し
た
。

表
1
か
ら
、
少
な
く
と
も
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

⑴
世
界
の
成
典
化
憲
法
一
八
九
か
国
中
、
日
本
国
憲
法
は
古
い
方

か
ら
十
四
番
目
。
世
界
的
に
は
「
新
」
憲
法
と
は
と
て
も
い
え

な
い
。

⑵ 

〔
参
考
〕
に
掲
げ
た
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を

含
め
、
い
ず
れ
の
国
家
も
何
回
も
の
憲
法
改
正
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。「
憲
法
は
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
憲

法
改
正
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
」
が
、
世
界
の
共
通
認
識
。
憲
法

を
「
不
磨
の
大
典
」
視
し
て
き
て
い
る
日
本
こ
そ
が
、
異
常
、

異
例
、
異
様
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
。

⑶ 

「
憲
法
を
時
代
に
合
わ
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
人
び
と
が
い
る

が
、
倒
錯
し
た
考
え
方
。
日
本
国
憲
法
は
、
戦
争
直
後
の
焼
け

野
原
の
時
代
に
作
成
、
そ
れ
か
ら
七
十
八
年
を
経
過
。
現
代
の

視
点
に
立
っ
て
、
日
本
国
憲
法
を
見
直
す
こ
と
は
、
ご
く
当
た

り
前
の
こ
と
。

こ
こ
に
イ
ン
ド
の
初
代
首
相
、
ジ
ャ
ワ
ハ
ー
ラ
ル
・
ネ
ル
ー

（
一
八
八
九
～
一
九
六
四
年
）
の
言
辞
を
記
載
し
ま
す
。

「
も
し
諸
君
が
こ
の
憲
法
を
抹
殺
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
憲
法
を
本
当
に
神
聖
で
不
可
侵
の
も
の
に
す
れ
ば
よ
い
。

変
更
さ
れ
ず
、
静
止
状
態
に
あ
る
憲
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
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表１　各国憲法の制定年（～ 1940 年代）と改正の実際
2024 年 3 月現在

国名 制定年 改正の実際
アメリカ 1787 年 1992 年 5 月までに 18 回、27 か条の追補
ノルウェー 1814 年 頻繁（400 回以上とも、近年改正 2014 年〈大改正〉、23 年 5 月）
ベルギー 1831 年 頻繁（1994 年 2 月以降 2017 年 10 月までに 30 回）
ルクセンブルク 1868 年 1919 年 5 月から 2016 年 10 月までに 36 回改正
オーストラリア  1901 年 77 年 7 月までに 8 回改正
メキシコ 1917 年 2023 年 9 月末までに 255 回改正
オーストリア 1920 年 頻繁（近年改正 2022 年、23 年）
リヒテンシュタイン 1921 年 18 年末までに 35 回改正
ラトビア 1922 年 18 年 10 月までに 15 回改正
レバノン 1926 年 04 年 9 月までに 11 回改正
アイルランド 1937 年 19 年 6 月までに 38 回改正
アイスランド 1944 年 13 年 7 月までに 7 回改正
インドネシア 1945 年 59 年に復活、02 年 8 月までに 4 回改正
日　本 1946 年 無改正
中華民国（台湾） 1947 年 22 年 11 月までに 8 回改正（うち 1 回は無効判決）
イタリア 1947 年 22 年 11 月までに 20 回改正（20 年 9 月の改正は国会議員

の大幅減）
ドイツ 1949 年 22 年 12 月までに 67 回改正
コスタリカ 1949 年 頻繁（近年改正 20 年）
インド   1949 年 23 年 9 月までに 106 回改正

〔参　考〕
＊フランス（1958 年）　2024 年 3 月までに 25 回改正。08 年 7 月の改正は全条文の約半分の

47 か条におよぶ大幅なもの。24 年 3 月の改正で中絶の自由を明記。
＊スイスは、2000 年 1 月 1 日に新憲法が施行されたが、22 年 9 月までに 35 回改正。旧憲

法は 1874 年に制定、1999 年までに約 140 回改正。
＊フィンランドは、2000 年 3 月 1 日に新憲法が施行、18 年 10 月にまでに 4 回改正。
＊非成典化憲法国　イギリス、ニュージーランド、サウジアラビア、イスラエル、サンマリノ、

バチカン。恒久憲法未制定国　リビア。
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の
憲
法
は
、
そ
れ
が
よ
い
も
の
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
使
用

が
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
き
る
べ

き
憲
法
は
、
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
適
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
変
化
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

表
2
で
は
、「
平
和
条
項
」
に
つ
い
て
、
十
七
の
項
目
と
そ
の
お

も
な
採
用
国
を
表
示
し
ま
し
た
。
い
ま
や
非
常
に
多
く
の
国
の
憲
法

に
平
和
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。「
日
本

国
憲
法
は
平
和
条
項
を
有
す
る
世
界
で
唯
一
の
国
で
あ
る
」
は
、
完

全
に
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
ま
す
。

私
が
平
和
条
項
と
し
て
十
七
の
項
目
に
分
類
し
て
発
表
し
た
最
初

は
、一
九
九
九
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た『
日
本
国
憲
法
を
考
え
る
』（
文

春
新
書
）
に
お
い
て
で
す
。
こ
の
と
き
は
一
七
八
の
成
典
化
憲
法
国

中
、
一
二
四
か
国
（
六
九
・
七
％
）
に
平
和
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
世
界
地
図
で
わ

か
る
日
本
国
憲
法
』（
講
談
社
）
で
は
、
一
八
二
か
国
中
、
一
五
〇

か
国
（
八
二
・
四
％
）
に
な
り
、
徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

③
の
「
内
政
不
干
渉
」
は
、
本
来
、
他
国
の
内
政
に
干
渉
し
、
武

力
を
行
使
し
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
と
し
て
、
平
和

の
重
要
な
要
素
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
内
政
不
干
渉
」

を
盾
に
し
て
国
内
で
の
民
族
弾
圧
を
継
続
し
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判

を
「
内
政
干
渉
」
と
し
て
排
除
し
て
い
る
国
が
あ
り
ま
す
。

中
国
憲
法
（
一
九
八
二
年
）
の
前
文
に
は
「
主
権
と
領
土
保
全
の

相
互
尊
重
、
相
互
不
可
侵
、
内
政
不
干
渉
、
平
等
互
恵
お
よ
び
平
和

依
存
の
五
原
則
を
堅
持
す
る
」
こ
と
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
同
国
の
ウ
ィ
グ
ル
族
へ
の
弾
圧
は
「
地
獄
の
様
子
」（
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
）
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の
文
化

も
完
全
に
破
壊
し
て
い
ま
す
。
近
年
は
「
台
湾
は
中
華
人
民
共
和
国

の
神
聖
な
領
土
の
一
部
で
あ
る
」
と
の
前
文
の
一
節
を
実
現
す
る
と

し
て
、
台
湾
を
武
力
で
併
合
す
る
こ
と
を
公
言
し
、
そ
れ
に
対
す
る

外
部
か
ら
の
反
対
行
動
を
「
内
政
干
渉
」
で
あ
る
と
唱
え
て
い
ま
す
。

本
来
の
平
和
条
項
た
る
「
内
政
不
干
渉
」
が
中
国
共
産
党
政
府
に
よ

っ
て
、
都
合
よ
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
現
実
を
看
過
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

な
お
、
習
近
平
・
国
家
主
席
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
国
家
主
席

お
よ
び
国
家
副
主
席
の
任
期
が
「
連
続
し
て
二
期
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
」
と
の
規
定
を
削
除
し
、「
終
身
国
家
主
席
」
た
る
地
位
を
獲
得
、

習
近
平
に
よ
る
絶
対
体
制
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

⑬
に
つ
い
て
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
憲
法（
一
九
九
六
年
）十
七
条
は「
外

国
の
軍
事
基
地
の
設
置
は
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
領
土
で
は
認
め
ら
れ
な
い
」
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表 2　平和条項の態様と採用国
2023 年 8 月現在

① 平和政策の推進（平和を国家目標
に設定している国などを含む） アルバニア、インドネシア、クウェートなど

② 国際協和（国連憲章、世界人権宣
言の遵守、平和的共存などを含む） ハンガリー、スリランカ、マダガスカルなど

③ 内政不干渉 ブラジル、カタール、中国など
④ 非同盟政策 アンゴラ、モザンビーク、ナミビアなど
⑤ 中立政策 オーストリア、スイス、トルクメニスタンなど
⑥ 軍縮 バングラデシュ、カーボベルデ、東チモールなど
⑦ 国際組織への国家権力の一部委譲 デンマーク、ドイツ、コンゴ民主共和国など
⑧ 国際紛争の平和的解決 ポルトガル、アルジェリア、ブータンなど
⑨ 侵略ないし征服戦争の否認 フランス、韓国、キルギスなど
⑩ テロ行為の排除 スペイン、ブラジル、チリなど

⑪ 国際紛争を解決する手段としての
戦争放棄

イタリア、アゼルバイジャン、エクアドル、ボリ
ビア、日本

⑫ 国家政策を遂行する手段としての
戦争放棄　 フィリピン

⑬ 外国軍隊の通過禁止・外国軍事基
地の非設置　 ベルギー、ウクライナ、フィリピンなど

⑭ 核兵器（生物兵器、化学兵器も含む）
の禁止・排除　 カンボジア、コロンビア、パラオなど

⑮（自衛以外の）軍隊の不保持 コスタリカ、パナマ

⑯ 軍隊の行動に対する規制（シビリ
アンコントロールを含む） パプアニューギニア、南アフリカ、ソマリアなど

⑰ 戦争の宣伝（煽動）行為の禁止 クロアチア、リトアニア、タジキスタンなど

＊ 1 項目でも規定のある成典化憲法国　189 か国中 161 か国（85．2％）



Topics

211　　　自著を語る　『憲法一代記』（育鵬社）

と
定
め
、
続
く
十
八
条
で
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
対
外
的
な
政
治
的
行
動

は
、
国
際
法
の
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
原
則
と
規
範
に
従
い
、
国
際

社
会
の
成
員
と
の
平
和
的
で
相
互
互
恵
的
な
協
力
を
維
持
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
国
の
利
益
と
安
全
を
確
保
す
る
」
と
の
規
定
を
お
い
て

い
ま
す
。

こ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・

プ
ー
チ
ン
大
統
領
政
権
下
で
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
が
ロ
シ
ア
の
領
土
に

一
方
的
に
併
合
さ
れ
、
ま
た
二
〇
二
二
年
二
月
、
ロ
シ
ア
の
侵
攻
に

よ
り
領
土
が
剥
奪
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が

領
土
奪
還
に
向
け
て
応
戦
し
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
の
と
お
り
で

す
。
憲
法
の
規
定
が
、
国
際
法
上
違
法
な
侵
略
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
本
来
は
国
際
連

合
に
そ
の
解
決
を
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
国
際
連
合
は
機
能
不
全
に
陥

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
平
和
の
維
持
に
は
国
防
の
充
実
と

他
国
と
の
安
全
保
障
関
係
維
持
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
認
識

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
大
統
領
の
任
期
に
つ
い
て
、
従
来
、

六
年
を
一
期
と
し
、
連
続
二
期
ま
で
は
可
能
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
通
算
二
期
ま
で
を
可
能
と
し
、
さ
ら
に
そ

の
任
期
は
現
職
の
大
統
領
ま
た
は
大
統
領
職
に
あ
っ
た
者
（
現
職
の

プ
ー
チ
ン
大
統
領
と
前
大
統
領
の
ド
ミ
ト
リ
ー
・
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ

が
該
当
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
憲
法
改
正
を
断
行
し
ま
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
最
長
二
〇
三
六
年

（
八
十
一
歳
）
ま
で
大
統
領
職
に
在
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
か
く
し
て
ロ
シ
ア
の
政
治
体
制
は
、
プ
ー
チ
ン
大

統
領
の
意
の
ま
ま
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
⑪
の
「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
放

棄
」
に
つ
い
て
、
少
し
く
説
明
し
ま
す
。
こ
の
文
言
が
日
本
国
憲
法

九
条
一
項
に
あ
る
こ
と
は
先
述
し
ま
し
た
。
同
じ
規
定
を
も
っ
て
い

る
憲
法
を
摘
記
し
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
憲
法
（
一
九
四
七
年
）
十
一
条
「
イ
タ
リ
ア
は
、
他
の

国
民
の
自
由
を
侵
害
す
る
手
段
お
よ
び
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段

と
し
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
」。

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
憲
法
（
一
九
九
五
年
）
九
条
「
ア
ゼ
ル
バ
イ

ジ
ャ
ン
共
和
国
は
、
他
国
の
独
立
を
侵
害
す
る
手
段
と
し
て
、
お
よ

び
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
否
認
す
る
」。

エ
ク
ア
ド
ル
憲
法
（
二
〇
〇
八
年
）
四
一
六
条
「
エ
ク
ア
ド
ル
は
、

国
際
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
国
際
紛
争
を
解

決
す
る
た
め
に
武
力
の
威
嚇
お
よ
び
武
力
の
行
使
を
否
認
す
る
」。

ボ
リ
ビ
ア
憲
法
（
二
〇
〇
九
年
）
十
条
「
ボ
リ
ビ
ア
は
、
国
家
間
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の
相
違
お
よ
び
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
侵
略
戦

争
を
否
認
す
る
」。

わ
が
国
の
憲
法
学
者
の
な
か
に
は
、九
条
一
項
の
文
言
を
も
っ
て
、

戦
力
（
軍
隊
）
の
放
棄
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
る
向
き
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
、
上
述
し
た
よ
う
な
同
じ
規
定
を
も
つ
す
べ
て
の
国
の
憲
法

に
は
、軍
隊
の
設
置
条
項
が
あ
り
ま
す
。（
イ
タ
リ
ア
憲
法
五
十
二
条
、

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
憲
法
九
条
、
エ
ク
ア
ド
ル
憲
法
一
五
八
条
、
ボ

リ
ビ
ア
憲
法
二
四
二
～
二
五
〇
条
）。
こ
の
こ
と
は
「
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
放
棄
」」
が
軍
隊
の
放
棄
に
結
び
つ

か
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。こ
こ
に
も
わ
が
国
の
憲
法
学
者
の〝
井

の
中
の
蛙
〟
的
現
象
が
み
ら
れ
ま
す
。

表
3
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
、
平
和
条
項
を

除
い
て
、
日
本
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
ば
か
り
で
す
。

も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
五
か
国
中
、
一
〇
五
か
国
す
べ

て
に
国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

私
は
、
国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
を
「
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
、

内
乱
、
組
織
的
な
テ
ロ
行
為
、
重
大
な
サ
イ
バ
ー
攻
撃
、
経
済
的
な

大
恐
慌
、
大
規
模
な
自
然
災
害
、
深
刻
な
流
行
性
の
疫
病
な
ど
、
平

時
の
統
治
体
制
で
は
対
処
で
き
な
い
国
家
の
非
常
時
に
あ
っ
て
、
国

家
が
そ
の
存
立
と
国
民
の
生
命
お
よ
び
憲
法
秩
序
を
守
る
た
め
に
特

別
の
緊
急
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
定
め
る
条
項
」
と
定
義
づ
け
て
い

ま
す
。

一
九
六
六
年
の
国
際
人
権
規
約
（
自
由
権
規
約
）
四
条
に
は
、
以

下
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

「
①
国
民
の
生
存
を
脅
か
す
公
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
そ
の
緊
急

事
態
の
存
在
が
公
式
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
規
約

の
締
約
国
は
、
事
態
の
緊
急
性
が
真
に
必
要
と
す
る
限
度
に
お

い
て
、
こ
の
規
約
に
も
と
づ
く
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
措
置
は
当
該
締
約
国
が
国
際
法
に
も
と
づ

き
負
う
他
の
義
務
に
抵
触
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
人
種
、
皮
膚

の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
ま
た
は
社
会
的
出
身
の
み
を
理
由
と

す
る
差
別
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。

②
上
記
の
規
定
は
、
第
六
条
（
生
命
に
対
す
る
権
利
の
保
障
）、

第
七
条
（
拷
問
ま
た
は
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止
）、
第
八
条
一
項

お
よ
び
二
項
（
奴
隷
的
状
態
の
禁
止
）、
第
十
一
条
（
契
約
の

義
務
不
履
行
に
よ
る
拘
束
の
禁
止
）、
第
十
五
条
（
遡
及
処
罰

の
禁
止
）、
第
十
六
条
（
法
律
の
前
に
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る

権
利
の
保
障
）、
な
ら
び
に
第
十
八
条
（
思
想
、
良
心
お
よ
び
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宗
教
の
自
由
の
保
障
）
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
を
許
す
も
の

で
は
な
い
。

③
義
務
に
違
反
す
る
措
置
を
と
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
の
規
約
の

締
結
国
は
、
違
反
し
た
規
定
お
よ
び
違
反
す
る
に
至
っ
た
理
由

を
、
国
際
連
合
事
務
総
長
を
通
じ
て
こ
の
規
約
の
他
の
締
結
国

に
た
だ
ち
に
通
知
す
る
。
さ
ら
に
、
違
反
が
終
了
す
る
日
に
、

同
事
務
総
長
を
通
じ
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
」。

各
国
が
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
を
是
認
し
、
さ
ら
に
「
真
に

必
要
と
す
る
限
度
に
お
い
て
」
と
い
う
条
件
つ
き
で
規
約
に
違
反
す

る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。

私
が
一
九
九
〇
年
以
降
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
に
特
化
し
、
上
記
九

項
目
に
つ
い
て
調
査
・
発
表
し
た
の
は
二
〇
〇
八
年
十
二
月
末
（
対

象
国
九
十
三
か
国
）、
一
五
年
十
二
月
末
（
対
象
国
一
〇
三
か
国
）、

一
九
年
八
月
末
（
対
象
国
一
〇
四
か
国
）
で
す
が
、
対
象
国
す
べ
て

の
国
に
国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
平
和
条
項
は
一
〇
五
か
国
中
一
〇
三
か
国
に
導
入
さ
れ
て

い
ま
す
（
フ
ィ
ジ
ー
一
九
九
七
年
憲
法
と
チ
ュ
ニ
ジ
ア
二
〇
二
二
年

憲
法
に
は
平
和
条
項
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
）。

そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
ほ
と
ん
ど
の
諸
国
憲
法
は
、
平
和
条
項
と

表 3　1990 年 2 月（ナミビア）以降、2022 年 7 月（チュニジア）までに新しく制定された 
各国憲法（105 か国）の態様―新しい権利、平和・国家緊急事態対処条項などを中心に

2023 年 8 月現在

項目 条項導入
国数

割合
（%） おもな導入国

①環境の権利・義務・保護 100 95.2 ナミビア、コロンビア、パラグアイ
②プライバシーの権利 88 83.8 ポーランド、ウクライナ、アンドラ
③知る権利 76 72.4 アルバニア、キルギス、ボリビア
④家族の保護 88 83.8 カンボジア、ブータン、アルゼンチン
⑤政　党 92 87.6 スロバキア、モロッコ、コロンビア
⑥国民投票（憲法改正を含まず） 94 89.5 スイス、ペルー、フィンランド
⑦平　和 103 98.1 東チモール、コソボ、イラク
⑧憲法裁判所 67 63.8 ハンガリー、ジョージア、モンゴル
⑨国家緊急事態対処 105 100 スイス、フィンランド、ロシア
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国
家
緊
急
事
態
対
処
条
項
を
不
可
分
の
関
係
に
設
定
し
て
い
る
の 

で
す
。

一
九
七
八
年
に
は
、
統
合
幕
僚
会
議
議
長
だ
っ
た
栗
栖
弘
臣
氏

（
一
九
二
〇
～
二
〇
〇
四
年
）
が
「
現
在
の
法
体
制
の
も
と
で
は
、

自
衛
隊
は
有
事
に
際
し
て
超
法
規
的
な
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

い
」
と
発
言
し
ま
し
た
。「
超
法
規
的
措
置
」
は
、
立
憲
主
義
に
相

反
し
ま
す
。
憲
法
お
よ
び
法
律
で
有
事
に
備
え
た
対
応
措
置
を
規
定

し
て
お
く
べ
き
は
当
然
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
早
く
に
指
摘
し
た
の
が
、
京
都
帝
国
大
学
お
よ

び
立
命
館
大
学
で
憲
法
学
の
教
鞭
を
と
っ
た
大
西
芳
雄
氏
（
一
九
〇
九

～
一
九
七
五
）
で
す
。「
憲
法
に
も
法
律
に
も
非
常
事
態
に
対
す
る

何
ら
の
措
置
を
予
定
し
な
い
国
は
、
一
見
、
立
憲
主
義
の
原
則
に
忠

実
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
て
、
実
は
、
そ
の
反
対
物
に
転
落
す
る
危

険
を
ふ
く
む
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
」（
日
本
公
法
学
会
『
公
法

研
究
』
第
十
七
号
、
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）。
し
ご
く
妥
当
な
言

説
で
す
、
け
れ
ど
も
大
西
芳
雄
氏
の
考
え
方
は
、
当
時
で
も
現
在
で

も
、
多
数
説
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
憲
法
学
者
の
非
立
憲
的
態
度
が

露
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
、
注
目
に
値
す
る
の
は
「
環
境
の
権
利
・
義
務
・
保
護
」

条
項
は
、
一
〇
五
か
国
中
、
一
〇
〇
か
国
（
九
五
・
二
％
）
に
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

環
境
問
題
が
国
際
社
会
で
課
題
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
二
年
六

月
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た
国
連
人
間

環
境
会
議
に
お
い
て
で
す
。
こ
の
日
は
「
世
界
環
境
デ
イ
」
と
さ
れ
、

わ
が
国
で
は
「
環
境
の
日
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
会
議
で
発
せ
ら
れ
た
『
人
間
環
境
宣
言
』
の
前
文
は
、
次
の
よ

う
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。

「
人
は
環
境
の
創
造
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
環
境
の
形
成
者
で

も
あ
る
。（
中
略
）
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
中
で
環
境
へ

の
影
響
に
い
っ
そ
う
の
思
慮
深
い
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
行
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
知
・
無
関
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
と
福
祉
が
依
存
す
る
地
球
上
の

環
境
に
対
し
、
重
大
か
つ
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
害
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
。
逆
に
十
分
な
知
識
と
賢
明
な
行
動
を
も
っ
て
す

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
と
子
孫
の
た
め
、

人
類
の
必
要
と
希
望
に
そ
っ
た
環
境
で
よ
り
良
い
生
活
を
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

そ
し
て
、
同
宣
言
は
天
然
資
源
の
保
護
（
第
二
原
則
）、
野
生
生
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物
の
保
護
（
第
四
原
則
）
と
と
も
に
、
第
二
十
六
原
則
で
「
人
と
そ

の
環
境
は
、
核
兵
器
そ
の
他
す
べ
て
の
大
量
破
壊
兵
器
手
段
の
影
響

か
ら
免
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
国
は
、
関
連
す
る
国
際
的
機
関

に
お
い
て
、こ
の
よ
う
な
兵
器
の
除
去
と
完
全
な
る
廃
棄
に
つ
い
て
、

す
み
や
か
に
合
意
に
達
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
ナ
ミ
ビ
ア
の
一
九
九
〇

年
憲
法
、
一
九
九
一
年
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
、
一
九
九
二
年
の
パ
ラ

グ
ア
イ
憲
法
で
す
。

ナ
ミ
ビ
ア
憲
法
九
十
五
条
「
国
は
、
と
り
わ
け
次
の
事
項
に
関
す

る
政
策
を
採
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
福
祉
を
積
極
的
に
推
進

し
、
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
～
⑪
は
省
略
。

⑫
生
態
系
、
基
本
的
な
生
態
的
進
化
、
ナ
ミ
ビ
ア
の
生
物
学
的
多

様
性
の
保
持
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
す
べ
て
の
ナ
ミ
ビ
ア
人
の
た
め

に
正
当
と
認
め
ら
れ
得
る
形
で
の
自
然
資
源
の
活
用
、
と
く
に
政
府

は
、
ナ
ミ
ビ
ア
領
土
内
に
外
国
の
核
お
よ
び
有
毒
の
廃
棄
物
を
投
棄

し
ま
た
は
再
利
用
す
る
こ
と
に
対
し
、
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」。

前
述
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
八
十
一
条
お
よ
び
パ
ラ
グ
ア
イ
憲
法
八

条
に
は
、
環
境
保
護
の
た
め
に
核
兵
器
の
み
な
ら
ず
、
生
物
兵
器
お

よ
び
化
学
兵
器
の
製
造
・
持
ち
込
み
を
禁
止
す
る
規
定
を
お
い
て
い

ま
す
。

環
境
条
項
を
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
し
た
事
例
と
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
憲
法
（
一
九
五
八
年
）、
ド
イ
ツ
憲
法
（
一
九
四
九
年
）
お
よ

び
イ
タ
リ
ア
憲
法
（
一
九
四
七
年
）
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
（
一
九
五
八
年
憲
法
）
で
は
、二
〇
〇
四
年
二
月
に
『
環

境
憲
章
』
を
採
択
、
環
境
が
「
人
類
の
共
通
財
産
で
あ
る
」（
前
文
）

と
の
基
本
認
識
が
示
さ
れ
、「
各
人
は
、
均
衡
の
と
れ
る
か
つ
健
康

が
尊
重
さ
れ
る
環
境
の
な
か
で
生
き
る
権
利
を
有
す
る
権
利
」（
一

条
）
な
ど
の
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
五
年
三
月
に
は

憲
法
を
改
正
し
て
、
前
文
に
従
来
の
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
お

よ
び
国
民
主
権
の
原
理
へ
の
忠
誠
に
加
え
て
、
新
た
に
「
環
境
憲
章

に
定
め
ら
れ
て
い
る
権
利
と
義
務
へ
の
忠
誠
を
厳
粛
に
宣
言
す
る
こ

と
」
と
い
う
文
言
が
取
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
（
一
九
四
九
年
憲
法
）
は
、
一
九
九
四
年
十
月
の
第

四
十
二
回
改
正
と
二
〇
〇
二
年
七
月
の
第
五
十
回
改
正
に
よ
り
、
ま

た
イ
タ
リ
ア
憲
法
（
一
九
四
七
年
）
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
に
、
そ

れ
ぞ
れ
環
境
条
項
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
い
ま
や
、
環
境
条
項
は
憲
法
の
必
置
条
項
で
あ
る
と
の
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傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
制
定
さ
れ
た
諸
国
憲
法
の
動
向

を
検
証
し
て
、
日
本
国
憲
法
は
典
型
的
に
二
十
世
紀
型
の
憲
法
で
あ

り
、
完
全
に
時
代
遅
れ
の
憲
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
言
で
き
ま

す
。三

、
日
本
国
憲
法
の
作
成
に
直
接
・
間
接
に
か
か
わ
っ
た
人
た
ち

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
人
た
ち

私
は
、
一
九
八
四
年
一
月
か
ら
八
七
年
九
月
に
か
け
て
、
日
本
国

憲
法
の
作
成
に
直
接
・
間
接
に
か
か
わ
っ
た
四
十
七
人
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
し
ま
し
た
。
か
っ
こ
内
は
、
米
国
人
に
つ
い
て
は
、
出
身
校
、

総
司
令
部
案
作
成
時
に
お
け
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
の
階
級
、
所
属
委
員
会
、

帰
国
後
の
地
位
な
ど
、
日
本
人
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
地
位
と
そ
の

後
の
地
位
を
記
載
し
ま
し
た
。＊
印
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
関
連
内
容
。

こ
の
な
か
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
で
日
本
国
憲
法
の
原
案
を
作
成

し
た
八
人
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
最
大
の
キ
ー
パ
ー
ス
ン
は
、
運
営

委
員
長
と
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
作
成
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の

日
本
側
と
の
全
交
渉
に
当
た
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐

（
一
九
〇
六
～
一
九
九
六
年
）
で
す
。
私
は
ケ
ー
デ
ィ
ス
氏
に
四
度

面
会
し
て
い
ま
す
が
、
特
筆
し
て
お
き
た
い
の
は
、
九
条
に
か
か
わ

る
言
述
で
す
。

一
九
四
六
年
二
月
三
日
に
日
本
側
へ
提
示
さ
れ
た
九
条
の
原
案
た

る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
（
以
下
、
マ
・
ノ
ー
ト
と
略
記
）
第
二

原
則
は
以
下
の
内
容
で
し
た
。

「
国
の
主
権
的
権
利
と
し
て
の
戦
争
は
、廃
止
す
る
。
日
本
は
、

紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
お
よ
び
自
己

の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
さ
え
も
、
戦
争
を
放

棄
す
る
。
日
本
は
、
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
い
ま
や
世
界
を
動

か
し
つ
つ
あ
る
崇
高
な
理
想
に
委
ね
る
。

い
か
な
る
日
本
の
陸
海
空
軍
も
決
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た

い
か
な
る
交
戦
権
も
、
日
本
軍
隊
に
対
し
て
与
え
ら
れ
な
い
」。

こ
こ
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
戦
争

に
は
「
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
」
と
、「
自

己
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
」
の
二
種
類
あ

る
と
考
え
、
そ
の
い
ず
れ
も
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
記
し

て
い
た
こ
と
で
す
。
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1984（昭和 59）年

1 月 26 日 岩倉規夫（内閣官房会計課長、初代国立公文書館館長）
＊松本委員会との関連

1 月 27 日
藤崎萬里（外務省入省、終戦連絡〈以下で終連と略記〉中央事務局、最高裁
判所判事）
＊終連中央事務局での活動内容

2 月 2 日 朝海浩一郎（外務省入省、終連中央事務局、駐米国大使）
＊終連中央事務局での活動内容

2 月 18 日 渡辺佳英（法制局参事官、中小企業金融公庫総裁）
＊ひらがな・口語体のいきさつ

2 月 20 日 幣原道太郎（幣原喜重郎総理大臣長男、獨協大学教授）
＊ 9 条の発案者について

2 月 23 日 島静一（外交科試験合格、終連中央事務局、駐イラク大使）
＊終連中央事務局での活動内容

3 月 1 日 降旗徳弥（幣原喜重郎総理大臣秘書官、国務大臣、電話にて）
＊ 9 条の発案者について

3 月 5 日 木内四郎（内閣副書記官長、国務大臣）
＊ 9 条の発案者について

3 月 8 日 増田甲子七（福島県知事、国務大臣）
＊ 9 条の発案者について

3 月 14 日 山田久就（外務省入省、終連中央事務局、国務大臣）
＊終連中央事務局での活動内容

3 月 20 日 村田聖明（ニッポン・タイムズ社員、ジャパン・タイムズ常務）
＊ 9 条の発案者について

3 月 23 日 押谷富三（大阪府議、衆議院議員、政務次官）
＊ 9 条の発案者について

3 月 24 日 リチャード・B. フィン（ハーバード大学ロー・スクール、極東委員会米国代表団）
＊極東委員会との関係

4 月 3 日
ロバート・E. ウォード（スタンフォード大学、海軍情報部、カリフォルニア
大学で博士号、スタンフォード大学フーバー研究所所長）
＊「天皇の身体」との関係

4 月 6 日
ハンス・H. ベアワルト（カリフォルニア大学、民政局公職追放課、帰国後カ
リフォルニア大学で博士号、カリフォルニア大学教授）
＊「戦争放棄」のとらえ方

4 月～ 9 月
セオドア・マクネリー（ウィンスコンシン大学、GHQ 民間諜報局情報分析官、
帰国後コロンビア大学で博士号取得、メリーランド大学教授）
＊私の受けいれ教授として、日本国憲法の成立過程全般

6 月 16 日 オズボーン・ハウゲ（セント・オラフ大学、海軍中尉、立法権に関する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

7 月 9 日
リチャード・A. プール（ハーバーフォード大学、海軍少尉、天皇等に関する
委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

7 月 26 日 ジャスティン・ウィリアムズ（アイオワ大学で博士号、民政局立法課長）
＊ GHQ 民政局メンバーとしての所見

10 月 19 日 ベアテ・シロタ・ゴードン（ミルズ大学、人権に関する委員会）
＊憲法草案に女性の権利条項を導入した背景

11 月 4 日
ミルトン・J. エスマン（プリンストン大学で政治学博士、陸軍中尉、行政権
に関する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容
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11 月 13 日

チャールズ・L. ケーディス（ハーバード大学ロー・スクール、大佐、民政局次長、
運営委員長）
＊運営委員長としての全体的内容
ジョン・マキ（ワシントン大学、民政局 <46 年 2 月～ 8 月 >、帰国後ハーバ
ード大学で博士号、マサチューセッツ大学教授）
＊ GHQ での活動内容

11 月 28 日 A（匿名希望）
＊ 9 条の和文英訳担当者としての所見

1985（昭和 60）年

2 月 1 日　
セシル・J. ティルトン（ハーバード大学ビジネス・スクール、陸軍少佐、地
方行政に関する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

3 月 23 日
ジョージ・A. ネルスン（ロックフェラー財団研究員、陸軍中尉、天皇等に関
する委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

8 月 6 日 石黒武重（法制局長官、国務大臣）
＊松本委員会との関係

8 月 16 日 古井喜実（松本烝治委員会嘱託、国務大臣）
＊松本委員会との関係

8 月 23 日 マーセル・グリリ（コロンビア大学、民間情報教育局から民政局へ移動）
＊ GHQ 民政局での活動内容

9 月 16 日 諸橋襄（枢密院書記官長、帝京大学法学部長）
＊枢密院での活動内容

9 月 27 日 松本重治（近衛文麿ブレーン、国際文化会館理事長）
＊近衛文麿の活動内容

10 月 13 日 大石義雄（佐々木惣一教授助手、京都大学教授）
＊佐々木惣一の活動内容

1986（昭和 61）年

1 月 28 日 デイル・M. ヘレガース（日本国憲法成立過程の研究者、書簡にて）
＊意見交換

1 月 31 日

奥野誠亮（内務官僚、国務大臣）
＊帝国議会の雰囲気
細川隆元（朝日新聞編集局長、社会党議員、政治評論家、電話にて）
＊帝国議会の雰囲気

2 月　7 日 門司亮（日本社会党結成に参加、衆議院議員）
＊帝国議会の雰囲気

2 月 12 日

竹本孫一（片山哲総理大臣秘書官、衆議院議員）
＊帝国議会の雰囲気
和田一仁（西尾末広衆議院議員秘書、衆議院議員）
＊帝国議会の雰囲気

2 月 13 日

佐藤玖美子（佐藤達夫長女、駒澤大学教授）
＊佐藤達夫の人柄
佐藤紀子（佐藤達夫次女、富山県高岡市長夫人、電話にて）
＊佐藤達夫の人柄

3 月 11 日 原健三郎（衆議院議員、衆議院議長）
＊帝国議会での活動内容
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総
司
令
部
民
政
局
に
お
い
て
こ
の
マ
・
ノ
ー
ト
第
二
原
則
に
修
正

を
加
え
た
の
が
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
大
佐
で
す
。

「
国
の
主
権
的
権
利
と
し
て
の
戦
争
は
、
廃
止
す
る
。
武
力
に

よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
は
、
他
国
と
の
間
の
紛
争
を
解

決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
放
棄
す
る
。

陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
決
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
、
ま
た
交
戦
権
は
、
国
家
に
対
し
て
決
し
て
与
え
ら
れ 

な
い
」。

こ
の
修
正
の
特
色
は
、
マ
・
ノ
ー
ト
に
あ
っ
た
「
お
よ
び
自
己
の

安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
さ
え
も
」
の
部
分
を
削
除
し

た
こ
と
と
、「
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
」
を
加
え
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

ケ
ー
デ
ィ
ス
氏
は
、
一
九
八
四
年
十
一
月
、
私
に
以
下
の
よ
う
に

語
り
ま
し
た
。「
私
は
、
マ
・
ノ
ー
ト
第
二
原
則
に
あ
っ
た
『
自
己

の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
さ
え
も
、
戦
争
を
放
棄
す

る
』
の
文
言
を
削
除
し
ま
し
た
。
私
は
ど
の
国
家
に
も
『
自
己
保
存

の
権
利
』
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
は
、
他
国
の
軍
隊
に

上
陸
さ
れ
た
場
合
、
自
ら
を
防
衛
す
る
こ
と
は
当
然
で
き
る
は
ず
で

3 月 26 日
フランク・リゾー（ジョージ・ワシントン大学修士、陸軍大尉、財政に関す
る委員会）
＊ GHQ 民政局での憲法草案起草内容

4 月 28 日 トーマス・ブレークモア（ケンブリッジ大学、国務省、GHQ 法務部、電話にて）
＊ GHQ での活動内容

12 月 8 日 水野勝邦（貴族院議員 < 旧華族 >、立正大学教授）
＊貴族院での活動内容

1987（昭和 62）年

9 月 20 日
ロバート・A. フィアリー（ハーバード大学、国務省極東局北東アジア部日本
課　書簡にて）
＊マッカーサー草案の準備内容

期日無限定

中川融（外務省入省、国連大使、駒澤大学教授）
＊当時の外務省における雰囲気など
林修三（大蔵省入省、内閣法制局長官、駒澤大学教授）
＊当時の法制局における雰囲気など

以上 47 人
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す
。
た
だ
座
し
て
死
を
待
っ
た
り
、
侵
略
者
に
わ
が
も
の
顔
で
の
し

歩
か
せ
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。

私
は
ま
た
、『
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
は
、
他
国

と
の
間
と
の
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、永
久
に
放
棄
す
る
』

を
追
加
し
ま
し
た
。
確
か
一
九
四
五
年
六
月
に
調
印
さ
れ
た
国
連
憲

章
か
一
九
二
八
年
に
七
月
に
署
名
さ
れ
た
パ
リ
不
戦
条
約
に
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

芦
田
修
正
に
つ
い
て
い
え
ば
、
芦
田
氏
が
修
正
案
を
も
っ
て
私
を

訪
れ
た
と
き
、
即
座
に
Ｏ
Ｋ
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
芦
田
氏
が
驚
い
て

い
ま
し
た
。
芦
田
修
正
が
あ
る
種
の
軍
隊
を
持
つ
こ
と
を
可
能
に
し

て
も
、
他
国
に
対
し
て
戦
争
を
し
か
け
る
の
で
は
な
く
て
、
侵
略
を

撃
退
し
、
あ
る
い
は
反
乱
を
抑
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ぎ
り
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
基
本
原
則
に
反
し
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
」。

こ
う
し
て
み
る
と
、
極
東
委
員
会
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も
、
自
衛
の
た
め

の
軍
隊
保
持
を
許
容
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
日
本
政
府

は
、
平
和
主
義
の
語
に
呪
縛
さ
れ
、
行
き
過
ぎ
た
自
己
規
制
に
も
と

づ
く
解
釈
に
拘
泥
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
人
、
一
九
八
五
年
三
月
に
お
こ
な
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ネ
ル

ス
ン
（
一
九
二
〇
？
～
没
年
不
明
、
陸
軍
中
尉
）
氏
と
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
お
伝
え
し
ま
す
。
ネ
ル
ス
ン
氏
は
フ
ラ
ン
ス
の
片
田
舎
に
住

ん
で
お
り
、
自
宅
へ
は
パ
リ
の
オ
ル
リ
ー
空
港
か
ら
ペ
リ
グ
ー
空
港

へ
プ
ロ
ペ
ラ
機
で
二
時
間
の
フ
ラ
イ
ト
、
さ
ら
に
車
で
約
一
時
間
を

要
し
ま
し
た
。

「
天
皇
の
地
位
と
し
て
『
象
徴
』
な
る
語
を
使
っ
た
の
は
私
で

あ
る
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の

分
野
で
学
者
、
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・

バ
ジ
ョ
ッ
ト
（
一
八
二
六
～
一
八
七
七
年
）
の
『
英
国
憲
法
論
』

（
初
版
は
一
八
六
七
年
）
に
〝
象
徴
〟
な
る
語
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
す
（
注
・
同
書
に
は
「
英
国
王

は
目
に
見
え
る
統
合
の
象
徴
〈sym

bol

〉
と
書
か
れ
て
い
る
）。

と
に
か
く
、
日
本
の
皇
室
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
英
国
の
よ

う
な
皇
室
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
し
た
」。

日
本
国
憲
法
一
条
の
「
天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本

国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
」
の
出
所
が
わ
か
り
、
遠
路
フ
ラ
ン
ス
ま

で
来
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

な
お
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
八
人
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
メ
ン
バ
ー
の

大
半
が
、
自
分
た
ち
が
草
案
を
作
成
し
た
あ
の
『
憲
法
』
が
四
十
年
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近
く
ま
っ
た
く
改
正
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
非
常
に
驚
い

て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
四
十
年
を
経
て
い
ま
す
。
こ
の
事
実
を
ど
う
伝

え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
人
と
し
て
、
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
の
総
務
部
長
だ
っ
た
朝

海
浩
一
郎
氏
（
の
ち
に
米
国
大
使
な
ど
歴
任
）
の
証
言
を
お
伝
え
し

て
お
き
ま
す
。

「
占
領
と
い
う
の
は
、非
常
に
厳
し
い
も
の
で
す
。
向
こ
う
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
血
を
流
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
憲
法
の

押
し
つ
け
云
々
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
憲
法
を
押
し
つ
け
な
け
れ

ば
、
占
領
軍
と
し
て
の
価
値
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」。

私
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
事
実
（
フ
ァ
ク
ト
）
と
証
拠
（
エ
ビ
デ
ン
ス
）

に
も
と
づ
き
論
を
展
開
し
、
付
和
雷
同
す
る
こ
と
な
く
、
ユ
ー
モ
ア

を
大
切
に
し
て
自
分
ら
し
さ
を
貫
く
」
こ
と
で
す
。
本
書
を
執
筆
す

る
に
あ
た
り
、
こ
の
モ
ッ
ト
ー
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
基
本
に
し
た

の
は
、当
然
で
す
。本
書
は
、い
わ
ば
終
活
本
第
一
号
に
あ
た
り
ま
す
。

私
の
趣
味
で
あ
る
落
語
を
活
か
し
た
『
ユ
ー
モ
ア
の
玉
手
箱
』（
産

経
新
聞
出
版
）
が
十
月
に
発
売
さ
れ
ま
す
。
憲
法
、
比
較
憲
法
、
防

衛
法
学
以
外
の
本
は
、
最
初
で
最
後
に
な
る
で
し
ょ
う
。
終
活
本
第

二
号
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
現
在
、
新
た
な
テ
ー
マ
を
見
つ
け
、
終
活
本
第
三
号
に
挑

戦
し
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
い
た
だ
き
た
く
お

願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。



　222223　　　『陸軍中野学校の光と影　インテリジェンス・スクール全史』

●
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本

岸
田
文
雄
政
権
の
成
果
の
一
つ
が
、
国
家
安
全
保
障
戦
略
に
お
い

て
戦
後
初
め
て
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
重
視
を
明
確
に
謳
っ
た
こ

と
だ
。
二
〇
二
二
年
十
二
月
、国
家
安
全
保
障
戦
略
を
全
面
改
定
し
、

防
衛
力
の
抜
本
強
化
に
踏
み
切
っ
た
際
、「
急
速
か
つ
複
雑
に
変
化

す
る
安
全
保
障
環
境
に
お
い
て
、
政
府
が
的
確
な
意
思
決
定
を
行
う

に
は
、
質
が
高
く
時
宜
に
適
っ
た
情
報
収
集
・
分
析
が
不
可
欠
で
あ

る
」
と
し
て
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
重
視
を
打
ち
出
し
た
の
だ
。

敗
戦
後
の
日
本
は
な
が
ら
く
軍
事
や
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
タ
ブ

ー
視
し
、
あ
る
意
味
、
日
本
の
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
米
国
に
依
存

し
て
き
た
。
し
か
し
第
二
次
安
倍
晋
三
政
権
に
な
っ
て
二
〇
一
三
年

に
日
本
独
自
の
国
家
安
全
保
障
戦
略
を
策
定
し
、
外
交
、
経
済
だ
け

で
な
く
、
軍
事
や
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
も
活
用
し
て
米
国
以
外
の
国

と
も
安
全
保
障
関
係
を
強
化
し
、「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平

洋
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
の
路
線
を
受
け
継
い
だ
岸
田

政
権
が
国
家
安
全
保
障
戦
略
上
も
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
重
視
を
明
確

に
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

実
は
一
九
九
一
年
の
東
西
冷
戦
終
結
後
、
国
際
貢
献
、
具
体
的
に

は
湾
岸
戦
争
を
始
め
と
す
る
国
際
紛
争
に
日
本
も
具
体
的
に
関
与
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
東
西
冷
戦
時
代
は
、
ア
メ
リ

カ
を
中
心
と
し
た
西
側
陣
営
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た

が
、
冷
戦
終
結
後
の
流
動
化
す
る
国
際
情
勢
に
際
し
て
日
本
は
経
済

『
陸
軍
中
野
学
校
の
光
と
影

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ス
ク
ー
ル
全
史
』

（
芙
蓉
書
房
出
版
）

江

崎

道

朗

（
麗
澤
大
学
客
員
教
授
）

Book Review
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大
国
と
し
て
国
際
秩
序
を
守
る
た
め
の
具
体
的
な
行
動
を
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
東
へ
の
自
衛
隊
の
派
遣
が
そ
の
象
徴
的
な
事

例
だ
。
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
を
す
る
と
な
る
と
、欧
米
諸
国
の
動
向
、

国
連
の
動
向
、
何
よ
り
も
複
雑
な
中
東
情
勢
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い

情
報
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
か
く
し
て
日
本
は
日
本
独
自
の
対
外

情
報
収
集
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

も
っ
と
も
我
が
国
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
（T

he Central 
Intelligence A

gency

）
や
イ
ギ
リ
ス
の
Ｍ
Ｉ
6
（T
he Secret 

Intelligence Service , com
m

only know
n as M

I6

：M
ilitary 

Intelligence, Section 6

）
に
相
当
す
る
対
外
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
機
関
が
存
在
し
な
い
（
内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
、
外
務
省
国

際
情
報
統
括
官
組
織
、
防
衛
省
防
衛
政
策
局
、
警
察
庁
警
備
局
、
公

安
調
査
庁
な
ど
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
関
は
存
在
す
る
）。
こ
の

た
め
、
対
外
的
な
情
報
収
集
と
分
析
、
諜
報
や
防
諜
な
ど
の
分
野
が

弱
か
っ
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
世
界
か
ら
立
ち
遅
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
危
機
感
か
ら
政
府
・
自
民
党
の
中
で
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に

関
す
る
研
究
会
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
、
自

民
党
の
町
村
信
孝
先
生
を
中
心
と
し
た
国
会
議
員
有
志
に
よ
る
イ
ン

テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
研
究
会
が
二
〇
一
〇
年
代
の
あ
る
と
き
、

Ｃ
Ｉ
Ａ
の
元
幹
部
を
講
師
と
し
て
招
い
た
こ
と
が
あ
る
。
参
加
し
た

議
員
の
一
人
が
「
日
本
の
対
外
情
報
機
関
を
再
建
す
る
に
あ
た
り
、

ま
ず
何
を
す
べ
き
か
」
と
尋
ね
た
。
Ｃ
Ｉ
Ａ
を
手
本
に
し
て
、
そ
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
見
習
い
た
い
と
い
う
意
図
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

元
幹
部
の
回
答
は
予
想
外
だ
っ
た
。

「
そ
れ
を
い
う
な
ら
、
み
な
さ
ん
は
ま
ず
日
本
の
戦
前
・
戦
中
の
イ

ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
か
ら
学
ん
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
我
々

は
、
戦
前
・
戦
中
の
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
の
成
功
と
失

敗
の
歴
史
か
ら
も
懸
命
に
学
び
な
が
ら
、
今
日
の
活
動
に
活
か
し
て

い
る
の
で
す
」

彼
の
発
言
が
何
を
指
し
て
い
た
の
か
、
今
日
の
日
本
で
は
わ
か
ら

な
い
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
戦
前
の
日
本
に
は
、
多
く
の
イ
ン

テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
関
が
あ
り
、
そ
の
活
動
は
国
際
社
会
で
も
注
目
さ

れ
て
い
た
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
要
員
を
養
成
す
る
専
門
の
教
育
訓

練
機
関
も
存
在
し
た
。
一
九
三
八
年
の
創
設
時
の
名
称
は
「
防
諜
研

究
所
」
で
、東
京
都
中
野
区
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、の
ち
に
「
陸

軍
中
野
学
校
」と
改
称
さ
れ
た
組
織
だ
。
そ
の
卒
業
生
た
ち
が
戦
前
・

戦
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
秘
密
工
作
に
従
事
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
各
国
の
独

立
運
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
そ
の
存
在
は
戦
時
中
も
極
秘
と
さ
れ
、
終
戦
と
と
も
に
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閉
鎖
さ
れ
、
関
連
資
料
は
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た

め
そ
の
実
情
は
、
卒
業
生
に
よ
る
回
想
録
な
ど
に
よ
っ
て
細
々
と
語

り
継
が
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
中
野
学
校
の
出
身
者
た
ち
の
活
動

が
国
家
の
政
策
や
戦
略
と
ど
う
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
、
そ
の
結
果

が
ど
う
な
っ
た
の
か
、
網
羅
的
な
学
術
研
究
も
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
恐
ら
く
歴
史
の
闇
の
な
か
に
葬
ら
れ

る
だ
け
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

●
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
元
情
報
分
析
官
が
戦
前
の
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
活
動
を
再
評
価

と
こ
ろ
が
二
〇
二
二
年
八
月
、
画
期
的
な
一
冊
が
邦
訳
・
刊
行
さ

れ
た
。『
陸
軍
中
野
学
校
の
光
と
影　

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ス
ク

ー
ル
全
史
』（
芙
蓉
書
房
出
版
）
だ
。
著
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｃ
・

マ
ル
カ
ー
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
元
情
報
分
析
官
。
ミ
ド
ル
ベ

リ
ー
大
学
で
特
殊
戦
の
政
策
と
と
も
に
日
本
語
を
学
び
、
一
時
は
日

本
の
高
校
で
英
語
教
師
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
ア
ジ
ア

の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
史
を
研
究
す
る
過
程
で
中
野
学
校
の
存
在
を

知
り
、
独
自
に
調
査
・
研
究
を
始
め
た
と
い
う
。

英
語
版
の
原
著
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
二
年
で
、
も
と
も
と

日
本
語
版
の
刊
行
予
定
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
戦
前
日
本
の
優
れ
た

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
を
研
究
し
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ

ン
ス
活
動
に
活
か
そ
う
と
い
う
意
図
だ
っ
た
ら
し
い
。
先
の
Ｃ
Ｉ
Ａ

の
元
幹
部
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
は
独
自
に
中
野
学
校
を

調
査
し
、
自
ら
の
知
見
と
し
て
取
り
込
も
う
と
し
た
わ
け
だ
。
そ
の

内
容
を
初
め
て
一
般
公
開
し
た
の
が
こ
の
本
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

も
い
か
に
貴
重
な
一
冊
か
が
わ
か
る
は
ず
だ
。

著
者
の
強
み
は
、ま
ず
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
プ
ロ
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
側
に
残
っ
て
い
た
資
料
と
日
本
側
の
記
録
を
照
ら

し
合
わ
せ
な
が
ら
調
べ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
だ
。
し
か
も
戦
勝
国

と
し
て
の
奢
り
も
偏
見
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
フ
ェ
ア
に
、
陸
軍
中

野
学
校
と
そ
の
関
係
者
の
活
動
の
ど
の
部
分
が
優
れ
、
ど
こ
に
失
敗

が
あ
っ
た
の
か
を
学
術
的
・
総
括
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

そ
の
意
気
込
み
は
、「
ま
え
が
き
」
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

〈
日
本
で
は
長
年
に
わ
た
っ
て
中
野
学
校
に
関
す
る
数
多
く
の

記
事
や
書
籍
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
国
で
は
中
野
学
校

に
関
し
て
ほ
ぼ
公
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
米
国

の
戦
略
情
報
部
（
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）
や
英
国
の
特
殊
作
戦
執
行
部
（
Ｓ

Ｏ
Ｅ
）
な
ど
に
相
当
す
る
日
本
の
情
報
機
関
の
活
躍
や
史
実 
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が
、
世
界
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
史
か
ら
完
全
に
抜
け
落
ち
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
の
大
き
な
痛
手
で
あ
る
〉（『
陸
軍
中
野

学
校
の
光
と
影
』、
一
四
頁
）

要
す
る
に
世
界
的
な
視
点
で
日
本
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
イ
ン

テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
を
見
直
し
て
い
る
わ
け
だ
。
中
野
学
校
が
ど
う

い
う
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
再
評
価
し
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
。

●
イ
ン
ド
の
独
立
を
支
え
た
中
野
学
校
の
関
係
者
た
ち

で
は
、中
野
学
校
出
身
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
の
か
。

〈
中
野
要
員
は
、
そ
の
才
能
を
活
か
し
、
南
米
か
ら
南
太
平
洋

を
股
に
か
け
て
情
報
収
集
を
行
い
、
世
界
中
で
数
え
き
れ
な
い

ほ
ど
の
任
務
に
従
事
し
て
い
た
。
中
に
は
、
イ
ン
ド
や
東
南
ア

ジ
ア
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
支
配
を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め

に
隠
密
行
動
を
展
開
し
た
者
が
い
た
〉（『
陸
軍
中
野
学
校
の
光

と
影
』、
一
三
頁
）

「
ま
え
が
き
」
で
こ
う
書
い
た
マ
ル
カ
ー
ド
は
第
一
章
か
ら
第
四
章

に
か
け
て
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
に
対
す
る
工
作
と
中
野
学
校
の
関

係
に
つ
い
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
の
一
人
が
陸
軍
中

野
学
校
の
教
官
だ
っ
た
藤
原
岩
市
少
佐
で
あ
る
。
中
野
学
校
出
身
者

で
構
成
さ
れ
た
「
Ｆ
機
関
」
と
呼
ば
れ
る
特
務
機
関
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
、
イ
ン
ド
独
立
運
動
を
支
援
し
た
人
物
だ
。

先
の
戦
争
に
お
け
る
緒
戦
と
い
え
ば
、
や
は
り
イ
ギ
リ
ス
領
だ
っ

た
マ
レ
ー
半
島
を
奇
襲
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ま
で
陥
落
さ
せ
た
「
マ

レ
ー
作
戦
」
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
の
と
き
、
裏
工
作
を
行
っ
て
い
た

の
が
Ｆ
機
関
と
、
中
野
学
校
創
設
に
関
与
し
た
岩
畔
豪
雄
中
佐
率
い

る
岩
畔
機
関
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
軍
の
多
く
は
イ
ン
ド
兵
だ
っ
た

が
、
彼
ら
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
寝
返
ら
せ
、
日
本
軍
の
味
方
に
引
き
込

ん
だ
の
だ
。
そ
れ
も
決
し
て
強
引
な
方
法
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
作
戦
の
一
環
と
し
て
、映
画
の
製
作
を
行
っ
た
り
し
た
。

イ
ン
ド
兵
士
の
感
情
に
訴
え
る
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
軍
を
内
側
か
ら

崩
壊
さ
せ
た
の
だ
。

今
日
で
は
、
こ
う
し
て
軍
隊
の
戦
闘
と
と
も
に
宣
伝
工
作
や
サ
イ

バ
ー
戦
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
戦
争
を
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
」
と
い

う
。
こ
れ
が
現
代
の
戦
争
の
形
態
で
あ
り
、
日
本
も
早
急
に
そ
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
身
に
着
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
す
で
に
八
十
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年
前
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
関
が
日
本
に
は

存
在
し
た
の
だ
。

中
野
学
校
関
係
者
に
よ
る
活
動
は
そ
れ
で
終
わ
ら
な
い
。
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
捕
虜
に
な
っ
た
イ
ン
ド
兵
を
集
め
、
イ
ン
ド
国
民
軍
（
Ｉ

Ｎ
Ａ
）
の
設
立
を
主
導
す
る
。
こ
れ
が
そ
の
後
の
イ
ン
ド
独
立
運
動

の
原
動
力
に
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
イ
ン
ド

独
立
運
動
の
指
導
者
で
当
時
、
ド
イ
ツ
に
亡
命
し
て
い
た
ネ
タ
ジ
・

Ｓ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
を
招
聘
し
た
の
も
彼
ら
で
あ
る
。
ネ
タ

ジ
は
指
導
者
の
意
味
の
敬
称
で
、
敬
意
と
親
し
み
を
込
め
ネ
タ
ジ
と

呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
ボ
ー
ス
が
い
か
に
イ
ン
ド
に
と
っ
て

重
要
な
の
か
、
補
足
し
て
お
き
た
い
。

十
九
世
紀
半
ば
、
英
国
領
に
組
み
こ
ま
れ
た
イ
ン
ド
で
は
十
九
世

紀
後
半
、
独
立
運
動
が
起
こ
り
大
東
亜
戦
争
を
経
て
一
九
四
七
年
に

独
立
を
勝
ち
取
っ
た
。
そ
の
独
立
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
が
、
非
暴
力
主

義
を
掲
げ
た
マ
ハ
ト
マ
・
Ｍ
・
ガ
ン
ジ
ー
だ
。
そ
の
ガ
ン
ジ
ー
の
も

と
、
英
国
と
の
交
渉
で
独
立
を
勝
ち
取
ろ
う
と
し
た
の
が
Ｊ
・
ネ
ル

ー
だ
っ
た
。

一
方
、
ボ
ー
ス
は
、
非
暴
力
・
非
服
従
だ
け
で
は
独
立
を
勝
ち
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
。
軍
事
力
の
重
要
性
を
感
じ
て
い
た

ボ
ー
ス
は
ネ
ル
ー
と
は
一
線
を
画
し
、
反
英
の
立
場
か
ら
ド
イ
ツ
、

そ
し
て
日
本
と
の
連
携
を
模
索
し
て
い
く
。
一
九
四
二
年
、マ
レ
ー
・

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
作
戦
に
勝
利
し
た
日
本
軍
の
（
正
確
に
言
え
ば
、
藤

原
岩
市
少
佐
率
い
る
Ｆ
機
関
な
ど
の
）
支
援
の
も
と
、
捕
虜
と
な
っ

た
英
印
軍
の
イ
ン
ド
兵
ら
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
イ
ン
ド
国
民
軍
（
Ｉ

Ｎ
Ａ
）
を
創
設
し
た
。
こ
の
動
き
を
知
っ
た
ボ
ー
ス
は
亡
命
先
の

ド
イ
ツ
か
ら
日
本
に
移
動
し
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
最
高
司
令
官
に
就
任
す
る
。

一
九
四
三
年
十
一
月
に
再
び
来
日
し
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
大
東

亜
会
議
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
翌
一
九
四
四
年
、
ボ
ー
ス
率
い
る
Ｉ

Ｎ
Ａ
は
、
イ
ン
ド
解
放
を
目
指
し
て
日
本
軍
と
共
に
イ
ン
パ
ー
ル
作

戦
を
敢
行
す
る
も
敗
退
し
て
し
ま
う
。
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
、

日
本
が
敗
戦
し
た
こ
と
を
受
け
て
ボ
ー
ス
は
台
湾
か
ら
中
・
大
連
に

向
か
お
う
と
し
た
が
、
事
故
死
し
た
（「
遺
灰
」
は
東
京
都
杉
並
区

の
蓮
光
寺
が
預
か
っ
て
い
る
）。

イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
は
戦
術
的
に
は
失
敗
だ
っ
た
が
、
政
治
的
に
は

イ
ン
ド
独
立
の
契
機
と
な
っ
た
。
一
九
四
五
年
十
一
月
、
英
軍
は
デ

リ
ー
の
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ト
で
Ｉ
Ｎ
Ａ
将
校
三
人
を
「
英
国
王
に
対
す

る
反
逆
罪
」、
つ
ま
り
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
に
従
事
し
た
罪
で
裁
判
に

か
け
た
。

だ
が
、「
Ｉ
Ｎ
Ａ
の
兵
士
た
ち
は
、
イ
ン
ド
独
立
を
求
め
た
愛
国

者
だ
」
と
し
て
イ
ン
ド
民
衆
は
憤
激
し
た
。
一
九
四
五
年
末
、
デ
リ
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ー
の
英
軍
軍
事
法
廷
は
、
英
国
王
に
対
し
て
戦
争
を
行
っ
た
罪
で
終

身
刑
を
言
い
渡
し
た
が
、
イ
ン
ド
民
衆
の
激
し
い
抗
議
活
動
と
英
印

海
軍
の
イ
ン
ド
人
乗
組
員
に
よ
る
反
乱
の
た
め
刑
は
執
行
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
抗
議
行
動
を
契
機
と
し
て
イ
ン
ド
独
立
に
向
け

た
広
範
な
大
衆
運
動
が
起
こ
り
、
一
九
四
七
年
の
独
立
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。

●
安
倍
晋
三
と
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ
デ
ィ

と
は
い
え
、
ボ
ー
ス
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
独
立
後

の
イ
ン
ド
の
政
治
は
、国
民
会
議
派
を
率
い
る
ネ
ル
ー
が
主
導
し
た
。

初
代
首
相
を
務
め
た
ネ
ル
ー
は
日
本
と
の
国
交
樹
立
に
際
し
て
戦
後

賠
償
請
求
権
を
放
棄
す
る
な
ど
、
日
本
に
対
し
て
一
貫
し
て
好
意
的

で
あ
っ
た
も
の
の
、
日
本
と
組
ん
で
軍
事
的
手
段
を
と
っ
た
ボ
ー
ス

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
イ
ン
ド
独

立
運
動
史
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
は
専
ら
ガ
ン
ジ
ー
と
ネ
ル
ー
の
業

績
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
ネ
ル
ー
と
そ
の
一
族
が
率
い
る
国
民
会
議
派
が
戦
後
、
イ

ン
ド
の
政
治
を
主
導
し
、
社
会
主
義
経
済
と
対
外
的
に
は
非
同
盟
中

立
政
策
を
採
用
し
て
き
た
が
、
一
九
九
一
年
の
米
ソ
の
冷
戦
終
結
に
よ

っ
て
イ
ン
ド
の
政
治
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。
国
際
情
勢
の
変
化
に

伴
っ
て
経
済
成
長
と
軍
事
を
重
視
す
る
人
民
党
（
Ｂ
Ｊ
Ｐ
）
が
台
頭

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。そ
し
て
隣
国
パ
キ
ス
タ
ン
と
の
軍
事
紛
争
、

軍
事
力
を
強
化
す
る
中
国
と
の
国
境
紛
争
に
苦
し
む
中
、
二
〇
一
四

年
の
総
選
挙
で
人
民
党
が
国
民
会
議
派
に
大
勝
し
、
ボ
ー
ス
の
再
評

価
を
主
張
す
る
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ
デ
ィ
が
首
相
に
就
任
し
た
。

こ
う
し
た
イ
ン
ド
の
変
化
を
踏
ま
え
、
中
野
学
校
と
「
Ｆ
機
関
」

の
遺
産
を
活
用
し
よ
う
と
し
た
政
治
家
の
一
人
が
安
倍
晋
三
氏
で
あ

っ
た
。
第
一
次
安
倍
政
権
が
日
米
豪
印
に
よ
る
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｄ
（
四
ヶ
国

戦
略
対
話
）
を
提
唱
し
た
際
、
安
倍
首
相
は
二
〇
〇
七
年
、
わ
ざ

わ
ざ
コ
ル
カ
タ
に
立
ち
寄
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
記
念
館
を

訪
問
し
、
敬
意
を
表
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｎ
Ａ
兵
士
た
ち
をT

he First 
Soldier in Indian’s Last W

ar of Independence

（
イ
ン
ド
最

後
の
独
立
戦
争
に
お
け
る
最
初
の
兵
士
）
と
讃
え
る
こ
の
記
念
館
の

入
り
口
に
は
現
在
、訪
問
時
の
安
倍
氏
の
写
真
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

日
本
と
共
に
戦
っ
た
ボ
ー
ス
に
敬
意
を
表
す
る
安
倍
首
相
と
意
気

投
合
し
た
モ
デ
ィ
首
相
は
日
本
と
の
安
全
保
障
の
協
力
を
強
化
す
る

一
方
で
、
二
〇
一
九
年
、
レ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ト
に
残
っ
て
い
た
Ｉ
Ｎ

Ａ
軍
事
法
廷
跡
を
改
装
し
、「
ネ
タ
ジ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
と

Ｉ
Ｎ
Ａ
博
物
館
」
を
開
設
し
た
。
二
〇
二
二
年
に
は
ボ
ー
ス
生
誕
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一
二
五
周
年
を
記
念
し
て
モ
デ
ィ
政
権
は
首
都
デ
リ
ー
の
中
心
部
、

戦
没
者
慰
霊
碑
「
イ
ン
ド
門
」
の
近
く
に
大
き
な
ボ
ー
ス
像
を
建
立

し
た
。

近
年
の
日
印
関
係
の
発
展
、
そ
れ
も
安
全
保
障
関
係
の
強
化
の
背

後
に
は
、
中
野
学
校
と
ボ
ー
ス
を
め
ぐ
る
日
印
両
国
の
歴
史
が
あ
る

の
だ
。

●
民
間
人
で
あ
り
な
が
ら
沖
縄
返
還
に
尽
力
し
た
末
次
一
郎

中
野
学
校
の
卒
業
生
た
ち
の
活
躍
は
戦
時
中
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。
実
は
戦
後
も
活
躍
し
、
国
際
政
治
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え

て
い
る
。
マ
ル
カ
ー
ド
は
こ
の
本
の
中
で
、
そ
う
し
た
事
実
を
何
人

か
の
中
野
学
校
の
卒
業
生
た
ち
の
活
動
を
紹
介
し
な
が
ら
、
具
体
的

に
描
い
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
が
末
次
一
郎
だ
。

末
次
の
足
跡
は
、
紹
介
し
切
れ
な
い
ほ
ど
多
方
面
に
及
ぶ
。
終
戦

直
後
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
が
「
戦
犯
」
釈
放
運
動
だ
。「
日
本
健
青

会
」
と
い
う
組
織
を
つ
く
り
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ソ
連
な
ど
各
地
に
戦
犯
と

し
て
収
容
さ
れ
て
い
た
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
を
釈
放
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に

奔
走
し
た
。
と
く
に
一
九
五
一
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

に
調
印
し
て
日
本
が
主
権
を
回
復
す
る
と
、
た
だ
ち
に
ア
メ
リ
カ
に

飛
ん
で
当
局
と
直
談
判
し
、
戦
犯
の
釈
放
を
求
め
た
。
講
和
条
約
と

同
日
に
締
結
し
た
日
米
安
保
条
約
に
よ
り
、
両
国
は
準
同
盟
関
係
に

あ
る
は
ず
。
そ
れ
な
の
に
日
本
の
若
者
を
い
つ
ま
で
も
勾
留
し
て
い

る
の
は
お
か
し
い
、
と
い
う
理
屈
だ
。

当
時
の
末
次
は
三
十
代
の
青
年
だ
っ
た
。
政
府
要
人
で
も
な
く
一

民
間
人
で
あ
り
、ア
メ
リ
カ
へ
の
渡
航
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
時
代
だ
。

そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
に
乗
り
込
み
、
門
前
払
い
さ
れ
る
こ
と
な
く
相

手
を
交
渉
の
席
に
つ
か
せ
る
あ
た
り
、
常
人
の
交
渉
力
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
行
動
を
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
ソ
連
や
ア
ジ
ア

各
国
に
も
人
脈
を
築
く
と
、
次
に
取
り
組
ん
だ
の
が
沖
縄
返
還
運
動

で
あ
っ
た
。
マ
ル
カ
ー
ド
は
、
末
次
の
活
躍
を
次
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
。〈

末
次
の
グ
ル
ー
プ
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結

の
際
に
沖
縄
の
占
領
に
反
対
し
て
ハ
ン
ス
ト
を
行
っ
た
り
、
沖

縄
県
民
と
の
青
年
交
流
事
業
や
沖
縄
の
学
校
へ
日
本
の
国
旗
を

贈
っ
た
り
し
て
注
目
を
集
め
て
い
た
。
末
次
は
、
沖
縄
問
題
を

日
本
の
指
導
者
や
政
府
関
係
者
、
世
間
一
般
の
目
の
前
に
提
示

し
続
け
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
沖
縄
を
本
土
か
ら
切
り
離
し
、
沖
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縄
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
米
国
の

思
惑
や
取
り
組
み
に
も
対
抗
し
た
〉（『
陸
軍
中
野
学
校
の
光
と

影
』、
三
〇
四
頁
）

戦
後
、
米
国
は
沖
縄
を
軍
事
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
日
本

の
講
和
独
立
後
も
沖
縄
占
領
を
継
続
し
た
ば
か
り
か
、
本
土
と
沖
縄

の
分
離
工
作
を
仕
掛
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
政
治
宣
伝
工
作

に
対
抗
し
た
の
が
末
次
た
ち
だ
っ
た
の
だ
。

そ
の
一
方
で
、
米
国
が
沖
縄
占
領
に
こ
だ
わ
る
の
は
ア
ジ
ア
で
の

有
事
に
対
応
す
る
軍
事
拠
点
と
し
て
米
軍
基
地
を
沖
縄
に
置
き
た
い

か
ら
で
あ
り
、
本
土
返
還
後
も
米
軍
基
地
の
存
続
を
認
め
れ
ば
、
米

国
も
沖
縄
返
還
を
認
め
る
だ
ろ
う
と
分
析
し
た
。
そ
う
し
た
情
勢
分

析
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
も
と
で
末
次
は
、
米
軍
基
地
存
続
を
条

件
と
し
た
沖
縄
返
還
運
動
を
牽
引
し
、「
米
国
は
沖
縄
を
返
し
て
く

れ
る
は
ず
が
な
い
」
と
思
い
込
ん
で
い
た
日
本
の
政
治
指
導
者
た
ち

を
説
得
し
た
の
だ
。
マ
ル
カ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

〈
末
次
は
当
時
の
竹
下
登
官
房
長
官
と
裏
で
協
力
し
、
佐
藤
栄

作
首
相
の
沖
縄
訪
問
を
計
画
し
た
。
こ
れ
は
戦
後
初
め
て
の
現

職
総
理
に
よ
る
訪
問
で
あ
り
、
日
本
の
潜
在
的
主
権
を
主
張

す
る
上
で
も
重
要
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
、
末
次
は
国
土
防

衛
研
究
会
の
支
援
を
受
け
た
代
表
団
の
一
員
と
し
て
ワ
シ
ン
ト

ン
へ
飛
び
、
沖
縄
返
還
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
沖
縄
基
地
問
題

研
究
会
を
介
し
て
、
学
識
経
験
者
、
退
役
将
校
や
他
の
専
門
家

に
よ
る
二
国
間
会
議
に
も
参
加
し
、
基
地
問
題
の
正
式
な
解
決

に
向
け
て
の
道
筋
を
つ
け
た
〉（『
陸
軍
中
野
学
校
の
光
と
影
』、

三
〇
五
頁
）

か
く
し
て
末
次
ら
の
活
動
に
後
押
し
さ
れ
て
日
本
政
府
は
、
沖
縄

返
還
に
向
け
て
動
き
出
す
。
マ
ル
カ
ー
ド
は
こ
う
続
け
る
。

〈
末
次
の
活
動
は
、
日
本
政
府
の
沖
縄
政
策
を
下
支
え
し
て
い

た
。
米
国
の
軍
事
占
領
の
現
実
に
直
面
し
、
当
初
は
潜
在
的
主

権
の
み
を
求
め
て
い
た
日
本
政
府
は
、
次
第
に
米
国
の
負
担
軽

減
の
た
め
に
沖
縄
各
地
へ
の
「
援
助
」
を
拡
大
し
つ
つ
、
返
還

を
求
め
始
め
た
〉（『
陸
軍
中
野
学
校
の
光
と
影
』、
三
〇
五
頁
）

米
軍
基
地
存
続
の
た
め
沖
縄
占
領
の
固
定
化
を
目
論
ん
で
い
た
米

国
と
、
沖
縄
に
対
す
る
「
潜
在
的
主
権
」
の
み
を
求
め
て
い
た
、
つ

ま
り
早
期
返
還
を
諦
め
て
い
た
日
本
政
府
を
説
得
し
て
沖
縄
返
還
の
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道
筋
を
つ
け
た
の
が
末
次
だ
っ
た
。
そ
の
功
績
を
讃
え
て
、
沖
縄
県

浦
添
市
に
あ
る
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
の
沖

縄
国
際
セ
ン
タ
ー
内
に
は
末
次
の
胸
像
が
建
っ
て
い
る
。

●
「
自
衛
隊
は
中
野
学
校
の
遺
産
を
利
用
す
る
だ
ろ
う
」

以
上
の
よ
う
に
、
マ
ル
カ
ー
ド
の
本
は
戦
後
の
中
野
学
校
Ｏ
Ｂ
た

ち
の
活
躍
に
つ
い
て
も
詳
細
に
調
べ
て
紹
介
し
て
い
る
。
さ
す
が
情

報
分
析
の
プ
ロ
の
仕
事
だ
。
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
が
国

際
社
会
を
変
え
て
き
た
こ
と
を
具
体
的
に
描
い
て
い
る
。

た
だ
し
、
私
か
ら
見
る
と
、
も
う
少
し
深
く
掘
り
下
げ
る
べ
き
と

思
わ
れ
る
点
も
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
一
九
六
七
年
に
設
立
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
つ
い
て
触

れ
て
い
な
い
。
当
時
の
二
大
超
大
国
ア
メ
リ
カ
と
も
ソ
連
と
も
距
離

を
置
く
こ
う
し
た
組
織
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
や
は
り
中
野
学
校

Ｏ
Ｂ
に
よ
る
長
年
の
ア
ジ
ア
工
作
が
存
在
し
た
。逆
に
ア
メ
リ
カ
は
、

そ
の
前
に
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
（
東
南
ア
ジ
ア
条
約
機
構
）
と
い
う
反
共
軍

事
同
盟
を
立
ち
上
げ
て
失
敗
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
対
す
る

言
及
も
な
い
。
軍
事
力
で
圧
倒
す
る
ア
メ
リ
カ
が
負
け
た
の
は
、
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
戦
と
情
報
分
析
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
一

方
の
ソ
連
も
ベ
ト
ナ
ム
で
勝
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
要
は
、
ア
メ
リ

カ
も
ソ
連
も
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
。

Ｃ
Ｉ
Ａ
の
元
情
報
分
析
官
と
し
て
、
そ
の
あ
た
り
の
検
証
や
中
野

学
校
Ｏ
Ｂ
と
の
比
較
が
あ
れ
ば
、
な
お
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
と
は
い

え
、
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
は
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
日
本
側
の

専
門
家
が
補
足
し
、新
た
に
刊
行
し
て
い
け
ば
よ
い
。
繰
り
返
す
が
、

日
本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
歴
史
を
知
る
う
え
で
は
、
現
時
点
に

お
け
る
一
級
の
テ
キ
ス
ト
と
い
え
る
。

著
者
の
マ
ル
カ
ー
ド
は
、
こ
の
本
の
末
尾
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

〈
日
本
が
軍
事
的
な
Ｈ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
整
備
し
、

情
報
幹
部
が
外
国
人
工
作
員
を
運
用
し
、
海
外
の
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
自
衛

隊
は
中
野
学
校
の
遺
産
を
利
用
す
る
だ
ろ
う
。（
略
）
日
本
の

防
衛
庁
（
マ
マ
）
も
中
野
学
校
の
影
の
戦
士
達
の
多
く
の
功
績

を
参
考
に
し
て
、情
報
幹
部
の
海
外
で
の
情
報
活
動
を
指
揮
し
、

鼓
舞
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〉（『
陸
軍
中
野
学
校
の

光
と
影
』、
三
二
九
頁
）
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実
は
第
二
次
安
倍
政
権
の
二
〇
一
八
年
、
陸
上
自
衛
隊
「
調
査
」

学
校
は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
要
員
育
成
の
た
め
の
「
情
報
」
学
校

へ
と
再
編
さ
れ
た
。
こ
の
情
報
学
校
に
は
現
在
、
陸
上
自
衛
隊
調
査

学
校
の
校
長
で
も
あ
っ
た
藤
原
岩
市
の
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
中
野
学
校
の
遺
産
を
引
き
継
い
で
い
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
中
野
学
校
に
関
す
る
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

お
ら
ず
、
研
究
書
も
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
だ
。

だ
が
、
マ
ル
カ
ー
ド
は
本
書
を
上
梓
し
た
二
〇
〇
二
年
に
、
日
本

が
本
格
的
に
対
外
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
関
を
運
用
し
よ
う
と
し
た

と
き
、
中
野
学
校
の
遺
産
を
利
用
す
る
だ
ろ
う
と
予
言
し
た
。
そ
れ

か
ら
二
十
年
後
の
二
〇
二
二
年
、
岸
田
政
権
は
国
家
安
全
保
障
戦
略

を
全
面
改
定
し
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
重
視
を
打
ち
出
し
た
。

日
本
は
い
か
に
し
て
対
外
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
関
を
創
設
し
、

う
ま
く
運
用
し
て
い
く
の
か
。
そ
も
そ
も
日
本
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
に
向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、
そ
ん
な
悲
観
論
も
聞
こ
え

て
く
る
。

だ
が
、
マ
ル
カ
ー
ド
は
こ
う
述
懐
す
る
。

〈
日
本
が
二
〇
世
紀
の
大
国
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し

た
こ
と
、
ま
た
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
の
非
常

に
優
れ
た
能
力
の
双
方
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
日
本
の
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
史
と
い
う
も
の
は
、
よ
り
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ

る
〉（『
陸
軍
中
野
学
校
の
光
と
影
』、
一
四
―
一
五
頁
）

こ
の
本
を
読
め
ば
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動
が
戦
前
、

戦
中
、
戦
後
の
日
本
の
政
治
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
米
国

を
含
む
国
際
政
治
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

過
去
の
先
人
た
ち
の
苦
闘
を
過
大
評
価
す
る
必
要
は
な
い
が
、
過
小

評
価
す
べ
き
で
も
な
い
の
だ
。
戦
前
の
日
本
は
ダ
メ
だ
っ
た
と
い
う

先
入
観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
は
止
め
て
、
ま
ず
は
先
人
た
ち
の
苦
闘
の

歩
み
を
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
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髙
池
勝
彦
（
た
か
い
け
か
つ
ひ
こ
）　
一
九
四
二
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
第
一
法
学
部
卒
、
同
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
弁
護
士
登
録
（
東
京
弁

護
士
会
）
の
後
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
卒
。
専
門
は
民
亊
法
学
、
労
働
法
。
東
史
郎
の
南
京
大
虐
殺
関
連
の
書
籍
に
関
す
る
名
誉
棄
損
訴
訟
の

原
告
弁
護
人
、
百
人
斬
り
訴
訟
の
原
告
側
弁
護
団
長
、
朝
日
新
聞
を
糺
す
国
民
会
議
弁
護
団
に
も
加
わ
っ
て
い
る
。
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
会
長
、
國

語
問
題
協
議
會
会
員
（
監
事
）。
著
書
に
『
反
日
勢
力
と
の
法
廷
闘
争
―
愛
国
弁
護
士
の
闘
ひ
』（
展
転
社
）、
共
著
に
『
新
地
球
日
本
史
』
第
一
巻
（
産
経
新
聞
ニ

ュ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
）、『
日
本
国
憲
法
を
考
え
る
』（
学
陽
書
房
）、『
不
動
産
媒
介
の
裁
判
例
』（
有
斐
閣
）
な
ど
。
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
副
理
事
長
。

平
川
祐
弘
（
ひ
ら
か
わ
す
け
ひ
ろ
）　

一
九
三
一
年
東
京
生
ま
れ
、
東
大
教
養
学
部
教
養
学
科
卒
、
仏
伊
政
府
留
学
生
、
昭
和
三
十
九
年
東
大
大
学
院
比
較
文
学

比
較
文
化
課
程
助
手
、
修
士
論
文
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
詩
』、
博
士
論
文
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』、『
小
泉
八
雲
、
西
洋
脱
出
の
夢
』（
サ
ン
ト
リ
ー
賞
）、
翻
訳
ダ
ン

テ
『
神
曲
』、
正
論
大
賞
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
理
事
。

梅
澤
昇
平
（
う
め
ざ
わ
し
ょ
う
へ
い
）　

一
九
四
二
年
生
ま
れ
、早
大
卒
、民
社
党
政
策
審
議
会
事
務
局
長
、同
教
育
宣
伝
局
長
、尚
美
学
園
大
学
教
授
歴
任
。
現
在
、

尚
美
学
園
大
学
名
誉
教
授
、
友
愛
労
働
歴
史
館
調
査
研
究
員
。
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
評
議
員
長
。

荒
木
和
博
（
あ
ら
き
か
ず
ひ
ろ
）　

一
九
五
六
年
東
京
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
。
民
社
党
本
部
書
記
局
勤
務
。
現
代
コ
リ
ア
研
究
所
研
究

部
長
を
経
て
、
一
九
九
七
年
、
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
専
任
講
師
。
そ
の
後
助
教
授
を
経
て
、
現
在
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
教
授
。
二
〇
〇
〇
年
、

北
朝
鮮
に
拉
致
さ
れ
た
日
本
人
を
救
出
す
る
た
め
の
全
国
協
議
会
事
務
局
長
。
二
〇
〇
三
年
特
定
失
踪
者
問
題
調
査
会
代
表
。
同
年
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
予

備
自
衛
官
。
二
〇
〇
四
年
、予
備
役
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
の
会
代
表
。
著
書
『「
希
望
」
作
戦
、発
動 

北
朝
鮮
拉
致
被
害
者
を
救
出
せ
よ
』（
令
和
三
年
・
晩
聲
社
）
他
。

公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
副
評
議
員
長
。

山
田
吉
彦
（
や
ま
だ
よ
し
ひ
こ
）　

一
九
六
二
年
生
ま
れ
。
千
葉
県
出
身
。
専
門
は
、
海
洋
政
策
、
海
洋
安
全
保
障
、
島
し
ょ
経
済
学
。
金
融
機
関
勤
務
を
経
て
、

財
団
法
人
日
本
船
舶
振
興
会（
現
・
日
本
財
団
）に
勤
務
。
公
益
事
業
、特
に
造
船
、海
運
お
よ
び
海
洋
問
題
を
担
当
。
海
洋
グ
ル
ー
プ
長
等
を
歴
任
。
二
〇
〇
八
年
、

東
海
大
学
教
授
に
就
任
。
日
本
各
地
の
海
洋
に
関
わ
る
地
域
開
発
に
関
与
。
尖
閣
諸
島
問
題
な
ど
、
国
境
離
島
問
題
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
い
る
。
公
益
財

団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
理
事
。
東
海
大
学
海
洋
学
部
教
授
。
博
士
（
経
済
学
）

冨
山
泰
（
と
み
や
ま
や
す
し
）　

一
九
五
〇
年
神
奈
川
県
出
身
。
一
橋
大
学
法
学
部
卒
。
七
四
年
時
事
通
信
社
に
入
社
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
特
派
員
、
バ
ン
コ
ク
特

派
員
、
ワ
シ
ン
ト
ン
支
局
長
、
外
信
部
長
、
ロ
ン
ド
ン
支
局
長
、
解
説
委
員
。
二
〇
〇
九
年
国
家
基
本
問
題
研
究
所
に
転
じ
、
事
務
局
次
長
兼
主
任
研
究
員
を

経
て
、
現
在
、
評
議
員
兼
企
画
委
員
兼
研
究
員
。
主
な
著
書
は
『
カ
ン
ボ
ジ
ア
戦
記
』（
中
公
新
書
）、
訳
書
は
『
大
使
モ
ン
デ
ー
ル
の
肖
像
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）、

論
文
は
「
安
全
保
障
機
構
へ
進
化
す
る
ク
ア
ッ
ド
」（
海
外
事
情
二
〇
二
一
年
五
・
六
月
号
）。

執
　
筆
　
者
　
紹
　
介
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黒
澤
聖
二
（
く
ろ
さ
わ
せ
い
じ
）　

一
九
五
九
年
秋
田
県
生
ま
れ
。
一
九
八
三
年
防
衛
大
学
校
卒
、
一
九
九
五
年
杏
林
大
学
大
学
院
国
際
開
発
学
修
士
、

二
〇
〇
三
年
タ
フ
ツ
大
学
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
法
律
外
交
大
学
院
法
律
外
交
修
士
。
一
九
八
三
年
に
海
上
自
衛
隊
入
隊
後
は
対
潜
哨
戒
機
Ｐ
―

3
Ｃ
操
縦
士
と
し
て
、

米
国
留
学
後
は
国
際
法
の
専
門
家
と
し
て
勤
務
し
、
海
幕
、
統
幕
で
首
席
法
務
官
を
歴
任
。
二
〇
一
五
年
退
官
後
、
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
事

務
局
長
と
し
て
勤
務
し
、
二
〇
二
四
年
か
ら
同
研
究
所
理
事
兼
研
究
員
。
国
際
法
学
会
会
員
、
専
門
は
海
洋
法
、
武
力
紛
争
法
な
ど
。

相
澤
輝
昭
（
あ
い
ざ
わ
て
る
あ
き
）　

一
九
六
〇
年
生
、
一
九
八
四
年
防
衛
大
学
校
卒
。
機
雷
掃
海
幹
部
と
し
て
掃
海
艦
は
ち
じ
ょ
う
艦
長
な
ど
を
歴
任
。

一
九
九
五
～
九
七
年
、
杏
林
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
で
田
久
保
忠
衛
教
授
の
指
導
の
下
、
国
際
政
治
学
研
修
（
開
発
学
修
士
）。
二
〇
一
六
年
に
退
官
後
、

外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
地
域
政
策
課
専
門
員
、
笹
川
平
和
財
団
海
洋
政
策
研
究
所
特
任
研
究
員
を
経
て
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
防
衛
大
学
校
防
衛
学
教
育
学
群

統
率
・
戦
史
教
育
室
准
教
授
。
専
門
分
野
は
安
全
保
障
政
策
史
（
自
衛
隊
史
）、
海
洋
安
全
保
障
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
（
国
立
公
文
書
館
認
証
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
）

な
ど
。
二
〇
二
三
年
公
開
の
東
宝
映
画
「
ゴ
ジ
ラ
―
１
・０
」
で
は
掃
海
監
修
を
勤
め
た
。

堀 

茂（
ほ
り
し
げ
る
）　

一
九
五
六
年
東
京
生
ま
れ
。
立
教
大
学
経
済
学
部
卒
業
、杏
林
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
専
門
は
、政
治
外
交
史
、

軍
事
史
、
政
軍
関
係
、
政
治
思
想
。
論
文
に
「『
長
閥
』
の
数
値
的
実
態
に
関
す
る
一
考
察
」、「
帝
国
陸
軍
『
革
新
』
グ
ル
ー
プ
と
反
『
長
閥
』
運
動
」、「
内
務

官
僚
の
陸
軍
中
堅
幕
僚
へ
の
近
接
に
つ
い
て
」
な
ど
多
数
。
著
書
に
『
昭
和
初
期
政
治
史
の
諸
相
』、『
天
皇
が
統
帥
す
る
自
衛
隊
』、『「
無
脊
椎
」
の
日
本
』、（
以

上
展
転
社
）『「
政
軍
関
係
」
研
究
』（
並
木
書
房
）
等
が
あ
る
。
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
客
員
研
究
員
。

中
川
真
紀
（
な
か
が
わ
ま
き
）　

一
九
六
七
年
大
分
県
出
身
。
大
阪
外
国
語
大
学
中
国
語
科
卒
業
。
陸
上
自
衛
隊
入
隊
後
、
第
一
師
団
第
二
部
長
・
防
衛
省
情
報

本
部
課
長
・
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
主
任
分
析
官
・
中
央
情
報
隊
基
礎
情
報
隊
長
等
を
歴
任
し
、
二
〇
二
四
年
退
官
。
現
在
、
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問

題
研
究
所
研
究
員
。
専
門
は
中
国
安
全
保
障
。

西 

修（
に
し
お
さ
む
）　

一
九
四
〇
年
富
山
市
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
卒
業
。
同
大
学
院
政
治
学
研
究
科（
憲
法
専
修
）修
士
課
程
修
了
、

博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
。
博
士
（
政
治
学
）、
博
士
（
法
学
）」。
駒
沢
大
学
法
学
部
教
授
を
経
て
、
現
在
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
。
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
、

プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）、
エ
ラ
ス
ム
ス
大
学
（
オ
ラ
ン
ダ
）
な
ど
で
在
外
研
究
。
著
書
に
『
日
本
国
憲
法
成
立
過
程
の

研
究
』、『
憲
法
体
系
の
類
型
的
研
究
』（
以
上
、
成
文
堂
）、『
憲
法
改
正
の
論
点
』（
文
春
新
書
）、『
証
言
で
つ
づ
る
日
本
国
憲
法
の
成
立
経
緯
』（
海
竜
社
）、『
憲

法
の
正
論
』（
産
経
新
聞
出
版
社
）
な
ど
多
数
。
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
理
事
。

江
崎
道
朗
（
え
ざ
き
み
ち
お
）　

一
九
六
二
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
九
州
大
学
卒
業
後
、
国
会
議
員
の
政
策
ス
タ
ッ
フ
な
ど
を
務
め
、
安
全
保
障
や
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ス
、
近
現
代
史
研
究
に
従
事
。
二
〇
一
六
年
夏
か
ら
本
格
的
に
評
論
活
動
を
開
始
。
産
経
新
聞
「
正
論
」
欄
執
筆
メ
ン
バ
ー
。
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ロ
ン
「
江

崎
道
朗
塾
」
主
宰
。
二
〇
二
三
年
、
フ
ジ
サ
ン
ケ
イ
グ
ル
ー
プ
第
三
十
九
回
「
正
論
大
賞
」
受
賞
。
主
な
著
書
に
『
緒
方
竹
虎
と
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
』

（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
ほ
か
多
数
。
麗
澤
大
学
客
員
教
授
。
公
式
サ
イ
ト ezakim

ichio.info 

公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所
企
画
委
員
。
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・ 
本
研
究
所
副
理
事
長
の
田
久
保
忠
衛
先
生
が
本
年
一
月
、
ご
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。
先
生
は
、当
研
究
所
の
創
設
者
の
お
一
人
で
、当
研
究
誌
『
国

基
研
紀
要
』
の
生
み
の
親
で
も
あ
り
ま
す
。
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し

ま
す
。

・ 

本
号
で
は
、
田
久
保
先
生
と
様
々
な
形
で
ご
高
誼
の
あ
っ
た
先
生
方
か

ら
、
田
久
保
先
生
が
ご
懸
念
さ
れ
て
い
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
専
門
家

の
視
点
か
ら
の
論
考
を
頂
き
ま
し
た
。

・ 

田
久
保
先
生
は
、
左
の
マ
ル
ク
ス
主
義
、
右
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
左

右
の
全
体
主
義
を
猛
烈
に
攻
撃
し
た
河
合
栄
次
郎
の
薫
陶
を
受
け
た
門

下
生
と
の
交
流
を
通
し
て
、
国
際
情
勢
を
分
析
す
る
上
で
重
要
な
原
則

を
学
ん
だ
こ
と
を
常
々
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

・ 

先
生
は
、
軍
事
的
膨
張
を
続
け
る
中
国
の
脅
威
と
戦
後
一
貫
し
て
安
全

保
障
の
命
綱
だ
っ
た
米
国
の
威
信
の
低
下
に
よ
る
危
機
を
乗
り
越
え
ら

れ
る
か
と
い
う
不
安
と
、
国
体
を
尊
重
す
る
こ
と
な
く
、
伝
統
あ
る
歴

史
に
誇
り
を
持
た
ず
、
国
の
防
衛
を
他
国
に
頼
り
、
個
人
の
利
益
追
求

に
執
着
す
る
、
無
気
力
な
日
本
が
今
後
も
続
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う

不
安
を
抱
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
不
安
は
、
国
家
基
本
問
題
研
究
所

の
設
立
趣
意
書
の
文
言
に
読
み
取
れ
ま
す
。

・ 

先
生
は
、か
つ
て
米
国
カ
ー
タ
ー
政
権
の
大
統
領
補
佐
官
を
務
め
た
Ｚ
・

ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
氏
が
日
本
の
こ
と
を
、米
国
の
「
事
実
上
の
保
護
国
」

と
書
い
た
こ
と
に
、「
と
て
も
腹
が
立
っ
た
が
、
今
考
え
る
と
、
客
観

的
に
見
て
い
る
と
思
う
」
と
述
懐
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

・ 

先
生
は
最
後
ま
で
憲
法
改
正
の
実
現
に
心
血
を
注
が
れ
ま
し
た
。
今
、

日
本
が
こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
に
は
、「
軽
武
装
・
経
済
大
国
」
を

目
指
す
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
と
決
別
し
、
日
本
人
自
ら
の
手
で
憲
法
を
改

正
し
、
日
本
を
取
り
戻
す
以
外
に
方
法
は
な
い
こ
と
を
訴
え
続
け
ら
れ

ま
し
た
。

・ 

二
〇
二
二
年
二
月
に
始
ま
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
す
で
に
二
年
半
を

経
た
今
で
も
な
お
終
結
を
見
通
せ
な
い
中
、
二
〇
二
三
年
十
月
七
日
に

始
ま
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ハ
マ
ス
間
の
戦
争
も
激
し
さ
を
増
し
て
お
り
、

そ
の
結
果
は
民
主
主
義
国
と
権
威
主
義
国
と
の
戦
い
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

・ 

こ
う
し
た
国
際
情
勢
の
中
で
、
特
に
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
平
和
と

安
定
の
た
め
に
、
権
威
主
義
国
と
対
峙
す
る
自
由
主
義
国
と
し
て
日
本

の
果
た
す
べ
き
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

・ 

十
月
に
は
石
破
政
権
が
誕
生
し
ま
し
た
が
、
自
由
民
主
党
の
党
是
で
も

あ
る
憲
法
改
正
を
実
現
で
き
る
か
で
そ
の
真
価
が
問
わ
れ
ま
す
。
今
の

国
際
情
勢
を
見
れ
ば
、
憲
法
改
正
は
い
か
な
る
政
権
に
と
っ
て
も
一
日

で
も
早
い
そ
の
実
現
が
必
須
で
す
。
わ
れ
わ
れ
国
民
一
人
一
人
も
そ
の

覚
悟
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

（
大
岩
記
）
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書

私
た
ち
は
現
在
の
日
本
に
言
い
知
れ
ぬ
危
機
感
を
抱
い
て
お
り
ま

す
。
緊
張
感
と
不
安
定
の
度
を
増
す
国
際
情
勢
と
は
裏
腹
に
、
戦
後

体
制
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
い
う
志
は
揺
ら
ぎ
、
国
民
の
関
心
は
も
っ

ぱ
ら
当
面
の
問
題
に
偏
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
平
成

十
九
年
夏
の
参
議
院
議
員
選
挙
で
は
、
憲
法
改
正
等
、
国
の
基
本
的

な
問
題
が
置
き
去
り
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
国
家
と
し
て
の
重
大
な

欠
陥
を
露
呈
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
国
憲
法
に
象
徴
さ
れ
る
戦
後
体
制
は
も
は
や
国
際
社
会
の
変

化
に
対
応
で
き
ず
、
よ
う
や
く
憲
法
改
正
問
題
が
日
程
に
上
が
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
敗
戦
の
後
遺
症
は
あ
ま
り
に
も
深
刻
で
、
そ

の
克
服
に
は
、
今
な
お
、
時
間
が
か
か
る
と
思
わ
れ
ま
す
。「
歴
史

認
識
」
問
題
は
近
隣
諸
国
だ
け
で
な
く
、
同
盟
国
の
米
国
と
の
間
に

も
存
在
し
ま
す
。
教
育
は
、
学
力
低
下
や
徳
育
の
喪
失
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
そ
の
根
底
と
な
る
べ
き
国
家
意
識
の
欠
如
こ
そ
重
大
な
問

題
で
あ
り
ま
す
。
国
防
を
担
う
自
衛
隊
は
「
普
通
の
民
主
主
義
国
」

の
軍
隊
と
程
遠
い
の
が
現
状
で
す
。

「
普
通
の
民
主
主
義
国
」
と
し
て
の
条
件
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
我
が

国
が
現
在
に
至
っ
て
い
る
原
因
は
、
政
治
家
が
見
識
を
欠
き
、
官
僚

機
構
が
常
に
問
題
解
決
を
先
送
り
す
る
陋
習
を
変
え
ず
、
そ
の
場
凌

ぎ
に
終
始
し
て
き
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
加
え
て
国
民
の
意
識
に
も

問
題
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

私
た
ち
は
、
連
綿
と
つ
づ
く
日
本
文
明
を
誇
り
と
し
、
か
つ
、
広

い
国
際
的
視
野
に
立
っ
て
、
日
本
の
在
り
方
を
再
考
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。
同
時
に
、
国
際
情
勢
の
大
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
社

会
の
各
分
野
で
機
能
不
全
に
陥
り
つ
つ
あ
る
日
本
を
再
生
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
国
家
が
直
面
す
る
基
本
問
題
を
見
詰
め
直
そ
う
と
の
見
地

か
ら
、
国
家
基
本
問
題
研
究
所
（
国
基
研
・
Ｊ
Ｉ
Ｎ
Ｆ
）
を
設
立
い

た
し
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
自
由
な
純
民
間
の
研
究
所
と
し
て
、

独
立
自
尊
の
国
家
の
構
築
に
一
役
買
い
た
い
と
念
じ
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
は
ま
た
、
日
本
に
真
の
あ
る
べ
き
姿
を
取
り
戻
し
、
二
十
一

世
紀
の
国
際
社
会
に
大
き
く
貢
献
し
た
い
と
い
う
気
概
を
も
つ
も
の

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
趣
旨
に
御
賛
同
い
た
だ
き
、
御
理
解
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

に
存
じ
ま
す
。
御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十
九
年
十
二
月




